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１．はじめに 

 

推薦地を含む琉球列島は、九州と台湾との間に位置し、北東から南西方向に弧状につながる長

さ約 1,200㎞の島嶼群である。推薦地である「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」は、

中琉球の奄美大島、徳之島、沖縄島北部、南琉球の西表島の４つの地域を構成資産とする「連続

性のある資産」として、世界自然遺産への登録を目指している。 

本資産の主要な価値は、琉球列島の地史を反映して大陸からの隔離期間の異なる中琉球と南琉

球において独自の生物の進化、種分化が起きている過程を明白に表す顕著な見本になっている点

である。また、推薦地は、イリオモテヤマネコ（CR）、ノグチゲラ（CR）、アマミノクロウサギ

（EN）、ヤンバルクイナ（EN）など IUCNレッドリストの絶滅危惧種 88種を含む陸生動植物に

とってかけがえのない生息・生育地となっており、生物多様性の生息域内保全にとって極めて重

要な自然の生息地を包含した地域となっている。 

推薦地が位置する奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島はいずれも小規模な島嶼であり、有

人島として住民生活が営まれている。固有種・希少種等が生息・生育する環境と住民生活や産業

活動の場が非常に近接し、また一部は重複する場合もあるが、地域の自然資源を利活用した文化

や産業が育まれており、その中で顕著な普遍的価値が維持されてきたことが特徴でもある。した

がって、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産推薦地の保全・管理に当たって

は、地域社会との連携や持続可能な利用との両立が重要となる。 

また、「連続性のある資産」を構成する４つの地域は地理的に分離しており、２県 12市町村と

いう多くの行政区にまたがっていることから、個々の構成資産の保全・管理を連携して行うため

の管理体制の確立も不可欠である。 

このように、世界的にみても類いまれな価値を有する奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表

島の自然環境を人類共通の資産と位置づけ、地域特性を踏まえつつ、より良い形で後世に引き継

いでいくため、ここに「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産推薦地包括的管

理計画（以下『本計画』）」を策定する。 
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２.計画の基本的事項 

１）計画の目的 

本計画は、推薦地、緩衝地帯及びその周辺地域の自然環境の保全及び持続可能な利用等に係

る各種制度を所管する管理機関※が、地域住民、観光事業者、農林漁業者、研究者、地域団体、

その他来訪者等の様々な関係者と緊密な連携・協力を図ることにより、当該地域の自然環境の

保全・管理を適切かつ円滑に進めるために、各種制度の運用及び各種事業の推進等に関する基

本的方針を明らかにするものである。 

※管理機関：環境省、林野庁、文化庁、鹿児島県、沖縄県、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸

内町、龍郷町、徳之島町、天城町、伊仙町、国頭村、大宜味村、東村、竹富町 

 

２）計画の対象範囲 

推薦地は、奄美群島に属する奄美大島、徳之島、沖縄諸島に属する沖縄島北部、先島諸島に

属する西表島から構成される「連続性のある資産」を有する地域である（図１）。これらの推

薦地に加え、推薦地の顕著な普遍的価値を維持するため、緩衝地帯及びその周辺地域を含めた

地域を本計画の「計画対象区域」とする。 

なお、計画対象区域は、下記及び図２～５の通りである。 

 

○推薦地：  

 ・完全性の条件を含む顕著な普遍的価値を有する地域 

 ・前項に係る登録時の状況が将来にわたって維持又は強化されるよう、国による適切な法

的保護担保措置を施す地域。国立公園の特別保護地区、第 1種特別地域又は森林生態系

保護地域の保存地区に指定されている。さらに、これらに加えて、国指定鳥獣保護区、

天然記念物に指定されている。 

 

○緩衝地帯：  

 ・推薦地に直に接し、資産とその保護を支える機能をもつ地域及び特性が含まれる地域 

 ・推薦する資産の効果的な保護を目的として、法的または慣習的手法によって補完的な利 

用及び開発の規制を行う地域。主に、国立公園の第 2種特別地域又は森林生態系保護地

域の保全利用地区等に指定されている。 

 

○周辺地域： 

 ・推薦地や緩衝地帯の周辺地域（必要に応じ、周辺の航路等も含む） 

 ・法的または慣習的手法等による保全・管理、持続可能な利用、遺産地域の保全に係る普

及啓発等をはじめとし、資産を維持又は強化するため若しくは資産の保全・管理上必要

な取組を実施する地域。これらについては、広域的な取組が必要であることから、奄美

大島、徳之島、沖縄島北部については、関係する市町村の行政区を、西表島については、

島全体を基本として、周辺地域を設定する。 
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図１ 全体位置図 

図２ 奄美大島 

図３ 徳之島 

図４ 沖縄島北部 

図５ 西表島 
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図２ 奄美大島 
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図３ 徳之島 
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図４ 沖縄島北部 
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図 5 西表島 
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３）計画の構成 

遺産の構成資産は４つの島に分布し、２県 12市町村という多くの行政区にまたがっている。

そのため、自然環境や地域の歴史・文化、社会的状況の違いにより、保全・管理上の課題もそ

れぞれ異なっている。また、計画対象区域内は、保護地域や国内希少野生動植物種の指定など

国内法令等に基づく各種制度により複層的に保護されており、それぞれの制度を所管する管理

機関が相互に連携しつつ、円滑に各種制度の運用を図っていく必要がある。 

この様な状況を踏まえ、管理機関が連携して効果的な保全・管理を図るために、本計画にお

いては４地域に共通する全体目標や管理の基本方針を示し、更に本計画の下に地域別の行動計

画（奄美大島行動計画、徳之島行動計画、沖縄島北部行動計画、西表島行動計画）を定めるこ

ととする。 

地域別の行動計画では、本計画に示された全体目標や管理の基本方針の下、４地域それぞれ

の特性と課題を踏まえて、実施すべき取組事項を抽出し、その具体的な内容、実施時期、役割

分担、達成目標や評価指標等を示す。 

本計画と地域別の行動計画との関係性及び各計画の構造は図６に示したとおりであり、これ

らの計画を一体のものとして、相互に連動させながら運用することにより、４つの地域で構成

される「連続性のある資産」の一体的管理を実現する。 

図６ 計画の構成 
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４）計画の期間 

本計画の期間は概ね 10年程度とする。 

地域別の行動計画については、概ね 10 年程度を計画期間とするが、計画の実施時期を短期

（3年以内）、中期（4～6年程度）、長期（7～10年程度）の 3段階に区分する。 

 

５）計画の進捗管理及び見直し 

本計画は、計画期間の中間時点である５年後及び期間終了時期に、「４．管理の目標」に示

した全体目標及び地域区分別目標の達成状況の評価を行い、評価結果を踏まえて見直しを行う。 

地域別の行動計画に関しては、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島のそれぞれの行動

計画に基づく取組の実施状況及び事業項目ごとに定めた目標と評価指標に関するモニタリン

グ結果に基づき、毎年、定期的な点検を行い、必要に応じて見直しを行う。 

なお、進捗管理及び見直しの体制については、「６．管理の実施体制」に記載する。 
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３.推薦地の概要 

 

１）位置 

推薦地は、北緯 24°20′から北緯 28°19′の間に位置し、日本列島の九州南端から台湾の間に、

約 1,200kmにわたって弧状に点在する琉球列島の一部である。奄美群島に属する奄美大島と

徳之島、沖縄諸島に属する沖縄島北部、先島諸島に属する西表島の４つの地域から構成され、

推薦地の面積は、37,946 haである。 

 

２）総説 

推薦地は、ユーラシア大陸の東端に弧状に張り出した日本列島の南端部分に位置する琉球列

島のうち、中琉球の奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び南琉球の西表島の４地域からなる。黒

潮と北太平洋西部の亜熱帯性高気圧の影響を受け、温暖・多湿な亜熱帯性気候を呈し、主に常

緑広葉樹の亜熱帯多雨林に覆われている。 

琉球列島は、ユーラシア大陸からの分離後、島嶼間の深い海峡、黒潮などにより北琉球、中

琉球、南琉球に分断され、さらに海面変化の影響もあり、近隣島嶼間で分離・結合を繰り返し

てきた。こうした水陸分布の変動は、推薦地が含まれる中琉球及び南琉球の陸生生物に対して、

種分化と固有化の機会をもたらした。また、大陸からの距離や分離時期の違いにより、中琉球

と南琉球の陸生生物相は種分化と固有化のパターンが異なっている。その結果、推薦地では、

幅広い生物群で特に多くの固有種／亜種が見られる。 

さらに、推薦地には維管束植物 1,808種（亜種・変種・雑種を含む）、陸生哺乳類 22種、鳥

類 394種、陸生爬虫類 36種、両生類 21種、陸水性魚類 267種、昆虫類 6,148種、淡水甲

殻十脚類 47 種の生物が確認されている。そのうち IUCNレッドリスト(2016）記載の絶滅危

惧種は 88 種にのぼる。推薦地は多くの絶滅危惧種・固有種の生息・生育地であり、生物多様

性の生息域内保全にとってきわめて重要な自然の生息・生育地を包含した地域となっている。 

推薦地は、環境省、林野庁及び文化庁により、各種の保護地域（国立公園、天然記念物、森

林生態系保護地域、国指定鳥獣保護区）に指定されており、進化の過程を示す生態系や豊かな

生物多様性の保全が担保されている。 

 

３）自然環境 

（１）地形・地質 

推薦地は、日本列島の九州南端から台湾の間に、約 1,200kmにわたって弧状に点在する

琉球列島の一部である。琉球列島はユーラシアプレートとフィリピン海プレートの接点に
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位置しており、後期中新世以降にフィリピン海プレートが琉球海溝においてユーラシアプ

レートの下方へ沈み込んだことに伴う地殻変動などにより誕生したと考えられている（町

田ほか、2001; 長谷、2010）。琉球列島はトカラ海峡と慶良間海裂によって地質構造的に

分断されているが、これらの海峡は生物分布上の境界としてもよく当てはまることが知ら

れている（水谷、2009）。そのため、琉球列島は地質学・地形学的観点及び生物学的観点か

ら、北から南へ北琉球、中琉球、南琉球の３つの地域に区分され、（當山、2014）推薦地で

ある奄美大島、徳之島、沖縄島北部は中琉球に、西表島は南琉球に属している。また、推

薦地は非火山性の外弧隆起帯に属しており、いずれも標高が比較的高く山地や丘陵地から

なり、島の形成年代が古いタイプの島である。 

 

（２）気候 

推薦地は、亜熱帯気候に属する。亜熱帯気候とは熱帯同様に高温の夏と比較的温和な冬を

もつ気候を指し、亜熱帯高圧帯とそこを発現地とする熱帯気団に支配されることが特徴的

とされており、おおむね南・北緯 20～30度の間に位置する地域が含まれる。さらに、降水

量によって湿潤気候と乾燥気候に分けられるが、世界の亜熱帯地域の多くは中緯度乾燥帯

に相当し、降水量が少なく乾燥し、大部分が雨緑林、サバンナ、ステップ、砂漠などの乾

燥系列の植生となっている（清水、2014）。 

推薦地は亜熱帯地域に位置するが、“亜熱帯海洋性気候”と呼ばれ、近傍を流れる暖流の黒

潮とモンスーンが大きく影響し、年間降水量は 2000mm以上に達する。そのため、亜熱帯

域に多雨林が発達する、世界的にも稀で特異的な地域である。 

 

（３）植生 

推薦地の自然植生のうち主体をなす山地の森林は、湿潤な亜熱帯に成立した常緑広葉樹林

である。上層を占める樹木にはシイ・カシ類、リュウキュウマツ（マツ科）のほか、クス

ノキ科の高木も多く、植生景観は屋久島以北の暖温帯の照葉樹林に似ている（相場、2011）。

しかし、その林内には多くの木性シダ、ルリミノキの仲間、亜高木的な高さまで生長する

ヤブコウジ属のいくつかの種、イチジク属のしめ殺し植物、ヤシ類を有し、樹種の多様性

が高く、暖温帯の森林とは様相が異なる。一方、この地域の海岸にはマングローブ樹種を

はじめ、アダン（タコノキ科）、モモタマナ（シクンシ科）、モンパノキ（ムラサキ科）、サ

ガリバナ（サガリバナ科）、ハスノハギリ（ハスノハギリ科）といった熱帯や亜熱帯の海岸

植生を特徴づける樹種が見られる（堀田、1974; 吉良、1989）。 

推薦地の中で、最も標高の高い奄美大島の湯湾岳（標高 694m）や徳之島の井之川岳（標

高 644m）の海抜 500ｍあるいは 600m以上の森林は、日射量が限られた空中湿度が高い

雲霧帯となっており（鈴木、1979; 宮脇（編）、1989; 大西ほか、2012）、アマミテンナ

ンショウ―スダジイ群集が見られる（鈴木、1979; 宮脇（編）、1989）。沖縄島で最も高い
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与那覇岳（標高 503m）の標高 450m以上の山地斜面にも、年間 3000mm以上の豊富な

降水量に恵まれた雲霧林があり、スダジイ―ヤンバルフモトシダ群落とされている（新納、

2015）。西表島の最高峰の古見岳（標高 469.5m）の山頂付近は、リュウキュウチク―オ

オギミシダ群落が成立する。 

川床と川岸が周期的に冠水する渓流帯の植生としては、沖縄島北部と西表島ではやや被陰

された岩上に張りつくように小型で短茎なサイゴクホングウシダーヒメタムラソウ群落が

知られる。また、奄美大島の住用川上流及び中流域には、岩上にケラマツツジ（ツツジ科）

の優占する群落がある。推薦地には、ヒメタムラソウ（シソ科）、コケタンポポ（キク科）、

ヒメミヤマコナスビ（サクラソウ科）、アマミスミレ（スミレ科）等の渓流植物が多く生育

している。 

 

（４）植物相 

推薦地を含む 4地域※１には 1,808種（シダ植物 300種、種子植物 1,508種）（亜種・変

種・雑種を含む。以下同じ）の維管束植物が在来分布する（国立大学法人鹿児島大学、2012；

沖縄県環境生活部自然保護課、2014 を元に算出）。この地域の植物相は、地史と過去の気

候変動や、島と海流等の地理的配置を反映し、①島嶼形成以前からの琉球要素、②ユーラ

シア大陸東南部要素、③旧北系要素、④マレーシア要素、⑤太平洋諸島要素、⑥オースト

ラリア要素があると考えられており（初島、1975）、山地の植物相は大陸や日本本土との関

係が深く、林床や低地部、海岸の植物相は熱帯アジアと深いつながりがあるとされている

（立石、1998）。また、熱帯から温帯へ移行する亜熱帯に位置するため、この地域で分布が

終わる南限種や北限種も多いとされる（堀田、2003）。 

この地域の維管束植物 1,808種のうち、185種（約 10%）が固有種である。中琉球及び

南琉球はかつて大陸の辺縁部を構成していたため、大陸の豊富な植物相を引き継ぎ、その

一部は隔離された環境下でこの地域だけに生き残り（遺存固有）、あるいは分化して新しい

固有種を生み出した（新固有）と考えられる（堀田、2003）。推薦地の維管束植物のうち国

際的な絶滅危惧種として、24種が IUCNレッドリスト（2016）に記載されている。 

 

※１「推薦地を含む 4 地域」とは、推薦区域、緩衝地帯、それ以外を含む島または地域

全体としての、奄美大島、徳之島、沖縄島北部 3村（国頭村、大宜味村、東村）、西

表島を指す。（以下、同様） 

 

（５）動物相 

生物区系地理学的に見ると、旧北区と東洋区の境界として、哺乳類相、爬虫類相、両生類

相ではトカラ海峡に「渡瀬線」（徳田、1969）が、また鳥類相では慶良間海裂に「蜂須賀線」

（山階、1955）が、それぞれ提唱され、生物系統地理学的に俯瞰するならば推薦地は現在
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でも、大きく異なる動物相を有する地域の間にあって、地理的移行帯として位置づけられ

る（Motokawa, 2000; Ota, 2000; 高木、2009）。 

推薦地の在来陸生哺乳類 22 種のうち、アマミノクロウサギやケナガネズミなど 13 種

（59%）がこの地域にしか生息していない固有種である。また、イリオモテヤマネコなど

固有亜種とされるものを含めると 23種・亜種のうち 18種・亜種（78%）が推薦地の固有

種・亜種となり、固有性が極めて高い。 

推薦地を含む 4地域では、22目 71科 394種の在来鳥類が記録されており、これは、日

本産鳥類 24目 81科 633種のうちの 62%を占め、推薦地が豊かな鳥類相を持っていると

いえる（日本鳥学会、2012; 沖縄県環境生活部自然保護課ほか、2015を元に算出）。日本

固有の鳥類は 11種（高木、2007）であるが、推薦地にはそのうちの 5種が生息する。 

推薦地には、日本の陸生爬虫類の 50%にあたる 36種（38種・亜種）が在来分布してお

り、日本の陸生爬虫類の主要な生息場所となっている。推薦地に分布する陸生爬虫類は、

固有種が非常に多く、分布する 36種のうち、23種（64%）が固有種である。なお、亜種

を含めると 33種・亜種（87%）が推薦地の固有種・亜種であり、固有性が極めて高い。 

推薦地には、日本の両生類の 30%にあたる 21種（22種・亜種）が在来分布しており、

そのうち 18種（19種・亜種）が固有種で、固有種率は 86%と極めて固有性が高いことが

特徴である。 

推薦地を含む 4 島の陸水域では 25 目 99 科 567 種の在来魚類が確認されており（吉郷、

2014）、国際的な絶滅危惧種として 6種・亜種が IUCNレッドリスト（2016）に掲載され

ている。 

推薦地を含む 4島※２の昆虫類の在来種数は 6,148種（6,447種・亜種）である（東（監）

(2002)から、分布情報が島を特定できないもの（例：「奄美群島」「沖縄諸島」「八重山諸島」

等と記載）は除いて集計した。そのため、実際の種数は上記よりも多くなる）。昆虫類のう

ち、最も多くの在来種が確認されたのはコウチュウ目で 1,924種（2,122種・亜種）、次い

でチョウ目の 1,221種（1,239種・亜種）で、これら２つの目で在来種数の約半数を占め

ている。昆虫類は分類学的な研究が進んでいないグループや、調査が進んでおらず情報が

不足している地域もあり、今後これらについて研究が進展するにしたがい、推薦地におけ

る昆虫類の種数はさらに増加すると予測できる。 

推薦地を含む 4島では日本産陸水性甲殻十脚類 73種の 64%にあたる 47種が在来分布し

ている（鹿児島大学、2014を元に算出）。このうち、固有種は 15種で固有種率は 32%で

あり、特にサワガニ科は純淡水域や陸域に生息し、卵や幼生が海水中で生存できず海を介

して分布を拡大できないため（諸喜田、1996）、全 10種（100%）が固有種である。 

 

※２「推薦地を含む 4島」とは、推薦区域、緩衝地帯、それ以外を含む島全体としての、

奄美大島、徳之島、沖縄島、西表島を指す。 
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（６）地史と陸生生物の種分化 

推薦地の陸生生物相は、大陸島として形成された地史を反映した種分化が進んだ結果、か

つては大陸や日本本土にも共通の祖先種が広く分布していたが、現在は琉球列島にのみ分

布する遺存固有種や、琉球列島に隔離された後にさらに種分化が進んだ新固有種が多く見

られること、また、単一の島嶼ないし島嶼群における固有化のパターンが中琉球と南琉球

で異なっていることが特徴である。 

中琉球では、大陸の東縁が島嶼化する過程において、後期中新世（1163万年前～533万

年前）には大陸や北琉球、南琉球の陸生動物相からの隔離が成立し、その後継続したと考

えられる（Okamoto、2017）。当初は大陸や近隣地域にも分布していた同種や近縁種が、

新たな捕食者や競争相手の出現等によって絶滅してゆき、中琉球にだけ残された種が現れ

た。それらの種は、近隣の北琉球や南琉球には同種や同属種が分布せず、大陸等の遠く離

れた地域にしか近縁種が分布しない遺存固有種であり、アマミノクロウサギ、ケナガネズ

ミ、ナミエガエルなど、特に非飛翔性の陸生動物で顕著に見られる。さらに、後期鮮新世

頃（360万年前～258万年前）に始まり、更新世（258万年前～1万 2千年前）にかけて

明瞭となった気候変動に伴う海面変化で、近隣の島嶼間で分離・結合が繰り返され、結果

として生物の分布が細分化されて島嶼間の種分化が進み、トゲネズミ属やトカゲモドキ属

などの、遺存固有かつ新固有の種や亜種が生まれたと考えられる。 

南琉球の陸生動物相は、中琉球と後期中新世に分断されたのち、鮮新世の間（533万年前

～258 万年前）に、台湾及び大陸の陸生動物相からの隔離によって形成されたと考えられ

る（Okamoto、2017）。そのため、イリオモテヤマネコを代表とする南琉球の動物相は、

中琉球に近縁種が分布せず、極めて近縁な種・亜種が台湾や大陸の東部に見られる固有種・

亜種が多い（Ota、1998; 太田、2012など）。 

また、中琉球から南琉球及び台湾や大陸一帯にかけて分布していた共通の祖先種が、島嶼

間の分離・隔離によって、それぞれの地域で固有化と種分化が進み、全域で新固有な系統

が見られる（Okamoto、2017）。 

 

（７）島嶼生態系への動物の適応進化 

推薦地では、中琉球と南琉球で、島の生態系の構成要素として高次捕食者の存在が異なっ

ている。 

中琉球の奄美大島、徳之島及び沖縄島北部では食肉性の中・大型哺乳類や定住性大型猛禽

類等の高次捕食者がもともといないか、長期間欠落してきた。そのため遺存固有種を多く

含む生物群集は、大型のヘビ類のハブを頂点とする生態系と、それに対する動物の適応的

な進化が見られる。 

一方、南琉球の西表島には推薦地で唯一の肉食獣であるイリオモテヤマネコが生息してお
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り、生息環境や餌資源を著しく広げるなど、本来は中型食肉目が長期間生息できる規模と

は考えられない小規模な島嶼環境への適応的な進化が見られる。 

 

４）社会環境 

（１）産業 

推薦地を含む 4地域ともに、従事者の多くを占める産業は観光業であり、自然資源の利用

にかかる第 1次産業従事者が占める割合は低い（観光利用については、下記（４）を参照）。

第 1 次産業の中ではどの島も農業従事者の割合が高い。耕地率は、奄美大島（周辺の加計

呂麻島、請島、与路島等を含む）は 2.6%（2,172ha）、徳之島は 27.8%（6,882ha）、沖

縄島北部は 4.0%（1,371ha）、西表島の 2.3%（654ha）となっており、それぞれの状況

は異なる。 

中琉球及び南琉球では、古くから日常生活のほか、製糖、製塩や鰹節生産などの産業用の

燃料として薪、建築用材、枕木、移出用の木炭の生産などで森林が利用されており、近年

は、チップ生産等も行われている。この地域の亜熱帯多雨林を特徴づけるスダジイは、萌

芽再生能力が極めて旺盛なため、この再生能力の範囲内における林業が景観や生物多様性

との両立を可能とし、絶滅危惧種や固有種の生息・生育地の維持につながってきた。 

奄美大島では民有林を中心に林業の振興も図られ、常緑広葉樹の天然更新（35～45 年周

期）によるチップ生産が 1960年代から行われてきたが、木材生産量は 1970年代初頭の約

20万㎥をピークに約 10万㎥へと半減し、1990年代半ば以降は大規模な林業は行われてい

ない（米田、2016）。 

徳之島は農業が盛んな島で、1960 年代から 70 年代頃にチップ生産が行われたが、現在

は大規模な林業は行われていない。 

沖縄島においては、伐採、製材加工と合わせ、育苗や造林も行われてきた。近年の収穫伐

採面積は戦後復興期の約 1/70まで減少し、森林の蓄積量は本土復帰時の約 3倍に増加して

いる。 

西表島では、島民が日常生活で木材を利用してきた以外には、大規模な林業は行われてお

らず、豊かな自然が残っている（鹿児島大学、2013）。 

 

（２）歴史 

琉球列島に人が住み始めたのは、遅くとも３万年前の旧石器時代まで遡る。約 6,000 年

前から縄文文化の影響をうけ、土器や磨製石器を使う「貝塚時代」がはじまったと考えら

れている。この時代の人々は、旧石器時代と同様、サンゴ礁域の魚貝類、陸地の動植物を

食料とする自然採集を中心に生活していたと考えられ（外間、1986; 高良、1993）、遅く

とも貝塚時代中期（3,000 年前頃）以降には、琉球列島の各地に定住的な集落が現れてい
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る（安里・土肥、1999; 早石、2011）。 

沖縄島では 10～12世紀に成立した自衛的な農村集落を出発点として、各地に領主的豪族

層が群雄割拠した後、1429年に琉球王国が成立した。琉球王国は、1447年には奄美大島・

徳之島を支配下に置き、1500年には西表島を統治下に置いたが、1600年代に奄美群島は

琉球王国から分割されて薩摩藩に属することになった。 

1944 年～1945 年には、沖縄県が第二次世界大戦の戦場となった。戦後は奄美群島と沖

縄県は米軍の施政権下におかれ、1953年に奄美群島、次いで 1972年に沖縄県の施政権が

日本に返還された（鹿児島県大島支庁、2014; 日本国、1996）。沖縄県内の米軍基地は、

本土復帰後に次第に整理・統合が進められたが、2013年までに返還されたのは 1972年当

時の約 20%である。2013年 3月現在、沖縄県には 23,176.1haの米軍基地があり、それ

は、沖縄県土面積の 10.2%を占めている。特に、推薦地の沖縄島北部の国頭村には 4,485.4 

ha（村面積の 23.0%）、東村には 3,394.4 ha（村面積の 41.5%）の米軍基地があり、そ

の大部分の 7,824.2ha は北部訓練場として使用されている（沖縄県知事公室基地対策課、

2016）。奄美群島においても、沖縄県においても、地理的・自然的条件による制約がもたら

す本土との格差に加え、歴史的経緯等に鑑み、特別措置法とそれに基づく計画によって、

振興事業等が行われてきた。 

 

（３）自然と人との共生の文化 

推薦地の森林は、完全に原生状態の亜熱帯多雨林は少なく、大半は古くから人の手が入っ

ているものの、固有性が高く、かつ、希少な多くの動植物種の生息・生育場所となってい

る。この背景には、地域住民が長い年月をかけて、固有な動植物を含む自然資源を利用し

て生活を営んできた中で培われた自然や風景に対する認識とそれに基づく自然とのつきあ

い方、そこから生まれ引き継がれた生活文化がある（環境庁、1999; 鹿児島県、2003; 鹿

児島大学、2013）。 

中琉球・南琉球の人々の伝統的な暮らしは、周辺の自然と密接に関わっていた。一般的に、

集落を中心として前面の海で魚介類を採取し、川で物を洗い、タナガ（テナガエビの方言）

などを採り、背後の山野で田畑を開墾するとともに、薪や材木を伐りだして生活の糧とす

るというように、集落が周囲の海や山と一体となった生活を営んできた。 

海の彼方には神々のいる理想郷（地域によってネリヤ・カナヤ、ニライ・カナイ、リュウ

グウなどと呼ばれる）があり、豊穣や災害をもたらすと信じられてきた。琉球王国時代に

は、神々を迎え、送り出す祭事や農耕儀礼、年中行事を司るノロ（信仰における女司祭）

制度ができた。その時代に生まれたと思われる行事や芸能は、現在では住民の高齢化や若

者の減少による過疎化の波にさらされつつも、集落の伝統として存続しており、自然環境

に根ざした文化が色濃く残っている。 

また、信仰は集落の構造にも影響を与え、信仰空間とともに、前面の海や背後の山と一体
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的な集落空間（景観）が形成されてきた。土地利用は、集落を中心に同心円状に耕地、薪

炭利用区域、建築材利用地域、あまり手を入れない源流の奥地と合理的に使い分け、源流

域を守ってきた空間概念が見られる。また、神の領域への侵入をコントロールするための

タブーや戒めが存在し、それが精霊（地域によってケンムン、キジムナー又はブナガヤな

どと呼ばれる）や山の神との遭遇体験、聖なる空間の存在など、様々なかたちで島民の間

に引き継がれ、守られてきた。 

このように、中琉球・南琉球においては、山、森、海のすべてが生活圏であり、その環境

に暮らしが支えられているとの認識が見られる。 

 

（４）観光利用 

奄美大島、徳之島、沖縄島へは、本土から定期空路及び定期海路が運航しており、空港及

び港から推薦地までは道路網が整備されている。また、西表島は、本土及び沖縄島から近

隣の石垣島までは定期空路及び定期海路が、石垣島からは定期航路が運行している。 

奄美大島と徳之島を有する奄美群島と、沖縄島北部と西表島を有する沖縄県では、観光業

に関する状況は大きく異なる。 

奄美群島では、地域住民やビジネス客を含む 2015年の入込客数は、群島全体で約 76万

人、奄美大島で約 42万人、徳之島で約 13万人である（鹿児島県大島支庁, 2016）。 

一方、沖縄県では観光が基幹産業に位置づけられており、2015年の入域観光客数は約 776

万人となり過去最高を記録している（沖縄県観光政策課, 2016）。このうち、沖縄島北部 3

村の観光客数に関する正確な統計データはないが、沖縄県への入域観光客の約 8％程度（60

～70万人程度）が沖縄島北部 3村を訪問していると推定されている（沖縄県文化観光スポ

ーツ部, 2015）。西表島の2015年の観光客数は約39万人である（竹富町商工観光課, 2016）。 

また、４地域とも、観光地や観光施設等を巡る周遊型観光が中心であるが、近年は、豊か

な自然や固有の文化などの資源を生かしたエコツーリズムなどの体験滞在型観光が推進さ

れている。 

 

※本章の内容は、推薦書の内容に基づいている。そのため、推薦地の詳細および文献等に

ついては、推薦書を参照のこと。 
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４.管理の目標 

 

１）全体目標 

管理機関及び関係者は、推薦地と緩衝地帯及びその周辺地域の保全・管理に当たって、推薦

書に記載した以下の顕著な普遍的価値を、将来にわたって維持、強化することを目標として共

有する。 

 

○クライテリア（ⅸ）生態系 

推薦地を含む中琉球及び南琉球は、かつて大陸の一部として大陸と共通の陸生生物を有し

ていたが、大陸からの分離、海峡や海水面変化により島々が分離・結合を繰り返し、小島

嶼群として成立する過程において、多くの進化系統に種分化と固有化が生じた。推薦地は

中琉球と南琉球を代表とする４地域であり、それらを併せることで、これらの地史を反映

した大陸島における独特な種分化・系統的多様化の過程を明白に表す生態系の顕著な見本

となっている。 

 

 ○クライテリア（ⅹ）生物多様性 

推薦地は、イリオモテヤマネコ（CR）、ノグチゲラ（CR）、アマミノクロウサギ（EN）、

ヤンバルクイナ（EN）、イボイモリ（ＥＮ）など、IUCN のレッドリスト（2016）の絶滅

危惧種 88種（そのうち 70種は固有種）を含む陸生動植物の生息・生育地である。また、

その地史を反映し遺存固有種と新固有種の多様な事例がみられ、世界的にみても生物多様

性の生息域内保全にとって極めて重要な自然の生息・生育地を包含した地域となっている。 

 

２）地域区分別目標 

（１）推薦地 

人為的干渉を最小限に抑え、自然の推移による変化を注意深く見守るとともに、希少種の

保護増殖や外来種等の課題について必要な対策を講じることにより、構成資産の顕著な普

遍的価値を自然状態で確実に維持する。 

 

（２）緩衝地帯 

観光や農林業等の人為的活動との共存を図るとともに、希少種の保護増殖や外来種等の課

題について推薦地の保全・管理に必要な補完的な対策を講じること等により、構成資産の

顕著な普遍的価値の維持に資する緩衝機能を確保する。 

 

（３）周辺地域 

地域社会が構成資産の顕著な普遍的価値への理解を共有し、構成資産に影響を与える脅威
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を排除・低減するとともに、持続可能な利用により顕著な普遍的価値の損失を回避する。

また、これらの取組への地域社会の参加・協働を促し、地域の生物多様性の保全と地域社

会の持続的発展との両立を実現する。 

 

３）管理にあたって必要な視点 

計画対象区域は、顕著な普遍的価値の構成要素となる固有種・希少種等が生息・生育する環

境と住民生活や産業活動の場が非常に近接し、また一部は重複する場合もあることが特徴であ

る。この地域では自然資源を利活用した文化・産業が育まれており、その中で顕著な普遍的価

値が維持されてきたことを踏まえ、関係者はこの顕著な普遍的価値及び自然と人との共生の歴

史について正しく理解するとともに、今後も、自然と人との共生を通じて、推薦地の優れた自

然環境を維持し、後世に引き継ぐことを目標として共有する。 

また、管理機関と地域社会との関係を強化するため、地域社会における人材育成、普及啓発、

情報の共有・活用を推進するとともに、緩衝地帯や周辺地域での自然資源の利用においては、

推薦地の顕著な普遍的価値を損なうことのなく、持続可能な利用を行うことを前提に、地域産

業の振興との両立を図っていく。 

さらに、緩衝地帯や周辺地域のうち特に推薦地に隣接する箇所や推薦地と推薦地の間に位置

する箇所においては、地域住民と連携・協力して自然環境の回復・復元や生態回廊の設置など

により、顕著な普遍的価値の維持を支える生態系の連続性の確保を図り、緩衝機能の強化に取

り組む。 
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５.管理の基本方針 

管理機関及び関係者は、上記の目標を達成するために、以下に示す管理の基本方針及び、この

下位計画として別途作成する地域別の行動計画に基づき、積極的な連携・協力のもと保全・管理

を行う。 

 

１）保護制度の適切な運用 

推薦地の顕著な普遍的価値である遺存固有種、新固有種及び絶滅危惧種とその重要な生息・

生育地の将来にわたる存続を保証し、その顕著な普遍的価値に影響を及ぼす可能性のある開発

等の人為的影響から確実に保護するため、国内法令等に基づく国立公園、森林生態系保護地域

等の保護制度を適用し、適切に運用する。 

 

（１）国立公園 

「国立公園」は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることに

より、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与すること

を目的として、環境大臣が「自然公園法」に基づき指定及び管理する地域である。 

同法に基づき、奄美大島及び徳之島は「奄美群島国立公園（仮称）」の指定に向けて法的

手続きを進めており、沖縄島北部は 2016年９月に「やんばる国立公園」に指定された。西

表島は 1972年に「西表国立公園」に指定され、2003、2007、2011年度の見直し・拡張

及び「西表石垣国立公園」への名称変更を経て、2016年４月にほぼ全島を区域としてさら

なる区域拡張がなされた。 

各国立公園のうち「特別保護地区」及び「第１種特別地域」は、特に厳格な行為規制を伴

う。また、「第２種特別地域」は、地域の農林業活動と調整を図りつつ、一定の行為規制を

伴う。 

 

（２）森林生態系保護地域 

「森林生態系保護地域」は、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を保

護・管理することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資

源の保護、森林施業・管理技術の発展、学術研究等に資することを目的としている。「森林

生態系保護地域」は、林野庁が「国有林野の管理経営に関する法律」に定める「地域管理

経営計画」において設定し管理する地域である。 

本制度に基づき、奄美大島及び徳之島には 2013年に「奄美群島森林生態系保護地域」を

設定し、西表島には 1991年に「西表島森林生態系保護地域」を設定し、2012年度の区域

拡充を経て、2015年度にさらなる拡充が図られた。 

森林生態系保護地域のうち、「保存地区」は、原則として、人手を加えずに自然の推移に
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委ねることとしている。また、「保全利用地区」は、保存地区の緩衝の役割を果たすもので

あり、保存地区に準じた取扱いを行うこととしている。なお、森林生態系保護地域では、

学術研究、自然観察教育等の行為は行うことが出来るものとしている。 

 

（３）鳥獣保護区 

「国指定鳥獣保護区」は、国際的又は全国的な鳥獣保護の見地からその鳥獣の保護のため

重要と認める地域について、環境大臣が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律」に基づき指定する地域である。「県指定鳥獣保護区」は、同法に基づき、地域の

鳥獣の保護のため重要と認める地域について都道府県知事が指定する地域である。国指定

及び県指定鳥獣保護区内では狩猟が禁止される。また、鳥獣の保護又は生息地の保護を図

るために特に必要がある区域は「特別保護地区」に指定され、一定の開発行為が規制され

ている。 

国指定鳥獣保護区には、奄美大島にはアマミノクロウサギ、アマミヤマシギ、オオトラツ

グミ、オーストンオオアカゲラ等の希少鳥獣の生息地として「湯湾岳鳥獣保護区」が 1965

年に、沖縄島北部３村においてはノグチゲラ、ヤンバルクイナ、ホントウアカヒゲ等の希

少鳥獣の生息地として「やんばる（安田）鳥獣保護区」と「やんばる（安波）鳥獣保護区」

が 2009年に、西表島においてはイリオモテヤマネコ、カンムリワシ等の希少鳥獣の生息地

として「西表鳥獣保護区」が 1992年に指定されている。鹿児島県指定鳥獣保護区は、奄美

大島に 17箇所、徳之島に 3箇所あり、沖縄県指定鳥獣保護区は沖縄島北部に４箇所ある。 

 

表１ 鹿児島県指定鳥獣保護区一覧 

名称 所在地 面積 ha 存続期間 

名瀬小学校 鳥獣保護区 奄美市 3 2007.11.1～2017.10.31 

笠利崎 鳥獣保護区 奄美市 425 2007.11.1～2017.10.31 

金作原 鳥獣保護区 奄美市 297 2007.11.1～2017.10.31 

金川岳 鳥獣保護区 奄美市 158 2008.11.1～2018.10.31 

赤崎 鳥獣保護区 奄美市 156 2009.11.1～2019.10.31 

大和小中学校 鳥獣保護区 大和村 3 2009.11.1～2019.10.31 

蒲生崎 鳥獣保護区 奄美市 45 2009.11.1～2019.10.31 

らんかん山 鳥獣保護区 奄美市 1 2009.11.1～2019.10.31 

おがみ山 鳥獣保護区 奄美市 11 2009.11.1～2019.10.31 

節子小中学校 鳥獣保護区 瀬戸内町 3 2010.11.1～2020.10.31 

犬田布 鳥獣保護区 伊仙町 1,150 2010.11.1～2020.10.31 

大瀬海岸 鳥獣保護区 奄美市 172 2010.11.1～2020.10.31 
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名称 所在地 面積 ha 存続期間 

神之嶺小学校 鳥獣保護区 徳之島町 3 2011.11.1～2021.10.31 

長雲峠 鳥獣保護区 龍郷町 35 2013.11.1～2023.10.31 

八津野 鳥獣保護区 瀬戸内町 302 2014.11.1～2024.10.31 

住用 鳥獣保護区 奄美市 378 2014.11.1～2024.10.31 

内海公園 鳥獣保護区 奄美市 71 2014.11.1～2024.10.31 

山間 鳥獣保護区 奄美市 73 2015.11.1～2025.10.31 

ホノホシ 鳥獣保護区 瀬戸内町 326 2015.11.1～2025.10.31 

母間 鳥獣保護区 徳之島町 310 2016.11.1～2026.10.31 

 

表２ 沖縄県指定鳥獣保護区一覧 

名称 所在地 面積 ha 存続期間 

大保 鳥獣保護区 大宜味村 240 2004.11.1～2024.10.31 

西銘岳 鳥獣保護区（特別保

護地区を含む） 

国頭村 84 2015.11.1～2035.10.31 

佐手 鳥獣保護区（特別保護

地区を含む） 

国頭村 158 2015.11.1～2035.10.31 

与那覇岳 鳥獣保護区（特別

保護地区を含む） 

国頭村 666 2015.11.1～2035.10.31 

 

（４）天然記念物 

「天然記念物」は、動植物（生息地、繁殖地、渡来地及び自生地を含む）や地質鉱物（特

異な自然の現象の生じている土地を含む）で我が国にとって学術上価値の高いもののうち

重要なものを保存することを目的とし、文部科学大臣が「文化財保護法」に基づき指定す

るものである。また、鹿児島県文化財保護条例、沖縄県文化財保護条例に基づき、各県の

教育委員会は、同様に県指定天然記念物を指定することができる。 

同法に基づき、推薦地を含む４地域において、国指定天然記念物として 30 件、県指定天

然記念物として 22件が指定されている。 

これらの天然記念物には現状変更やその保存に影響を及ぼす行為に対して文化庁長官又

は各県教育委員会の許可が必要とされ、法的に保護されている。 

 

表３ 推薦地を含む４地域の国指定天然記念物一覧 

名称 種別 所在地 
指定年月日 

（特別天然記念物指定） 

アマミノクロウサギ 特別天然記念物 奄美大島、徳之島 
1921年 3月 3日 

（1963年 7月 4日） 
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名称 種別 所在地 
指定年月日 

（特別天然記念物指定） 

ノグチゲラ 特別天然記念物 沖縄島北部 
1972年 5月 15日 

(1977年 3月 15日) 

イリオモテヤマネコ 特別天然記念物 西表島 
1972年 5月 15日 

(1977年 3月 15日) 

カンムリワシ 特別天然記念物 西表島 
1972年 5月 15日 

(1977年 3月 15日) 

アカヒゲ 天然記念物 
奄美大島、徳之島、
沖縄島北部、西表

島 
1970年 1月 23日 

オカヤドカリ 天然記念物 
奄美大島、徳之島、
沖縄島北部、西表

島 
1970年 11月 12日 

カラスバト 天然記念物 
奄美大島、徳之島、
沖縄島北部、西表

島 
1971年 5月 19日 

ルリカケス 天然記念物 奄美大島 1921年 3月 3日 

オーストンオオアカゲ
ラ 

天然記念物 奄美大島 1971年 5月 19日 

オオトラツグミ 天然記念物 奄美大島 1971年 5月 19日 

神屋･湯湾岳 天然記念物 奄美大島 1968年 11月 8日 

大和浜のオキナワウラ
ジロガシ林 

天然記念物 奄美大島 2008年 3月 28日 

徳之島明眼の森 天然記念物 徳之島 2013年 3月 27日 

ケナガネズミ 天然記念物 
奄美大島、徳之島、
沖縄島北部 

1972年 5月 15日 

トゲネズミ 天然記念物 
奄美大島、徳之島、
沖縄島北部 

1972年 5月 15日 

リュウキュウヤマガメ 天然記念物 沖縄島北部 1975年 6月 26日 

ヤンバルクイナ 天然記念物 沖縄島北部 1982年 12月 18日 

ヤンバルテナガコガネ 天然記念物 沖縄島北部 1985年 5月 14日 

与那覇岳天然保護区域 天然記念物 沖縄島北部 1972年 5月 15日 

安波のタナガーグムイ
の植物群落 

天然記念物 沖縄島北部 1972年 5月 15日 

田港御願の植物群落 天然記念物 沖縄島北部 1972年 5月 15日 

慶佐次湾のヒルギ林 天然記念物 沖縄島北部 1972年 5月 15日 

セマルハコガメ 天然記念物 西表島 1972年 5月 15日 

リュウキュウキンバト 天然記念物 西表島 1972年 5月 15日 

キシノウエトカゲ 天然記念物 西表島 1975年 6月 26日 

船浦のニッパヤシ群落 天然記念物 西表島 1972年 5月 15日 

ウブンドルのヤエヤマ
ヤシ群落 

天然記念物 西表島 1972年 5月 15日 

星立天然保護区域 天然記念物 西表島 1972年 5月 15日 

仲間川天然保護区域 天然記念物 西表島 1972年 5月 15日 

古見のサキシマスオウ
ノキ群落 

天然記念物 西表島 1978年 3月 22日 
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表４ 推薦地を含む４地域の県指定天然記念物一覧 

名称 県 所在地 指定年月日 

イボイモリ 鹿児島県 奄美大島、徳之島 2003年 4月 22日 

イシカワガエル 鹿児島県 奄美大島 2003年 4月 22日 

オビトカゲモドキ 鹿児島県 徳之島 2003年 4月 22日 

オットンガエル 鹿児島県 奄美大島 2005年 4月 19日 

アマミハナサキガエル 鹿児島県 奄美大島、徳之島 2011年 4月 19日 

請島のウケユリ自生地 鹿児島県 奄美大島 2008年 4月 22日 

犬田布海岸のメランジ
堆積物 

鹿児島県 徳之島 2009年 4月 21日 

フタオチョウ 沖縄県 沖縄島北部 1969年 8月 26日 

コノハチョウ 沖縄県 
沖縄島北部、西表

島 
1969年 8月 26日 

イボイモリ 沖縄県 沖縄島北部 1978年 11月 9日 

クロイワトカゲモドキ 
 (マダラトカゲモドキ
も含む) 

沖縄県 沖縄島北部 1978年 11月 9日 

ホルストガエル 沖縄県 沖縄島北部 1985年 3月 29日 

ナミエガエル 沖縄県 沖縄島北部 1985年 3月 29日 

イシカワガエル 沖縄県 沖縄島北部 1985年 3月 29日 

アマミヤマシギ 沖縄県 沖縄島北部 1994年 2月 4日 

安波のサキシマスオウ
ノキ 

沖縄県 沖縄島北部 1959年 12月 16日 

大宜味御嶽のビロウ群
落 

沖縄県 沖縄島北部 1974年 2月 22日 

喜如嘉板敷海岸板の干
瀬 

沖縄県 沖縄島北部 1974年 2月 22日 

比地の小玉森の植物群
落 

沖縄県 沖縄島北部 1991年 4月 2日 

アサヒナキマダラセセ
リ 

沖縄県 西表島 1978年 4月 1日 

ヨナグニサン 沖縄県 西表島 1985年 3月 29日 

船浮のヤエヤマハマゴ
ウ 

沖縄県 西表島 1959年 12月 16日 

 

２）希少種の保護・増殖 

（１）希少種に関する調査・研究 

推薦地の顕著な普遍的価値である遺存固有種等の固有種及び絶滅危惧種等の希少種に関

しては、関係行政機関をはじめ、多くの研究者や NPO等により数多くの調査・研究がなさ

れており、今後も種の保全に資する科学的知見を蓄積する。 
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（２）希少野生動植物種の保護増殖の推進 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づいて指定された国内希

少野生動植物種に関しては、捕獲、採取、殺傷、損傷、譲渡等が原則禁止されており、推

薦地では国内希少野生動植物種のうち動物 31種、植物 23種が該当する。加えて、特に必

要な種については、保護増殖事業計画等を策定し、それぞれの種ごとに継続的に生息状況

の把握、生息地における生息環境の維持・改善、人工繁殖及び個体の野生復帰、生息地に

おける監視、普及啓発、関係機関による連携の確保等を図っており、今後も継続して推進

する。 

推薦地のうち奄美大島、徳之島が属する奄美群島においては、「鹿児島県希少野生動植物

の保護に関する条例」が制定されており、動物 7種、植物 15種の捕獲、採取等が禁止され

ている。さらに、奄美大島では 5 市町村共通の、徳之島では３町共通の「希少野生動植物

の保護に関する条例」がそれぞれ制定されており、奄美大島では動物 22種、植物 35種、

徳之島では動物 5種、植物 26種の捕獲、採取等が禁止されている。また、沖縄県及び沖縄

島北部 3 村、西表島を含む竹富町においても、同様に希少野生動植物の保護を目的とした

条例等の制定に向けた検討が進められている。 

管理機関は、これらの関連する法律、条令等に基づき、連携して希少野生動植物の保護増

殖に関する取組を推進していく。 

 

（３）希少種の交通事故等の防止 

推薦地とその周辺では、アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、ヤンバルクイナ、イリオ

モテヤマネコやカンムリワシなど固有種・希少種の交通事故、また、ヤンバルクイナの雛

やイボイモリ、リュウキュウヤマガメ、ヤエヤマセマルハコガメ等の小動物の道路側溝へ

の転落等が生じている。 

このため、4地域では、地域の関係機関・団体等との連携・協力のもと、運転者に対する

注意喚起と希少種の保護に対する普及啓発に積極的に取り組んでいる。今後さらに地域住

民や観光事業者等とも連携・協力し取組を進める。 

また、希少種の交通事故等による影響を防止するために、従来から希少種のロードキル

が特に問題となっていた沖縄島北部や西表島を中心に保護対象となる希少種の生態特性や

生息状況と交通事故等の発生原因、多発区間の道路構造等を把握したうえで、効果的な交

通事故等の対策を検討、実施してきている。今後、奄美大島及び徳之島も含め取組を進め

る。その際、当該対策が他の希少種の生息・生育状況へ与える影響について留意する。 

 

（４）希少種の密猟・盗採の防止 

推薦地では、この地域にのみ分布する固有種が多く、さらに島嶼間で種・亜種に分化し
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ていることから、愛好家等による採集等が行われてきたが、近年は特に希少な種を種の保

存法に基づく国内希少野生動植物種等に指定して採取等を規制するなど、法や条例に基づ

く保護を進めている。 

更に、希少種の密猟・盗採を防止するためのパトロールを、管理機関と地元関係機関・

NPO及び地域住民等との連携・協力のもとで実施しており、これらの取組を継続する。 

また、関係法や条例等で捕獲・採取等を禁止している希少種に関する情報を地域住民や

来訪者等にも広く周知し、希少種保護に対する理解と協力を求める取組を更に進める。 

 

３）外来種による影響の排除・低減 

（１）侵略的外来種の侵入状況の監視・未然防止・緊急対応 

希少種をはじめとする在来種を捕食または採食することで在来生態系等への直接的脅威

となる、あるいは、種間関係のバランスの崩壊、遺伝的攪乱、病原菌や寄生虫の移入等を

引き起こし、希少種をはじめとする在来種の生息・生育への間接的脅威となる又はそのお

それのある侵略的外来種に関しては、侵入の未然防止が重要である。 

このため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき在来

生態系へ被害を及ぼす又はそのおそれがあると認められるものを「特定外来生物」に指定

し、移動、放出、植栽等を禁止している。ただし、これらの種についても、非意図的に導

入され拡散するリスクが存在する。このため、既存の法令等を適切に運用し、また法令を

遵守するよう周知するとともに、各主体が非意図的導入を予防する行動をとることにより、

侵略的外来種の侵入・定着・拡散を抑制していく。 

管理機関は、計画対象区域への侵入経路となる懸念がある場所や定着するおそれのある場

所には特に留意しつつ、侵入状況の監視モニタリングを行い、侵入の未然防止を図り、万

が一侵入が確認された場合の速やかな防除活動が効果的に実施できる体制の構築を進める。

また、地域住民、観光客、事業者等関係者に対し、外来種のリスクや予防措置についての

周知を継続して実施する。 

地域住民、観光客、事業者等関係者は、これらの種を意図的又は非意図的に当該地域に導

入することのないよう、自然環境へ及ぼす外来種のリスクについて理解し、侵入予防のた

めの行動をとる。 

今後も、既存の法令等を適切に運用するとともに、各主体が非意図的導入を予防する行動

をとることにより、侵略的外来種の侵入・定着・拡散を抑制していく。 

 

（２）既侵入の侵略的外来種の防除事業の計画的推進 

計画対象区域に既に侵入・定着が確認されている侵略的外来種のうち、「特定外来生物に

よる生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物であり奄美大島と沖
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縄島北部に侵入・定着しているフイリマングースに関しては、生態系へ特に重大な影響を

及ぼしてきたことから、防除事業を進めており、これまでに生息密度は大幅に低減、生息

域も減少してきている。 

奄美大島、沖縄島北部ともに 2022年度までの完全排除を目標とする「第２期防除実施計

画」が策定されており、引き続き各計画に基づき防除事業を重点的に実施する。 

また、フイリマングース以外の既侵入の侵略的外来種に関しても、推薦地の顕著な普遍的

価値への影響のリスク、侵略性の強さ、侵入地及びその隣接地における希少種の生育・生

息状況、防除技術の確立状況等を勘案し、必要性、緊急性、防除対策の効果が高いと判断

された外来種について、優先的に防除を実施していく。 

 

（３）ネコ・イヌによる影響の排除・低減 

計画対象区域では、ネコやイヌによる希少種の捕食が確認されており、さらに、西表島で

はネコによるイリオモテヤマネコへのネコ免疫不全ウィルス（FIV）への感染も懸念される

ことから、希少種の保護のためにネコ・イヌの影響を排除・低減することが重要である。 

このためには、まず、ネコ・イヌの発生源対策が重要である。ネコ・イヌについては動物

の愛護及び管理に関する法律や狂犬病予防法において所有者の責務等が規定されている他、

更に具体的に、ネコについては、奄美大島５市町村及び徳之島３町は「飼い猫の適正な飼

養及び管理に関する条例」、沖縄島北部３村が「ネコの愛護及び管理に関する条例」、西表

島を所管する竹富町が「ねこ飼養条例」を制定し、飼い猫の登録、マイクロチップの挿入、

放し飼いの制限、遺棄の禁止等を進めている。また、イヌについては、鹿児島県では「動

物の愛護及び管理に関する条例」において飼い主による犬の係留の義務や係留されていな

い犬の捕獲等を定め、更に奄美大島の奄美市、沖縄島北部の３村及び西表島のある竹富町

が飼い犬に関する条例を定め、同様の規定をしている。引き続き、条例等に対する地域住

民の理解・意識向上のための普及啓発を進めるとともに、条例等の適切な運用を図る。 

また、関係行政機関、NPO 等が連携・協力し、希少種生息域（森林内）にいるネコ・イ

ヌの把握及び情報共有、捕獲、排除、新たな飼い主への譲渡、適正飼養の推進（条例によ

る登録義務づけ、不妊化・室内飼育推奨、遺棄の防止）等を検討又は実施しており、この

取組を進める。 

 

（４）飼育・栽培個体等による生態系への影響の防止 

推薦地には固有種が多いため、本土の近縁種、中琉球及び南琉球内の異なる島の在来種（国

内由来の外来種）や同種・亜種でも遺伝的形質の異なる集団が持ちこまれると、交雑による

遺伝的攪乱が生じることが懸念される。 

在来種とその近縁種との間の交雑による遺伝的攪乱のリスク低減に向けて、情報収集、当

該近縁種の計画対象区域内への意図的導入の防止や、飼育・栽培個体の管理（放出の防止等）
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の徹底について、地域住民への周知による理解促進と協力体制の確保を継続して進める。 

 

４）緩衝地帯や周辺地域における産業との調和 

計画対象区域の森林は、古い時代から地域の生活や産業に利用され、必要とする木材を地域

内外に送り続けてきた歴史がある。また、当該地域の生物種の中には、適度な人為的攪乱の

もとで維持されてきた環境を巧みに利用してきたものも存在する。この地域ではこのような

人為的な影響を受けつつも、森林の持つ高い回復力を背景に現在も生物多様性に富んだ優れ

た自然環境が維持されるに至っている。 

このことを踏まえ、緩衝地帯や周辺地域における森林資源の持続的な利活用に当たっては、

森林の回復力に留意しつつ、自然公園法等の関連法令や慣習的なルール・手法のもと、世界

自然遺産の価値を損なわないよう十分に配意したうえでこれを行う。また、西表島において

はイリオモテヤマネコが農耕地を生息の場として利用していること等を踏まえ、主要な生物

種の生息・生育状況を把握したうえで、生物多様性を維持していくうえで必要な人為的関与

の程度や方法についての調査・研究を進める。 

 

５）適正利用とエコツーリズム 

（１）エコツーリズム等の持続可能な観光の戦略的推進 

観光は遺産価値への理解を深める機会となる一方、無秩序な観光事業の拡大や過剰利用の

発生は、遺産価値を損ない、来訪者の期待や満足度の低下をもたらす要因となる。 

地域関係者、観光事業者等は、遺産価値が地域の魅力であることを理解し、その保全に常

に留意しつつ、持続可能な観光を戦略的に推進する。 

主に緩衝地域や周辺地域においては、大多数が訪れるマスツーリズム型の周遊観光の受入

体制を整備し、推薦地の魅力を伝える利用拠点の整備をあわせて検討する。また、自然環

境に加え、自然と人との共生の文化の普及啓発を行うことが、遺産の価値への深い理解、

地域社会の持続的な発展に貢献することから、集落散策、歴史文化体験、地域産品などを

組み込んだ観光を積極的に推進する。 

また、推薦地においては、適正な利用に向けたルール等のもと、エコツーリズム等の豊か

な自然や固有の文化を活かした自然体験型観光の推進を図る。整備については、利用によ

る環境負荷を低減するため、必要最小限に留める。 

 

（２）適切な利用コントロールの実施 

遺産価値の保全をしつつ持続可能な観光を実現するため、保全すべき対象の特性と変化の

状況、利用実態、キャリング・キャパシティーとの関係を十分把握したうえで、必要に応
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じて、適切な利用コントロールを行う。 

利用コントロール手法の導入においては、管理機関、観光事業者、地域住民、NPO 等の

合意形成を図りつつ、協力・協働の体制を確立するとともに、来訪者の理解と協力を得る

ための普及啓発にも積極的に取り組む。また、導入後は、自然環境に加え、地域社会・経

済への影響の把握を行い、定期的に評価を行っていく。 

 

（３）エコツアーガイド等による普及啓発 

観光事業者は、遺産価値に関するより多くの知識や情報、コミュニケーションや安全管理

等の技術の向上を図るため、ガイドの人材育成や質の高いガイドの認定・登録制度の導入

等を推進する。 

また、エコツアーガイド等は、遺産価値に対する来訪者の理解を深めることが保全上重要

であることを十分認識し、来訪者に構成資産の顕著な普遍的価値を効果的に解説し、実際

に体感する機会を提供する。また、地域住民が長い年月をかけて、固有な動植物を含む自

然資源を利用して生活を営んできた、自然と人との共生の歴史・文化についても正しく理

解したうえで、地域固有の資源として来訪者にその魅力を積極的に伝えていく。 

 

６）地域社会の参加・協働による保全管理 

（１）開発事業における有効な環境配慮の実施 

環境影響評価法の他、鹿児島県、沖縄県には、それぞれ県の環境影響評価条例が制定され

ており、適切な環境保全措置が図られる仕組みが確保されている。 

環境影響評価法や両県の環境影響評価条例の対象事業以外の比較的小規模な開発行為に

関しても、世界自然遺産としての顕著な普遍的価値への影響に対する適切な環境配慮を行

う。 

 

 （２）地域と協働した保全活動の実施 

計画対象区域では、これまでも希少種の密猟・盗採の防止や交通事故防止のためのパトロ

ールの実施や、観光事業者による利用圧の低減に向けた自主的ルールの設定など、地域住

民、地元の関係団体・NPO等が管理機関と協働するかたちで、様々な保全活動に取り組ん

できた。 

今後は、地域連絡会議及び各地域部会等の枠組みにより、さらに保全・管理にかかる地域

の自主的取組を促すとともに、行政と地域社会の協働による希少種の保護や外来生物の防

除、違法行為の監視などを強化していく。 

また、緩衝地帯及び周辺地域においては、遺産価値を含む生態系の回復、生息・生育環境

の改善・復元、新たな生息・生育環境の創出、環境への負荷の低減等に向けた取組を地域
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と協働して積極的に推進する。 

 

 （３）普及啓発及び教育活動の実施 

計画対象区域には、それぞれ自然と共生した独特の文化があり、自然の恵みを持続的に利

用する知恵や技術により地域の自然が今日まで維持されてきた。 

こうした地域固有の文化が世界自然遺産の価値の保全にも寄与することを地域住民が理

解し、世界自然遺産に対する興味や関心を高めることは、地域社会の参加と協働を促す上

で極めて有効である。したがって、世界自然遺産の価値の保全に対する意識向上と地域固

有の文化に対する理解醸成のための普及啓発及び教育活動を継続的に実施していく。 

 

７）適切なモニタリングと情報の活用 

 （１）保全・管理に係る各種事業のモニタリングの実施 

計画対象区域を科学的知見に基づき順応的に管理していくため、管理機関は関係行政機関、

その他の関係団体、研究者等と連携し、保全・管理に係る各種事業の実施前に、必要なデ

ータを取得した上で、事業実施に伴う自然環境の変化等を適切にモニタリングする。また、

その結果から得られた情報を活用して、本計画や地域別の行動計画の見直し、その後の対

策等に反映させる。 

具体的なモニタリング項目については、地域別の行動計画の進捗管理において、事業項目

ごとの指標として設定し、事業主体を中心に実施していく。ただし、適切なモニタリング

手法及び指標が確立していない場合には、各事業項目において新たな手法の開発も含めた

検討を行う。 

 

 （２）研究調査・長期モニタリングの実施 

計画対象区域の順応的な保全・管理の実施にあたっては、各生物の生態解明のための基礎

的研究や森林の推移把握のための長期的モニタリング等は不可欠であり、研究者、管理機

関等が連携しながら調査・研究を推進する。 

長期的なモニタリング調査としては、モニタリングサイト 1000（環境省）や森林の資源

量把握のための基礎調査（林野庁）等の既存の各種調査の成果も積極的に活用していく。 

 

 （３）情報の共有・活用の推進 

保全・管理事業のモニタリングの成果に加え、その他の調査研究の成果から得られた情

報・知見・技術や長期的なモニタリング調査結果等についても、管理機関及び研究者間に

おける情報共有と計画対象区域の保全・管理への有効活用を図るため、広く情報を集約・

蓄積するとともに、公式ホームページ等による一元的な管理・公開の仕組みを確保する。 
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６.管理の実施体制 

１）関係者の連携のための体制 

計画対象区域の適正な保全・管理が遂行されるよう、管理機関の密接な連携・協力のもと、

一体となった取組を進める必要がある。このため、管理機関の連絡調整の場として「地域連絡

会議」を設置する。「地域連絡会議」では、計画対象区域全体に係る包括的管理計画の策定・

見直しにかかる合意形成、連絡調整、取組状況の確認等を行う。 

さらに、計画対象区域は４つの地域に分かれており、それぞれの地域ごとに地域社会の意見

を踏まえて、連携・協力して保全・管理を行う必要がある。このために、管理機関、その他地

元の関係行政機関、関係団体、NPO等が参加する連絡調整の場として、「地域連絡会議」の下

に４つの地域ごとに「地域部会」を設置する。「地域部会」では、地域別の行動計画の策定・

見直しにかかる合意形成、連絡調整、進捗管理、取組状況の点検・評価等により、各計画対象

区域の適正な保全・管理を進め、必要に応じて地域連絡会議に対し、報告・調整を行う。 

 

※「地域連絡会議」構成行政機関一覧については「参考資料２」として、「奄美大島部会」、

「徳之島部会」、「沖縄島北部部会」及び「西表島部会」の各構成機関・団体一覧について

は「参考資料３」として巻末に添付する。 

 

２）科学的助言に基づく順応的な保全管理体制 

計画対象区域の保全・管理にあたっては、５.７）のモニタリング結果に加え、2013 年度に

設置した専門家からなる「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産候補地科学

委員会」と、地域単位で詳細な議論をするために 2014年度に科学委員会の下に設置した「奄

美ワーキンググループ」「沖縄ワーキンググループ」からの助言を得ながら、順応的な保全・

管理を進めることとする。なお、包括的管理計画及び地域別の行動計画策定・見直しについて

は、主に各ワーキンググループにおいて助言を得て行う。 

また、フイリマングース防除事業、国内希少野生動植物種の保護増殖事業等、個別に検討会

が設置されている課題については、該当する各検討会の下で適切に対策を進めるとともに、包

括的管理計画及び地域別の行動計画に関する必要な情報の共有など、地域連絡会議や各地域部

会と密接な連携を図っていく。 
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図７ 管理の実施体制 

３）情報発信と普及啓発 

効果的な情報発信と普及啓発のため、その対象に応じて、情報共有、普及啓発の手段を検討

する必要がある。 

国内外に対して、本計画やモニタリング結果等も含め奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西

表島世界自然遺産推薦地に関する様々な情報を発信するため、インターネットを活用した多言

語の公式ホームページを開設し、広く公開する。 

また、計画対象区域を訪れる来訪者に対する情報提供と教育・解説プログラム提供のための

手段としては、ガイドによる説明、既存の関連施設等の活用を積極的に進めるとともに、必要

に応じて新たに世界遺産センターの整備を検討する。 

環境省 林野庁 文化庁 鹿児島県 沖縄県 

奄美市 大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 

徳之島町 天城町 伊仙町 

国頭村 大宜味村 東村 竹富町 

 （管理計画の策定・見直し） 

地域連絡会議 科学委員会 

奄美 

ﾜｰｷﾝｸﾞ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

沖縄 

ﾜｰｷﾝｸﾞ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

西
表
島
部
会 

沖
縄
島
北
部
部
会 

徳
之
島
部
会 

奄
美
大
島
部
会 

（地域との連絡調整・合意

形成の場） 

管理機関 

連携・連絡調整 科学的助言 助言依頼 

設置・連携 連携 

ワーキンググループ 

連携・協力 

※個別に検討会が設置されている課題については、各検討会の下で適切に保全・管理を
実施するとともに、必要な情報の共有等、地域連絡会議や各地域部会等との密接な連携を
図る。 
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さらに、地域住民に対しては、情報誌の発行や、世界遺産の保全に係る講演会等を積極的に

実施し、情報提供と普及啓発、コミュニケーションの確保を図る。 

 

表３ 主要な既存の関連施設 

計画対象区域 施設名称 整備主体 

奄美大島 奄美野生生物保護センター 環境省 

奄美パーク 鹿児島県 

奄美自然観察の森 龍郷町 

奄美博物館 奄美市 

黒潮の森マングローブパーク 奄美市 

フォレストポリス 大和村 

瀬戸内郷土館 瀬戸内町 

徳之島 天城町歴史文化産業科学資料センター「ユ

イの館」 

天城町 

アマミノクロウサギ観察小屋 天城町 

徳之島町郷土資料館 徳之島町 

伊仙町立歴史民俗資料館 伊仙町 

沖縄島北部 やんばる野生生物保護センター 環境省 

やんばる学びの森 国頭村 

ヤンバルクイナ生態展示学習施設 国頭村 

比地大滝 国頭村 

国頭村森林公園 国頭村 

ぶながや館 沖縄総合事務局 

山と水の生活博物館 東村 

ふれあいヒルギ公園 東村 

西表島 西表野生生物保護センター 環境省 

 

４）個別管理機関の役割 

本計画の策定主体である管理機関の個々の役割は以下に示すとおりである。 

なお、世界自然遺産への登録後にはさらなる保全・管理の強化に向け、必要な事業経費・人

材については、可能な限り継続的に確保していくとともに、連携・協力・役割分担をより一層

進めていく。また、必要に応じて、新たな資金・人材調達の仕組みや制度の導入に向けた検討

を進めることとする。 
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（１）環境省那覇自然環境事務所 

奄美自然保護官事務所、徳之島自然保護官事務所、やんばる自然保護官事務所、石垣自然

保護官事務所、西表自然保護官事務所において、国立公園、自然環境保全地域、国指定鳥

獣保護区の管理及び「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、「特定外

来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく管理を行う。また、その

ほか、本計画及び地域別の行動計画に掲げた事項のうち、希少種の保護・増殖、外来種に

よる影響の排除・低減、国立公園の保護と利用に関わる事項などについては、他の管理機

関と連携・協力して取り組む。 

なお、図 7 に示した管理の実施体制のうち、「地域連絡会議」、「科学委員会」、「奄美ワー

キンググループ」及び「沖縄ワーキンググループ」の事務局運営においては、事務局長及

び対外的な連絡窓口を担う。 

 

（２）林野庁九州森林管理局 

鹿児島森林管理署（名瀬森林事務所、徳之島森林事務所）、沖縄森林管理署（高江森林事

務所、大原森林事務所、租納森林事務所）、西表森林生態系保全センターにおいて、国有林

野の管理を行う。 

また、そのほか、本計画及び地域別の行動計画に基づき国有林野内で実施される事項に関

しては、他の管理機関と連携・協力し取り組む。 

 

（３）鹿児島県 

鹿児島県環境林務部自然保護課及び大島支庁衛生・環境室が中心となり、農林水産、土木・

建設、観光関連の各課室及び教育委員会と共に、国立公園に係る管理協力、野生生物保護・

外来生物等対策・管理、農林水産業の振興・整備と資源管理、公共施設の整備と維持管理、

観光振興、文化財の保護・管理等に係る各種事業を行う。 

なお、図 7 に示した管理の実施体制のうち、「奄美大島部会」、「徳之島部会」の事務局運

営においては、事務局長及び対外的な連絡窓口を担う。 

 

（４）沖縄県 

沖縄県環境部自然保護課が中心となり、農林水産、土木・建設、観光関連の各課室及び教

育委員会と共に、国立公園に係る管理協力、野生生物・外来生物等の対策・管理、農林水

産業の振興・整備と資源管理、公共施設の整備と維持管理、観光振興、文化財の保護・管

理等に係る各種事業を行う。 

なお、図 7 に示した管理の実施体制のうち、「沖縄島北部部会」、「西表島部会」の事務局

運営においては、事務局長及び対外的な連絡窓口を担う。 
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（５）奄美大島５市町村（奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町） 

奄美市では環境対策課世界自然遺産推進室、大和村、宇検村及び龍郷町では総務企画課、

瀬戸内町では社会教育課世界自然遺産せとうち町推進室が中心となり、農林水産、土木・

建設、観光関連の各課室及び教育委員会と共に、国立公園に係る管理協力、野生生物・外

来生物等の対策・管理、農林水産業の振興・整備と資源管理、公共施設の整備と維持管理、

観光振興及び利用者サービスや指導、文化財の保護・管理等に係る各種事業を行う。 

なお、奄美大島、徳之島を含む奄美群島の全島においては、地方自治法第１条の３により

規程された特別地方公共団体である奄美群島広域事務組合が１市９町２村の複合的事務組

合として、奄美群島の振興のための整備や各種事業の推進を担っており、世界自然遺産の

管理にも関係するエコツーリズムの推進や観光振興に係る各種事業を行う。 

 

（６）徳之島３町（徳之島町、天城町、伊仙町） 

徳之島町、天城町では企画課、伊仙町ではきゅらまち観光課が中心となり、農林水産、土

木・建設、観光関連の各課室及び教育委員会と共に、国立公園に係る管理協力、野生生物・

外来生物等の対策・管理、農林水産業の振興・整備と資源管理、公共施設の整備と維持管

理、観光振興及び利用者サービスや指導、文化財の保護・管理等に係る各種事業を行う。 

 

（７）沖縄島北部３村（国頭村、大宜味村、東村） 

国頭村では世界自然遺産対策室、大宜味村及び東村では企画観光課が中心となり、農林水

産、土木・建設、観光関連の各課室及び教育委員会と共に、国立公園に係る管理協力、野

生生物・外来生物等の対策・管理、農林水産業の振興・整備と資源管理、公共施設の整備

と維持管理、観光振興及び利用者サービスや指導、文化財の保護・管理等に係る各種事業

を行う。 

 

（８）西表島１町（竹富町） 

竹富町では自然環境課が中心となり、農林水産、土木・建設、観光関連の各課室及び教育

委員会と共に、国立公園に係る管理協力、野生生物・外来生物等の対策・管理、農林水産

業の振興・整備と資源管理、公共施設の整備と維持管理、観光振興及び利用者サービスや

指導、文化財の保護・管理等に係る各種事業を行う。 
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７.地域別の行動計画の策定 

 

１）地域別の行動計画の策定方法 

地域別の行動計画は、計画対象区域のうち、奄美大島、徳之島、沖縄本島北部及び西表島の

４つの地域ごとに、管理機関、その他の地元関係行政機関、関係団体、NPO等で構成される

「地域部会」を設置し、地域社会の参加と合意のもとで策定する。 

「地域部会」での検討経緯や計画内容に関する情報は広く公開するとともに、地域住民及び

その他の利害関係者に対して計画の目的、内容、具体的取組に対する理解と協力が得られるよ

う、情報共有、説明の機会を確保する。 

 

２）地域別の行動計画 

奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島において、各地域別に策定された行動計画は以下

のとおりである。 

 

（１）奄美大島行動計画 

※「別表１」として巻末に添付する。 

 

（２）徳之島行動計画 

※「別表２」として巻末に添付する。 

 

（３）沖縄島北部行動計画 

※「別表３」として巻末に添付する。 

 

（４）西表島行動計画 

※「別表４」として巻末に添付する。 
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８.おわりに 

 

奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産推薦地は、生態系及び生物多様性のク

ライテリアにおいて顕著な普遍的価値を有する世界に類をみない世界自然遺産推薦地であり、そ

の価値の一部は、自然がもつ高い回復力を背景に、地域住民の生活や産業の中で維持されてきた。 

このような地域を世界自然遺産に推薦・登録し、その価値を将来世代に引き継ぐためには、管

理機関だけではなく、地域住民や地元関係団体等との協働が不可欠である。このことを共通認識

として奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産推薦地を地域社会の参加と協働に

より維持される世界自然遺産として、適切な保全・管理の実現を目指していく。 
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  奄
美
大
島
行
動
計
画

 
 

事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

１
）
保
護
制
度
の
適
切
な
運
用

 

 
 1

 
奄
美
群
島
の
国
立
公
園

指
定
・
管
理

 
環
境
省

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
奄
美
大
島
の
う
ち
、
世
界
遺
産
の
価
値
の

核
心
を
成
す
地
域
を
中
心
に
国
立
公
園
に

指
定
す
る
。
指
定
後
は
適
切
に
管
理
す
る
。
 

 
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
や

緩
衝
機
能
の
法
的
担
保
を
確
保

す
る
。

 

 
 

 
 2

 
奄
美
群
島
森
林
生
態
系

保
護
地
域
の
管
理

 
林
野
庁

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

 
 
 
奄
美
群
島
森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
適

切
な
保
全
・
管
理
を
行
う
。

 

 
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
や

緩
衝
機
能
の
法
的
担
保
を
確
保

す
る
。

 

奄
美
群
島
森
林
生
態

系
保
護
地
域
保
全
管

理
委
員
会

 

 
 3

 
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
等

 
環
境
省

 

鹿
児
島
県

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
国
指
定
鳥
獣
保
護
区
及
び
県
指
定
鳥
獣

保
護
区
を
適
切
に
管
理
す
る
。

 

 
鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
、
規
制

が
遵
守
さ
れ
、
希
少
鳥
獣
等
が
適

切
に
保
護
さ
れ
る
。

 

 
 

２
）
希
少
種
の
保
護
・
増
殖
 

 
 1

 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る

野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律

(種

の
保
存
法
）
に
基
づ
く

国
内
希
少
野
生
動
植
物

種
の
保
護
等

 

環
境
省

 
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 

 
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
種

を
種
の
保
存
法
に
基
づ
く
国
内
希
少
野
生

動
植
物
種
と
し
て
指
定
し
、
国
内
希
少
野
生

動
植
物
種
の
保
護
等
を
図
る
。

 

 
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
が

適
切
に
保
護
さ
れ
る
。

 
 

 

 
 2

 
希
少
野
生
動
植
物
保
護

条
例
の
運
用

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
県
及
び
市
町
村
が
制
定
し
て
い
る
希
少
野

生
動
植
物
保
護
条
例
を
適
切
に
運
用
し
、
奄

美
大
島
の
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
。

 

 
条
例
が
遵
守
さ
れ
、
希
少
野
生

動
植
物
が
適
切
に
保
護
さ
れ
て
い

る
体
制
の
確
保
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

 
 
 
重
点
的
に
実
施

 
 
 
 
継
続
実
施
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 3

 
保
護
増
殖
事
業
等
の
継

続
実
施

 

文
部
科
学
省

 

農
林
水
産
省

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
保
護
増
殖
事
業
の
対
象
種
（
ア
マ
ミ
ノ
ク

ロ
ウ
サ
ギ
、
ア
マ
ミ
ヤ
マ
シ
ギ
、
オ
オ
ト
ラ

ツ
グ
ミ
）
に
つ
い
て
、
生
息
状
況
、
生
息
環

境
等
の
把
握
、
分
析
等
を
行
う
と
と
も
に
、

個
体
群
の
保
護
・
増
殖
に
努
め
る
。

 

 
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
で

き
る
状
態
と
す
る
こ
と
。

 

【
個
別
検
討
会
に
お
け
る
評
価
】

 

奄
美
希
少
野
生
生
物
保

護
増
殖
検
討
会

 

 
 4

 

保
護
増
殖
事
業
の
対
象

外
の
希
少
種
（
ケ
ナ
ガ
ネ

ズ
ミ
、
ア
マ
ミ
ト
ゲ
ネ
ズ

ミ
等
）
の
保
護
増
殖
の
取

組
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
保
護
増
殖
事
業
の
対
象
外
の
希
少
種
の
分

布
状
況
に
つ
い
て
、
継
続
的
に
調
査
を
行
い
、

科
学
的
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
と
と
も
に
、
外

来
種
防
除
、
交
通
事
故
対
策
、
パ
ト
ロ
ー
ル

な
ど
の
他
の
事
業
と
連
携
し
た
保
護
増
殖
を

図
る
。

 

 
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
で

き
る
状
態
と
す
る
こ
と
。

 
 
 

 
 5

 
希
少
野
生
動
物
の
交
通

事
故
対
策

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
希
少
野
生
動
物
の
交
通
事
故
の
発
生
リ
ス

ク
が
高
い
場
所
の
周
知
、
標
識
の
設
置
、
チ

ラ
シ
配
布
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
等
に
よ
る

普
及
啓
発
や
道
路
改
良
に
よ
り
、
交
通
事
故

を
な
く
す
。

 

 
希
少
野
生
動
物
と
の
衝
突
を
回

避
す
る
た
め
、
速
度
制
限
が
遵
守

さ
れ
、
交
通
事
故
が
発
生
し
な
い

状
況
を
確
保
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

 
 6

 

ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ

等
の
傷
病
野
生
鳥
獣
救

護
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

  
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
等
の
傷
病
個
体
の

救
護
を
行
う
。
救
護
個
体
か
ら
の
情
報
収
集

や
を
行
う
。
ま
た
、
野
生
復
帰
困
難
個
体
等

の
一
部
展
示
に
よ
る
普
及
啓
発
等
へ
の
活
用

を
検
討
す
る
。
死
亡
個
体
が
発
見
さ
れ
た
場

合
は
、
可
能
な
限
り
死
因
を
特
定
し
、
今
後

の
対
策
に
資
す
る
。

 

 
個
体
群
の
維
持
や
、
生
態
研

究
・
飼
育
技
術
の
確
立
。

 

奄
美
希
少
野
生
生
物
保

護
増
殖
検
討
会
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 7

 
密
猟
・
盗
採
防
止
の
た
め

の
パ
ト
ロ
ー
ル

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
行
政
が
中
心
と
な
り
、
地
元
団
体
や
警
察

等
と
連
携
し
な
が
ら
密
猟
・
盗
採
防
止
パ
ト

ロ
ー
ル
や
普
及
啓
発
を
行
う
。

 

 
効
果
的
な
監
視
体
制
の
確
立
、

密
猟
・
盗
採
が
発
生
し
な
い
状
況

の
確
保
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

３
）
外
来
種
に
よ
る
影
響
の
排
除
・
低
減
 

 
 1

 
侵
略
的
外
来
種
へ
の
対

策
の
強
化

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

 
既
に
定
着
し
て
い
る
侵
略
的
な
外
来
種
に

つ
い
て
、
侵
入
状
況
等
を
把
握
し
、
特
に
対

策
の
必
要
性
が
高
い
種
に
焦
点
を
絞
り
、
対

策
を
行
う
。
奄
美
大
島
に
未
定
着
な
侵
略
的

外
来
種
の
目
撃
情
報
に
つ
い
て
情
報
収
集
す

る
。
ま
た
、
定
着
を
予
防
す
る
た
め
必
要
に

応
じ
て
対
策
を
講
じ
る
。

 

 
特
に
遺
産
価
値

(生
態
系
・
生
物

多
様
性
）
へ
の
影
響
が
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
外
来
種
に
よ
る
影
響

の
排
除
・
低
減
。

 

 
 

 
 2

 
マ
ン
グ
ー
ス
対
策
の
実

施
 

環
境
省

 
 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
希
少
種
の
捕
食
等
に
よ
り
在
来
の
生
態
系

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
マ
ン
グ
ー

ス
の
防
除
を
行
う
。

 

 
奄
美
大
島
か
ら
の
マ
ン
グ
ー
ス

の
完
全
排
除
。

 

奄
美
大
島
に
お
け
る
マ

ン
グ
ー
ス
防
除
事
業
検

討
会
及
び
防
除
等
戦
略

会
議
 

 
 3

 
ネ
コ
対
策
の
実
施

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
地
域
に
お
い
て
、
行
政
と
民
間
が
連
携
し

て
、
幅
広
い
情
報
共
有
及
び
合
意
形
成
を
行

い
、
希
少
種
生
息
域
（
森
林
内
）
の
ネ
コ
に

つ
い
て
、
捕
獲
、
一
時
収
容
、
譲
渡
等
に
関

す
る
一
連
の
体
制
を
整
備
し
、
排
除
を
行
う
。
 

 
希
少
種
生
息
域
か
ら
ネ
コ
を
排

除
し
、
希
少
種
へ
の
影
響
を
防
止
。
 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

（
奄
美
大
島
ノ
イ
ヌ
・

ノ
ネ
コ
対
策
検
討
会
）

 

 
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
飼
い
猫
の
遺
棄
・
逸
出
の
防
止
、
不
妊
措

置
、
所
有
者
明
示
等
の
適
正
飼
養
や
、
飼
い

猫
以
外
の
ネ
コ
へ
の
み
だ
り
な
餌
や
り
防
止

を
図
る
。

 

 
集
落
に
い
る
ネ
コ
が
適
正
に
飼

養
・
管
理
さ
れ
て
、
新
た
に
森
林

内
へ
侵
入
す
る
こ
と
が
な
い
状
況

の
創
出
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

（
奄
美
大
島
ノ
イ
ヌ
・

ノ
ネ
コ
対
策
検
討
会
）
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 4

 
ノ
ヤ
ギ
対
策
の
実
施

 
各
市
町
村

 
 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
食
害
に
よ
り
希
少
種
を
含
む
生
態
系
へ
の

悪
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
ノ
ヤ
ギ
の
防
除
を
行

う
。

 

 
奄
美
大
島
か
ら
の
ノ
ヤ
ギ
の
完

全
排
除
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

４
）
緩
衝
地
帯
や
周
辺
地
域
に
お
け
る
産
業
と
の
調
和
 

 
 1

 
生
物
多
様
性
鹿
児
島
県

戦
略
の
運
用

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
鹿
児
島
県
に
お
け
る
生
物
多
様
性
保
全
の

方
向
性
や
施
策
展
開
を
取
り
ま
と
め
た
「
生

物
多
様
性
鹿
児
島
県
戦
略
」
に
定
め
た
、
産

業
と
の
調
和
に
関
連
す
る
施
策
を
遂
行
す

る
。

 

 
戦
略
に
基
づ
い
た
施
策
の
遂
行

体
制
の
確
保
。

 
 

 
 2

 
奄
美
大
島
生
物
多
様
性

地
域
戦
略
の
運
用

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
奄
美
大
島
に
お
け
る
生
物
多
様
性
の
方
向

性
や
施
策
展
開
を
取
り
ま
と
め
た
「
奄
美
大

島
生
物
多
様
性
地
域
戦
略
」
に
定
め
た
、
産

業
と
の
調
和
に
関
連
す
る
施
策
を
遂
行
す

る
。

 

 
戦
略
に
基
づ
い
た
施
策
の
遂
行

体
制
の
確
保
。

 

奄
美
大
島
自
然
保
護
協

議
会
 

 
 3

 
生
物
多
様
性
に
配
慮
し

た
森
林
施
業
の
実
施

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
●
 

 
遺
産
区
域
周
辺
の
森
林
に
お
い
て
は
、
緩

衝
機
能
の
強
化
と
林
業
の
両
立
の
た
め
生
物

多
様
性
保
全
型
の
森
林
施
業
ル
ー
ル
を
確
立

す
る
。

 

 
そ
の
た
め
市
町
村
有
林
に
お
け
る
統
一
的

な
森
林
管
理
手
法
を
定
め
、
地
域
全
体
で
の

共
有
を
目
指
す
。

 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
林
業
の
経

済
性
を
両
立
し
た
森
林
施
業
の
手

法
の
確
立
。

 

【
森
林
管
理
手
法
の
策
定
状
況
、

森
林
管
理
手
法
に
基
づ
く
施
業
実

績
】

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 4

 
環
境
に
配
慮
し
た
公
共

事
業
の
実
施

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
世
界
遺
産
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

公
共
事
業
に
よ
り
世
界
遺
産
の
価
値
に
影
響

が
及
ば
な
い
よ
う
、
環
境
配
慮
の
仕
組
み
を

構
築
す
る
。
そ
の
た
め
、
奄
美
群
島
で
の
環

境
配
慮
の
実
績
や
奄
美
群
島
の
自
然
や
文
化

の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
「
環
境
配
慮
指
針
（
仮

称
）
」
や
、
そ
の
運
用
を
支
援
す
る
仕
組
み

を
検
討
し
、
国
、
県
、
市
町
村
、
民
間
事
業

者
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全
体
の

環
境
配
慮
水
準
の
向
上
を
図
る
。

 

 
公
共
事
業
の
際
に
、
適
切
な
環

境
配
慮
が
行
わ
れ
、
世
界
遺
産
の

価
値
に
影
響
が
生
じ
な
い
仕
組
み

の
確
立
。

 

【
環
境
配
慮
の
取
組
実
績
】

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

５
）
適
正
利
用
と
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム

 

 
 1

 
持
続
的
観
光
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
の
策
定

 
鹿
児
島
県

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
世
界
自
然
遺
産
登
録
を
見
据
え
、
奄
美
群

島
観
光
の
マ
ス
観
光
と
エ
コ
ツ
ア
ー
の
計
画

的
分
散
や
施
設
整
備
と
利
用
の
あ
り
方
の
方

向
性
を
示
す
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、

計
画
的
な
来
訪
者
管
理
を
進
め
る
。

 

 
観
光
客
の
増
加
を
見
据
え
た
受

け
入
れ
体
制
の
構
築
。

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 2

 
利
用
の
調
整

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
 

世
界
遺
産
登
録
に
よ
る
利
用
の
増
大
・
集
中

に
よ
り
環
境
影
響
の
顕
在
化
が
懸
念
さ
れ
る

エ
リ
ア
に
お
い
て
、
利
用
人
数
の
制
限
、
ガ

イ
ド
同
行
義
務
付
け
、
道
路
通
行
規
制
等
の

利
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
・
調
整
を
行

い
自
然
環
境
の
保
全
を
徹
底
し
，
質
の
高
い

利
用
を
目
指
す
。

 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
利
用
者
の

体
験
の
質
の
確
保
。

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 3

 
環
境
負
荷
の
低
減
に
資

す
る
施
設
の
整
備
等

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
遺
産
価
値
を
利
用
者
に
実
感
さ
せ
、
か
つ
、

環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
、
以
下
の
よ

う
な
利
用
施
設
の
整
備
や
既
存
施
設
の
改
修

に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
整

備
等
を
行
う
。

 
 

○
多
人
数
利
用
を
吸
収
す
る
拠
点
施
設

 

○
森
林
地
域
の
魅
力
を
引
き
出
す
施
設

 

○
ト
イ
レ
、
歩
道
等
の
環
境
負
荷
を
低
減
し

持
続
的
な
利
用
の
た
め
に
必
要
な
施
設

 
  
遺
産
価
値
の
保
全
と
利
用
者
の

体
験
の
質
の
確
保
。

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 4

 
奄
美
世
界
自
然
遺
産
ト

レ
イ
ル
（
仮
称
）
の
整
備

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
歩
く
こ
と
に
よ
り
、
奄
美
群
島
の
自
然
や

生
活
・
文
化
の
体
験
や
地
元
と
の
触
れ
合
い

を
充
実
さ
せ
、
滞
在
型
観
光
に
も
つ
な
が
る

ト
レ
イ
ル
を
整
備
す
る
。

 

 
質
の
高
い
自
然
探
勝
を
促
進
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
世
界
自
然
遺
産
の
価
値
に
か
か
る

普
及
啓
発
に
資
す
る
。

 

 
ト
レ
イ
ル
が
群
島
全
体
を
つ
な

げ
、
来
島
者
が
リ
ピ
ー
タ
ー
と
な

っ
て
何
度
で
も
好
み
に
応
じ
て
質

の
高
い
利
用
を
す
る
状
況
の
創

出
。

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 5

 
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推

進
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
世
界
自
然
遺
産
の
核
心
地
域
等
に
お
い

て
、
エ
コ
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
の
同
行
に
よ
る
少

人
数
観
光
を
充
実
さ
せ
、
本
物
の
自
然
を
求

め
る
観
光
客
の
満
足
度
を
向
上
さ
せ
る
。

 

 
質
の
高
い
自
然
探
勝
を
促
進
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
世
界
自
然
遺
産
の
価
値
に
か
か
る

普
及
啓
発
に
資
す
る
。

 

 
核
心
地
域
等
に
お
け
る
エ
コ
ツ

ア
ー
ガ
イ
ド
が
同
行
す
る
少
人
数

観
光
の
確
立
に
よ
り
、
観
光
客
が

奄
美
大
島
の
自
然
に
満
足
し
、
リ

ピ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
何
度
で
も
来

島
す
る
状
況
の
創
出
。

 

奄
美
群
島
エ
コ
ツ
ー
リ

ズ
ム
推
進
協
議
会

 

 
 6

 
ガ
イ
ド
の
育
成

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
質
の
高
い
ガ
イ
ド
（
観
光
案
内
ガ
イ
ド
、

エ
コ
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
、
里
エ
コ
ガ
イ
ド
等
）

を
育
成
し
、
奄
美
大
島
の
観
光
を
充
実
さ
せ

る
。

 

 
質
の
高
い
自
然
探
勝
を
促
進
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
世
界
自
然
遺
産
の
価
値
に
か
か
る

普
及
啓
発
に
資
す
る
。

 

 
質
の
高
い
ガ
イ
ド
の
提
供
に
よ

り
、
利
用
者
が
奄
美
大
島
観
光
に

満
足
し
、
リ
ピ
ー
タ
ー
と
な
っ
て

何
度
で
も
来
島
す
る
状
況
の
創

出
。

 

 

６
）
地
域
社
会
の
参
加
・
協
働
に
よ
る
保
全
管
理
 

 
 1

 

生
物
多
様
性
に
配
慮
し

た
森
林
施
業
の
実
施
【
再

掲
】

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

 
遺
産
区
域
周
辺
の
森
林
に
お
い
て
は
、
緩

衝
機
能
の
強
化
と
林
業
の
両
立
の
た
め
生
物

多
様
性
保
全
型
の
森
林
施
業
ル
ー
ル
を
確
立

す
る
。

 

 
そ
の
た
め
市
町
村
有
林
に
お
け
る
統
一
的

な
森
林
管
理
手
法
を
定
め
、
地
域
全
体
で
の

共
有
を
目
指
す
。

 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
林
業
の
経

済
性
を
両
立
し
た
森
林
施
業
の
手

法
の
確
立
。

 

【
森
林
管
理
手
法
の
策
定
状
況
、

森
林
管
理
手
法
に
基
づ
く
施
業
実

績
】

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 2

 
環
境
に
配
慮
し
た
公
共

事
業
の
実
施
【
再
掲
】

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
世
界
遺
産
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

公
共
事
業
に
よ
り
世
界
遺
産
の
価
値
に
影
響

が
及
ば
な
い
よ
う
、
環
境
配
慮
の
仕
組
み
を

構
築
す
る
。
そ
の
た
め
、
奄
美
群
島
で
の
環

境
配
慮
の
実
績
や
奄
美
群
島
の
自
然
や
文
化

の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
「
環
境
配
慮
指
針
（
仮

称
）
」
や
、
そ
の
運
用
を
支
援
す
る
仕
組
み

を
検
討
し
、
国
、
県
、
市
町
村
、
民
間
事
業

者
と
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全
体
の

環
境
配
慮
水
準
の
向
上
を
図
る
。

 

 
公
共
事
業
の
際
に
、
適
切
な
環

境
配
慮
が
行
わ
れ
、
世
界
遺
産
の

価
値
に
影
響
が
生
じ
な
い
仕
組
み

の
確
立
。
【
環
境
配
慮
の
取
組
実

績
】

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 3

 
域
外
住
民
、
観
光
客
等
へ

の
情
報
発
信

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
様
々
な
媒
体
を
使
っ
た
自
然
や
文
化
の
魅

力
、
世
界
遺
産
と
し
て
の
価
値
、
利
用
上
の

ル
ー
ル
な
ど
の
情
報
を
全
国
に
発
信
し
、
奄

美
群
島
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
。

 

 
全
国
で
の
奄
美
群
島
へ
の
理
解

が
進
む
と
と
も
に
、
環
境
配
慮
と

両
立
し
た
観
光
に
よ
り
遺
産
地
域

へ
の
環
境
負
荷
が
一
定
程
度
に
抑

え
ら
れ
て
い
る
状
況
の
創
出
。

 

 
 

 
 4

 
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
防
止

活
動
等
の
実
施

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
防
止
活
動
や
清
掃
活
動

等
の
実
施
に
よ
り
、
世
界
自
然
遺
産
の
島
で

あ
る
奄
美
大
島
の
環
境
美
化
を
図
る
。

 

 
世
界
遺
産
地
域
の
内
外
を
問
わ

ず
、
奄
美
大
島
の
環
境
が
美
し
く

保
た
れ
て
い
る
状
況
の
創
出
。

 

 
 

 
 5

 

普
及
啓
発
等
を
通
じ
た

住
民
に
よ
る
取
組
の
推

進
 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
勉
強
会
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
、
ポ
ス

タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
・
配
布
等

に
よ
り
、
世
界
自
然
遺
産
登
録
の
意
義
、
希

少
種
保
護
や
外
来
種
対
策
の
必
要
性
等
に
つ

い
て
住
民
に
認
識
し
て
も
ら
い
、
住
民
に
よ

る
取
組
を
推
進
す
る
。

 
 

 
住
民
一
人
ひ
と
り
が
世
界
自
然

遺
産
登
録
の
意
義
、
希
少
種
保
護

や
外
来
種
対
策
の
必
要
性
等
に
つ

い
て
認
識
し
、
積
極
的
に
取
組
を

進
め
て
い
る
状
況
の
創
出
。

 

 
 

 
 6

 

奄
美
群
島
の
自
然
と
共

生
し
て
き
た
文
化
の
継

承
 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
奄
美
群
島
の
自
然
は
、
他
の
自
然
遺
産
地

域
と
異
な
り
、
長
い
歴
史
を
通
じ
て
人
間
と

の
濃
密
な
関
わ
り
の
中
で
維
持
さ
れ
て
き
て

い
る
こ
と
か
ら
、
自
然
環
境
の
保
全
と
と
も

に
自
然
と
共
生
し
て
き
た
奄
美
群
島
独
特
の

文
化
が
継
承
さ
れ
る
よ
う
啓
発
に
努
め
る
。

 

 
住
民
一
人
ひ
と
り
が
奄
美
群
島

の
自
然
と
文
化
に
誇
り
を
持
ち
、

次
世
代
へ
継
続
す
る
環
境
づ
く
り

の
推
進
。

 

 
 

 
 7

 
環
境
学
習
の
取
組
の
推

進
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
子
ど
も
た
ち
に
地
域
の
自
然
・
文
化
に
興

味
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
特
有
の
環
境
教
育
に
力
を
入
れ

る
。

 

 
子
ど
も
た
ち
が
、
地
域
の
自
然

や
文
化
に
興
味
を
も
ち
、
希
少
種

保
護
や
外
来
種
対
策
の
必
要
性
等

に
つ
い
て
理
解
す
る
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

7）
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
情
報
の
活
用
 

 
 1

 
情
報
発
信
と
活
用

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
市
町
村

 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
各
事
業
主
体
が
実
施
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

結
果
、
そ
の
他
の
調
査
研
究
等
の
情
報
・
知

見
等
に
つ
い
て
、
広
く
情
報
を
集
約
・
蓄
積

す
る
と
と
も
に
、
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

よ
る
一
元
的
な

 情
報
の
集
約
・
管
理
・
公
開

の
仕
組
み
を
確
保
す
る
。

 

 
遺
産
の
価
値
に
関
わ
る
情
報
・

知
見
・
技
術
が
集
約
・
蓄
積
さ
れ
、

保
全
・
管
理
に
活
用
さ
れ
る
。
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【
 
別

 
表

 
２

 】
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  徳
之
島
行
動
計
画

 
 

事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

１
）
保
護
制
度
の
適
切
な
運
用

 

 
 1

 
奄
美
群
島
の
国
立
公
園

指
定
・
管
理

 
環
境
省

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
徳
之
島
の
う
ち
、
世
界
遺
産
の
価
値
の
核

心
を
成
す
地
域
を
中
心
に
国
立
公
園
に
指
定

す
る
。
指
定
後
は
適
切
に
管
理
す
る
。

 

 
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
や
緩

衝
機
能
の
法
的
担
保
を
確
保
す
る

 
 

 

 
 2

 
奄
美
群
島
森
林
生
態
系

保
護
地
域
の
管
理

 
林
野
庁

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●

 

 
 
 
奄
美
群
島
森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
適
切

な
保
全
・
管
理
を
行
う
。

 

 
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
や
緩

衝
機
能
の
法
的
担
保
を
確
保
す

る
。

 

奄
美
群
島
森
林
生
態
系

保
護
地
域
保
全
管
理
委

員
会

 

 
 3

 
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
等

 
鹿
児
島
県

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●

 
●

 
 
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
を
適
切
に
管
理
す

る
。

 

 
鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
、
規
制

が
遵
守
さ
れ
、
希
少
鳥
獣
等
が
適

切
に
保
護
さ
れ
る
。

 

 
 

２
）
希
少
種
の
保
護
・
増
殖
 

 
 1

 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る

野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律

(種
の

保
存
法
）
に
基
づ
く
国
内

希
少
野
生
動
植
物
種
の

保
護
等

 

環
境
省

 
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 

 
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
種
を

種
の
保
存
法
に
基
づ
く
国
内
希
少
野
生
動
植

物
種
と
し
て
指
定
し
、
国
内
希
少
野
生
動
植

物
種
の
保
護
等
を
図
る
。

 

 
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
が
適

切
に
保
護
さ
れ
る
。

 
 

 

 
 2

 
希
少
野
生
動
植
物
保
護

条
例
の
運
用

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
県
及
び
町
が
制
定
し
て
い
る
希
少
野
生
動

植
物
保
護
条
例
を
適
切
に
運
用
し
、
徳
之
島

の
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
。

 

 
条
例
が
遵
守
さ
れ
、
希
少
野
生

動
植
物
が
適
切
に
保
護
さ
れ
て
い

る
体
制
の
確
保
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

 
 
 
重
点
的
に
実
施

 
 
 
 
継
続
実
施
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 3

 
保
護
増
殖
事
業
等
の
継

続
実
施

 

文
部
科
学
省

 

農
林
水
産
省

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
保
護
増
殖
事
業
の
対
象
種
（
ア
マ
ミ
ノ
ク

ロ
ウ
サ
ギ
、
ア
マ
ミ
ヤ
マ
シ
ギ
）
に
つ
い
て
、

生
息
状
況
、
生
息
環
境
等
の
把
握
、
分
析
等

を
行
う
と
と
も
に
、
個
体
群
の
保
護
・
増
殖

に
努
め
る
。

 

 
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
で

き
る
状
態
と
す
る
こ
と
。

 

【
個
別
検
討
会
に
お
け
る
評
価
】

 

奄
美
希
少
野
生
生
物
保

護
増
殖
検
討
会

 

 
 4

 

保
護
増
殖
事
業
の
対
象

外
の
希
少
種
（
ケ
ナ
ガ
ネ

ズ
ミ
、
ト
ク
ノ
シ
マ
ト
ゲ

ネ
ズ
ミ
等
）
の
保
護
増
殖

の
取
組

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
保
護
増
殖
事
業
の
対
象
外
の
希
少
種
の
分

布
状
況
に
つ
い
て
継
続
的
に
調
査
を
行
い
、

科
学
的
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
と
と
も
に
、
外

来
種
防
除
、
交
通
事
故
対
策
、
パ
ト
ロ
ー
ル

な
ど
の
他
の
事
業
と
連
携
し
た
保
護
増
殖
を

図
る
。

 

 
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
で

き
る
状
態
と
す
る
こ
と
。

 
 

 

 
 5

 
希
少
野
生
動
物
の
交
通

事
故
対
策

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
希
少
野
生
動
物
の
交
通
事
故
の
発
生
リ
ス

ク
が
高
い
場
所
の
周
知
、
標
識
の
設
置
、
チ

ラ
シ
配
布
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施
等
に
よ
る

普
及
啓
発
や
道
路
改
良
に
よ
り
、
交
通
事
故

を
な
く
す
。

 

 
希
少
野
生
動
物
と
の
衝
突
を
回

避
す
る
た
め
、
速
度
制
限
が
遵
守

さ
れ
、
交
通
事
故
が
発
生
し
な
い

状
況
を
確
保
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

 
 6

 

ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ

等
の
傷
病
野
生
鳥
獣
救

護
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
等
の
傷
病
個
体
の

救
護
を
行
う
。
救
護
個
体
か
ら
の
情
報
収
集

を
行
う
。
ま
た
、
野
生
復
帰
困
難
個
体
等
の

一
部
展
示
に
よ
る
普
及
啓
発
等
へ
の
活
用
を

検
討
す
る
。
死
亡
個
体
が
発
見
さ
れ
た
場
合

は
、
可
能
な
限
り
死
因
を
特
定
し
、
今
後
の

対
策
に
資
す
る
。

 

 
個
体
群
の
維
持
や
、
生
態
研

究
・
飼
育
技
術
の
確
立
。

 

奄
美
希
少
野
生
生
物
保

護
増
殖
検
討
会
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 7

 
密
猟
・
盗
採
防
止
の
た
め

の
パ
ト
ロ
ー
ル

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
行
政
が
中
心
と
な
り
、
地
元
団
体
や
警
察

等
と
連
携
し
な
が
ら
密
猟
・
盗
採
防
止
パ
ト

ロ
ー
ル
や
普
及
啓
発
を
行
う
。

 

 
効
果
的
な
監
視
体
制
の
確
立
、

密
猟
・
盗
採
が
発
生
し
な
い
状
況

の
確
保
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

３
）
外
来
種
に
よ
る
影
響
の
排
除
・
低
減
 

 
 1

 
侵
略
的
外
来
種
へ
の
対

策
の
強
化

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

 
既
に
定
着
し
て
い
る
侵
略
的
な
外
来
種
に

つ
い
て
、
侵
入
状
況
等
を
把
握
し
、
特
に
対

策
の
必
要
性
が
高
い
種
に
焦
点
を
絞
り
、
対

策
を
行
う
。
徳
之
島
に
未
定
着
な
侵
略
的
外

来
種
の
目
撃
情
報
に
つ
い
て
情
報
収
集
す

る
。
ま
た
、
定
着
を
予
防
す
る
た
め
必
要
に

応
じ
て
対
策
を
講
じ
る
。

 

 
特
に
遺
産
価
値

(生
態
系
・
生
物

多
様
性
）
へ
の
影
響
が
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
外
来
種
に
よ
る
影
響

の
排
除
・
低
減
。

 

 
 

 
 2

 
ネ
コ
対
策
の
実
施

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
地
域
に
お
い
て
、
行
政
と
民
間
が
連
携
し

て
、
幅
広
い
情
報
共
有
及
び
合
意
形
成
を
行

い
、
希
少
種
生
息
域
（
森
林
内
）
の
ネ
コ
に

つ
い
て
、
捕
獲
、
一
時
収
容
、
譲
渡
等
に
関

す
る
一
連
の
体
制
を
整
備
し
、
排
除
を
行
う
。
 

 
希
少
種
生
息
域
か
ら
ネ
コ
を
排

除
し
、
希
少
種
へ
の
影
響
を
防
止
。
 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

（
徳
之
島
ノ
イ
ヌ
・
ノ

ネ
コ
対
策
検
討
会
）

 

 
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
飼
い
猫
の
遺
棄
・
逸
出
の
防
止
、
不
妊
措

置
、
所
有
者
明
示
等
の
適
正
飼
養
や
、
飼
い

猫
以
外
の
ネ
コ
へ
の
み
だ
り
な
餌
や
り
防
止

を
図
る
。

 

 
集
落
に
い
る
ネ
コ
が
適
正
に
飼

養
・
管
理
さ
れ
て
、
新
た
に
森
林

内
へ
侵
入
す
る
こ
と
が
な
い
状
況

の
創
出
。

 

奄
美
群
島
希
少
野
生
生

物
保
護
対
策
協
議
会

 

（
徳
之
島
ノ
イ
ヌ
・
ノ

ネ
コ
対
策
検
討
会
）
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

４
）
緩
衝
地
帯
や
周
辺
地
域
に
お
け
る
産
業
と
の
調
和
 

 
 1

 
生
物
多
様
性
鹿
児
島
県

戦
略
の
運
用

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
鹿
児
島
県
に
お
け
る
生
物
多
様
性
保
全
の

方
向
性
や
施
策
展
開
を
取
り
ま
と
め
た
「
生

物
多
様
性
鹿
児
島
県
戦
略
」
に
定
め
た
、
産

業
と
の
調
和
に
関
連
す
る
施
策
を
遂
行
す

る
。

 

 
戦
略
に
基
づ
い
た
施
策
の
遂
行

体
制
の
確
保
。

 
 

 

 
 2

 

遺
産
地
域
に
近
接
す
る

農
地
等
の
生
物
多
様
性

保
全
機
能
の
強
化

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
 

 
遺
産
地
域
に
近
接
す
る
農
地
の
周
辺
の
緩

衝
機
能
強
化
の
た
め
、
以
下
の
こ
と
に
つ
い

て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
対
策
を
行

う
。

 

○
小
規
模
な
森
林
、
河
川
等
を
結
ぶ
緑
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

 

○
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
等
の
希
少
種
の
生

息
と
農
業
の
両
立
の
た
め
の
支
援
策

 

○
北
部
の
森
林
と
南
部
の
森
林
と
の
連
続
性

確
保
の
た
め
の
生
態
回
廊
の
形
成

 

 
生
物
多
様
性
保
全
と
農
業
と
の

両
立
に
よ
る
緩
衝
機
能
の
強
化
。

 
 

 

 
 3

 
生
物
多
様
性
に
配
慮
し

た
森
林
施
業
の
実
施

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

●
 

 
遺
産
区
域
周
辺
の
森
林
に
お
い
て
は
、
緩

衝
機
能
の
強
化
と
林
業
の
両
立
の
た
め
生
物

多
様
性
保
全
型
の
森
林
施
業
ル
ー
ル
を
確
立

す
る
。
そ
の
た
め
町
有
林
に
お
け
る
統
一
的

な
森
林
管
理
手
法
を
定
め
、
地
域
全
体
で
の

共
有
を
目
指
す
。

 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
林
業
の
経

済
性
を
両
立
し
た
森
林
施
業
の
手

法
の
確
立
。

 

【
森
林
管
理
手
法
の
策
定
状
況
、

森
林
管
理
手
法
に
基
づ
く
施
業
実

績
】

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 4

 
環
境
に
配
慮
し
た
公
共

事
業
の
実
施

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
世
界
遺
産
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

公
共
事
業
に
よ
り
世
界
遺
産
の
価
値
に
影
響

が
及
ば
な
い
よ
う
、
環
境
配
慮
の
仕
組
み
を

構
築
す
る
。
そ
の
た
め
、
奄
美
群
島
で
の
環

境
配
慮
の
実
績
や
奄
美
群
島
の
自
然
や
文
化

の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
「
環
境
配
慮
指
針
（
仮

称
）」
や
、
そ
の
運
用
を
支
援
す
る
仕
組
み
を

検
討
し
、
国
、
県
、
町
、
民
間
事
業
者
と
共

有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全
体
の
環
境
配

慮
水
準
の
向
上
を
図
る
。

 

 
公
共
事
業
の
際
に
、
適
切
な
環

境
配
慮
が
行
わ
れ
、
世
界
遺
産
の

価
値
に
影
響
が
生
じ
な
い
仕
組
み

の
確
立
。

 

【
環
境
配
慮
の
取
組
実
績
】

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

５
）
適
正
利
用
と
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム

 

 
 1

 
持
続
的
観
光
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
の
策
定

 
鹿
児
島
県

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
世
界
自
然
遺
産
登
録
を
見
据
え
、
奄
美
群

島
観
光
の
マ
ス
観
光
と
エ
コ
ツ
ア
ー
の
計
画

的
分
散
や
施
設
整
備
と
利
用
の
あ
り
方
の
方

向
性
を
示
す
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、

計
画
的
な
来
訪
者
管
理
を
進
め
る
。

 

 
観
光
客
の
増
加
を
見
据
え
た
受

け
入
れ
体
制
の
構
築
。

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 2

 
利
用
の
調
整

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
 
 

 
世
界
遺
産
登
録
に
よ
る
利
用
の
増
大
・
集

中
に
よ
り
、
環
境
影
響
の
顕
在
化
が
懸
念
さ

れ
る
エ
リ
ア
に
お
い
て
、
利
用
人
数
の
制
限
、

ガ
イ
ド
同
行
義
務
付
け
、
道
路
通
行
規
制
等

の
利
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
・
調
整
を

行
い
自
然
環
境
の
保
全
を
徹
底
し
、
質
の
高

い
利
用
を
目
指
す
。

 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
利
用
者
の

体
験
の
質
の
確
保
。

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 3

 
環
境
負
荷
の
低
減
に
資

す
る
施
設
の
整
備
等

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

遺
産
価
値
を
利
用
者
に
実
感
さ
せ
、
か
つ
、

環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
、
以
下
の
よ

う
な
利
用
施
設
の
整
備
や
既
存
施
設
の
改
修

に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
整

備
等
を
行
う
。

 

○
多
人
数
利
用
を
吸
収
す
る
拠
点
施
設

 

○
森
林
地
域
の
魅
力
を
引
き
出
す
施
設

 

○
ト
イ
レ
、
歩
道
等
の
環
境
負
荷
を
低
減
し

持
続
的
な
利
用
の
た
め
に
必
要
な
施
設

 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
利
用
者
の

体
験
の
質
の
確
保
。

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 4

 
奄
美
世
界
自
然
遺
産
ト

レ
イ
ル
（
仮
称
）
の
整
備

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
歩
く
こ
と
に
よ
り
、
奄
美
群
島
の
自
然
や

生
活
・
文
化
の
体
験
や
地
元
と
の
触
れ
合
い

を
充
実
さ
せ
、
滞
在
型
観
光
に
も
つ
な
が
る

ト
レ
イ
ル
を
整
備
す
る
。
質
の
高
い
自
然
探

勝
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
自
然

遺
産
の
価
値
に
か
か
る
普
及
啓
発
に
資
す

る
。

 

 
ト
レ
イ
ル
が
群
島
全
体
を
つ
な

げ
、
来
島
者
が
リ
ピ
ー
タ
ー
と
な

っ
て
何
度
で
も
好
み
に
応
じ
て
質

の
高
い
利
用
を
す
る
状
況
の
創

出
。

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 5

 
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推

進
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
世
界
自
然
遺
産
の
核
心
地
域
等
に
お
い

て
、
エ
コ
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
の
同
行
に
よ
る
少

人
数
観
光
を
充
実
さ
せ
、
本
物
の
自
然
を
求

め
る
観
光
客
の
満
足
度
を
向
上
さ
せ
る
。
質

の
高
い
自
然
探
勝
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
世
界
自
然
遺
産
の
価
値
に
か
か
る
普
及

啓
発
に
資
す
る

 

 
核
心
地
域
等
に
お
け
る
エ
コ
ツ

ア
ー
ガ
イ
ド
が
同
行
す
る
少
人
数

観
光
の
確
立
に
よ
り
、
観
光
客
が

徳
之
島
の
自
然
に
満
足
し
、
リ
ピ

ー
タ
ー
と
な
っ
て
何
度
で
も
来
島

す
る
状
況
の
創
出
。

 

奄
美
群
島
エ
コ
ツ
ー
リ

ズ
ム
推
進
協
議
会

 

 
 6

 
ガ
イ
ド
の
育
成

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
質
の
高
い
ガ
イ
ド
（
観
光
案
内
ガ
イ
ド
、

エ
コ
ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
、
里
エ
コ
ガ
イ
ド
等
）

を
育
成
し
、
徳
之
島
の
観
光
を
充
実
さ
せ
る
。

質
の
高
い
自
然
探
勝
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
世
界
自
然
遺
産
の
価
値
に
か
か
る
普

及
啓
発
に
資
す
る

 

 
質
の
高
い
ガ
イ
ド
の
提
供
に
よ

り
、
利
用
者
が
徳
之
島
観
光
に
満

足
し
、
リ
ピ
ー
タ
ー
と
な
っ
て
何

度
で
も
来
島
す
る
状
況
の
創
出
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

６
）
地
域
社
会
の
参
加
・
協
働
に
よ
る
保
全
管
理
 

 
 1

 

生
物
多
様
性
に
配
慮
し

た
森
林
施
業
の
実
施
【
再

掲
】

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
●

 

 
遺
産
区
域
周
辺
の
森
林
に
お
い
て
は
、
緩

衝
機
能
の
強
化
と
林
業
の
両
立
の
た
め
生
物

多
様
性
保
全
型
の
森
林
施
業
ル
ー
ル
を
確
立

す
る
。
そ
の
た
め
町
有
林
に
お
け
る
統
一
的

な
森
林
管
理
手
法
を
定
め
、
地
域
全
体
で
の

共
有
を
目
指
す
。

 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
林
業
の
経

済
性
を
両
立
し
た
森
林
施
業
の
手

法
の
確
立
。

 

【
森
林
管
理
手
法
の
策
定
状
況
、

森
林
管
理
手
法
に
基
づ
く
施
業
実

績
】

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 2

 
環
境
に
配
慮
し
た
公
共

事
業
の
実
施
【
再
掲
】

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
世
界
遺
産
及
び
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る

公
共
事
業
に
よ
り
世
界
遺
産
の
価
値
に
影
響

が
及
ば
な
い
よ
う
、
環
境
配
慮
の
仕
組
み
を

構
築
す
る
。
そ
の
た
め
、
奄
美
群
島
で
の
環

境
配
慮
の
実
績
や
奄
美
群
島
の
自
然
や
文
化

の
特
殊
性
を
踏
ま
え
た
「
環
境
配
慮
指
針
（
仮

称
）」
や
、
そ
の
運
用
を
支
援
す
る
仕
組
み
を

検
討
し
、
国
、
県
、
町
、
民
間
事
業
者
と
共

有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全
体
の
環
境
配

慮
水
準
の
向
上
を
図
る
。

 

 
公
共
事
業
の
際
に
、
適
切
な
環

境
配
慮
が
行
わ
れ
、
世
界
遺
産
の

価
値
に
影
響
が
生
じ
な
い
仕
組
み

の
確
立
。
【
環
境
配
慮
の
取
組
実

績
】

 

奄
美
群
島
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
保
全
・
活
用

検
討
会

 

 
 3

 
域
外
住
民
、
観
光
客
等
へ

の
情
報
発
信

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
様
々
な
媒
体
を
使
っ
た
自
然
や
文
化
の
魅

力
、
世
界
遺
産
と
し
て
の
価
値
、
利
用
上
の

ル
ー
ル
な
ど
の
情
報
を
全
国
に
発
信
し
、
奄

美
群
島
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
。

 

 
全
国
で
の
奄
美
群
島
へ
の
理
解

が
進
む
と
と
も
に
、
環
境
配
慮
と

両
立
し
た
観
光
に
よ
り
遺
産
地
域

へ
の
環
境
負
荷
が
一
定
程
度
に
抑

え
ら
れ
て
い
る
状
況
の
創
出
。

 

 
 

 
 4

 
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
防
止

活
動
等
の
実
施

 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
防
止
活
動
や
清
掃
活
動

等
の
実
施
に
よ
り
、
世
界
自
然
遺
産
の
島
で

あ
る
徳
之
島
の
環
境
美
化
を
図
る
。

 

 
世
界
遺
産
地
域
の
内
外
を
問
わ

ず
、
徳
之
島
の
環
境
が
美
し
く
保

た
れ
て
い
る
状
況
の
創
出
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 5

 

普
及
啓
発
等
を
通
じ
た

住
民
に
よ
る
取
組
の
推

進
 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
勉
強
会
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
、
ポ
ス

タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成
・
配
布
等

に
よ
り
、
世
界
自
然
遺
産
登
録
の
意
義
、
希

少
種
保
護
や
外
来
種
対
策
の
必
要
性
等
に
つ

い
て
住
民
に
認
識
し
て
も
ら
い
、
住
民
に
よ

る
取
組
を
推
進
す
る
。

 

 
住
民
一
人
ひ
と
り
が
世
界
自
然

遺
産
登
録
の
意
義
、
希
少
種
保
護

や
外
来
種
対
策
の
必
要
性
等
に
つ

い
て
認
識
し
、
積
極
的
に
取
組
を

進
め
て
い
る
状
況
の
創
出
。

 

 
 

 
 6

 

奄
美
群
島
の
自
然
と
共

生
し
て
き
た
文
化
の
継

承
 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
奄
美
群
島
の
自
然
は
、
他
の
自
然
遺
産
地

域
と
異
な
り
、
長
い
歴
史
を
通
じ
て
人
間
と

の
濃
密
な
関
わ
り
の
中
で
維
持
さ
れ
て
き
て

い
る
こ
と
か
ら
、
自
然
環
境
の
保
全
と
と
も

に
自
然
と
共
生
し
て
き
た
奄
美
群
島
独
特
の

文
化
が
継
承
さ
れ
る
よ
う
啓
発
に
努
め
る
。

 

 
住
民
一
人
ひ
と
り
が
奄
美
群
島

の
自
然
と
文
化
に
誇
り
を
持
ち
、

次
世
代
へ
継
続
す
る
環
境
づ
く
り

の
推
進
。

 

 
 

 
 7

 
環
境
学
習
の
取
組
の
推

進
 

環
境
省

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
子
ど
も
た
ち
に
地
域
の
自
然
・
文
化
に
興

味
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
世
界
自
然
遺

産
候
補
地
特
有
の
環
境
教
育
に
力
を
入
れ

る
。

 

 
子
ど
も
た
ち
が
、
地
域
の
自
然

や
文
化
に
興
味
を
も
ち
、
希
少
種

保
護
や
外
来
種
対
策
の
必
要
性
等

に
つ
い
て
理
解
す
る
。

 

 
 

7）
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
情
報
の
活
用
 

 
 1

 
情
報
発
信
と
活
用

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

鹿
児
島
県

 

各
町

 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 
●

 

 
各
事
業
主
体
が
実
施
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

結
果
、
そ
の
他
の
調
査
研
究
等
の
情
報
・
知

見
等
に
つ
い
て
、
広
く
情
報
を
集
約
・
蓄
積

す
る
と
と
も
に
、
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

よ
る
一
元
的
な

 情
報
の
集
約
・
管
理
・
公
開

の
仕
組
み
を
確
保
す
る
。

 

 
遺
産
の
価
値
に
関
わ
る
情
報
・

知
見
・
技
術
が
集
約
・
蓄
積
さ
れ
、

保
全
・
管
理
に
活
用
さ
れ
る
。
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  沖
縄
島
北
部
行
動
計
画

 
 

事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

１
）
保
護
制
度
の
適
切
な
運
用

 

 
 1

 
や
ん
ば
る
国
立
公
園
の
管

理
 

環
境
省

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
や
ん
ば
る
国
立
公
園
の
適
切
な
保
護
管
理

を
行
う
。

 

 
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
や
緩

衝
機
能
の
法
的
担
保
を
確
保
す

る
。

 

 
 

 
 2

 
鳥
獣
保
護
区
の
管
理
等

 
環
境
省

 

沖
縄
県

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
、
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
等
の
希

少
種
が
生
息
す
る
森
林
部
に
お
い
て
は
、
国

指
定
鳥
獣
保
護
区
及
び
沖
縄
県
指
定
鳥
獣
保

護
区
が
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
い
る
。
今
後

も
適
切
に
管
理
す
る
。
ま
た
、
確
実
な
管
理

が
実
施
さ
れ
る
よ
う
体
制
を
確
保
す
る
。

 

 
鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
、
規
制

が
遵
守
さ
れ
、
希
少
鳥
獣
等
が
適

切
に
保
護
さ
れ
る
。

 

 
 

 
 3

 
与
那
覇
岳
天
然
保
護
区
域

の
管
理
等

 
沖
縄
県

 
 

 
 

 
 

 
●
 

 
 

 
 

 
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
、
ア
カ
ヒ
ゲ
等
の
天
然
記
念

物
の
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
与
那
覇
岳
天
然

保
護
区
域
に
お
い
て
、
今
後
も
適
切
な
管
理

を
行
う
。
ま
た
、
確
実
な
管
理
が
実
施
さ
れ

る
よ
う
体
制
を
確
保
す
る
。

 

 
天
然
保
護
区
域
に
お
い
て
、
規

制
が
遵
守
さ
れ
、
希
少
動
植
物
等

が
適
切
に
保
全
さ
れ
る
。

 

 
 

２
）
希
少
種
の
保
護
・
増
殖
 

 
 1

 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野

生
動
植
物
の
種
の
保
存
に

関
す
る
法
律
（
種
の
保
存

法
）
に
基
づ
く
国
内
希
少

野
生
動
植
物
種
の
保
護
等

 

環
境
省

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
種
を

種
の
保
存
法
に
基
づ
く
国
内
希
少
野
生
動
植

物
種
と
し
て
指
定
し
、
国
内
希
少
野
生
動
植

物
種
の
保
護
等
を
図
る
。

 

 
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
が
適

切
に
保
護
さ
れ
る
。

 
 

 

 
 2

 
希
少
野
生
動
植
物
保
護
条

例
等
の
制
定

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
種
の
保
存
法
に
よ
り
、
捕
獲
・
譲
渡
し
等

が
規
制
さ
れ
て
い
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物

種
以
外
の
法
的
な
規
制
の
な
い
レ
ッ
ド
リ
ス

ト
記
載
種
の
う
ち
、
特
に
盗
採
の
危
険
性
が

高
い
と
判
断
さ
れ
る
種
を
抽
出
し
、
県
も
し

く
は
村
条
例
等
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
り
盗

採
行
為
の
防
止
・
抑
制
を
強
化
す
る
。

 

希
少
種
保
護
の
た
め
の
法
制
度
の

確
保
。

 
 

 

 
 
 
重
点
的
に
実
施

 
 
 
 
継
続
実
施
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 3

 
保
護
増
殖
事
業
等
の
継
続

実
施

 

環
境
省

 

文
部
科
学
省

 

農
林
水
産
省

 

国
土
交
通
省

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
保
護
増
殖
事
業
の
対
象
種
（
ヤ
ン
バ
ル
ク

イ
ナ
、
ヤ
ン
バ
ル
テ
ナ
ガ
コ
ガ
ネ
、
ノ
グ
チ

ゲ
ラ
）
に
つ
い
て
、
生
息
状
況
、
生
息
環
境

等
の
把
握
、
分
析
等
を
行
う
と
と
も
に
、
個

体
群
の
保
護
・
増
殖
に
努
め
る
。

 

 
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
で

き
る
状
態
と
す
る
こ
と
。

 

【
個
別
検
討
会
に
お
け
る
評
価
】

 

・
や
ん
ば
る
希
少
野
生

生
物
保
護
増
殖
検
討

会
 

・
ヤ
ン
バ
ル
テ
ナ
ガ
コ

ガ
ネ
等
密
猟
防
止
協

議
会

 

 
 4

 

保
護
増
殖
事
業
対
象
種
以

外
の
希
少
種
の
生
息
・
生

育
状
況
の
把
握
と
保
護
の

取
組
み
の
検
討
・
実
施

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
保
護
増
殖
事
業
対
象
種
以
外
の
希
少
種

（
国
指
定
天
然
記
念
物
や
国
内
希
少
野
生
動

植
物
種
で
あ
る
ケ
ナ
ガ
ネ
ズ
ミ
、
オ
キ
ナ
ワ

ト
ゲ
ネ
ズ
ミ
等
を
含
む
）
に
つ
い
て
、
生
息

状
況
、
生
息
・
生
育
環
境
等
の
把
握
、
分
析

等
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
適

切
な
保
護
方
策
を
検
討
し
、
実
施
に
努
め
る
。
 

 
保
護
増
殖
事
業
対
象
種
以
外
の

希
少
種
が
自
然
状
態
で
安
定
的
に

存
続
で
き
る
状
態
と
す
る
こ
と
。

 

【
固
有
種
・
希
少
種
の
生
息
・
生

育
状
況
】

 

 
 

 
 5

 
希
少
野
生
動
物
の
交
通
事

故
等
の
対
策
強
化

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

沖
縄
総
合
事

務
局
 

各
村
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
希
少
野
生
動
物
の
交
通
事
故
発
生
リ
ス
ク

が
高
い
場
所
の
周
知
、
標
識
の
設
置
、
チ
ラ

シ
配
布
や
ロ
ー
ド
キ
ル
発
生
防
止
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
実
施
等
に
よ
る
普
及
啓
発
に
よ
り
事
故

の
発
生
を
減
少
さ
せ
る
。
ま
た
、
移
動
経
路

の
確
保
や
動
物
が
道
路
に
飛
び
出
さ
な
い
よ

う
な
改
良
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
事
故
の

発
生
防
止
を
図
る
。

 

 
希
少
野
生
生
物
等
の
生
息
地
に

お
い
て
、
通
行
者
が
野
生
動
物
の

交
通
事
故
等
を
認
識
し
、
法
定
速

度
が
遵
守
さ
れ
、
事
故
が
発
生
し

な
い
状
況
を
確
保
。
事
故
が
発
生

し
に
く
い
道
路
構
造
等
の
実
現
。

【
個
別
検
討
会
に
お
け
る
評
価
】

 

・
や
ん
ば
る
希
少
野
生

生
物
保
護
増
殖
検
討

会
 

・
や
ん
ば
る
地
域
ロ
ー

ド
キ
ル
発
生
防
止
に

関
す
る
連
絡
会
議

 

 
 6

 
希
少
野
生
動
物
の
傷
病
個

体
の
救
護
体
制
の
確
保

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
沖
縄
島
北
部
の
希
少
野
生
動
物
の
傷
病
個

体
を
救
護
し
、
野
生
復
帰
を
図
る
。

 

 
希
少
野
生
動
物
の
救
護
及
び
野

生
復
帰
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体

制
の
確
保
。

 

 
 

 
 7

 
希
少
野
生
動
植
物
の
密

猟
・
盗
採
防
止

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
核
心
的
な
森
林
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
林
道

を
中
心
と
し
て
、
野
生
動
植
物
の
密
猟
・
盗

採
防
止
の
た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す

る
。
市
町
村
や
地
元
団
体
、
警
察
な
ど
、
様
々

な
主
体
と
連
携
し
な
が
ら
取
り
組
む
。

 

 
希
少
野
生
動
植
物
の
密
猟
・
盗

採
に
対
す
る
効
果
的
な
監
視
体
制

の
確
立
、
密
猟
・
盗
採
が
発
生
し

な
い
状
況
を
確
保
。

 

【
パ
ト
ロ
ー
ル
の
年
間
実
施
回

数
、
従
事
人
数
等
】
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 8

 
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
保
護
区
の
管

理
と
保
護
監
視
員
の
設
置

 
東
村
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 

 
東
村
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
保
護
条
例
に
基
づ
き
、

ノ
グ
チ
ゲ
ラ
保
護
区
等
に
つ
い
て
、
保
護
監

視
員
を
配
置
し
、
保
護
区
等
の
監
視
や
ノ
グ

チ
ゲ
ラ
の
繁
殖
状
態
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を

行
う
。

 

 
東
村
（
分
布
の
南
限
付
近
）
に

お
け
る
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
が
安
定
的
に

繁
殖
で
き
る
生
息
環
境
の
保
持
。

 

 
 

 
 9

 

遺
産
地
間
を
繋
ぐ
希
少
種

に
対
す
る
コ
リ
ド
ー
機
能

の
強
化

 

国
頭
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
辺
戸
岳
周
辺
と
脊
梁
山
地
の
間
に
お
い

て
、
希
少
種
に
と
っ
て
の
コ
リ
ド
ー
機
能
を

強
化
す
る
た
め
、
希
少
種
の
移
動
状
況
の
把

握
・
分
析
、
外
来
種
対
策
等
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
森
林
の
連
続
性
確
保
の
た
め
の
生

態
回
廊
の
形
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

 
辺
戸
岳
周
辺
と
脊
梁
山
地
の
間

を
繋
ぐ
希
少
種
に
対
す
る
コ
リ
ド

ー
機
能
の
強
化
。

 

 
 

３
）
外
来
種
に
よ
る
影
響
の
排
除
・
低
減
 

 
 1

 
侵
略
的
外
来
種
へ
の
対
策

の
強
化

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
既
に
定
着
し
て
い
る
侵
略
的
な
外
来
種
に

つ
い
て
、
侵
入
状
況
等
を
把
握
し
、
特
に
対

策
の
必
要
性
が
高
い
種
に
焦
点
を
絞
り
、
対

策
を
行
う
。
沖
縄
島
北
部
に
未
定
着
な
侵
略

的
外
来
種
の
目
撃
情
報
に
つ
い
て
情
報
収
集

し
、
外
来
生
物
目
撃
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

適
宜
更
新
す
る
。
ま
た
、
定
着
を
予
防
す
る

た
め
必
要
に
応
じ
て
対
策
を
講
じ
る
。

 

特
に
遺
産
価
値

(生
態
系
・
生
物
多

様
性
）
へ
の
影
響
が
大
き
い
と
考

え
ら
れ
る
外
来
種
に
よ
る
影
響
の

排
除
・
低
減

 

 
 

 
 2

 
マ
ン
グ
ー
ス
対
策
の
実
施

 
環
境
省

 

沖
縄
県

 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
希
少
野
生
動
物
の
捕
食
等
に
よ
り
在
来
の

生
態
系
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
マ

ン
グ
ー
ス
の
捕
獲
排
除
を
行
う
。
ま
た
、
マ

ン
グ
ー
ス
の
完
全
排
除
地
域
を
設
定
し
、
こ

の
地
域
に
新
た
に
マ
ン
グ
ー
ス
が
侵
入
し
な

い
よ
う
、
侵
入
防
止
柵
を
管
理
す
る
。

 

 
沖
縄
島
北
部
に
お
け
る
マ
ン
グ

ー
ス
の
完
全
排
除
、
新
た
な
侵
入

の
防
止
。

 

【
マ
ン
グ
ー
ス
の
相
対
生
息
密
度

(
C
P
UE
)
、
確
認
範
囲
、
個
別
検
討

会
に
お
け
る
評
価
】

 

沖
縄
島
北
部
地
域
マ
ン

グ
ー
ス
防
除
事
業
検
討

委
員
会

 

 
 3

 
野
生
下
の
ネ
コ
の
捕
獲

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
野
生
動
物
の
捕
食
等
に
よ
り
在
来
の
生
態

系
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
（
及
ぼ
す
可
能

性
の
あ
る
）
野
生
下
の
ネ
コ
の
捕
獲
及
び
排

除
を
行
う
。
ま
た
、
分
布
や
捕
食
の
現
況
に

つ
い
て
把
握
す
る
と
と
も
に
効
率
的
な
捕
獲

方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

 

 
野
生
下
の
ネ
コ
の
排
除
に
よ
る

在
来
の
生
態
系
の
保
全
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 4

 
ネ
コ
の
愛
護
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
徹
底

 
各
村
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
各
村
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
制
定
し
て
い
る

ネ
コ
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
に
基

づ
い
て
飼
い
ネ
コ
の
登
録
や
チ
ッ
プ
装
着
・

避
妊
去
勢
手
術
の
推
奨
、
集
落
内
及
び
周
辺

で
所
有
者
が
い
な
い
ネ
コ
の
保
護
収
容
、
各

種
普
及
啓
発
等
を
実
施
す
る
。
猫
の
保
護
施

設
と
連
携
し
て
効
果
的
な
活
動
を
行
う
。

 

 
飼
い
猫
に
よ
る
野
生
動
物
へ
の

悪
影
響
の
防
止
、
集
落
内
及
び
周

辺
で
所
有
者
が
い
な
い
ネ
コ
の
完

全
排
除
へ
の
貢
献
、
ネ
コ
と
希
少

野
生
動
物
に
関
す
る
一
般
認
識
の

向
上
、
所
有
者
の
い
な
い
ネ
コ
の

新
規
発
生
の
防
止
。
【
飼
い
猫
の

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
装
着
個
体
数
・

率
】

 

 
 

 
 5

 

所
有
者
の
い
な
い
ネ
コ
・

イ
ヌ
の
保
護
収
容
・
譲
渡

施
設
の
整
備
・
運
営

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
所
有
者
の
い
な
い
ネ
コ
及
び
イ
ヌ
に
つ
い

て
、
保
護
と
飼
養
、
譲
渡
先
へ
の
引
き
渡
し

と
い
う
一
連
の
取
組
の
実
施
が
可
能
な
施
設

の
整
備
や
体
制
の
構
築
に
取
り
組
む
。
ま
た
、

こ
の
施
設
に
お
い
て
は
、
子
供
た
ち
と
動
物

と
の
ふ
れ
あ
い
な
ど
、
教
育
面
で
の
活
用
等

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

 

 
所
有
者
の
い
な
い
ネ
コ
及
び
イ

ヌ
の
保
護
・
飼
養
か
ら
譲
渡
先
へ

の
引
き
渡
し
ま
で
を
実
施
す
る
体

制
・
設
備
の
確
保
。

 

 
所
有
者
の
い
な
い
ネ
コ
及
び
イ

ヌ
の
新
規
発
生
の
防
止
。

 

 
 

 
 6

 
飼
い
犬
条
例
の
徹
底

 
各
村
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 

 
各
村
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
制
定
し
て
い
る

飼
い
犬
条
例
に
基
づ
い
て
、
飼
い
犬
の
適
正

な
管
理
を
徹
底
す
る
。
イ
ヌ
の
保
護
施
設
と

連
携
し
て
効
果
的
な
活
動
を
行
う
。

 

飼
い
犬
に
よ
る
野
生
動
物
へ
の
悪

影
響
の
防
止
、
所
有
者
の
い
な
い

イ
ヌ
の
新
規
発
生
の
防
止
。

 

 
 

 
 7

 
愛
玩
動
物
の
放
逐
防
止
対

策
の
強
化

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 

 
在
来
の
生
態
系
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
愛
玩
動
物
（
犬
、
猫
、
爬
虫
類
等
）

の
放
逐
を
防
止
す
る
た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
や

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必

要
に
応
じ
て
条
例
等
の
制
定
に
よ
る
対
策
強

化
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

 

 
愛
玩
動
物
放
逐
の
根
絶
・
新
規

発
生
の
防
止
。

 
 

 

４
）
緩
衝
地
帯
や
周
辺
地
域
に
お
け
る
産
業
と
の
調
和
 

 
 1

 
や
ん
ば
る
型
森
林
業
の
推

進
 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
沖
縄
島
北
部
の
森
林
に
お
い
て
は
、
自
然

環
境
の
保
全
と
環
境
に
配
慮
し
た
利
活
用
と

し
て
、
持
続
可
能
な
循
環
型
「
林
業
・
林
産

業
」
と
環
境
調
和
型
「
自
然
体
験
活
動
」
を

組
み
合
わ
せ
た
「
や
ん
ば
る
型
森
林
業
」
を

推
進
し
て
い
く
。

 

 
森
林
の
利
用
区
分
（
ゾ
ー
ニ
ン

グ
）
の
設
定
や
見
直
し
に
よ
る
利

用
区
分
ご
と
の
森
林
機
能
の
向

上
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 2

 
野
生
鳥
獣
の
保
護
及
び
地

域
社
会
と
の
共
存

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 

 
野
生
鳥
獣
と
地
域
社
会
の
共
存
を
図
る
た

め
、
野
生
鳥
獣
の
適
切
な
保
護
管
理
に
よ
る

生
物
多
様
性
の
確
保
を
行
う
と
と
も
に
、
農

林
業
へ
の
悪
影
響
や
生
活
環
境
の
被
害
の
防

止
に
必
要
な
取
組
み
を
行
う
。

 

 
生
息
環
境
管
理
及
び
被
害
防
除

対
策
の
実
施
に
よ
る
野
生
鳥
獣
と

地
域
社
会
の
共
存

 

 
 

 
 3

 
自
然
共
生
型
農
業
の
推
進

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 

 
各
村
の
貴
重
な
野
生
生
物
の
生
息
環
境
の

改
善
、
生
物
多
様
性
に
配
慮
し
た
基
盤
整
備
、

土
づ
く
り
等
を
通
じ
て
、
環
境
負
荷
を
軽
減

す
る
よ
う
配
慮
し
た
持
続
的
な
自
然
共
生
型

農
業
を
推
進
し
、
世
界
遺
産
ブ
ラ
ン
ド
を
活

用
し
た
農
作
物
の
付
加
価
値
向
上
に
結
び
付

け
る
。

 

 
自
然
共
生
型
農
業
が
地
域
に
定

着
す
る
こ
と
に
よ
り
生
物
多
様
性

が
保
全
さ
れ
る
。

 

 
農
作
物
の
ブ
ラ
ン
ド
価
値
が
高

ま
る
こ
と
に
よ
り
、
農
業
振
興
が

図
ら
れ
る
。

 

 
 

 
 4

 
赤
土
等
流
出
防
止
対
策
の

推
進

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
沖
縄
県
赤
土
等
流
出
防
止
条
例
を
遵
守
す

る
こ
と
に
よ
り
、
各
種
開
発
事
業
の
実
施
に

伴
う
赤
土
等
流
出
の
防
止
対
策
を
徹
底
す
る

と
と
も
に
、
降
雨
時
に
既
存
農
地
等
か
ら
流

出
す
る
赤
土
等
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
策
事

業
を
推
進
す
る
。

 

 
河
川
や
沿
岸
海
域
へ
の
赤
土
等

流
出
が
抑
制
さ
れ
る
。
【
個
別
検

討
会
に
お
け
る
評
価
】

 

沖
縄
県
赤
土
等
流
出
防

止
対
策
協
議
会

 

５
）
適
正
利
用
と
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム

 

 
 1

 

世
界
遺
産
に
関
す
る
観
光

ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
に
よ
る

持
続
可
能
な
観
光
の
推
進

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
世
界
自
然
遺
産
に
関
わ
る
各
種
行
政
機

関
、
地
域
関
係
団
体
等
が
参
加
し
た
協
議
会

等
の
場
で
、
関
係
者
の
情
報
共
有
、
意
見
交

換
に
よ
る
合
意
の
も
と
で
、
沖
縄
島
北
部
３

村
が
連
携
し
、
世
界
遺
産
沖
縄
島
北
部
に
お

け
る
観
光
・
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
保
護
保
全

の
在
り
方
を
示
し
た
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定

し
て
遺
産
価
値
の
維
持
と
観
光
振
興
を
両
立

す
る
。

 

 
世
界
遺
産
推
薦
地
に
お
け
る
観

光
ビ
ジ
ョ
ン
が
策
定
さ
れ
、
遺
産

価
値
の
維
持
と
観
光
振
興
の
両
立

が
実
現
さ
れ
る
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 2

 
体
験
・
滞
在
・
交
流
に
よ

る
観
光
ス
タ
イ
ル
の
確
立
 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ

ム
、
ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
民
泊
、
集
落
散

策
、
歴
史
文
化
体
験
な
ど
の
様
々
な
形
態
の

ツ
ー
リ
ズ
ム
を
融
合
し
、
世
界
遺
産
の
周
辺

地
域
も
含
め
た
魅
力
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
検

討
・
開
発
す
る
な
ど
、
３
村
の
連
携
に
よ
り
、

体
験
・
滞
在
・
交
流
に
よ
る
沖
縄
島
北
部
地

域
の
観
光
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
。

 

 
世
界
遺
産
の
周
辺
地
域
も
含

め
、
地
域
の
自
然
・
文
化
を
活
用

し
た
魅
力
的
な
体
験
・
滞
在
・
交

流
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
で
き
る
体
制

の
設
置
。

 

 
 

 
 3

 
森
林
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進

体
制
の
構
築

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
森
林
の
適
切
な
利
用
を
図
る
た
め
の
ル
ー

ル
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
フ
ィ
ー
ル
ド
管
理
及

び
ル
ー
ル
を
守
り
な
が
ら
質
の
高
い
ツ
ア
ー

を
提
供
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
制
度
等
の
仕
組

み
を
構
築
し
、
持
続
的
な
資
金
の
確
保
に
よ

り
、
地
域
が
自
立
し
て
こ
れ
ら
を
管
理
・
運

営
す
る
組
織
体
制
の
整
備
（
協
議
会
の
設
置

等
）
を
目
指
す
。

 

 
遺
産
価
値
（
生
物
多
様
性
と
生

態
系
）
の
保
全
と
森
林
の
利
活
用

の
両
立
に
よ
る
山
村
地
域
の
振
興

に
資
す
る
森
林
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進

体
制
の
構
築
の
実
現
。

 

 
 

 
 4

 

適
切
な
利
用
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
実
施
及
び
利
用
ル
ー

ル
の
設
定
・
遵
守

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
遺
産
価
値
（
生
物
多
様
性
と
生
態
系
）
を

保
全
す
る
た
め
、
以
下
の
取
組
み
等
を
実
施

す
る
こ
と
で
自
然
利
用
に
伴
う
負
荷
の
低
減

を
図
る
。

 

○
利
用
分
散
の
た
め
の
周
辺
地
域
へ
の
利
用

誘
導

 

○
統
一
的
な
希
少
種
の
観
察
ル
ー
ル
等
の
検

討
 

○
世
界
遺
産
地
域
内
道
路
及
び
接
続
道
路
の

通
行
管
理

 

 
自
然
利
用
に
伴
う
負
荷
が
低
減

さ
れ
、
遺
産
価
値
（
生
物
多
様
性

と
生
態
系
）
の
保
全
が
な
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 5

 
利
用
の
質
の
向
上
に
向
け

た
取
組
の
強
化

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
世
界
遺
産
に
お
け
る
適
正
か
つ
質
の
高
い

利
用
を
実
現
す
る
た
め
、
ガ
イ
ド
等
の
人
材

育
成
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
等
の
ソ
フ
ト
面
で

の
対
応
を
強
化
す
る
。

 

 
世
界
遺
産
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い

適
正
か
つ
質
の
高
い
利
用
の
提
供
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 6

 
施
設
整
備
に
よ
る
負
荷
の

低
減
と
適
正
利
用
の
推
進

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
生
態
系
や
生
物
多
様
性
な
ど
の
遺
産
価
値

を
利
用
者
に
実
感
さ
せ
な
が
ら
、
利
用
に
伴

う
負
荷
の
低
減
と
遺
産
地
域
に
お
け
る
適
正

な
利
用
を
推
進
す
る
た
め
に
、
既
存
施
設
の

効
果
的
な
活
用
方
法
の
検
討
及
び
以
下
の
よ

う
な
利
用
施
設
の
管
理
・
整
備
を
行
う
。

 

○
ク
イ
ナ
自
然
の
森
の
維
持
管
理

 

○
ヤ
ン
バ
ル
ク
イ
ナ
生
態
展
示
学
習
施
設
の

運
営

 

○
情
報
発
信
拠
点
施
設
等
の
整
備
・
運
営

 

○
森
林
の
魅
力
を
引
き
出
す
施
設
整
備

 

○
希
少
生
物
の
生
態
展
示
学
習
施
設
の
充
実

 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
適
正
利
用

の
両
立
、
利
用
者
の
体
験
の
質
の

確
保
。
【
拠
点
施
設
利
用
者
数
】

 

 
 

６
）
地
域
社
会
の
参
加
・
協
働
に
よ
る
保
全
管
理

 

 
 1

 
生
物
多
様
性
お
き
な
わ
戦

略
の
運
用

 
沖
縄
県

 
 

 
 

 
 

 
●
 

●
 

●
 

 
沖
縄
県
に
お
け
る
生
物
多
様
性
保
全
の
方

向
性
や
施
策
展
開
を
と
り
ま
と
め
た
「
生
物

多
様
性
お
き
な
わ
戦
略
」
に
基
づ
き
、
関
連

の
施
策
を
遂
行
す
る
。

 

 
戦
略
に
基
づ
い
た
施
策
の
遂
行

体
制
の
確
保
。

 
 

 

 
 2

 
照
葉
樹
の
森
再
生
事
業
の

実
施

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
核
心
部
周
辺
の
森
林
や
遊
休
地
等
に
お
い

て
、
健
全
な
照
葉
樹
林
へ
の
回
復
を
促
す
た

め
の
森
林
管
理
と
し
て
の
種
子
散
布
、
補
植
、

表
土
の
撒
き
出
し
、
外
来
植
物
の
駆
除
、
ノ

グ
チ
ゲ
ラ
の
採
餌
木
の
植
栽
や
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
を
実
施
す
る
。
な
お
、
森
の
再
生
事
業
の

実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
林
業
関
係
者

や
地
域
住
民
の
参
加
と
協
働
に
よ
る
活
動
を

展
開
す
る
。

 

 
世
界
自
然
遺
産
と
し
て
の
価
値

を
確
実
に
維
持
で
き
る
よ
う
な
緩

衝
機
能
を
持
っ
た
森
林
の
確
保
、

森
林
管
理
体
制
の
確
保
。

 

 
 

 
 3

 
大
宜
味
村
地
域
生
物
多
様

性
保
全
計
画
の
実
施

 

大
宜
味
村

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

地
域
生
物
多
様
性
保
全
計
画
に
基
づ
き
、
若

者
を
中
心
と
し
た
環
境
教
育
の
実
施
や
環
境

監
視
の
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
な
ど

を
行
い
、
自
然
環
境
の
保
全
に
努
め
る
。

 

 
村
民
の
み
な
ら
ず
多
く
の
県
民

に
世
界
自
然
遺
産
の
価
値
を
認
識

し
、
環
境
保
全
に
取
り
組
む
活
動

を
実
施
し
て
い
く
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 4

 

沖
縄
島
北
部
の
河
川
に
お

け
る
調
査
及
び
自
然
再
生

事
業
の
推
進

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
沖
縄
島
北
部
に
お
い
て
自
然
度
が
低
下
し

て
い
る
河
川
を
対
象
に
調
査
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
沖
縄
県
自
然
環
境
再
生
指
針
を
参

照
し
な
が
ら
、
奥
川
、
田
嘉
里
川
、
慶
佐
次

川
等
に
お
け
る
自
然
再
生
事
業
を
推
進
す

る
。

 

 
水
生
生
物
等
多
様
な
生
物
が
生

息
・
生
育
す
る
河
川
環
境
の
復
元
。 

【
個
別
検
討
会
に
お
け
る
評
価

（
慶
佐
次
川
）
】

 

・
奥
川
自
然
再
生
協
議

会
 

・
慶
佐
次
川
自
然
環
境

再
生
協
議
会

 

 
 5

 
普
及
啓
発
活
動
の
実
施

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
世
界
自
然
遺
産
登
録
の
制
度
、
意
義
、
進

捗
状
況
、
関
連
の
取
組
、
地
域
の
役
割
や
責

務
等
に
つ
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
講
演
会
、

広
報
誌
等
の
多
様
な
機
会
を
通
じ
て
、
地
域

住
民
へ
の
普
及
啓
発
を
行
う
。
特
に
、
地
域

住
民
の
協
力
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、

重
点
的
に
実
施
し
、
理
解
促
進
を
図
る
。

 

 
世
界
自
然
遺
産
及
び
関
連
し
た

取
組
の
進
捗
状
況
等
、
地
域
住
民

自
ら
が
協
力
す
べ
き
事
項
等
に
対

す
る
、
理
解
・
協
力
を
得
た
状
態

の
実
現
。

 

【
沖
縄
島
北
部
部
会
や
世
界
自
然

遺
産
・
地
域
の
自
然
や
文
化
に
関

す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
勉
強
会
・

研
修
会
等
の
開
催
回
数
、
参
加
者

数
】

 

 
 

 
 6

 
教
育
体
制
の
充
実

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

各
村
 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
子
供
た
ち
に
地
域
の
自
然
・
文
化
に
興
味

を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
、
小
・
中
学
校
の
授

業
に
お
け
る
環
境
学
習
を
充
実
さ
せ
る
。
ま

た
、
辺
土
名
高
校
の
環
境
科
に
お
い
て
は
、

世
界
遺
産
教
育
を
念
頭
に
お
い
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
導
入
を
検
討
す
る
。

 

 
子
供
た
ち
が
、
地
域
の
自
然
や

文
化
に
興
味
を
も
ち
、
世
界
遺
産

価
値
の
保
全
の
重
要
性
を
理
解
し

た
状
態
の
実
現
。
将
来
的
に
は
、

世
界
自
然
遺
産
に
関
連
す
る
仕
事

へ
の
地
元
か
ら
の
就
業
者
増
加
。

 

 
 

 
 7

 
環
境
に
配
慮
し
た
公
共
事

業
の
実
施

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
「
第
２
次
沖
縄
県
環
境
基
本
計
画
」
に
位

置
付
け
ら
れ
た
「
環
境
へ
の
配
慮
指
針
」
や

「
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
指
針
」
を
適

切
に
運
用
す
る
と
と
も
に
、
公
共
事
業
に
よ

り
世
界
遺
産
の
価
値
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ

う
、
見
直
し
に
あ
た
っ
て
環
境
配
慮
水
準
の

向
上
を
図
る
。

 

 
公
共
事
業
実
施
の
際
に
、
適
切

な
環
境
配
慮
が
行
わ
れ
、
世
界
自

然
遺
産
と
し
て
の
基
準
を
満
た
す

生
物
多
様
性
や
生
態
系
を
維
持
で

き
る
よ
う
な
環
境
配
慮
水
準
の
確

保
。
【
環
境
配
慮
の
取
組
実
績
】
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 8

 

不
法
投
棄
防
止
パ
ト
ロ
ー

ル
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
及
び

撤
去
事
業
の
実
施

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●

 

 
世
界
遺
産
登
録
後
の
利
用
増
が
ゴ
ミ
の
不

法
投
棄
の
さ
ら
な
る
増
加
に
つ
な
が
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
法
投
棄
防
止
に
向

け
た
パ
ト
ロ
ー
ル
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施

し
て
広
く
県
民
へ
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
と

と
も
に
、
既
に
投
棄
さ
れ
た
ゴ
ミ
の
撤
去
に

つ
い
て
も
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。

 

 
各
利
用
者
が
増
加
し
て
も
、
不

法
投
棄
が
発
生
し
な
い
状
況
の
確

保
。

 

 
 

7）
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
情
報
の
活
用
 

 
 1

 
情
報
発
信
と
活
用

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

各
村
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

●
 

 
各
事
業
主
体
が
実
施
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

結
果
、
そ
の
他
の
調
査
研
究
等
の
情
報
・
知

見
等
に
つ
い
て
、
広
く
情
報
を
集
約
・
蓄
積

す
る
と
と
も
に
、
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

よ
る
一
元
的
な

 情
報
の
集
約
・
管
理
・
公
開

の
仕
組
み
を
確
保
す
る
。

 

 
遺
産
の
価
値
に
関
わ
る
情
報
・

知
見
・
技
術
が
集
約
・
蓄
積
さ
れ
、

保
全
・
管
理
に
活
用
さ
れ
る
。
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【
 
別

 
表

 
４

 】
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  西
表
島
行
動
計
画

 
 

事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

１
）
保
護
制
度
の
適
切
な
運
用

 

 
 1

 
西
表
石
垣
国
立
公
園
の
管

理
 

環
境
省

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
西
表
石
垣
国
立
公
園
の
適
切
な
保
護
管
理

を
行
う
。

 

 
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
や
緩

衝
機
能
の
法
的
担
保
を
確
保
す

る
。

 

 
 

 
 2

 
西
表
島
森
林
生
態
系
保
護

地
域
の
管
理

 
林
野
庁

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
西
表
島
森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
適
切
な

保
全
・
管
理
を
行
う
。

 

 
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
や
緩

衝
機
能
の
法
的
担
保
を
確
保
す

る
。

 

西
表
島
森
林
生
態
系
保

護
地
域
保
全
管
理
委
員

会
 

 
 3

 
西
表
鳥
獣
保
護
区
の
管
理

等
 

環
境
省

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
等
の
希
少
種
が
生

息
す
る
森
林
部
に
お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
る

国
指
定
西
表
鳥
獣
保
護
区
を
今
後
も
適
切
に

管
理
す
る
。
ま
た
、
確
実
な
管
理
が
実
施
さ

れ
る
よ
う
体
制
を
確
保
す
る
。

 

 
鳥
獣
保
護
区
に
お
い
て
、
規
制

が
遵
守
さ
れ
、
希
少
鳥
獣
等
が
適

切
に
保
護
さ
れ
る
。

 

 
 

２
）
希
少
種
の
保
護
・
増
殖
 

 
 1

 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野

生
動
植
物
の
種
の
保
存
に

関
す
る
法
律
（
種
の
保
存

法
）
に
基
づ
く
国
内
希
少

野
生
動
植
物
種
の
保
護
等

 

環
境
省

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
種
を

種
の
保
存
法
に
基
づ
く
国
内
希
少
野
生
動
植

物
種
と
し
て
指
定
し
、
国
内
希
少
野
生
動
植

物
種
の
保
護
等
を
図
る
。

 

 
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
が
適

切
に
保
護
さ
れ
る
。

 
 

 

 
 2

 
竹
富
町
自
然
環
境
保
護
条

例
の
改
正

 
竹
富
町

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
竹
富
町
の
健
全
で
豊
か
な
自
然
環
境
の
保

全
及
び
生
物
多
様
性
の
確
保
に
資
す
る
た

め
、
希
少
野
生
動
植
物
の
生
息
地
等
の
保
護
、

保
護
管
理
事
業
の
実
施
、
特
別
希
少
野
生
動

植
物
の
捕
獲
等
の
規
制
、
指
定
外
来
種
の
放

逐
等
の
規
制
等
の
条
項
を
含
む
新
た
な
条
例

と
し
て
、
現
条
例
を
抜
本
的
に
改
正
し
て
効

果
的
運
用
を
図
る
。

 

 
保
護
区
や
種
の
指
定
と
規
制
の

遵
守
、
事
業
実
施
に
よ
り
、
竹
富

町
内
の
各
島
々
の
特
性
に
応
じ
た

生
物
多
様
性
が
保
全
さ
れ
る
。

 

竹
富
町
自
然
保
護
審
議

会
 

 
 
 
重
点
的
に
実
施

 
 
 
 
継
続
実
施
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 3

 
保
護
増
殖
事
業
等
の
継
続

実
施

 

環
境
省

 

農
林
水
産
省

 

沖
縄
県

 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
保
護
増
殖
事
業
の
対
象
種
で
あ
る
イ
リ
オ

モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
に
つ
い
て
、
生
息
状
況
、
生

息
環
境
等
の
把
握
、
分
析
等
を
行
う
と
と
も

に
、
個
体
群
の
保
護
・
増
殖
に
努
め
る
。

 

 
自
然
状
態
で
安
定
的
に
存
続
で

き
る
状
態
と
す
る
こ
と
。

 

【
個
別
検
討
会
に
お
け
る
評
価
】

 

イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ

保
護
増
殖
検
討
会

 

 
 4

 

保
護
増
殖
事
業
の
対
象
種

以
外
の
希
少
種
等
の
生

息
・
生
育
状
況
の
把
握

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
保
護
増
殖
事
業
の
対
象
種
以
外
の
希
少
種

等
の
生
息
・
生
育
状
況
等
に
つ
い
て
継
続
的

に
調
査
を
行
い
、
適
切
な
保
護
対
策
に
資
す

る
デ
ー
タ
を
取
得
・
蓄
積
す
る
。

 

○
ウ
ブ
ン
ド
ル
の
ヤ
エ
ヤ
マ
ヤ
シ
群
落
等
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 

○
船
浦
ニ
ッ
パ
ヤ
シ
植
物
群
落
保
護
林
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

 

○
カ
ン
ム
リ
ワ
シ
生
息
状
況
調
査

 

○
キ
シ
ノ
ウ
エ
ト
カ
ゲ
生
息
実
態
調
査

 

 
保
護
増
殖
事
業
対
象
種
以
外
の

希
少
種
等
の
生
息
・
生
育
状
況
を

把
握
・
監
視
で
き
る
体
制
の
確
保
。
 

 
 

 
 5

 
希
少
野
生
動
物
の
交
通
事

故
等
の
対
策
強
化

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
や
そ
の
他
の
希
少

野
生
動
物
の
交
通
事
故
発
生
リ
ス
ク
が
高
い

場
所
の
周
知
、
標
識
の
設
置
、
パ
ト
ロ
ー
ル
、

チ
ラ
シ
配
布
や
ロ
ー
ド
キ
ル
発
生
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
実
施
等
に
よ
る
普
及
啓
発
に
よ
り

事
故
の
発
生
を
減
少
さ
せ
る
。
ま
た
、
交
通

事
故
防
止
対
策
基
本
計
画
を
策
定
し
、
動
物

の
移
動
経
路
（
ア
ニ
マ
ル
パ
ス
ウ
ェ
イ
）
の

機
能
の
維
持
・
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
道

路
へ
の
動
物
の
侵
入
防
止
及
び
車
両
の
ス
ピ

ー
ド
抑
制
等
の
対
策
強
化
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

 

 
主
要
車
道
に
お
け
る
希
少
野
生

動
物
の
交
通
事
故
等
の
発
生
防
止

 

【
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
の
交
通

事
故
発
生
件
数
・
死
亡
個
体
数
】

 

イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ

の
交
通
事
故
発
生
防
止

に
関
す
る
連
絡
会
議

 

 
 6

 
希
少
野
生
動
物
の
傷
病
個

体
の
救
護
体
制
の
確
保

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
西
表
島
地
域
の
希
少
野
生
動
物
の
傷
病
個

体
を
救
護
し
、
野
生
復
帰
を
図
る
。

 

 
希
少
野
生
動
物
の
救
護
及
び
野

生
復
帰
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体

制
の
確
保
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 7

 
希
少
野
生
動
植
物
の
密

猟
・
盗
採
の
防
止

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
、
各
行
政
機
関
、

地
元
関
係
団
体
等
の
多
様
な
主
体
が
連
携

し
、
希
少
野
生
動
植
物
の
密
猟
・
盗
採
防
止

の
た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
。

 

 
地
域
住
民
や
観
光
客
に
対
し
て
、
希
少
野

生
動
植
物
の
捕
獲
等
の
規
制
に
関
す
る
法
制

度
や
対
象
種
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
と

と
も
に
、
民
間
事
業
者
等
の
協
力
を
得
て
、

希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
対
す
る
普
及
啓

発
を
行
う
。

 

 
希
少
野
生
動
植
物
の
密
猟
・
盗

採
に
対
す
る
効
果
的
な
監
視
体
制

の
確
立
、
密
猟
・
盗
採
が
発
生
し

な
い
状
況
を
確
保
。

 

【
パ
ト
ロ
ー
ル
の
年
間
実
施
回

数
、
従
事
人
数
等
】

 

 
 

３
）
外
来
種
に
よ
る
影
響
の
排
除
・
低
減
 

 
 1

 
侵
略
的
外
来
種
へ
の
対
策

の
強
化

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
既
に
定
着
し
て
い
る
侵
略
的
な
外
来
種
に

つ
い
て
、
侵
入
状
況
等
を
把
握
し
、
特
に
対

策
の
必
要
性
が
高
い
種
に
焦
点
を
絞
り
、
対

策
を
行
う
。

 

西
表
島
地
域
に
未
定
着
な
侵
略
的
外
来
種

の
目
撃
情
報
に
つ
い
て
情
報
収
集
し
、
外
来

生
物
目
撃
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
適
宜
更
新

す
る
。
ま
た
、
定
着
を
予
防
す
る
た
め
必
要

に
応
じ
て
、
住
民
、
事
業
者
及
び
観
光
客
を

対
象
と
し
た
普
及
啓
発
を
実
施
す
る
等
対
策

を
講
じ
る
。

 

 
特
に
遺
産
価
値

(生
態
系
・
生
物

多
様
性
）
へ
の
影
響
が
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
外
来
種
に
よ
る
影
響

の
排
除
・
低
減
。

 

 
ま
た
、
地
域
住
民
及
び
観
光
客

が
外
来
種
問
題
に
対
し
、
十
分
に

認
知
し
て
い
る
状
態
の
実
現
。

 

 
 

 
 2

 
竹
富
町
ね
こ
飼
養
条
例
の

徹
底

 
竹
富
町

 
 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
飼
い
猫
か
ら
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
へ
と

感
染
症
を
感
染
さ
せ
な
い
た
め
、
ね
こ
飼
養

条
例
に
基
づ
き
、
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
装
着
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
、
ウ
イ
ル
ス
検
査
、
必
要
に

応
じ
た
去
勢
・
不
妊
化
手
術
等
を
行
う
。
関

係
団
体
と
連
携
し
て
実
施
す
る
。

 

 
飼
い
猫
に
よ
る
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ

マ
ネ
コ
へ
の
悪
影
響
の
防
止
。【
飼

い
猫
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
装
着
個

体
数
・
率
】

 

 
 

 
 3

 

所
有
者
の
い
な
い
ネ
コ
の

保
護
収
容
・
島
外
搬
出
事

業
の
実
施

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
へ
の
感
染
症
や
生

態
系
へ
の
悪
影
響
を
防
止
す
る
た
め
、
西
表

島
に
生
息
す
る
所
有
者
の
い
な
い
ネ
コ
を
保

護
収
容
し
、
島
外
搬
出
を
行
う
。

 

 
西
表
島
に
お
け
る
所
有
者
の
い

な
い
ネ
コ
の
根
絶
に
よ
り
、
生
態

系
へ
の
悪
影
響
を
防
止
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 4

 
愛
玩
動
物
の
放
逐
防
止
対

策
の
強
化

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
愛
玩
動
物
（
イ
ヌ
・
ネ
コ
・
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
ア
ニ
マ
ル
等
）
の
逸
出
に
よ
っ
て
新
た
な

外
来
種
が
発
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
、
飼
育
状
況
の
把
握
、
及
び
適
正
飼
育
の

普
及
啓
発
を
行
う
。
ま
た
、
観
光
客
等
が
森

林
部
に
愛
玩
動
物
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
愛

玩
動
物
由
来
の
感
染
症
が
野
生
動
物
に
感
染

す
る
こ
と
、
野
生
動
物
捕
食
な
ど
の
影
響
を

予
防
す
る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
。

 

 
愛
玩
動
物
の
飼
育
状
況
の
把
握

が
進
み
、
適
切
な
飼
育
が
な
さ
れ

て
い
る
。

 

 
愛
玩
動
物
か
ら
野
生
動
物
へ
の

感
染
症
の
感
染
や
捕
食
な
ど
の
リ

ス
ク
の
低
減
。

 

 
 

 
 5

 
在
来
動
物
に
対
す
る
交
雑

リ
ス
ク
の
低
減

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
イ
ノ
シ
シ
と
イ
ノ
ブ
タ
等

と
の
交
雑
に
関
し
て
、
早
急
な
現
状
把
握
と

効
果
的
な
対
策
の
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、

近
縁
種
の
西
表
島
へ
の
意
図
的
導
入
の
防
止

や
、
飼
育
個
体
の
管
理
の
徹
底
に
対
す
る
地

域
住
民
の
理
解
促
進
と
協
力
体
制
の
確
保
に

努
め
る
。

 

 
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
イ
ノ
シ
シ
と
イ

ノ
ブ
タ
と
の
交
雑
リ
ス
ク
の
低
減

 
 

 

４
）
緩
衝
地
帯
や
周
辺
地
域
に
お
け
る
産
業
と
の
調
和
 

 
 1

 
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
調
査
・
保
全

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
豊
か
な
生
物
相
を
育
む
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
劣
化
状
況
等
に

応
じ
て
対
策
を
検
討
・
実
施
す
る
。

 

 
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
生
態
系
の
継

続
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
の
確

保
、
生
態
系
が
安
定
的
に
推
移
す

る
状
態
の
実
現

 

 
 

 
 2

 
海
岸
林
再
生
の
指
針
に
基

づ
く
管
理
の
実
施

 
林
野
庁

 
 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

●
 

 
海
岸
林
再
生
の
指
針
に
基
づ
い
て
適
切
に

海
岸
林
を
管
理
し
て
い
く

 

 
防
風
防
潮
機
能
な
ど
保
安
林
機

能
の
充
実
や
、
生
物
多
様
性
を
確

保
し
た
海
岸
林
再
生
に
よ
る
地
域

産
業
へ
の
寄
与
の
実
現
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

５
）
適
正
利
用
と
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム

 

 
 1

 

世
界
遺
産
に
関
す
る
観
光

ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
に
よ
る

持
続
可
能
な
観
光
の
推
進

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
世
界
自
然
遺
産
に
関
わ
る
各
種
行
政
機

関
、
地
域
関
係
団
体
等
が
参
加
し
た
協
議
会

等
の
場
を
設
置
し
て
、
関
係
者
の
情
報
共
有
、

意
見
交
換
に
よ
る
合
意
の
も
と
で
、
世
界
遺

産
西
表
島
に
お
け
る
観
光
・
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ

ム
、
保
護
保
全
の
在
り
方
の
基
本
コ
ン
セ
プ

ト
を
明
確
に
示
し
た
観
光
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定

し
て
遺
産
価
値
の
維
持
と
観
光
振
興
を
両
立

す
る
。

 

 
世
界
遺
産
推
薦
地
に
お
け
る
観

光
ビ
ジ
ョ
ン
が
策
定
さ
れ
、
遺
産

価
値
の
維
持
と
観
光
振
興
の
両
立

が
実
現
さ
れ
る
。

 

 
 

 
 2

 
施
設
整
備
に
よ
る
負
荷
の

低
減
と
適
正
利
用
の
推
進

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
生
態
系
や
生
物
多
様
性
な
ど
の
遺
産
価
値

を
利
用
者
に
実
感
さ
せ
な
が
ら
、
利
用
に
伴

う
負
荷
の
低
減
と
遺
産
地
域
に
お
け
る
適
正

な
利
用
を
推
進
す
る
た
め
に
、
既
存
施
設
の

効
果
的
な
活
用
方
法
の
検
討
及
び
以
下
の
よ

う
な
施
設
の
管
理
・
整
備
を
行
う
。

 

○
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
等
の
利
用
に
よ
る
自
然
環

境
へ
の
影
響
を
防
止
す
る
た
め
の
木
道
の

整
備

 

○
世
界
自
然
遺
産
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め

の
拠
点
施
設
の
検
討

 

○
ト
イ
レ
等
の
イ
ン
フ
ラ
設
備
充
実
に
向
け

た
検
討

 

○
沖
縄
県
交
付
金
事
業
に
よ
る
利
用
施
設
の

整
備

 

○
環
境
省
直
轄
に
よ
る
国
立
公
園
事
業
の
検

討
 

 
遺
産
価
値
の
保
全
と
適
正
利
用

の
両
立
、
利
用
者
の
体
験
の
質
の

確
保
。
【
西
表
島
の
入
込
客
数
】

【
拠
点
施
設
利
用
者
数
】
【
利
用

者
満
足
度
】

 

 
 

1-85

平成29年2月提出版



  

事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

 
 3

 

適
切
な
利
用
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
実
施
及
び
利
用
ル
ー

ル
の
設
定
・
遵
守

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
遺
産
価
値
（
生
物
多
様
性
と
生
態
系
）
を

保
全
す
る
た
め
、
以
下
の
取
組
等
を
実
施
す

る
こ
と
で
自
然
利
用
に
伴
う
負
荷
の
低
減
を

図
る
。

 

○
ヒ
ナ
イ
川
お
よ
び
周
辺
国
有
林
の
自
然
体

験
型
ツ
ア
ー
に
よ
る
オ
ー
バ
ー
ユ
ー
ス
対

策
の
強
化

 

○
仲
間
川
地
区
保
全
利
用
協
定
の
適
切
な
運

用
 

○
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

 

○
資
源
特
性
と
利
用
の
現
状
に
応
じ
た
ゾ
ー

ニ
ン
グ
と
利
用
ル
ー
ル
等
の
検
討

 

 
自
然
利
用
に
伴
う
負
荷
が
低
減

さ
れ
、
遺
産
価
値
（
生
物
多
様
性

と
生
態
系
）
の
保
全
が
な
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 4

 

利
用
に
伴
う
自
然
環
境
や

地
域
社
会
・
経
済
へ
の
影

響
・
効
果
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
観
光
・
エ
コ
ツ
ア
ー
等
の
利
用
状
況
を
把

握
す
る
と
と
も
に
、
利
用
に
伴
う
自
然
環
境

へ
の
影
響
や
地
域
社
会
・
経
済
へ
の
影
響
・

効
果
を
評
価
す
る
た
め
の
有
効
な
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
手
法
を
検
討
し
、
継
続
的
な
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
・
評
価
を
実
施
で
き
る
体
制
を
確
保
す

る
。

 

 
利
用
に
伴
う
自
然
環
境
や
地
域

社
会
・
経
済
へ
の
影
響
・
効
果
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価
結
果
が
各

種
計
画
・
事
業
に
適
切
に
反
映
さ

れ
る
。

 

 
 

 
 5

 
利
用
の
質
の
向
上
に
向
け

た
取
り
組
み
の
強
化

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
世
界
遺
産
に
お
け
る
適
正
か
つ
質
の
高
い

利
用
を
実
現
す
る
た
め
、
ガ
イ
ド
等
の
人
材

育
成
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
等
の
ソ
フ
ト
面
で

の
対
応
を
強
化
す
る
。
ま
た
、
ガ
イ
ド
事
業

者
の
実
態
把
握
、
届
出
等
の
制
度
導
入
に
向

け
た
検
討
を
行
う
。

 

 
世
界
遺
産
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い

適
正
か
つ
質
の
高
い
利
用
の
提

供
。

 

 
 

 
 6

 
基
金
等
を
活
用
し
た
保
全

管
理
費
用
の
持
続
的
確
保

 
竹
富
町

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
●
 

 
遺
産
登
録
に
よ
る
利
用
者
の
増
加
に
よ
る

保
全
管
理
費
用
の
増
大
に
対
応
す
る
た
め
、

受
益
者
で
あ
る
観
光
事
業
者
や
利
用
者
、
及

び
遺
産
価
値
の
保
全
に
理
解
の
あ
る
人
々
等

か
ら
広
く
資
金
を
調
達
で
き
る
仕
組
み
の
確

保
に
向
け
た
検
討
を
行
う
。

 

 
西
表
島
の
自
然
環
境
の
保
全
と

持
続
可
能
な
利
用
に
必
要
な
予
算

の
確
保
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

６
）
地
域
社
会
の
参
加
・
協
働
に
よ
る
保
全
管
理
 

 
 1

 
生
物
多
様
性
お
き
な
わ
戦

略
の
運
用

 
沖
縄
県

 
 

 
 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
沖
縄
県
に
お
け
る
生
物
多
様
性
保
全
の
方

向
性
や
施
策
展
開
を
と
り
ま
と
め
た
「
生
物

多
様
性
お
き
な
わ
戦
略
」
に
基
づ
き
、
関
連

の
施
策
を
展
開
す
る
。

 

 
戦
略
に
基
づ
い
た
施
策
の
遂
行

体
制
の
確
保
。

 
 

 
 2

 
地
域
の
主
体
的
参
加
に
よ

る
保
全
管
理
活
動
の
実
施

 

環
境
省

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
地
域
の
主
体
的
参
加
に
よ
る
保
全
管
理
活

動
を
継
続
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
地
域

住
民
の
視
点
か
ら
世
界
遺
産
と
地
域
の
関
わ

り
に
つ
い
て
の
課
題
を
抽
出
し
、
課
題
解
決

の
た
め
の
具
体
的
取
組
を
誘
導
、
支
援
す
る
。
 

 
地
域
の
主
体
的
参
加
活
動
に
よ

り
、
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
・

管
理
活
動
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る

状
態
の
実
現
。

 

 
 

 
 3

 

地
域
住
民
、
観
光
客
等
へ

の
普
及
啓
発
・
教
育
の
推

進
 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
西
表
島
に
お
け
る
自
然
と
文
化
の
関
わ
り

を
踏
ま
え
て
、
世
界
遺
産
の
価
値
の
保
全
に

対
す
る
認
識
と
地
域
固
有
の
文
化
に
対
す
る

敬
意
や
誇
り
を
醸
成
す
る
た
め
、
地
域
住
民

や
観
光
客
等
に
対
し
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に

よ
る
普
及
啓
発
や
教
育
活
動
を
継
続
的
に
実

施
す
る
。

 

 
ま
た
、
特
に
観
光
客
の
入
島
時
に
適
正
な

利
用
方
法
等
に
つ
い
て
周
知
を
行
う
。

 

 
地
域
住
民
や
観
光
客
等
の
世
界

遺
産
の
保
全
と
地
域
固
有
の
文
化

に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
た
状
態

の
実
現
。

 

【
西
表
島
部
会
や
世
界
自
然
遺

産
・
地
域
の
自
然
や
文
化
に
関
す

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
勉
強
会
・
研

修
会
等
の
開
催
回
数
・
参
加
者
数
】
 

 
 

 
 4

 
環
境
に
配
慮
し
た
公
共
事

業
の
実
施

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 
 

 
 
 

 
 
 

 
●
 

●
 

 
「
第
２
次
沖
縄
県
環
境
基
本
計
画
」
に
位

置
付
け
ら
れ
た
「
環
境
へ
の
配
慮
指
針
」
や

「
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
指
針
」
を
適

切
に
運
用
す
る
と
と
も
に
、
公
共
事
業
に
よ

り
世
界
遺
産
の
価
値
に
影
響
が
及
ば
な
い
よ

う
、
見
直
し
に
あ
た
っ
て
環
境
配
慮
水
準
の

向
上
を
図
る
。

 

 
公
共
事
業
実
施
の
際
に
、
適
切

な
環
境
配
慮
が
行
わ
れ
、
世
界
自

然
遺
産
と
し
て
の
基
準
を
満
た
す

生
物
多
様
性
や
生
態
系
を
維
持
で

き
る
よ
う
な
環
境
配
慮
水
準
の
確

保
。

 

【
環
境
配
慮
の
取
組
実
績
】

 

 
 

 
 5

 
美
化
活
動
等
の
推
進

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

地
元
関
係
団

体
 

 
 

 
 

 
 
 

 
●
 

●
 

 
多
様
な
主
体
が
適
切
な
役
割
分
担
の
も
と

で
連
携
・
協
力
し
て
、
海
岸
漂
着
ゴ
ミ
の
清

掃
活
動
等
を
実
施
し
、
世
界
自
然
遺
産
の
島

で
あ
る
西
表
島
の
環
境
美
化
や
生
態
系
、
生

物
多
様
性
の
保
全
を
図
る
。

 

 
自
然
環
境
の
保
全
を
図
る
と
と

も
に
、
世
界
自
然
遺
産
の
島
に
ふ

さ
わ
し
い
景
観
を
維
持
・
保
全
す

る
。
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事
業
項
目

 
実
施

 

主
体

 

実
施
時
期

 
対
象
範
囲

 

事
業
の
内
容

 
目
標
と

 

【
評
価
指
標
】

 

備
考

 

（
検
討
・
評
価
機
関
）

 
短
期

 
中
期

 
長
期

 
推
薦 地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

7）
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
情
報
の
活
用
 

 
 1

 
情
報
発
信
と
活
用

 

環
境
省

 

林
野
庁

 

沖
縄
県

 

竹
富
町

 

 
 

 
 

 
 
●

 
●
 

●
 

 
各
事
業
主
体
が
実
施
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

結
果
、
そ
の
他
の
調
査
研
究
等
の
情
報
・
知

見
等
に
つ
い
て
、
広
く
情
報
を
集
約
・
蓄
積

す
る
と
と
も
に
、
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

よ
る
一
元
的
な

 情
報
の
集
約
・
管
理
・
公
開

の
仕
組
み
を
確
保
す
る
。

 

 
遺
産
の
価
値
に
関
わ
る
情
報
・

知
見
・
技
術
が
集
約
・
蓄
積
さ
れ
、

保
全
・
管
理
に
活
用
さ
れ
る
。
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  参
考
資
料
１
：
管
理
計
画
に
関
連
す
る
法
令
、
条
例
、
計
画
等
の
一
覧
及
び
概
要

 

資
料
名

 

所
管
・
制

定
・
策
定

主
体

 

ル
ー
ル
の
分
類

 
対
象
と
な
る
構
成
資
産

 
主
な
対
象
地
域

 

資
料

 

番
号

 
頁
番
号

 
法
律
等

 
条
例

 

そ
の
他

行
政

 

計
画
等

 

自
主

 

ル
ー
ル

 

等
 

奄
美

大
島

 

徳
之

島
 

沖
縄

島
北

部
 

西
表

島
 

推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

自
然
公
園
法

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

奄
美
群
島
国
立
公
園

 
指
定

書
及
び
公
園
計
画
書

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

や
ん
ば
る
国
立
公
園

 
指
定

書
及
び
公
園
計
画
書

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

西
表
石
垣
国
立
公
園

 
指
定

書
及
び
公
園
計
画
書

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関

す
る
法
律

 
林
野
庁

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

国
有
林
野
管
理
経
営
規
程

 
林
野
庁

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

保
護
林
設
定
要
領

 
林
野
庁

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

地
域
管
理
経
営
計
画
（
奄
美

大
島
）

 

九
州
森
林

管
理
局

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

地
域
管
理
経
営
計
画
（
沖
縄

北
部
）

 

九
州
森
林

管
理
局

 
●

 
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

地
域
管
理
経
営
計
画
（
宮
古

八
重
山
）

 

九
州
森
林

管
理
局

 
●

 
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

森
林
生
態
系
保
護
地
域
保
全

管
理
計
画
（
奄
美
）

 

九
州
森
林

管
理
局

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

森
林
生
態
系
保
護
地
域
保
全

管
理
計
画
（
西
表
）

 

九
州
森
林

管
理
局

 
●

 
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び

に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律

 

環
境
省

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

国
指
定
湯
湾
岳
鳥
獣
保
護
区

指
定
計
画
書

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
※
１

 
―

 

国
指
定
湯
湾
岳
鳥
獣
保
護
区

特
別
保
護
地
区
指
定
計
画
書

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
※
１

 
―

 

国
指
定
や
ん
ば
る
鳥
獣
保
護

区
指
定
計
画
書
（
安
田
）

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

国
指
定
や
ん
ば
る
鳥
獣
保
護

区
特
別
保
護
地
区
指
定
計
画

書
（
安
田
）

 

環
境
省

 
●

 
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
 

 
※
１

 
―

 

国
指
定
や
ん
ば
る
鳥
獣
保
護

区
指
定
計
画
書
（
安
波
）

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

国
指
定
西
表
鳥
獣
保
護
区
指

定
計
画
書

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
 

※
１

 
―

 

国
指
定
西
表
鳥
獣
保
護
区
特

別
保
護
地
区
指
定
計
画
書

 
環
境
省

 
●

 
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
 

※
１

 
―

 

文
化
財
保
護
法

 
文
部
科
学

省
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

鹿
児
島
県
文
化
財
保
護
条
例

 
鹿
児
島
県

 
 

●
 

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

１
 

8
9
 

沖
縄
県
文
化
財
保
護
条
例

 
沖
縄
県

 
 

●
 

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

２
 

9
2
 

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生

動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す

る
法
律

 

環
境
省

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

保
護
増
殖
事
業
計
画
（
ア
マ

ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
）

 

文
部
科
学

省
、
農
林

水
産
省
、

環
境
省

 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

保
護
増
殖
事
業
計
画
（
ア
マ

ミ
ヤ
マ
シ
ギ
）

 

環
境
省
、

農
林
水
産

省
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

保
護
増
殖
事
業
計
画
（
オ
オ

ト
ラ
ツ
グ
ミ
）

 

環
境
省
、

農
林
水
産

省
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

保
護
増
殖
事
業
計
画
（
ノ
グ

チ
ゲ
ラ
）

 

文
部
科
学

省
、
環
境

省
、
農
林

水
産
省

 

●
 

 
 

 
 

 
●

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

保
護
増
殖
事
業
計
画
（
ヤ
ン

バ
ル
ク
イ
ナ
）

 

文
部
科
学

省
、
農
林

水
産
省
、

国
土
交
通

省
、
環
境

省
 

●
 

 
 

 
 

 
●

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

保
護
増
殖
事
業
計
画
（
ヤ
ン

バ
ル
テ
ナ
ガ
コ
ガ
ネ
）

 

環
境
省
、

文
部
科
学

省
、
農
林

水
産
省

 

●
 

 
 

 
 

 
●

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

保
護
増
殖
事
業
計
画
（
イ
リ

オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
）

 

環
境
省
、

農
林
水
産

省
 

●
 

 
 

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

鹿
児
島
県
希
少
野
生
動
植
物

の
保
護
に
関
す
る
条
例

 
鹿
児
島
県

 
 

●
 

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

奄
美
市
希
少
野
生
動
植
物
の

保
護
に
関
す
る
条
例

 
奄
美
市

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

大
和
村
希
少
野
生
動
植
物
の

保
護
に
関
す
る
条
例

 
大
和
村

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―
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資
料
名

 

所
管
・
制

定
・
策
定

主
体

 

ル
ー
ル
の
分
類

 
対
象
と
な
る
構
成
資
産

 
主
な
対
象
地
域

 

資
料

 

番
号

 
頁
番
号

 
法
律
等

 
条
例

 

そ
の
他

行
政

 

計
画
等

 

自
主

 

ル
ー
ル

 

等
 

奄
美

大
島

 

徳
之

島
 

沖
縄

島
北

部
 

西
表

島
 

推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

宇
検
村
希
少
野
生
動
植
物
の

保
護
に
関
す
る
条
例

 
宇
検
村

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

瀬
戸
内
町
希
少
野
生
動
植
物

の
保
護
に
関
す
る
条
例

 
瀬
戸
内
町

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

龍
郷
町
希
少
野
生
動
植
物
の

保
護
に
関
す
る
条
例

 
龍
郷
町

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

徳
之
島
町
希
少
野
生
動
植
物

の
保
護
に
関
す
る
条
例

 
徳
之
島
町

 
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

天
城
町
希
少
野
生
動
植
物
の

保
護
に
関
す
る
条
例

 
天
城
町

 
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

伊
仙
町
希
少
野
生
動
植
物
の

保
護
に
関
す
る
条
例

 
伊
仙
町

 
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

東
村
ノ
グ
チ
ゲ
ラ
保
護
条
例

 
東
村

 
 

●
 

 
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
３

 
9
5
 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態

系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に

関
す
る
法
律

 

環
境
省

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

第
2
期
奄
美
大
島
に
お
け
る

フ
イ
リ
マ
ン
グ
ー
ス
防
除
実

施
計
画

 

環
境
省

 
●

 
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

第
2
期
沖
縄
島
北
部
地
域
に

お
け
る
マ
ン
グ
ー
ス
防
除
実

施
計
画

 

環
境
省
、

沖
縄
県

 
●

 
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

沖
縄
八
重
山
地
域
に
お
け
る

オ
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
防
除
実
施

計
画

 

環
境
省

 
●

 
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

奄
美
市
飼
い
猫
の
適
正
な
飼

養
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
奄
美
市

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

大
和
村
飼
い
猫
の
適
正
な
飼

養
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
大
和
村

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

宇
検
村
飼
い
猫
の
適
正
な
飼

養
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
宇
検
村

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

瀬
戸
内
町
飼
い
猫
の
適
正
な

飼
養
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
 

瀬
戸
内
町

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

龍
郷
町
飼
い
猫
の
適
正
な
飼

養
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
龍
郷
町

 
 

●
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

徳
之
島
町
飼
い
猫
の
適
正
な

飼
養
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
 

徳
之
島
町

 
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

天
城
町
飼
い
猫
の
適
正
な
飼

養
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
天
城
町

 
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

伊
仙
町
飼
い
猫
の
適
正
な
飼

養
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
伊
仙
町

 
 

●
 

 
 

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

国
頭
村
ネ
コ
の
愛
護
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例

 
国
頭
村

 
 

●
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

大
宜
味
村
ネ
コ
の
愛
護
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例

 
大
宜
味
村

 
 

●
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

東
村
ネ
コ
の
愛
護
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例

 
東
村

 
 

●
 

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

竹
富
町
ね
こ
飼
養
条
例

 
竹
富
町

 
 

●
 

 
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

生
物
多
様
性
鹿
児
島
県
戦
略

 
鹿
児
島
県

 
 

 
●

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

生
物
多
様
性
お
き
な
わ
戦
略

 
沖
縄
県

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

奄
美
大
島
生
物
多
様
性
地
域

戦
略

 

奄
美
市
、

 

大
和
村
、

宇
検
村
、

瀬
戸
内

町
、
龍
郷

町
 

 
 

●
 

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

４
 

9
7
 

奄
美
群
島
自
然
共
生
プ
ラ
ン

 
鹿
児
島
県

 
 

 
●

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

地
域
生
物
多
様
性
保
全
計
画

（
大
宜
味
村
地
域
連
携
保
全

活
動
計
画
）

 

環
境
省
、

大
宜
味
村

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
５

 
1
0
3
 

や
ん
ば
る
型
森
林
業
の
推
進

 

施
策
方
針

 
沖
縄
県

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

 
●

 
●

 
●

 
６

 
1
1
2
 

沖
縄
県
赤
土
等
流
出
防
止
条

例
 

沖
縄
県

 
 

●
 

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

７
 

1
1
9
 

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措

置
法

 

国
土
交
通

省
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
 

 
●

 
●

 
●

 
※
１

 
―

 

奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画

（
2
0
1
4
年
度
～

2
0
1
8
年

度
）

 

鹿
児
島
県

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

鹿
児
島
県
観
光
振
興
基
本
計

画
 

鹿
児
島
県

 
 

 
●

 
 

●
 

●
 

 
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

 
内
閣
府

 
●

 
 

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

沖
縄

2
1
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
基

本
計
画
（
沖
縄
振
興
計
画
）

（
2
0
1
2
年
度
～

2
0
2
1
年

度
）

 

沖
縄
県

 
●

 
 

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

沖
縄
県
観
光
振
興
基
本
計
画

 
沖
縄
県

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―
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資
料
名

 

所
管
・
制

定
・
策
定

主
体

 

ル
ー
ル
の
分
類

 
対
象
と
な
る
構
成
資
産

 
主
な
対
象
地
域

 

資
料

 

番
号

 
頁
番
号

 
法
律
等

 
条
例

 

そ
の
他

行
政

 

計
画
等

 

自
主

 

ル
ー
ル

 

等
 

奄
美

大
島

 

徳
之

島
 

沖
縄

島
北

部
 

西
表

島
 

推
薦

地
 

緩
衝

地
帯

 

周
辺

地
域

 

伊
武
岳
地
区
保
全
利
用
協
定

 

観
光
事
業

者
、
沖
縄

県
 

 
 

 
●

 
 

 
●

 
 

●
 

●
 

 
※
１

 
―

 

仲
間
川
保
全
利
用
協
定

 

観
光
事
業

者
、
沖
縄

県
 

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

※
１

 
―

 

慶
佐
次
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
観
光

利
用
【
ガ
イ
ド
・
事
業
者
間

ル
ー
ル
】

 

東
村
観
光

推
進
協
議

会
 

 
 

 
●

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

８
 

1
2
4
 

西
表
島
カ
ヌ
ー
組
合
ル
ー
ル

集
 

西
表
島
カ

ヌ
ー
組
合

 
 

 
 

●
 

 
 

 
●

 
●

 
●

 
●

 
９

 
1
2
7
 

沖
縄
県
自
然
環
境
再
生
指
針

 
沖
縄
県

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

 
●

 
●

 
１
０

 
1
3
1
 

第
2
次
沖
縄
県
環
境
基
本
計

画
 

沖
縄
県

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

１
１

 
1
3
9
 

自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る

指
針

 
沖
縄
県

 
 

 
●

 
 

 
 

●
 

●
 

●
 

●
 

●
 

１
２

 
1
4
8
 

※
１

 推
薦
書
の
付
属
資
料
を
参
照
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資料１ 鹿児島県文化財保護条例（抜粋） 

（昭和 30年 12月 26日条例第 48号） 

改正  

（昭和 37年 10月 15日条例第 42号） 

（昭和 50年 12月 22日条例第 50号） 

（平成 17年３月 29日条例第 74号） 

（平成 27年 12月 25日条例第 47号） 

 

鹿児島県文化財保護条例をここに公布する。 

鹿児島県文化財保護条例 

 

目次（抜粋箇所を太字で示す） 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 指定有形文化財（第４条―第 18条） 

第３章 指定無形文化財（第 19条―第 24条） 

第４章 指定有形民俗文化財・指定無形民俗文化財（第 25条―第 29条の４） 

第５章 指定史跡名勝天然記念物（第 30条―第 35条） 

第６章 補則（第 36条・第 37条） 

第７章 罰則（第 38 条―第 40条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号。以下「法」という。）第 182

条第２項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に

存するもののうち、県にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を

講じ、もつて県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「文化財」とは、法第２条第１項第１号から第４号までに掲げる有

形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 

（財産権等の尊重他の公益との調整） 
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第３条 鹿児島県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、この条例の執行に当つては、

関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留

意しなければならない。 

(中略) 

 

第５章 指定史跡名勝天然記念物 

（指定） 

第 30条 教育委員会は，県の区域内に存する記念物（法第 109条第１項の規定により史跡，

名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。）のうち県にとつて重要なものを鹿児島県指定

史跡、鹿児島県指定名勝又は鹿児島県指定天然記念物（以下「指定史跡名勝天然記念物」と

総称する。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定には、第４条第２項から第５項までの規定を準用する。 

（解除） 

第 31条 指定史跡名勝天然記念物が指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その

他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。 

２ 指定史跡名勝天然記念物について法第 109条第１項の規定による史跡、名勝又は天然記

念物の指定があつたときは、当該指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。 

３ 第１項の規定による指定の解除には、第５条第２項の規定を、前項の場合には、同条第４

項の規定を準用する。 

（標識等の設置） 

第 32条 指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則の定める基準により、指定史

跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するも

のとする。 

（土地の所在等の異動の届出） 

第 33条 指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地

目又は地積に異動があつたときは、所有者（第 35条の規定により準用する第６条第２項の

規定により選任した管理責任者がある場合は、その者）は、すみやかにその旨を教育委員会

に届出なければならない。 

（現状変更等の制限） 

第 34条 指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行

為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更に

ついては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす

行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。 

３ 第１項の規定による許可を与える場合には、第 13条第３項及び第４項の規定を準用する。 
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４ 第１項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項において準用する第 13

条第３項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通

常生ずべき損失を補償する。 

（準用規定） 

第 35条 第６条から第８条まで、第 10条から第 12条の２まで、第 14条、第 17条及び第

18条第１項の規定は、指定史跡名勝天然記念物について準用する。 

(中略) 

 

第７章 罰則 

（刑罰） 

第 38条 指定有形文化財を損壊し、廃棄し、又は隠匿した者は、５万円以下の罰金又は科料

に処する。 

第 39条 指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、

これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者は、５万円以下の罰金又は科料に処す

る。 

第 40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は

人の業務又は財産の管理に関して前２条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

(後略) 

  

1-97

平成29年2月提出版



 

 

資料２ 沖縄県文化財保護条例（抜粋） 

（昭和 47年５月 15日条例第 25号） 

改正 

（昭和 51年３月 30日条例第 12号） 

（平成 17年７月 26日条例第 47号） 

 

沖縄県文化財保護条例をここに公布する。 

沖縄県文化財保護条例 

 

目次（抜粋箇所を太字で示す） 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 県指定有形文化財（第４条～第 19条） 

第３章 県指定無形文化財（第 20条～第 26条） 

第４章 県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財（第 27条～第 31条） 

第５章 県指定史跡名勝天然記念物（第 32条～第 37条） 

第６章 県選定保存技術（第 38条～第 42条） 

第７章 補則（第 43条） 

第８章 罰則（第 44 条～第 47条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和 25年法律第 214号。以下「法」という。）第 182

条第２項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県内に存する

もののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて県民の

文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例で「文化財」とは、法第２条第１項第１号から第４号までに掲げる有形文化

財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。 

（財産権等の尊重及び他の公益との調整） 

第３条 教育委員会は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重

するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。 

（中略） 
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第５章 県指定史跡名勝天然記念物 

（指定） 

第 32条 教育委員会は、県内に存する記念物（法第 109条第１項の規定により史跡、名勝又

は天然記念物に指定されたものを除く。）のうち重要なものを沖縄県指定史跡、沖縄県指定名

勝又は沖縄県指定天然記念物（以下「県指定史跡名勝天然記念物」という。）に指定すること

ができる。 

２ 前項の規定による指定については、第４条第２項から第５項までの規定を準用する。 

（解除） 

第 33条 教育委員会は、県指定史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特別の理

由があるときは、その指定を解除することができる。 

２ 県指定史跡名勝天然記念物について法第 109条第１項の規定により史跡、名勝又は天然

記念物の指定があつたときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものと

する。 

３ 第１項の規定による指定の解除については第４条第３項から第５項までの規定を、前項の

場合には第５条第４項の規定を準用する。 

（標識等の設置） 

第 34条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者（第 37条で準用する第７条の２第１項の規定

により指定した管理団体がある場合は、その者）は、教育委員会規則で定める基準により、

県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設

置するものとする。 

（土地の所在等の異動の届出） 

第 35条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、

地目又は地積に異動があつたときは、所有者（第 37条で準用する第６条第２項の規定によ

り選任した管理責任者がある場合はその者、第 37条で準用する第７条の２第１項の規定に

より指定した管理団体がある場合はその者）は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なけ

ればならない。 

（現状変更等の制限） 

第 36条 県指定史跡名勝天然記念物に関してその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ

す行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変

更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及

ぼす行為について影響の軽微である場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。 

３ 第１項の規定による許可を与える場合には、第 14条第３項及び第４項の規定を準用する。 
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４ 第１項の許可を受けることができなかつたことにより、又は前項で準用する第 14条第３

項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ず

べき損失を補償する。 

（準用規定） 

第 37条 第６条から第８条まで、第 10条から第 13条まで、第 15条、第 18条及び第 19

条第１項の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。 

（中略） 

第８章 罰則 

（罰則） 

第 44条 県指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、５万円以下の罰金又は科

料に処する。 

第 45条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をし

て、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、５万円以下の罰金若しくは科

料に処する。 

第 46条 第 14条又は第 36条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその

許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変

更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保

存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、３万円以下の罰金又は科料に処す

る。 

第 47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は

人の業務又は財産の管理に関して、前３条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

（後略） 
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資料３ 東村ノグチゲラ保護条例 

（平成 22年 6月 18日条例第 11号） 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、文化財保護法(昭和 25年法律第 214号)及び絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律(平成 4年法律第 75号)に基づく、国の特別天然記念物であり

国内希少野生動植物種であるノグチゲラの東村における保護に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

(村の責務) 

第 2条 村は、ノグチゲラの適切な保護と生息域の保全・管理に努めなければならない。 

(保護地区) 

第 3条 村長は、ノグチゲラの生息域の保全に必要な地区を東村ノグチゲラ保護地区(以下「保

護地区」という。)として指定することができる。 

(保護地区の指定手続) 

第 4条 村長は、前条に基づく指定を行うときは、土地の所有者の同意を得るとともに村文化

財保護審議会の意見を求めなければならない。また、必要に応じて県や国をはじめ関係機関

との調整を行うものとする。 

(禁止事項) 

第 5条 保護地区内及びその周辺においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あ

らかじめ村長の許可を受けた場合は、この限りではない。 

(1) 無断で保護地区内に立ち入ること。 

(2) 保護地区内又はその周辺部で騒音を出すなどのノグチゲラの生息を脅かす行為であって、

規則で定めるものをすること。 

(保護監視員の設置) 

第 6条 村長は、ノグチゲラの保護と生息域の保全のための指導を行う保護監視員を置くこと

ができる。 

(保護監視員の任務) 

第 7条 保護監視員は、定期的に生息域の巡視・調査を行い、第 5条に規定する行為を行う者

を指導・排除する。 

(罰則) 

第 8条 第 5条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 

(委任) 

第 9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則でこれを定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 23年 12月 22日条例第 13号) 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24年 10月 15日条例第 11号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  

1-102

平成29年2月提出版



 

 

資料４ 奄美大島生物多様性地域戦略（抜粋） 

策定主体 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町 

策定年 平成２７年 

目次（抜粋箇所を太字で示す。） 

 

第 1章 戦略の策定にあたって 

1 生物多様性地域戦略策定の背景 

2 奄美大島生物多様性地域戦略の目的と位置づけ 

3 戦略の体系と事業展開の考え方 

第 2章 奄美大島の生物多様性の特徴 

1 生物の多様性が高い 

2 固有種が多く存在する 

3 奄美大島の特異な気候が生んだ希少な動植物が存在する 

4 人と自然との関わりの中で培われてきた自然がある 

5 世界的に重要な生物多様性に富んだ自然がある 

第 3章 奄美大島の生物多様性の保全及び利用上の課題 

1 開発や自然の過剰な利用などの人間活動による影響 

2 人問活動と自然の関わりの減少による影響 

3 人為的に持ち込まれた生物や物質による影響 

4 地球温暖化にともなう環境変化による影響 

5 人の意識と社会経済の変化による影響 

第 4章 基本的事項と目標 

1 基本的事項 

2 目標 

第 5章 重点施策 

[重点施策 1] 希少野生生物の保全活動及び生物多様性一般化事業 

[重点施策 2] ノネコ、ノヤギ及び外来生物対策 

[重点施策 3] 奄美大島環境文化・自然再生フィールドミュージアム事業 

[重点施策 4] 奄美大島・生物多様性自然遊歩道整備事業 

[重点施策 5] 里のエコツアー拠点整備事業 

[重点施策 6] 産業振興と生物多様性保全事業 

[重点施策 7] 交流と情報発信 
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[重点施策 8] 奄美群島環境文化研究拠点の誘致 

第 6章 行動計画 

基本方針 1 生物多様 ll生の保全・管理 

基本方針 2 人と自然が共生する社会を構築するための仕組作りと人材育成 

基本方針 3 持続可能な生物多様性の利用 

第 7章 推進体制と進行管理 

1 戦略の推進体制 

2 戦略の進行管理 

3 各主体の役割 

第 8章 資料編 

 

第 1章 戦略の策定にあたって 

（中略） 

２ 奄美大島生物多様性地域戦略の目的と位置づけ 

（1）戦略の目的・性格 

奄美大島生物多様性地域戦略（以下「本戦略」という。）は、基本法に基づき奄美大島の５市

町村が連携して策定するもので、奄美大島における生物多様性の保全と持続可能な利用に関す

る総合的な計画となるものです。 

本戦略は、奄美大島の生物多様性の質的向上を図ると同時に、その保全・利用を通して地域

活性化を進めることを目指します。 

地域活性化は個性ある地域作りによってもたらされ、それは自然環境と歴史文化を基礎とし

ているとの考え方に立って各般の施策を講じていき、奄美大島が我が国における「真に人と自

然が共生する社会のモデル地域」となることを目指します。 

（2）戦略の位置づけ 

本戦略は、基本法や国家戦略の趣旨を踏まえ、県戦略との連携を図るとともに、関係市町村

の総合振興計画や奄美群島振興開発計画等の施行における生物多様性の保全と利用に係るガ

イドラインとなるものです。さらに、地域が主体となった人と自然が共生する社会作り活動の

指針となるものです 

 

３ 戦略の体系と事業展開の考え方 

本戦略は、共生と循環を基本理念として、奄美大島における生物多様性の保全・利用上の課

題を明確にした上で、戦略の命題を踏まえつつ、取り組むべき施策をとりまとめます。施策に

ついては事業展開の３つの基本方針を定め、それに沿って地域の各主体が連携して取り組む行

動計画と、その中で５市町村が重点的に取り組む重点施策を示します。 
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また、国や県などが事業主体となる事業についても、５市町村が担う役割を整理した上で、

事業の実現に向けて国、県等に連携や支援を要請する内容を示していきます。 

(中略) 

 

第 4 章 基本的事項と目標 

１ 基本的事項 

（1）対象区域 

本戦略が対象とする区域は、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町の管内である奄美

大島本島と付属島嶼、及びその周辺の海域とします。 

（2）計画期間 

本戦略の計画期間は、2015 年度（平成 27 年度）から 2024 年度（平成 36 年度）までの

10 年間とします。 

（3）基本理念 

世界自然遺産にふさわしい奄美大島の生物多様性を保全しながら、自然と共生してきた文化

を大切にし、その恩恵を持続的に享受して、より豊かな暮らしが営まれる社会を創ることを基

本理念とします。 

（4）基本方針 

基本理念を具体化し目標を実現させるにあたり、以下の 3 つの基本方針を設定して取組を進

めます。 

２ 目標 

（1）短期目標（10年後、2024年の奄美大島の姿） 

長期目標である「我が国における真に人と自然が共生する社会のモデルとなる地域」を達成

するために必要な社会基盤、及び、世界自然遺産登録地として取り組むべき住民活動の基盤を

整備します。 

 

[目指すべき姿] 

・生物多様性の劣化が新たに起こることがなく、すでに失われた多様性をよりよい状態にする

ための取組が始まっている。 

・希少種を含めた動植物の生息・生育環境がよりよいものとなっていて、盗採等もなくなり、

保全の対象となる生物が新たに生じない。 

・ノネコ、ノイヌ、ノヤギが新たに発生しない体制が整い、それらの数が減少している。 

マングース（フィリマングース）が根絶されている。 

・島民や来訪者の外来生物に対する認識が高まっていて、ペットの放棄、植栽・緑化、人や物

の移動などに起因する、意図的な外来生物の新たな発生が生じておらず、既に存在している

外来生物の数が減少している。 
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・鳥獣の科学的な個体数管理が行える捕獲従事者による捕獲体制が整っていて、鳥獣の数の適

正なコントロールがなされている。 

・生物多様性についての島民や来訪者の認知度が高まっている。 

・人々が生物多様性や自然の恩恵について触れたり学んだりする場や機会が十分に提供されて

いる。 

・生物多様性の保全に配慮した第 1 次産業が営まれており、伝統野菜を含め、島内で生産さ

れた品物が積極的に利用されている。 

・島民、事業者、学識経験者、来訪者、各自治体など様々な関係者が役割分担・連携して、そ

れぞれの立場で生物多様性の保全に取り組んでいる。 

・豊かな自然と共存する人々の知恵と技を活かした、持続可能な観光の提供がされているなど、

活力ある地域となっており、それを国内外に向けて発信している。 

 

（2）長期目標（50年後、2064年の奄美大島の姿） 

我が国における「真に人と自然が共生する社会のモデルとなる地域」となっています。 

 

[目指すべき姿] 

・山から海までがつながりを持った豊かな自然や、人との関わりの中で構築される自然など、

多様で良好な自然が維持されていて、多様な動植物がそこに息づいている。 

・自然が活かされ、その中で人々が自然との関わりを持ちながら、伝統的な奄美大島の循環の

仕組や文化を活かした心豊かな暮らしが営まれている。 

・多くの来訪者が奄美大島を訪れており、その自然にいだかれて、それを楽しみ、味わい、体

験することで奄美の魅力を深く認識し、それに対する感謝の気持ちを表す環境が整っている。 

・人が自然に感謝しつつ、節度ある利用を行っており、次の世代へ大切に引き継いでいこうと

いう取組があたり前のこととして実行されている社会が形成されている。 

・人と自然がよりよい状態で共に存在する、奄美大島の社会の姿が広く世界に向けて発信され

ている。 

 

第 5章 重点施策 

● 重点施策１ 希少野生生物の保全活動及び生物多様性一般化事業 

奄美大島に生息する希少野生生物を保全するため、関係機関と連携し各種の動植物調査や保

全活動を進めます。また、住民を対象に奄美大島の生物多様性を学ぶための環境学習拠点の整

備や指導者研修、プログラム開発を進め、生物多様性に対する理解を深める（＝一般化）事業

に積極的に取り組みます。 

・希少動植物保護条例の適正な運用と保全活動の展開 

・生物多様性モニタリング調査及び情報収集 

1-106

平成29年2月提出版



 

 

・環境学習拠点の整備及び環境学習の充実 

・生物多様性保全ネットワークの構築 

 

● 重点施策２ ノネコ・ノヤギ及び外来生物対策 

野生化したネコ（ノネコ）が、希少種の捕食など深刻な生態系への被害をもたらしているこ

と、野生化したヤギ（ノヤギ）による生態系への影響が懸念されること、また、その他の外来

生物の侵入による生態系への影響が懸念されることなどから、各市町村で、条例の制定など各

種の対策を講じています。今後は、地域の特性に応じた対策を進めるとともに、全市町村が連

携して効果的な対策を進めます。 

・ノネコ対策、ノヤギ対策の事業展開 

・外来生物対策 

 

● 重点施策３ 奄美大島環境文化・自然再生フィールドミュージアム事業 

 奄美大島のそれぞれの地域特性に応じた生態系モデルを設定し、生物多様性の保全を推進し

ます。また、情報収集などを通じて環境文化の伝承や創造を進め、島全体をフィールドミュー

ジアムとする環境学習の場としての活用を図り、科学と文化が一体となった事業の展開を検討

します。 

・森林、里海、マングローブ再生モデル事業 

・自然と人が共生する環境文化の継承活動 

・奄美大島・環境文化情報拠点整備 

 

●重点施策４ 奄美大島・生物多様性自然遊歩道整備事業 

奄美大島を周遊する「奄美大島・生物多様性自然遊歩道」（仮称）を基軸に、貴重で多様な生

態系を満喫するだけでなく、地域に育まれた環境文化を体験できる拠点整備を検討します 

 

● 重点施策５ 里のエコツアー拠点整備事業 

国定公園指定及び世界自然遺産登録に伴い来訪者が増加することが予想される中で、島内各

地に存在する集落に残る環境文化を学び、体験する「里のエコツアー」を住民が主体となって

進めるため、各市町村に１箇所ずつ拠点となる場所の選定を推進します。 

 

● 重点施策６ 産業振興と生物多様性推進事業 

国立公園指定及び世界自然遺産登録に伴い観光客が増加することが予想され、奄美大島の生

態系への影響が懸念されることから、民間、関係団体等と連携しながら、新たな視点に立った

観光の確立、環境に配慮した観光（エコツーリズムなど）を進めます。また、環境に配慮した

農業生産や水産資源保全及び森林整備を進めるとともに、農林水産加工品の製造を促進します。 
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・新・観光マスタープランの策定と体験型観光の推進 

・６次産業化と生物多様性推進事業 

 

● 重点施策７ 交流と情報発信 

本戦略の普及を図るため、世界自然遺産登録地として、国内外の多くの人々や関係団体等と

の交流に取り組むとともに、地元の情報発信を積極的に進めます。 

・奄美大島自然大使の創設  

・世界自然遺産登録地域との交流  

・国際交流の推進 

・大学、研究者との交流   

・情報発信 

 

● 重点施策８ 奄美群島環境文化研究拠点の誘致 

鹿児島県が進める奄美群島の環境文化の研究について、その拠点の誘致を進め、奄美群島に

おける世界自然遺産登録後の生物多様性施策について、県等と連携し取り組みます。 

 

（中略） 

 

第 7章 推進体制と進行管理 

１ 戦略の推進体制 

奄美市、大和村、瀬戸内町、宇検村及び龍郷町の５市町村で構成する「奄美大島生物多様性

推進協議会」（仮称）を設置し、戦略の進行管理及び見直し等を行うとともに、国、県、関係

団体等との連絡調整、戦略に位置づけられた各般にわたる施策・事業の推進母体として位置づ

けます。 

また、戦略の推進にあたり指導助言を受けるため、学識経験者等から成る「奄美大島生物多

様性戦略専門家会議」（仮称）の設置の検討を進めます。 

 

（後略） 
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資料５ 地域生物多様性保全計画（大宜味村地域連携保全活動計画）（抜粋） 

策定主体 環境省・大宜味村 

策定年月 平成 26年 3月 

目次（抜粋箇所を太字で示す） 

第１章 本事業の内容 

１. 地域生物多様性保全計画とは 

２. 大宜味村地域連携保全活動計画の方向性 

３. 平成 25 年度策定事業の輪郭 

 

第２章 地域連携保全活動計画（案） 

1. 大宜味村石灰岩地域の自然の特徴 

2. 自然と関係してきた地域活動 

3. 生態系サービスについて 

4. 活動の連携を可能とする仕組みづくり 

5. 大宜味村の取り組みの方向性 

6. 活動計画 

7. 推進体制 

第 1章 本事業の内容  

１. 地域生物多様性保全計画とは 

１）計画の背景と位置づけ 

「地域生物多様性保全計画」とは、変化のある日本の国土の一つ一つに存在する多様な自然

を保全するために、それぞれの地域に生存する生物の多様性を維持し継承していく取り組みを

促し支援する政策を表す。この政策の一つとして、「地域における多様な主体の連携による生

物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律：生物多様性地域連携促進法」（平成 22 

年法律第 72 号）に基づくものがあり、具体的には、それぞれの地域で生物多様性のあり方を

定めて取り組みの内容を組み立てる「地域連携保全活動計画」を策定し実践することにあり、

法律の目的（地域の生物の多様性を保全し、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。）

の実現を目指す。 

「大宜味村地域連携保全活動計画」は、大宜味村が地域の活動団体を支援し協働して作成し

ている。対象区域は村中央部の石灰岩の山塊を中心とする地域とし、目標期間を 10 年先ほど

において、先導的に取り組む団体の活動フィールドを中心に、関係の各団体や大宜味村が協力
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協働する仕組みを整えながら実践していく計画としている。 

こうした状況を踏まえ、平成 23 年度には本村丘陵部で最も自然豊かなネクマチヂ岳を中心

とした両生爬虫類、地形地質、植物、鳥類、昆虫類、蝶類、陸産貝類の 7 分野において、自

然特性の調査を専門家に依頼するとともに、既往の関連調査や計画、地元意向を整理し、地域

で進められている自然の保全・活用の取り組み状況についての地域特性の調査を実施した。平

成 24 年度には、前調査における専門家からの提言をもとに、前述した 7 分野に哺乳類、水

生生物類の 2 分野を加えた 9 分野の自然特性における補足調査を実施した。また、地域特性

については、村内に残る暮らしと密接な環境であり、かつ特に多望な自然環境を有しているエ

リアについて現地視察を行い、地元有識者から現状の課題における保全・活用の提言を頂いた。

しかしながら、その年においては、近年まれに見る台風に苛まれ、自然特性調査については満

足のいく結果が得られなかった。 

平成 25 年度には、自然災害により自然特性調査について十分な結果が得られなかったこと

を受け、一部の分野を除き、さらなる補足調査を行った。平成 23 年度から平成 25年度の調

査結果をまとめ、当該地域の自然環境の特性について明らかにするとともに、地域の保全活動

への提案等を行った。また、調査結果から出した方針を元に、現在行われている保全地域活動

を地元有識者と視察を行い、将来における保全の方向性について検討を行った。これらを相対

的に整理し、地域生物多様性保全計画（大宜味村地域連携保全活動計画）（案）をこの度作成

した。 

（中略） 

２. 大宜味村地域連携保全活動計画の方向性 

（中略） 

④本事業上の重要性 

本事業は、沖縄では部分的で地域的と考えられていた人里の自然を、海や森などを繋ぎ、沖

縄の生物多様性を維持する為の重要な場所として普及することにある。そのためには、計画区

域の自然環境を明らかにしていくことが重要であった。 

また、多様な自然が残る石灰岩の山の自然と周辺の状況を、この環境を使っていた地域の人々

がどの様に利用してきたか明らかにする必要がある。そして今後、里山環境を保全していく為

には、現代に合う形で人と自然の係わりを再構築していく必要がある。本事業は、まず自然特

性の明確化を行った。次に地域へ環境保全を広げる為の普及活動や保全活動の具体的な活動計

画と、これを管理する推進体制を作り上げることを目的とした。 

自然の多様性を維持し、自然環境から受ける恩恵により、健全で活発な営みが育まれる地域

となることが事業の目標である。 

（中略） 
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第２章 地域連携保全活動計画（案）  

（中略） 

４．活動の連携を可能とする仕組みづくり 

１）仕組みづくりの考え方 

生物多様性保全活動を具体化するには、村民へ自然特性調査への理解を広めるとともに、対

象地域で行われている活動を育て、目指すべき生物多様な環境作りを行っていくために必要な

活動計画やこれを推進する体制を作り育てることが望まれる。 

（中略） 

３）仕組みづくりへ向けて 

「地域生物多様性保全計画」を具体化するためには、｢地域連携保全活動｣を継続的に進めて

いく必要がある。これには地域が自然や環境に関心や興味を持つことはもちろんの事、地域が

主体的に取り組める活動とする必要がある。 

そのため、地域で自主的に取り組まれている活動に焦点をあて、これに専門的な助言を加え

ながら地域の生物多様性を確保できるよう、それぞれの保全活動が連携しながら展開・発展し

ていくプロセスを構築する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

５．大宜味村の取組みの方向性 

3 年間の調査を終了し、村内の生物多様性保全事業の計画地域における自然特性が明らかと
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なった。これら多様性の高い自然資源の保全を目的にすると、今後の事業は多岐にわたる大き

な取り組みが期待される。しかし、多方面が関係する膨大な計画は内容として優れてはいても、

時として予算や人員の不足などからともすると計画に留まりがちである。 

本事業では、保全推進のために必要な活動の全体フレームは検討するものの、それに加え、

現在の体制で実施可能な事業から着手し、その成果を積み上げて最終目標に至る方法を考える

事とする。たとえ小規模の事業であっても、その成果をひとつひとつ着実に積み上げることに

より、最終目標である計画地域内の生物多様性保全と村の振興は達成されると確信する。 

むしろ、最初から大きな目標をかかげて挑戦するよりも、小さくても具体的な個々の事業で

経験を積み、知識を蓄えて行くことが目標達成の近道であることも期待できる。 

普及活動や地域活動視察の一環として、屋古地域において塩屋小学校の全面的な協力により

試験的に実施したチョウの観察活動に注目したのは、里山としての屋古地域の生物多様性が非

常に高いと認められたことと、自然観察に意欲を持った子供たちが生まれたこと、そして、そ

れを推進しようとする塩屋小学校があったためである。更に、屋古地域はこれらの活動に対し

て積極的な受け入れ態勢をとって下さり、事業の実施に問題が全くなかったためである。した

がって、次年度からすぐに具体的な事業の実施が可能である。 

このような積み上げ方式を村内で可能な地域から開始し、最終的には全村にわたる生物多様

性保全の活動につなげるという方向性を本村としてはとるものとする。 

 

６．活動計画 

１）活動の目標について 

大宜味村地域連携保全活動計画を進めるために、必要な活動を以下のようにまとめた。ここ

に｢里山保全｣｢自然情報収集｣｢交流｣｢教育・学習｣を軸とした活動の目標を示す。 

（1）里山保全 

生物多様性の高い環境と共生することを目的に、希少な生きものが生息・生育する地域を適

切な配慮の基に保全し、人里地域においては多様な自然の利活用を行い、環境の維持・再生に

取り組む。 

（中略） 

（2）自然情報収集 

生物多様性に富むこの地域の自然情報を収集し、環境保全に役立てるとともに、集約した情

報を発信して村の産業振興を促す。 

（中略） 

（3）交流 
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里山保全を目的に、 村外の人々を対象にしたエコツアーやイベントを開催し、地域の活性化

を図る。さらに生物多様性に取り組む地域と交流し、生物多様性維持の為のネットワークを構

築する。 

（中略） 

（4）教育・学習 

身近な自然にふれあう機会を増やし、生物多様性に恵まれた地域の重要性に気づき、地域を

誇りに思う心を育てる取り組みを行う。 

（中略） 

 

２）活動について 

目標別に定められた｢里山保全｣｢自然情報収集｣｢交流｣｢教育・学習｣具体的に推進していく活

動を以下のように示す。 

 

大宜味村生物多様性地域連携保全活動計画 

 

（1）里山保全 

目 標 

生物多様性の高い環境と共生することを目的に、希少な生物が生息・

生育する地域を適切な配慮の基に保全し、人里の地域においては多様

な自然の利活用を行い、環境の維持・再生に取り組む。 

活 動 

①生物多様性を活かした大宜味ブランドの確立 

②山道の整備・地域清掃 

③里山バタフライガーデンの造成 

 

（2）自然情報収集 

目 標 
生物多様性に富むこの地域の自然情報を収集し、環境保全に役立てる

とともに、集約した情報を発信して村の産業振興を促す。 

活 動 ①自然情報の収集及び発信 

 

（3）交流 

目 標 

里山保全を目的に、 村外の人々を対象にしたエコツアーやイベント

を開催し、地域の活性化を図る。さらに生物多様性に取り組む地域と

交流し、生物多様性維持の為のネットワークを構築する。 

活 動 ①ツーリズムの創出・実施 
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②生物多様性に取り組む他地域との連携 

 

（4）教育・学習 

目 標 
身近な自然にふれあう機会を増やし、生物多様性に恵まれた地域の重

要性に気づき、地域を誇りに思う心を育てる取り組みを行う 

活 動 
①地域の子ども達による生物記録を伴う観察会 

②シンポジウム・講演会の開催 

 

 

３）活動期間 

大宜味村生物多様性地域連携保全活動の事業期間は調査最終年度にあたる本年度を試行期間

とし、これを含めて平成 34 年度終了の 10 年間とする。 

また活動主体の変化や社会情勢などに対応する為、3 年経過後を目安に見直しを行うものと

する。 

尚、次頁からの活動内容については、平成 25 年度から平成 28 年度までの 4 年間の具体

的な取り組みを掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

４）活動内容 

（中略） 

（２）自然情報収集 

事業名 ①自然情報の収集及び発信 

事業 

内容 

生物多様性の保全活動を進めるには、環境の変化について記録しデータを蓄積するこ

とが重要である。これらの取り組みは、日常的に地元住民が行う体制が最も望ましい。 
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まずは、現在屋古区で行われている塩屋小学校のチョウ観察を中心に地域の自然情報

の収集と集約を行う。生物多様性の指標として、チョウに着目するのである。 

また集落内に生きもの情報掲示板を設置し、地域の人々が見た生きものや、聞いた声

を書きいれてもらう仕組みを作る。情報を集約し、お知らせとして再度掲示板を通じて

地域住民に定期的に発信する。屋古での試行が成功すれば、これを村内の各集落に順次

拡大する。 

これらの収集した情報の分析については専門家と連携して行い、結果を保全活動に役

立てる事とする。また持続可能な形で進めるために、住民とともにモニタリングをおこ

なう NPO の育成も必要である。 

活動① 

実施主体 大宜味村・NPO 法人やんばる舎 

実施時期・

実施場所 

時期：通年 

場所：屋古区 

実施内容等 

塩屋小学校のチョウ観察を中心に地域の自然情報の収集と集約を行う。生きもの情

報掲示板を設置し、地域の人々が見た生きものや、聞いた声を書きいれてもらい情報

交換が行える仕組みを作る。 

モニタリング方法としては環境省自然環境局生物多様性センターの「モニタリング

サイト 1000 里地調査マニュアル」を活用する。専門家を招聘してモニタリング講

習会を開催する。 

（中略） 

（４）教育・学習 

事業名 ①地域の子ども達による生物記録を伴う観察会 

事業 

内容 

本年度の普及活動の結果、小学校への環境教育として生物多様性への理解を広げる活

動が、地域にとって大きな成果を生み出す事がわかった。 

今後、世界自然遺産登録も予定されるやんばる地域の一角をなす大宜味村としては、

身近な環境について村民の理解促進を図る事が、大変重要な課題である。 

本年度試験的に行った塩屋小学校による屋古集落におけるチョウ観察を継続して実施

する。 

また子ども達の定期的な観察記録は、計画で定める自然情報収集として活用し、収集

した情報の分析については専門家と連携して行い、調査の結果を保全活動に役立てる事

とする。 

チョウ観察という具体的な方法で自分達の暮らす地域を知り、身近な環境について考

える事で、子ども達に生きる事の源である生物多様性の重要さへの理解を育むと考える。 

この取り組みを核として、観察の行われる地域や、これを含む校区、あるいは村全体

1-115

平成29年2月提出版



 

 

へと生物多様性保全活動の輪を広げていくものとする。 

活動① 

実施主体 村立塩屋小学校 

実施時期・

実施場所 

時期：年 10回程度 

場所：屋古区 

実施内容等 自然観察クラブの開催を行う。観察対象は屋古区のチョウとする。 

（中略） 

 

７．推進体制 

１）大宜味村生物多様性センターの設置 

｢大宜味村地域連携保全活動計画｣の実効性を高めるためには、大宜味村内の各主体がそれぞ

れの役割を十分に理解し、その役割を取り組むことが求められる。 

本村では平成 21年度に｢大宜味村観光振興基本計画｣を策定しており、沖縄本島最北部のグ

スクとされる根謝銘グスクの発掘公開、生物多様性が世界から注目されているやんばる地域

（大宜味村、国頭村、東村）の世界自然遺産登録によって、環境保全型観光を振興し地域の発

展へと寄与する事を目標に設定している。 

今後、自然公園の指定と世界自然遺産への登録も検討される本村において、それらに対応で

きる体制づくりの拠点として、「（仮称）大宜味村生物多様性センター」を設置することが望ま

しい。本計画の推進を図るために、｢大宜味村生物多様性センター｣は以下の役割を行い、官民

一体となった活動を推進する。 

 

（1）大宜味村生物多様性センターについて 

○計画の促進及び保全活動の促進に関して、センターは以下の役割を担う。 

1. 生物多様性に関する情報の集約と発信 

2. 保全活動に関する多様な活動主体の調整 

3. 専門家などによる科学的知見の導入 

4. 教育・学習の支援 

5. ボランティア等人材の確保 

6. 人材の育成支援 

7. 生物多様性地域とのネットワークの構築 

本計画で定められた計画区域の生物多様性の保全と再生を図るためには、地域の環境が本来

の力を維持またはあるべき姿に復元させることと、地域の人々が地域の日々の暮らしと自然の

関わりの中で身近な自然に感謝し、興味や関心を持つようになる活動が望まれる。 
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その為には、地域が一体となり、村民、地域団体、事業者、専門機関、行政など多様な主体

の参画と協働を求めて行くこととする。これまでのように、自然環境はエコツーリズム事業者

や一部の地域団体が主に関わるだけでなく、大宜味村の生物多様性の保全活動を進めるために

は、地域の農業者や商業、福祉関係など広く村民の参画を求める。 

また生物多様性に取り組む様々な他地域とネットワークを構築し、広く情報を収集するとと

もに、地域資源を活用しつつ、村が発展しながら生物多様性保全を促進できるよう施策や計画

の立案、提言が行えるシンクタンク機能を有することも今後期待される。 

（後略）  
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資料６ やんばる型森林業の推進～環境に配慮した森林利用の構築を目指して～ 

（施策方針） 

策定主体 沖縄県農林水産部森林緑地課 

策定年月 平成２５年１０月 

目次 

１． 自然環境の保全と環境に配慮した利活用の推進 

２． やんばる３村の森林の望ましい姿 

３． やんばる３村における森林・林業施策 

４． やんばる３村における森林の取扱方針 

（１）森林の利用区分（ゾーニング） 

（２）森林施業・森林整備の改善 

（３）森林の新たな利用（自然体験活動の推進） 

５． その他の森林保全の取り組み 

（１）特用樹及び造成未利用地の活用 

（２）択伐の推進 

 

１． 自然環境の保全と環境に配慮した利活用の推進 

国頭村、大宜味村、東村に広がる「やんばるの森」は、水源の森、林産物供給の森、野生生

物の森、保健文化の森、地域資源の森などとして、重要かつ多くの役割を果たしている。 

このような中、近年、やんばるの森林を巡る社会的要請は多様化している。 

やんばる３村の森林に対しては、森林の持つ多面的機能の高度発揮や維持・増進のための適

切な管理、地域産業としての林業の活性化、就労・雇用の確保としての新たな森林利用が求め

られている。 

一方で、生物多様性に富んだ優れた自然環境の保全を求める声も高まっている。 

このことから、やんばるの森林においては、自然環境の保全と環境に配慮した利活用として、

持続可能な循環型「林業・林産業」と環境調和型「自然体験活動」を組み合わせた「やんばる

型森林業」を推進していく。 

やんばる型森林業の推進にあたっては、科学的な情報を基に学識経験者の意見を参考にし、

国・県・地域行政、林業事業体、関係団体等と調整を行うとともに、様々な県民意見を踏まえ

て施策を展開していく。 

 

２． やんばる３村の森林の望ましい姿 
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やんばる３村の森林は、水源の涵養や木材等林産物の生産、自然に触れあう保健文化等の様々

な機能を有するとともに、固有性の高い野生動植物の生息・生育の場、地域住民の生活や暮ら

しを支える森などと多くの役割を果たしている。 

このことから、やんばる３村の森林については、生物多様性に富んだ優れた自然環境が保全

されつつ、地域住民の生活や暮らしに利用されるとともに、森林の持つ様々な公益性の恩恵を

県民が継続的に享受される森林を目指す。 

○ 命の水を育む「水源の森」 

山々に広がる森が、降りそそぐ雨を受けとめ、大地を這う木々の根が滴を蓄え、潤沢で清冽

な水を湧き出す、県民の命を支える「水源の森」を目指す。 

○ 豊かな恵みが持続し循環する「林産物供給の森」 

豊かな森がもたらす多様な恵みを賢く利用し、自然と両立する持続的な資源の循環によって、

県民の豊かな生活、産業、文化を支える「林産物供給の森」を目指す。 

○ 生き物を守り育む「野生生物の森」 

多様性に富みかつ固有性の高い様々な生き物達が、持続的に守られた森に生まれ育つ「野生

生物の森」を目指す。 

○ 人々が憩い安らぐ「保健文化の森」 

豊かな森に人々が集い、自然を５感（みる、きく、かぐ、あじわう、ふれる）で感じ、遊び、

学び、癒される「保健文化の森」を目指す。 

○ 生活を支え地域が守り育てる「地域資源の森」 

豊かな森の恩恵が持続し、地域が大切に守り育てる「地域資源の森」を目指す。 

 

３． やんばる３村における森林・林業施策 

やんばる３村の森林は、水や林産物の供給、保健休養の場としてなど、その恩恵は地域はも

とより広く県民が享受している。 

このことから、森林の持つ多面的機能の高度発揮かつ持続的な発揮に向けて、森林機能の維

持・増進を図るための適切な森林の育成・管理に努める。 

 

○ 水源の森（水土保全機能） 

良質な水の安定供給の観点から、水源林の保全を図るとともに、水源涵養機能の向上に必要

な施業を行う。 

○ 林産物供給の森（木材等生産機能） 

木材等を持続的かつ安定的に供給する観点から、林木の生育に適した森林の保全や適切な維

持管理を行うとともに、自然環境の保全に配慮した森林施業、森林整備に努める。 

○ 野生生物の森（生物多様性保全機能） 

健全な生態系を維持する観点から、原生的自然林や希少野生生物の生息・生育地の保全、環
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境のかく乱防止に努める。 

○ 保健文化の森（保健文化機能） 

自然環境を適正に利用する観点から、環境に与える負荷を考慮しつつ、県民の憩いの場とし

てのレクリエーション、健康増進や環境教育としての活用等を推進する。 

○ 地域資源の森（地域の振興に資する機能） 

地域における就労・雇用の場の確保や定住促進等の観点から、持続的な循環型の林業・林産

業の推進や自然体験活動の展開に取り組んで行く。 

 

４． やんばる３村における森林の取扱方針 

（１）森林の利用区分（ゾーニング） 

森林の多面的機能を十分に発揮させ、計画的な森林利用・適切な森林管理を進めるため、森

林の持つ機能の中で重視すべき機能に応じて、保全及び利用区域の設定を行う。 

やんばる３村の森林においては、多様な森林生態系の維持や沖縄本島地域の水がめであるダ

ムや河川を安定的に支える働きの維持・増進、持続可能な循環型林業等の推進などを目的に、

森林の有する多面的機能の中でも、特に「生物多様性保全機能」、「水源涵養機能」、「木材等生

産機能」、「保健文化機能」に応じ、「自然環境保全区域」、「水土保全区域」、「林業生産区域」、

「森林利用区域」の４つの区域を設定し、利用区分を行う。 

 

●やんばる３村の利用区分の考え方 
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なお、林業生産区域及び水土保全区域の一部の地区（脊梁山地、西銘岳周辺部）においては、

生物多様性の保全及び環境保全区域の連続性の確保の観点や森林機能の維持及び森林の保全

の観点から、当分の間、自然環境の保全と利用との調整を要する「要調整地区」とし、引き続

き、関係者間で検討を行うこととする。 

また、国有林は、国（林野庁）が策定する沖縄北部地域管理経営計画等に基づいて管理経営

が行われるとともに、北部訓練場の未返還国有林の一部は、返還後に森林生態系保護地域とし

て取り扱うこととされている。 

県営林は、約９割が無償貸付国有林であることから、保全と利用の区分設定には、国とさら

なる調整を要する。 
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（２）森林施業・森林整備の改善 

森林施業、森林整備の改善は、さらなる環境保全対策の向上及び環境負荷の低減のため、こ

れまでの環境保全の取り組みを継続したうえで、利用区分に応じて森林施業、森林整備の改善

を図る。 

 

●利用区分ごとの森林施業の基本方針・施業方針 
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●利用区分ごとの森林施業の基本方針・施業方針 
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（３）森林の新たな利用（自然体験活動の推進） 

県民をはじめ、多くの人が自然と触れ合う（遊ぶ、学ぶ、癒やされる）場として、やんばる

の豊かな森林資源を活かした森林ツーリズム、森林セラピー、森林環境教育、林業体験などの

自然体験活動を推進していく。 

●利用区分ごとの活用方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． その他の森林保全の取り組み 

（１）特用樹及び造成未利用地の活用 

環境負荷の低い保全型の林業・林産業として、樹木の実・葉・茎・花等を利用する伐採を伴

わない特用樹の活用や耕作放棄地（非農地）、宿泊・娯楽施設跡地等の造成未利用地を活用し

た早生樹種等による森林造成に取り組むこととする。 

（２）択伐の推進 

択伐の実施に向けて、現地に適した収穫手法の確立、技術取得支援等の人材育成、林業機械

の導入等の条件整備を図るとともに、択伐の実証試験を重ね、様々な課題の解決を図り、試行

をとおして択伐を推進していく。  
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資料７ 沖縄県赤土等流出防止条例（抜粋） 

（平成６年 10月 20日条例第 36号） 

（中略） 

（目的） 

第１条  この条例は、事業行為に伴って発生する赤土等の流出を規制するとともに、土地の

適正な管理を促進すること等によって、赤土等の流出による公共用水域の水質 の汚濁（水底

の底質が悪化することを含む。以下同じ。）の防止を図り、もって良好な生活環境の確保に資

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(１) 赤土等 国頭マージ等すべての土壌（礫及び砂分を除く。）及びこれらに類する土壌母

岩の砕屑物をいう。 

(２) 赤土等の流出 赤土等が雨水等によって公共用水域に流出することをいう。 

(３) 事業行為 土地の区画形質を変更する行為をいう。 

(４) 事業現場 事業行為を行う土地の区域をいう。 

(５) 特定事業行為者 千平方メートル以上の一団の土地について事業行為をする者（国その

他規則で定める団体（以下「国等」という。）を除く。）をいう。 

(６) 工事施行者 特定事業行為者から事業行為に係る工事を請け負った者（下請契約によっ

て工事を請け負った者を含む。）をいう。 

(７) 公共用水域 水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号）第２条第１項に規定する公共

用水域をいう。 

(８) 赤土等流出防止施設 赤土等で汚濁された水を貯留し、赤土等の流出を防止する施設

（仮設のものを含む。）をいう。 

(９) 赤土等流出防止装置 赤土等で汚濁された水をろ過する機能を有する装置その他の規

則で定める装置等をいう。 

（赤土等の流出防止） 

第３条 事業行為をする者は、当該事業現場からの赤土等の流出を防止するため、必要な措置

を講ずるように努めなければならない。 

（赤土等流出防止施設基準等） 

第４条 知事は、赤土等の流出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、赤土等流出

防止施設に関する基準及び赤土等流出防止施設の管理に関する基準を規則で定めなければな

らない。 

２ 知事は、赤土等流出防止施設に関する基準及び赤土等流出防止施設の管理に関する基準を

定めようとするときは、あらかじめ、沖縄県環境審議会の意見を聴かなければならない。こ
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れを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 

（赤土等流出防止施設の設置義務等） 

第５条  特定事業行為者は、当該事業行為を実施するときは、前条第１項の規定により定め

られた赤土等流出防止施設に関する基準（以下「施設基準」という。）に適合 する赤土等流

出防止施設を設置し、かつ同項の規定により定められた赤土等流出防止施設の管理に関する

基準（以下「管理基準」という。）により当該施設を管 理しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特定事業行為者が、規則で定める事業行為を実施するときは、

赤土等流出防止装置であって当該事業現場の状況に照らして知事が相当と認めたものによる

ことができる。 

（事業行為の届出） 

第６条 特定事業行為者は、当該事業行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、

次の事項を知事に届け出なければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(２) 事業名 

(３) 事業現場の所在地 

(４) 事業現場の面積 

(５) 事業行為の内容 

(６) 赤土等流出防止施設の構造、配置及び管理の方法又は赤土等流出防止装置の種類及び使

用の方法 

(７) その他規則で定める事項 

（事業現場の面積等の変更の届出） 

第７条 （中略） 

（氏名の変更等の届出） 

第８条 （中略） 

（事業行為の通知） 

第９条 国等が千平方メートル以上の一団の土地について事業行為をしようとするときは、第

６条各号に掲げる事項について知事に通知するものとする。 

２ 国等は、前項の規定による通知に係る第６条第４号から第６号までに掲げる事項を変更

（規則で定める軽微な変更を除く。）しようとするとき、又は同条第１号、第２号若しくは第

７号に掲げる事項に変更があったときは、その旨を知事に通知するものとする。 

３ 知事は、前２項の規定による通知に係る事項について、必要と認めたときは、国等と協議

するものとする。 

４ 地方公共団体その他規則で定める団体については、第６条の規定にかかわらず、前３項の

規定を準用する。 

（計画変更命令） 
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第 10条  知事は、第６条又は第７条の規定による届出があった場合において、その届出に係

る赤土等流出防止施設が施設基準に適合しないと認めるとき、若しくはその管 理の方法が管

理基準に適合しないと認めるとき、又は赤土等流出防止装置による防止対策が十分でないと

認めるときは、その届出を受理した日から 45日以内に 限り、その届出をした者に対し、赤

土等流出防止施設若しくはその管理の方法又は赤土等流出防止装置に関する計画の変更を命

ずることができる。 

（事業行為の実施の制限） 

第 11条 第６条の規定による届出をした者又は第７条の規定による届出をした者は、その届

出が受理された日から 45日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る事業行為

を実施し、又はその変更の届出に係る事項を実施してはならない。 

２ 知事は、第６条又は第７条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるとき

は、前項に規定する期間を短縮することができる。 

（赤土等流出防止対策責任者等の選任等） 

第 12条 特定事業行為者は赤土等流出防止対策責任者を、工事施行者は赤土等流出防止管理

者をそれぞれ選任しなければならない。 

２ 赤土等流出防止対策責任者及び赤土等流出防止管理者は、赤土等の流出防止対策に関して、

作業従事者の指導監督及び規則で定める事項の実施に努めなければならない。 

（承継） 

第 13条 （中略） 

（改善命令等） 

第 14条  知事は、第６条の規定による届出をした者又はその工事施行者が、同条の規定によ

り届け出た事項、第７条の規定により届け出た事項又は第 10条の規定により 命ぜられた事

項に違反して事業行為を実施しているとき、又は工事を施行しているときは、その者に対し、

期限を定めて必要な改善を命じ、又は事業行為若しく は工事の一時停止を命ずることができ

る。 

（事業行為の廃止等に伴う措置） 

第 15条  第６条の規定による届出をした者は、その届出に係る事業行為を廃止し、又は中止

しようとする場合には、当該廃止し、又は中止しようとする事業現場からの赤 土等の流出を

防止するため、規則で定める方法により当該事業現場の状況に照らして適切な措置を講ずる

とともに、その旨を知事に届け出なければならない。 

２ 知事は、前項の規定により届け出られた措置が当該事業現場の状況に照らして十分でない

と認めるときは、当該届出をした者に対し、赤土等の流出を防止するための必要な措置を命

ずることができる。 

（無届けの事業行為の中止命令等） 

第 16条 知事は、第６条の規定により届出をすべき者が同条に規定する届出をしないで事業
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行為を実施しているときは、その者に対し、事業行為の中止及び赤土等の流出を防止するた

めの必要な措置を命ずることができる。 

（耕作の目的に供される土地の管理等） 

第 17条 耕作の目的に供される土地（以下「耕作地」という。）を管理する者は、当該土地か

ら赤土等の流出が生じないように周辺部への畦畔等の設置、土壌の団粒化の促進等を行い、

当該土地の管理に努めなければならない。 

２ 耕作地の造成等に伴って、沈砂池、砂防ダム等が設置されている場合には、当該施設を管

理する者は、当該施設が円滑に機能するように管理に努めなければならない。 

（その他の土地の管理） 

第 18条  耕作地以外の土地（以下「その他の土地」という。）を管理する者は、当該土地か

ら赤土等の流出が生ずるおそれがある場合には、当該土地に芝を植え、砂利を 敷く等により

当該土地の管理に努めるとともに、赤土等流出防止施設等が設置されている場合には、当該

施設が円滑に機能するように管理に努めなければならな い。 

（耕作地等の管理者に対する指導） 

第 19条 知事は、耕作地又はその他の土地から著しく赤土等の流出が生じていることを確認

した場合には、当該土地を管理する者に対し、赤土等の流出を防止するよう指導することが

できる。 

（立入調査） 

第 20条  知事は、この条例の施行に必要な限度において、第６条の規定による届出をした者、

第６条の規定により届出をすべき者で同条に規定する届出をしないで事業行 為を実施して

いる者若しくはこれらの工事施行者に対し、赤土等流出防止対策状況の報告を求め、又は当

該職員に、その者の事業現場若しくは事務所に立ち入 り、赤土等流出防止施設、赤土等流出

防止装置等を調査させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれ

を提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら

ない。 

（適用除外） 

第 21条 この条例は、非常災害のために必要な応急措置として行う事業行為については、適

用しない。 

（総合的施策の策定等） 

第 22条 知事は、赤土等の流出防止対策に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施す

るとともに、赤土等の流出防止対策に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものと

する。 

（規則への委任） 
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第 23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（経過措置） 

第 24条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、

その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

（罰則） 

第 25条 第 10条、第 14条、第 15条第２項又は第 16条の規定による命令に違反した者は、

50万円以下の罰金に処する。 

２ 第６条、第７条又は第 15条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

20万円以下の罰金に処する。 

３ 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 

(１) 第 11条第１項の規定に違反した者 

(２) 第 20条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者 

（両罰規定） 

第 26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又

は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対して各本条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。ただし、第４条第２項の規定は、平成６年 11月１日から施行する。 

（平成７年 10月規則第 63号で、同７年 10月 15日から施行） 

（後略） 
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資料８ 慶佐次マングローブ観光利用【ガイド・事業者間ルール】 

 

■ルール適用区域： 

本ルールは、慶佐次川河川敷（港原５６９・６９１～慶佐次旧漁港）及びふれあいヒルギ公園

区域における観光利用行為を対象とするものである。 

■対象者： 

本ルールは、東村観光推進協議会へ登録申請し、登録を認められたガイド及び事業者に適用さ

れるものとする。 

 

〇環境保全共通ルール 

１）指定区域内の動植物は採取（集）禁止。 

２）干潟には、下りない。また、降りている人を見かけたら注意すること。 

３）生き物への餌付け禁止。 

４）落ちている植物を手にとって観察した場合は、必ずもとの場所に戻す。観察を目的とした

動物の一時捕獲は、事前に現状変更申請を行い許可された観察方法のみ行う。 

５）フィールドの環境モニタリング活動を敵的に行うこと。 

６）環境負荷が生じた場合は、ツアールートを変更するなど、各関係者との協議の上、天然記

念物現状変更申請手続きをとるなどして、環境保全活動の一環として除去する事。 

８）定期的及び必要に応じてフィールドの清掃活動を行うこと。 

９）利用するフィールドを慶佐次一ヶ所に集中させないために、代替フィールドを積極的に活

用していくこと。 

１０）観光・レジャー目的の動力船は、進入禁止。ただし、緊急・避難時はこの限りではない。

その他の動力船進入については、地元住民の意見を反映させること。 

１１）ツアー開始時に、天然記念物や利用ルールなど、環境保全に関するレクチャーを行うこ

と。 

１２）トイレはツアー開始前に済ませること。 

１３）ゴミは全て持ち帰ること。 

１４）駐車場では、アイドリングストップのこと。 

１５）ツアー中は喫煙禁止。 

 

〇安全管理共通ルール 

１）ツアー事業者は、ツアー利用者のために傷害保険に加入し、また、事故発生時の損害賠償

責任対策として、1億円以上の損害賠償責任保険に加入すること。 

２）ツアー前の気象情報を確認する。各種警報（大雨・洪水・雷・波浪・暴風)及び注意報発

令時には、現場の状況を確認しながらツアー中止か続行の判断を行う。同時に、警報解除時
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においては、現場の状況と気象（予報）図を見ながら、ツアー再開の判断を行うこと。 

３）緊急時には迅速に対応し、リスト化されている緊急連絡先へ通報すること。 

４）緊急用品を携帯すること。 

５）熱中症・日射病予防のため、水分補給と帽子着用を呼びかけること。 

６）危険個所、危険生物（ハチの巣、ハブ等）を発見したら、先ず、安全を確保した後に、周

囲のガイドに注意を呼びかけ、同時に東村観光推進協議会と村役場（環境保健衛生課）へ連

絡し駆除を要請する。なお、協議会は各事業者に対して速やかに注意喚起を行うこと。 

７）ツアー開始前に、利用者に対してヘルスチェックを行い、ツアー参加に支障が起きると事

業者が判断すれば、その利用者はツアーに参加させない。なお、個人旅行に関しては、ツア

ー開始前に、参加に当たっての著注意を行った上で、免責同意書に署名してもらうこと。ま

た、団体旅行については、口頭で同意書の内容を注意説明するなどして、参加者への理解を

促すこと。 

８）ツアー開始前に、利用者に対して、喫煙、飲酒や上半身裸等の行為は止めるよう注意し、

注意が守られない場合は、ツアーに参加させない。なお、ツアー開始後、利用者が故意に転

覆するなど危険行為を行った時は注意し、注意が守られなければツアーを中止すること。 

 

〇カヌーツアー乗船ルール 

１）カヌーの進行は左側通行を遵守すること。 

２）1人のガイドが引率できる利用者の上限は、ダブル艇 5艇までにすること。 

３）カヌーは、着座位置を含め正しい姿勢で乗り、乗船中はその姿勢を維持すること。 

４）カヌーは、基本の漕ぎ方に忠実かつ習熟していること。 

５）カヌーは、前進・後退・停止・方向転換等、自在に操縦する技術が見に付いていること。 

６）自艇については、迅速な転覆処理ができること。他艇については、転覆処理および落水者

の救出が迅速にできること。 

７）自力で漕ぐことが不能となった他艇、乗員はそのまま牽引できること。 

８）緊急時（強風、雷、体調不良、事故、怪我等）を除いては、干潟には降りないこと。 

９）No.5地点では、干潟に降りないこと。なお、同地点から上流・下流の両方向から通り抜

けしないこと。 

１０）団体ツアーに関して、原則的に（利用者のカヌー操縦技術の程度や、川の混雑状況を見

てガイドが判断する）、１０艇のグループはオヒルギまで、２０艇のグループはカーブの手前

までをツアーの最終・折り返し地点とすること。（地図上に地点番号を打つ） 

１１）慶佐次大橋から上流はスピードを落として徐行し、利用者に対してもそのように指示す

ること。 

 

〇カヌーツアー安全管理ルール 
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１）ライフジャケットの着用を徹底すること。 

２）ライフジャケットの下にも服を着用すること。 

３）天候の変化に対応可能な服装と履物で乗船すること。 

４）気象条件によっては、ガイドを増員すること。 

５）乗船前に参加者のヘルスチェックを行い、安全管理上の注意事項をレクチャーすること。 

６）携帯電話または無線機と牽引ロープを携行すること。 

７）事業者は、少なくともガイド 1名以上を日本赤十字社が行う水上安全法救助講演会に参加

させ、更新期限を守り、救助に関する知識、技術を常に維持すること。 

８）ガイドは、東村エコツーリズム協会が定期的に主催するレスキュー講習会を受講すること。 
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資料９ 西表島カヌー組合ルール集（抜粋） 

 

１）．総則 

（１）環境保全について 

①カヌーツーリング等は西表島の自然環境の保全に努めながら実施する事。（1999．10．25

動植物保護と自然環境の保全に関する覚書） 

②ゴミを捨ててはならない。組合員は、ツアー開催場所の清掃に努めなければならない。ツ

アー参加者に対しては、ゴミの持ち帰りを呼びかける。（H18．4．14．自主ルール） 

③ツアー中は、むやみに動植物の採取をしてはならない。（H18．4．14．自主ルール） 

（中略） 

（４）運営について 

組合員は、このルール集の規定を遵守しなければならない。あわせて、事業所に所属する

ガイドが、この規定を遵守しているか監督しなければならない。（H18．4．14．自主ルール） 

 

２）．ピナイサーラおよび船浦湾周辺地域 

①ガイドは、ツアー開催中、組合が発行するガイド証を携帯しなければならない。（H18．4．

14．自主ルール） 

②ガイド証の発行条件は以下とする。 

 a) 消防庁等が主催する救命講習を受講すること。 

 b) ガイド証は一人一枚とする。（複数のショップのガイド証を同時に所持できない） 

（H23．3．28．定期総会） 

③営利を目的とした非動力船を利用したガイドツアーは1パーティー8名以下とする。（H19．

1．10．臨時総会） 

④1業者が 1日に客をガイドできる人数は、最大 14名とする。ただし、一人のガイドが案

内できる人数は最大 7名とする。8名以上になると複数グループが別々の行動を取らなけ

ればならない。（H14．9．1自主ルール） 

ガイドの数は 1日 3名までなら最大客数は 14名。ガイドが 4名以上になると客数とみ

なす。（例えばガイドが 4名なら最大客数は 13名になる。） 

新規加入の事業者が 1日にガイドできる人数は、当自主ルールの人数の半分で一年間と

し、桟橋等が整備されなければ検討をする。（H15．10．16自主ルール／H18．4．14、
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H19．1．10改定） 

⑤ガイド付きツアーとレンタルカヌーを合わせて、1日 1業者最大 14名とする。ただし、

小学生以下（6歳未満）は数に入れない。小学生以下にはパドルを持たせないというのが

条件。パドルを持たせた場合は客数に入れる。（H15．9．10自主ルール／H17．4．5定

期総会で改定／H18．4．14改定／H19．1．10臨時総会で改定） 

⑥竹富町内の学校及び子供会が利用する場合は、2－2・2－3・2－4・2－5・2－6の各規定

を適用しない。ただし、最低 1人の組合所属のガイドが同行し、10名につき 1名以上の

案内人をつけなければならない。案内人には、組合所属のガイド・先生・子供の保護者が

なることができる。（H18．4．14自主ルール改定） 

⑦カヌー等レンタル事業者は、利用のルールを含むガイドマップを作成し、利用者に配布、

遵守させる。（覚書） 

⑧動物（特に犬）をツアーに参加させるなら次のことを守る。 

a)動物は必ず首輪等でつないでおく。 

b)糞等の管理をし、他に迷惑がかからないようにする。 

c)滝壷では泳がせない。 

ただし、この自主規制で様子をみて、不都合が生じればまた検討する。（H15・4・25自主

ルール） 

⑨船浦湾・ピナイサーラの周辺でキャンプ・たき火をしてはならない。（H18・4・14・自主

ルール） 

⑩拡声器の利用は、安全上必要な場合を除き、使用を禁止する。（覚書） 

⑪参加者を滝つぼで泳がせる場合は、安全に関して十分な配慮をしなければならない。また、

以下の行為は禁止する。 

a)ピナイサーラの滝において、滝に打たれること。 

b)ピナイサーラの滝・西田の滝において、高い岩の上から滝つぼに飛び込むこと。 

（H18．4．14 自主ルール） 

⑫係留ロープは 4m以上 5m以下（タンデム艇で艇長が 5mくらいの場合は、係留ロープ 6m

以上 7m以下）のものを使用し、係留地点と艇と間は 3m以上（タンデム艇で艇長が 5m

くらいの場合は 5m以上）離れるようにする。係留方法は図示したように行う。なお、艇

数が多い場合は分けてもよく、他のカヌー等の係留に支障がないようにする。レンタルカ

ヌーの係留も同様とするように案内する。（H16．3・15自主ルール／H18．4．14 自主

ルール） 
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⑬自然休養林内の営利を目的とした入林において、既存の山道以外は利用しない。（H17．4．

5定期総会） 

既存の山道とは、以下の山道である。 

a)ピナイ川カヌー置き場～ピナイサーラ滝つぼ間 

b)ピナイ川カヌー置き場～ピナイサーラ滝上間 

c)船浦湾～ピナイ川カヌー置き場間 

d)マーレー川カヌー置き場～ピナイサーラ滝上間 

e)西田川カヌー置き場～西田の滝間 
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⑭海中道路及び船浦港スロープにおいて、カヌー台車（トレーラー）を駐車したままツアー

を開催しないこと。トレーラーは船浦港駐車場に移動した後にツアーを開始する。 

（後略） 
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資料１０ 沖縄県自然再生指針～豊かな自然環境を取り戻し、美ら島うちなーを 

次世代へ～（抜粋） 

策定主体 沖縄県 

策定年月 平成 27年 3月 

目次（抜粋箇所を太字で示す） 

第 1部 沖縄らしい自然環境の再生を目指して 

第１章 自然環境再生指針の趣旨 

１．本指針策定の背景と目的 

２．本指針の位置づけ 

３．本指針の基本理念 

４．本指針の構成 

第２章 自然環境の再生の意義 

１．本指針における自然環境の再生の定義 

２．自然環境の再生の担う役割 

第３章 本県の自然環境の特徴 

１．琉球列島の自然環境の特徴 

２．環境区分ごとの特徴 

第４章 沖縄らしい自然環境の再生の取組 

１．失われた自然環境の特徴 

２．自然環境の主な問題点・課題及び再生のイメージ 

 

第２部 自然環境再生事業に係る基本的な考え方 

第１章 自然環境再生事業の実施内容 

１．自然環境再生事業の区分と取組内容 

２．自然環境再生事業の実施手順 

第２章 自然環境再生事業の実施に当たっての留意点 

１．順応的管理 

２．地域との協働 

第３章 その他の留意点 

１．環境経済評価を踏まえた便益計測 

２．自然環境再生事業における防災機能の考え方 
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第 1部 沖縄らしい自然環境の再生を目指して 

第 1章 自然環境再生指針の趣旨 

（中略） 

１．本指針策定の背景と目的 

（中略） 

そのような中、我が国においては、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すこ

とを目的として、自然再生推進法が平成 17 年（2005 年）より施行され、同法に基づく自然

環境再生事業などの取組が全国的に実施されてきている。 

本県においても、同法に基づき、国内最大規模のサンゴ礁域である石西礁湖における取組な

どが進められてきているものの、失われた自然環境の特徴や自然環境の再生に係る課題、自然

環境再生事業を進めるに当たっての留意点などが体系的に整理された指針等がなかったこと

から、今般、これら必要な事項をとりまとめた「自然環境再生指針」を策定したところである。 

２．本指針の位置づけ 

「沖縄振興特別措置法」（平成 14 年法律第 14 号）において「国及び地方公共団体は、沖縄

における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その

他の必要な措置を講ずる」ことが規定されており、また、同法に基づき策定されている「沖縄

21 世紀ビジョン基本計画」（平成 24 年（2012 年））の基本施策として「自然環境の保全・

再生・適正利用」が謳われている。 

これらの施策を推進するため、本県においては図１－１に示すとおり様々な指針や計画等が

定められているところであるが、これまでに「自然環境の再生」に関する施策に焦点を当てた

ものは策定されていなかった。 

そこで、その具体的取組としての自然環境再生事業の推進強化を図るものとして本指針を策

定したところであり、関連する計画や各分野の計画・施策と整合を図りながら、沖縄らしい自

然環境の再生を図っていく必要がある。 
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３．本指針の基本理念 

人々の営みは、生態系の中の一要素として、自然からの働きかけと自然への依存によって成

立している。古来、人々は自然の中で生活をしており、人と自然とが関わりを持ち調和を保つ

ことで、自然環境が維持されてきた側面もある。 

この自然環境は、人々に多くの恵みをもたらし、豊かな文化の根源となっていることから、

本指針の基本理念を、過去に行われた事業や人間活動等により失われた「豊かな自然環境を取

り戻し、美ら島うちなーを次世代へ」とし、失われた生態系の健全性と生物多様性を取り戻し、

人と自然との関係をより深め、その状態を維持・向上することとする。 

また、その基本理念を踏まえ、自然環境を再生するに当たっては、「健全な生態系の再生」、

「生物多様性の確保」、「自然とのふれあいの場づくりへの寄与」及び「防災・減災への寄与」

をその基本方針とし、推進していくこととする。 
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（中略） 

第２部 自然環境再生事業に係る基本的な考え方 

第 1章 自然環境再生事業の実施内容 

（中略） 

２．自然環境再生事業の実施手順 

自然環境再生事業は、図２－２や表２－１のとおり、発案・起案を開始し、構想・計画の検

討やその構想・計画に基づく施工等の後、維持管理しながら利活用を図っていくというのが基

本的な流れであるが、自然再生重視型事業とインフラ整備連携型事業では、全体構想の作成の

有無や、地域との関わり方といった点で差異がある。以下（１）～（４）において実施手順の

概略を示す。 
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（中略） 

 

第２章 自然環境再生事業の実施に当たっての留意点 

（中略） 

１．順応的管理 

自然環境再生事業の実施に当たっては、事業の目標を達成するため、自然環境の状況をモニ

タリング・評価しながら、設計、施工及び維持活用などに反映する「順応的管理」の考え方を

基本として進めていくことが必要である。 
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（１）順応的管理の方法 

順応的管理とは、自然環境再生事業が対象とする生態系その他の自然環境は、常に変化し、

また、不測の事態が発生することを考慮して、事業の目標を達成するため、適切な管理目標を

設定し、施工や維持活用によってその管理目標が達成されているかをモニタリングにより検

証・評価し、地域との協働を図りながら柔軟に対応していく方法である（図２－５）。 

この順応的管理の実施に当たっては、以下に示す項目を検討・整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

（２）協力体制の構築等 

順応的管理を進めるには持続性を確保するための体制づくりが重要となることから、その協

力体制の構築等に当たっては、「２．地域との協働」も踏まえ、以下に示す項目について検討

する。 

１）モニタリングを行う体制づくり 

①地域との協力体制 

モニタリング・維持管理は人手によるこまめな作業であり、自然の遷移のサイクルに合わせ

た長期的な視野に立ったものである。このため、地域住民、各種団体等の協力を求め、地域に

根ざした息の長い仕組みをつくることが必要である。 

②（仮称）自然環境再生モニタリング検討会の設置検討 

モニタリング結果については科学的な検証を行い、その結果を踏まえ、事業内容の見直しを

行う。その際には、有識者・学識経験者の専門家等で構成される「（仮称）自然環境再生モニ

タリング検討会」を設置することが望ましい。 
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２）役割分担 

維持活用の初期段階から地域住民、各種団体、行政などが参加し、目標やモニタリング方法

を議論し、共有していく仕組みをつくることが望ましい。 

表２－4 及び図２－７にモニタリングにおける役割分担イメージを示す。 

 

表２－4 モニタリングにおける役割分担イメージ 

参加者 役割 

地域住民、

各種団体等 

簡易的なモニタリングにより対象区域の日々の環境変化を捉えた調査を行う。な

お、専門的な知識を有する者が地域に存在する場合には、事業実施者が調査するよう

な内容を行うことも検討する。 

研究者等 難易度の高い研究を進め、自然環境再生事業の効果を評価し、設計・施工や維持活

用に係る改善点やフィードバックに関する提案を行う。 

事業実施者 定期的に広範囲な自然環境の把握に努める。 

（中略） 

 

２．地域との協働 

自然環境再生事業における「構想・計画」、「設計・施工」、「維持活用」の各段階においては、

各段階に応じて「地域との協働」により地域の多様な主体が参加し連携を図り、事業を進めて

いく。ここでは、その基本的な考え方について示す。 

（中略） 

（２）地域との協働の基本的な考え方 

（中略） 

２）自然環境再生事業の地域参加のイメージ 

①参加主体 

自然環境再生事業への参加主体（個人又は団体・法人）としては、以下が考えられる。 

○事業実施者（事業を実施しようとする者） 

○参加者（事業に参加しようとする者） 

・地域住民、ＮＰＯ等団体、各種団体（組合・協会等） 

・教育関係者、専門的知識を有する者（研究者等の専門家） 

・土地管理者 

・地域活動者（地域外から日常的に地域へ来て活動している者）等 

○関係行政機関（事業に行政の立場（関連法令・計画を所管する立場、 

地域との調整窓口としての立場）から関与する者） 

 

1-143

平成29年2月提出版



 

 

②目的を踏まえた地域との連携 

自然環境再生事業においては、再生した自然環境を地域との持続的な関わりの中で維持活用

していくことが重要である。 

よって、自然環境の再生そのものを目的とする「自然再生重視型事業」は「インフラ整備連

携型事業」と比べて、より地域との連携を深めていく必要がある。 

一方で、生活の向上及び防災・減災や安全を主目的とした「インフラ整備連携型事業」では、

その主目的の違いから、比較的緩やかな連携が図られることが想定される。 

③会議体イメージ 

地域との連携のあり方を踏まえ、どのような会議体を作っていくかを検討する必要がある。 

例えば、「自然再生重視型事業」の場合には、可能な限り早い段階で会議体を設置し、情報共

有や合意形成を図りながら、地域との十分な連携を図り、自然環境再生事業をともに作り上げ

ていくための場として会議体が設置されることが想定される。 

また、比較的緩やかな連携が想定される「インフラ整備連携型事業」では、再生した自然環

境が十分利活用されていくよう、地域からの声を十分に反映し、維持管理やモニタリングなど

への協力を呼びかける場としての会議体が設置されることが想定される。 

これらの会議体のイメージを次頁に示す。 

（後略）  
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資料１１ 第２次沖縄県環境基本計画（抜粋） 

策定主体 沖縄県 

策定年月 平成２５年４月 

目次（抜粋箇所を太字で示す） 

第１章 計画の基本的事項 

1．計画策定の背景 

2．計画の目的 

3．計画の目標 

4．計画の性格・役割 

5．計画の期間 

6．計画の対象地域 

7．県民と環境との関わり 

8．計画の構成 

第２章 環境の現況と課題 

1．社会的状況、環境の状況と課題 

2．沖縄県がかかえる環境問題の現況と課題 

3．地球環境の現況と課題 

4．環境教育等の現状と課題 

5．環境と経済が調和する社会づく りにおける現状と課題 

第３章 環境の保全・再生・創造のための施策 

1．県民の望む環境像 

2．施策の基本方針と体系 

3．「豊かな自然環境に恵まれた安全・安心でやすらぎと潤いのある沖縄県」を目指して 

第４章 各主体の役割及び環境への配慮指針 

1． 各主体の役割 

2． 主体別環境配慮指針・取組の一例 

3． 事業別配慮指針 

4． 圏域別配慮指針 

第５章 計画の推進体制 

1． 計画の推進体制 

2． 各主体の連携・協働・参加の推進 

3． 計画の普及及び意識啓発 

4． 計画推進のための財政措置等 

5． 計画の進捗状況の点検・見直し 

6． 調査研究の推進・監視観測体制の充実 
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第１章 計画の基本的事項 

（中略） 

２ 計画の目的 

本計画は、『沖縄県環境基本条例』第８条の規定に基づく計画であり、その目的は以下のとお

りです。 

■沖縄の環境の現況と課題を踏まえ、環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標

及び施策の方向を明らかにすることにより、県民、事業者、行政等の各主体による環境保

全の促進。 

■各主体のパートナーシップのもと、『豊かな自然環境に恵まれた安全・安心でやすらぎと

潤いのある沖縄県』の実現に向け、具体的な各種の環境の保全及び創造に関する施策の総

合的かつ計画的な推進。  

（中略） 

４ 計画の性格・役割 

本計画の内容は、本県の基本構想である「沖縄２１世紀ビジョン」及び総合的な基本計画で

ある「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」を環境の面から推進する計画としての役割を持ってい

ます。 

このため、本県の環境保全を目的とする計画は、本計画に沿って策定し、展開・推進されな

ければなりません。また、他の計画においても、環境に関する事項については、環境保全を目

的とする計画と同様、本計画の基本的な考え方に沿って策定し、本計画との調和を保つものと

します。  
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【矢印関係の意味】 
  方向性：上位計画から下位計画へ方向性を示す 
  根 拠：法令等を根拠として策定される 
  整 合：上下関係にある計画間において、その内容の整合を図る 
  連 携：並立関係にある計画間で連携を図りながら施策等を進める 
  推 進：下位計画から上位計画を推し進め、発展させる 

環境基本法 

第４次 
環境基本計画 

・自然環境保全法 
・自然公園法 
・種の保存法 
・鳥獣保護法 
・生物多様性基本法 
・景観法 
・水質汚濁防止法 
・湖沼法 
・土壌汚染対策法 
・環境影響評価法 
・大気汚染防止法 
・ダイオキシン類 
 対策特別措置法 
・PCB特別措置法 
・地球温暖化対策 
 推進法 
・フロン回収破壊法 
・循環型社会形成 
 推進基本法 
・廃棄物処理法 
・環境教育推進法 

など 

国(法律・計画) 

沖縄県環境基本条例 

・沖縄県自然環境保全条例 

・沖縄県立自然公園条例 
・沖縄県赤土等流出防止条例 
・沖縄県環境影響評価条例 

・沖縄県景観形成条例 
・ちゅら島環境美化条例 
・沖縄県生活環境保全条例 

など 

沖縄県(条例) 

・沖縄県地球温暖化対策 
実行計画(区域施策編) 

・沖縄県廃棄物処理計画 

(第三期) 
・赤土等流出防止対策 
基本計画 

・生物多様性おきなわ戦略 
・自然環境の保全に関する 
指針 

・鳥獣保護事業計画 
など 

第 2 次沖縄県 

環境基本計画 

<県土保全> 

土地利用計画、防災計画、 

治水事業計画等 

・琉球諸島沿岸海岸保全 

基本計画 

・河川整備基本方針及び 

河川整備計画 

 

 

<交通・通信> 

沖縄県総合交通体系基本計画、 

空港整備計画、港湾整備計画、 

道路整備計画 

 

 

<産業振興> 

森林計画、農業振興計画、 

企業立地方針、観光計画等 

 

 

<都市・生活基盤整備> 

都市公園整備計画、上水道 

整備計画、下水道整備計画、

沖縄県景観形成基本計画 

など 

… 

… 

… 

沖縄県の総合的な基本計画 
～沖縄２１世紀ビジョン基本計画～ 

○沖縄２１世紀ビジョンの実現に向けた「基本方向」や「基
本施策」などを明らかにした基本計画 

○環境にかかる基本施策として、「沖縄らしい自然と歴史、伝
統、文化を大切にする島」を明示 

沖縄県(計画) 

連携 

整
合 

整
合 

整
合 

推
進 

方
向
性 

根
拠 

方
向
性

根
拠

根
拠

【環境保全に係る法令・計画等の位置づけと役割】 
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５ 計画の期間 

本計画の対象期間は、平成 25年度(2013年度) ～ 平成 34年度(2022年度) の 10年間と

し、本県の環境基本条例に沿って「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」や、その他関連計画を環

境面から推進する計画とします。 

なお、沖縄２１世紀ビジョン実施計画の見直しや本県の環境及び社会経済の状況等の変化を

踏まえ、必要に応じて本計画の見直しを行います。 

 

６ 計画対象地域 

本計画の対象地域は、沿岸海域を含む沖縄県全域とします。 

（中略） 

第４章 各主体の役割及び環境への配慮指針 

１ 各主体の役割 

（中略） 

１-１  行政機関 

県は基本計画に基づき総合的かつ効果的に環境の保全・再生・創造のための施策を推進しま

す。また、事業者、県民、ＮＰＯ等民間団体、観光旅行者等及び米軍の各主体が自主的、積極

的に環境保全活動に取り組めるよう各主体の役割及び環境への配慮指針を提示するとともに、

各主体への啓発活動への取組を推進します。また、社会資本整備等による環境保全対策の活動

基盤の充実、その他の環境保全活動促進のための支援を行います。 

なお、本県に占める広大かつ過密な米軍基地の存在・運用は、周囲の県民生活や自然環境等

と深く関与していることから、県としても、米軍に対し、その役割の重要性や環境への配慮等

について、継続的に要請していきます。 

環境の保全・再生・創造を推進するためには、地域における取組が不可欠であり、地方分権

が進展する中で、地域の住民に最も身近な市町村が果たす役割が一層重要となってきています。 

このため、市町村ではそれぞれの地域特性に応じて、環境の保全・再生・創造に関する総合

的な計画等の策定を行うとともに、県、事業者、県民、ＮＰＯ等民間団体、観光旅行者等及び

米軍と協力・連携した取組を推進することが必要です。 

（中略） 

２ 主体別配慮指針・取組の一例 

（中略） 
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2-1  行政機関 

目標 配慮指針 

循環 
◆各種事業の実施において、エネルギーの有効利用や汚染物質の排出抑制等により、
環境負荷の低減に配慮する。 

◆各種事業の実施やオフィス活動において、循環に配慮し、環境配慮型商品や再資
源化製品の積極的な利用や３Ｒを徹底し、廃棄物の減量化を推進する。 

◆建築物の設置や管理において、再生可能エネルギーやＥＳＣＯ事業の導入及び水の有効
利用等により、環境負荷の低減に配慮する。 

◆地域の社会経済活動による環境負荷を低減するための施設整備、規制、調査研究、
普及・啓発や対策等の各種施策を策定、実施する。 

共生 
◆水や緑の保全、野生生物の生息・生育空間の確保、自然との触れ合いの場の確保
等を図るための施設整備、規制、調査研究、普及・啓発等に関する各種施策を策
定、実施する。 

◆各種事業の実施において、環境影響評価等の実施により水や緑の保全、野生生物
の生息・生育空間の確保等に配慮する。 

◆保全緑地、公園、道路、公共施設内等の公共用地での緑化を進める。 
◆河川整備において、多自然川づくりにより生物の生息空間に配慮する。 
◆公共施設等の設置において、地域の歴史的風土や景観に配慮する。 
◆地域で育まれた歴史、文化、風土などの特性を生かした魅力ある地域づくりに向
けた取組を推進する。 

◆自然環境に配慮した土地利用を進める。 

参加 
◆地域における各種事業の実施にあたり、本計画に定める「事業別配慮指針」及び
「圏域別配慮指針」、「自然環境の保全に関する指針」に沿って、環境の保全・再
生・創造に関する取組を推進する。 

◆環境学習、環境教育の推進、環境に関する情報の提供等を通じて、環境保全活動
を推進するとともに、人材の育成に努める。 

◆環境マネジメントシステム(エコアクション21･ＩＳＯ)や環境会計の導入、環境報告書
の作成等に関する普及･啓発に努める。 

◆行政自らがグリーン購入や再資源化製品の積極的な利用に率先して取り組むな
ど、地域への普及に努め、環境に配慮した商品の購入を促進する。 

◆研修機会や情報の提供等により、職員の環境保全活動を促進する。 

地球

環境

保全 

◆公用車の使用に際しては、急発進、空ぶかし、不要なアイドリングをなくす等の
エコドライブを心がけるなど適正な運転や燃料消費効率の適正管理(タイヤ空気
圧、車載重量等)に努めるとともに、電気自動車等低公害車の導入を進める。 

◆良好な歩行空間の形成、自転車利用及びバスやモノレール等公共交通機関の利用
促進に努める。 

◆ＴＤＭ (交通需要マネジメント)施策や交通流の円滑化の推進に努める。 
◆地球温暖化、オゾン層破壊など地球的規模の環境問題に対する各種施策を実施す
る。 

◆地域レベルでの地球環境保全対策や取組に努めるとともに、県民や事業者等への
セミナーや支援プログラム等を推進する。 

◆建築物の設置や管理において、再生可能エネルギーやＥＳＣＯ事業を導入し、温
室効果ガスの削減を図る。 
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目標 配慮指針 

環境

と 

経済 

◆環境と経済との調和に関する理念について、地域や企業等への普及に努める。 

◆県内企業における社会的責任活動(ＣＳＲ)を促進する。 

◆環境保全のための費用負担意識について、県民や地域、企業等への普及に努める。 

◆企業における環境マネジメントシステムの普及・拡大に努める。 

◆省エネルギー機器等の普及・促進を図る。 

◆リサイクル･ビジネスの展開及び技術力の向上に対する取組を支援する。 

◆バイオマスの利活用を促進する。 

（中略） 
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３ 事業別配慮指針 

（中略） 

３-２  各種事業の実施における環境配慮指針 

本県は、多種・多様な動植物が生息・生育し、豊かで貴重な自然環境を有していますが、

人口や観光客の増加、さらには社会経済活動の進展等により本県の豊かな自然環境が失われ

つつあります。 

このため、本県では規模が大きく環境への

影響の程度が著しいものとなるおそれがあ

る事業について、「環境影響評価法」及び「沖

縄県環境影響評価条例」に基づく環境影響評

価の手続を実施し、事業の実施に際して、当

該手続きにおいて検討された環境保全措置

を講ずることで、事業の実施に伴う環境影響

の回避・低減に一定の成果をあげてきました。 

しかしながら、これまでの環境影響評価制

度は、事業実施段階での環境保全措置が中心

であったことから、計画段階からの環境

配慮が求められてきました。 

このような事業実施段階における環

境影響評価の限界を補うため、事業のよ

り早い段階から環境配慮を行う「計画段

階配慮書手続」が平成23年(2011年)の

環境影響評価法の改正において導入さ

れたところです。県においても、条例を

平成25年３月に改正して同手続を導入

しており、計画段階から配慮できるよう

制度の見直しを行ったところです。 

各種事業の実施にあたっては、右図に

示す環境影響評価の流れや共通事項及

び個別事項、本県の自然環境保全の施策

となる「自然環境の保全に関する指針」

等に基づき、本県の環境に配慮する必要

があります。 

資料：沖縄県環境生活部環境政策課 

 

資料：環境省 
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（中略） 

４ 圏域別配慮指針 

本県の環境の保全・再生・創造に向けては、県行政における環境保全施策の総合的かつ計画

的な実施とともに、行政機関、事業者、県民、ＮＰＯ等民間団体、観光旅行者等及び米軍の各

主体が環境基本計画の基本的な方向に沿って、それぞれの地域の実情に応じた環境保全活動に

取り組むことが必要です。 

 このため、関連計画との整合性を考慮し、県を沖縄島北部圏域、沖縄島中部圏域、沖縄島

南部圏域、宮古圏域、八重山圏域の５つの圏域に区分し、それぞれの圏域ごとの環境に配慮す

べき事項を示します。 

（中略） 

圏域別 環境配慮事項 

各圏域共通 ●河川改修、堤防や護岸の設置、埋立等の開発事業や農地開発等においては赤土等

の流出や生態系の攪乱、景観等への影響を低減できるよう、事業実施の場所、規

模、構造、施工方法等について細心の注意を払う。 

●過去の開発等により失われた自然環境の再生と残された自然の保全に努める。 

●生態系の攪乱防止のため、マングース等外来種の駆除･防除やペット類(犬･猫等)

の遺棄の防止に努める。 

●汚水処理については、下水道や集落排水施設等の集合処理施設が未整備の区域に

おいては、家庭、事業場、畜舎等による排水で河川や海域を汚さないよう、合併

処理浄化槽等を設置するなど、排水の適切な処理に努める。 

●観光産業においては、多様で個性豊かな自然環境や歴史的･文化的に優れた地域

資源を生かすとともに、環境容量(キャリングキャパシティ)を踏まえた環境保全

活動と経済活動が共存するルール作り等の取組に努める。 

●廃棄物は、再資源化や有効活用等により最終処分量を低減し、持続可能な循環型

社会の形成を図る。 

●関係機関と連携した廃棄物の不法投棄の未然防止や適正処理の指導に努める。 

沖縄島北部

圏域 

●大宜味村の塩屋湾から東村の平良湾にかけての地峡以北の山地部は、林齢 40年

以上の森林が連続して見られ、ノグチゲラをはじめとする貴重種の生息に重要な

地域が含まれることから、自然環境の保全に努める。 

●オニヒトデによる食害等を防止し、豊かな海域生態系の保全を図る。 

●盗掘等の採取により、貴重な野生動植物の個体の消失防止に努める。 

●生態系の攪乱防止のため、マングース等外来種の駆除･防除やペット類(犬･猫等)

の搬入防止に努める。 

●過去の開発等により失われた自然環境の再生と残された自然の保全に努める。 

●河川改修、堤防や護岸の設置、埋立等の開発事業や農地開発等においては赤土等

の流出や生態系の攪乱、景観等への影響を低減できるよう、事業実施の場所、規

模、構造、施工方法等について細心の注意を払う。 

●ダムや取水堰の建設にあたっては、貴重な野生動植物の生息・生育や生態系に十

分配慮する。 
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●野生生物の道路への侵入防止や脱出を容易にする側溝の採用及びロードキルの

回避に努める。 

●観光産業においては、多様で個性豊かな自然環境や歴史的･文化的に優れた地域

資源を生かすとともに、環境容量(キャリングキャパシティ)を踏まえた環境保全

活動と経済活動が共存するルール作り等の取組に努める。 

●林業においては、県産材の利用開発や、森林の持つ多様な機能を持続的に発揮さ

せるために森林生態系に配慮した森林整備を推進するとともに、森林ツーリズム

等による多面的活用を図る。 

●環境に配慮した産業の創出を目指し、太陽光発電や風力発電、バイオマス等の再

生可能エネルギー導入に関する実証試験・実用化に向けた取組に努める。 

●北部訓練場や安波訓練場等の返還後の利用にあたっては、自然環境の適切な保全

や森林地域の保全･整備に取り組み、やんばるの森の資源を生かした活用を図る。 

●汚水処理については、下水道や集落排水施設等の集合処理施設が未整備の区域に

おいては、家庭、事業場、畜舎等による排水で河川や海域を汚さないよう、合併

処理浄化槽等を設置するなど、排水の適切な処理に努める。 

●御嶽林、抱護林、屋敷林の保全や庭の囲いを生け垣にするなど、街並みや集落景

観の維持・向上に努める。 

●開発等事業においては、騒音や振動、低周波音及び大気汚染の発生防止に努める。 

●採石事業者においては、散水や車両に付着した粉塵の洗浄等を行い、粉塵発生の

防止に努める。 

●廃棄物は、再資源化や有効活用等により最終処分量を低減し、持続可能な循環型

社会の形成を図る。 

八重山圏域 ●河川改修、堤防や護岸の設置、埋立等の開発事業や農地開発等においては赤土等

の流出や生態系の攪乱、景観等への影響を低減できるよう、事業実施の場所、規

模、構造、施工方法等について細心の注意を払う。 

●御嶽林や屋敷林を保全して景観の維持、向上に努める。 

●市街地における下水道の整備を促進し、市街地の外縁化に合わせて土地区画整理

事業を実施するなど、快適な居住環境の形成を図る。 

●汚水処理については、下水道や集落排水施設等の集合処理施設が未整備の区域に

おいては、家庭、事業場、畜舎等による排水で河川や海域を汚さないよう、合併

処理浄化槽等を設置するなど、排水の適切な処理に努める。 

●オニヒトデの食害等を防止し、豊かな海域生態系の保全を図る。 

●環境容量(キャリングキャパシティ)を踏まえた環境保全活動と経済活動が共存

するルール作り等の取組に努める。 

●過去の開発等により失われた自然環境の再生と残された自然の保全に努める。 

●野生生物の道路への侵入防止や脱出を容易にする側溝の採用及びロードキルの

回避に努める。 

●生態系の攪乱防止のため、グリーンイグアナ等外来種の駆除･防除やペット類

(犬･猫等)の搬入防止に努める。 

●廃棄物は、再資源化や有効活用等により最終処分量を低減し、持続可能な循環型

社会の形成を図る。 

（後略）  
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資料１２ 自然環境の保全に関する指針（抜粋） 

策定主体 沖縄県 

策定年月 平成１０年 

 

（中略） 

○指針の目的 

現在、県内各地において開発事業などによる自然環境の改変が進み、生態系への影響や貴重

な野生生物の減少が心配されています。 

また、都市化の進行によりトンボやチョウといったこれまで普通にみかけた生き物が見られ

なくなるなど身近にあった自然も少なくなりつつあります。 

そのため、この指針では、それぞれの島ごとの多様な生態系が健全な状態で維持されるよう、

地域ごとの自然の現況や特性を把握したうえで保全すべき自然を明らかにするとともに適切

な保全のあり方を示してあります。 

（中略） 

○指針の位置づけ 

沖縄県における望ましい環境を実現するための基本計画として「沖縄県環境管理計画」が平

成５年度に策定されました。 

この計画には、沖縄県における環境問題とそれを解決するための総合的な施策が示されてお

り、「自然環境の保全に関する指針」も自然環境を保全する施策の１つとして位置づけられて

います。 

なお、「自然環境の保全に関する指針」は、沖縄県における望ましい環境を実現するため、県

土の良好な自然環境の保護と節度ある利用について、県民、事業者、行政機関がそれぞれの立

場で自ら配慮するための指標となるものなのです。 

1-154

平成29年2月提出版



 

 

 

（中略） 

○指針の活用 

１．県民等への周知と事業者への配慮の促進 

今後、インターネット等を活用し住民等への周知を図るとともに、自然環境に関する情報

の提供を呼びかけていきます。 

また、各事業者に対しては、事業計画立案時や事業の実施時において、指針に基づいた環

境への配慮を促します。 

 

２．関係機関との調整・協議の場の設置等 

今後、指針の活用にあたっては、「沖縄県環境管理計画」の推進協議会において、関係機関

との調整・協議を行い、自然環境の保護と節度ある利用についての配慮を促していきます。 

また、事業者に対しても随時調整を行い、環境に配慮した事業計画を作成するよう、指導

していきます。 

 

３．自然環境に関する調査の推進 

自然環境情報の充実を図るため、自然環境保全基礎調査や特殊鳥類調査など、これまで実
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施してきた調査以外に貴重種の生態・生息域等を把握する調査、現存植生や植生自然度・樹

齢等を把握する調査、サンゴの生態・生息環境等を把握する調査など、自然環境に関する調

査の推進を図ります。 

 

４．自然環境情報データベースの構築 

自然環境情報の効率的な利用を図り、情報の提供を円滑に進めるため、自然環境に関する

文献のデータベース化を進めるとともに、貴重な動植物等の分布など自然環境情報のデータ

ベース化を図ります。 

 

５．保護地域の指定、拡大 

指針の評価及び自然環境に関する調査結果を踏まえ、自然環境保全地域、自然公園、鳥獣

保護区等の指定・拡大を推進します。 

（後略） 
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参考資料２：「地域連絡会議」構成行政機関一覧 

 

環境省那覇自然環境事務所 

林野庁九州森林管理局 

鹿児島県 

沖縄県 

 

奄美大島地域 

 奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町 

徳之島地域 

 徳之島町、天城町、伊仙町 

沖縄島北部地域 

 国頭村、大宜味村、東村 

西表島地域 

竹富町 
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参考資料３：「奄美大島部会」、「徳之島部会」、「沖縄島北部部会」、「西表島部会」構

成機関・団体一覧 

 

「奄美大島部会」構成機関・団体一覧（2016年 11月現在） 

構成機関・団体 

環境省那覇自然環境事務所 

林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 

鹿児島県自然保護課 

鹿児島県離島振興課 

鹿児島県観光課 

鹿児島県大島支庁総務企画課 

鹿児島県大島支庁衛生・環境室 

奄美市環境対策課世界自然遺産推進室 

大和村総務企画課 

宇検村総務企画課 

瀬戸内町社会教育課世界自然遺産せとうち町推進室 

龍郷町総務企画課 

奄美群島広域事務組合 

奄美大島商工会議所 

奄美群島観光物産協会 

奄美大島観光協会 

瀬戸内町観光物産協会 

奄美大島エコツーリズム推進協議会 

奄美大島エコツアーガイド連絡協議会 

奄美野鳥の会 

奄美哺乳類研究会 

環境ネットワーク奄美 

奄美の自然を考える会 
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「徳之島部会」構成機関・団体一覧（2016年 11月現在） 

構成機関・団体 

環境省那覇自然環境事務所 

林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 

鹿児島県自然保護課 

鹿児島県離島振興課 

鹿児島県観光課 

鹿児島県大島支庁総務企画課 

鹿児島県大島支庁衛生・環境室 

徳之島事務所総務課 

徳之島町企画課 

天城町企画課 

伊仙町きゅらまち観光課 

奄美群島広域事務組合 

奄美群島観光物産協会 

徳之島観光連盟 

徳之島エコツーリズム推進協議会 

徳之島エコツアーガイド連絡協議会 

徳之島虹の会 

クロウサギの里 

 

 

  

1-159

平成29年2月提出版



 

 

「沖縄島北部部会」構成機関・団体一覧（2016年 11月現在） 

構成機関・団体 

環境省那覇自然環境事務所 

林野庁九州森林管理局沖縄森林管理署 

沖縄県環境部自然保護課 

沖縄県農林水産部森林管理課 

沖縄県文化観光スポーツ部観光整備課 

国頭村世界自然遺産対策室 

大宜味村企画観光課 

東村企画観光課 

国頭村森林組合 

国頭村商工会 

ＪＡおきなわ国頭支店 

国頭村森林ツーリズムＷＧ 

大宜味村区長会 

大宜味村商工会 

ＮＰＯ法人 やんばる舎 

ＮＰＯ法人 おおぎみまるごとツーリズム協会 

大宜味村農業委員会 

東村商工会 

ＪＡおきなわ東支店 

東村農業委員会 

東村区長会 

ＮＰＯ法人 東村観光推進協議会 

ＮＰＯ法人 どうぶつたちの病院 沖縄 

琉球大学農学部与那フィールド 
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「西表島部会」構成機関・団体一覧（2016年 11月現在） 

構成機関・団体 

環境省那覇自然環境事務所 

林野庁九州森林管理局沖縄森林管理署 

林野庁九州森林管理局西表森林生態系保全センター 

沖縄県環境部自然保護課 

沖縄県文化観光スポーツ部観光整備課 

沖縄県八重山土木事務所 

竹富町自然環境課 

竹富町商工観光課 

竹富町教育委員会総務課 

内閣府沖縄総合事務局石垣港湾事務所工務課 

石垣市環境課 

竹富町公民館連絡協議会 

竹富町商工会 

竹富町観光協会 

竹富町ダイビング組合 

西表島エコツーリズム協会 

西表島カヌー組合 

沖縄県猟友会 竹富町地区 

西表島交通グループ 

いりおもて観光（株） 

（資）浦内川観光 

（有）安栄観光 

八重山観光フェリー（株） 

石垣島ドリーム観光（株） 

ＮＰＯ法人 どうぶつたちの病院 沖縄 

琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設 

東海大学沖縄地域研究センター 
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付属資料 2 
 

推薦地の植生図及び種リスト 

 

2-1：植生図 

2-2：種リスト 

2-2-1．維管束植物 

2-2-2．陸生哺乳類 

2-2-3．鳥類 

2-2-4．陸生爬虫類 

2-2-5．両生類 

2-2-6．陸水性魚類 

2-2-7．昆虫類 

2-2-8．陸水性甲殻十脚類 
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凡例

Ⅰ 森林植生

Ⅰ.1 自然林

Ⅰ.1. 1 非石灰岩地常緑広葉樹林

Ⅰ.1. 1非石灰岩地常緑広葉樹林01 ケハダルリミノキ－スダジイ群集

Ⅰ.1. 1非石灰岩地常緑広葉樹林02 アマミテンナンショウ－スダジイ群集

Ⅰ.1. 1非石灰岩地常緑広葉樹林03 オキナワシキミ－スダジイ群集

Ⅰ.1. 1非石灰岩地常緑広葉樹林04 オキナワテイショウソウ－マテバシイ群集

Ⅰ.1. 1非石灰岩地常緑広葉樹林05 ケナガエサカキ－スダジイ群集

Ⅰ.1. 1非石灰岩地常緑広葉樹林06 オキナワウラジロガシ群集

Ⅰ.1. 1非石灰岩地常緑広葉樹林07 タイミンタチバナ－ミヤマシロバイ群落

Ⅰ.1. 1非石灰岩地常緑広葉樹林08 フクギ－スダジイ群落

Ⅰ.1.2 隆起石灰岩地常緑広葉樹林

Ⅰ.1.2隆起石灰岩地常緑広葉樹林09 ガジュマル－クロヨナ群集

Ⅰ.1.2隆起石灰岩地常緑広葉樹林10 アマミアラカシ群落

Ⅰ.1.2隆起石灰岩地常緑広葉樹林11 ナガミボチョウジ－リュウキュウガキ群団

Ⅰ.1.3 ビロウ林

Ⅰ.1.3ビロウ林12 ビロウ群落

Ⅰ.1.4 風衝低木林

Ⅰ.1.4風衝低木林13 アカテツ－ハマビワ群集

Ⅰ.1.5 海岸砂丘後背林

Ⅰ.1.5海岸砂丘後背林14 ハスノハギリ群集

Ⅰ.1.6 湿生林

Ⅰ.1.6湿生林15 サガリバナ群集・サキシマスオウノキ群集

Ⅰ.1.7 マングローブ植生

Ⅰ.1.7マングローブ植生16 マングローブ群落

Ⅰ.1.8 海岸低木林

Ⅰ.1.8海岸低木林17 モンパノキ－クサトベラ群集

Ⅰ.1.8海岸低木林18 オオハマボウ群集

Ⅰ.1.8海岸低木林19 ソテツ群落

Ⅰ.1.8海岸低木林20 ニッパヤシ群落

Ⅰ.1.8海岸低木林21 アダン群団

2-1 植生図
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Ⅰ.2 二次林

Ⅰ.2.1 常緑広葉樹二次林

Ⅰ.2二次林22 ケナガエサカキ－スダジイ群集二次林

Ⅰ.2二次林23 ギョクシンカ－スダジイ群集

Ⅰ.2二次林24 ボチョウジ－イジュ群落

Ⅰ.2二次林25 ナガミボチョウジ－ヤブニッケイ群落

Ⅰ.2.2 常緑針葉樹二次林

Ⅰ.2二次林26 リュウキュウマツ群落

Ⅰ.2.3 夏緑広葉樹二次林

Ⅰ.2二次林27 ハドノキ－ウラジロエノキ群団（二次林）

Ⅰ.2二次林28 モリヘゴ群落

Ⅰ.2.4 竹林

Ⅰ.2二次林29 リュウキュウチク群落

Ⅰ.2.5 外来樹種二次林

Ⅰ.2二次林30 ギンネム群落

Ⅰ.3 人工林

Ⅰ.3人工林31 スギ・ヒノキ・サワラ植林

Ⅰ.3人工林32 テリハボク植林

Ⅰ.3人工林33 ハンノキ植林

Ⅰ.3人工林34 ソウシジュ植林

Ⅰ.3人工林35 モクマオウ類植林

Ⅰ.3人工林36 ホウライチク・ホテイチク林

Ⅰ.3人工林37 その他植林

Ⅱ 草原植生

Ⅱ.1 自然草原

Ⅱ.1.1 海岸断崖地植生

Ⅱ.1.1海岸断崖地植生38 ハチジョウススキ群落

Ⅱ.1.1海岸断崖地植生39 ボタンボウフウ群団

Ⅱ.1.1海岸断崖地植生40 海岸断崖地植生

Ⅱ.1.2 海岸砂丘草原

Ⅱ.1.2海岸砂丘草原41 グンバイヒルガオ群落

Ⅱ.1.2海岸砂丘草原42 ハマニガナ－クロイワザサ群団

Ⅱ.1.2海岸砂丘草原43 砂丘植生

Ⅱ.1.3 渓流辺植生

Ⅱ.1.3渓流辺植生44 渓流辺植生

Ⅱ.1.4 低層湿原草本植物群落

Ⅱ.1.4低層湿原草本植物群落45 セイタカヨシ群落

Ⅱ.1.4低層湿原草本植物群落46 ヒトモトススキ群落

Ⅱ.1.4低層湿原草本植物群落47 ヨシクラス
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Ⅱ.1.5 隆起サンゴ礁草本植物群落

Ⅱ.1.5隆起サンゴ礁草本植物群落48 モクビャッコウ群落

Ⅱ.1.5隆起サンゴ礁草本植物群落49 コウライシバ群落

Ⅱ.1.5隆起サンゴ礁草本植物群落50 隆起珊瑚礁植生

Ⅱ.1.6 塩沼地植生

Ⅱ.1.6塩沼地植生51 塩沼地植生

Ⅱ.2 二次草原

Ⅱ.2.1 二次草原

Ⅱ.2.1二次草原52 チガヤ－ススキ群落

Ⅱ.2.1二次草原53 ナガバカニクサ－ススキ群団

Ⅱ.2.1二次草原54 ダンチク群落

Ⅱ.2.2 伐採後の草原または低木群落

Ⅱ.2.3伐採後の草原または低木群落55 伐採後の草原または低木群落

Ⅱ.2.3 つる植物群落

Ⅱ.2.4つる植物群落56 クズ群落

Ⅱ.2.4 空地雑草群落

Ⅱ.2.5空地雑草群落57 空地雑草群落

Ⅱ.2.5 畑地雑草群落

Ⅱ.2.6畑地雑草群落58 畑雑草群落

Ⅱ.2.6畑地雑草群落59 放棄畑雑草群落

Ⅱ.2.6 水田雑草群落

Ⅱ.2.7水田雑草群落60 水田雑草群落

Ⅱ.2.7水田雑草群落61 放棄水田雑草群落

Ⅱ.3 人工草地

Ⅱ.3人工草地62 人工草地

Ⅲ その他土地利用区分など

63 果樹園

64 茶畑

65 残存・植栽樹群をもった公園、墓地等

66 緑の多い住宅地

67 市街地

68 工場地帯

69 自然裸地

70 造成地

71 開放水域
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2-1-1 (1). 奄美大島植生図（北部） 
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2-1-1 (2). 奄美大島植生図（南部） 
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2-1-4. 西表島植生図 
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こ
の

植
物

リ
ス

ト
は

鹿
児

島
大

学
（
平

成
2
4
年

3
月

）
と

沖
縄

県
環

境
生

活
部

自
然

保
護

課
、

（
株

）
沖

縄
環

境
分

析
セ

ン
タ

ー
・
（
株

）
プ

レ
ッ

ク
研

究
所

共
同

企
業

体
（
平

成
2
6
年

3
月

）
の

維
管

束
植

物
リ

ス
ト

を
統

合
し

て
作

成
し

た
も

の
で

あ
る

。
た

だ
し

、
下

記
の

改
変

を
行

っ
た

。

・
鹿

児
島

大
学

（
平

成
2
4
年

3
月

）
で

奄
美

群
島

に
分

布
と

さ
れ

る
が

、
各

島
ご

と
の

分
布

情
報

が
な

い
種

類
は

、
奄

美
群

島
内

の
全

て
の

島
に

分
布

し
て

い
る

も
の

と
し

た
。

・
種

の
配

列
、

目
は

山
岸

(1
9
9
7
)に

基
づ

い
た

。

・
在

来
か

外
来

か
の

判
定

は
島

袋
（
1
9
9
7
）
、

堀
田

（
2
0
1
3
）
、

初
島

・
天

野
（
1
9
9
4
）
、

It
o
 e

t 
al

.(
2
0
1
6
)、

E
bi

h
ar

a 
e
t 

al
. 
(2

0
1
6
)、

帰
化

植
物

便
覧

(2
0
0
7
)、

米
倉

・
梶

田
 (

2
0
0
3
-
)、

鹿
児

島
県

環
境

生
活

部
環

境
保

護
課

（
2
0
0
3
）
、

初
島

（
1
9
9
1
）
、

大
橋

ほ
か

(2
0
1
6
）
、

植
村

ほ
か

(2
0
1
0
)に

基
づ

い
た

。
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S
., 

K
at

su
ya

m
a,

 T
., 

Y
o
n
e
ku

ra
, 
Y
ah

ar
a,

 T
. 
2
0
1
6
. 
F
e
rn

 G
re

e
n
L
is

t 
ve

r.
 1

.0
, 
(h

tt
p:

/
/
w

w
w

.r
dp

la
n
ts

.o
rg

/
gl

/
)

初
島

住
彦

（
1
9
9
1
）
北

琉
球

の
植

物
. 
朝

日
印

刷

初
島

住
彦

，
天

野
鉄

夫
（
1
9
9
4
）
増

補
訂

正
　

琉
球

植
物

目
録

．
沖

縄
生

物
学

会

堀
田

満
（
2
0
1
3
）
鹿

児
島

大
学

総
合

研
究

博
物

館
研

究
報

告
N

o
.6

 奄
美

群
島

植
物

目
録

．
鹿

児
島

大
学

総
合

研
究

博
物

館
）

It
o
, 
M

., 
N

ag
am

as
u
, 
H

., 
F
u
jii

, 
S
., 

K
at

su
ya

m
a,

 T
., 

Y
o
n
e
ku

ra
, 
E
bi

h
ar

a,
 A

., 
Y
ah

ar
a,

 T
. 
2
0
1
6
. 
G

re
e
n
L
is

t 
ve

r.
 1

.0
1
, 
(h

tt
p:

/
/
w

w
w

.r
dp

la
n
ts

.o
rg

/
gl

/
)

国
立

大
学

法
人

鹿
児

島
大

学
（
平

成
2
4
年

3
月

）
平

成
2
3
年

度
琉

球
弧

の
世

界
自

然
遺

産
登

録
に

向
け

た
科

学
的

知
見

に
基

づ
く
管

理
体

制
の

構
築

に
向

け
た

検
討

業
務

報
告

書

鹿
児

島
県

環
境

生
活

部
環

境
保

護
課

（
2
0
0
3
）
鹿

児
島

県
の

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
野

生
動

植
物

　
植

物
編

 －
鹿

児
島

県
レ

ッ
ド

デ
ー

タ
ブ

ッ
ク

－
．

財
団

法
人

鹿
児

島
県

環
境

技
術

協
会

鹿
児

島
県

環
境

林
務

部
自

然
保

護
課

（
2
0
1
6
）
改

訂
・
鹿

児
島

県
の

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
野

生
動

植
物

　
植

物
編

－
鹿

児
島

県
レ

ッ
ド

デ
ー

タ
ブ

ッ
ク

2
0
1
6
－

．
一

般
財

団
法

人
鹿

児
島

県
環

境
技

術
協

会

邑
田

・
米

倉
（
2
0
1
2
）
日

本
維

管
束

植
物

目
録

．
北

隆
館

大
橋

ほ
か

(2
0
1
6
）
日

本
の

野
生

植
物

1
．

平
凡

社

沖
縄

県
環

境
生

活
部

自
然

保
護

課
、

（
株

）
沖

縄
環

境
分

析
セ

ン
タ

ー
・
（
株

）
プ

レ
ッ

ク
研

究
所

共
同

企
業

体
（
平

成
2
6
年

3
月

）
奄

美
・
琉

球
の

世
界

自
然

遺
産

登
録

に
向

け
た

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

ー
作

成
業

務
報

告
書

沖
縄

県
文

化
環

境
部

自
然

保
護

課
(2

0
0
6
)改

訂
・
沖

縄
県

の
絶

滅
の

お
そ

れ
の

あ
る

野
生

生
物

（
菌

類
編

・
植

物
編

）
－

レ
ッ

ド
デ

ー
タ

お
き

な
わ

－
．

沖
縄

県
文

化
環

境
部

自
然

保
護

課

太
刀

掛
優

・
中

村
慎

吾
（
2
0
0
7
）
改

訂
増

補
　

帰
化

植
物

便
覧

．
比

婆
科

学
教

育
振

興
会

島
袋

敬
一

（
1
9
9
7
）
琉

球
列

島
維

管
束

植
物

集
覧

．
九

州
大

学
出

版
会

植
村

ほ
か

(2
0
1
0
)日

本
帰

化
植

物
写

真
図

鑑
第

2
巻

．
全

国
農

村
教

育
協

会

山
岸

高
旺

(編
)(

1
9
9
7
)植

物
系

統
分

類
の

基
礎

．
北

隆
館

．

米
倉

浩
司

・
梶

田
忠

 (
2
0
0
3
-
)B

G
 P

la
n
ts

 和
名

－
学

名
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
（
Y
L
is

t）
，

h
tt

p:
/
/
yl

is
t.
in

fo

林
野

庁
九

州
森

林
管

理
局

 西
表

森
林

環
境

保
全

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

（
2
0
1
3
）
 ニ

ュ
ー

ス
レ

タ
ー

　
い

り
お

も
て

の
森

か
ら

. 
N

o
. 
3
6
号

・
鹿

児
島

県
環

境
林

務
部

自
然

保
護

課
（
2
0
1
6
）
お

よ
び

沖
縄

県
文

化
環

境
部

自
然

保
護

課
(2

0
0
6
)、

環
境

省
自

然
環

境
局

野
生

生
物

課
（
2
0
1
5
）
に

掲
載

さ
れ

た
種

類
の

う
ち

統
合

し
た

リ
ス

ト
に

な
か

っ
た

2
7
種

類
は

分
布

を
E
bi

h
ar

a 
e
t 

al
. 
(2

0
1
2
)、

初
島

・
天

野
（
1
9
9
4
）
、

鹿
児

島
県

環
境

林
務

部
自

然
保

護
課

（
2
0
1
6
）
、

沖
縄

県
文

化
環

境
部

自
然

保
護

課
(2

0
0
6
)、

鹿
児

島
県

環
境

生
活

部
環

境
保

護
課

（
2
0
0
3
）
に

よ
り

確
認

し
、

追
加

し
た

。
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2
-
2
-
2
. 
奄

美
大

島
、

徳
之

島
、

沖
縄

島
北

部
及

び
西

表
島

の
陸

生
哺

乳
類

 *
1
：
　

IU
C

N
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
の

カ
テ

ゴ
リ

の
詳

細
は

、
章

末
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

 *
2
：
　

環
境

省
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
の

カ
テ

ゴ
リ

の
詳

細
は

、
章

末
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

 *
3
：
　

特
天

：
特

別
天

然
記

念
物

、
天

：
天

然
記

念
物

 *
4
：
　

E
：
 固

有
種

、
  
e
：
固

有
亜

種

 ●
：
種

の
分

布
、

  
○

：
亜

種
の

分
布

南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島 北 部

　 西 表 島

食
虫
目

ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
科

ワ
タ
セ
ジ
ネ
ズ
ミ

C
ro

c
id

u
ra

 w
a
ta

s
e
i

L
C

N
T

E
●

●
●

●

オ
リ
イ
ジ
ネ
ズ
ミ

C
ro

c
id

u
ra

 o
ri
i

E
N

E
N

E
●

●
●

ジ
ャ
コ
ウ
ネ
ズ
ミ

S
u
n
c
u
s
 m

u
ri
n
u
s

L
C

●
●

●
●

●

翼
手
目

オ
オ
コ
ウ
モ
リ
科

ク
ビ
ワ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ

P
te

ro
p
u
s
 d

a
s
y
m

a
llu

s
N

T
●

●
●

オ
リ
イ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ

P
te

ro
p
u
s
 d

a
s
y
m

a
llu

s
 i
n
o
p
in

a
tu

s
N

T
e

○
○

ヤ
エ
ヤ
マ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ

P
te

ro
p
u
s
 d

a
s
y
m

a
llu

s
 y

a
y
e
y
a
m

a
e

N
T

e
○

○

キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ
科

コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ

R
h
in

o
lo

p
h
u
s
 c

o
rn

u
tu

s
L
C

●
●

●
IU

C
N

レ
ッ

ド
リ

ス
ト

：R
h

in
o

lo
p

h
u

s
 p

u
s
ill

u
s

 の
シ

ノ
ニ

ム

オ
リ
イ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ

R
h
in

o
lo

p
h
u
s
 c

o
rn

u
tu

s
 o

ri
i

L
C

E
N

e
○

○
○

オ
キ
ナ
ワ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ

R
h
in

o
lo

p
h
u
s
 p

u
m

ilu
s

L
C

*
E

●
●

IU
C

N
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
：R

h
in

o
lo

p
h

u
s
 p

u
s
ill

u
s

 の
シ

ノ
ニ

ム

オ
キ
ナ
ワ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ

R
h
in

o
lo

p
h
u
s
 p

u
m

ilu
s
 p

u
m

ilu
s

L
C

E
N

e
○

○

ヤ
エ
ヤ
マ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ

R
h
in

o
lo

p
h
u
s
 p

e
rd

it
u
s

L
C

*
V

U
E

●
●

IU
C

N
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
：R

h
in

o
lo

p
h

u
s
 p

u
s
ill

u
s

 の
シ

ノ
ニ

ム

イ
リ
オ
モ
テ
コ
キ
ク
ガ
シ
ラ
コ
ウ
モ
リ

R
h
in

o
lo

p
h
u
s
 p

e
rd

it
u
s
 i
m

a
iz

u
m

ii
L
C

(V
U

)*
e

○
○

*種
ヤ

エ
ヤ

マ
コ

キ
ク

ガ
シ

ラ
コ

ウ
モ

リ
で

評
価

カ
グ
ラ
コ
ウ
モ
リ
科

カ
グ
ラ
コ
ウ
モ
リ

H
ip

p
o
s
id

e
ro

s
 t

u
rp

is
N

T
L
P

E
●

●

ヒ
ナ
コ
ウ
モ
リ
科

ア
ブ
ラ
コ
ウ
モ
リ

P
ip

is
tr

e
llu

s
 a

b
ra

m
u
s

L
C

●
●

●
●

●

モ
モ
ジ
ロ
コ
ウ
モ
リ

M
y
o
ti
s
 m

a
c
ro

d
a
c
ty

lu
s

L
C

●
●

●

ヤ
ン
バ
ル
ホ
オ
ヒ
ゲ
コ
ウ
モ
リ

M
y
o
ti
s
 y

a
n
b
a
re

n
s
is

C
R

C
R

E
●

●
●

●

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ユ
ビ
ナ
ガ
コ
ウ
モ
リ

M
in

io
p
te

ru
s
 f

u
s
c
u
s

E
N

E
N

E
●

●
●

●
●

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
テ
ン
グ
コ
ウ
モ
リ

M
u
ri
n
a
 r

y
u
k
y
u
a
n
a

E
N

E
N

E
●

●
●

●

オ
ヒ
キ
コ
ウ
モ
リ
科

ス
ミ
イ
ロ
オ
ヒ
キ
コ
ウ
モ
リ

T
a
d
a
ri
d
a
 l
a
to

u
c
h
e
i

D
D

D
D

●
●

中
琉

球
　 推 薦 地 ( 4 地 域 ）

　 I U C N レ ッ ド リ ス ト

　 （ 2 0 1 6 ） * 1

備
　

考
和

　
　

名
学

　
名

　 中 琉 球 ・ 南 琉 球

　 の 固 有 性 * 4

　 国 指 定 天 然 記 念 物 * 3

　 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

　 （ 2 0 1 5 ） * 2
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南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島 北 部

　 西 表 島

中
琉

球
　 推 薦 地 ( 4 地 域 ）

　 I U C N レ ッ ド リ ス ト

　 （ 2 0 1 6 ） * 1

備
　

考
和

　
　

名
学

　
名

　 中 琉 球 ・ 南 琉 球

　 の 固 有 性 * 4

　 国 指 定 天 然 記 念 物 * 3

　 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

　 （ 2 0 1 5 ） * 2

食
肉
目

ネ
コ
科

ベ
ン
ガ
ル
ヤ
マ
ネ
コ

P
ri
o
n
a
ilu

ru
s
 b

e
n
g
a
le

n
s
is

L
C

S
N

M
●

●

イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ

P
ri
o
n
a
ilu

ru
s
 b

e
n
g
a
le

n
s
is

 i
ri
o
m

o
te

n
s
is

C
R

C
R

特
天

e
○

○

偶
蹄
目

イ
ノ
シ
シ
科

イ
ノ
シ
シ

S
u
s
 s

c
ro

fa
L
C

●
●

●
●

●

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
イ
ノ
シ
シ

S
u
s
 s

c
ro

fa
 r

iu
k
iu

a
n
u
s

L
C

L
P

*
e

○
○

○
○

○
*L

P
：徳

之
島

の
地

域
個

体
群

齧
歯
目

ネ
ズ
ミ
科

セ
ス
ジ
ネ
ズ
ミ

A
p
o
d
e
m

u
s
 a

g
ra

ri
u
s

L
C

C
R

ア
マ
ミ
ト
ゲ
ネ
ズ
ミ

T
o
k
u
d
a
ia

 o
s
im

e
n
s
is

E
N

E
N

天
*

E
●

●

ト
ク
ノ
シ
マ
ト
ゲ
ネ
ズ
ミ

T
o
k
u
d
a
ia

 t
o
k
u
n
o
s
h
im

e
n
s
is

E
N

E
N

天
*

E
●

●

オ
キ
ナ
ワ
ト
ゲ
ネ
ズ
ミ

T
o
k
u
d
a
ia

 m
u
e
n
n
in

k
i

C
R

C
R

天
*

E
●

●

ケ
ナ
ガ
ネ
ズ
ミ

D
ip

lo
th

ri
x
 l
e
g
a
ta

E
N

E
N

天
E

●
●

●
●

オ
キ
ナ
ワ
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ

M
u
s
 c

a
ro

li
L
C

●
●

外
来

種
の

可
能

性
も

示
唆

さ
れ

て
い

る
（
S

u
z
u

k
, 
2

0
1

6
)

兎
目 ウ
サ
ギ
科

ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ

P
e
n
ta

la
g
u
s
 f

u
rn

e
s
s
i

E
N

E
N

天
E

●
●

●

【
引

用
文

献
】

O
h
da

c
h
i, 

S
. 
D

., 
Is

h
ib

as
h
i, 

Y
., 

Iw
as

a,
 M

. 
A

., 
F
u
ku

i 
D

. 
&
 S

ai
to

h
, 
T
. 
(2

0
1
5
) 
. 
T
h
e
 W

ild
 M

am
m

al
s 

o
f 
J
ap

an
. 
2
n
d 

e
di

ti
o
n
. 
S
h
o
u
ka

do
h
, 
K
yo

to
.

阿
部

永
（
監

修
）
，

阿
部

永
・
石

井
信

夫
・
伊

藤
徹

魯
・
金

子
之

史
・
前

田
喜

四
雄

・
三

浦
慎

悟
・
米

田
政

明
（
2
0
0
8
）
日

本
の

哺
乳

類
 改

訂
2
版

．
東

海
大

学
出

版
会

．

コ
ウ

モ
リ

の
会

(編
)佐

野
明

・
福

井
大

(監
修

)(
2
0
1
1
)コ

ウ
モ

リ
識

別
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
改

訂
版

．
文

一
総

合
出

版
．

鹿
児

島
県

（
2
0
0
3
）
鹿

児
島

県
の

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
野

生
動

植
物

　
動

物
編

．

（
国

研
）
国

立
環

境
研

究
所

　
　

侵
入

生
物

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

　
　

h
tt

p:
/
/
w

w
w

.n
ie

s.
go

.jp
/
bi

o
di

ve
rs

it
y/

in
va

si
ve

/

環
境

省
那

覇
自

然
環

境
事

務
所

　
管

内
の

外
来

種
の

現
在

の
分

布
の

現
状

（
平

成
2
6
年

3
月

現
在

）
．

 及
び

、
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
「
奄

美
諸

島
の

外
来

種
」
、

「
沖

縄
諸

島
の

外
来

種
」
、

「
宮

古
諸

島
の

外
来

種
」
、

「
八

重
山

諸
島

の
外

来
種

」
　

h
tt

p:
/
/
ky

u
sh

u
.e

n
v.

go
.jp

/
n
ah

a/
w

ild
lif

e
/
pa

m
ph

.h
tm

l#
ga

ir
ai

2

太
田

英
利

（
私

信
）
2
0
1
4
．

平
成

2
5
年

度
第

3
回

奄
美

・
琉

球
世

界
自

然
遺

産
候

補
地

科
学

委
員

会
で

の
情

報
。

船
越

公
威

・
大

沢
夕

志
・
大

沢
啓

子
．

2
0
0
6
．

沖
縄

島
周

辺
島

嶼
の

オ
リ

イ
オ

オ
コ

ウ
モ

リ
P

te
ro

pu
s 

da
sy

m
al

lu
s 

in
op

ia
tu

s
の

分
布

、
特

に
与

論
島

に
お

け
る

生
息

確
認

と
若

干
の

知
見

に
つ

い
て

．
哺

乳
類

科
学

．
4
6
（
1
）
：
2
9
-
3
4
．

船
越

公
威

・
大

沢
夕

志
・
大

沢
啓

子
．

2
0
1
2
．

沖
永

良
部

島
に

お
け

る
オ

リ
イ

オ
オ

コ
ウ

モ
リ

 P
te

ro
pu

s 
da

sy
m

al
lu

s 
in

o
pi

n
at

u
sの

初
記

録
と

生
息

確
認

．
哺

乳
類

科
学

．
4
6
（
1
）
：
2
9
-
3
4
．

鈴
木

仁
, 
2
0
1
6
. 
ハ

ツ
カ

ネ
ズ

ミ
の

歴
史

－
そ

の
起

源
と

日
本

列
島

へ
の

渡
来

. 
In

, 
本

川
 雅

治
（
編

）
.日

本
の

ネ
ズ

ミ
－

多
様

性
と

進
化

. 
pp

.1
8
7
-
2
0
6
. 
東

京
大

学
出

版
会

.

*和
名

 「
ト

ゲ
ネ

ズ
ミ

」で
指

定
。

ト
ゲ

ネ
ズ

ミ
属

の
3
種

が
該

当
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2
-2

-3
. 
奄

美
大

島
、

徳
之

島
、

沖
縄

島
北

部
及

び
西

表
島

の
鳥

類

 *
1
：
　

IU
C

N
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
の

カ
テ

ゴ
リ

の
詳

細
は

、
章

末
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

 *
2
：
　

環
境

省
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
の

カ
テ

ゴ
リ

の
詳

細
は

、
章

末
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

 *
3
：
　

特
天

：
特

別
天

然
記

念
物

、
天

：
天

然
記

念
物

 *
4
：
　

R
b：

留
鳥

、
 S

v：
夏

鳥
、

 W
v：

冬
鳥

、
 P

m
：
旅

鳥
、

 V
b：

迷
鳥

 *
5
：
　

E
：
 固

有
種

、
  
e
：
固

有
亜

種

 ●
：
種

の
分

布
、

  
○

：
亜

種
の

分
布

南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島 北 部

　 西 表 島

カ
モ
目

カ
モ
科

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ガ
モ

D
e
n
d
ro

c
y
g
n
a
 j
a
v
a
n
ic

a
L
C

V
b

●
●

サ
カ
ツ
ラ
ガ
ン

A
n
s
e
r 

c
y
g
n
o
id

e
s

V
U

D
D

V
b

●
●

●

ヒ
シ
ク
イ

A
n
s
e
r 

fa
b
a
lis

L
C

N
M

V
b

●
●

●

オ
オ
ヒ
シ
ク
イ

A
n
s
e
r 

fa
b
a
lis

 m
id

d
e
n
d
o
rf

fi
i

L
C

N
T

N
M

*
V

b
○

○
○

ヒ
シ
ク
イ

A
n
s
e
r 

fa
b
a
lis

 s
e
rr

ir
o
s
tr

is
L
C

V
U

N
M

*
V

b
○

○
○

ハ
イ
イ
ロ
ガ
ン

A
n
s
e
r 

a
n
s
e
r

L
C

V
b

●
●

●

ハ
イ
イ
ロ
ガ
ン

A
n
s
e
r 

a
n
s
e
r 

ru
b
ri
ro

s
tr

is
L
C

V
b

○
○

○

マ
ガ
ン

A
n
s
e
r 

a
lb

if
ro

n
s

L
C

N
M

V
b

●
●

●
●

マ
ガ
ン

A
n
s
e
r 

a
lb

if
ro

n
s
 a

lb
if
ro

n
s

L
C

N
T

N
M

*
V

b
○

○
○

○
*和

名
の

「
マ

ガ
ン

」
で

天
然

記
念

物
指

定
。

本
亜

種
が

該
当

。

カ
リ
ガ
ネ

A
n
s
e
r 

e
ry

th
ro

p
u
s

V
U

E
N

V
b

●
●

●

コ
ク
ガ
ン

B
ra

n
ta

 b
e
rn

ic
la

L
C

N
M

V
b

●
●

●

コ
ク
ガ
ン

B
ra

n
ta

 b
e
rn

ic
la

 o
ri
e
n
ta

lis
L
C

V
U

N
M

*
V

b
○

○
○

*和
名

の
「
コ

ク
ガ

ン
」
で

天
然

記
念

物
指

定
。

本
亜

種
が

該
当

。

コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ

C
y
g
n
u
s
 c

o
lu

m
b
ia

n
u
s

L
C

V
b

●
●

●
●

コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ

C
y
g
n
u
s
 c

o
lu

m
b
ia

n
u
s
 j
a
n
k
o
w

s
k
y
i

L
C

V
b

○
○

○
○

オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ

C
y
g
n
u
s
 c

y
g
n
u
s

L
C

V
b

●
●

ツ
ク
シ
ガ
モ

T
a
d
o
rn

a
 t

a
d
o
rn

a
L
C

V
U

V
b

●
●

●
●

ア
カ
ツ
ク
シ
ガ
モ

T
a
d
o
rn

a
 f

e
rr

u
g
in

e
a

L
C

D
D

V
b

●
●

●
●

オ
シ
ド
リ

A
ix

 g
a
le

ri
c
u
la

ta
L
C

D
D

W
v

●
●

●
●

●

オ
カ
ヨ
シ
ガ
モ

A
n
a
s
 s

tr
e
p
e
ra

L
C

W
v

●
●

●
●

●
IU

C
N

-R
L

: 
M

a
re

c
a

 s
tr

e
p

e
ra

オ
カ
ヨ
シ
ガ
モ

A
n
a
s
 s

tr
e
p
e
ra

 s
tr

e
p
e
ra

L
C

W
v

○
○

○
○

○

ヨ
シ
ガ
モ

A
n
a
s
 f

a
lc

a
ta

N
T

V
b

●
●

●
●

IU
C

N
-R

L
: 
M

a
re

c
a

 f
a

lc
a

ta

ヒ
ド
リ
ガ
モ

A
n
a
s
 p

e
n
e
lo

p
e

L
C

W
v

●
●

●
●

●
IU

C
N

-R
L

: 
M

a
re

c
a

 p
e

n
e

lo
p

e

マ
ガ
モ

A
n
a
s
 p

la
ty

rh
y
n
c
h
o
s

L
C

W
v

●
●

●
●

●

マ
ガ
モ

A
n
a
s
 p

la
ty

rh
y
n
c
h
o
s
 p

la
ty

rh
y
n
c
h
o
s

L
C

W
v

○
○

○
○

○

カ
ル
ガ
モ

A
n
a
s
 z

o
n
o
rh

y
n
c
h
a

L
C

R
b

●
●

●
●

●

　 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 5 ） * 2

　 国 指 定 天 然 記 念 物 * 3

　 中 琉 球 及 び 南 琉 球 の

　 固 有 性 * 5

　 推 薦 地 を 含 む 4 地 域

中
琉

球
　 渡 り 区 分 * 4

*和
名

の
「ヒ

シ
ク

イ
」で

天
然

記
念

物
指

定
。

種
「
ヒ

シ
ク

イ
」

に
属

す
る

2
亜

種
が

含
ま

れ
る

。

備
　

考
学

　
名

和
　

名

　 I U C N レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 6 ） * 1
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南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島 北 部

　 西 表 島

　 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 5 ） * 2

　 国 指 定 天 然 記 念 物 * 3

　 中 琉 球 及 び 南 琉 球 の

　 固 有 性 * 5

　 推 薦 地 を 含 む 4 地 域

中
琉

球
　 渡 り 区 分 * 4

備
　

考
学

　
名

和
　

名

　 I U C N レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 6 ） * 1

ハ
シ
ビ
ロ
ガ
モ

A
n
a
s
 c

ly
p
e
a
ta

L
C

W
v

●
●

●
●

●
IU

C
N

-R
L

: 
S

p
a

tu
la

 c
ly

p
e

a
ta

オ
ナ
ガ
ガ
モ

A
n
a
s
 a

c
u
ta

L
C

W
v

●
●

●
●

●

シ
マ
ア
ジ

A
n
a
s
 q

u
e
rq

u
e
d
u
la

L
C

P
m

/W
v

●
●

●
●

●
IU

C
N

-R
L

: 
S

p
a

tu
la

 q
u

e
rq

u
e

d
u

la

ト
モ
エ
ガ
モ

A
n
a
s
 f

o
rm

o
s
a

L
C

V
U

V
b

●
●

●
●

IU
C

N
-R

L
: 
S

ib
ir
io

n
e

tt
a

 f
o

rm
o

s
a

コ
ガ
モ

A
n
a
s
 c

re
c
c
a

L
C

W
v

●
●

●
●

●

コ
ガ
モ

A
n
a
s
 c

re
c
c
a
 c

re
c
c
a

L
C

W
v

○
○

○
○

ホ
シ
ハ
ジ
ロ

A
y
th

y
a
 f

e
ri
n
a

V
U

W
v

●
●

●
●

キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ

A
y
th

y
a
 f

u
lig

u
la

L
C

W
v

●
●

●
●

ス
ズ
ガ
モ

A
y
th

y
a
 m

a
ri
la

L
C

W
v

●
●

●
●

●

ス
ズ
ガ
モ

A
y
th

y
a
 m

a
ri
la

 m
a
ri
la

L
C

W
v

○
○

○
○

○

ホ
オ
ジ
ロ
ガ
モ

B
u
c
e
p
h
a
la

 c
la

n
g
u
la

L
C

V
b

●
●

●

ホ
オ
ジ
ロ
ガ
モ

B
u
c
e
p
h
a
la

 c
la

n
g
u
la

 c
la

n
g
u
la

L
C

V
b

○
○

○

ミ
コ
ア
イ
サ

M
e
rg

e
llu

s
 a

lb
e
llu

s
L
C

V
b

●
●

●

カ
ワ
ア
イ
サ

M
e
rg

u
s
 m

e
rg

a
n
s
e
r

L
C

V
b

●
●

●

カ
ワ
ア
イ
サ

M
e
rg

u
s
 m

e
rg

a
n
s
e
r 

 m
e
rg

a
n
s
e
r

L
C

V
b

○
○

○

ウ
ミ
ア
イ
サ

M
e
rg

u
s
 s

e
rr

a
to

r
L
C

V
b

●
●

コ
ウ
ラ
イ
ア
イ
サ

M
e
rg

u
s
 s

q
u
a
m

a
tu

s
E

N
V

b
●

●

カ
イ
ツ
ブ
リ
目

カ
イ
ツ
ブ
リ
科

カ
イ
ツ
ブ
リ

T
a
c
h
y
b
a
p
tu

s
 r

u
fi
c
o
lli

s
L
C

R
b

●
●

●
●

●

カ
イ
ツ
ブ
リ

T
a
c
h
y
b
a
p
tu

s
 r

u
fi
c
o
lli

s
 p

o
g
g
e
i

L
C

R
b

○
○

○
○

○

カ
ン
ム
リ
カ
イ
ツ
ブ
リ

P
o
d
ic

e
p
s
 c

ri
s
ta

tu
s

L
C

V
b

●
●

●
●

カ
ン
ム
リ
カ
イ
ツ
ブ
リ

P
o
d
ic

e
p
s
 c

ri
s
ta

tu
s
 c

ri
s
ta

tu
s

L
C

V
b

○
○

○
○

ミ
ミ
カ
イ
ツ
ブ
リ

P
o
d
ic

e
p
s
 a

u
ri
tu

s
V

U
V

b
●

●
●

ミ
ミ
カ
イ
ツ
ブ
リ

P
o
d
ic

e
p
s
 a

u
ri
tu

s
 a

u
ri
tu

s
V

U
V

b
○

○
○

ハ
ジ
ロ
カ
イ
ツ
ブ
リ

P
o
d
ic

e
p
s
 n

ig
ri
c
o
lli

s
L
C

W
v

●
●

●

ハ
ジ
ロ
カ
イ
ツ
ブ
リ

P
o
d
ic

e
p
s
 n

ig
ri
c
o
lli

s
 n

ig
ri
c
o
lli

s
L
C

W
v

○
○

○

ネ
ッ
タ
イ
チ
ョ
ウ
目

ネ
ッ
タ
イ
チ
ョ
ウ
科

ア
カ
オ
ネ
ッ
タ
イ
チ
ョ
ウ

P
h
a
e
th

o
n
 r

u
b
ri
c
a
u
d
a

L
C

V
b

●
●

ア
カ
オ
ネ
ッ
タ
イ
チ
ョ
ウ

P
h
a
e
th

o
n
 r

u
b
ri
c
a
u
d
a
 r

o
th

s
c
h
ild

i
L
C

E
N

V
b

○
○

シ
ラ
オ
ネ
ッ
タ
イ
チ
ョ
ウ

P
h
a
e
th

o
n
 l
e
p
tu

ru
s

L
C

V
b

●
●

シ
ラ
オ
ネ
ッ
タ
イ
チ
ョ
ウ

P
h
a
e
th

o
n
 l
e
p
tu

ru
s
 d

o
ro

th
e
a
e

L
C

V
b

○
○

ハ
ト
目
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南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島 北 部

　 西 表 島

　 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 5 ） * 2

　 国 指 定 天 然 記 念 物 * 3

　 中 琉 球 及 び 南 琉 球 の

　 固 有 性 * 5

　 推 薦 地 を 含 む 4 地 域

中
琉

球
　 渡 り 区 分 * 4

備
　

考
学

　
名

和
　

名

　 I U C N レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 6 ） * 1

ハ
ト
科

ヒ
メ
モ
リ
バ
ト

C
o
lu

m
b
a
 o

e
n
a
s

L
C

V
b

●
●

ヒ
メ
モ
リ
バ
ト
（
亜
種
不
明
）

C
o
lu

m
b
a
 o

e
n
a
s
 s

s
p
.

L
C

V
b

○
○

カ
ラ
ス
バ
ト

C
o
lu

m
b
a
 j
a
n
th

in
a

N
T

N
M

R
b

●
●

●
●

●

カ
ラ
ス
バ
ト

C
o
lu

m
b
a
 j
a
n
th

in
a
 j
a
n
th

in
a

N
T

N
T

N
M

*
R

b
○

○
○

○
○

*和
名

の
「
カ

ラ
ス

バ
ト

」
で

天
然

記
念

物
指

定
。

本
亜

種
が

該
当

。
.

ヨ
ナ
ク
ニ
カ
ラ
ス
バ
ト

C
o
lu

m
b
a
 j
a
n
th

in
a
 s

te
jn

e
g
e
ri

N
T

E
N

N
M

*
R

b
e

○
○

*和
名

の
「
カ

ラ
ス

バ
ト

」
で

天
然

記
念

物
指

定
。

本
亜

種
が

該
当

。
.

キ
ジ
バ
ト

S
tr

e
p
to

p
e
lia

 o
ri
e
n
ta

lis
L
C

R
b

●
●

●
●

●

キ
ジ
バ
ト

S
tr

e
p
to

p
e
lia

 o
ri
e
n
ta

lis
 o

ri
e
n
ta

lis
L
C

V
b

○
○

○

リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
キ
ジ
バ
ト

S
tr

e
p
to

p
e
lia

 o
ri
e
n
ta

lis
 s

ti
m

p
s
o
n
i

L
C

R
b

e
○

○
○

○
○

ベ
ニ
バ
ト

S
tr

e
p
to

p
e
lia

 t
ra

n
q
u
e
b
a
ri
c
a

L
C

V
b

●
●

●
●

ベ
ニ
バ
ト

S
tr

e
p
to

p
e
lia

 t
ra

n
q
u
e
b
a
ri
c
a
 h

u
m

ili
s

L
C

V
b

○
○

○
○

キ
ン
バ
ト

C
h
a
lc

o
p
h
a
p
s
 i
n
d
ic

a
L
C

R
b

●
●

キ
ン
バ
ト

C
h
a
lc

o
p
h
a
p
s
 i
n
d
ic

a
 y

a
m

a
s
h
in

a
i

L
C

E
N

N
M

*
R

b
e

○
○

*和
名

の
「
リ

ュ
ウ

キ
ュ

ウ
キ

ン
バ

ト
」
で

天
然

記
念

物
指

定
。

本
亜

種
が

該
当

。

ズ
ア
カ
ア
オ
バ
ト

T
re

ro
n
 f

o
rm

o
s
a
e

L
C

R
b

●
●

●
●

●

ズ
ア
カ
ア
オ
バ
ト
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ネ
ア
カ
タ
ヒ
バ
リ

A
n
th

u
s
 c

e
rv

in
u
s

L
C

W
v

●
●

●
●

●

タ
ヒ
バ
リ

A
n
th

u
s
 r

u
b
e
s
c
e
n
s

L
C

W
v

●
●

●
●

●

タ
ヒ
バ
リ

A
n
th

u
s
 r

u
b
e
s
c
e
n
s
 j
a
p
o
n
ic

u
s

L
C

W
v

○
○

○
○

○

ア
ト
リ
科

ア
ト
リ

F
ri
n
g
ill

a
 m

o
n
ti
fr

in
g
ill

a
L
C

W
v

●
●

●
●

カ
ワ
ラ
ヒ
ワ

C
h
lo

ri
s
 s

in
ic

a
L
C

W
v

●
●

●
●

オ
オ
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ

C
h
lo

ri
s
 s

in
ic

a
 k

a
w

a
ra

h
ib

a
L
C

W
v

○
○

○
○

カ
ワ
ラ
ヒ
ワ

C
h
lo

ri
s
 s

in
ic

a
 m

in
o
r

L
C

V
b

○
○

マ
ヒ
ワ

C
a
rd

u
e
lis

 s
p
in

u
s

L
C

W
v

●
●

●
●

IU
C

N
-R

L
: 
S

p
in

u
s
 s

p
in

u
s

2-104

平成29年2月提出版



南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島 北 部

　 西 表 島

　 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 5 ） * 2

　 国 指 定 天 然 記 念 物 * 3

　 中 琉 球 及 び 南 琉 球 の

　 固 有 性 * 5

　 推 薦 地 を 含 む 4 地 域

中
琉

球
　 渡 り 区 分 * 4

備
　

考
学

　
名

和
　

名

　 I U C N レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 6 ） * 1

ベ
ニ
ヒ
ワ

C
a
rd

u
e
lis

 f
la

m
m

e
a

L
C

V
b

●
●

●
IU

C
N

-R
L

: 
A

c
a

n
th

is
 f
la

m
m

e
a

ベ
ニ
ヒ
ワ

C
a
rd

u
e
lis

 f
la

m
m

e
a
 f

la
m

m
e
a

L
C

V
b

○
○

○

ア
カ
マ
シ
コ

C
a
rp

o
d
a
c
u
s
 e

ry
th

ri
n
u
s

L
C

V
b

●
●

ア
カ
マ
シ
コ

C
a
rp

o
d
a
c
u
s
 e

ry
th

ri
n
u
s
 g

re
b
n
it
s
k
ii

L
C

V
b

○
○

オ
オ
マ
シ
コ

C
a
rp

o
d
a
c
u
s
 r

o
s
e
u
s

L
C

V
b

●
●

イ
ス
カ

L
o
x
ia

 c
u
rv

ir
o
s
tr

a
L
C

V
b

●
●

イ
ス
カ

L
o
x
ia

 c
u
rv

ir
o
s
tr

a
 j
a
p
o
n
ic

a
L
C

V
b

○
○

ウ
ソ

P
y
rr

h
u
la

 p
y
rr

h
u
la

L
C

V
b

●
●

ウ
ソ

P
y
rr

h
u
la

 p
y
rr

h
u
la

 g
ri
s
e
iv

e
n
tr

is
L
C

V
b

○
○

シ
メ

C
o
c
c
o
th

ra
u
s
te

s
 c

o
c
c
o
th

ra
u
s
te

s
L
C

W
v

●
●

●
●

シ
メ

C
o
c
c
o
th

ra
u
s
te

s
 c

o
c
c
o
th

ra
u
s
te

s
 j
a
p
o
n
ic

u
s

L
C

W
v

○
○

○
○

コ
イ
カ
ル

E
o
p
h
o
n
a
 m

ig
ra

to
ri
a

L
C

V
b

●
●

●

コ
イ
カ
ル

E
o
p
h
o
n
a
 m

ig
ra

to
ri
a
 m

ig
ra

to
ri
a

L
C

V
b

○
○

○

イ
カ
ル

E
o
p
h
o
n
a
 p

e
rs

o
n
a
ta

L
C

V
b

●
●

●
●

●

イ
カ
ル

E
o
p
h
o
n
a
 p

e
rs

o
n
a
ta

 p
e
rs

o
n
a
ta

L
C

V
b

○
○

○
○

○

ツ
メ
ナ
ガ
ホ
オ
ジ
ロ
科

ツ
メ
ナ
ガ
ホ
オ
ジ
ロ

C
a
lc

a
ri
u
s
 l
a
p
p
o
n
ic

u
s

L
C

V
b

●
●

●

ツ
メ
ナ
ガ
ホ
オ
ジ
ロ

C
a
lc

a
ri
u
s
 l
a
p
p
o
n
ic

u
s
 c

o
lo

ra
tu

s
L
C

V
b

○
○

○

レ
ン
ジ
ャ
ク
ノ
ジ
コ

E
m

b
e
ri
za

 l
a
th

a
m

i
L
C

V
b

●
●

●

シ
ラ
ガ
ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 l
e
u
c
o
c
e
p
h
a
lo

s
L
C

V
b

●
●

シ
ラ
ガ
ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 l
e
u
c
o
c
e
p
h
a
lo

s
 l
e
u
c
o
c
e
p
h
a
lo

s
L
C

V
b

○
○

ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 c
io

id
e
s

L
C

V
b

●
●

●
●

●

ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 c
io

id
e
s
 c

io
p
s
is

L
C

V
b

○
○

○
○

○

ズ
ア
オ
ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 h
o
rt

u
la

n
a

L
C

V
b

●
●

シ
ロ
ハ
ラ
ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 t
ri
s
tr

a
m

i
L
C

V
b

●
●

●

ホ
オ
ア
カ

E
m

b
e
ri
za

 f
u
c
a
ta

L
C

W
v

●
●

●
●

ホ
オ
ア
カ

E
m

b
e
ri
za

 f
u
c
a
ta

 f
u
c
a
ta

L
C

W
v

○
○

○
○

コ
ホ
オ
ア
カ

E
m

b
e
ri
za

 p
u
s
ill

a
L
C

W
v

●
●

●
●

●

キ
マ
ユ
ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 c
h
ry

s
o
p
h
ry

s
L
C

V
b

●
●

●

カ
シ
ラ
ダ
カ

E
m

b
e
ri
za

 r
u
s
ti
c
a

L
C

V
b

●
●

●
●

●

カ
シ
ラ
ダ
カ

E
m

b
e
ri
za

 r
u
s
ti
c
a
 l
a
ti
fa

s
c
ia

L
C

W
v

○
○

○
○

○

ミ
ヤ
マ
ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 e
le

g
a
n
s

L
C

W
v

●
●

●
●

●

ミ
ヤ
マ
ホ
オ
ジ
ロ

E
m

b
e
ri
za

 e
le

g
a
n
s
 e

le
g
a
n
s

L
C

W
v

○
○

○
○

○

シ
マ
ア
オ
ジ

E
m

b
e
ri
za

 a
u
re

o
la

E
N

V
b

●
●

●
●

●
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南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島 北 部

　 西 表 島

　 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 5 ） * 2

　 国 指 定 天 然 記 念 物 * 3

　 中 琉 球 及 び 南 琉 球 の

　 固 有 性 * 5

　 推 薦 地 を 含 む 4 地 域

中
琉

球
　 渡 り 区 分 * 4

備
　

考
学

　
名

和
　

名

　 I U C N レ ッ ド リ ス ト

　 ( 2 0 1 6 ） * 1

シ
マ
ア
オ
ジ

E
m

b
e
ri
za

 a
u
re

o
la

 o
rn

a
ta

E
N

C
R

V
b

○
○

○
○

○

シ
マ
ノ
ジ
コ

E
m

b
e
ri
za

 r
u
ti
la

L
C

V
b

●
●

●

ズ
グ
ロ
チ
ャ
キ
ン
チ
ョ
ウ

E
m

b
e
ri
za

 m
e
la

n
o
c
e
p
h
a
la

L
C

V
b

●
●

●

チ
ャ
キ
ン
チ
ョ
ウ

E
m

b
e
ri
za

 b
ru

n
ic

e
p
s

L
C

V
b

●
●

ノ
ジ
コ

E
m

b
e
ri
za

 s
u
lp

h
u
ra

ta
V

U
N

T
V

b
●

●
●

ア
オ
ジ

E
m

b
e
ri
za

 s
p
o
d
o
c
e
p
h
a
la

L
C

W
v

●
●

●
●

●

シ
ベ
リ
ア
ア
オ
ジ

E
m

b
e
ri
za

 s
p
o
d
o
c
e
p
h
a
la

 s
p
o
d
o
c
e
p
h
a
la

L
C

V
b

○
○

○

ア
オ
ジ

E
m

b
e
ri
za

 s
p
o
d
o
c
e
p
h
a
la

 p
e
rs

o
n
a
ta

L
C

W
v

○
○

○
○

IU
C

N
-R

L
: 
E

m
b

e
ri
za

 p
e

rs
o

n
a

ta

ク
ロ
ジ

E
m

b
e
ri
za

 v
a
ri
a
b
ili

s
L
C

W
v

●
●

●
●

●

オ
オ
ジ
ュ
リ
ン

E
m

b
e
ri
za

 s
c
h
o
e
n
ic

lu
s

L
C

W
v

●
●

オ
オ
ジ
ュ
リ
ン

E
m

b
e
ri
za

 s
c
h
o
e
n
ic

lu
s
 p

y
rr

h
u
lin

a
L
C

W
v

○
○

引
用

文
献

1
．

分
類

や
分

布
情

報
、

渡
り

区
分

、
は

基
本

的
に

下
記

の
文

献
に

従
っ

た
。

　
日

本
鳥

学
会

（
編

）
（
2
0
1
2
）
日

本
鳥

類
目

録
（
改

訂
第

7
版

）
／

C
h
e
c
k-

L
is

t 
o
f 
J
ap

an
e
se

 B
ir
ds

 7
th

 R
e
vi

se
d 

E
di

ti
o
n

2
．

そ
の

他
、

島
別

分
布

情
報

は
必

要
に

応
じ

て
下

記
の

文
献

等
を

参
照

し
た

。

　
奄

美
野

鳥
の

会
（
編

著
）
（
2
0
0
9
）
奄

美
の

野
鳥

図
鑑

．
文

一
総

合
出

版
．

　
D

o
u
gl

as
 W

. 
M

c
. 
W

h
it
re

r，
池

永
裕

史
，

五
百

沢
日

丸
，

庄
山

守
，

嵩
原

建
二

（
1
9
9
6
）
最

近
の

生
息

状
況

と
参

考
記

録
を

含
め

た
沖

縄
県

産
鳥

類
目

録
．

沖
縄

県
立

博
物

館
紀

要
．

2
2
: 
3
3
-
1
5
2
．

　
宮

島
仁

，
嵩

原
健

二
，

田
仲

謙
介

(2
0
1
5
) 
沖

縄
県

に
お

け
る

ブ
ロ

ン
ズ

ト
キ

P
le

ga
di

s 
fa

lc
in

e
llu

sの
観

察
記

録
．

日
本

鳥
学

会
誌

6
4
(2

):
2
6
7
-
2
7
0
．

日
本

鳥
学

会
．

　
森

田
祐

介
，

越
野

一
志

，
山

鷲
仁

志
(2

0
1
4
 )
渡

嘉
敷

島
に

お
け

る
ブ

ロ
ン

ズ
ト

キ
の

記
録

．
B

ir
d　

R
e
se

ar
c
h
 v

o
l.1

0
, 
pp

.S
2
3
-
S
2
4
．

N
P

O
法

人
バ

ー
ド

リ
サ

ー
チ

．

　
宮

澤
孝

仁
，

宮
澤

美
紀

(2
0
1
3
) 
奄

美
大

島
に

お
け

る
ミ

ナ
ミ

ク
イ

ナ
の

初
記

録
．

S
tr

ix
 v

o
l.2

9
, 
pp

.1
3
9
-
1
4
1
．

公
益

財
団

法
人

日
本

野
鳥

の
会

．

　
吉

原
隆

太
，

後
藤

義
仁

，
北

浦
賢

次
，

水
田

拓
(2

0
1
6
年

９
月

発
行

予
定

4
8
巻

1
号

に
掲

載
予

定
)　

鹿
児

島
県

奄
美

大
島

に
お

け
る

ヤ
イ

ロ
チ

ョ
ウ

P
it
ta

 n
ym

ph
aの

記
録

．
山

階
鳥

類
学

雑
誌

．
財

団
法

人
山

階
鳥

類
研

究
所

．

　
板

谷
浩

男
，

有
山

智
樹

(2
0
1
5
) 
沖

縄
県

与
那

国
島

に
お

け
る

キ
タ

ヤ
ナ

ギ
ム

シ
ク

イ
P

h
yl

lo
sc

o
pu

s 
tr

o
c
h
ilu

sの
観

察
記

録
．

日
本

鳥
学

会
誌

．
 6

4
(2

):
2
5
7
-
2
6
0
．

日
本

鳥
学

会
．

　
琉

球
新

報
2
0
1
5
年

5
月

1
4
日

 1
2
:0

0
 付

け
掲

載
　

「
那

覇
に

ハ
リ

オ
ハ

チ
ク

イ
　

国
内

初
確

認
」
　

h
tt

p:
/
/
ry

u
ky

u
sh

im
po

.jp
/
ph

o
to

/
pr

e
n
tr

y-
2
4
2
9
4
2
.h

tm
l

　
沖

縄
県

（2
01

4）
奄

美
・琉

球
の

世
界

自
然

遺
産

登
録

に
向

け
た

イ
ン

ベ
ン

ト
リ

ー
作

成
業

務
報

告
書

・
日

本
鳥

類
目

録
(改

訂
第

7
版

）
で

、
「
奄

美
諸

島
」
、

「
琉

球
諸

島
」
、

「
沖

縄
諸

島
」
、

「
宮

古
諸

島
」
、

「
八

重
山

諸
島

」
と

の
み

分
布

の
記

載
が

あ
る

も
の

は
、

そ
の

範
囲

内
の

全
島

嶼
に

分
布

を
適

用
し

た
。

・
文

献
に

よ
っ

て
分

布
情

報
の

精
度

が
異

な
る

場
合

が
あ

る
（
例

：
種

レ
ベ

ル
で

表
示

／
亜

種
レ

ベ
ル

で
表

示
，

渡
り

区
分

の
種

・
亜

種
で

の
違

い
等

）
た

め
、

種
と

亜
種

の
島

別
分

布
情

報
が

必
ず

し
も

整
合

し
て

い
な

い
場

合
が

あ
る

。

3
．

奄
美

群
島

及
び

琉
球

諸
島

の
固

有
性

は
、

下
記

の
文

献
を

参
照

し
た

。

　
高

木
昌

興
（
2
0
0
8
)　

島
間

距
離

か
ら

解
く
南

西
諸

島
の

鳥
類

相
．

日
本

鳥
学

会
誌

．
5
8
(1

)：
1
－

1
7
．

日
本

鳥
学

会
．
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2

-2
-4

. 
奄

美
大

島
、

徳
之

島
、

沖
縄

島
北

部
及

び
西

表
島

の
陸

生
爬

虫
類

 *
1
：
　

IU
C

N
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
の

カ
テ

ゴ
リ

の
詳

細
は

、
章

末
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

 *
2
：
　

環
境

省
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
の

カ
テ

ゴ
リ

の
詳

細
は

、
章

末
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

 *
3
：
　

特
天

：
特

別
天

然
記

念
物

、
天

：
天

然
記

念
物

 *
4
：
　

E
：
 固

有
種

、
  

e
：
固

有
亜

種

 ●
：
種

の
分

布
、

  
○

：
亜

種
の

分
布

南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島 北 部

　 西 表 島

カ
メ
目

イ
シ
ガ
メ
科

ミ
ナ
ミ
イ
シ
ガ
メ

M
a

u
re

m
y
s
 m

u
ti
c
a

E
N

●
a

●
a
： 

国
内

外
来

種

ヤ
エ
ヤ
マ
イ
シ
ガ
メ

M
a

u
re

m
y
s
 m

u
ti
c
a

 k
a

m
i

E
N

e
○

a
○

a
：国

内
外

来
亜

種

セ
マ
ル
ハ
コ
ガ
メ

C
u

o
ra

 f
la

v
o

m
a

rg
in

a
ta

E
N

N
M

●
A

●
A

：外
来

種
 C

. f
la

vo
m

ar
gi

na
ta

 s
pp

.

ヤ
エ
ヤ
マ
セ
マ
ル
ハ
コ
ガ
メ

C
u
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基
づ

い
た

。

上
記

文
献

で
和

名
・学

名
の

扱
い

に
不

明
点

が
あ

る
場

合
、

中
坊

徹
次

（編
）．

20
13

．
日

本
産

魚
類

検
索

全
種

の
同

定
第

三
版

．
東

海
大

学
出

版
会

．
に

従
っ

た
。
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2
-2

-7
. 
奄

美
大

島
、

徳
之

島
、

沖
縄

島
北

部
及

び
西

表
島

の
昆

虫
類

*1
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1
：
　

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

の
う

ち
、

特
に

分
布

情
報

の
取

り
扱

い
に

注
意

が
必

要
な

種
に

つ
い

て
は

、
こ

の
種

リ
ス

ト
か

ら
は

除
外

し
て

い
る

。

 *
2
：
　

IU
C

N
レ

ッ
ド

リ
ス

ト
の

カ
テ

ゴ
リ

の
詳

細
は

、
章

末
ペ

ー
ジ

に
掲

載
。

 *
3
：
　

環
境

省
レ

ッ
ド
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ト
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詳

細
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ペ
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に
掲

載
。
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4
：
　

特
天

：
特

別
天

然
記

念
物

、
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：
天

然
記

念
物
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5
：
　

E
：
 固

有
種

、
  
e
：
固

有
亜

種

 ●
：
種

の
分

布
、

  
○

：
亜

種
の

分
布

南
琉

球

　 奄 美 大 島

　 徳 之 島

　 沖 縄 島

　 西 表 島

イ
シ
ノ
ミ
目

イ
シ
ノ
ミ
科

ア
マ
ミ
イ
シ
ノ
ミ

P
e
d
e
to

n
tu

s
 a

m
a
m

ie
n
s
is

E
●

●

オ
カ
ジ
マ
イ
シ
ノ
ミ

P
e
d
e
to

n
tu

s
 o

k
a
jim

a
e

●
●

●
●

タ
カ
ハ
シ
イ
シ
ノ
ミ

P
e
d
e
to

n
tu

s
 t

a
k
a
h
a
s
h
ii

E
●

●
●

ヒ
ト
ツ
モ
ン
イ
シ
ノ
ミ

P
e
d
e
to

n
tu

s
 u

n
im

a
c
u
la

tu
s

●
●

●

シ
ミ
目

シ
ミ
科

オ
ナ
ガ
シ
ミ

C
te

n
o
le

p
is

m
a
 l
o
n
g
ic

a
u
d
a
ta

●
●

●

ヤ
マ
ト
シ
ミ

C
te

n
o
le

p
is

m
a
 v

ill
o
s
a

●
●

●

セ
ト
シ
ミ

H
e
te

ro
le

p
is

m
a
 d

is
p
a
r

●
●

●

ヤ
マ
ト
ミ
ナ
ミ
シ
ミ

Is
o
le

p
is

m
a
 j
a
p
o
n
ic

a
●

●
●

キ
ボ
シ
ア
リ
シ
ミ

L
e
p
is

m
a
 a

lb
o
m

a
c
u
la

ta
E

●
●

マ
ダ
ラ
シ
ミ

T
h
e
rm

o
b
ia

 d
o
m

e
s
ti
c
a

●
●

●

メ
ナ
シ
シ
ミ
科

シ
ロ
ウ
ズ
ア
リ
シ
ミ

N
ip

p
o
n
a
te

lu
ra

 s
h
ir
o
zu

i
E

●
●

カ
ゲ
ロ
ウ
目

コ
カ
ゲ
ロ
ウ
科

サ
キ
シ
マ
コ
カ
ゲ
ロ
ウ

A
la

in
it
e
s
 s

a
c
is

h
im

e
n
s
is

●
●

ト
ゲ
ト
ゲ
フ
タ
バ
コ
カ
ゲ
ロ
ウ

B
a
e
ti
e
lla

 b
is

p
in

o
s
a

●
●

ミ
ナ
ミ
コ
カ
ゲ
ロ
ウ

B
a
e
ti
s
 p

s
e
u
d
o
fr

e
q
u
e
n
tu

s
●

●

シ
ロ
ハ
ラ
コ
カ
ゲ
ロ
ウ

B
a
e
ti
s
 t

h
e
rm

ic
u
s

E
●

●

ヨ
シ
ノ
コ
カ
ゲ
ロ
ウ

B
a
e
ti
s
 y

o
s
h
in

e
n
s
is

●
●

●

フ
タ
ホ
シ
コ
カ
ゲ
ロ
ウ

C
lo

e
o
n
 b

im
a
c
u
la

tu
m

●
●

●

ア
カ
モ
ン
フ
タ
バ
カ
ゲ
ロ
ウ

C
lo

e
o
n
 m

a
rg

in
a
le

●
●

モ
ン
カ
ゲ
ロ
ウ
科

タ
イ
ワ
ン
モ
ン
カ
ゲ
ロ
ウ

E
p
h
e
m

e
ra

 f
o
rm

o
s
a
n
a

●
●

●

ヒ
ラ
タ
カ
ゲ
ロ
ウ
科

和
　

名
学

　
名

　 中 琉 球 及 び 南 琉 球 の

　 固 有 性 * 5

　 I U C N レ ッ ド リ ス ト

　 （ 2 0 1 6 ） * 2

　 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト
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●
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ボ
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－
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 f
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 f
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○
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●
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y
u
k
y
u
e
n
s
is

 a
m

a
m

ii
E

N
e

○
○

○
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s
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○

○

*1
9

9
6
年

の
評

価
で

分
布

情
報

は
"N

a
n

s
e

i

S
h

o
to

"と
の

み
記

載
。

2
0

0
5
年

以
降

に
本

種
か

ら
細

分
化

さ
れ

た
種

・
亜

種
（
ヤ

エ
ヤ

マ
ト

ゲ
オ

ト
ン

ボ
R

. 
a

c
u

le
a

tu
s

、
ヤ

ン
バ

ル
ト

ゲ
オ

ト
ン

ボ
R

. 
s
h

o
zo

i、
ア

マ
ミ
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ゲ

オ
ト

ン

ボ
R

. 
a

m
a
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ie
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s
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m

a
m

ie
n

s
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ク
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シ
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ボ

R
. 
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m
a

m
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n
s
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k
u

n
o

s
h

im
e

n
s
is

）
を

含
む

と
考

え
ら

れ
る

。
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イ
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a
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 c
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●
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ス
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ウ
ン
カ

T
e
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h
ro
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o
v
it
ta
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m

●
●

●

シ
ロ
ウ
ズ
ウ
ン
カ

T
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y
a
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in
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u
a
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●
●

●

ハ
イ
キ
ビ
ウ
ン
カ

T
o
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b
e
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lo
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●

●

コ
ブ
ウ
ン
カ
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p
id
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e
p
h
a
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 b
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n
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ip
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●
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●
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コ
ブ
ウ
ン
カ
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h
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 f
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v
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●

●
●
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ロ
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ウ
ン
カ

T
ro

p
id

o
c
e
p
h
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●
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●
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U
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n
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c
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a
●

●
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ン
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－
N
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p
s

●
●
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ウ
ン
カ

N
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a

●
●

●
●

●

ハ
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ナ
ガ
ウ
ン
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科

ア
カ
ハ
ネ
ナ
ガ
ウ
ン
カ

D
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s
tr

o
m

b
u
s
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o
lit

u
s

●
●

●

ハ
マ
ダ
ラ
オ
オ
ハ
ネ
ナ
ガ
ウ
ン
カ

H
a
lc

it
a
 s

h
ir
a
k
ii

●
●

●
●

サ
ト
ウ
マ
ダ
ラ
ハ
ネ
ナ
ガ
ウ
ン
カ

K
a
m

e
n
d
a
k
a
 s

a
c
c
h
a
ri
v
o
ra

●
●

●
●

●

ア
ヤ
ヘ
リ
ハ
ネ
ナ
ガ
ウ
ン
カ

L
o
s
b
a
n
o
s
ia

 h
ib
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re

n
s
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●
●

－
P
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p
e
g
g
ia

 t
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a
n
a
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○

ウ
ス
ベ
ニ
ハ
ネ
ビ
ロ
ウ
ン
カ

R
h
o
ta
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a
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a
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o
s
h
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a
n
a

●
●

●
●

●

ヨ
ツ
モ
ン
ハ
ネ
ビ
ロ
ウ
ン
カ
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o
ta
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u
la
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●

●
●

●
●
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ラ
キ
ハ
ネ
ナ
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ウ
ン
カ
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●

ア
カ
メ
ガ
シ
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 m
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●
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●

●
●
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p
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 f
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m
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●

●
●
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チ
ワ
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カ
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b
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カ
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●

●
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●
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●
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●
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●
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●
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 f
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●
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●
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●
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●
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●
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サ
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ブ
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シ
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e
n
d
ri
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●
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ブ
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シ
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●
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チ
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●
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●

●
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●
●
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p
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●
●

●
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ie
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●

●
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デ
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ア
ブ
ラ
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a
p
it
o
p
h
o
ru

s
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a
v
a
n
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E
●

●

タ
ラ
フ
タ
オ
ア
ブ
ラ
ム
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C
a
v
a
ri
e
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 a
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lia
e

●
●

●

カ
ン
シ
ョ
ワ
タ
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* IUCNレッドリストのカテゴリー

EX

絶滅 Extinct： 疑いなく最後の1個体が死亡した場合、その分類群は「絶滅」である。既知の、あるいは期待される
生息環境において、適切な時期に（昼と夜、季節、年間を通じて）、かつての分布域全域にわたって徹底して行わ
れた調査にもかかわらず、1個体も発見できなかったとき、その分類群は「絶滅」と見なされる。判定を行うための調
査は、分類群の生活環と生活形に照らして、十分な期間にわたって実施するべきである。

EW

野生絶滅 Extinct Wild： 栽培、飼育状態で、あるいは過去の分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ生

存している分類群は「野生絶滅」である。既知の、あるいは期待される生息環境において、適切な時期（1日の時間

帯、季節、年）に、かつての分布域全域にわたって徹底して行われた調査にもかかわらず、1個体も発見できな
かったとき、その分類群は「野生絶滅」とみなされる。判定を行うための調査は、分類群の生活環と生活形に照らし
て、十分な期間にわたって実施するべきである。

CR
深刻な危機 Critically Endangered： 最善の利用出来る証拠が「深刻な危機」の基準（A-E)のどれかに合致する
ことを示しており、それゆえ野生で極度に高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合、その分類群は「深刻
な危機」である。

EN
危機 Endangered： 最善の利用出来る証拠が「危機」の基準（A-E）のどれかに合致することを示しており、それゆ
え野生で非常に高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合、その分類群は「危機」である。

VU
危急 Vulnerable： 最善の利用出来る証拠が「危急」の基準（A-E)のどれかに合致することを示しており、それゆ
え野生で高い絶滅のリスクに直面していると考えられる場合、その分類群は「危急」である。

NT
準絶滅危惧 Near Threatened： 基準に照らして評価したが、「深刻な危機」、「危機」、「危急」のいずれの要件も
現段階では満たしていないが、近い将来、これらの絶滅危惧のカテゴリーに合致する、あるいはすると考えられる
場合、その分類群は「準絶滅危惧」である。

LC
低懸念 Least Concern： 基準に照らして評価したが、CR、EN、VU、NTのいずれの要件も満たしていない場
合、その分類群は「低懸念」である。分布が広いものや、個体数の多い分類群はこのカテゴリーに含まれる。

DD
データ不足 Data Deficient： 適切な情報がないため、分布状況や個体群の状況に基づいて絶滅のリスクを直接
的にも間接的にも評価出来ない分類群は「データ不足」である。

LR(1994

年のカテ
ゴリ)

低リスク Lower Risk： CR、EN、VUのカテゴリーのいずれの基準にも該当しないと評価された場合、その分類群

は「低リスク」である。低リスクのカテゴリーに含まれる分類群は、以下の3つの下位カテゴリーに分類される。

  LR/cd 

保全対策依存 Conservation Dependent： 特定の分類群あるいは特定の生息地に対する保全対策が継続して

行われており、そのプログラムの中止が、5年以内に絶滅のおそれのあるカテゴリーのいずれかひとつになるという
結果が見込まれる場合。

  LR/nt 準絶滅危惧 Near Threatened： 保全対策依存には該当しないが、危急に分類される方が近い場合。

  LR/lc 軽度懸念 Least Concern： 保全対策依存や準絶滅危惧に該当しない分類群。

** 環境省レッドリストのカテゴリー

EX 絶滅 Extinct： 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種。

EW
野生絶滅 Extinct in the wild： 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続し

ている種。

CR 絶滅危惧IA類 Critically Endangered： ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの。

EN 絶滅危惧IB類 Endangered： IA 類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。

VU
絶滅危惧II類 Vulnerable：絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する

場合、近い将来「絶滅危惧I類」のカテゴリーに移行することが確実と考えられるもの。

NT
準絶滅危惧種 Near threatened： 存続基盤が脆弱な種。現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化に

よっては「絶滅危惧」として上位カテゴリーに移行する要素を有するもの。

DD 情報不足 Data Deficient：評価するだけの情報が不足している種。

LP
絶滅のおそれのある地域個体群 Threatened Local Population：地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが

高いもの。

レッドリストカテゴリー
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推薦地における保護措置に関する法律等 

 

3-1：自然公園法（抜粋） 

3-2：国有林野の管理経営に関する法律（抜粋） 

3-3：国有林野管理経営規程（抜粋） 

3-4：保護林設定管理要領 

3-5：鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（抜粋） 

3-6：絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（抜粋） 

3-7：特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（抜粋） 
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3-1 自然公園法（抜粋） 

（昭和三十二年六月一日法律第百六十一号） 

 

 

最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号 
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第一章 総則  

 

（目的）  

第一条  この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図るこ

とにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与す

ることを目的とする。  

 

（定義）  

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

一  自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。  

二  国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地（海域の景観地

を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。）であつて、環境大臣が第五条

第一項の規定により指定するものをいう。  

三  国定公園 国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二

項の規定により指定するものをいう。  

四  都道府県立自然公園 優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定

により指定するものをいう。  

五  公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する

計画をいう。  

六  公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保

護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。  

七  生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公

園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。  

 

（国等の責務）  

第三条  国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法 （平成五年法

律第九十一号）第三条 から第五条 までに定める環境の保全についての基本理念にのつ

とり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場

において努めなければならない。  

２  国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の

風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その

他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるもの

とする。  

 

（財産権の尊重及び他の公益との調整）  
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第四条  この法律の適用に当たつては、自然環境保全法 （昭和四十七年法律第八十五号）

第三条 で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重する

とともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。  

 

 

第二章 国立公園及び国定公園  

 

第一節 指定  

 

（指定）  

第五条  国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会（以下「審議会」と

いう。）の意見を聴き、区域を定めて指定する。  

２  国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を

定めて指定する。  

３  環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報

で公示しなければならない。  

４  国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。  

 

（指定の解除及び区域の変更）  

第六条  環境大臣は、国立公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、

関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。  

２  環境大臣は、国定公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関

係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その区域を拡張するには、

関係都道府県の申出によらなければならない。  

３  前条第三項及び第四項の規定は、国立公園又は国定公園の指定の解除及びその区域の

変更について準用する。  

 

第二節 公園計画  

 

（公園計画の決定）  

第七条  国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴

いて決定する。  

２  国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意

見を聴いて決定する。  

３  環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園

計画を一般の閲覧に供しなければならない。  
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（公園計画の廃止及び変更）  

第八条  環境大臣は、国立公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、

関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。  

２  環境大臣は、国定公園に関する公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関

係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。ただし、その公園計画を追加す

るには、関係都道府県の申出によらなければならない。  

３  前条第三項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用

する。  

 

第三節 公園事業  

 

（公園事業の決定）  

第九条  国立公園に関する公園事業（以下「国立公園事業」という。）は、環境大臣が、

審議会の意見を聴いて決定する。  

２  国定公園に関する公園事業（以下「国定公園事業」という。）は、都道府県知事が決

定する。  

３  環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。  

４  都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならな

い。  

５  第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前

項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。  

 

（国立公園事業の執行）  

第十条  国立公園事業は、国が執行する。  

２  地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体（以下「公共団体」という。）は、

環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行する

ことができる。  

３  国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受け

て、国立公園事業の一部を執行することができる。  

４  第二項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定

めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しな

ければならない。  

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  

二  第二条第六号に規定する政令で定める施設（以下この条において「公園施設」とい

う。）の種類  
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三  公園施設の位置  

四  公園施設の規模  

五  公園施設の管理又は経営の方法  

六  前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項  

５  前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める

書類を添付しなければならない。  

６  第二項の協議をした者又は第三項の認可を受けた者（以下「国立公園事業者」という。）

は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に

協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ

ばならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。  

７  前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定め

るところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなけれ

ばならない。  

８  第五項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。  

９  国立公園事業者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅

滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。  

１０  第三項又は第六項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度におい

て、条件を付することができる。  

 

（改善命令）  

第十一条  環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めると

きは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他

の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることがで

きる。  

 

（承継）  

第十二条  国立公園事業者である法人が合併（国立公園事業者である法人と国立公園事業

者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。）又は

分割（その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。）をした場合において、合併後

存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全

部を承継する法人（以下この項において「合併法人等」という。）が公共団体である場合

にあつては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場

合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者

の地位を承継する。  

２  国立公園事業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある場合におい

て、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、そ
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の者。以下この条において同じ。）がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、

その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けな

ければならない。  

３  相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認

を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条

第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。  

４  第二項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。  

 

（国立公園事業の休廃止）  

第十三条  国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しよ

うとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け

出なければならない。  

 

（認可の失効及び取消し等）  

第十四条  国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その

他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他

その効力が失われたときは、当該事業に係る第十条第三項の認可は、その効力を失う。  

２  前項の規定により第十条第三項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、

その日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。  

３  環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

同項の認可を取り消すことができる。  

一  第十条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。  

二  第十条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反し

たとき。  

三  第十一条の規定による命令に違反したとき。  

四  偽りその他不正の手段により第十条第三項又は第六項の認可を受けたとき。  

 

（原状回復命令等）  

第十五条  環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者がその国立公園事業を廃止した場

合、同項の認可が失効した場合又は同項の認可を取り消した場合において、国立公園の

保護のために必要があると認めるときは、当該廃止した者、当該認可が失効した者又は

当該認可を取り消された者に対して、相当の期限を定めて、その保護のために必要な限

度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わる

べき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。  

２  前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において

「原状回復等」という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等
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を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣は、その者の負担において、

当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせるこ

とができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨

及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣又はその命じた者若し

くは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。  

３  前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。  

 

（国定公園事業の執行）  

第十六条  国定公園事業は、都道府県が執行する。ただし、道路法 （昭和二十七年法律

第百八十号）その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業

を執行することを妨げない。  

２  都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し

て、国定公園事業の一部を執行することができる。  

３  国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を

受けて、国定公園事業の一部を執行することができる。  

４  第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六

項から第九項まで、第十二条第一項及び第十三条の規定は第二項の協議をした者につい

て、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前

条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の

認可について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都

道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、

第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第

十二条第一項及び第二項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、

同条第一項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第

十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公

園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。  

 

（報告徴収及び立入検査）  

第十七条  環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項

の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事

業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員

に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類

その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２  前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。  
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３  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

 

（政令への委任）  

第十八条  この節に定めるもののほか、公園事業の執行に関し必要な事項は、政令で定め

る。  

 

（清潔の保持）  

第十九条  国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、

スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の

場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。  

 

第四節 保護及び利用  

 

（特別地域）  

第二十条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の

風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域（海域を除く。）内に、特別地域を

指定することができる。  

２  第五条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の

変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環

境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」

と読み替えるものとする。  

３   特別地域（特別保護地区を除く。以下この条において同じ。）内においては、次の

各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知

事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置

として行う行為又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、

この限りでない。  

一  工作物を新築し、改築し、又は増築すること。  

二  木竹を伐採すること。  

三  環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。  

四  鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。  

五  河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。  

六  環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内にお

いて当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は

廃水を排水設備を設けて排出すること。  

七  広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類

するものを工作物等に表示すること。  
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八  屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。  

九  水面を埋め立て、又は干拓すること。  

十  土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。  

十一  高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。  

十二  環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該

区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定する

ものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。  

十三  山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは

殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。  

十四  環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該

区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定する

ものを放つこと（当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の

放牧を含む。）。  

十五  屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更する

こと。  

十六  湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごと

に指定する期間内に立ち入ること。  

十七  道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内

において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。  

十八  前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれ

がある行為で政令で定めるもの  

４  環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合

しないものについては、同項の許可をしてはならない。  

５  都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該

許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で

定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。  

６  第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既

に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をするこ

とができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算し

て三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にそ

の旨を届け出なければならない。  

７  特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行

為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては環境

大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。  

８  特別地域内において木竹の植栽又は家畜の放牧（第三項第十二号又は第十四号に掲げ

る行為に該当するものを除く。）をしようとする者は、あらかじめ、国立公園にあつては
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環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。  

９  次に掲げる行為については、第三項及び前三項の規定は、適用しない。  

一  公園事業の執行として行う行為  

二  認定生態系維持回復事業等（第三十九条第一項又は第四十一条第一項の規定により

行われる生態系維持回復事業及び第三十九条第二項若しくは第四十一条第二項の確認

又は第三十九条第三項若しくは第四十一条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業

をいう。以下同じ。）として行う行為  

三  第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の

風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従

つて行うもの  

四  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの  

 

（特別保護地区）  

第二十一条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園

の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域内に特

別保護地区を指定することができる。  

２  第五条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区

域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは

「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公

報」と読み替えるものとする。  

３  特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣

の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、

非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。  

一  前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及

び第十六号に掲げる行為  

二  木竹を損傷すること。  

三  木竹を植栽すること。  

四  動物を放つこと（家畜の放牧を含む。）。  

五  屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。  

六  火入れ又はたき火をすること。  

七  木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。  

八  木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。  

九  動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。  

十  道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着

陸させること。  

十一  前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすお
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それがある行為で政令で定めるもの  

４  環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合

しないものについては、同項の許可をしてはならない。  

５  都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該

許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で

定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。  

６  第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既

に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をするこ

とができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算し

て三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にそ

の旨を届け出なければならない。  

７  特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げ

る行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては

環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。  

８  次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。  

一  公園事業の執行として行う行為  

二  認定生態系維持回復事業等として行う行為  

三  第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号

の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に

従つて行うもの  

四  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの  

 

（海域公園地区）  

第二十二条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園

の海域の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海域内に、海域公園地

区を指定することができる。  

２  第五条第三項及び第四項の規定は、海域公園地区の指定及び指定の解除並びにその区

域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは

「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公

報」と読み替えるものとする。  

３  海域公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣

の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、

非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第一号、第四号、第五号及び第七

号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものは、この限りで

ない。  

一  第二十条第三項第一号、第四号及び第七号に掲げる行為  
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二  環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当

該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは

殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。  

三  海面を埋め立て、又は干拓すること。  

四  海底の形状を変更すること。  

五  物を係留すること。  

六  汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。  

七  環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使

用すること。  

八  前各号に掲げるもののほか、海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそ

れがある行為で政令で定めるもの  

４  環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合

しないものについては、同項の許可をしてはならない。  

５  都道府県知事は、国定公園について第三項の許可をしようとする場合において、当該

許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境

省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。  

６  第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既

に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をするこ

とができる。この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算し

て三月以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にそ

の旨を届け出なければならない。  

７  海域公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げ

る行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、国立公園にあつては

環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。  

８  次に掲げる行為については、第三項及び前二項の規定は、適用しない。  

一  公園事業の執行として行う行為  

二  認定生態系維持回復事業等として行う行為  

三  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの  

 

（利用調整地区）  

第二十三条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園

の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画

に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。  

２  第五条第三項及び第四項の規定は、利用調整地区の指定及び指定の解除並びにその区

域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは

「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公
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報」と読み替えるものとする。  

３  何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入

りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次

の各号に掲げる場合は、この限りでない。  

一  第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは前条第三項の許可を受けた行為（第六

十八条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。）又は第二十条第六項後段若し

くは第八項、第二十一条第六項後段若しくは前条第六項後段の届出をした行為（第六

十八条第三項の規定による通知に係る行為を含む。）を行うために立ち入る場合  

二  非常災害のために必要な応急措置を行うために立ち入る場合  

三  公園事業を執行するために立ち入る場合  

四  認定生態系維持回復事業等を行うために立ち入る場合  

五  第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号

の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に

従つて行うものを行うために立ち入る場合  

六  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行う

ために立ち入る場合  

七  前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由がある

と認めて許可した場合  

 

（立入りの認定）  

第二十四条  国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規

定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることにつ

いて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受け

なければならない。ただし、第七項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。  

一  国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。  

二  風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環

境省令で定める基準に適合するものであること。  

２  前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつ

ては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれ

にも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。  

４  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところ

により、立入認定証を交付しなければならない。  

５  第一項の認定を受けた者は、前項の立入認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失

したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公

園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができ
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る。  

６  第一項の認定を受けた者は、当該利用調整地区の区域内に立ち入るときは、第四項の

立入認定証を携帯しなければならない。  

７  国立公園又は国定公園の利用者であつて環境省令で定める要件に適合する者は、その

監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち

入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第一項

各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公

園にあつては都道府県知事の認定を受けることができる。  

８  第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、

第五項中「亡失し」とあるのは「その者若しくはその者の監督の下に立ち入る者が亡失

し」と、第六項中「受けた者」とあるのは「受けた者及びその者の監督の下に立ち入る

者」と読み替えるものとする。  

 

（指定認定機関）  

第二十五条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定

する者（以下「指定認定機関」という。）に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事

の事務（以下「認定関係事務」という。）の全部又は一部を行わせることができる。  

２  指定認定機関の指定（以下この条から第二十九条までにおいて単に「指定」という。）

は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。  

３  次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。  

一  未成年者、成年被後見人又は被保佐人  

二  破産者で復権を得ないもの  

三  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは自然環境保全法 の規定により刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して

二年を経過しない者  

四  第二十九条第二項又は第三項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から

起算して二年を経過しない者  

五  法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの  

４  環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定に係る利用調整地区に関する

認定関係事務を行わないものとする。  

５  環境大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、その旨をそれぞれ官報又は都道府

県の公報で公示しなければならない。  

６  指定認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、

同条第一項及び第七項中「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府

県知事」とあり、同条第二項及び第五項（これらの規定を同条第八項において準用する

場合を含む。）中「国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事」

3-16

平成29年2月提出版



 

 

とあり、並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第八項において準用する場

合を含む。）中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは、「指定認定機関」とする。  

 

（指定の基準）  

第二十六条  環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき

他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合し

ていると認めるときでなければ、指定をしてはならない。  

一  職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関

する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。  

二  前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技

術的な基礎を有するものであること。  

三  認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定

関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。  

四  前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるもの

であること。  

 

（指定認定機関の遵守事項）  

第二十七条  指定認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境省令で定めるところに

より、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可

を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。  

２  指定認定機関は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、その事業年度の開始

前に（指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく）環境大

臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。  

３  指定認定機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収

支決算書を作成し、環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。  

４  指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けなければ、その認定関係事

務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  

５  環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が前項の許可を受けてその認定関係事務

の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその

認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があ

ると認めるときは、その認定関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。  

６  環境大臣若しくは都道府県知事が前項の規定により認定関係事務の全部若しくは一

部を自ら行う場合、指定認定機関が第四項の許可を受けてその認定関係事務の全部若し

くは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が第二十九条第二項若しく

は第三項の規定により指定を取り消した場合における認定関係事務の引継ぎその他の必
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要な事項は、環境省令で定める。  

 

（秘密保持義務等）  

第二十八条  指定認定機関（その者が法人である場合にあつては、その役員。次項におい

て同じ。）及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た

秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。  

２  指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法 （明治四十年法律

第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。  

 

（指定認定機関に対する監督命令等）  

第二十九条  環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行

に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令を

することができる。  

２  環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号（第四号を除

く。）のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十七条の規定に違反したとき、同

条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命

令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができない

と認めるときは、指定を取り消すことができる。  

４  第二十五条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。  

 

（報告徴収及び立入検査）  

第三十条  環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から次条までの規定の施行に必要な

限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職

員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件

を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２  前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。  

３  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

 

（手数料）  

第三十一条  国立公園について第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項

（同条第八項において準用する場合を含む。）の立入認定証の再交付を受けようとする者

は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国（指定認定機関が認定関係事務を行う

場合にあつては、指定認定機関）に納めなければならない。  

２  都道府県は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百二十七条 の規定に
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基づき第二十四条第一項 若しくは第七項 の認定又は同条第五項 （同条第八項 におい

て準用する場合を含む。）の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、

第二十五条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようと

する者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせるこ

とができる。  

３  前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入と

する。  

 

（条件）  

第三十二条  第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三

項第七号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限

度において、条件を付することができる。  

 

（普通地域）  

第三十三条  国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれな

い区域（以下「普通地域」という。）内において、次に掲げる行為をしようとする者は、

国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省

令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令

で定める事項を届け出なければならない。ただし、第一号、第三号、第五号及び第七号

に掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものを

しようとする者は、この限りでない。  

一  その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築する

こと（改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとな

る場合における改築又は増築を含む。）。  

二  特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。  

三  広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類

するものを工作物等に表示すること。  

四  水面を埋め立て、又は干拓すること。  

五  鉱物を掘採し、又は土石を採取すること（海域内においては、海域公園地区の周辺

一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。）。  

六  土地の形状を変更すること。  

七  海底の形状を変更すること（海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地

区に接続する海域内においてする場合に限る。）。  

２  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を

保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出

を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な
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限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命

ずることができる。  

３  前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して

三十日以内に限り、することができる。  

４  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をす

る必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な

理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この

場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延

長する理由を通知しなければならない。  

５  第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなけ

れば、当該届出に係る行為に着手してはならない。  

６  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景の

保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。  

７  次の各号に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。  

一  公園事業の執行として行う行為  

二  認定生態系維持回復事業等として行う行為  

三  第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号

の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に

従つて行うもの  

四  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの  

五  国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された

際既に着手していた行為  

六  非常災害のために必要な応急措置として行う行為  

 

（中止命令等）  

第三十四条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園

の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二

十二条第三項若しくは第二十三条第三項の規定、第三十二条の規定により許可に付され

た条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要

な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該

土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当

の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これ

に代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。  

２  前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において

「原状回復等」という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等

を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者

3-20

平成29年2月提出版



 

 

の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に

これを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回

復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若し

くは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあ

らかじめ公告しなければならない。  

３  前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。  

 

（報告徴収及び立入検査）  

第三十五条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園

の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二

十二条第三項若しくは第二十三条第三項第七号の規定による許可を受けた者又は第三十

三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられ

た者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができ

る。  

２  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項、

第二十一条第三項、第二十二条第三項、第二十三条第三項第七号、第三十三条第二項又

は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度にお

いて、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三

項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、第二十三条第三項第七号若し

くは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風

景に及ぼす影響を調査させることができる。  

３  前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。  

４  第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。  

 

（集団施設地区）  

第三十六条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園

の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団

施設地区を指定するものとする。  

２  第五条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区

域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは

「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公

報」と読み替えるものとする。  

 

（利用のための規制）  
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第三十七条  国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内におい

ては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。  

一  当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、

ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。  

二  著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩

所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当

該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。  

２  国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において

前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示

することができる。  

３  前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければな

らない。  

 

第五節 生態系維持回復事業  

 

（生態系維持回復事業計画）  

第三十八条  環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長（以下この条

において「環境大臣等」という。）は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ

効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立公園にお

ける生態系維持回復事業に関する計画（以下「生態系維持回復事業計画」という。）を定

めるものとする。  

２  都道府県知事は、国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資

するため、公園計画に基づき、国定公園における生態系維持回復事業計画を定めること

ができる。  

３  生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  生態系維持回復事業の目標  

二  生態系維持回復事業を行う区域  

三  生態系維持回復事業の内容  

四  前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるた

めに必要な事項  

４  環境大臣等又は都道府県知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要

を公示しなければならない。  

５  環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審

議会の意見を聴かなければならない。  

６  第四項の規定は、環境大臣等又は都道府県知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、

又は変更したときについて準用する。  
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（国立公園における生態系維持回復事業）  

第三十九条  国は、国立公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る

必要があると認めるときは、国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系

維持回復事業を行うものとする。  

２  地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業につ

いて国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、

当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。  

３  国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維

持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施すること

ができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適

合する旨の環境大臣の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系

維持回復事業を行うことができる。  

４  第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。  

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  

二  生態系維持回復事業を行う区域  

三  生態系維持回復事業の内容  

四  前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項  

５  前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の環境省令で定

める書類を添付しなければならない。  

６  第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しよう

とするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の

者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微

な変更については、この限りでない。  

７  前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、

変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。  

８  第五項の規定は、前項の申請書について準用する。  

９  第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽

微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。  

 

（認定の取消し）  

第四十条  環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、同項の認定を取り消すことができる。  

一  国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つて

いないと認めるとき。  

3-23

平成29年2月提出版



 

 

二  その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めると

き。  

三  前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。  

四  第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。  

五  偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。  

 

（国定公園における生態系維持回復事業）  

第四十一条  都道府県は、国定公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復

を図る必要があると認めるときは、国定公園における生態系維持回復事業計画に従つて

生態系維持回復事業を行うことができる。  

２  国及び都道府県以外の地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生

態系維持回復事業について国定公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の都

道府県知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復

事業を行うことができる。  

３  国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維

持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施すること

ができ、及びその生態系維持回復事業が国定公園における生態系維持回復事業計画に適

合する旨の都道府県知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生

態系維持回復事業を行うことができる。  

４  第三十九条第四項及び第五項の規定は第二項の確認及び前項の認定について、同条第

六項から第九項までの規定は第二項の確認を受けた者について、同条第六項から第九項

まで及び前条の規定は前項の認定を受けた者について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前条第一号中「国立公園」

とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。  

 

（報告徴収）  

第四十二条  環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条

第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項

に関し報告を求めることができる。  

 

第六節 風景地保護協定  

 

（風景地保護協定の締結等）  

第四十三条  環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定さ

れた公園管理団体で第五十条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の

風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保
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護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域（海域を除く。）内の土地又は木竹

の所有者又は使用及び収益を目的とする権利（臨時設備その他一時使用のため設定され

たことが明らかなものを除く。）を有する者（以下「土地の所有者等」と総称する。）と

次に掲げる事項を定めた協定（以下「風景地保護協定」という。）を締結して、当該土地

の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。  

一  風景地保護協定の目的となる土地の区域（以下「風景地保護協定区域」という。）  

二  風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項  

三  風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備

が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項  

四  風景地保護協定の有効期間  

五  風景地保護協定に違反した場合の措置  

２  風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意が

なければならない。  

３  風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  

一  自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。  

二  土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。  

三  第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであるこ

と。  

４  地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園に

あつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければな

らない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風

景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。  

５  第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国

立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければ

ならない。  

 

（風景地保護協定の縦覧等）  

第四十四条  環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しよう

とするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、

環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日

から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。  

２  前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、

当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提

出することができる。  

 

（風景地保護協定の認可）  
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第四十五条  環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協

定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可

しなければならない。  

一  申請手続が法令に違反しないこと。  

二  風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであ

ること。  

 

（風景地保護協定の公告等）  

第四十六条  環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又

は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、

当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である

旨を当該区域内に明示しなければならない。  

 

（風景地保護協定の変更）  

第四十七条  第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定にお

いて定めた事項の変更について準用する。  

 

（風景地保護協定の効力）  

第四十八条  第四十六条（前条において準用する場合を含む。）の規定による公告のあつ

た風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の

所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。  

 

第七節 公園管理団体  

 

（指定）  

第四十九条  環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園

又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社

団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法 （平成十年法律第七号）第二条第二項 

の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を

適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体

として指定することができる。  

２  環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団

体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。  

３  公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あ

らかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨

を届け出なければならない。  
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４  環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係

る事項を公示しなければならない。  

 

（業務）  

第五十条  公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。  

一  風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資す

る活動を行うこと。  

二  国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。  

三  国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収

集し、及び提供すること。  

四  国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導

を行うこと。  

五  国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行

うこと。  

六  前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

 

（連携）  

第五十一条  公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一

号に掲げる業務を行わなければならない。  

 

（改善命令）  

第五十二条  環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要

であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命

ずることができる。  

 

（指定の取消し等）  

第五十三条  環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反

したときは、その指定を取り消すことができる。  

２  環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を

公示しなければならない。  

 

（情報の提供等）  

第五十四条  国及び地方公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な

情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。  

 

第八節 費用  
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（公園事業の執行に要する費用）  

第五十五条  公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。  

 

（国の補助）  

第五十六条  国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行

する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができ

る。  

 

（地方公共団体の負担）  

第五十七条  国が国立公園事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に

地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度におい

て、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。  

２  前項の規定により国立公園事業の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担さ

せようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。  

 

（受益者負担）  

第五十八条  国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある

場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費

用の一部を負担させることができる。  

 

（原因者負担）  

第五十九条  国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要

となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、

その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させ

ることができる。  

 

（負担金の徴収方法等）  

第六十条  前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政

令で定める。  

 

（適用除外）  

第六十一条  この節の規定は、公園事業のうち、道路法 による道路に係る事業及び他の

法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用

しない。  
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第九節 雑則  

 

（実地調査）  

第六十二条  環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定、公園計画の決定若しくは公園

事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若し

くはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園

事業の決定又は公園事業の執行に関し、環境大臣以外の国の機関は公園事業の執行に関

し、実地調査のため必要があるときは、それぞれ当該職員をして、他人の土地に立ち入

らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等

を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法 その他他の法律に実地

調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。  

２  国の機関又は都道府県知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとす

るときは、あらかじめ、土地の所有者（所有者の住所が明らかでないときは、その占有

者。この条において以下同じ。）及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨

を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。  

３  第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地

に立ち入つてはならない。  

４  第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。  

５  土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由が

ない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げて

はならない。  

 

（公害等調整委員会の裁定）  

第六十三条  第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第二

項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が

鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に

裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。  

２  行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十二条 の規定は、前項の処分

につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を

教示した場合に準用する。  

 

（損失の補償）  

第六十四条  国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第二十条第三項、第

二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可を得ることができないため、第三十二

条の規定により許可に条件を付されたため、又は第三十三条第二項の規定による処分を

受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。  
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２  前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣

に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金

額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。  

４  国又は都道府県は、第六十二条第一項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつ

て損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。  

５  第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場

合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第六十二条第一項に規定す

る実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。  

 

（訴えの提起）  

第六十五条  前条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による決定

に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の

増額を請求することができる。  

２  前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。  

 

（負担金の強制徴収）  

第六十六条  この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、

環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。  

２  前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収

することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した

額を超えない範囲内で定めなければならない。  

３  第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額

を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金及

び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順

位は、国税及び地方税に次ぐものとする。  

４  延滞金は、負担金に先立つものとする。  

 

（協議）  

第六十七条  環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公

園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区若し

くは利用調整地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関

の長に協議しなければならない。  

２  都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区又は利用調整地

区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなけれ

ばならない。  
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３  環境大臣以外の国の機関は、第十条第一項の規定により国立公園事業を執行しようと

するときは、環境大臣に協議しなければならない。  

４  国の機関は、第十六条第一項ただし書の規定により国定公園事業を執行しようとする

ときは、都道府県知事に協議しなければならない。  

 

（国に関する特例）  

第六十八条  国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二

十二条第三項又は第二十三条第三項第七号の規定による許可を受けることを要しない。

この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国

立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければなら

ない。  

２  都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当

該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して

環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。  

３  国の機関は、第二十条第六項後段、第七項若しくは第八項、第二十一条第六項後段若

しくは第七項、第二十二条第六項後段若しくは第七項又は第三十三条第一項の規定によ

り届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の

例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨

を通知しなければならない。  

４  環境大臣又は都道府県知事は、第三十三条第一項の規定による届出の例による通知が

あつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当

該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができ

る。  

 

（権限の委任）  

第六十九条  この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地

方環境事務所長に委任することができる。  

 

（事務の区分）  

第七十条  第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一

項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項におい

て準用する第五条第三項及び第六十七条第二項（利用調整地区に係る部分を除く。）の規

定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 

に規定する第一号 法定受託事務とする。  

 

（原生自然環境保全地域との関係）  
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第七十一条  自然環境保全法第十四条第一項 の規定により指定された原生自然環境保全

地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。  

 

 

第三章 都道府県立自然公園（全部省略） 

 

 

第四章 罰則  

 

第八十二条  第十五条第一項（第十六条第四項において準用する場合を含む。）又は第三

十四条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。  

 

第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。  

一  第十条第六項（第十六条第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、

第十条第四項各号（第十六条第四項において準用する場合を含む。）に掲げる事項を変

更した者（第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。）  

二  第十条第十項（第十六条第四項において準用する場合を含む。）の規定により認可

に付された条件に違反した者  

三  第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規

定に違反した者  

四  偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けた者  

五  第三十二条の規定により許可に付された条件に違反した者  

 

第八十四条  第二十八条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下

の罰金に処する。  

 

第八十五条  第十一条（第十六条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条第二

項又は第五十二条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。  

 

第八十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一  第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者  

二  偽りその他不正の手段により第二十四条第五項（同条第八項において準用する場合
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を含む。）の立入認定証の再交付を受けた者  

三  第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者  

四  第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者  

五  第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者  

六  第三十三条第五項の規定に違反した者  

七  第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  

八  第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した

者  

九  国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、み

だりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をした者  

十  国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第

三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二

号に掲げる行為をした者  

十一  第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の

設置その他の行為を拒み、又は妨げた者  

 

第八十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関して第八十二条、第八十三条、第八十五条又は前条の違反行為を

したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。  

 

第八十八条  第十条第九項、第十三条又は第十四条第二項（これらの規定を第十六条第四

項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をし

た者（第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。）は、二十万円以下の

過料に処する。  

 

第八十九条  第二十四条第六項（同条第八項において準用する場合を含む。）の規定に違

反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。  

 

第九十条  第七十三条、第七十五条又は第七十六条の規定に基づく条例には、その条例に

違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第八十二条から第八十七

条まで及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑又は過料を科する旨の

規定を設けることができる。  

 

附則（全部省略）   
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3-2 国有林野の管理経営に関する法律（抜粋） 

（昭和二十六年六月二十三日法律第二百四十六号） 

 

 

最終改正：平成二四年六月二七日法律第四二号 

 

 

目次 

第一章  総則（第一条―第三条） 

第一章の二 管理経営に関する計画（第四条―第六条の四）  

第一章の三 調査業務の委託（第六条の五―第六条の十六） 

第二章  貸付け、使用及び売払い（第七条―第八条の四） 

第三章  分収造林（第九条―第十七条） 

第四章  分収育林（第十七条の二―第十七条の六） 

第五章  共用林野（第十八条―第二十四条） 

第六章  雑則（第二十五条） 

第七章  罰則（第二十六条・第二十七条） 

附則 
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第一章 総則 

 

（この法律の趣旨）  

第一条  この法律は、国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付

け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保

することを目的とする。  

２  国有林野の取得、維持、保存及び運用並びに処分についての国有財産法 （昭和二十三年法

律第七十三号）の特例は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めると

ころによる。  

 

（定義）  

第二条  この法律において「国有林野」とは、次に掲げるものをいう。  

一  国の所有に属する森林原野であつて、国において森林経営の用に供し、又は供するもの

と決定したもの 

二  国の所有に属する森林原野であつて、国民の福祉のための考慮に基づき森林経営の用に

供されなくなり、国有財産法第三条第三項 の普通財産となつているもの（同法第四条第二

項 の所管換又は同条第三項 の所属替をされたものを除く。）  

２ この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営（国有林と一体として整備

及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを

含む。以下同じ。）の事業をいう。 

 

（国有林野の管理経営の目標）  

第三条  国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増

進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によ

りその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとす

る。  

 

第一章の二 管理経営に関する計画 

 

（管理経営基本計画）  

第四条  農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野

の管理経営に関する基本計画（以下「管理経営基本計画」という。）を定めなければならない。  

２  管理経営基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  国有林野の管理経営に関する基本方針  

二  国有林野の維持及び保存に関する基本的な事項  

三  国有林野の林産物の供給に関する基本的な事項  
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四  国有林野の活用に関する基本的な事項  

五  国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備お帯

保全に関する基本的な事項  

六  国有林野事業の実施体制その他その運営に関する事項 

七  その他国有林野の管理経営に関し必要な事項 

３  管理経営基本計画は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、

効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保その他国有林野事業及び民有林

に係る施策の一体的な推進に配慮して定めるものとする。 

４  管理経営基本計画は、森林法 （昭和二十六年法律第二百四十九号）第四条第一項 の規定に

よりたてられた全国森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画との調和が保

たれたものでなければならない。 

  

（管理経営基本計画の案の縦覧等）  

第五条  農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、

当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。  

２  前項の規定による公告があつたときは、当該縦覧に供された管理経営基本計画の案に意見が

ある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣に対し、理由を付した文書をもつて、

意見を申し立てることができる。  

３  農林水産大臣は、第一項の縦覧期間満了後、当該管理経営基本計画の案について、前項の規

定により申立てがあつた意見の要旨を付して、林政審議会の意見を聴かなければならない。  

４  農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要

旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。  

 

（地域管理経営計画）  

第六条  森林管理局長は、管理経営基本計画に即して、森林法第七条の二第一項の森林計画区別

に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、五年ごとに、当該森林計

画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、五年を一期とする国有林野

の管理経営に関する計画（以下「地域管理経営計画」という。）を定めなければならない。  

２  地域管理経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  その対象とする国有林野の管理経営に関する基本的な事項  

二  巡視、森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止その他国有林野の維持及び保存に関する

事項  

三  木材の安定的な取引関係の確立その他林産物の供給に関する事項  

四  地域における産業の振興又は住民の福祉の向上その他国有林野の活用に関する事項  
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五  公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における森林及び公衆の保健の用に供す

る施設の整備に関する基本的な方針  

六  森林法第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その

他国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林の整備及び保

全関する事項 

七  その他国有林野の管理経営に関し必要な事項  

３  第四条第三項の規定は、地域管理経営計画について準用する。  

４  地域管理経営計画は、森林法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画との調和が

保たれたものでなければならない。 

５  前条の規定は、地域管理経営計画の策定及び変更について準用する。この場合において、同

条中「農林水産大臣」とあるのは「森林管理局長」と、同条第三項中「林政審議会」とあるの

は「関係都道府県知事、関係市町村長及び次条第二項各号に掲げる事項に関し学識経験を有す

る者」と読み替えるものとする。 

６  森林管理局長は、国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進のため必要があると

認めるときは、関係都道府県知事及び関係市町村長に必要な協力を要請することができる。 

3-37

平成29年2月提出版



 

 

3-3 国有林野管理経営規程（抜粋） 

（平成 11年 1月 21日） 

農林水産省訓令第 2号 

 

 

〔最終改正〕平成 25年 3月 29日農林水産省訓令第 7号 

 

 

第 1章 総則 

（趣旨） 

第 1 条 国有林野の管理経営に関しては、法令及び他の訓令に定めるもののほか、この規程の定

めるところによる。 

 

（国有林野の区画） 

第 2条 国有林野の区画の区分は、林班及び小班によるものとする。 

2  林班は、国有林野の位置を明らかにし、あわせて事業の実行の便に供するために、原則とし

て森林計画区（森林法（昭和 26年法律第 249号）第 5条第 1項の森林計画区をいう。以下同

じ。）別に要存置林野（国有林野の管理経営に関する法律（昭和 26年法律第 246号。以下「法」

という。）第 2 条第 1 号の国有林野をいう。以下同じ。）を分けて設けるものとし、小班は，1

林班内に林況又は管理経営上の取扱いを異にする部分がある場合等において、当該林班を分け

て設けるものとする。 

 

（国有林野の機能類型） 

第 3 条 国有林野の要存置林野は、その有する諸機能のうち第一に発揮すべき機能によって次の

各号に掲げる類型に区分するものとする。 

(1) 山地災害防止タイプ 

(2) 自然維持タイプ 

(3) 森林空間利用タイプ 

(4) 快適環境形成タイプ 

(5) 水源涵養タイプ 

2  山地災害防止タイプは、災害に強い国土基盤を形成する観点から、山地災害防止機能／土壌

保全機能の発揮を第一とすべき国有林野をいう。 

3  自然維持タイプは、生態系としての森林の重要性を踏まえた生物多様性の保全を図る観点か

ら、生物多様性保全機能の発揮を第一とすべき国有林野をいう。 

4   森林空間利用タイプは、国民に憩いと学びの場を提供し、又は豊かな自然景観や歴史的風致
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を構成する観点から、保健・レクリエーション機能又は文化機能の発揮を第一とすべき国有林

野をいう。 

5  快適環境形成タイプは、騒音、粉塵等から地域の快適な生活環境を保全する観点から、快適

環境形成機能の発揮を第一とすべき国有林野をいう。 

6  水源涵養タイプは、良質な水の安定供給を確保する観点から、水源涵養機能は全ての国有林

野において発揮が期待される基礎的な機能であることに鑑み、第 2項から前項までに掲げるも

のを除く全ての国有林野をいう。 

 

第 2章 地域管理経営計画 

（計画事項の細目） 

第 4条 法第 6条第 1項の地域管理経営計画において定める事項の細目は、次のとおりとする。 

(1) 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

ア 国有林野の管理経営の基本方針 

イ 機能類型に応じた管理経営に関する事項 

(ア)  山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事

項 

(イ)  自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項 

(ウ)  森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事

項 

(エ)  快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事

項 

(オ)  水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項 

ウ 森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項 

エ 主要事業の実施に関する事項 

(ア)  伐採総量 

(イ)  更新総量 

(ウ)  保育総量 

(エ)  林道の開設及び改良の総量 

オ その他必要な事項 

(2)  国有林野の維持及び保存に関する事項 

ア 巡視に関する事項 

イ 森林病害虫の駆除又はそのまん廷の防止に関する事項 

ウ 特に保護を図るべき森林に関する事項 

エ その他必要な事項 

(3)  林産物の供給に関する事項 

ア 木材の安定的な取引関係の確立に関する事項 
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イ その他必要な事項 

(4)  国有林野の活用に関する事項 

ア 国有林野の活用の推進方針 

イ 国有林野の活用の具体的手法 

ウ その他必要な事項 

(5)  公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における森林及び公衆の保健の用に供する

施設の整備に関する基本的な方針 

ア 公衆の保健の用に供する区域 

イ 区域内の公衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方針 

ウ 区域内の森林の整備に関する基本的な方針 

(6)  公益的機能維持増進協定（森林法第 10 条の 15 第 1 項に規定する公益的機能維増進協定を

いう。以下同じ。）に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行うこと

が相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項 

  ア 公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な方針 

  イ 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び

保全に関する事項 

(7)  国民の参加による森林の整備に関する事項 

ア 国民参加の森林に関する事項 

イ 分収林に関する事項 

ウ その他必要な事項 

(8)  その他国有林野の管理経営に関し必要な事項 

ア 林業技術の開発，指導及び普及に関する事項 

イ 地域の振興に関する事項 

ウ その他必要な事項 

 

（計画の内容） 

第 5条 前条第 1号エ（ア）伐採総量については、森林計画区における森林法第 7条の 2第 1項

の国有林の地域別の森林計画（以下「森林計画」という。）で定める伐採立木材積と調和が保

たれたものとして、次に掲げる事項に留意して主伐、間伐別に定めるものとする。 

(1)  自然維持タイプについては、保護を図るべき対象の特性等に応じて必要なものを除き、伐

採を行わないものとする。 

(2)  山地災害防止タイプ、森林空間利用タイプ及び快適環境形成タイプについては，それぞれ

第一に発揮すべき機能の維持に必要なものとする。 

(3)  水源涵養タイプについては、水源涵養機能の維持増進に努めることを旨として、主伐につ

いては、施業群別に上限伐採面積を定め、伐採面積は上限伐採面積を超えないものとする。

この場合、施業群は、施業上類似の取扱いをすべき林分を合して設けるものとする。 
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2   前条第 4 号の国有林野の活用に関する事項については、国有林野の活用に関する法律（昭

和 46 年法律第 108 号）第 3 条第 1 項及び第 2 項の趣旨を踏まえて、地域における産業の振

興又は住民の福祉の向上等を図ることを旨として記述するものとする。 

3   前条第 5 号の公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における公衆の用に供する施

設及び森林の整備に関する基本的な方針については、次のように定めるものとする。 

(1)   アの公衆の保健の用に供する区域は、森林空間利用タイプとして区分された国有林野であ

って、自然的、社会的条件等からみて森林の有する保健・レクレエーション機能又は文化機

能を高度に発揮させることが可能な一定のまとまりを有し、かつ、相当規模衆の保健の用に

供する施設及び森林の整備を行うことにより公衆の保健のための利用を推進すべきものの

範囲を定めるものとする。 

(2)   イの区域内の公衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方針は，当該区域の国

有林野の自然的、社会的条件等を踏まえ、当該区域において推進すべき主たる公衆の保健の

ための利用の形態及びこれに必要な主たる公衆の保健の用に供する施設の整備等について

記述するものとする。                                 また、当該区域の国有林

野の自然的、社会的条件等を踏まえ、国有林野の有する公衆の保健以外の公益的機能との調

和その他公衆の保健の用に供する施設の整備に際し配慮すべき事項について記述するもの

とする。 

(3)   ウの区域内の森林の整備に関する基本的な方針は、管理経営の指針に即して、当該区域の

国有林野の有する公衆の保健機能の増進及び国有林野の有する公衆の保健以外の公益的機

能との調和を図るために必要な森林の整備に関する基本的な方針について、公衆の保健の用

に供する施設の整備に応じて記述するものとする。 

4    前条第 7号アの国民参加の森林は、森林空間利用タイプとして区分された国有林野であっ

て、国民の自主的な森林整備のための利用を図ることが適当と認められるものを選定するも

のとする。 

 

（計画の策定又は変更手続） 

第 6 条 森林管理局長は、地域管理経営計画を定めようとするときは、当該森林計画区の区域内

に所在する森林管理署長の意見を聴かなければならない。 

2 森林管理局長は、地域管理経営計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認め

るときは、森林管理署長と連携して、広く国民の意見を聴かなければならない。 

3 地域管理経営計画の策定は、計画書を作成してするものとする。 

4   法第 6 条第 5 項において読み替えて準用する法第 5 条第 1 項の規定による公告は森林管理

局及び当該森林計画が対象とする森林計画区の全部又は一部の区域を管轄区域とする森林

管理署等において行い、同条同項の規定による縦覧は，森林管理局及び当該森林計画が対象

とする森林計画区の全部又は一部の区域を管轄区域とする森林管理署等において計画書の

案を縦覧に供することにより行うものとする。 
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5   法第 6 条第 5 項において読み替えて準用する法第 5 条第 2 項の規定により申立てがあった

意見については、森林管理局内に意見処理委員会等を設け適切に処理するものとする。 

6   法第 6 条第 5 項において読み替えて準用する法第 5 条第 3 項の規定による関係都道府県知

事及び関係市町村長に対する意見聴取は、計画書の案並びに意見の要旨及び当該意見の処理案

を示し、文書をもって行うものとする。 

7   法第 6 条第 5 項において読み替えて準用する法第 5 条第 3 項の規定により法第 6 条第 2 項

に掲げる事項に関し学識経験を有する者から意見を聴く場合には、複数名から意見を聴かなけ

ればならないものとする。 

8   法第 6 条第 5 項において読み替えて準用する法第 5 条第 4 項の規定による地域管理経営計

画並びに同条第 2項の規定により申立てがあった意見の要旨及び当該意見の処理結果の公表は、

森林管理局及び当該計画が対象とする森林計画区の全部又は一部を管轄区域とする森林管理

署等において計画書並びに意見の要旨及び当該意見の処理結果を記載した文書を縦覧に供す

ることにより行うものとする。この場合において、公表期間は、当該計画の計画期間とする。 

9   森林管理局長は、国有林野の現況，経済事情等に変動があったため，必要と認めるときは、

地域管理経営計画を変更することができる。 

10   前項に規定する変更の場合の手続については、第 1 項から第 7 項までの規定を準用するも

のとする。この場合において、第 6項中「計画書」とあるのは「計画書の変更に係る部分」と

読み替えるものとする。 

 

（計画の報告等） 

第 7 条 森林管理局長は，地域管理経営計画を定め，又はこれを変更したときは，遅滞なく林野

庁長官に報告するとともに、関係森林管理署長に通知するものとする。 

 

第 3章 公衆の保健の用に供するための計画 

（中略） 

 

第 4章国有林野施業実施計画 

（計画の細目等） 

第 12条 森林管理局長は、森林計画及び地域管理経営計画に即して、森林計画区別に当該区域に

係る要存置林野につき、当該森林計画区に係る地域管理経営計画と計画期間を同じくする国有

林野施業実施計画（以下「実施計画」という。）を定めなければならない。 

2   実施計画においては，次の事項を定めるものとする。 

(1)  国有林野の区画の名称及び区域 

(2)  第 3条に定める機能類型別の区域 

(3)  施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法

及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量 
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(4)  林道の整備に関する事項 

(5)  治山に関する事項 

(6)  保護林及び緑の回廊の名称及び区域 

(7)  公益的機能維持増進協定の名称及び区域 

(8)  レクリエーションの森の名称及び区域 

(9)  その他必要な事項 

 

（計画の内容） 

第 13 条 前条第 2 項第 1 号の国有林野の区画の名称及び区域並びに同項第 2 号の第 3 条に定め

る機能類型別の区域については、国有林野施業実施計画図に示すものとする。 

2  前条第 2項第 3号の伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び

更新量については、第 5条第 1項各号に掲げる事項に従い定めるものとするほか、第一に発揮

すべき機能以外の機能、林道その他路網の効率的利用、風害、山火事、病虫害等の防止及び地

域の事情に留意し、一定の伐採順序を想定して選定するものとし、伐採造林計画簿に示すもの

とする。 

3  前条第 2項第 6号の保護林は、第 3条第 3項第に規定する自然維持タイプのうち、動植物の

生息・生息状況、地域の要請等を勘案して、原生的な森林生態系から成る自然環境の維持、動

植物の保護、遺伝資源の保存、施業及び管理技術の発展等に特に資することを目的として管理

を行うことが適当と認められる国有林野を選定するものとする。 

4  前条第 2項第 6号の緑の回廊は、野生動植物の分布、保護林の設定状況、地域の要請等を勘

案して、野生動植物の移動経路を確保し生育・生息地の拡大と相互交流に資することを目的と

して管理を行うことが適当と認められる国有林野を選定するものとする。 

5  前条第 2項第 8号のレクリエーションの森は、第 3条第 4項に規定する森林空間利用タイプ

のうち、自然景観、森林の保健・文化・教育的利用の現況及び将来の見通し、地域の要請等を

勘案して、国民の保健・文化・教育的利用に供する施設又は森林の整備を特に積極的に行うこ

とが適当と認められる国有林野を選定するものとする。 

 

（以下省略） 
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3-4 保護林設定管理要領 

第１ 趣 旨 

森林に対する国民の要請の高度化・多様化に伴う平成元年の保護林制度改正から四半世

紀が経過し、この間、生物多様性保全に関する科学的知見や保護地域の管理手法が進歩す

るなど保護林制度をめぐる状況は大きく変化した。 

このような変化に対応しつつ国有林野内の森林生態系や希少な野生生物を将来にわた

って保護・管理していくため、森林生態系や個体群の持続性に着目した分かりやすく効果

的な保護林区分の導入、簡素で効率的な管理体制の再構築、森林生態系を復元する考え方

の導入など、今後の保護林の設定・管理における基本的な考え方について定め、もって国

有林野における生物多様性の保全に寄与するものとする。 

第２ 用語の定義 

この要領における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

１ 原生的な天然林 

伐採記録がない又は伐採記録がない近傍区域と同様の林況を示す天然林。 

なお、上層木、下層植生等の一部に人為、移入種等による影響が生じている天然林で

あっても、当該天然林が特に保護・管理すべき固有の森林生態系を構成している場合は

これに含む。 

２ 復元 

世界的な価値を有しているものの、人為、災害又は同種個体群からの孤立等により自

立的復元力を失った森林を対象に、専門家の科学的知見に基づく意見を踏まえつつ、目

標林型及び技術的手法を定め、それを基にした順応的管理により長期にわたる森林施業

等の実施を通じて、潜在的自然植生を基本とした生物群集へ誘導すること。 

３ モニタリング 

設定後の保護林の状況を的確に把握し、保護林の設定目的に照らして保護林を評価す

るため「保護林等整備・保全対策実施要領」（平成 22 年４月９日付け 21 林国経第 64

号林野庁長官通達）に定められている「保護林モニタリング調査マニュアル」に基づき

実施する継続的な調査 

第３ 保護林の区分 

保護林は、その目的に応じて、森林生態系保護地域、生物群集保護林及び希

少個体群保護林に区分するものとする。 

第４ 保護林の設定及び管理 

１ 森林生態系保護地域 

(1) 目的 
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我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を保護・管理することによ

り、森林生態系からなる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施

業・管理技術の発展、学術の研究等に資することを目的とする。 

(2) 設定の基本的な考え方 

森林管理局長は、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を主体とし

た、森林生態系としてのまとまりを持つ区域であって、原則として 2,000 ヘクタ

ール以上の規模を有するもの（ただし、島しょ、半島等特殊な環境にあっては、

原則として 500ヘクタール以上の規模を有するものとする。）のうち、(1)の目

的から特に保護・管理を必要とする区域を森林生態系保護地域として設定する

ことができるものとする。 

なお、設定する区域には、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林

と一体的に保護・管理すべき草地、湿地、高山帯、岩石地等を含めることができるも

のとする。 

(3) 地帯区分 

森林生態系保護地域は、一の区域について保存地区及び保全利用地区に区分する

ものとする。 

ア 保存地区は、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を主体と

する区域とする。 

イ 保全利用地区は、保存地区に外部からの影響が直接及ばないよう緩衝の役割

を果たすために必要と考えられる広がりを持つ、原則として保存地区と同質の

天然林を主体とする区域とし、天然林と一体的に保護・管理することが相応な

人工林を含めることができるものとする。 

(4) 取扱いの方針 

森林生態系保護地域の保存地区及び保全利用地区の取扱いは次のとおりとする。 

ア 保存地区 

原則として人為を加えずに自然の推移に委ねるものとする。 

イ 保全利用地区 

(ｱ) 天然林については保存地区と同様とし、人工林については育成複層林施

業等を行うことができるものとして、将来的には天然林への移行を図るも

のとする。 

(ｲ) 必要に応じて草地、湿地、高山帯、岩石地等の特異な環境を保護・管理

することができるものとする。 

ウ 次に掲げる行為については、必要に応じて行うことができるものとする。 

(ｱ) 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用その他の公益上の事由によ

り必要と認められる行為（(ｴ)に掲げるものを除く。） 

(ｲ) 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害の復旧及び

これらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要と認められる行為 

(ｳ) 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為 

(ｴ) 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置 
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(ｵ) 保全利用地区における枯損木及び被害木の伐倒・搬出 

(ｶ) 標識類の設置等 

(ｷ) その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

(5) その他 

ア 森林生態系保護地域に外接する森林においては、当該保護林の急激な環境の

変化を避けるため、原則として皆伐及び漸伐（以下「皆伐等」という。）によ

る施業は行わないものとし、複層伐及び択伐を中心とした育成複層林施業又は

天然生林施業を行うものとする。 

イ 森林生態系保護地域の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応

じ区域を明確にするため、標識の設置を行うものとする。 

ウ 保全利用地区は、原則として地勢線を介し保存地区の周囲を全て取り囲むよ

う設定するものとする。ただし、森林の状況、立地条件等からみて、保全利用

地区が保存地区の周囲を全て取り囲まなくても保存地区に外部の影響が及ばな

いと認められる場合を除くことができるものとする。 

 

２ 生物群集保護林 

(1) 目的 

地域固有の生物群集を有する森林を保護・管理することにより、森林生態系から

なる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、

学術の研究等に資することを目的とする。 

(2) 設定の基本的な考え方 

森林管理局長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、(1)の目的から特に

保護・管理を必要とする区域を生物群集保護林として設定することができるものとす

る。 

ア 自然状態が十分保存された天然林を主体とした、地域固有の生物群集がまと

まりを持って存在する区域であって、原則として 300 ヘクタール以上の規模を

有するもの 

イ 自然状態が十分保存された天然林を中心に、地域固有の生物群集が存在し、

今後、復元の取組が見込まれる森林を周辺部に包含する区域であって、原則と

して 1,000 ヘクタール以上の規模を有するもの 

なお、設定する区域には、自然状態が十分保存された天然林と一体的に保護・管

理すべき草地、湿地、高山帯、岩石地等を含めることができるものとする。 

(3) 地帯区分 

生物群集保護林は、原則として一の区域について保存地区及び保全利用地区に区

分するものとする。ただし、地帯区分を行う合理的な理由が見いだせない場合は、こ

の限りでない。 

ア 保存地区は、自然状態が十分保存された天然林を主体とする区域とする。 

イ 保全利用地区は、保存地区に外部からの影響が直接及ばないよう緩衝の役割

を果たすために必要と考えられる広がりを持つ、原則として保存地区と同質の
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天然林を主体とする区域とし、天然林と一体的に保護・管理することが相応な

人工林を含めることができるものとする。 

(4) 取扱いの方針 

生物群集保護林の保存地区及び保全利用地区の取扱いは次のとおりとする。 

ア 保存地区 

原則として人為を加えずに自然の推移に委ねるものとする。 

イ 保全利用地区 

(ｱ) 天然林については保存地区と同様とし、人工林については育成複層林施

業等を行うことができるものとして、将来的には天然林への移行を図るも

のとする。 

(ｲ) 必要に応じて草地、湿地、高山帯、岩石地等の特異な環境を保護・管理

することができるものとする。 

ウ 次に掲げる行為については、必要に応じて行うことができるものとする。 

(ｱ) 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用、復元、その他公益上の事

由により必要と認められる行為（(ｴ)に掲げるものを除く。） 

(ｲ) 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害の復旧及び

これらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要と認められる行為 

(ｳ) 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為 

(ｴ) 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置 

(ｵ) 保全利用地区における枯損木及び被害木の伐倒・搬出 

(ｶ) 標識類の設置等 

(ｷ) その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

(5) 復元 

復元を行うことが必要と認められる生物群集保護林の取扱いは次のとおりとす

る。 

ア 復元計画の策定 

森林管理局長は、第６の２の(2)の規定により設置される保護林復元部会の意

見を踏まえ、復元を行うことが必要と認められる生物群集保護林の復元方法等

について取りまとめ、これに基づき次の事項を含む復元計画を策定するものと

する。 

(ｱ) 復元の意義・目的 

(ｲ) 対象森林の現況と目標林型 

(ｳ) 復元対象区域 

(ｴ) 復元手法・取組方針 

(ｵ) 実行管理体制 

イ 林野庁との調整 

森林管理局長は、復元を行おうとする場合は、あらかじめ意見を付して林野

庁長官の意見を聴くものとする。 

ウ 情報の発信 
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地域住民等を含む国民に向けた取組説明会を定期的に開催し、復元に向けた

取組、蓄積された復元技術等について、広く情報発信するものとする。 

(6) その他 

ア 生物群集保護林に外接する森林においては、当該保護林の急激な環境の変化

を避けるため、原則として皆伐等による施業は行わないものとし、複層伐及び

択伐を中心とした育成複層林施業又は天然生林施業を行うものとする。 

イ 生物群集保護林の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ区

域を明確にするため、標識の設置を行うものとする。 

ウ 保全利用地区は、原則として地勢線を介し保存地区の周囲を全て取り囲むよ

う設定するものとする。ただし、森林の状況、立地条件等からみて、保全利用

地区が保存地区の周囲を全て取り囲まなくても保存地区に外部の影響が及ばな

いと認められる場合を除くことができるものとする。 

 

 ３ 希少個体群保護林 

(1) 目的 

希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護・管理することにより、当該野

生生物個体群（以下「個体群」という。）の持続性を向上させ、野生生物の保護、遺

伝資源の保護、学術の研究等に資することを目的とする。 

(2) 設定の基本的な考え方 

森林管理局長は、次の各号のいずれかに該当する個体群を有し、原則として当該

個体群がその存続に必要な条件を含む５ha以上の区域のうち、(1)の目的から特に保

護・管理を必要とする区域を希少個体群保護林として設定することができるものとす

る。設定に際しては野生生物の生育・生息地の他に、個体群の存続に必要となる更新

適地等に配慮するものとする。 

ア 希少化している個体群 

イ 分布限界域等に位置する個体群 

ウ 他の個体群から隔離された同種個体群 

エ 遺伝資源の保護を目的とする個体群 

オ 草地、湿地、高山帯、岩石地等、特殊な立地条件の下に成立している個体群 

カ 温暖化等の影響により将来的に消失が懸念される個体群 

キ その他保護が必要と認められる個体群 

なお、目的とする個体群の消失が懸念される危機的な森林等で、遺伝的に関連の

ある個体群の生育・生息地、更新適地等が周辺に飛び地として存在する場合には、野

生生物の存続に必要な個体群の集合体（メタ個体群）を保護することを目的に、核と

なる森林等の周辺の当該飛び地を同一の希少個体群保護林として設定し、保護・管理

することができるものとする。 

(3) 取扱いの方針 

ア 個体群の状況に応じ次により取り扱うものとする。 

(ｱ) 目的とする個体群の保護・増殖に必要な森林施業は可能とする。 
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(ｲ) 一時的な裸地の出現等、遷移過程におけるかく乱が対象個体群の持続的

な生育・生息に不可欠な場合には、必要な森林施業を行うことにより、人

為による環境創出等を行うことができるものとする。 

イ 次に掲げる行為については必要に応じて行うことができるものとする。 

(ｱ) 学術の研究、自然観察教育、遺伝資源の利用、その他公益上の事由によ

り必要と認められる行為（(ｴ)に掲げるものを除く。） 

(ｲ) 山火事の消火、大規模な林地崩壊・地すべり・噴火等の災害の復旧及び

これらに係る予防的措置等、非常災害に際して必要と認められる行為 

(ｳ) 鳥獣・病害虫被害及び移入種対策として必要と認められる行為 

(ｴ) 学術の研究、自然観察教育等のための軽微な施設の設置 

(ｵ) 標識類の設置等 

(ｶ) その他法令等の規定に基づき行うべき行為 

(4) その他 

ア 希少個体群保護林に外接する森林においては、当該保護林の急激な環境の変

化を避けるため、原則として皆伐等による施業は行わないものとし、複層伐及

び択伐を中心とした育成複層林施業又は天然生林施業を行うものとする。ただ

し、当該保護林の環境創出等のために皆伐等が必要と認められる場合を除くも

のとする。 

イ 希少個体群保護林の区域は、原則として地勢線によるものとし、必要に応じ

区域を明確にするため、標識の設置を行うものとする。 

ウ 断片化した生息地の最外部が全く異質な外側の環境に直接さらされることに

より生息地内部に及ぶ影響（エッジ効果）が最小となるよう区域の形状に配慮

するものとする。 

 

第５ モニタリング 

 １ 森林管理局長は、モニタリング、その他簡素な現況調査により既に設定した保護林の

状況を的確に把握するものとする。 

 ２ モニタリングは、各保護林の状況を勘案し、以下のいずれかの間隔で実施するものと

する。 

(1) ５年未満ごと 

近い将来に当該地域における絶滅の危険性が極めて高い個体群を保護している保

護林 

(2) ５年ごと 

ア 遷移の途中段階にある保護林 

イ 復元を行っている保護林 

ウ 保護対象の個体群の持続性に問題がある保護林 

エ 保護林外部からの影響を受けている保護林 

オ 鳥獣・病害虫被害及び移入種による影響が顕著にある保護林 

カ 温暖化による影響が顕著にある保護林 
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キ その他、短期間で大きな変化が想定される保護林 

(3) 10年ごと 

(1)及び(2)に該当しない保護林 

 ３ モニタリングは、国有林野施業実施計画（以下「実施計画」という。）策定作業の前

年度までに実施するものとする。また、10 年ごとのモニタリングとした場合に生ずる

モニタリングが行われない実施計画策定の周期においては、実施計画策定作業の前年度

までに森林官等による巡視、定点撮影、遠隔地については空中写真の確認等の簡素な現

況調査を行うものとする。 

４ 植生が極めて安定している等大きな変化が想定されない保護林については、予定され

ているモニタリングの実施の前年度における第６の１の規定により設置される保護林

管理委員会において、翌年のモニタリングの必要性の有無について意見を聴いた上で、

次期モニタリング周期においてモニタリングを実施することができるものとする。 

 ５ モニタリング等により保護林の状況に変化が確認された場合は、速やかに第７の３の

規定による手続による変更等を行うものとする。 

 

第６ 保護林管理委員会 

 １ 保護林管理委員会の設置及び検討事項 

森林管理局長は、保護林の設定、変更、廃止、管理及びモニタリング等に関する事項

並びに保護林に関連する生物多様性の保全について検討を行うため、保護林管理委員会

（以下「管理委員会」という。）を設置し、意見を求めるものとする。 

 ２ 管理委員会の構成及び部会等の設置 

(1) 管理委員会の構成 

管理委員会は、森林・林業や自然環境に関する専門家、関係地方公共団体等のう

ち、森林管理局長が選任した者で構成するものとする。 

(2) 部会等の設置 

森林管理局長は、必要に応じて管理委員会の下に専門的な検討を行うための部会

等を置くことができるものとする。 

ただし、復元を行おうとする場合には、森林管理局長は、管理委員会の下に保護

林復元部会（以下「復元部会」という。）を復元対象保護林ごとに設置するものとす

る。復元部会は、森林・林業や自然環境に関する専門家、関係地方公共団体、地域の

関係者等のうち、森林管理局長が選任した者で構成し、復元すべき目標林型、復元手

法等について検討するものとする。 

 ３ 留意事項 

(1) 二以上の森林管理局の管轄区域にわたる事項を検討する場合には、関係する森林管

理局の管理委員会を合同で開催すること等により十分に意思疎通を図り、事項に係る

取扱いの統一を図るものとする。 

(2) 森林管理局長は、簡素で効率的な管理体制の下で保護林の保護・管理を行うため、

管理委員会の下に置く部会等については必要最小限とするものとする。 
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第７ 保護林管理方針書 

 １ 作成 

森林管理局長は、保護林を設定しようとする場合には、予定箇所についての資料の収

集及び必要な調査を実施し、これに基づき保護林ごとに次の事項を内容とする保護林管

理方針書（以下「管理方針書」という。）（別紙様式）を作成するものとする。 

(1) 名称 

(2) 面積 

(3) 設定年月日、変更年月日 

(4) 位置及び区域（森林生態系保護地域及び生物群集保護林においては保存地区、保全

利用地区のそれぞれの位置及び区域） 

(5) 保護・管理を図るべき森林生態系、個体群に関する事項 

(6) 保護・管理及び利用に関する事項 

(7) モニタリングの実施間隔及び留意事項 

(8) 法令等に基づく指定概況 

(9) その他留意事項 

 ２ 取扱い 

管理方針書は、保護林の管理に活用するほか、管理委員会の参考資料として取り扱う

ものとする。 

 ３ 変更 

保護林に係る状況に変化が生じた場合は、管理方針書にその内容を反映するものと

し、必要に応じて保護林の変更又は廃止の手続を執るものとする。 

 

第８ 民有林との連携                      

 １ 設定しようとする保護林が民有林と隣接又は近接し、一体として森林生態系の保護・

管理を行うことが可能となる場合には、あらかじめ関係地方公共団体等に対して当該保

護林の目的、保護・管理手法等を説明し、必要に応じて助言を行い、保護・管理水準の

確保に努めるものとする。 

 ２ 民有林内に分散している国有林を保護林に設定しようとする際、民有林において国有

林と同等の管理水準が確保される場合には、分散している国有林の合算面積を保護林設

定時の面積要件とすることができるものとする。 

 

第９ 国際基準への対応 

原則として全ての保護林について、国際基準として認知されている保護地域管理カテゴ

リーに分類した上で、世界各国の保護地域に関する情報が集計されている国際的なデータ

ベースへの登録を進めていくものとする。 
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第１０ その他 

 １ 自然環境保全地域、天然記念物等法令に基づき区域指定が行われている区域について

も、各保護林の要件を満たす場合には保護林の設定を行い、国有林野事業としての位置

付けを明確にした上で、適切な保護・管理を行うものとする。関係する省庁、地方自治

体等とは必要に応じて情報交換を行い、一体的な保護林の保護・管理に努めるものとす

る。 

 ２ 保護林制度、管内保護林の概況等に関して積極的に国民に情報発信を行い、国有林の

取組に対する国民の理解を深めるものとする。特に保護林内で森林施業を行う場合に

は、あらかじめその目的、計画等について科学的な根拠を提示するなど丁寧に情報を発

信するものとする。 

 ３ 森林管理局長は、それぞれの保護林について名称を付すものとする。名称は、その保

護の対象が分かりやすいものとし、原則として森林生態系保護地域及び生物群集保護林

に関しては、地域、山地、河川名等を付した名称、希少個体群保護林に関しては、地域

及び保護対象野生生物名又は保護対象野生生物名のみを付した名称とするものとする。 

 ４ 森林管理局長は、管理方針書を森林管理署長、支署長、森林管理事務所長、森林技術

・支援センター所長、森林生態系保全センター所長及び森林ふれあい推進センター所長

（以下「森林管理署長等」という。）に周知徹底するとともに、常に保護林の現状を把

握し、その適切な保護・管理が行われるよう、森林管理署長等を指導するものとする。 

 ５ それぞれの保護林におけるモニタリング、山火事警防等の巡視活動、普及啓発活動等

については、民間のボランティア活動により実施することができるものとする。 

 ６ 森林管理局長は、保護林の適切な保護・管理のために専門的知見を有する人材を育成

するものとする。 
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3-5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（抜粋） 

（平成十四年七月十二日法律第八十八号） 

 

 

最終改正：平成二六年五月三〇日法律第四六号 

 

 

 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正七年法律第三十二号）の全部を改正する。 

 

 

目次 

 第一章 総則（第一条・第二条）  

 第二章 基本指針等（第三条―第七条の四）  

 第三章 鳥獣保護管理事業の実施  

  第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制（第八条―第十八条）  

  第一節の二 鳥獣捕獲等事業の認定（第十八条の二―第十八条の十） 

  第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制（第十九条―第二十七条）  

  第三節 鳥獣保護区（第二十八条―第三十三条）  

  第四節 休猟区（第三十四条）  

 第四章 狩猟の適正化  

  第一節 危険の予防（第三十五条―第三十八条の二）  

  第二節 狩猟免許（第三十九条―第五十四条）  

  第三節 狩猟者登録（第五十五条―第六十七条）  

  第四節 猟区（第六十八条―第七十四条）  

 第五章 雑則（第七十五条―第八十二条）  

 第六章 罰則（第八十三条―第八十九条）  

 附則  
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第一章 総則  

 

（目的）  

第一条  この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の

使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、

もって生物の多様性の確保（生態系の保護を含む。以下同じ。）、生活環境の保全及び農

林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活

の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。  

 

（定義等）  

第二条  この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。 

２ この法律において鳥獣について「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全

又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若

しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生息地

の範囲を維持することをいう。 

３ この法律において鳥獣について「管理」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全

又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又

はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。 

４ この法律において「希少鳥獣」とは、国際的又は全国的に保護を図る必要があるもの

として環境省令で定める鳥獣をいう。 

５ この法律において「指定管理鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、集中的かつ

広域的に管理を図る必要があるものとして環境省令で定めるものをいう。  

６  この法律において「法定猟法」とは、銃器（装薬銃及び空気銃（圧縮ガスを使用する

ものを含む。以下同じ。）をいう。以下同じ。）、網又はわなであって環境省令で定めるも

のを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。  

７  この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮

を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等（捕獲又は殺傷をいう。以下同

じ。）の対象となる鳥獣（鳥類のひなを除く。）であって、その捕獲等がその生息の状況

に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。  

８  この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをい

う。  

９  この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日（北海道にあっては、毎年九月

十五日）から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間を

いう。  

１０  環境大臣は、第七項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとと
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もに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。  

 

 

第二章 基本指針等（一部省略）  

 

（基本指針）  

第三条  環境大臣は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業（第三十五条第一項に規定す

る特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する

猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。）を実施するための基本的

な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。  

２  基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項  

二  次条第一項に規定する鳥獣保護管理事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保

護事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護管理事

業計画の作成に関する事項  

三 希少鳥獣の保護に関する事項 

四 指定管理鳥獣の管理に関する事項 

五  その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項  

３  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農

林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。  

４  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表す

るとともに、都道府県知事に通知しなければならない。  

 

（希少鳥獣保護計画） 

第七条の三 環境大臣は、希少鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当

該希少鳥獣の保護に関する計画（以下「希少鳥獣保護計画」という。）を定めることがで

きる。 

２ 希少鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 希少鳥獣の種類 

二 希少鳥獣保護計画の計画期間 

三 希少鳥獣の保護が行われるべき区域 

四 希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他希少鳥獣の保護の目

標 

五 その他希少鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項 

３ 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか

じめ、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 
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４ 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。 

５ 第七条第四項、第五項及び第七項の規定は、希少鳥獣保護計画について準用する。こ

の場合において、同条第四項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、

同条第五項及び第七項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものと

する。 

 

 

第三章 鳥獣保護管理事業の実施  

 

第一節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制（一部省略）  

 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止）  

第八条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等（採取又は損傷をいう。以下同じ。）を

してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。  

二  第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。  

三  第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取

等をするとき。  

 

（鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可）  

第九条  学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣

の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大

臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。  

一  第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において

鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。  

二  希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。  

三  その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとし

て環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。  

２  前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都

道府県知事に許可の申請をしなければならない。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕

獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の許可をしなけれ

ばならない。  

一  捕獲等又は採取等の目的が第一項に規定する目的に適合しないとき。  

二  捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき（鳥
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獣の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除

く。）。  

三  捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に

係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。  

四  捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は環境省令で定める区域（以下「指

定区域」という。）の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

４  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、その許可の有効期

間を定めるものとする。  

５  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をする場合において、鳥獣の保護、第二

種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保

及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付する

ことができる。  

６  環境大臣又は都道府県知事は、次の各号に掲げる計画が定められた場合において、当

該各号に定める鳥獣について第一項の許可をしようとするときは、それぞれ当該各号に

掲げる計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。  

一 第一種特定鳥獣保護計画 当該第一種特定鳥獣保護計画に係る第一種特定鳥獣 

二 第二種特定鳥獣管理計画 当該第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣 

三 希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画 当該希少鳥獣保護計画又は特定希少

鳥獣管理計画に係る希少鳥獣 

７  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところ

により、許可証を交付しなければならない。  

８  第一項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、第十八条の五第二項第一号に規

定する認定鳥獣捕獲等事業者（第十四条の二において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。）

その他適切かつ効果的に第一項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるもの

として環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府

県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する

者（以下「従事者」という。）であることを証明する従事者証の交付を受けることができ

る。  

９  第一項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第七項の許可証（以下単に「許可証」

という。）若しくは前項の従事者証（以下単に「従事者証」という。）を亡失し、又は許

可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又

は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。  

１０  第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又

は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求め

られたときは、これを提示しなければならない。  

１１  第一項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、
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環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証（第四号の場合にあっては、発見

し、又は回復した許可証又は従事者証）を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなけれ

ばならない。  

一  次条第二項の規定により許可が取り消されたとき。  

二  第八十七条の規定により許可が失効したとき。  

三  第四項の規定により定められた有効期間が満了したとき。  

四  第九項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許

可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。  

１２  第一項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等をするときは、その使用する猟具（環

境省令で定めるものに限る。）ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環

境省令で定める事項を表示しなければならない。  

１３  第一項の許可を受けた者は、第四項の規定により定められた許可の有効期間が満了

したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日

までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告し

なければならない。  

１４  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成四年法律第七十五

号）第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第五条第一項に規定する緊

急指定種（以下「国内希少野生動植物種等」という。）に係る第一項の鳥獣の捕獲等又は

鳥類の卵の採取等については、同法第十条第一項の許可を受けたとき、同法第四十七条

第一項に規定する認定保護増殖事業等としてするとき、又は同法第五十四条第二項の規

定により国の機関若しくは地方公共団体が環境大臣に協議したときは、第一項の許可（環

境大臣に係るものに限る。）を受けることを要しない。  

 

（許可に係る措置命令等）  

第十条  環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して許可を受けないで鳥

獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第五項の規定により付された条

件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他

の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。  

一  鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。  

二  第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理のため必要

があると認めるとき。  

三  捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は指定区域の静穏の保持のため必要

があると認めるとき。  

２  環境大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの

法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号

に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。  
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（狩猟鳥獣の捕獲等）  

第十一条  次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に

規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区（第十四条第一項の規定によ

り指定された区域がある場合は、その区域を除く。）その他生態系の保護又は住民の安全

の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域

（以下「狩猟可能区域」という。）において、狩猟期間（次項の規定により限定されてい

る場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間と

する。）内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣（第十四条

第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、

同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限

る。）の捕獲等をすることができる。  

一  次条、第十四条、第十五条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定

に従って狩猟をするとき。  

二  次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次

に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。 

イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等 

ロ 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しな

いでする狩猟鳥獣の捕獲等 

２  環境大臣は、狩猟鳥獣（鳥類（狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。）のひなを含む。以下

「対象狩猟鳥獣」という。）の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範

囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。  

３  第三条第三項の規定は、前項の規定による狩猟期間の限定について準用する。  

 

第一節の二 鳥獣捕獲等事業の認定（全部省略） 

 

第二節 鳥獣の飼養、販売等の規制（全部省略） 

 

第三節 鳥獣保護区  

 

（鳥獣保護区）  

第二十八条  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案し

て当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域

を鳥獣保護区として指定することができる。  

一  環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため重要と認める区域  

二  都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため重要と認める
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区域であって、前号に掲げる区域以外の区域  

２  前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該

鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしよう

とするとき（変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第六

項までにおいて同じ。）は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならな

い。  

４  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又はその変更をしよう

とするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告し

た日から起算して十四日（都道府県知事にあっては、その定めるおおむね十四日の期間）

を経過する日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の

保護に関する指針の案（次項及び第六項において「指針案」という。）を公衆の縦覧に供

しなければならない。  

５  前項の規定による公告があったときは、第一項の規定による指定をし、又はその変更

をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの

間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。  

６  環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の提出が

あったとき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認め

るときは、環境大臣にあっては公聴会を開催するものとし、都道府県知事にあっては公

聴会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。  

７  鳥獣保護区の存続期間は、二十年を超えることができない。ただし、二十年以内の期

間を定めてこれを更新することができる。  

８  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第

一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続すること

が適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。  

９  第二項並びに第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項の規定は第七項ただし

書の規定による更新について、第三条第三項の規定は第一項の規定により環境大臣が行

う指定及びその変更（鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。）について、第四条第四

項及び第十二条第四項の規定は第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変

更（第四条第四項の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。）につい

て、第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項の規定は第一項の規定による指定

及びその変更について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその

名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期

間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同条第三項中「前項の規定による公示」

とあるのは「第二十八条第九項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と

読み替えるものとする。  
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１０  第十二条第四項の規定は第八項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指

定の解除について、第十五条第二項及び第三項の規定は第八項の規定による指定の解除

について準用する。この場合において、同条第二項中「その旨並びにその名称、区域及

び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定

による公示」とあるのは「第二十八条第十項において読み替えて準用する前項の規定に

よる公示」と読み替えるものとする。  

１１  鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正

当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び

繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。  

 

（鳥獣保護区における保全事業）  

第二十八条の二  国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣の生息の状況に照らして必

要があると認めるときは、国にあっては前条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥

獣保護区（以下「国指定鳥獣保護区」という。）において、都道府県にあっては同項の規

定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区（以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。）

において、保全事業（鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置

その他の事業であって環境省令で定めるものをいう。以下同じ。）を実施するものとする。  

２  環境大臣以外の国の機関は、国指定鳥獣保護区における保全事業を実施しようとする

ときは、環境大臣に協議しなければならない。  

３  地方公共団体は、次に掲げる場合にあっては環境大臣に協議してその同意を得、それ

以外の場合にあっては環境大臣に協議して、国指定鳥獣保護区における保全事業の一部

を実施することができる。  

一  当該保全事業として希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等を

するとき。  

二  当該保全事業として第九条第一項第三号の環境省令で定める網又はわなを使用し

て鳥獣の捕獲等をするとき。  

４  都道府県以外の地方公共団体は、前項各号に掲げる場合に該当する場合にあっては都

道府県知事に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては都道府県知事に協議し

て、都道府県指定鳥獣保護区における保全事業の一部を実施することができる。  

５  都道府県が第一項の規定による保全事業を実施する場合において第三項各号に掲げ

る場合に該当するとき又は都道府県知事が前項の規定により保全事業について同意をし

ようとする場合は、都道府県又は都道府県知事は、環境大臣に協議し、その同意を得な

ければならない。  

６  第一項、第三項及び第四項の規定により保全事業として実施する行為については、第

八条、第十六条第一項及び第二項並びに次条第七項の規定は、適用しない。  
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（特別保護地区）  

第二十九条  環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又

は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指

定することができる。  

２  特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲

内において環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第

一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続すること

が適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。  

４  第二項の規定は第一項の規定による指定の変更について、第三条第三項の規定は第一

項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更（特別保護地区の区域を拡張し、又は

存続期間を延長するものに限る。）について、第四条第四項及び第十二条第四項の規定は

第一項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更（第四条第四項の場合にあっ

ては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。）について、

第十五条第二項、第三項、第十三項及び第十四項並びに第二十八条第二項から第六項ま

での規定は第一項の規定による指定及びその変更（同条第三項から第六項までの場合に

あっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。）につい

て準用する。この場合において、第十二条第四項中「環境大臣に届け出なければ」とあ

るのは「特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区

域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合にあ

っては環境大臣に届け出、これら以外の場合にあっては環境大臣に協議しなければ」と、

第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並

びに特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針」

と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは「第二十九条第四項において読

み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。  

５  第十二条第四項の規定は第三項の規定により都道府県知事が行う指定の解除につい

て、第十五条第二項及び第三項の規定は第三項の規定による指定の解除について準用す

る。この場合において、第十二条第四項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなけ

れば」と、第十五条第二項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは

「その旨及び解除に係る区域」と、同条第三項中「前項の規定による公示」とあるのは

「第二十九条第五項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替える

ものとする。  

６  環境大臣は、第四項の規定により読み替えて準用する第十二条第四項の規定による協

議を受けた場合（第一項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保護地区の区

域を拡張するときに限る。）は、農林水産大臣に協議しなければならない。  

７  特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第一項の規定により環境大臣
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が指定する特別保護地区（以下「国指定特別保護地区」という。）にあっては環境大臣の、

同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区（以下「都道府県指定特別保護

地区」という。）にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただ

し、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環

境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものに

ついては、この限りでない。  

一  建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。  

二  水面を埋め立て、又は干拓すること。  

三  木竹を伐採すること。  

四  前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県

指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣

の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。  

８  前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特別保護

地区にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれ

ぞれ許可の申請をしなければならない。  

９  環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行

為が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第七項の許可をしなければならない。  

一  当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。  

二  当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。  

１０  環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため必要

があると認めるときは、第七項の許可に条件を付することができる。  

 

（措置命令等）  

第三十条  環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保

護地区について、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、特別保護地区の区

域内において前条第七項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、そ

の行為の実施方法について指示をすることができる。  

２  環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区

について、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るために必要があると認めるときは、

前条第七項の規定に違反した者若しくは同条第十項の規定により付された条件に違反し

た者に対し、鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護を図るために必要な限度において、

その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その

他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相当の期限を定めて、原

状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。  

３  前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下「原状回復等」と

3-63

平成29年2月提出版



 

 

いう。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確

知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、

当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせるこ

とができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨

及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事

又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しな

ければならない。  

４  前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

 

（実地調査）  

第三十一条  環境大臣又は都道府県知事は、第二十八条第一項又は第二十九条第一項若し

くは第七項第四号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その

職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。  

２  環境大臣又は都道府県知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとする

ときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を

与えなければならない。  

３  第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。  

４  土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒

み、又は妨げてはならない。  

 

（損失の補償）  

第三十二条  国は国指定鳥獣保護区について、都道府県知事は都道府県指定鳥獣保護区に

ついて、第二十八条第十一項の規定により施設を設置されたため、第二十九条第七項の

許可を受けることができないため、又は同条第十項の規定により条件を付されたため損

失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。  

２  前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなけれ

ばならない。  

３  環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、

その請求をした者に通知しなければならない。  

４  前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日か

ら六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。  

５  前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。  

 

（国指定鳥獣保護区と都道府県指定鳥獣保護区との関係）  
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第三十三条  都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区

が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第二十八条第二項並びに同条第

九項及び第十項において準用する第十五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、それ

ぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区

域に変更されたものとみなす。  

 

第四節 休猟区（全部省略） 

 

 

第四章 狩猟の適正化 （全部省略） 

 

 

第五章 雑則 （全部省略） 

 

 

第六章 罰則（一部省略）  

 

第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

に処する。  

一  第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をし

た者（許可不要者を除く。）  

二  狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間（第十一条第二項の規定により限

定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合

はその期間とする。）外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者（第九条第一項の許可を受

けた者及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者を除く。）  

三  第十条第一項、第二十五条第六項、第三十七条第十項又は第三十八条の二第十項の

規定による命令に違反した者   

２  前項第一号から第二号の二まで、第四号（第三十五条第二項、第三十六条又は第三十

八条に係る部分に限る。）及び第五号の未遂罪は、罰する。  

３  第一項第一号から第二号の二まで、第四号及び第五号の犯罪行為の用に供した物及び

その犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る

物は、没収する。  

 

第八十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。  

一  第九条第五項、第三十七条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により付された
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条件に違反した者  

二  許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を他

人に使用させた者  

三  他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録

証を使用した者  

五  第十五条第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二項、

第二十三条、第二十六条第二項、第五項若しくは第六項、第二十七条、第二十九条第

七項又は第三十五条第三項の規定に違反した者  

六  第十五条第十項、第十八条の六第二項、第二十二条第一項、第二十四条第九項、第

三十条第二項又は第三十五条第十一項の規定による命令に違反した者  

  

第八十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。  

一  第十五条第六項、第二十四条第四項、第二十九条第十項又は第三十五条第七項の規

定により付された条件に違反した者  

四  第二十八条第十一項又は第七十四条第一項の規定に違反した者  

 

第八十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一  第九条第十項若しくは第十一項、第十五条第八項若しくは第九項、第十八条、第十

八条の九、第二十一条第一項、第二十四条第七項若しくは第八項、第二十五条第五項、

第三十五条第九項若しくは第十項、第三十七条第八項若しくは第九項、第三十八条の

二第八項若しくは第九項、第五十四条、第六十二条第一項又は第六十五条の規定に違

反した者  

一の二  第九条第十二項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲

等をした者  

二  第九条第十三項、第六十六条又は第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者  

三  第十五条第十三項（第二十八条第九項及び第二十九条第四項において準用する場合

を含む。）、第三十四条第五項（第三十五条第十二項において準用する場合を含む。）若

しくは第七十条第二項の標識又は第二十八条第十一項の施設を移転し、汚損し、毀損

し、又は除去した者  

五  第三十一条第四項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は

妨げた者 

 

第八十七条  第九条第一項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰

金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。  
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第八十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、第八十三条から第八十六条までの違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。  

 

 

附 則（全部省略）  
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3-6 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（抜粋） 

（平成四年六月五日法律第七十五号） 

 

 

最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号 

 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 個体等の取扱いに関する規制 

第一節 個体等の所有者の義務等（第七条・第八条） 

第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止（第九条―第十九条） 

第三節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等（第二十条―第二十九条） 

第四節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制 

第一款 特定国内種事業の規制（第三十条―第三十三条） 

第二款 特定国際種事業の規制（第三十三条の二―第三十三条の五） 

第五節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等（第三十三条の六―第

三十三条の十五） 

第三章 生息地等の保護に関する規制 

第一節 土地の所有者の義務等（第三十四条・第三十五条） 

第二節 生息地等保護区（第三十六条―第四十四条） 

第四章 保護増殖事業（第四十五条―第四十八条） 

第五章 雑則（第四十九条―第五十七条） 

第六章 罰則（第五十七条の二―第六十六条） 

附則 
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第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環

境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保する

とともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活

の確保に寄与することを目的とする。 

 

（責務） 

第二条 国は、野生動植物の種（亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種と

する。以下同じ。）が置かれている状況を常に把握し、絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存のための総合的な

施策を策定し、及び実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存のための施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

３ 国民は、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に寄与するように努めなければならない。 

 

（財産権の尊重等） 

第三条 この法律の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の

生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調整に留

意しなければならない。 

 

（定義等） 

第四条 この法律において「絶滅のおそれ」とは、野生動植物の種について、種の存続に

支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体の数が著しく減

少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること、そ

の種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に

支障を来す事情があることをいう。 

２ この法律において「希少野生動植物種」とは、次項の国内希少野生動植物種、第四項

の国際希少野生動植物種及び次条第一項の緊急指定種をいう。 

３ この法律において「国内希少野生動植物種」とは、その個体が本邦に生息し又は生育

する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるものをいう。 

４ この法律において「国際希少野生動植物種」とは、国際的に協力して種の保存を図る

こととされている絶滅のおそれのある野生動植物の種（国内希少野生動植物種を除

く。）であって、政令で定めるものをいう。 

５ この法律において「特定国内希少野生動植物種」とは、次に掲げる要件のいずれにも

該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。 

一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。 

二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 
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６ 環境大臣は、前三項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環

境審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（緊急指定種） 

第五条 環境大臣は、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物

の種の保存を特に緊急に図る必要があると認めるときは、その種を緊急指定種として指

定することができる。 

２ 環境大臣は、前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）をしよ

うとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。 

３ 指定の期間は、三年を超えてはならない。 

４ 環境大臣は、指定をするときは、その旨及び指定に係る野生動植物の種を官報で公示

しなければならない。 

５ 指定は、前項の規定による公示の日の翌々日からその効力を生ずる。 

６ 環境大臣は、指定の必要がなくなったと認めるときは、指定を解除しなければならな

い。 

７ 第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

この場合において、第五項中「前項の規定による公示の日の翌々日から」とあるのは、

「第七項において準用する前項の規定による公示によって」と読み替えるものとする。 

 

（希少野生動植物種保存基本方針） 

第六条 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基

本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。 

２ 前項の基本方針（以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」という。）

は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 

二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 

三 希少野生動植物種の個体（卵及び種子であって政令で定めるものを含む。以下同

じ。）及びその器官（譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措

置を講ずる必要があり、かつ、種を容易に識別することができるものであって、政令

で定めるものに限る。以下同じ。）並びにこれらの加工品（種を容易に識別すること

ができるものであって政令で定めるものに限る。以下同じ。）の取扱いに関する基本

的な事項 

四 国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項 

五 保護増殖事業（国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地

の整備その他の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業をいう。第四章におい

て同じ。）に関する基本的な事項 

六 前各号に掲げるもののほか、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重

要事項 

３ 環境大臣は、希少野生動植物種保存基本方針について第一項の閣議の決定があったと

きは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

４ 第一項及び前項の規定は、希少野生動植物種保存基本方針の変更について準用する。 
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５ この法律の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のため

の施策及び事業の内容は、希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければな

らない。 

 

 

第二章 個体等の取扱いに関する規制 

 

第一節 個体等の所有者の義務等 

 

（個体等の所有者等の義務） 

第七条 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品（以下「個体等」

と総称する。）の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自

覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。 

 

（助言又は指導） 

第八条 環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野

生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言

又は指導をすることができる。 

 

第二節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止 

 

（捕獲等の禁止） 

第九条 国内希少野生動植物種及び緊急指定種（以下この節及び第五十四条第二項におい

て「国内希少野生動植物種等」という。）の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は

損傷（以下「捕獲等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。 

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合 

二 生計の維持のため特に必要があり、かつ、種の保存に支障を及ぼすおそれのない場

合として環境省令で定める場合 

三 人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合 

 

（捕獲等の許可） 

第十条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等

の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならな

い。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可

の申請をしなければならない。 

３ 環境大臣は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由が

あるときは、第一項の許可をしてはならない。 

一 捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。 

二 捕獲等によって国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。 
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三 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に

係る個体を適切に取り扱うことができないと認められること。 

４ 環境大臣は、第一項の許可をする場合において、次の各号に掲げる当該許可の区分に

応じ、当該各号に定めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付するこ

とができる。 

一 次号に規定する許可以外の許可 国内希少野生動植物種等の保存のため必要がある

と認めるとき。 

二 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定

国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての許可 特定国内希少野生

動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると

認めるとき。 

５ 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を

交付しなければならない。 

６ 第一項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を

従事させることについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは、

環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、その者の監督の下にその許可

に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。 

７ 第一項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲

等に従事する者が第五項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し、又はその許可証若

しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請を

して、その許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。 

８ 第一項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者

は、捕獲等をするときは、第五項の許可証又は第六項の従事者証を携帯しなければなら

ない。 

９ 第一項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培

施設に収容することその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければなら

ない。 

１０ 環境大臣は、第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目

的で行う特定国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第一項の許可

をし、又は第四項の規定によりその許可に条件を付そうとするときは、あらかじめ農林

水産大臣に協議しなければならない。 

 

（捕獲等許可者に対する措置命令等） 

第十一条 環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第九項の規定に違反し、又は

同条第四項の規定により付された条件に違反した場合において、次の各号に掲げる当該

許可を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、飼養栽培施設の改善その他の

必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認

めるとき。 

二 第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定

国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての前条第一項の許可を受け
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た者 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に

資するため必要があると認めるとき。 

２ 環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令

の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、次の各号に掲げる当該許可

を受けた者の区分に応じ、当該各号に定めるときは、その許可を取り消すことができる。 

一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認め

るとき。 

二 前項第二号に掲げる者 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野

生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるとき。 

３ 環境大臣は、第一項第二号に掲げる者に対し、同項の規定による命令をし、又は前項

の規定により許可を取り消そうとするときは、あらかじめ農林水産大臣に協議しなけれ

ばならない。 

 

（譲渡し等の禁止） 

第十二条 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取

り（以下「譲渡し等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この

限りでない。 

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 

二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合 

三 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料

として使用されているものとして政令で定めるもの（以下「原材料器官等」とい

う。）並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器

官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの（以下「特定器

官等」という。）の譲渡し等をする場合 

四 第九条第二号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個

体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合 

五 第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第

一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し

等をする場合 

六 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は

地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合 

七 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない

場合として環境省令で定める場合 

２ 環境大臣は、前項第六号又は第七号の環境省令を定めようとするときは、農林水産大

臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。 

 

（譲渡し等の許可） 

第十三条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種の個

体等の譲渡し等をしようとする者（前条第一項第二号から第七号までに掲げる場合のい

ずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。）は、環境大臣の許可を受けなけ

ればならない。 
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２ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可

の申請をしなければならない。 

３ 環境大臣は、前項の申請に係る譲渡し等について次の各号のいずれかに該当する事由

があるときは、第一項の許可をしてはならない。 

一 譲渡し等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。 

二 譲受人又は引取人が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により譲受け

又は引取りに係る個体等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められ

ること。 

４ 第十条第四項の規定は第一項の許可について、同条第九項の規定は第一項の許可を受

けて譲受け又は引取りをした者について、前条第二項の規定は第一項の環境省令の制定

又は改廃について準用する。この場合において、第十条第九項中「その捕獲等に係る個

体」とあるのは、「その譲受け又は引取りに係る個体等」と読み替えるものとする。 

 

（譲渡し等許可者に対する措置命令） 

第十四条 環境大臣は、前条第一項の許可を受けた者が同条第四項において準用する第十

条第九項の規定に違反し、又は前条第四項において準用する第十条第四項の規定により

付された条件に違反した場合において、希少野生動植物種の保存のため必要があると認

めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることがで

きる。 

 

（輸出入の禁止） 

第十五条 特定国内希少野生動植物種以外の国内希少野生動植物種の個体等は、輸出し、

又は輸入してはならない。ただし、その輸出又は輸入が、国際的に協力して学術研究を

する目的でするものその他の特に必要なものであること、国内希少野生動植物種の本邦

における保存に支障を及ぼさないものであることその他の政令で定める要件に該当する

ときは、この限りでない。 

２ 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸出し、又は輸入しよ

うとする者は、外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第四十八

条第三項又は第五十二条の規定により、輸出又は輸入の承認を受ける義務を課せられる

ものとする。 

 

（違法輸入者に対する措置命令等） 

第十六条 経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政令の規

定による承認を受けないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等

が輸入された場合において必要があると認めるときは、その個体等を輸入した者に対し、

輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体

等を返送することを命ずることができる。 

２ 環境大臣及び経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法第五十二条の規定に基づく政

令の規定による承認を受けないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の

個体等を輸入した者からその個体等がその承認を受けないで輸入されたものであること

を知りながら第十二条第一項の規定に違反してその個体等の譲受けをした者がある場合
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において、必要があると認めるときは、その者に対し、輸出国内又は原産国内のその保

護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずること

ができる。 

３ 経済産業大臣が第一項の規定による命令をした場合又は環境大臣及び経済産業大臣が

前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る返送

をしないときは、経済産業大臣又は環境大臣及び経済産業大臣（第五十二条において

「経済産業大臣等」という。）は、自らその個体等を前二項に規定する施設その他の場

所に返送するとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。 

 

（陳列又は広告の禁止） 

第十七条 希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的でその陳列又は広告を

してはならない。ただし、特定国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等、第九条第

二号に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若

しくはこれらの加工品、第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等

又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材

料器官等の陳列又は広告をする場合その他希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそ

れがない場合として環境省令で定める場合は、この限りでない。 

 

（陳列又は広告をしている者に対する措置命令） 

第十八条 環境大臣は、前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告

をしている者に対し、陳列又は広告の中止その他の同条の規定が遵守されることを確保

するため必要な事項を命ずることができる。 

 

（報告徴収及び立入検査） 

第十九条 次の各号に掲げる大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ当

該各号に規定する者に対し、希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事

項について報告を求め、又はその職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個

体等の譲渡し等、輸入、陳列若しくは広告に係る施設に立ち入り、希少野生動植物種の

個体等、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ

とができる。 

一 環境大臣 第十条第一項若しくは第十三条第一項の許可を受けている者又は販売若

しくは頒布をする目的で希少野生動植物種の個体等の陳列若しくは広告をしている者 

二 環境大臣及び経済産業大臣 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の

個体等で輸入されたものの譲受けをした者 

三 経済産業大臣 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入

した者 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

第三節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等（全部省略） 
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第四節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制 

第一款 特定国内種事業の規制 

 

（特定国内種事業の届出） 

第三十条 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業（以

下この節及び第六十二条第一号において「特定国内種事業」という。）を行おうとする

者（次項に規定する者を除く。）は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林

水産大臣に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の

名称及び所在地 

三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定国内希少野生動植物種 

四 前三号に掲げるもののほか、環境省令、農林水産省令で定める事項 

２ 特定国内種事業のうち加工品に係るものを行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げ

る事項を、環境大臣及び加工品の種別に応じて政令で定める大臣（以下この節において

「特定国内種関係大臣」という。）に届け出なければならない。 

一 前項第一号から第三号までに掲げる事項 

二 前号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令で定める

事項 

３ 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又は

特定国内種事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、

その旨を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。 

４ 第一項及び前項に定めるもののほか、これらの規定による届出に関し必要な事項は、

環境省令、農林水産省令で定める。 

５ 第三項の規定は第二項の規定による届出をした者について、前項の規定は第二項の規

定による届出について準用する。この場合において、第三項中「農林水産大臣」とある

のは「特定国内種関係大臣」と、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境

大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。 

 

（特定国内種事業を行う者の遵守事項） 

第三十一条 前条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、その特定国

内種事業に関し特定国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをするときは、

その個体等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である

場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、次に掲げる事項についてその譲渡人又

は引渡人から聴取しなければならない。 

一 その個体等が、繁殖させた個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品

（次号において「繁殖に係る個体等」という。）であるか又は捕獲され、若しくは採

取された個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品（第三号において「捕

獲又は採取に係る個体等」という。）であるかの別 

二 その個体等が繁殖に係る個体等であるときは、繁殖させた者の氏名又は名称及び住
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所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

三 その個体等が捕獲又は採取に係る個体等であるときは、捕獲され、又は採取された

場所並びに捕獲し、又は採取した者の氏名及び住所 

２ 前条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、環境省令、農林水産

省令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定国内

希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存し

なければならない。 

３ 前二項の規定は、前条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者につい

て準用する。この場合において、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは、「環

境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。 

 

（特定国内種事業を行う者に対する指示等） 

第三十二条 環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定

国内種事業を行う者が前条第一項又は第二項の規定に違反した場合においてその特定国

内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、

その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示

をすることができる。 

２ 環境大臣及び農林水産大臣は、第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事

業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少

野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月

を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国内種事業に係る特定国内希少野生動植物

種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

３ 前二項の規定は、第三十条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に

ついて準用する。この場合において、前二項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内

種関係大臣」と、第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「前条第三項において

準用する同条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。 

 

（報告徴収及び立入検査） 

第三十三条 環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、

第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内

種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立

ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定は、第三十条第二項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者につ

いて準用する。この場合において、前項中「農林水産大臣」とあるのは、「特定国内種

関係大臣」と読み替えるものとする。 

３ 第一項（前項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による立入

検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

第二款 特定国際種事業の規制（全部省略） 
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第五節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等（全部省略） 

 

 

第三章 生息地等の保護に関する規制 

 

第一節 土地の所有者の義務等 

 

（土地の所有者等の義務） 

第三十四条 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動

植物種の保存に留意しなければならない。 

 

（助言又は指導） 

第三十五条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、

土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言

又は指導をすることができる。 

 

第二節 生息地等保護区 

 

（生息地等保護区） 

第三十六条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、

その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であ

って、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してそ

の国内希少野生動植物種の保存のため重要と認めるものを、生息地等保護区として指定

することができる。 

２ 前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）は、指定の区域、指

定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものと

する。 

３ 環境大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議する

とともに、中央環境審議会及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 

４ 環境大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところによ

り、その旨を公告し、公告した日から起算して十四日を経過する日までの間、指定の区

域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案（次項及

び第六項において「指定案」という。）を公衆の縦覧に供しなければならない。 

５ 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係

人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣に指定案についての意見

書を提出することができる。 

６ 環境大臣は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他

指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。 

７ 環境大臣は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生

動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を官報で公示しなければならない。 

８ 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 
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９ 環境大臣は、生息地等保護区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状

況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継

続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。 

１０ 第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用す

る。この場合において、第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生

動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定

の区域」と、第八項中「前項の規定による公示」とあるのは「第十項において準用する

前項の規定による公示」と読み替えるものとする。 

１１ 生息地等保護区の区域内（次条第四項第八号に掲げる行為については、同号に規定

する湖沼又は湿原の周辺一キロメートルの区域内）において同項各号に掲げる行為をす

る者は、第二項の指針に留意しつつ、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない

方法でその行為をしなければならない。 

 

（管理地区） 

第三十七条 環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため

特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。 

２ 環境大臣は、管理地区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変

化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又

はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければな

らない。 

３ 前条第二項から第八項までの規定は第一項の規定による指定について、同条第三項、

第七項及び第八項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合に

おいて、同条第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及

び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは前項の規定による指定の解除については

「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第八項中「前項の規定による公示」とあ

るのは「次条第三項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。 

４ 管理地区の区域内（第八号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原の

周辺一キロメートルの区域内。第四十条第一項及び第四十一条第一項において同じ。）

においては、次に掲げる行為（第十号から第十四号までに掲げる行為については、環境

大臣が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。）

は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。 

一 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 

二 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地（水底を含む。）の形質を変更すること。 

三 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。 

四 水面を埋め立て、又は干拓すること。 

五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 

六 木竹を伐採すること。 

七 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして環境大臣が指定す

る野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。 

八 管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって環境大臣が指定するもの又はこれら

に流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。 
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九 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の環境大臣が指定する区域内におい

て、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 

十 第七号の規定により環境大臣が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野

生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。 

十一 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物

の種として環境大臣が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子を

まくこと。 

十二 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものと

して環境大臣が指定する物質を散布すること。 

十三 火入れ又はたき火をすること。 

十四 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法と

して環境大臣が定める方法によりその個体を観察すること。 

５ 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可

の申請をしなければならない。 

６ 環境大臣は、前項の申請に係る行為が第三項において準用する前条第二項の指針に適

合しないものであるときは、第四項の許可をしないことができる。 

７ 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、その必

要の限度において、第四項の許可に条件を付することができる。 

８ 第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に

同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算し

て三月を経過する日までの間に環境大臣に環境省令で定める事項を届け出たときは、同

項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。 

９ 次に掲げる行為については、第四項の規定は、適用しない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 

三 木竹の伐採で、環境大臣が農林水産大臣と協議して管理地区ごとに指定する方法及

び限度内においてするもの 

１０ 前項第一号に掲げる行為であって第四項各号に掲げる行為に該当するものをした者

は、その日から起算して十四日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なけ

ればならない。 

 

（立入制限地区） 

第三十八条 環境大臣は、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生

育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定する

ことができる。 

２ 環境大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、その場所の土地の所有者

又は占有者（正当な権原を有する者に限る。次項及び第四十二条第二項において同

じ。）の同意を得るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。 

３ 環境大臣は、土地の所有者又は占有者が正当な理由により第一項の規定による指定を

解除するよう求めたとき、又はその指定の必要がなくなったと認めるときは、その指定

を解除しなければならない。 
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４ 何人も、環境大臣が定める期間内は、立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。

ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるものをするために立ち入る場合 

三 前二号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可をし

た場合 

５ 第三十六条第七項及び第八項の規定は第一項の規定による指定及び第三項の規定によ

る指定の解除について、前条第五項及び第七項の規定は前項第三号の許可について準用

する。この場合において、第三十六条第七項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る

国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは、第一項の規定

による指定については「その旨及び指定の区域」と、第三項の規定による指定の解除に

ついては「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第八項中「前項の規定による公

示」とあるのは、「第三十八条第五項において準用する前項の規定による公示」と読み

替えるものとする。 

 

（監視地区） 

第三十九条 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分（次条第一項及び第

四十一条第一項において「監視地区」という。）の区域内において第三十七条第四項第

一号から第五号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に環境省

令で定める事項を届け出なければならない。 

２ 環境大臣は、前項の規定による届出（以下この条において「届出」という。）があっ

た場合において届出に係る行為が第三十六条第二項の指針に適合しないものであるとき

は、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して三十日（三十日を経過する日

までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届

出があった日から起算して六十日を超えない範囲内で環境大臣が定める期間）を経過し

た後又は第五項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。 

４ 環境大臣は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、

遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。 

５ 届出をした者は、届出をした日から起算して三十日（第三項の規定により環境大臣が

期間を定めたときは、その期間）を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手して

はならない。ただし、環境大臣が国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれが

ないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。 

６ 次に掲げる行為については、第一項の規定は、適用しない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 

三 第三十六条第一項の規定による指定がされた時において既に着手している行為 

 

（措置命令等） 

第四十条 環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、
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管理地区の区域内において第三十七条第四項各号に掲げる行為をしている者又は監視地

区の区域内において同項第一号から第五号までに掲げる行為をしている者に対し、その

行為の実施方法について指示をすることができる。 

２ 環境大臣は、第三十七条第四項若しくは第三十八条第四項の規定に違反した者、第三

十七条第七項（第三十八条第五項において準用する場合を含む。）の規定により付され

た条件に違反した者、前条第一項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし

た者又は同条第二項の規定による命令に違反した者がその違反行為によって国内希少野

生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、国内希少

野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、相当の期限

を定めて、原状回復を命じ、その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の

保護のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその

命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、その

他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとと

もに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。 

 

（報告徴収及び立入検査等） 

第四十一条 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、管理地区の区域内にお

いて第三十七条第四項各号に掲げる行為をした者又は監視地区の区域内において同項第

一号から第五号までに掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事

項について報告を求めることができる。 

２ 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、生息地等保護区の

区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がし

た行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が国内

希少野生動植物種の保存に及ぼす影響について調査をさせることができる。 

３ 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

 

（実地調査） 

第四十二条 環境大臣は、第三十六条第一項、第三十七条第一項又は第三十八条第一項の

規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地

に立ち入らせることができる。 

２ 環境大臣は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじ

め、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければなら

ない。 

３ 第一項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

４ 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒

み、又は妨げてはならない。 
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（公害等調整委員会の裁定） 

第四十三条 第三十七条第四項、第三十九条第二項又は第四十条第二項の規定による処分

に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するも

のであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審

査請求をすることができない。 

２ 行政不服審査法第二十二条の規定は、前項の処分について、処分をした行政庁が誤っ

て審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。 

 

（損失の補償） 

第四十四条 国は、第三十七条第四項の許可を受けることができないため、同条第七項の

規定により条件を付されたため又は第三十九条第二項の規定による命令をされたため損

失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。 

２ 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣にその請求をしなければならない。 

３ 環境大臣は、前項の請求を受けたときは、補償をすべき金額を決定し、その請求をし

た者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日か

ら六月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。 

５ 前項の訴えにおいては、国を被告とする。 

 

 

第四章 保護増殖事業 

 

（保護増殖事業計画） 

第四十五条 環境大臣及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長（第三項におい

て「環境大臣等」という。）は、保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、

中央環境審議会の意見を聴いて保護増殖事業計画を定めるものとする。 

２ 前項の保護増殖事業計画は、保護増殖事業の対象とすべき国内希少野生動植物種ごと

に、保護増殖事業の目標、保護増殖事業が行われるべき区域及び保護増殖事業の内容そ

の他保護増殖事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるもの

とする。 

３ 環境大臣等は、第一項の保護増殖事業計画を定めたときは、その概要を官報で公示し、

かつ、その保護増殖事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。 

４ 第一項及び前項の規定は、第一項の保護増殖事業計画の変更について準用する。 

 

（認定保護増殖事業等） 

第四十六条 国は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護

増殖事業を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第一項の保護増

殖事業計画に適合するものについて、環境大臣のその旨の確認を受けることができる。 

３ 国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護増殖事業について、その者がその保護
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増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計画が前

条第一項の保護増殖事業計画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。 

４ 環境大臣は、前項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公

示しなければならない。第四十八条第二項又は第三項の規定によりこれを取り消したと

きも、同様とする。 

 

第四十七条 認定保護増殖事業等（国の保護増殖事業、前条第二項の確認を受けた保護増

殖事業及び同条第三項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同

じ。）は、第四十五条第一項の保護増殖事業計画に即して行われなければならない。 

２ 認定保護増殖事業等として実施する行為については、第九条、第十二条第一項、第三

十七条第四項及び第十項、第三十八条第四項、第三十九条第一項並びに第五十四条第二

項及び第三項の規定は、適用しない。 

３ 生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護増殖事業等として実

施される給餌設備その他の保護増殖事業のために必要な施設の設置に協力するように努

めなければならない。 

４ 環境大臣は、前条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者に対し、その保護増殖

事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 

 

第四十八条 第四十六条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う

者は、その保護増殖事業を廃止したとき、又はその保護増殖事業を第四十五条第一項の

保護増殖事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を環境大臣に通知

しなければならない。 

２ 環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第四十六条第二

項の確認又は同条第三項の認定を取り消すものとする。 

３ 環境大臣は、第四十六条第三項の認定を受けた保護増殖事業が第四十五条第一項の保

護増殖事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護増殖事業を行う者

がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若し

くは前条第四項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を

取り消すことができる。 

 

 

第五章 雑則（全部省略） 

 

第六章 罰則（一部省略） 

 

第五十七条の二 第九条、第十二条第一項又は第十五条第一項の規定に違反した者は、五

年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

一 第十一条第一項、第十四条、第十六条第一項若しくは第二項、第十八条又は第四十
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条第二項の規定による命令に違反した者 

二 第十七条又は第三十七条第四項の規定に違反した者 

 

第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。 

一 第十条第四項（第十三条第四項において準用する場合を含む。）又は第三十七条第

七項の規定により付された条件に違反した者 

三 第二十条の三第四項から第六項まで、第三十二条第二項（同条第三項において準用

する場合を含む。）、第三十三条の四第二項又は第三十三条の六第四項の規定による

命令に違反した者 

 

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をしないで特

定国内種事業若しくは特定国際種事業を行い、又は虚偽の届出をした者 

 

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第八項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者 

二 第十九条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 

三 第二十条第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

六 第二十一条、第二十二条第一項又は第三十条第三項（同条第五項及び第三十三条の

五において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

七 第三十三条第一項（同条第二項及び第三十三条の五において準用する場合を含む。

以下この号において同じ。）に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

第三十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質

問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

 

第六十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金

刑を科する。 

一 第五十七条の二 一億円以下の罰金刑 

二 第五十八条第一号（第十八条に係る部分に限る。）、第二号（第十七条に係る部分

に限る。）及び第三号 二千万円以下の罰金刑 

三 第五十八条第一号（第十八条に係る部分を除く。）及び第二号（第三十七条第四項

に係る部分に限る。）、第五十九条、第六十二条並びに第六十三条 各本条の罰金刑 

２ 前項の規定により第五十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合

における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。 

 

附則（全部省略） 
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3-7 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

法律（抜粋）

（平成十六年六月二日法律第七十八号） 

最終改正：平成二六年六月一三日法律第六九号  

目次  

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制（第四条―第十条）  

第三章 特定外来生物の防除（第十一条―第二十条） 

第四章 未判定外来生物（第二十一条―第二十四条） 

第四章の二 輸入品等の検査等（第二十四条の二―第二十四条の四） 

第五章 雑則（第二十五条―第三十一条） 

第六章 罰則（第三十二条―第三十六条） 

附則 
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第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬（以下「飼養等」

という。）、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の

防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防

止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の

健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的と

する。  

 

（定義等）   

第二条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入される

ことによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物（その生物

が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。）であって、

我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物（以下「在来生物」という。）

とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれ

があるものとして政令で定めるものの個体（卵、種子その他政令で定めるものを

含み、生きているものに限る。）及びその器官（飼養等に係る規制等のこの法律

に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるもので

あって、政令で定めるもの（生きているものに限る。）に限る。）をいう。  

２   この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは

身体又は農林水産業に係る被害をいう。   

３   主務大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、

生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。  

  

（特定外来生物被害防止基本方針）  

第三条 主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系

等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定

を求めるものとする。   

２   前項の基本方針（以下「特定外来生物被害防止基本方針」という。）は、次に

掲げる事項について定めるものとする。   

一   特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想   

二   特定外来生物の選定に関する基本的な事項   

三   特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項   

四   国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項   

五   前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防

止に関する重要事項   

３   主務大臣は、特定外来生物被害防止基本方針について第一項の閣議の決定が

あったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。   

４   第一項及び前項の規定は、特定外来生物被害防止基本方針の変更について準

用する。   
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第二章 特定外来生物の取扱いに関する規制 

 

（飼養等の禁止）  

第四条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、

この限りでない。   

一   次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合   

二   次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得な

い事由がある場合   

 

（飼養等の許可）  

第五条   学術研究の目的その他主務省令で定める目的で特定外来生物の飼養等

をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。   

２   前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大

臣に許可の申請をしなければならない。   

３   主務大臣は、前項の申請に係る飼養等について次の各号のいずれかに該当す

る事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。   

一   飼養等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。   

二   飼養等をする者が当該特定外来生物の性質に応じて主務省令で定める基

準に適合する飼養等施設（以下「特定飼養等施設」という。）を有しないこと

その他の事由により飼養等に係る特定外来生物を適切に取り扱うことができ

ないと認められること。   

４   主務大臣は、第一項の許可をする場合において、特定外来生物による生態系

等に係る被害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、

その許可に条件を付することができる。   

５   第一項の許可を受けた者は、その許可に係る飼養等をするには、当該特定外

来生物に係る特定飼養等施設の点検を定期的に行うこと、当該特定外来生物につ

いてその許可を受けていることを明らかにすることその他の主務省令で定める

方法によらなければならない。  

 

 

第六条   削除  

 

（輸入の禁止）   

第七条   特定外来生物は、輸入してはならない。ただし、第五条第一項の許可を

受けた者がその許可に係る特定外来生物の輸入をする場合は、この限りでない。  

 

（譲渡し等の禁止）   

第八条   特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り（以

下「譲渡し等」という。）をしてはならない。ただし、第四条第一号に該当して

飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物

の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。   

 

（放出等の禁止）   
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第九条   飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に

係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種（以下「放出等という。」）をし

てはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合  

二 次章の規定による防除に係る放出等をする場合  

 

（放出等の許可）  

第九条の二 次章の規定による防除の推進に資する学術研究の目的で特定外来生

物の放出等をしようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大

臣に許可の申請をしなければならない。  

３ 主務大臣は、前項の申請に係る放出等の目的が第一項に規定する目的に適合

し、かつ、当該放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるお

それがないものであることその他の主務省令で定める基準に適合するものであ

ると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。  

４ 主務大臣は、第一項の許可をしたときは、主務省令で定めるところにより、

許可証を交付しなければならない。  

５ 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る放出等をするときは、前項の許

可証を携帯しなければならない。  

６ 第五条第四項の規定は、第一項の許可について準用する。  

 

（措置命令等）  

第九条の三 主務大臣は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため

必要があると認めるときは、第四条、第五条第五項、第八条若しくは第九条の

規定又は第五条第四項（前条第六項において準用する場合を含む。）の規定によ

り付された条件に違反した者に対して、その防止のため必要な限度において、

当該特定外来生物の飼養等の中止、当該特定外来生物に係る飼養等の方法の改

善、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきこと

を命ずることができる。  

２ 主務大臣は、第五条第一項又は前条第一項の許可を受けた者がこの法律若し

くはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合に

おいて、特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれが

あると認めるときは、その許可を取り消すことができる。  

 

（報告徴収及び立入検査）   

第十条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五条第一項又は

第九条の二第一項の許可を受けている者に対し、特定外来生物の取扱いの状況

その他必要な事項について報告を求めることができる。   

２ 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特定外来

生物の飼養等に係る施設又は放出等に係る区域に立ち入り、特定外来生物、書

類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。  

３   前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければな

らない。   
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４   第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。  

 

 

第三章 特定外来生物の防除 

 

（主務大臣等による防除）  

第十一条 特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれが

ある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣

及び国の関係行政機関の長（以下「主務大臣等」という。）は、この章の規定に

より、防除を行うものとする。   

２ 主務大臣等は、前項の規定による防除をするには、主務省令で定めるところ

により、関係都道府県の意見を聴いて、次に掲げる事項を定め、これを公示しな

ければならない。   

一   防除の対象となる特定外来生物の種類   

二   防除を行う区域及び期間   

三   当該特定外来生物の捕獲、採取若しくは殺処分（以下「捕獲等」という。

又はその防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等）その他

の防除の内容   

四   前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項   

 

（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例）   

第十二条   主務大臣等が行う前条第一項の規定による防除に係る特定外来生物

の捕獲等については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年

法律第八十八号）の規定は、適用しない。   

 

（土地への立入り等）   

第十三条   主務大臣等は、第十一条第一項の規定による防除に必要な限度におい

て、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等

もしくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を

伐採させることができる。   

２   主務大臣等は、その職員に前項の規定による行為をさせる場合には、あらか

じめ、その土地若しくは水面の占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、

意見を述べる機会を与えなければならない。   

３   第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ

ならない。   

４ 主務大臣等は、第二項の規定による通知をする場合において、相手方が知れ

ないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地、水面又は立

木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示すると

ともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。この場合

においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から

十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。  
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（損失の補償）   

第十四条   国は、前条第一項の規定による行為によって損失を受けた者に対して、

通常生ずべき損失を補償する。   

２   前項の規定による補償を受けようとする者は、主務大臣等にこれを請求しな

ければならない。   

３   主務大臣等は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決

定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。   

 

（訴えの提起）   

第十五条   前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日

から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。   

２   前項の訴えにおいては、国を被告とする。   

 

（原因者負担）   

第十六条   国は、第十一条第一項の規定による防除の実施が必要となった場合に

おいて、その原因となった行為をした者があるときは、その防除の実施が必要

となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。   

 

（負担金の徴収方法）   

第十七条   主務大臣等は、前条の規定により費用を負担させようとするときは、

主務省令で定めるところにより、その負担させようとする費用（以下この条に

おいて「負担金」という。）の額及びその納付期限を定めて、その納付を命じな

ければならない。   

２   主務大臣等は、前項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、

主務省令で定めるところにより、督促状で期限を指定して督促しなければなら

ない。   

３   主務大臣等は、前項の規定による督促をしたときは、主務省令で定めるとこ

ろにより、負担金の額に、年十四・五パーセントを超えない割合を乗じて、第

一項の納付期限の翌日からその負担金の完納の日又はその負担金に係る財産差

押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。  

４   主務大臣等は、第二項の規定による督促を受けた者が、同項の督促状で指定

した期限までにその納付すべき負担金及びその負担金に係る前項の延滞金（以

下この条において「延滞金」という。）を納付しないときは、国税の滞納処分の

例により、その負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における

負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。   

５   延滞金は、負担金に先立つものとする。  

  

（主務大臣等以外の者による防除）   

第十八条   地方公共団体は、その行う特定外来生物の防除であって第十一条第二

項の規定により公示された事項に適合するものについて、主務省令で定めると

ころにより、主務大臣のその旨の確認を受けることができる。   

２   国及び地方公共団体以外の者は、その行う特定外来生物の防除について、主

務省令で定めるところにより、その者が適正かつ確実に実施することができ、
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及び第十一条第二項の規定により公示された事項に適合している旨の主務大臣

の認定を受けることができる。   

３   主務大臣は、第一項の確認をしたとき又は前項の認定をしたときは、主務省

令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第二十条第二項

又は第四項の規定によりこれらを取り消したときも、同様とする。   

４   第十二条の規定は地方公共団体が行う第一項の確認を受けた防除又は国及

び地方公共団体以外の者が行う第二項の認定を受けた防除について、第十三条

から前条までの規定は第一項の確認を受けた防除に関する事務を所掌する地方

公共団体について準用する。この場合において、第十三条第四項中「官報」と

あるのは、「地方公共団体の公報」と読み替えるものとする。   

 

第十九条   主務大臣は、前条第二項の認定を受けて防除を行う者に対し、その防

除の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。   

 

第二十条   第十八条第一項の確認又は同条第二項の認定を受けて防除を行う者

は、その防除を中止したとき、又はその防除を第十一条第二項の規定により公

示された事項に即して行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に

通知しなければならない。   

２   主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第十八

条第一項の確認又は同条第二項の認定を取り消すものとする。   

３ 主務大臣は、第十八条第二項の認定を受けた防除におけるその防除を目的と

する生殖を不能にされた特定外来生物の放出等が第十一条第二項の規定により

公示された事項に即して行われていないと認めるときは、その防除を行う者に

対し、放出等をした当該特定外来生物の回収その他の必要な措置を執るべきこ

とを命ずることができる。  

４   主務大臣は、第十八条第二項の認定を受けた防除が第十一条第二項の規定に

より公示された事項に即して行われていないと認めるとき、又はその防除を行

う者がその防除を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき

若しくは前条に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その

認定を取り消すことができる。   

 

 

第四章 未判定外来生物（全部省略） 

 

第四章の二 輸入品等の検査等（全部省略）  

 

 

第五章 雑則（全部省略）  

 

  

第六章 罰則（一部省略）  
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第三十二条   次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百

万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   

一 第四条の規定に違反して、販売又は頒布をする目的で特定外来生物の飼養

等をした者   

二 偽りその他不正の手段により第五条第一項又は第九条の二第一項の許可を

受けた者   

 

三 第七条又は第九条の規定に違反した者   

四 第八条の規定に違反して、特定外来生物の販売又は頒布をした者   

五 第九条の三第一項又は第二十四条の二第二項の規定による命令に違反した

者  

 

第三十三条   次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   

一 第四条又は第八条の規定に違反した者（前条第一号又は第四号に該当する

者を除く。）   

二 第五条第四項の規定により付された条件に違反して特定外来生物の飼養等

をした者   

三 第九条の二第六項において準用する第五条第四項の規定により付された条

件に違反して特定外来生物の放出等をした者  

四 第二十条第三項の規定による命令に違反した者  

 

 

第三十四条   第二十五条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五十万円以下

の罰金に処する。   

 

第三十五条   次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一 第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  

二 第十条第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者  

 

第三十六条   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関して、第三十二条から前条までの違反行為をし

たときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、

その人に対して各本条の罰金刑を科する。   

一   第三十二条 一億円以下の罰金刑   

二   第三十三条 五千万円以下の罰金刑   

三   前二条 各本条の罰金刑   

 

 

附則（全部省略）  
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3-8 文化財保護法（抜粋） 

（昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号） 

 

 

最終改正：平成一九年三月三〇日法律第七号 

 

 

目次 

 第一章 総則（第一条―第四条）  

 

 第七章 史跡名勝天然記念物（第百九条―第百三十三条）  

 

 第十一章 文化審議会への諮問（第百五十三条）  

 

 第十三章 罰則（第百九十三条―第二百三条） 
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第一章 総則  

 

（この法律の目的）  

第一条  この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上

に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。  

（文化財の定義）  

第二条  この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。  

一  建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が

国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を

形成している土地その他の物件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高

い歴史資料（以下「有形文化財」という。）  

二  演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上

価値の高いもの（以下「無形文化財」という。）  

三  衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれら

に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠く

ことのできないもの（以下「民俗文化財」という。）  

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上

価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術

上又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物

（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で我

が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。）  

五  地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我

が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの（以下「文化的景観」とい

う。）  

六  周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高

いもの（以下「伝統的建造物群」という。）  

２  この法律の規定（第二十七条から第二十九条まで、第三十七条、第五十五条第一項第

四号、第百五十三条第一項第一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定

を除く。）中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。  

３  この法律の規定（第百九条、第百十条、第百十二条、第百二十二条、第百三十一条第

一項第四号、第百五十三条第一項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条

の規定を除く。）中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記念物を含むもの

とする。  

（政府及び地方公共団体の任務）  

第三条  政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠

くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであるこ
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とを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の

徹底に努めなければならない。  

（国民、所有者等の心構）  

第四条  一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置

に誠実に協力しなければならない。  

２  文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、

これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的

活用に努めなければならない。  

３  政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を

尊重しなければならない。  

 

 

第七章 史跡名勝天然記念物  

（指定）  

第百九条  文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物（以下

「史跡名勝天然記念物」と総称する。）に指定することができる。  

２  文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要な

ものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物（以下「特別史跡名勝天然記念物」と総

称する。）に指定することができる。  

３  前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該特別史跡名勝天

然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。  

４  前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場

合には、文部科学大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市（特別区を含む。以下同

じ。）町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合

においては、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に前項の規定による通知が相

手方に到達したものとみなす。  

５  第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定による官報の告示があつた日か

らその効力を生ずる。ただし、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の

所有者又は権原に基づく占有者に対しては、第三項の規定による通知が到達した時又は

前項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ずる。  

６  文部科学大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合

において、その指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値の高いものであると

きは、環境大臣と協議しなければならない。  

（仮指定）  
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第百十条  前条第一項の規定による指定前において緊急の必要があると認めるときは、都

道府県の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。  

２  前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教育委員会は、直ちにその旨を

文部科学大臣に報告しなければならない。  

３  第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項までの規定を準用する。  

（所有権等の尊重及び他の公益との調整）  

第百十一条  文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百九条第一項若しくは第二項

の規定による指定又は前条第一項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係

者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との

調整に留意しなければならない。  

２  文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係る自然環境の保護及び整備

に関し必要があると認めるときは、環境大臣に対し、意見を述べることができる。この

場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて行うものとす

る。  

３  環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又は天然記念物の保存及び活

用に関し必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文

化庁長官に対して意見を述べることができる。  

（解除）  

第百十二条  特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合

その他特殊の事由のあるときは、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定

又は仮指定を解除することができる。  

２  第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物につき第百九条第一

項の規定による指定があつたとき、又は仮指定があつた日から二年以内に同項の規定に

よる指定がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。  

３  第百十条第一項の規定による仮指定が適当でないと認めるときは、文部科学大臣は、

これを解除することができる。  

４  第一項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除には、第百九条第三項から第五項

までの規定を準用する。  

（管理団体による管理及び復旧）  

第百十三条  史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所

有者若しくは第百十九条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による

管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、

適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必

要な管理及び復旧（当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物

件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含

む。）を行わせることができる。  
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２  前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらかじめ、指定しようとする地

方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。  

３  第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとともに、当該史跡名勝天然記

念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法

人に通知してする。  

４  第一項の規定による指定には、第百九条第四項及び第五項の規定を準用する。  

第百十四条  前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、

文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。  

２  前項の規定による解除には、前条第三項並びに第百九条第四項及び第五項の規定を準

用する。  

第百十五条  第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人（以

下この章及び第十二章において「管理団体」という。）は、文部科学省令の定める基準

により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設

を設置しなければならない。  

２  史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は

地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁

長官にその旨を届け出なければならない。  

３  管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期に

ついて当該史跡名勝天然記念物の所有者（所有者が判明しない場合を除く。）及び権原

に基づく占有者の意見を聞かなければならない。  

４  史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、管理団体が行う管

理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避し

てはならない。  

第百十六条  管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、この法律に特別の定めのある

場合を除いて、管理団体の負担とする。  

２  前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理又は復旧によ

り所有者の受ける利益の限度において、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負

担とすることを妨げるものではない。  

３  管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧料を徴収することができる。  

第百十七条  管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受けた者に対しては、当該管理

団体は、その通常生ずべき損失を補償しなければならない。  

２  前項の補償の額は、管理団体（管理団体が地方公共団体であるときは、当該地方公共

団体の教育委員会）が決定する。  

３  前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の規定を準用する。  

４  前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにおいては、管理団体を被告とす

る。  
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第百十八条  管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項及び第三十三条の規

定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団

体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項の規定を準用す

る。  

（所有者による管理及び復旧）  

第百十九条  管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記念物の所有者は、当該史跡名

勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。  

２  前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる所有者は、特別の事情があると

きは、適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者

（以下この章及び第十二章において「管理責任者」という。）に選任することができる。

この場合には、第三十一条第三項の規定を準用する。  

第百二十条  所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十

三条並びに第百十五条第一項及び第二項（同条第二項については、管理責任者がある場

合を除く。）の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の

規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管

理責任者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三

条、第四十七条第四項及び第百十五条第二項の規定を準用する。  

（管理に関する命令又は勧告）  

第百二十一条  管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又

は盗み取られるおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管

理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を命じ、

又は勧告することができる。  

２  前項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。  

（復旧に関する命令又は勧告）  

第百二十二条  文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合

において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、そ

の復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。  

２  文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天然記念物が、き損し、又は

衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は

所有者に対し、その復旧について必要な勧告をすることができる。  

３  前二項の場合には、第三十七条第三項及び第四項の規定を準用する。  

（文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行）  

第百二十三条  文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特別史跡

名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措

置をすることができる。  

一  管理団体、所有者又は管理責任者が前二条の規定による命令に従わないとき。  
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二  特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡している場合又は滅失し、き損し、

衰亡し、若しくは盗み取られるおそれのある場合において、管理団体、所有者又は管理

責任者に復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をさせることが適当でな

いと認められるとき。  

２  前項の場合には、第三十八条第二項及び第三十九条から第四十一条までの規定を準用

する。  

（補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金）  

第百二十四条  国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置につき第百十八

条及び第百二十条で準用する第三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第百

二十一条第二項で準用する第三十六条第二項、第百二十二条第三項で準用する第三十七

条第三項若しくは前条第二項で準用する第四十条第一項の規定により費用を負担した史

跡名勝天然記念物については、第四十二条の規定を準用する。  

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）  

第百二十五条  史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼ

す行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現

状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に

影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。  

２  前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。  

３  第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第三項の規定を、第一項の規

定による許可を受けた者には、同条第四項の規定を準用する。  

４  第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を準用する。  

５  第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項で準用する第四十

三条第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、

その通常生ずべき損失を補償する。  

６  前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。  

７  第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する第四十三条第三項の規定に

よる許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影

響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。

この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。  

（関係行政庁による通知）  

第百二十六条  前条第一項の規定により許可を受けなければならないこととされている

行為であつてその行為をするについて、他の法令の規定により許可、認可その他の処分

で政令に定めるものを受けなければならないこととされている場合において、当該他の

法令において当該処分の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者は、当該処分をす

るときは、政令の定めるところにより、文化庁長官（第百八十四条第一項の規定により
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前条第一項の規定による許可を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道

府県又は市の教育委員会）に対し、その旨を通知するものとする。  

（復旧の届出等）  

第百二十七条  史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、管理団体又は所有者は、

復旧に着手しようとする日の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文

化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、第百二十五条第一項の規定によ

り許可を受けなければならない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りでな

い。  

２  史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出

に係る史跡名勝天然記念物の復旧に関し技術的な指導と助言を与えることができる。  

（環境保全）  

第百二十八条  文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるとき

は、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを

命ずることができる。  

２  前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき

損失を補償する。  

３  第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第百二十五条第七項の規定を、

前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。  

（管理団体による買取りの補助）  

第百二十九条  管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定

に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の

保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、国は、その

買取りに要する経費の一部を補助することができる。  

２  前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四十二条の規定を準用する。  

（保存のための調査）  

第百三十条  文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理団体、所有者又は管理責任

者に対し、史跡名勝天然記念物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報

告を求めることができる。  

第百三十一条  文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の報告

によつてもなお史跡名勝天然記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その

確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その所在する土地

又はその隣接地に立ち入つてその現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき実

地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他調査のため必要な措置をさせることができ

る。ただし、当該土地の所有者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすお

それのある措置は、させてはならない。  
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一  史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請が

あつたとき。  

二  史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。  

三  史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれのあるとき。  

四  特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物とし

ての価値を調査する必要があるとき。  

２  前項の規定による調査又は措置によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常

生ずべき損失を補償する。  

３  第一項の規定により立ち入り、調査する場合には、第五十五条第二項の規定を、前項

の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定を準用する。  

（登録記念物）  

第百三十二条  文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物（第百十条第一項に規定する仮指定

を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。）以外の記念物（第百八十二条第二項に

規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のうち、その文化財としての

価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に

登録することができる。  

２  前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項、第百九条第三項から第五

項まで並びに第百十一条第一項の規定を準用する。  

第百三十三条  前条の規定により登録された記念物（以下「登録記念物」という。）につ

いては、第五十九条第一項から第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二

項及び第三項並びに第百十三条から第百二十条までの規定を準用する。この場合におい

て、第五十九条第一項中「第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したとき」

とあるのは「第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定したとき（第百十

条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたときを含む。）」と、同条

第四項中「所有者に通知する」とあるのは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。

ただし、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には、文部

科学大臣は、当該通知に代えて、その通知すべき事項を当該登録記念物の所在地の市町

村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。この場合において

は、その掲示を始めた日から二週間を経過した時に当該通知が相手方に到達したものと

みなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の規定を準用する」とあるのは「抹

消は、前項の規定による官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登

録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前項の規定による通知が到達し

た時又は同項の規定によりその通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ず

る」と、第百十三条第一項中「不適当であると明らかに認められる場合には」とあるの

は「不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、

関係地方公共団体の意見を聴いて」と、第百十八条及び第百二十条中「第三十条、第三
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十一条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用す

る。この場合において、第三十一条第一項中「並びにこれに基いて発する文部科学省令

及び文化庁長官の指示に従い」とあるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と

読み替えるものとする」と、第百十八条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、管理

団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項」とあるのは

「第四十七条第四項」と、第百二十条中「第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者

が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項」とあるのは「第四十七条第

四項」と読み替えるものとする。  

 

 

第十一章 文化審議会への諮問  

第百五十三条  文部科学大臣は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に

諮問しなければならない。  

一  国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除  

二  登録有形文化財の登録及びその登録の抹消（第五十九条第一項又は第二項の規定によ

る登録の抹消を除く。）  

三  重要無形文化財の指定及びその指定の解除  

四  重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除  

五  重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除  

六  登録有形民俗文化財の登録及びその登録の抹消（第九十条第三項で準用する第五十九

条第一項又は第二項の規定による登録の抹消を除く。）  

七  特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除  

八  史跡名勝天然記念物の仮指定の解除  

九  登録記念物の登録及びその登録の抹消（第百三十三条で準用する第五十九条第一項又

は第二項の規定による登録の抹消を除く。）  

十  重要文化的景観の選定及びその選定の解除  

十一  重要伝統的建造物群保存地区の選定及びその選定の解除  

十二  選定保存技術の選定及びその選定の解除  

十三  選定保存技術の保持者又は保存団体の認定及びその認定の解除  

２  文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮問しなけれ

ばならない。  

一  重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令  

二  文化庁長官による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行  

三  重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可  

四  重要文化財の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令  

五  国による重要文化財の買取り  
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六  重要無形文化財以外の無形文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記

録の作成等につき補助すべきものの選択  

七  重要有形民俗文化財の管理に関する命令  

八  重要有形民俗文化財の買取り  

九  重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべき

もの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択  

十  遺跡の現状変更となる行為についての停止命令又は禁止命令の期間の延長  

十一  文化庁長官による埋蔵文化財の調査のための発掘の施行  

十二  史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する命令  

十三  文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗

難の防止の措置の施行  

十四  史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可  

十五  史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令  

十六  史跡名勝天然記念物の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けず、

若しくはその許可の条件に従わない場合又は史跡名勝天然記念物の環境保全のための制

限若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命令  

十七  重要文化的景観の管理に関する命令  

十八  第百八十四条第一項の政令（同項第二号に掲げる事務に係るものに限る。）の制定

又は改廃の立案  

 

 

第十三章 罰則  

第百九十三条  第四十四条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を

輸出した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。  

第百九十四条  第八十二条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗

文化財を輸出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。  

第百九十五条  重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しく

は禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。  

２  前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは

禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。  

第百九十六条  史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為を

して、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しく

は禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。  

２  前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役

若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。  

第百九十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。  
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一  第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の

条件に従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくは

その保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の

停止の命令に従わなかつた者  

二  第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又

は禁止の命令に従わなかつた者  

第百九十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。  

一  第三十九条第三項（第百八十六条第二項で準用する場合を含む。）で準用する第三十

二条の二第五項の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措

置の施行を拒み、又は妨げた者  

二  第九十八条第三項（第百八十六条第二項で準用する場合を含む。）で準用する第三十

九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又

は妨げた者  

三  第百二十三条第二項（第百八十六条第二項で準用する場合を含む。）で準用する第三

十九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記

念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた

者  

第百九十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその

法人又は人の業務又は財産の管理に関して第百九十三条から前条までの違反行為をした

ときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。  

第二百条  第三十九条第一項（第四十七条第三項（第八十三条で準用する場合を含む。）、

第百二十三条第二項、第百八十六条第二項又は第百八十七条第二項で準用する場合を含

む。）、第四十九条（第八十五条で準用する場合を含む。）又は第百八十五条第二項に

規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復

旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係

る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、

又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。  

第二百一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。  

一  正当な理由がなくて、第三十六条第一項（第八十三条及び第百七十二条第五項で準用

する場合を含む。）又は第三十七条第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民

俗文化財の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者  

二  正当な理由がなくて、第百二十一条第一項（第百七十二条第五項で準用する場合を含

む。）又は第百二十二条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名

勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者  

三  正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に関す

る勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者  
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第二百二条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。  

一  正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命

令に違反した者  

二  第四十六条（第八十三条で準用する場合を含む。）の規定に違反して、文化庁長官に

国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六条第五項（第八十三条

で準用する場合を含む。）に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形

民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項（第八十三条で準用する場合を含む。）

の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者  

三  第四十八条第四項（第五十一条第三項（第八十五条で準用する場合を含む。）及び第

八十五条で準用する場合を含む。）の規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は

第五十一条第五項（第五十一条の二（第八十五条で準用する場合を含む。）、第八十四

条第二項及び第八十五条で準用する場合を含む。）の規定に違反して、公開の停止若し

くは中止の命令に従わなかつた者  

四  第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはそ

の許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた

者  

五  第五十四条（第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、第五十

五条、第六十八条（第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。）、第百

三十条（第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、第百三十一条又は第百四十条

の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査

若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

六  第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつ

た者  

七  正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の

命令に違反した者  

第二百三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。  

一  第二十八条第五項、第二十九条第四項（第七十九条第二項で準用する場合を含む。）、

第五十六条第二項（第八十六条で準用する場合を含む。）又は第五十九条第六項若しく

は第六十九条（これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。）の規定に違反

して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登

録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつ

た者  

二  第三十一条第三項（第六十条第四項（第九十条第三項で準用する場合を含む。）、第

八十条及び第百十九条第二項（第百三十三条で準用する場合を含む。）で準用する場合

を含む。）、第三十二条（第六十条第四項（第九十条第三項で準用する場合を含む。）、

第八十条及び第百二十条（第百三十三条で準用する場合を含む。）で準用する場合を含
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む。）、第三十三条（第八十条、第百十八条及び第百二十条（これらの規定を第百三十

三条で準用する場合を含む。）並びに第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、

第三十四条（第八十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）、第四十三条

の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条（これらの規定を第九十条第三項で準用す

る場合を含む。）、第六十四条第一項（第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場

合を含む。）、第六十五条第一項（第九十条第三項で準用する場合を含む。）、第七十

三条、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第九十二条第一項、第九十六条第一

項、第百十五条第二項（第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項で準用する

場合を含む。）、第百二十七条第一項、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に

違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者  

三  第三十二条の二第五項（第三十四条の三第二項（第八十三条で準用する場合を含む。）、

第六十条第四項及び第六十三条第二項（これらの規定を第九十条第三項で準用する場合

を含む。）並びに第八十条で準用する場合を含む。）又は第百十五条第四項（第百三十

三条で準用する場合を含む。）の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、

修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者 
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3-9 鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例 

（平成 15年３月 25日 条例第 11号） 

 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第９条） 

第２章 個体の取扱いに関する規制（第 10条－第 19条） 

第１節 個体の所有者又は占有者の義務等（第 10条）  

第２節 個体の捕獲等の禁止（第 11条－第 14条）  

第３節 特定事業の規制（第 15条－第 19条）  

第３章 生息地等の保護に関する規制（第 20条－第 25条） 

第４章 雑則（第 26条－第 31条）  

第５章 罰則（第 32条－第 36条）  

附則  
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第 1章 総則  

（目的）  

第１条 この条例は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環

境の重要な一部として県民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかん

がみ、県内に生息し又は生育する希少な野生動植物の保護を図ることにより良好な自然

環境を保全し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること

を目的とする。  

 

（定義）  

第２条 この条例において「希少野生動植物」とは、次の各号のいずれかに該当する野生

動植物をいう。  

(1) 種（亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。）の

存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ない野生動植物  

(2) 種の個体の数が著しく減少しつつある野生動植物  

(3) 種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつある野生動植物  

(4) 種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつある野生動植物  

(5) 前各号に掲げるもののほか、種の存続に支障を来す事情がある野生動植物  

２ この条例において「指定希少野生動植物」とは、県内に生息し又は生育する希少野生

動植物であって、知事が第９条第１項の規定により指定するもの（絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号）第４条第３項の国内希少野

生動植物種又は同法第５条第１項の緊急指定種である野生動植物を除く。）をいう。  

３ この条例において「特定希少野生動植物」とは、指定希少野生動植物であって、知事

が第９条第２項の規定により指定するものをいう。  

４ この条例において「県民等」とは、県民、事業者、旅行者及び滞在者をいう。  

 

（県の責務）  

第３条 県は、野生動植物が置かれている状況を常に把握するとともに、希少野生動植物

の保護に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。  

２ 県は、希少野生動植物の保護の必要性について、県民等の理解を深めるよう適切な措

置を講ずるよう努めるものとする。  

 

（県民等の責務） 

第４条 県民等は、前条第１項の県が実施する施策に協力する等希少野生動植物の保護に

寄与するように努めなければならない。  

 

（市町村への要請及び支援）  
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第５条 県は、市町村に対し、希少野生動植物の保護に関する施策を策定し、及び実施す

ること並びに第３条第１項の県が実施する施策に協力することを求めるものとする。  

２ 県は、市町村が実施する希少野生動植物の保護に関する施策について、情報の提供そ

の他の必要な支援を行うよう努めるものとする。  

 

（財産権の尊重等）  

第６条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、県民の

生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに県土の保全その他の公益との調整に留 

意しなければならない。  

 

（地域開発施策等における配慮）  

第７条 県は、地域の開発及び整備その他の希少野生動植物の個体の生息又は生育の環境

に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、希少野生動植物の個体 

の生息又は生育の環境の適正な保全について配慮しなければならない。  

 

（希少野生動植物保護基本方針）  

第８条 知事は、希少野生動植物の保護のための基本方針（以下この条において「基本方

針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

(1) 希少野生動植物の保護に関する基本構想  

(2) 指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の選定に関する基本的な事項  

(3) 指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の個体（卵及び種子を含む。以下同じ。）

の取扱いに関する基本的な事項  

(4) 指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項  

(5) 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物の保護に関する重要事項  

３ 知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、鹿児島県環境審議会（以下

「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。  

４ 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

５ 知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。  

６ 第３項及び第４項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。  

７ この条例の規定に基づく処分その他希少野生動植物の保護のための施策及び事業の内

容は、基本方針と調和するものでなければならない。  

 

（指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の指定） 

第９条 知事は、県内に生息し又は生育する希少野生動植物であって、特に保護を図る必

要があると認めるものを指定希少野生動植物として指定することができる。  
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２ 知事は、指定希少野生動植物であって、商業的にその個体の繁殖をさせることができ

るものを特定希少野生動植物として指定することができる。  

３ 知事は、前２項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）をしようと

するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。 

５ 前項の規定による告示があったときは、利害関係人は、当該告示の日から起算して 14

日を経過する日までの間に、知事に指定についての意見書を提出することができる。  

６ 知事は、指定について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に

関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。  

７ 知事は、指定をするときは、その旨及び指定に係る動植物の種名を告示しなければな

らない。  

８ 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。  

９ 知事は、指定希少野生動植物及び特定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の

変化その他の事情の変化により、指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続 

することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。  

10 第３項から第８項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。  

 

 

第２章 個体の取扱いに関する規制  

 

第１節 個体の所有者又は占有者の義務等  

第 10条 指定希少野生動植物の個体の所有者又は占有者は、指定希少野生動植物を保護す

ることの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うよう努めなければならない。  

２ 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、指定希少野生

動植物の個体の所有者又は占有者に対し、その個体の取扱いに関し必要な助言又は指導 

をすることができる。  

 

第２節 個体の捕獲等の禁止  

 （捕獲等の禁止）  

第 11条 指定希少野生動植物の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷（以下「捕

獲等」という。）をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 次条第１項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合  

(2) 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合  

２ 前項の規定に違反して捕獲等をされた指定希少野生動植物の個体（その加工品であっ

て規則で定めるものを含む。）は、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。  
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（捕獲等の許可）  

第 12条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で指定希少野生動植物の生きて

いる個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請を

しなければならない。  

３ 知事は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する場合は、第

１項の許可をしてはならない。  

(1) 捕獲等の目的が第１項に規定する目的に適合しない場合  

(2) 捕獲等によって指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼすおそれがある場合  

(3) 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等

に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められる場合  

４ 知事は、第１項の許可をする場合において、指定希少野生動植物の保護のため必要が

あると認めるときは、その必要の限度において、第１項の許可に条件を付することがで

きる。 

５ 知事は、第１項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しな

ければならない。 

６ 第１項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を

従事させることについてやむを得ない事由があるものとして規則で定めるものは、規則

で定めるところにより、知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等

に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。 

７ 第１項の許可を受けた者は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲

等に従事する者が第５項の許可証若しくは前項の従事者証を紛失し、又はその許可証若

しくは従事者証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、そ

の許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。  

８ 第１項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者

は、捕獲等をするときは、第５項の許可証又は第６項の従事者証を携帯しなければなら

ない。 

９ 第１項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培 

施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。 

 

（捕獲等許可者に対する措置命令等）  

第 13条 知事は、前条第１項の許可を受けた者が同条第９項の規定に違反し、又は同条第 

４項の規定により付された条件に違反した場合において、指定希少野生動植物の保護の 

ため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきこ 

とを命ずることができる。  

２ 知事は、前条第１項の許可を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規
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定又はこの条例に基づく処分に違反した場合において指定希少野生動植物の保護に支障

を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。 

 

（報告徴収及び立入検査） 

第 14条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第１２条第１項の許可を受けて

いる者に対し、指定希少野生動植物の個体の取扱いの状況その他必要な事項について報

告 を求め、又はその職員に、指定希少野生動植物の個体の捕獲等に係る施設に立ち入

り、指定希少野生動植物の個体、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができる。  

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

 

第３節 特定事業の規制  

 

（特定事業の届出）  

第 15条 特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を伴う事業（以下「特定事業」という。）

を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を知事

に届け出なければならない。  

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  

(2) 特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地  

(3) 譲渡しの業務の対象とする特定希少野生動植物の種名  

(4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項  

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又は特

定事業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その日から起算して 30日を経過

する日までの間に、その旨を知事に届け出なければならない。  

３ 知事は、前２項の規定による届出があった場合、規則で定める事項を告示するものと

する。  

 

（経過措置）  

第 16条 前条の規定にかかわらず、一の種が新たに特定希少野生動植物に指定された際現

にその特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を伴う事業を行っている者は、その種 

が特定希少野生動植物となった日から 30日以内に、前条第１項各号に掲げる事項を知事

に届け出なければならない。この場合において、この条の規定による届出をした者は、

前条第１項の届出をしたものとみなす。  
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（特定事業を行う者の遵守事項） 

第 17 条 第 15 条第１項の規定による届出をして特定事業を行う者（前条後段の規定によ

り第 15 条第１項の届出をした者とみなされるものを含む。以下この条、次条及び第 19

条第１項において同じ。）は、その特定事業に関し特定希少野生動植物の個体の譲受けを

するときは、その個体の譲渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である

場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、次に掲げる事項についてその譲渡人か

ら聴取しなければならない。  

(1) その個体が、繁殖させた個体であるか又は捕獲され、若しくは採取された個体であ

るかの別  

(2) その個体が繁殖させた個体であるときは、繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては、その代表者の氏名  

(3) その個体が捕獲され、又は採取された個体であるときは、捕獲され、又は採取され

た場所並びに捕獲し、又は採取した者の氏名及び住所  

２ 第１５条第１項の規定による届出をして特定事業を行う者は、規則で定めるところに

より、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定希少野生動植物の個体の譲

渡しに関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。  

 

（特定事業を行う者に対する指示等） 

第 18 条 知事は、第 15 条第１項の規定による届出をして特定事業を行う者が前条第１項

又は第２項の規定に違反した場合においてその特定事業を適正化して希少野生動植物の

保 護に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守さ

れることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。 

２ 知事は、第 15条第１項の規定による届出をして特定事業を行う者が前項の指示に違反

した場合においてその特定事業を適正化して希少野生動植物の保護に資することに支障

を及ぼすと認めるときは、その者に対し、３月を超えない範囲内で期間を定めて、その

特定事業に係る特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務の全部又は一部の停止を命ず

ることができる。 

 

（報告徴収及び立入検査）  

第１９条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第 15条第１項の規定によ

る届出をして特定事業を行う者に対し、その特定事業に関し報告を求め、又はその職員

に、 その特定事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。  

２ 前項の規定による立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。  

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  
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第３章 生息地等の保護に関する規制  

 

（生息地等保護区の指定） 

第 20条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その個体

の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、そ

の個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその指定希

少野生動植物の保護のため重要と認めるものを、生息地等保護区（以下「保護区」とい

う。）として指定することができる。  

２ 前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）は、指定の区域、指定

に係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。  

３ 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会及び関係市町村長の意見を

聴かなければならない。  

４ 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その

旨を告示し、告示した日から起算して 14日を経過する日までの間、指定の区域、指定に

係る指定希少野生動植物及び指定の区域の保護に関する指針の案（次項及び第６項にお

いて「指定案」という。）を公衆の縦覧に供しなければならない。  

５ 前項の規定による告示があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係

人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、知事に指定案についての意見書を

提出することができる。  

６ 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定

に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。 

７ 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植

物及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。  

８ 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。  

９ 知事は、保護区に係る指定希少野生動植物の個体の生息又は生育の状況の変化その他

の事情の変化により、指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが

適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。  

10 第３項、第７項及び第８項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。 

この場合において、第７項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定希少野生動植 

物及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」

と、第８項中「前項の規定による告示」とあるのは「第１０項において準用する前項の

規定による告示」と読み替えるものとする。 
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（生息地等保護区内の規制）  

第 21条 保護区の区域内（第８号に掲げる行為については、同号に規定する湖沼又は湿原

の周辺１キロメートルの区域内）においては、次に掲げる行為（第 10号から第 14号ま

でに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内

においてするものに限る。）は、知事の許可を受けなければ、してはならない。  

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。  

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地（水底を含む。）の形質を変更すること。 

(3) 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。  

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。  

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 

(6) 木竹を伐採すること。  

(7) 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に必要なものとして前条第２項の指針 

（以下この条において「指針」という。）で定める野生動植物の個体その他の物の捕

獲等をすること。  

(8) 保護区の区域内の指針で定める湖沼若しくは湿原又はこれらに流入する水域若し

くは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。  

(9) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の指針で定める区域内において、車

馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。  

(10) 第７号の規定により指針で定める野生動植物の個体その他の物以外の野生動植物

の個体その他の物の捕獲等をすること。 

(11) 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物と

して指針で定めるものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。 

(12) 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとし

て指針で定める物質を散布すること。  

(13) 火入れ又はたき火をすること。 

(14) 指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法とし

て指針で定める方法によりその個体を観察すること。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請を

しなければならない。  

３ 知事は、前項の申請に係る行為が指針に適合しないものであるときは、第１項の許可

をしないことができる。  

４ 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限

度において、第１項の許可に条件を付することができる。  

５ 第１項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に

同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算し

て３月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規定 
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にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。  

６ 次に掲げる行為については、第１項の規定は、適用しない。  

(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為  

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、指定希少野生動植物の保護に支障を及ぼす

おそれのない行為として規則で定めるもの  

(3)木竹の伐採で、知事が保護区ごとに指針で定める方法及び限度内においてするもの  

７ 前項第１号に掲げる行為であって第１項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、

その日から起算して 14 日を経過する日までの間に知事にその旨を届け出なければなら

ない。  

 

（措置命令等）  

第 22条 知事は、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、保護区の

区域内において前条第１項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法

について指示をすることができる。 

２ 知事は、前条第１項の規定に違反した者又は同条第４項の規定により付された条件に

違反した者がその違反行為によって指定希少野生動植物の個体の生息地又は生育地の保

護に支障を及ぼした場合において、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認め

るときは、これらの者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他指定希少

野生動植物の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命ずる

ことができる。  

 

（報告徴収及び立入検査等） 

第 23条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、保護区の区域内において第２１

条第１項各号に掲げる行為をした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項につ

いて報告を求めることができる。  

２ 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、保護区の区域内におい

て前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施

状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が指定希少野生動植

物の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。  

３ 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者に提示しなければならない。  

４ 第１項及び第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。  

 

（実地調査） 

第 24 条 知事は、第 20 条第１項の規定による指定をするための実地調査に必要な限度に
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おいて、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。 

２ 知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、

土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。  

３ 第１項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に

提示しなければならない。  

４ 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第１項の規定による立入りを拒

み、又は妨げてはならない。  

 

（損失の補償）  

第 25 条 県は、第 21 条第１項の許可を受けることができないため又は同条第４項の規定

により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。  

 

 

第４章 雑則  

 

（生息状況等調査）  

第 26条 知事は、野生動植物の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況 

その他必要な事項について調査をし、その結果を、この条例に基づく規則の改廃、この

条例に基づく指定又はその解除その他この条例の適正な運用に活用するものとする。 

 

 （希少野生動植物保護推進員）  

第 27条 知事は、希少野生動植物の保護及びその生息し又は生育する自然環境の保全に関

する必要な啓発、調査、助言等を行わせるため、希少野生動植物保護推進員を置くこと 

ができる。  

２ 希少野生動植物保護推進員に関し必要な事項は、規則で定める。  

 

 （国及び他の地方公共団体との協力）  

第 28条 県は、希少野生動植物の保護に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び

他の地方公共団体と協力し、その推進に努めるものとする。  

 

 （県民等の活動の促進）  

第 29条 県は、県民及び事業者又はこれらの者が組織する団体がこの条例の趣旨に基づき

希少野生動植物の保護に関する自発的に行う活動について、必要な助言、指導その他の 

支援措置を講ずるものとする。  

 

 （国等に関する特例）  
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第 30 条 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については、第 10 条第２項、第

11条第１項、第 21条第１項及び第７項、第 22条第１項並びに第 23条第１項及び第２

項の規定は、適用しない。  

２ 国の機関又は地方公共団体は、第１１条第１項第２号に掲げる場合以外の場合に指定

希少野生動植物の個体の捕獲等をしようとするとき、又は第２１条第１項の許可を受け

るべき行為に該当する行為をしようとするときは、規則で定める場合を除き、あらかじ

め知事に協議しその同意を得なければならない。  

３ 国の機関又は地方公共団体は、第２１条第５項の規定により届出をして引き続き同条

第１項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、

又は同条第７項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようと

するときは、規則で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、知事にそ

の旨を通知しなければならない。  

 

（委任）  

第 31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。  

 

 

第５章 罰則  

 （罰則）  

第 32条 次の各号の一に該当する者は、１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する 

(1) 第 11条又は第 21条第１項の規定に違反した者  

(2) 第 13条第１項又は第 22条第２項の規定による命令に違反した者  

第 33条 次の各号の一に該当する者は、６月以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処する。 

(1) 第 12条第４項又は第 21条第４項の規定により付された条件に違反した者  

(2) 第 18条第２項の規定による命令に違反した者  

第 34 条 第 15 条第１項又は第 16 条前段の規定による届出をしないで特定事業を行い、又

は 虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。  

第 35条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。  

(1) 第 12 条第８項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした

者  

(2) 第 14条第１項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若

しくは虚偽の陳述をした者  

(3) 第 15条第２項の規定に違反した者  

(4) 第 19条第１項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
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よる立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若

しくは虚偽の陳述をした者  

(5) 第 23 条第１項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第２項

の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質

問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者  

(6) 第 24条第４項の規定に違反して、同条第１項の規定による立入りを拒み、又は妨げ

た者  

 

（両罰規定）  

第 36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し、第 32条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。  

 

附 則  

１ この条例は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。ただし、第１章の規定は、平成 15年４月１日から施行する。  

２ この条例の施行の際現に特定希少野生動植物の個体の譲渡しの業務を伴う事業を行っ

ている者については、第１５条第１項に規定する特定事業を行おうとする者とみなして、 

同条の規定を適用する。この場合において、同条第１項中「あらかじめ」とあるのは「こ

の条例の施行の日から 30日以内に」とする。 
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3-10 奄美大島・徳之島の市町村の希少野生動植物の保護に関する

条例について 
 

１．希少野生動植物の保護に関する市町村条例の制定状況 

 奄美大島及び徳之島では全ての市町村が、希少な野生動植物の保護に関する条例を定め

ている。 

希少野生動植物の保護に関する市町村条例 

 

奄美大島 

・奄美市希少野生動植物の保護に関する条例（平成 18年 3月 20日条例第 116号） 

・大和村希少野生動植物の保護に関する条例（平成 25年 6月 17日条例第 15号） 

・宇検村希少野生動植物の保護に関する条例（平成 25年 6月 18日条例第 20号） 

・瀬戸内町希少野生動植物の保護に関する条例（平成 25年 6月 19日条例第 23号） 

・龍郷町希少野生動植物の保護に関する条例（平成 25年 6月 14日条例第 22号） 

 

徳之島 

・徳之島町希少野生動植物の保護に関する条例（平成 24年 6月 20日条例第 19号） 

・天城町希少野生動植物の保護に関する条例（平成 24年 6月 19日条例第 13号） 

・伊仙町希少野生動植物の保護に関する条例（平成 24年 6月 19日条例第 13号） 

 

２．希少野生動植物の保護に関する市町村条例の概要 

 これら 8 市町村の条例は、いずれも希少な野生動植物を指定して、捕獲等の規制と生息

地への保護区の指定を行うものである。全ての市町村で、以下に例示する奄美市の条例と

ほぼ同じ内容が定められている。 

奄美市希少野生動植物の保護に関する条例（抜粋） 

平成 18年 3月 20日条例第 116号 

（目的） 

第 1 条 この条例は，奄美市に生息する野生動植物が，世界的に見ても貴重な財産であ

るとともに，生態系の重要な構成要素であることから，市内に生息し，又は生育する希

少な野生動植物の保護を図り，後世に継承していくことを目的とする。 

 

（他の法令等との関係） 

第３条 希少野生動植物の保護に関し，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律（平成４年法律第 75 号），鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例（平成

15年鹿児島県条例第 11号）その他の法令に特別の定めがある場合を除くほか，この条例

の定めるところによる。 
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（指定希少野生動植物の指定） 

第 9 条(1) 市長は，市内に生息し，又は生育する希少野生動植物であって，特に保護を

図る必要があると認めるものを指定希少野生動植物として指定することができる。 

 

（捕獲等の禁止） 

第 10 条(1) 指定希少野生動植物の生きている個体は，捕獲，採取，殺傷又は損傷（以

下「捕獲等」という。）をしてはならない。ただし，人の生命若しくは身体の保護のため

緊急やむを得ない場合又は学術研究その他公益上の理由により市長が特に必要と認めて

許可した場合は，この限りでない。 

 

（生息地等保護区の指定） 

第 13条(1) 市長は，指定希少野生動植物の保護のため必要があると認めるときは，その

個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域を生息地

等保護区（以下「保護区」という。）として指定することができる。 

 

（生息地等保護区内の規制） 

第 14条(1) 保護区の区域内においては，次に掲げる行為を行う場合は，市長の許可を受

けなければならない。 

 ①建築物その他の工作物を新築し，改築し，又は増築すること。 

 ②宅地を造成し，土地を開墾し，その他土地（水底を含む。）の形質を変更すること。 

 ③鉱物を採掘し，又は土石を採取すること。 

 ④水面を埋め立て，又は干拓すること。 

 ⑤河川，湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 

 ⑥木竹を伐採すること。 

 ⑦火入れ又はたき火をすること。 

 

（罰則） 

第 24条 第 10条第１項本文，同条第２項又は第 14条第１項の規定に違反した者は，１

年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 
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3－11 奄美大島・徳之島、やんばる及び西表島の市町村における 

飼い猫の管理に関する条例について 
 

 

１．飼い猫の管理に関する市町村条例の制定状況 

 奄美大島・徳之島、やんばる及び西表島の全ての市町村が、飼い猫の管理に関する条例

を定めている。 

飼い猫の管理に関する市町村条例 

 

奄美大島 

 奄美市飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成 23年 7月 20日条例第 16号） 

 大和村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成 23年 6月 23日条例第 4-1号） 

 宇検村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成 26年 6月 24日条例第 11号） 

 瀬戸内町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成 23年 6月 17日条例第 6号） 

 龍郷町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成 23年 6月 21日条例第 10号） 

 

徳之島 

 徳之島町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成 25 年 12 月 12 日条例第 43

号） 

 天城町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成 25年 12月 12日条例第 33号） 

 伊仙町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例（平成 25年 12月 12日条例第 21号） 

 

やんばる 

 国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例（平成 16年 9月 24日条例第 18号） 

 大宜味村ネコの愛護及び管理に関する条例（平成 16年 9月 27日条例第 12号） 

 東村ネコの愛護及び管理に関する条例（平成 16年 9月 24日条例第 15号） 

 

西表島 

 竹富町ねこ飼養条例（平成 20年 6月 19日条例第 15号） 

 

 

２．飼い猫の管理に関する市町村条例の概要 

 これらの条例は、野生生物への被害を防止するなどの目的のもと、飼い猫の登録義務、

室内飼養の努力義務、遺棄の禁止などについて定めたものである（下表）。このうち、竹富

町の条例は、イリオモテヤマネコへの被害防止のため、飼い猫に感染症の検査等を義務付

けるなどの西表島に関する特則を設けている。 
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表 飼い猫の管理にかかる市町村条例の概要 

 奄美大島・徳之島 

（8市町村の条例） 

やんばる 

（3村の条例） 

西表島 

（竹富町の条例） 

注１ 注２ 注３ 

目的 ○動物愛護の意識を高

める。 

○飼い猫の野生化及び

放し飼いによるアマミ

ノクロウサギその他の

野生生物への被害を防

止する。 

○もって地域生活環境

の向上並びに自然環境

及び生態系の保全を図

る。 

○動物愛護の意識を高

める。 

○環境衛生の保持及び

自然環境の保全を図

る。 

 

○ねこの健康及び安全

の保持を図る。 

○ねこが町民に迷惑を

及ぼし、又は絶滅のお

それのあるイリオモテ

ヤマネコに害を加える

ことを防止する。 

○もって竹富町の生活

環境の保全及び生物多

様性の確保に資する。 

飼い猫の

登録等 

○飼い猫を登録する義

務 

○マイクロチップ埋込

みの努力義務 

○飼いネコを登録する

義務 

○マイクロチップ埋込

みの村長指示 

○飼いねこを登録する

義務 

◎西表島におけるマイ

クロチップ埋込み義務 

◎西表島における特定

感染症の検査義務 

室内飼養

等 

○飼い猫を室内で飼養

管理する努力義務 

○屋外で飼い猫を放し

飼いにしない努力義務 

○飼いネコを室内飼養

する努力義務 

○屋外で飼いネコを放

し飼いにしない努力義

務 

○飼いねこを屋内で飼

養・保管する努力義務 

◎西表島内で放し飼い

にする場合の繁殖制限

義務 

◎西表島内での 10 匹以

上のねこの飼養禁止 

◎特定感染症に罹患し

たねこの西表島内への

持ち込みの制限 

 

餌やりの

禁止 

○飼い猫以外のねこに

対する、みだりな餌や

りの禁止 

○自ら飼養していない

ネコに対する、みだり

な餌やりの禁止 

○自ら飼養・保管してい

ないねこに対する、み

だりな餌やりの禁止 

遺棄の禁

止等 

○飼い猫を終生飼養・管

理する義務、飼い猫の

遺棄の禁止 

○飼いネコを終生飼養

する義務、飼いネコの

遺棄の禁止 

○飼いねこの遺棄の禁

止 

違反者へ

の指導等 

○違反者等に対する、市

町村長の指導及び命令

など 

○違反者等に対する、村

長の指導、勧告及び氏

名の公表 

○違反者等に対する、町

長の指導、勧告及び命

令 

◎西表島の特則の違反

者に対する過料 

注１：奄美大島・徳之島の 8市町村の条例はほぼ同じ内容である（一部町村で「餌やりの禁止」
の規定がないなどの点が異なる）。 

注２：やんばるの全ての村（国頭村、大宜味村、東村の 3村）の条例は同じ内容である。 

注３：「◎」で示した項目は、竹富町のうち西表島及び近接する島に適用される（西表島に関す
る特則）。 
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付属資料 4 
 

推薦地における保護措置に関する計画 

 

4-1：奄美群島国立公園（仮称）公園計画書（環境省原案） 

4-2：やんばる国立公園公園計画書（抜粋） 

4-3：西表石垣国立公園公園計画書（抜粋） 

4-4：地域管理経営計画（奄美大島森林計画区）抜粋 

4-5：地域管理経営計画（沖縄北部森林計画区）抜粋 

4-6：地域管理経営計画（宮古八重山森林計画区）抜粋 

4-7：奄美群島森林生態系保護地域保全管理計画（抜粋） 

4-8：西表島森林生態系保護地域保全管理計画（抜粋） 

4-9：日本の国有林における保護林と緑の回廊の概要 

4-10：国有林野における緑の回廊の設定について 

4-11：国指定湯湾岳鳥獣保護区更新計画書（抜粋） 

4-12：国指定湯湾岳鳥獣保護区湯湾岳特別保護地区指定計画書（抜粋） 

4-13：国指定やんばる（安田）鳥獣保護区指定計画書（抜粋） 

4-14：国指定やんばる（安田）鳥獣保護区やんばる（安田）特別保護地区指定計画書

（抜粋） 

4-15：国指定やんばる（安波）鳥獣保護区指定計画書（抜粋） 

4-16：国指定西表鳥獣保護区指定計画書（抜粋） 

4-17：国指定西表鳥獣保護区西表特別保護地区指定計画書（抜粋） 

4-18：アマミノクロウサギ保護増殖事業計画 

4-19：イリオモテヤマネコ保護増殖事業計画 

4-20：アマミヤマシギ保護増殖事業計画 

4-21：オオトラツグミ保護増殖事業計画 

4-22：ヤンバルクイナ保護増殖事業計画 

4-23：ノグチゲラ保護増殖事業計画 

4-24：ヤンバルテナガコガネ保護増殖事業計画 

4-25：アマミノクロウサギ保護増殖事業 10ヶ年実施計画（2014年-2024年） 

4-26：アマミヤマシギ保護増殖事業 10ヶ年実施計画（2014年-2024年） 

4-27：オオトラツグミ保護増殖事業 10ヶ年実施計画（2014年-2024年） 

4-28：ヤンバルクイナ保護増殖事業 10ヶ年実施計画（2015年度-2024年度） 

4-29：第２期奄美大島におけるジャワマングース防除実施計画（平成 25 年度～平成
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34 年度） 

4-30：第２期沖縄島北部地域におけるマングース防除実施計画（平成 25 年度—平成

34 年度） 

4-31：沖縄八重山地域におけるオオヒキガエル防除実施計画 

4-32：生物多様性鹿児島戦略（抜粋） 

4-33：奄美群島振興開発特別措置法（抜粋） 

4-34：奄美群島振興開発計画（抜粋） 

4-35：奄美群島自然共生プラン（抜粋） 

4-36：鹿児島県観光振興基本方針（抜粋） 

4-37：奄美群島持続的観光マスタープラン 

4-38：奄美大島、徳之島における公共事業環境配慮指針 

4-39：生物多様性おきなわ戦略（抜粋） 

4-40：沖縄振興特別措置法（抜粋） 

4-41：沖縄 21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）（抜粋） 

4-42：沖縄県観光振興基本計画 

4-43：伊武岳地区保全利用協定（概要） 

4-44：仲間川地区保全利用協定（概要） 
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4-1 奄美群島国立公園（仮称）公園計画書（環境省原案） 

 

環境省 

 

１ 基本方針 

（１）保護に関する基本方針 

 奄美群島国立公園は、特徴の異なる８つの島々で構成されており、固有又は希少な

動植物が生息・生育する亜熱帯照葉樹林、リアス海岸、砂浜、干潟、海食崖などの多

様で自然性の高い海岸や世界的北限に位置するサンゴ礁の海のほか、隆起段丘、鍾乳

洞やカルスト地形、人と自然のかかわりを感じさせる文化景観など多様性に富んだ景

観を有している。このため、公園全体では、「個々の景観要素の維持回復を図ることに

より自然環境と景観の多様性及びそこで体験できる自然体験の質（自然体験を通じて

得られる利用者の満足感や達成感）を維持向上する」ことを目標とし、それぞれの景

観要素については次のとおり保護を図ることとする。 

 

（ア）亜熱帯照葉樹林 

   スダジイ等を主とする奄美大島及び徳之島の亜熱帯照葉樹林は、アマミノクロウサ

ギをはじめとする多くの固有又は希少な動植物等で構成される生態系が存在し、これ

らの生息地・生育地として国際的にもその保護の重要性が高い。 

しかしながら、奄美大島及び徳之島では固有又は希少な動植物の捕獲採取や交通事

故による減少、外来生物による悪影響が危惧されている。また、奄美大島では主とし

てパルプ・チップ用材確保のための林業が行われており、生態系保全と森林施業の両

立が課題となっている。 

このため、当該地域では、亜熱帯照葉樹林の生態系を積極的に管理し「生態系の健

全性が維持されて、固有又は希少動植物の絶滅のリスクが低下し生息・生育状況が安

定的で、生態系や生物多様性の豊かさが感じられる状態」とすることを目標として次

の方針により保護を図ることとする。 

 

ａ 固有又は希少な動植物の保護 

・捕獲採取や交通事故といった人為的な要因による固有又は希少な動植物の減少を

防止する。 

・外来生物による固有又は希少な動植物への悪影響を排除・抑制する。 

・固有又は希少な動植物の生息・生育に著しい支障を及ぼさぬよう生息地・生育地

を保全する。 
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ｂ 森林の保護管理 

・固有又は希少な動植物の生息・生育する高齢林及び高齢林分を含む森林を厳正に

保護する。 

・森林施業における生態系保全への配慮を徹底する。 

・過去に伐採された照葉樹二次林や林種転換された林分の高齢照葉樹林への誘導、転

換を図る。 

 

ｃ 河川の保護管理 

・リュウキュウアユをはじめとする水生生物の移動や繁殖活動に配慮して保護管理

を行う。 

・森林と河川を生息地とする両生類の生息に配慮して保護管理を行う。 

・渓流植物や高い空中湿度を必要とする着生植物の生育や汽水域のマングローブの

保護に配慮して保護管理を行う。 

 

  ｄ 人の入込みのコントロール 

・固有又は希少な動植物が多く生息・生育している等の生物多様性保全上特に重要

な場所や、利用過剰や利用の集中により自然環境や自然体験の質に悪影響を及ぼし

ている、又は及ぼすおそれのある場所については、必要に応じて人の入込のコント

ロールを検討する。 

 

  ｅ 科学的・順応的な保護管理 

・森林や固有又は希少な動植物等に関するデータ収集に努め、森林生態系の科学的

な保護管理を行う。 

・森林生態系の保全や希少動植物の種の保存のためのモニタリングを行い、得られ

た情報に基づいて順応的に保護管理を行う。 

 

（イ）海岸及び海域 

   奄美群島の海岸は、砂浜、干潟、海食崖、リアス海岸等多様な自然景観を有してい

るほか、海鳥やウミガメの繁殖地としても重要な場所となっている。 

また、海域においては世界的な北限となるサンゴ礁が見られ、魚類等の生息地とな

っており、漁り
い ざ り

（冬の大潮の夜にリーフ内で行う小魚やタコ等を捕る風習のこと）や

浜下れ（一年で最も潮が引く旧暦３月３日に浜に出かけて貝拾い等を楽しむ風習のこ

と）などが行われ、島民の生活と密接なかかわりを保っている。 

当該地域では、開発行為による海岸景観の改変、オニヒトデ被害や白化現象による

サンゴの衰退等の懸念事項が存在している。このため、「自然性がよく維持された海岸

景観を鑑賞でき、海域では水の透明度が高く様々な生物に彩られた水中景観を楽しむ
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とともに、くらしの中での資源利用を持続的に行うことができる状態」とすることを

目標として、次の方針により保護を図ることとする。 

 

ａ 海岸部における特徴的な地形と自然植生の保護 

・海食崖やリアス海岸をはじめ、海岸部の地形等の改変を抑制・防止して景観維持を

図る。 

・多様な生物の生息地、渡来地となっている干潟の改変・減少を抑制・防止する。 

・海岸から後背地に至る自然植生の連続性の維持に配慮して保護管理を行う。 

・外来生物による自然植生や固有又は希少な植物への悪影響を排除・抑制する。 

 

ｂ 固有又は希少な動植物の保護 

・ウミガメの産卵や海鳥の繁殖に配慮して保護管理を行う。 

・採取（人為的要因）による固有又は希少な植物や景観を特徴づける植物の減少を防

止する。 

 

ｃ 海域環境の保護と再生 

・赤土流出や海岸部の破壊等、陸域起因による海域環境への悪影響防止に配慮して保

護管理を行う。 

・魚類等海生生物の生息地としての役割も担うサンゴの保護・再生を図る。 

・海域景観を構成する動植物や海域環境の浄化の役割を担う生物で商業採取による乱

獲のおそれのあるものの保護を図る。 

 

（ウ）その他 

 本公園には、上記のほか隆起段丘、鍾乳洞やカルスト地形などの自然景観や人と自

然のかかわりを示す文化景観や集落景観が含まれる。 

自然景観については、その自然的特徴と公園利用の形態に配慮した保護管理を行い、

文化景観、集落景観については、人と自然とのかかわりを示す景観の維持や住民生活

に配慮して適正な保護を図ることとする。 

   なお、奄美群島の国際的にも貴重な自然の価値、固有又は希少な動植物の保護、外

来生物による悪影響等について、住民や公園利用者を対象として普及啓発を行うこと

とする。 

 

（２）保護規制計画 

  本公園は、島ごとに景観の特性が異なり多様な自然景観を有することが特徴とな

っているため、公園の保護についても島ごとの景観特性に合わせて行っていく必要

がある。このため、以下のとおり島ごとに保護規制計画等の方針を定める。 

4-5

平成29年2月提出版



（ア）奄美大島 

本区域は、アマミノクロウサギをはじめとする固有で希少な動植物の生息地・

生育地である亜熱帯照葉樹林、マングローブ、リアス海岸や笠利湾の海岸景観、

鳥類や海生生物が見られる干潟、サンゴ礁及び海浜といった多様な景観が見られ

る。 

   ⅰ）奄美大島中南部及び北部に見られる固有で希少な野生動植物が生息・生育する

亜熱帯照葉樹林は、それらの生息地・生育地保全を行う。奄美大島の風致景観維

持や生物多様性保全上最も重要な中南部山地については、特に重要な地域は厳正

な保護を図る。 

 亜熱帯照葉樹林の多くは過去に伐採された二次林であり、また局所的にスギ等

の植林がなされている。これらについては、必要に応じて原生的な亜熱帯照葉樹

林への再生を図るほか、森林施業に際しては、伐期、伐区、伐採方法の設定や保

存林の確保等により生態系保全や固有又は希少な動植物の生息・生育環境保全へ

の配慮を行う。 

また、中南部の風致景観及び生息地・生育地保全上特に重要な地域については、

道路通行の制限等により利用の調整を図る。 

  ⅱ）国内２番目の面積を誇り、優占種が沖縄と異なる住用マングローブについては、

その特異な景観と海生生物等の生息地・生育地を厳正に保護する。 

  ⅲ）奄美大島本島と加計呂麻島にまたがる大島海峡のリアス海岸については、視点

場及び道路沿線からの風致維持を図るとともに、サンゴの良好な生息海域である

加計呂麻島地先海域の一部は海域景観の保護を図る。 

    また、請島、ハミヤ島及び加計呂麻島風崎については鳥類や固有動植物の保護

を図る。 

   ⅳ）奄美大島北部の笠利湾については、視点場からの風致維持を図り、湾内の手花

部干潟についても生物の生息地・生育地保全を図る。 

   ⅳ）サンゴ礁と良好な海岸を有する笠利半島東海岸、大浜、宮古崎及びヒエン浜に

ついては、風致維持を図る。なお、サンゴの良好な生息海域である笠利半島東海

岸の一部及び大浜摺子崎は海域景観の保護を図るとともに、海域景観の主要な構

成要素をなす種や魚類等海生生物の生息地としての役割を持つ種の保護を図る。 

 

（イ）喜界島 

本区域は、島の成り立ちを示す段丘地形と島に暮らす人々の土地利用が作り出

した景観が特徴的である。 

ⅰ）百之台及び周辺地域については、視点場からの景観維持及び森林の保護のため

段丘斜面を厳正に保護するほか、周辺の島の成り立ちと島民生活が織りなす風景

を維持する。 
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   ⅱ）島の周囲を覆う隆起裾礁の景観が顕著なトンビ崎、志戸桶海岸及び荒木海岸の

地形や地被等の保全に留意して風致維持を図る。  

 

（ウ）徳之島 

本区域は、アマミノクロウサギをはじめとする固有で希少な動植物の生息地・

生育地である亜熱帯照葉樹林、ガジュマル、タブ、アマミアラカシ等で構成され

る低地林、海食崖等多様な海岸景観が見られる。 

ⅰ）北部及び中南部の山地帯に見られる固有で希少な動植物の生息・生育する亜熱

帯照葉樹林は、それらの生息地・生育地保全を行う。特に重要な地域は厳正な保

護を図る。亜熱帯照葉樹林の多くは過去に伐採された二次林であり、また局所的

にスギ等の植林がなされている。これらについては、必要に応じて原生的な亜熱

帯照葉樹林への再生を図る。 

   ⅱ）義名山のガジュマルやアマミアラカシ等で構成された低地高齢林は、当該地域

の低地の森林植生として貴重であるため、厳正に保護を図る。また、周辺のリュ

ウキュウマツやスダジイを主とした二次林についても良好な自然体験の場として

風致維持を図る。 

   ⅲ）花崗岩が露出する崎原海岸（ムシロ瀬）、犬の門蓋及び犬田布岬の海食崖は、徳

之島の海岸の中でも特異で雄大な景観を有している。このため、厳正に保護を図

る。 

また、鹿浦川・阿権川河口部、喜念浜、畦海岸及び金見崎については、海岸の

地形・地被等の保全に留意して風致維持を図る。 

 

（エ）沖永良部島 

 本区域は、琉球石灰岩のカルスト地形や海食崖をはじめとする海岸景観が特徴であ

る。 

ⅰ）琉球石灰岩による海岸地形が特徴的な田皆岬及び国頭岬・フーチャ周辺の海岸は、

地形的特徴や地被の保護を図る。また、必要に応じて周辺部の風致維持を図る。 

ⅱ）屋子母から大津勘にかけての海岸部は、海岸の地形・地被等の保全に留意して風

致維持を図る。 

ⅲ）鍾乳洞やドリーネが見られる大山山腹部は、これらカルスト地形の保全を図る。 

ⅳ）島内に残された数少ない森林である大山山頂部は、森林景観の維持を図る。 

 

（オ）与論島 

 本区域は、沖合約１ｋｍに及ぶ広大な礁湖の景観が最大の特徴である。このため、

当該礁湖の海域景観を隣接する海岸部と併せて海域全体の風致の維持を図るととも

に、海域景観の主要な構成要素をなす種や魚類等海生生物の生息地としての役割を
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持つ種の保護を図る。また、必要に応じて過去の白化現象やオニヒトデ食害などで

衰退したサンゴ礁の再生を図る。 

 

  （カ）各島共通 

ⅰ）奄美群島の海岸部では、砂浜や岩礁でウミガメやアジサシ類をはじめとした海鳥

の産卵・繁殖が見られる。これらの産卵や繁殖に配慮して保護管理を行う。 

ⅱ）植物においては、奄美群島や南西諸島に固有又は希少なもの及び当該地域の景観

の主要な構成要素をなすものについて採取等による減少を防止する。 

 

（３）利用に関する基本方針 

  奄美群島国立公園は、固有又は希少な動植物が生息・生育する亜熱帯照葉樹林、リ

アス海岸、砂浜、干潟、海食崖などの多様で自然性の高い海岸や世界的北限に位置す

るサンゴ礁の海のほか、隆起段丘、鍾乳洞やカルスト地形、人と自然のかかわりを感

じさせる文化景観など多様性に富んだ景観を有しており、島ごとに個性が異なる点が

特徴となっている。また、自然資源や人と自然のかかわりを示す文化資源は国立公園

内だけでなく公園外にも多く存在しており、観光地としての潜在的可能性を秘めてい

る。 

   しかしながら、観光施設等において課題も多く、その資源の掘り起こしや磨き上げ

にも努力の余地を残している。今後、知名度が向上し受け入れ体制整備の促進が図ら

れれば、大幅に来訪者が増加する可能性も否定できない。 

 このようなことから、「多様で貴重な自然資源や人と自然のかかわりを示す文化資源

という地域の特徴を活かした自然体験を通して、来訪者に満足感を与え、自然や人と

自然のかかわりに関する興味を喚起する」ことを目標として、次の方針により適正な

利用を推進する。 

 

（ア）各島の個性を活かした利用の推進 

 固有又は希少な動植物等が構成する自然をゆっくりと堪能できて生態系の豊かさを

感じられる利用や、地域の人々の営みの歴史や暮らしを垣間見ることで人と自然のか

かわりを感じられる利用など、それぞれの島の持つ個性を活かした利用を推進し、来

訪者に地域ならではの自然体験を提供する。 

 

（イ）国立公園の外の地域との連携 

 それぞれの島には、国立公園の内外を問わず島の特徴を示す興味地点が存在する。

来訪者の「旅」や「観光」という行為全体に対する満足感は、国立公園内での自然体

験だけで完結するものではなく、国立公園外での体験も含めて総合的に感じるものだ

と考えられる。また、奄美群島の豊かで多様な自然と文化に触れることにより、来訪
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者はより高い満足感を得ることができると考えられる。このため、国立公園内で島の

持つ個性を活かした質の高い自然体験の提供や来訪者の満足感の向上を目指すととも

に、国立公園外の地域との連携も意識して施設整備その他の施策を推進する。 

 

（ウ）自然環境の保全と地域の持続的な発展の両立 

   国立公園の利用は、地域の観光振興という側面から地域の社会経済の発展に貢献す

ることができる。一方、過剰な公園利用や特定の場所での利用の集中は、当該公園の

自然環境に負の影響を及ぼしたり、自然体験の質の低下を引き起こし、来訪者の満足

感を損なう危険性を秘めている。 

このため、自然環境や利用の状況に応じて誰もが気軽に利用できるエリアと環境負

荷を抑制する少人数利用や質の高い利用を前提にしたエリア等をゾーニングし、エリ

アに応じた利用の推進、施設整備やルール設定等を行って自然環境の保全と地域の持

続的な発展の両立を図る。 

 

（エ）地域住民による利用と地域の風習やしきたりへの配慮 

 奄美群島では、住民が伝統的な風習で海辺を訪れたり、リーフや川で魚介類エビ類を

採るなどといった風景が見られ、生活の中での自然とのかかわりが今も残されている。

また、夕日を眺めながら一時の憩いの時間を海辺ですごしたり、日々の疲れを癒やすた

めに家族で森林や海辺を訪れることもある。こうした時間や経験は、住民に生活の豊か

さや郷土愛を感じさせる大きな要素となっていると考えられる。また、近年は地域環境

学習の必要性やニーズの高まりも感じられる。 

 国立公園やその周辺部は、地域住民の生活の場でもある。また、地域には昔から守ら

れてきたしきたりや風習が存在することもあり、来訪者がこれらを冒すことは避けなけ

ればならない。 

 国立公園の利用を推進するにあたっては、住民による国立公園の利用をも考慮して住

民と自然とのかかわりの維持・回復に資するよう行っていくとともに、来訪者が住民の

生活や地域のしきたり、風習を冒さぬよう配慮する必要がある。 

 

 ＜本公園の主たる利用形態＞ 

（ア）奄美大島 

 登山（湯湾岳）、海水浴（北部海岸等）、カヌー・カヤック（住用マングローブ、大島

海峡）、森林内探勝（金作原）、野生動物観察（森林内道路）、景観探勝（大島海峡、笠利

湾）、人文研究（秋名集落）、ドライブ（各所）、海中遊覧（大島海峡）、ダイビング（笠

利湾、大島海峡等） 
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 （イ）喜界島 

 海岸探勝（荒木海岸）、景観探勝（百之台）、人文研究（阿伝集落）、ドライブ（各所） 

 

 （ウ）徳之島 

 登山（天城岳）、海水浴（畦海岸等）、森林内探勝（カムィヤキの森等）、野生動物観察

（森林内道路）、景観探勝（犬田布岬、犬の門蓋等）、人文研究（カムィヤキの森）、ドラ

イブ（各所）、ダイビング（北部海岸等） 

 

 （エ）沖永良部島 

 海水浴（沖泊海岸等）、景観探勝（田皆岬、フーチャ）、鍾乳洞探勝（昇竜洞）、ドライ

ブ（各所） 

  

（オ）与論島 

 海水浴（大金久海岸等）、カヤック（皆田海岸）、ドライブ（各所）、海中遊覧（大金久

海岸） 

 

（４）利用施設計画 

 利用者が奄美群島の地形や生物等の自然環境の多様性・固有性や、伝統的な人と自

然とのかかわりを感じることができるようそれぞれ次のとおり適正な利用を推進する

こととし、それに必要な利用施設計画を配置するとともに、利用規制に関する取組を

行う。 

  

（ア）奄美大島 

ⅰ）奄美群島中最も利用者が多く、かつ利用資源も多岐にわたり、場合によっては

大幅な利用者増加も想定される本地域では、一般利用者の利用ルートを設定して

利用施設整備を図っていくとともに、自然環境保全上重要な地域については、利

用規制をも行うことで自然環境への悪影響防止と利用体験の提供の両立を図るこ

ととする。 

   ⅱ）利用者の拠点となる奄美空港及び名瀬市街地の周辺に位置する区域については、

奄美空港及び名瀬市街を拠点とした利用ルートを設定し、最初に訪れて奄美の森

に触れるとともに、自然そのものや注意事項その他の情報を入手できる施設や、

奄美の海の自然や人と海とのかかわりに関する情報を入手でき、シュノーケリン

グや漁りなどの体験も可能な施設など必要な利用施設整備を図る。 

   ⅲ）一般利用者の来訪が想定される北部地域と南部地域の景観探勝拠点については、

視点場の整備を図る。 

  ⅳ）固有又は希少な動植物の生息地・生育地である亜熱帯照葉樹林地域については、
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その保護上特に重要な区域については、道路通行規制やマイカー規制・シャトル

バス運行等の道路及び通行利用の適正な管理を図り、利用による自然環境への悪

影響の防止や希少植物の採取、希少動物の交通事故死の防止を図る。 

    必要に応じて、自然環境への影響に配慮しつつ亜熱帯照葉樹林の生態系や地域

の人々の営みと自然とのかかわりを感じることができる歩道等の施設整備を行う。

また、自然環境への悪影響を防止・抑制するための利用施設の整備を行う。 

   ⅴ）森林内での探勝利用、夜間の野生動物観察や、マングローブ・干潟や海域での

探勝利用又はカヌー・カヤック利用については、自然環境及び野生生物への悪影

響を考慮して、必要に応じて利用ルールの検討を行う。 

 

  （イ）喜界島 

  ⅰ）島の成り立ちを示す段丘地形と島に暮らす人々の土地利用が作り出した景観が

大きな特徴である本地域においては、視点場の整備、集落と視点場を結ぶ古道の

歩道としての活用、集落内探勝による人文研究利用の促進を図る。 

   ⅱ）海岸の隆起サンゴ礁原と自然植生を堪能できる利用施設の整備を図る。 

 

  （ウ）徳之島 

   ⅰ）海岸部に点在する利用拠点の周遊が一般的な利用だと想定される本地域では、

これら利用拠点の視点場等の整備を図る。 

   ⅱ）固有又は希少な動植物の生息地・生育地である亜熱帯照葉樹林地域については、

その保護上特に重要な区域については、道路通行規制等の道路及び通行利用の適

正な管理を図り、希少植物の採取、希少動物の交通事故死の防止を図る。 

また、必要に応じて、自然環境への影響に配慮しつつ固有な動植物等で構成さ

れる亜熱帯照葉樹林の生態系や地域の歴史を学び感じることができる歩道等の施

設の整備や、自然環境への悪影響を防止・抑制するための利用施設の整備を行う。 

ⅲ）森林内での探勝利用については、自然環境及び野生生物への悪影響を考慮して、

必要に応じて利用ルールの検討を行う。 

 

  （エ）沖永良部島 

   ⅰ）海岸部に点在する利用拠点の周遊が一般的な利用だと想定される本地域では、

これら利用拠点の視点場等の整備を図る。 

ⅱ）本地域の最大の特徴である鍾乳洞については、一般利用者を想定したものにつ

いては、歩道等必要な施設の整備を図り、ガイドツアー等による利用を想定した

ものについては、必要最小限の施設整備にとどめるとともに、必要に応じて利用

ルールの検討を行う。 

 

4-11

平成29年2月提出版



  （オ）与論島 

  ⅰ）奄美群島内でも傑出した海域景観を有する本地域では、大金久海岸に利用施設

を整備して多数の利用者を誘導することにより、他の海岸の利用圧を低下させ静

かな海域景観を堪能できるよう配慮する。 

   ⅱ）大金久海岸以外の海岸部では、利用施設は必要最小限にとどめて自然海岸の風

致を堪能できるようにする。 

 

 （カ）各島共通 

  ⅰ）地域の自然的文化的資源の情報収集を図り、利用者が地域の生態系や人と自然

のかかわりについて体感できる利用プログラムの開発等に努める。 

  ⅱ）利用者及び一般国民に対して、積極的な情報の発信に努める。 
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２ 規制計画 

（１）保護規制計画及び関連事項 

（ア）特別保護地区 

次の区域を特別保護地区とする。 

 

（表３：特別保護地区内訳表） 

名称 地区の概要 面積（ha） 

大川、川内

川及び金久

田川上流部 

大川、川内川及び金久田川上流部でスダジイ等を主とする 80

年生以上の高齢照葉樹林を中心とする原生的地区で奄美固有の

動植物の生息地・生育地となっている。また、一部地域は利用

者が訪れる利用拠点の一つとなっている。 

固有で希少な動植物保護のため、高齢照葉樹林を厳正に保護

するとともに、若齢林については、高齢照葉樹林への誘導を図

る。また、公園利用についても必要に応じて自然環境への負荷

軽減のための措置を図る。 

655 

住用川及び

川内川中流

部 

住用川中流部から川内川中流部にまたがる地区で、スダジイ

等を主とする 80年生以上の高齢照葉樹林がまとまって存在し山

岳渓流と併せて原生的な森林景観を有する。 

アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、オ

オトラツグミ、オットンガエルやアマミイシカワガエルなど固

有動物、渓流植物や着生植物などが多く見られる奄美大島中南

部地域の核心をなす地区であり、これらの生息地・生育地とし

て特に厳正に保護する。 

1,219 

湯湾岳 100 年生以上の高齢照葉樹林と山頂付近の風衝低木林を主と

する地区で、奄美大島の中でも植物や昆虫などで固有種が多く、

住用川及び川内川中流部にまたがる地区と並ぶ中南部地域の核

心地区である。また、登山者等も訪れる場所となっている。固

有で希少な動植物の保護と公園利用との間の軋轢を回避・抑制

するよう特に厳正に保護を図る。 

265 
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名称 地区の概要 面積（ha） 

役勝川中流

部 

役勝川下流から中流にかけて両岸にまたがって存在する 50～

80 年生程度の比較的高齢な照葉樹林を中心とする地区である。

国道 58号の沿線景観を形成するとともにオオトラツグミ等固有

動物の生息が確認されている。 

また、中部地域と南部地域の中間に位置するため、野生生物

のコリドーとしての役割も期待される。 

 道路からの景観維持及び野生動物の生息地保全に留意して保

護を図る。 

590 

住用マング

ローブ 

住用川及び役勝川の河口に位置するメヒルギを主とするマン

グローブ群落が発達する地区で、当該公園のなかでも特異な景

観を有し、カヌー等の体験利用の場にもなっている。 

汽水性ハゼ亜目魚類が豊富で極めて高い魚類相となっている

うえ、リュウキュウアユ仔稚魚の生息環境としても重要である

ため、特異な景観と水生生物の生息地の厳正な保護を図る。 

82 

鳥ヶ峰、肥

後山一帯 

役勝川右岸から肥後山、鳥ヶ峰及び金川岳一帯に跨る地域で、

60～80 年生以上の比較的高齢な照葉樹林を主とする地区であ

る。 

 アマミノクロウサギ、オオトラツグミやオットンガエル等固

有動物の生息も確認されているうえ中部地域では見られない植

物も見られるなど、奄美大島の固有性を保護するうえで重要性

が高く厳正に保護を図る。 

なお、若齢林については、高齢照葉樹林への誘導を図る。 

761 

油井岳北部 

 

60～80 年生以上の比較的高齢の照葉樹林を主とする地区で、

当該地周辺では数少ないまとまりのある高齢林である。 

アマミノクロウサギや、オオトラツグミ、オットンガエル等

の固有動物の生息地となっており、厳正に保護を図る。 

233 

天城岳及び

三方通岳 

 

100年生以上の高齢照葉樹林を多く含み、徳之島北部の森林地

域の保全上核心となる地区で、まとまった面積のオキナワウラ

ジロガシ群落も見られるほかアマミノクロウサギやトクノシマ

トゲネズミをはじめ固有動植物の生息地・生育地となっており、

厳正に保護を図る。 

582 
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名称 地区の概要 面積（ha） 

井之川岳、

丹発山 

 

100年生以上の高齢照葉樹林を多く含む地区で、井之川岳山頂

部を含む稜線沿いの風衝低木林と丹発山山麓部のオキナワウラ

ジロガシ群落が特徴的である。 

 アマミノクロウサギやトクノシマトゲネズミ等固有動植物の

生息地・生育地として徳之島森林地域の核心部であり、厳正に

保護するとともに、若齢林や人工林については、高齢照葉樹林

への再生・誘導を図る。 

842 

  合   計 5,229 
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（イ）第１種特別地域 

次の区域を第１種特別地域とする。 

 

（表５：第１種特別地域内訳表） 

名称 地区の概要 面積（ha） 

長雲峠  奄美自然観察の森を中心とした地区で、奄美大島北部における

アマミノクロウサギやルリカケス、アマミイシカワガエル等の重

要な生息地となっている。また、自然観察や風景探勝の利用拠点

なっている。 

 固有動植物の生息地・生育地として、良好な自然体験の場とし

て風致を維持する。 

39 

金作原  60～80年生以上の比較的高齢の照葉樹林を主とする地区で、特

に河川沿いは隣接する大川、川内川及び金久田川上流部特別保護

地区とあいまって良好な風致を有する。また、一部地域は利用者

が訪れる利用拠点の一つとなっている。 

 高齢照葉樹林の風致の維持を図るとともに、若齢林及び人工林

は高齢照葉樹林への再生・誘導に努める。また、公園利用につい

ても必要に応じて自然環境への負荷軽減のための措置を図る。 

527 

川内川上流

部 

 リュウキュウマツの混じる照葉樹二次林で、局地的に高齢林が

残されている。住用川及び川内川にまたがる核心地域と大川、川

内川及び金久田川上流部をつなぐコリドーとして重要である。 

 アマミノクロウサギやオオトラツグミの生息も確認されてお

り、これらの生息地及びコリドーとして風致の維持を図る。 

376 

川内川流域  川内川流域に位置し、大川、川内川及び金久田川上流部並びに

住用川及び川内川中流部特別保護地区に隣接する地区で、高齢照

葉樹林が広がっている。アマミノクロウサギやオオトラツグミの

生息が確認されるなど、周辺の特別保護地区と併せて一体的に保

全する必要がある。 

 固有動植物の生息地・生育地として、十分な風致の維持を図る。 

156 
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名称 地区の概要 面積（ha） 

住用川中流

部 

 住用川の中流部で、スダジイ等を主とする高齢照葉樹林がまと

まって存在し、隣接する住用川及び川内川中流部特別保護地区と

ともに奄美大島中南部地域の核心をなす地区である。 

 アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、オオ

トラツグミ、オットンガエルやアマミイシカワガエルなど固有動

物、渓流植物や着生植物などが多く見られ、これらの生息地・生

育地として公園利用のあり方も含め十分な風致の維持を図ると

ともに、若齢林の高齢林への誘導に努める。 

1,311 

湯湾岳山麓

及び河内川

上流部 

 湯湾岳山麓からヤクガチョボシ岳に至る尾根を含む河内川上

流部の一帯で、50年生未満と 50～80年生の照葉樹林を主体とす

る。アマミノクロウサギやアマミトゲネズミ、オオトラツグミ等

の固有動物が生息し、隣接する湯湾岳並びに住用川及び川内川中

流部特別保護地区とともに奄美大島中南部地域の核心をなす地

区を形成している。また、住用川中流部と湯湾岳、役勝川中流部

の核心地域をつなぐコリドーとなっており非常に重要性が高い。 

動植物の生息地・生育地及び核心地域を結ぶコリドーとして公

園利用のあり方も含めて十分な風致の維持を図るとともに、若齢

林の高齢林への誘導に努める。 

2,113 

城及び和瀬 

 

 

 

若齢照葉樹林を主とするリュウキュウマツが混じる二次林で

あるが、アマミノクロウサギやオオトラツグミの生息地となって

いる。 

 固有動物の生息地として風致を維持するとともに、若齢林や人

工林の高齢照葉樹林への再生・誘導に努める。 

260 

三太郎峠 

 

 

三太郎峠周辺の比較的高齢の照葉樹林と若齢照葉樹林が混在

する地区で、アマミノクロウサギやケナガネズミ等の生息地とな

っており、夜の動物観察等の利用が多い。 

 固有動物の生息地、良好な自然体験の場として風致を維持する

とともに、若齢林の高齢照葉樹林への誘導に努める。 

213 

役勝川下流

部 

 

 役勝川下流部の両岸にまたがるリュウキュウマツが混じる二

次林で、道路沿線の風致維持及び中部地域と南部地域をつなぐコ

リドーとしての役割が期待される。 

 道路沿線の風致維持及び野生動物の生息地保全に留意する。 

131 
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名称 地区の概要 面積（ha） 

興福地川流

域 

 役勝川支流興福地川下流部にあり、二次林主体の林分で、アマ

ミノクロウサギ、アマミトゲネズミやカエル類の生息地となって

いる。 

 固有動物の生息地として風致を維持するとともに、若齢林の高

齢林への誘導に努める。また、奄美大島中部と南部の鳥ヶ峰一帯

をつなぐコリドーとしての役割が期待される。 

204 

鳥ヶ峰、金川

岳一帯 

 

 

 山間集落後背地から金川岳周辺まで飛び石状に連なる地区で、

若齢の二次林を主体とする。 

中部地域では見られない植物も見られるなど、奄美大島の固有

性を保護するうえで隣接する特別保護地区とあいまって非常に

重要性が高く隣接する特別保護地区の厳正保護と併せた十分な

風致維持が必要である。若齢林については、高齢照葉樹林への誘

導に努める。 

724 

嘉徳 

 

 高齢林の混じる照葉樹二次林で、アマミノクロウサギやカエル

類の生息地となっている。 

 固有動物の生息地として風致を維持するとともに、若齢林の高

齢林への誘導に努める。 

108 

役勝川上流

部及び油井

岳東部 

 

 

 

 60～80 年生以上の高齢照葉樹林が混じる若齢林を主体とする

地区で、アマミノクロウサギ、ケナガネズミ、アマミトゲネズミ、

オオトラツグミ、オットンガエル等の固有動物が生息し、役勝川

にはリュウキュウアユが遡上するなど奄美大島の固有性を保護

するうえで重要性が高い。 

 油井岳北部特別保護地区や役勝川上流部特別保護地区と中南

部の他地域をつなぐコリドーとしても重要であり、風致の維持が

必要である。 

 残存する高齢林の保護を図るとともに若齢林や人工林の高齢

照葉樹林への再生・誘導に努める。 

1,575 

トンビ崎 

 

 隆起珊瑚礁（隆起裾礁）の海岸で、荒涼とした岩場の海岸景観

が特徴的である。後背地には海岸の自然植生が残されており、こ

れら地形と植生に留意して風致の維持を図る。 

38 
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名称 地区の概要 面積（ha） 

百之台 隆起サンゴ礁段丘で形成された島の最高地点から段丘斜面で、

アコウ、ガジュマル、ハマイヌビワ、タブノキなどの森林となっ

ている。当該地からの展望は段丘斜面、平地の耕作地、防風林に

囲まれた集落及び隆起珊瑚礁海岸を一望することができ島の地

形形成や営みを理解することができるもので、本公園の代表的な

風致の一つとなっている。 

 これらに留意して風致の維持を図る。 

190 

荒木海岸 

 

 隆起珊瑚礁（隆起裾礁）の海岸で、隆起珊瑚礁海岸上及び後背

地には海岸の自然植生が残されており、本公園の中でも他の島で

見ることができない喜界島特有の海岸景観を有している。  

これら地形と植生に留意して風致の維持を図る。 

33 

ムシロ瀬 

 

 花崗岩が露出した海岸で、本公園でも特異な景観を有してい

る。 

 地形と海岸植生の保全に留意して風致の維持を図る。 

32 

天城岳山麓 

 

 天城岳の山麓に位置し、高齢照葉樹林を主体とする徳之島北部

の森林地域の保全上重要な地区である。アマミノクロウサギやト

クノシマトゲネズミをはじめ固有動植物が生息・生育しており、

隣接する天城岳及び三方通岳特別保護地区と併せて一体的に保

全する必要がある。 

 固有動植物の生息地・生育地として、十分な風致の維持を図る。 

70 

寝姿山 

 

比較的林齢の高い照葉樹林に覆われており、隣接する特別保護

地区とともに天城岳から連続する稜線の眺望景観が特徴的で周

辺にはアマミノクロウサギも生息している。森林と眺望景観の保

全に留意して風致の維持を図る。 

29 

大城山 

 

 高齢照葉樹林と若齢照葉樹林が混在する地区で、アマミノクロ

ウサギの生息も確認されている。固有動物の生息地保全に留意し

て風致の維持を図る。 

104 

犬の門蓋 

 

 隆起した琉球石灰岩が浸食されてできた海食崖ときのこ岩な

どの奇岩が特徴的な地区である。 

 駐車場や歩道などの視点場からの海岸景観と海岸植生の保全

に留意して風致の維持を図る。 

29 
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名称 地区の概要 面積（ha） 

井之川岳山

麓 

 井之川岳の山麓に位置し、高齢照葉樹林を主体とする地区で、

井之川岳山頂に通ずる登山道の入口を含む。アマミノクロウサギ

やトクノシマトゲネズミをはじめ固有動植物が生息・生育してお

り、隣接する井之川岳、丹発山特別保護地区と併せて一体的に保

全する必要がある。 

 固有動植物の生息地・生育地の保全及び森林景観に留意して、

十分な風致の維持を図る。 

86 

犬田布岳及

び三京 

 

100年以上の高齢照葉樹林を含む照葉樹二次林主体の森林で、

オキナワウラジロガシ林が見られるほか、アマミノクロウサギや

ケナガネズミの生息が確認されている。 

 固有動植物の生息地・生育地の保全に留意して風致の維持を図

る。 

592 

犬田布岬 

 

 隆起した琉球石灰岩が浸食されてできた海食崖が特徴で、本公

園随一のスケールの大きな断崖景観を有する。 

犬田布岬及び小原地区の視点場からの断崖景観の保全に留意

して風致の維持を図る。 

66 

義名山 

 

 低地の琉球石灰岩地に残されたガジュマル、アマミアラカシ及

びタブ等の巨木が見られる学術的にも貴重な森林である。低地の

自然林としては本公園の中でも代表的で、保護の重要性が高い。 

 低地の貴重な自然林の保全に留意して風致の維持を図る。 

14 

国頭岬 

 

 隆起珊瑚礁の岩場を主とする海岸で、岩場や砂浜の植生や礁池

の海岸景観が特徴的である。特にフーチャの隆起珊瑚海岸で見ら

れる潮の吹き上げ現象は特殊景観を呈しており、これらの保全に

留意して風致の維持を図る。 

57 

田皆岬及び

沖泊海岸 

 田皆岬は、琉球石灰岩の海食崖の優れた断崖景観があり、沖泊

海岸は海食崖下の砂浜、植生、礁湖が特徴的な地区で沖永良部島

随一の景勝地である。 

 田皆岬からの断崖景観と沖泊海岸の海岸景観の保全に留意し

て風致の維持を図る。 

23 
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名称 地区の概要 面積（ha） 

与論海岸 

 

 海域を中心とする与論島地域の中で、礁湖と併せて当該地区の

海岸景観の核心をなす地区で本公園を代表する海岸景観の一つ

と言える。 

砂浜を主とする海岸と琉球石灰岩の岩礁及び隆起珊瑚礁植生

等の海浜植生で構成される海岸景観は島内部の農村景観と隔絶

された貴重な自然景観となっている。海岸及び植生の自然性及び

その連続性の保全に留意して風致の維持を図る。 

33 

  合    計 9,133 
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（ウ）第２種特別地域 

次の地域を第２種特別地域とする。 

 

（表６：第２種特別地域総括表） 

都道府県名 区    域 面積（ha） 

鹿児島県 奄美市内 

国有林鹿児島森林管理署 214 林班及び 215 林班の全部並びに

204林班及び 207林班の各一部 

奄美市笠利町 

 大字宇宿、大字笠利、大字喜瀬、大字佐仁、大字須野、大字外

金久、大字手花部、大字屋仁及び大字用の各一部  

奄美市住用町 

 大字石原、大字市、大字神屋、大字川内、大字城、大字西仲間、

大字東仲間、大字見里、大字役勝、大字山間及び大字和瀬の各一

部 

奄美市名瀬 

大字朝戸、大字芦花部、大字伊津部町、大字金久町、大字小

宿、大字小湊、大字大熊、大字知名瀬及び大字西仲勝の各一部 

6,932 

 大島郡大和村 

 大字今里、大字大金久、大字大棚、大字思勝、大字志戸勘、大

字津名久、大字戸円、大字名音、大字大和浜及び大字湯湾釜の各

一部 

3,693 

 大島郡宇検村内 

国有林鹿児島森林管理署 226 林班及び 227 林班の全部並びに

228林班及び 229林班の各一部 

大島郡宇検村 

大字芦検、大字田検及び大字湯湾の各一部 

2,065 

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 

 大字阿木名、大字阿鉄、大字網野子、大字阿室釜、大字池地、

大字生間、大字押角、大字勝浦、大字勝能、大字嘉鉄、大字嘉徳、

大字久慈、大字管鈍、大字久根津、大字花天、大字花富、大字古

志、大字小名瀬、大字古仁屋、大字薩川、大字実久、大字篠川、

大字芝、大字諸数、大字諸鈍、大字清水、大字瀬相、大字節子、

大字蘇刈、大字武名、大字手安、大字渡連、大字西阿室、大字西

古見、大字俵、大字三浦、大字油井及び大字与路の各一部 

6,828 
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都道府県名 区    域 面積（ha） 

 大島郡龍郷町 

 大字秋名、大字芦徳、大字安木屋場、大字幾里、大字浦、大

字円、大字大勝、大字嘉渡、大字久場、大字瀬留及び大字龍

郷の各一部 

2,440 

 奄美大島小計 21,958 

 大島郡徳之島町内 

国有林鹿児島森林管理署 231林班から 233林班まで、239林班、

255林班、256林班及び 259林班の各一部 

大島郡徳之島町 

大字井之川、大字亀津、大字亀徳、大字花徳、大字山、大

字下久志、大字白井、大字手々、大字轟木及び大字母間の

各一部 

1,751 

 大島郡天城町内 

国有林鹿児島森林管理署 241林班の全部並びに 235林班、238

林班、242林班、244林班及び 249林班の各一部 

大島郡天城町 

大字天城、大字岡前、大字兼久、大字当部、大字西阿木名、

大字松原及び大字与名間の各一部 

1,132 

 大島郡伊仙町内 

国有林鹿児島森林管理署 250林班及び 251林班の各一部 

大島郡伊仙町 

大字阿権、大字阿三、大字伊仙、大字糸木名、大字喜念、

大字木之香、大字佐弁及び大字八重竿の各一部 

140 

 徳之島小計 3,023 

 大島郡知名町 

 大字大津勘、大字上城、大字上平川、大字下城、大字新城、大

字住吉、大字瀬利覚、大字田皆、大字徳時及び大字屋子母の各一

部 

237 

 沖永良部島小計 237 

これらの地域については地先海岸、地先島嶼及び地先岩礁を含む。  

合    計 25,218 
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（エ）第３種特別地域 

次の区域を第３種特別地域とする。 

 

（表８：第３種特別地域総括表） 

都道府県名 区    域 面積（ha） 

鹿児島県 奄美市内 

 国有林鹿児島森林管理署 10林班の全部 

奄美市名瀬 

大字小宿、大字知名瀬及び大字根瀬部の各一部 

469 

 大島郡大和村 

大字国直及び大字戸円の各一部 

56 

 奄美大島小計 525 

 大島郡喜界町 

大字荒木、大字佐手久、大字志戸桶及び大字中里の各一部 

91 

 喜界島小計 91 

鹿児島県 大島郡徳之島町内 

国有林鹿児島森林管理署 258林班及び 259林班の各一部 

大島郡徳之島町 

大字金見、大字山及び大字手々の各一部 

193 

 大島郡天城町 

大字大津川、大字兼久及び大字瀬滝の各一部 

82 

 大島郡伊仙町 

大字犬田布の一部 

13 

 徳之島小計 288 

 大島郡知名町 

大字大津勘、大字住吉、大字瀬利覚及び大字徳時の各一部 

325 

 沖永良部島小計 325 

鹿児島県 大島郡与論町 

大字茶花、大字那間、大字古里及び大字麦屋の各一部 

92 

 与論島小計 92 

これらの地域については地先海岸、地先島嶼及び地先岩礁を含む。  

合    計 1,321 
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（イ）普通地域 

普通地域の区域は次のとおりである。 

 

（表 13：普通地域表） 

都道府県名 区    域 面積（ha） 

鹿児島県 奄美市住用町 

 大字石原、大字神屋、大字西仲間及び大字役勝の各一部 

250 

 大島郡瀬戸内町 

 大字嘉徳、大字実久、大字諸鈍、大字武名及び大字渡連の各一

部 

84 

 大島郡龍郷町 

 大字秋名、大字安木屋場及び大字幾里の各一部 

118 

 奄美大島小計 452 

 大島郡喜界町 

 大字阿伝、大字浦原、大字大朝戸、大字嘉鈍、大字川嶺、大字

花良治、大字白水、大字滝川及び大字西目の各一部 

623 

 喜界島小計 623 

 大島郡徳之島町 

 大字金見の一部 

7 

 大島郡伊仙町 

 大字伊仙、大字犬田布、大字面縄、大字検福、大字小島、

大字崎原、大字中山、大字馬根及び大字古里の各一部 

309 

 徳之島小計 316 

  大島郡知名町 

 大字田皆の一部 

1 

 沖永良部島小計 1 

 大島郡与論町 

 大字麦屋の一部 

1 

 与論島小計 1 

陸域合計 1,393 

陸域公園区域の地先海面の一部 31,974 

合    計 33,367 
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エ 面積内訳 

（ア） 地域地区別土地所有面積 

 

（表 14：地域地区別土地所有面積総括表） 

 

（群島全体） 

地域区分 特別地域 

地種区分 特別保護地区 第１種 

土地所有別 国 公 私 不 国 公 私 不 

 
 

鹿
児
島
県 

土地所有

別面積 

1,785 322 3,009 113 3,371 2,729 2,724 309 

地種区分

別面積 

（比率） 

5,229 

(12.4) 

9,133 

(21.6) 

地域地区

別面積 

（比率） 

 

 

地域別 

面積 

（比率） 

 

 

 

特別地域 

第２種 第３種 

国 公 私 不 国 公 私 不 

1,718 6,082 15,972 1,446 67 284 441 529 

25,218 

(59.6) 

 

1,321 

(3.1) 

 

35,672 

(84.3) 

 

40,901 

(96.7) 
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普通地域 

（陸域） 

合計 

（陸域） 

国 公 私 不 国 公 私 不 

95 

 

135 243 920 7,036 9,552 22,389 3,317 

1,393 

(3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,294 

(100.0) 

 

   （単位：面積 ha、比率％） 

普通地域 

（海域）

※ 

海域公園

地区※ 

合計 

（海域） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,974 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ヶ所 

1,125 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,099  

※海域は国の所有に属する公有水面であり、県別島嶼区別に面積を示すことはできないた

め、奄美群島国立公園全体の数値を示している。 
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（奄美大島） 

地域区分 特別地域 

地種区分 特別保護地区 第１種 

土地所有別 国 公 私 不 国 公 私 不 

 
 

鹿
児
島
県 

土地所有

別面積 

429 322 2,941 113 2,533 2,669 2,497 40 

地種区分

別面積 

（比率） 

3,805 

(11.0) 

7,739 

(22.4) 

地域地区

別面積 

（比率） 

 

 

地域別 

面積 

（比率） 

 

 

 

特別地域 

第２種 第３種 

国 公 私 不 国 公 私 不 

821 5,642 14,275 1,220 26 194 245 60 

21,958 

(63.7) 

 

525 

(1.5) 

 

30,222 

(87.7) 

 

34,027 

(98.7) 
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普通地域 

（陸域） 

合計 

（陸域） 

国 公 私 不 国 公 私 不 

0 

 

1 87 364 3,809 8,828 20,045 1,797 

452 

(1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,479 

(100.0) 

 

（徳之島） 

地域区分 特別地域 

地種区分 特別保護地区 第１種 

土地所有別 国 公 私 不 国 公 私 不 

  
鹿
児
島
県 

土地所有

別面積 

1,356 0 68 0 838 51 67 64 

地種区分

別面積 

（比率） 

1,424 

(23.5) 

1,020 

(16.8) 

地域地区

別面積 

（比率） 

 

 

地域別 

面積 

（比率） 
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特別地域 

第２種 第３種 

国 公 私 不 国 公 私 不 

897 263 1,689 174 41 42 64 141 

3,023 

(49.8) 

 

288 

(4.7) 

 

4,331 

(71.3) 

 

5,755 

(94.8) 

 

普通地域 

（陸域） 

合計 

（陸域） 

国 公 私 不 国 公 私 不 

95 9 67 145 3,227 365 1,955 524 

316 

(5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,071 

(100.0) 
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３ 事業計画 

 （１） 施設計画 

ア 保護施設計画 

    保護施設計画を次のとおりとする。 

 

（表 16：保護施設表） 

番号 種類 位置 整備方針 

1 自然再生施設 
鹿児島県奄美市並びに大島郡大和

村、宇検村、瀬戸内町及び龍郷町 

 若齢照葉樹林等について、高齢

照葉樹林への再生・誘導を図る。 

2 自然再生施設 
鹿児島県大島郡徳之島町、天城町

及び伊仙町 

 若齢照葉樹林等について、高齢

照葉樹林への再生・誘導を図る。 

3 自然再生施設 鹿児島県大島郡与論町 
 礁池内について、サンゴ群集等

の再生を図る。 
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イ 利用施設計画 

（ア） 集団施設地区 

集団施設地区を次のとおりとする。 

 

（表 17：集団施設地区表） 

番号 名称 区域 計画目標 

１ 住用 鹿児島県奄美市住

用町 

大字西中間の一部 

本地区は、住用川及び役勝川の河口に発達する

マングローブに隣接し、国道 58号沿線に位置する

など利用拠点としての立地に適している。 

マングローブや亜熱帯照葉樹林等における自然

探勝をはじめとする適正利用を推進する拠点とし

て、一体的な整備を図る。
 

 

整備計画区 

及び基盤施設 
整備方針 面積（ha） 

住用整備計画区 隣接するマングローブの特徴的な景観を維持し、カヌー

による自然探勝など適正な利用を推進するため、博物展示

施設を含めた拠点施設を整備する。 

展望に適した場所には展望施設や園地等を配置すると

ともに、利用状況等を踏まえ適正な規模の駐車場やトイレ

等を確保する。 

施設の整備に当たっては、周囲の風致景観との調和を図

るとともに、ユニバーサルデザインの導入等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

11.0 

面 積 計 

国 公 私 不 

0.0 0.9 0.6 9.5 

 11.0 
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（イ） 単独施設 

単独施設を次のとおりとする。 

 

（表 18：単独施設表） 

番号 種類 位置 整備方針 

１ 園地 
鹿児島県奄美市笠利

町（蒲生崎） 

笠利湾や笠利崎の展望や海岸林内の散策のた

め、展望台や園路を整備する。 

２ 園地 
鹿児島県奄美市笠利

町（あやまる岬） 

笠利崎からあやまる岬まで連続する裾礁の景

観展望や礁池内での自然観察等のために海岸植

生の保護に留意して展望台等を整備する。 

３ 水泳場 
鹿児島県奄美市笠利

町（崎原海岸） 

海水浴利用等のためのトイレ、シャワー等を整

備する。 

４ 園地 
鹿児島県奄美市笠利

町（土盛海岸） 

海水浴等のための駐車場、トイレ、シャワー等

を、海鳥の繁殖地の保護に留意して整備する。 

５ 宿舎 
鹿児島県奄美市笠利

町（土盛海岸） 

土盛海岸をはじめとする奄美大島北部海岸等

の公園利用者の宿泊施設としてウミガメの生息

に留意して整備する。 

６ 園地 
鹿児島県奄美市笠利

町（大瀬海岸） 

干潟に飛来する鳥類の観察のためにトイレ、駐

車場等を整備する。 

７ 園地 
鹿児島県奄美市（大

浜） 

市街地から最も近い利用拠点としてトイレ、駐

車場、休憩所等をウミガメの生息に留意して整備

する。 

８ 野営場 
鹿児島県奄美市（大

浜） 

海水浴利用やデイキャンプ利用のために炊事

場、野外炉、トイレ等をウミガメの生息に留意し

て整備する。 

９ 
博物展示

施設 

鹿児島県奄美市（大

浜） 

大浜の公園利用者が奄美の海の自然について

理解を深めることができるよう解説・展示施設を

ウミガメの生息に留意して整備する。 

10 園地 
鹿児島県奄美市（金作

原） 

亜熱帯照葉樹林の景観を体験できるよう園路

等を動植物の生息・生育環境に留意して整備す

る。 

11 園地 
鹿児島県大島郡大和

村（福元北） 

亜熱帯照葉樹林の広がりを展望できる展望施

設等を整備する。 
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番号 種類 位置 整備方針 

12 園地 
鹿児島県大島郡大和

村（福元） 

湯湾岳をはじめとする周辺の森林や河川等で

の自然体験利用の拠点施設として、また、手軽に

奄美の森林地域の自然にふれあえる施設として

動植物の生息・生育環境に留意して整備する。 

13 野営場 
鹿児島県大島郡大和

村（福元） 

森の中でゆっくりとくつろげる施設として、利

用上の安全や動植物の生息・生育環境に留意して

整備する。 

14 園地 
鹿児島県大島郡宇検

村（湯湾岳） 

湯湾岳登山の出発地点として、トイレや休憩舎

等を動植物の生息・生育環境に留意して整備す

る。 

15 園地 
鹿児島県大島郡瀬戸

内町（油井岳） 

大島海峡を展望する視点場として、展望台、ト

イレ等を整備する。 

16 園地 
鹿児島県大島郡瀬戸

内町（高知山） 

大島海峡を展望する視点場として、展望台、ト

イレ等を整備する。 

17 園地 
鹿児島県大島郡瀬戸

内町（ホノホシ海岸） 

ホノホシ海岸利用者のために駐車場、トイレ、

園路等を海岸植生の保護に留意して整備する。 

18 宿舎 
鹿児島県大島郡瀬戸

内町（ヤドリ浜） 

奄美大島南部地域等の公園利用者の宿泊施設

として整備する。
 

19 水泳場 
鹿児島県大島郡瀬戸

内町（ヤドリ浜） 

海水浴利用等のためのトイレ、シャワー等を整

備する。
 

20 園地 

鹿児島県大島郡瀬戸

内町加計呂麻島（安脚

場） 

大島海峡を展望する視点場として、展望台、園

路、トイレ等を整備する。 

21 園地 

鹿児島県大島郡瀬戸

内町加計呂麻島（待網

崎） 

大島海峡を展望する視点場として、展望台、園

路、トイレ等を整備する。 

22 園地 
鹿児島県大島郡龍郷

町（長雲峠） 

園路や笠利湾を展望する展望台等を動植物の

生息・生育環境に留意して整備する。 

23 
博物展示

施設 

鹿児島県大島郡龍郷

町（長雲峠） 

亜熱帯照葉樹林の自然等を学ぶことができ、か

つ森林地域の利用上の注意事項等の情報提供を

行う「奄美の森林利用の玄関口」としての機能を

有する施設を整備する。 
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番号 種類 位置 整備方針 

24 園地 
鹿児島県大島郡喜界

町（志戸桶海岸） 

志戸桶海岸をはじめとする北部海岸地域での

公園利用者のためにトイレ等を整備する。 

25 園地 
鹿児島県大島郡喜界

町（百之台公園） 

段丘斜面、耕作地、集落及び隆起裾礁の海岸が

一望できる視点場として、展望台やトイレ等を整

備する。 

26 園地 
鹿児島県大島郡喜界

町（荒木海岸） 

荒木海岸道路（歩道）の中間地点休憩場所とし

て、トイレ等を整備する。 

27 園地 
鹿児島県大島郡喜界

町（中西公園） 

段丘斜面、耕作地、集落及び隆起裾礁の海岸が

一望できる視点場として、利用者のために展望

台、芝生広場、トイレ等を整備する。  

28 園地 
鹿児島県大島郡徳之

島町（金見崎） 

ソテツ群落の探勝や徳之島最北端からの展望

を楽しむため、展望台、園路等を整備する。 

29 園地 
鹿児島県大島郡徳之

島町（畦海岸） 

海水浴や礁池内での自然観察等のため、駐車

場、芝生広場、園路等を整備する。 

30 野営場 
鹿児島県大島郡徳之

島町（畦海岸） 

海水浴利用等のために炊事場、野外炉、トイレ

等を整備する。 

31 園地 
鹿児島県大島郡天城

町（ムシロ瀬） 

露出した花崗岩の海岸景観を展望するための

園路、トイレ等を整備する。 

32 園地 
鹿児島県大島郡天城

町（犬の門蓋） 

周遊観光者が海食崖等の海岸景観を展望する

ための園路、トイレ等を整備する。 

33 園地 
鹿児島県大島郡伊仙

町（小原海岸） 

周遊観光者が鍾乳洞や海食崖等の景観を展望

するための園路、展望台、トイレ等を整備する。 

34 園地 
鹿児島県大島郡伊仙

町（犬田布岬） 

周遊観光者が海食崖等の海岸景観を展望する

ための展望台、トイレ等を整備する。 

35 園地 
鹿児島県大島郡伊仙

町（義名山） 

徳之島南部の森林地域での自然観察等のため、

園路、トイレ等を整備する。 

36 園地 
鹿児島県大島郡伊仙

町（喜念浜） 

海水浴や礁池内での自然観察等のため、駐車

場、園路等を整備する。 

37 野営場 
鹿児島県大島郡伊仙

町（喜念浜） 

海水浴利用等のために炊事場、野外炉、トイレ

等を整備する。 

38 園地 
鹿児島県大島郡和泊

町（フーチャ） 
周遊観光者のため、園路、トイレ等を整備する。 

39 園地 
鹿児島県大島郡知名

町（田皆岬） 
周遊観光者のため、園路、トイレ等を整備する。 
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番号 種類 位置 整備方針 

40 野営場 
鹿児島県大島郡知名

町（沖泊海岸） 

ゆっくりと海水浴や礁池内での自然観察等を

楽しむ利用者のため、炊事棟、トイレ、シャワー、

広場等を整備する。 

41 園地 
鹿児島県大島郡知名

町（昇竜洞） 
鍾乳洞利用者のため、駐車場等を整備する。 

42 園地 
鹿児島県大島郡知名

町（屋子母海岸） 
周遊観光者のため、トイレ、東屋等を整備する。 

43 園地 
鹿児島県大島郡与論

町（大金久海岸） 

大金久海岸や百合が浜の利用者のため、駐車

場、案内所等を整備する。 

44 野営場 
鹿児島県大島郡与論

町（大金久海岸） 

与論島の海域利用者等のため、テントサイト

（簡易宿泊施設を含む）、トイレ、シャワー等を

整備する。 
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（ウ） 道路 

a 車道 

車道を次のとおりとする。 

 

（表 19：道路（車道）表） 

番号 路線名 区間 主要 

経過地 

整備方針 

１ 笠利崎線 起点－鹿児島県奄美市（笠

利町用・国立公園境界） 

終点－鹿児島県奄美市（笠

利崎） 

用海岸 奄美大島最北端である笠利崎

や用海岸に至るルートとして、海

岸部の風致維持に留意して整

備・維持管理を図る。 

２ 大浜海浜

公園線 

起点－鹿児島県奄美市（名

瀬大浜・国立公園境界） 

終点－鹿児島県奄美市（大

浜） 

大浜海岸 市街地である名瀬から最も近

い利用拠点である大浜に至るル

ートとして、海岸部の風致維持に

留意して整備・維持管理を図る。 

３ 金作原線 起点－鹿児島県奄美市（知

名瀬・国立公園境界） 

終点－鹿児島県奄美市

（里・国立公園境界） 

 

金作原 森林部の主要な利用拠点であ

る金作原に至るルートとして、動

植物の生息・生育環境や自動車利

用の適正化に留意して整備・維持

管理・運用を図る。 

４ 朝戸網野

子線 

起点－鹿児島県奄美市（朝

戸・国立公園境界） 

終点－鹿児島県奄美市（住

用町和瀬・国立公園境界） 

起点－鹿児島県奄美市（住

用町見里・国立公園境界） 

終点－鹿児島県大島郡瀬

戸内町（網野子・国立公園

境界） 

住用マン

グローブ 

中部の森林地域と南部の森林

地域を結ぶルートとして、動植物

の生息・生育環境に留意して整

備・維持管理を図る。 

５ 湯湾新村

線 

起点－鹿児島県奄美市住

用町（国道分岐） 

終点－鹿児島県大島郡宇

検村（湯湾・国立公園境界） 

 

太平洋側と東シナ海側を結ぶ

ルートとして、路側帯からの展望

景観、動植物の生息・生育環境に

留意して整備・維持管理を図る。 

６ 福元線 起点－鹿児島県大島郡大

和村（大棚・国立公園境界） 

終点－鹿児島県大島郡大

小川岳 利用拠点である奄美フォレス

トポリスに至るルートとして、路

傍からの展望、動植物の生息・生
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番号 路線名 区間 主要 

経過地 

整備方針 

和村（福元） 育環境に留意して整備・維持管理

を図る。 

７ 大棚湯湾

線 

起点－鹿児島県大島郡大

和村（大棚・国立公園境界） 

終点－鹿児島県大島郡大

和村（大棚・国立公園境界） 

終点－鹿児島県大島郡宇

検村（湯湾岳登山口） 

終点－鹿児島県大島郡宇

検村（湯湾・国立公園境界） 

湯湾岳 森林部の利用拠点である湯湾

岳に至るルートとして、動植物の

生息・生育環境に留意して整備・

維持管理を図る。 

８ 篠川下福

線 

起点－鹿児島県大島郡瀬

戸内町（県道 85号分岐） 

終点－鹿児島県大島郡瀬

戸内町（篠川・国立公園境

界） 

 中南部の森林地域と大島海峡

地域を結ぶルートとして、希少な

動植物の生息・生育環境に留意し

て整備・維持管理を図る。 

９ 油井岳高

知山線 

起点－鹿児島県大島郡瀬

戸内町（地蔵峠・国立公園

境界） 

終点－鹿児島県大島郡瀬

戸内町（高知山） 

終点－鹿児島県大島郡瀬

戸内町（油井岳） 

油井岳、高

知山 

大島海峡の主要な視点場であ

る油井岳及び高知山に至るルー

トして路側帯の視点場からの展

望に留意して整備・維持管理を図

る。 

10 奄美自然

観察の森

線 

起点－鹿児島県大島郡龍

郷町（瀬留・国立公園境界） 

終点－鹿児島県大島郡龍

郷町（奄美自然観察の森） 

起点－鹿児島県大島郡龍

郷町（嘉渡・国立公園境界） 

終点－鹿児島県大島郡龍

郷町（久場・長雲峠十字分

岐点） 

奄美自然

観察の森 

奄美自然観察の森に至るルー

トとして、動植物の生息・生育環

境に留意して整備・維持管理を図

る。 
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番号 路線名 区間 主要 

経過地 

整備方針 

11 百之台線 起点－鹿児島県大島郡喜

界町（川嶺・国立公園境界） 

終点－鹿児島県大島郡喜

界町（滝川・国立公園境界） 

起点－鹿児島県大島郡喜

界町（花良治・国立公園境

界） 

終点－鹿児島県大島郡喜

界町（中西公園分岐点） 

百之台 百之台段丘斜面上の展望台等

の利用拠点や夫婦ガジュマルを

はじめとする興味地点へ至るル

ートとして、視点場からの展望に

留意して整備・維持管理を図る。 

 

b 歩道 

歩道を次のとおりとする。 

 

（表 20：道路（歩道）表） 

番号 路線名 区間 主要 

経過地 

整備方針 

１ 金作原線 起点－鹿児島県奄美市（知

名瀬林道終点） 

終点－鹿児島県奄美市（金

作原） 

 

金作原国

有林 

奄美大島中南部の亜熱帯照葉

樹林の核心部を通過するルート

で、亜熱帯照葉樹林の景観を堪能

できる歩道として、動植物の生

息・生育環境に留意して整備・維

持管理を図る。 

【歩道分類：探勝歩道】 

２ 宮古崎線 起点－鹿児島県大島郡大

和村（国直・国立公園境界） 

終点－鹿児島県大島郡大

和村（宮古崎） 

  国直集落から宮古崎に至る歩

道として、宮古崎のササ原の景観

等に留意して整備・維持管理を図

る。 

【歩道分類:探勝歩道】 
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番号 路線名 区間 主要 

経過地 

整備方針 

３ 湯湾岳登

山線 

起点－鹿児島県大島郡宇

検村（登山口） 

終点－鹿児島県大島郡大

和村宇検村（湯湾岳山頂） 

終点―鹿児島県大島郡大

和村（登山口） 

湯湾岳 奄美大島の森林地域の核心部

の一つである湯湾岳登山のため

の歩道として、奄美大島の森林地

域の自然を堪能・学習できるよ

う、動植物の生息・生育環境の保

護等に留意して整備・維持管理を

図る。 

【歩道分類：登山道等】 

４ 荒木海岸

線 

起点－鹿児島県大島郡喜

界町（中里） 

終点－鹿児島県大島郡喜

界町（荒木集落・国立公園 

境界） 

荒木海岸 荒木海岸の隆起珊瑚礁原と後

背植生地を通る歩道として、喜界

島の海岸の地形や植生の保護等

に留意して整備・維持管理を図

る。 

【歩道分類：探勝歩道】 

５ 松原線 起点－鹿児島県大島郡天

城町（登山口・国立公園境

界） 

終点－鹿児島県大島郡天

城町（天城岳山腹） 

 

 徳之島の森林地域の核心部の

一つである天城岳山腹を探勝す

るための歩道として、徳之島の森

林地域の自然を堪能・学習できる

よう、動植物の生息・生育環境の

保護等に留意して整備・維持管理

を図る。【歩道分類：登山道】 

６ 三京線 起点－鹿児島県大島郡天

城町（三京国有林入口） 

終点－鹿児島県大島郡天

城町（三京国有林） 

 オキナワウラジロガシ等で構

成される高齢の亜熱帯照葉樹林

を探勝する歩道として、動植物の

生息・生育環境の保護等に留意し

て整備・維持管理を図る。【歩道

分類：探勝歩道】 
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4-2 やんばる国立公園公園計画書（抜粋） 
 

平成 28年 9月 16日 

環境省 

 

 

１ 基本方針 

やんばる国立公園は、琉球列島の地史的形成過程を反映して多くの固有種が集中して分布する

国内最大規模の亜熱帯照葉樹林の生態系を中心として、高湿度の山地に発達する雲霧林、渓流植

物群落などの河川生態系、石灰岩地特有の植物、マングローブ生態系といった多様な生態系が複

合的に一体となった景観を有している。 

やんばる国立公園は、多種多様な固有又は希少な動植物が生息・生育する生態系を保護保全し、

これらの自然をおそれ敬うと同時に豊かな恵みを享受しながら育まれてきた地域のくらしと文化

の維持継承に寄与し、豊かな生物多様性と独特な亜熱帯森林生態系を実感できる国立公園として、

保護と利用を推進するため、公園計画を定める。 

 

（１）保護に関する基本方針 

亜熱帯照葉樹林には、オキナワトゲネズミやヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ヤンバルテナガコ

ガネ、オキナワセッコクをはじめとした希少種や固有種が数多く生息・生育し、これらの動植物

からなる生態系を保護することが重要である。しかし、この地域の森林は、琉球王府時代から現

代まで沖縄の森林資源の供給地として林業が営まれ、沖縄島の生活と産業全体を支える水資源の

供給地としてダムが設置されるなど、様々な産業活動が行われてきた。さらに、この森林に侵入

したマングースやノネコなどの外来生物、交通事故、捕獲採取などによる影響も受けている。ま

た、ノグチゲラによる農作物被害も発生している。当該国立公園においては、このような背景を

伴いながら現在まで残されてきた生態系の価値を維持し、産業活動との調整を行いながら、保護

管理を行うことが重要である。 

このため、保護に関する基本的な方針として、重要な資源である野生動植物が健全な状態で生

息・生育でき、種の絶滅をさせないことを確保しながら、この森の再生力の範囲内で森林施業と

の調整を図るものとする。具体的には、高齢林及び高齢林分を含む森林を厳正に保護し、希少か

つ固有な動植物の生息・生育地として重要な脊梁部の保護の連続性を保ち、渓流植物や両生類な

どを育む渓流環境を保護し、生態系に配慮した森林施業を行うとともに、これまで行われてきた

生活、産業、開発行為の結果、照葉樹林や河川生態系が劣化している場合には、自然再生・修復

を行う。 

そして、生態系に悪影響を及ぼす外来生物を防除し、捕獲採取や交通事故などの人為的な影響

を防ぐものとする。 

 

ア 規制計画 

（ア）特別地域 

a 特別保護地区 

 伊部岳周辺、西銘岳周辺の一帯は高齢林で大径木を有し、希少かつ固有な動植物の重

要な生息・生育地となっている。与那覇岳は動植物の重要な生息・生育地であるととも

に、雲霧林が発達し、着生のシダ植物やラン科植物が多く存在する。辺戸岳はカルスト

地形からなる特有の景観を有している。これらの生物の多様性及び優れた景観を保護す
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るため特別保護地区とする。 

 

b 第１種特別地域 

 脊梁山地は希少かつ固有な動植物の重要な生息・生育地となっており、森林内の渓流

には熱帯・亜熱帯に特徴的な渓流植物が分布し、当該地域に固有な両生類の産卵・生息

環境となっている。ネクマチヂ岳周辺の古生層石灰岩地はカルスト地形を有し特有の植

物が生育している。辺戸岬は海食崖の景観が優れている。これらの生物の多様性及び優

れた風致を維持するため、第１種特別地域として保護する。 

 

c 第２種特別地域 

特別保護地区又は第 1 種特別地域と連続した亜熱帯照葉樹林で、希少かつ固有な動植

物の生息・生育場であり、生態系の保護と森林施業と調整を図る地域。海岸の自然海岸

は海岸植生が発達し、砂浜はウミガメの産卵場所となっている。こうした良好な風致を

保護するため、第２種特別地域とする。 

 

d 第３種特別地域 

第１種特別地域又は第 2 種特別地域に接続し、リュウキュウマツの人工林を中心とす

る森林が広がっている。また、当該地の自然環境と山地等を利用して農業が営まれてお

り、こうした地域の風致の維持を図るため、第３種特別地域とする。 

 

（イ）普通地域 

山地と海、人々の暮らしが織りなす風景を維持するため、普通地域として特別地域を

とりまく風景の保全を図る。 

 

（２）利用に関する基本方針 

やんばる国立公園は、亜熱帯照葉樹林や渓流景観、そこに生息・生育する多種多様な固有

又は希少な動植物、海食崖の海岸やウミガメが産卵する砂浜、カルスト地形、これらの自然

に育まれ継承されてきた人々暮らしと文化などを公園の資源として持つ。これらの資源を活

用し、当該地域の野生生物が多く生息・生育する雰囲気を感じ、亜熱帯照葉樹林の森の豊か

さ（生物多様性）を実感できる国立公園とすると同時に、利用にあたって、利用者の集中に

よる雰囲気の低下や自然の荒廃に留意し、一般利用者向けの自然探勝だけでなく質の高い自

然体験の機会を設ける。 

利用にあたって、捕獲・採取による影響が懸念される昆虫や両生は虫類、植物が多く存在

し、無秩序な林内の利用と利用者の集中による自然の荒廃を防ぐため、自然の状況に応じて

少人数制やガイドの同行など利用に際してのルールを検討するとともに、マナーの周知・徹

底を図り、資源を保全しながら持続的な利用を行うこととする。野生動物の観察は、当該国

立公園の利用形態の一つであるが、観察による動物への影響を考慮し、利用のルールの検討

を行う。 

また、暮らしや文化の資源を守るため、来訪者が住民の生活やしきたり、風習を冒さぬよ

う配慮する必要がある。 
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（３）施設計画 

（ア）単独施設 

亜熱帯照葉樹林やカルスト地形での自然探勝、海食崖の海岸の眺望、マングローブ林や

干潟の生きもの観察などを行うために必要な施設計画を配置する。 

当該地域において既に整備されている園地、宿泊施設、キャンプ場等も公園利用に資す

る施設は計画に位置づける。 

固有又は希少な動植物の生息・生育地である亜熱帯照葉樹林における利用施設の整備・

維持管理にあたっては、利用による自然環境への悪影響に留意する。 

 

（イ）道路 

当該国立公園の亜熱帯照葉樹林やカルスト地形、自然海岸などの当該国立公園の景観を

探勝するための車道を計画に位置づける。 

亜熱帯照葉樹林やカルスト地形を探勝しながら、動植物を観察し、森の豊かさを感じる

ための歩道を計画に位置づける。基盤である土壌は脆弱で、容易に土壌が流出し洗掘が進

行することから、利用者の利用形態や自然性の状況などを勘案し、適切に歩道の整備を行

う。劣化が生じる場合、路線の変更や一時的な利用の休止を行い、回復を図る。 

固有又は希少な動植物の生息・生育地である亜熱帯照葉樹林における車道及び歩道の整

備・維持管理にあたっては、利用による自然環境の悪影響を防止し、希少動植物の捕獲・

採取、希少動物の交通事故死の防止を図るものとする。 
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２ 規制計画 

（１） 保護規制計画及び関連事項 

（ア）特別保護地区 

 特別地域のうち、次の区域を特別保護地区とする。 

 

（表３：特別保護地区内訳表） 

名称 地区の概要 面積（ha） 

辺戸岳 古生層石灰岩を基盤にもち、カルスト地形で、その景観

は雄大である。森林は石灰岩地特有のナガミボチョウジ－

リュウキュウガキ群落が発達している。石灰岩地特有の植

物が生育しており、カルスト地形の景観とともに厳正に保

護する。 

56 

辺野喜川上

流部 

75 年以上の照葉樹林と辺野喜川上流部の渓流環境を含む

地区で、ノグチゲラやヤンバルクイナ、オキナワイシカワ

ガエルなどの固有で希少な動植物の重要な生息・生育地で

あり、厳正に保護する。 

192 

伊部岳 伊部岳（標高 353ｍ）の北西山麓から普久川にかけて広が

る照葉樹林で、75 年以上の照葉樹林をまとまって含み、ノ

グチゲラやヤンバルクイナなどの固有で希少な動植物の重

要な生息・生育地であり、厳正に保護する。 

伊部岳中腹の第 1 種特別地域との境界には推定樹齢 300

年のオキナワウラジロガシも生育している。  

221 

与那川上流

部 

与那川上流部の標高 200mから 300mにかけて広がる 75年

以上の照葉樹林がまとまっている地区であり、ケナガネズ

ミやリュウキュウヤマガメなどの固有で希少な動植物の生

育・生息地であり、厳正に保護する。 

モニタリングや学術的な研究が行われている地区であ

る。 

62 

与那覇岳 沖縄島最高峰の与那覇岳（標高 503m）を中心とした標高

300m 程度までの照葉樹林である。ノグチゲラなどの固有で

希少な動物の生息地として重要であるとともに、雲霧林が

発達し、着生のシダ植物やラン科植物が多く存在する場所

である。 

核心地域であるとともに、登山者等も訪れる場所であり、

固有で希少な動植物の保護と公園利用との軋轢を回避・抑

制するよう厳正な保護を図る。 

256 

田港御嶽 古生層石灰岩を母岩にもつ御嶽林で、人為的干渉を受け

ることなく今日まで保護されてきた。沖縄における古生層

石灰地域の代表的植生とみなされており、植生を厳正に保

護する。 

3 

  合    計   790 
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（イ） 第１種特別地域 

次の区域を第１種特別地域とする。 

 

（表５：第１種特別地域内訳表） 

名称 地区の概要 面積（ha） 

辺戸岬 海食崖地形で風衝地植生が発達している。崖から内陸

部にかけては石灰岩特有のカルスト地形を示し、平坦部

にはコウライシバの芝草原が広がっている。変化のある

海岸景勝地である。断崖景観の保全に留意して風致を維

持する。 

31 

脊梁山地 標高250m程度以上の山地で、一帯に照葉樹林が広がり、

オキナワトゲネズミ、ケナガネズミ、ノグチゲラ、ヤン

バルクイナなどの重要な生息地となっている。谷部の渓

流には、渓流植物が生育し、オキナワイシカワガエルや

ナミエガエル、ホルストガエル、リュウキュウヤマガメ、

イボイモリなどの固有で希少な両生は虫類の生息地とな

っている。 

主要な林道が配置されていることから、公園利用のあ

り方も含めて十分な風致の維持を図るとともに、若齢林

や人工林は高齢照葉樹林への再生・誘導に努める。 

3,796 

東部地域 脊梁山地の東側に広がる標高100m～200m程度の丘陵地

で、樹齢 40年～60年以上の照葉樹林である。ノグチゲラ

やヤンバルクイナ、ホントウアカヒゲ、リュウキュウヤ

マガメなどの固有で希少な動植物の生育・生息地である。 

固有動植物の生息地として風致を維持するとともに、

若齢林の高齢林への誘導に努める。 

441 

ネクマチヂ

岳、塩屋富士 

古生層石灰岩からなるネクマチヂ岳（標高 361m）、塩屋

富士（標高 318m）を含む山地で、カルスト地形となって

いる。山頂部の雲霧林や風衝地、土壌の特殊性などから

特殊な環境に適応した、希少な植物が多く生育している。 

登山道が整備されており、貴重な植生の保全に留意し

て風致の維持を図る。 

149 

慶佐次 慶佐次川の河口に位置するオヒルギ、ヤエヤマヒルギ、

メヒルギからなるマングローブ群落で、特異な景観を有

している。干潮時にはシオマネキ類やミナミトビハゼな

どの水生生物が観察できる。 

カヤックや木道からの動植物の観察が行われる利用拠

点となっている。 

11 

  合    計 4,428 
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（ウ） 第２種特別地域 

次の区域を第２種特別地域とする。 

 

（表６：第２種特別地域総括表） 

都道府県名 区         域 面  積(ha) 

沖縄県 国頭郡国頭村 

字辺戸、字宜名真及び字奥の各一部 

241 

国頭郡国頭村内 

国有林沖縄森林管理署 55及び 56林班の各一部 

国頭郡国頭村 

字宜名真、字奥、字宇嘉、字辺野喜、字佐手、字

謝敷、字与那、字伊地、字宇良、字辺土名、字奥

間、字比地及び字浜の各一部 

国頭郡大宜味村 

字田嘉里、謝名城及び喜如嘉の各一部 

2,318 

国頭郡国頭村 

字安田の各一部 

131 

国頭郡国頭村 

字安田の一部 

23 

国頭郡国頭村 

字安波の一部 

184 

国頭郡東村 

 字高江の一部 

127 

国頭郡大宜味村 

字饒波、字大宜味、字大兼久、字根路銘、字上原、

字押川、字塩屋、字屋古及び字田港の各一部 

324 

国頭郡大宜味村 

字宮城及び字白浜の各一部 

68 

国頭郡大宜味村 

字大宜味、字根路銘、字押川及び字田港の各一部 

国頭郡東村 

 字宮城及び字川田の各一部 

80 

国頭郡大宜味村 

字津波の一部 

国頭郡東村 

 字平良、字慶佐次及び字有銘の各一部 

558 

合       計 4,054 
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（エ）第３種特別地域 

次の区域を第３種特別地域とする。 

 

（表８：第３種特別地域総括表） 

都道府県名 区         域 面  積(ha) 

沖縄県 国頭郡国頭村 

字辺戸及び字宜名真の各一部 

162 

国頭郡国頭村 

字辺戸、字宜名真及び字奥の各一部 

496 

国頭郡国頭村内 

国有林沖縄森林管理署 53 林班の全部並びに 54

及び 56林班の各一部 

国頭郡国頭村 

字宜名真及び字奥の各一部 

397 

国頭郡国頭村内 

国有林沖縄森林管理署48から52林班までの全部

並びに 57林班の各一部 

国頭郡国頭村 

字奥及び字楚洲の各一部 

1,000 

国頭郡国頭村 

字楚洲及び字安田の各一部 

136 

国頭郡国頭村 

字安田の一部 

8 

国頭郡国頭村内 

国有林沖縄森林管理署60から62林班までの各

一部 

国頭郡国頭村 

 字宇嘉、字辺野喜、字佐手、字謝敷、字与那、字

伊地、字宇良、字辺土名、字奥間、字比地及び字

浜の各一部 

国頭郡大宜味村 

 字田嘉里、字喜如嘉、字饒波及び字大宜味の各一

部 

1,114 

国頭郡大宜味村 

字白浜の一部 

8 

国頭郡大宜味村 

 字津波の一部 

国頭郡東村 

 字慶佐次の一部 

24 

合       計 3,345 
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 イ 関連事項 

（イ） 普通地域 

普通地域の区域は、次のとおりである。 

 

（表11：普通地域表） 

都道府県名 区            域 面積（ha） 

沖縄県 

 

 

国頭郡国頭村 

字辺戸、字宜名真、字楚洲、字安田、字安波、字

比地及び字浜の各一部 

887 

国頭郡大宜味村 

字塩屋、字屋古、字田港、字大保、字宮城、字白

浜及び字津波の各一部 

85 

国頭郡東村内 

 国有林沖縄森林管理署２及び65林班の各一部 

国頭郡東村 

字高江、字川田及び字慶佐次の各一部 

34 

陸域合計 1,006 

陸域公園区域の地先海面の一部 3,670 

合            計 4,676 
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ウ 面積内訳 

（ア） 地域地区別土地所有面積 

 

（表 12：地域地区別土地所有面積総括表） 

地域区分 特別地域 

地種区分 特別保護地区 第１種 

土地所有別 国 公 私 不 国 公 私 不 

 
 

沖
縄
県 

土地所有

別面積 

236 482 71 0 822 3,271 280 55 

地種区分

別面積 

（比率） 

789 

(6) 

4,428 

(32) 

地域地区

別面積 

（比率） 

 

 

地域別 

面積 

（比率） 

 

 

 

 

特別地域 

第２種 第３種 

国 公 私 不 国 公 私 不 

425 2,271 1,258 100 1,403 1,221 660 61 

 

4,054 

(30) 

 

3,345 

(25) 

 

 

 

11,827 

(87) 

 

 

 

12,616 

(93) 
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普通地域 

（陸域） 

合計 

（陸域） 

国 公 私 不 国 公 私 不 

51 

 

427 460 68 2,937 7,672 2,729 284 

1,006 

(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,622 

(100) 

 

   （単位：面積 ha、比率％） 

海域公園

地区 

普通地域 

（海域） 

合計 

（海域） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,670 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,670  
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３ 施設計画 

 （１）保護施設計画 

    保護施設計画を次のとおりとする。 

 

   （表 14：保護施設表） 

番

号 
種類 位置 整備方針 

１ 自然再生

施設 

沖縄県国頭郡国頭村 若齢照葉樹林等について、高齢照

葉樹林への再生・誘導を行うととも

に、流域の再生を図る。 

２ 自然再生

施設 

沖縄県国頭郡大宜味村 若齢照葉樹林等について、高齢照

葉樹林への再生・誘導を行うととも

に、流域の再生を図る。 

３ 自然再生

施設 

沖縄県国頭郡東村 若齢照葉樹林等について、高齢照

葉樹林への再生・誘導を行うととも

に、流域の再生を図る。 
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（２）利用施設計画 

ア 単独施設 

    単独施設を次のとおりとする。 

 

（表 15：単独施設表） 

番号 種類 位置 整備方針 

１ 園地 
沖縄県国頭郡国頭村（辺

戸） 

東シナ海と太平洋を望みながらザトウ

クジラの観察ができる沖縄島最北端の岬

において、風景や自然探勝のための園地と

して、岬周辺の景観及び植生保護に留意し

て駐車場、トイレ、園路等を整備する。 

２ 園地 
沖縄県国頭郡国頭村（宇

佐浜） 

辺戸岬や辺戸岳を展望する視点場とし

て、展望台、園路、駐車場等を整備する。 

３ 園地 
沖縄県国頭郡国頭村（宜

名真） 

古生層石灰岩を基盤にもつカルスト地

形の景観を眺望するための園地として、駐

車場、トイレ、園路等を整備する。 

４ 園地 
沖縄県国頭郡国頭村（茅

打バンタ） 

断崖と海の礁斜面がおりなす風景を眺

望するための園地として、駐車場、トイレ、

園路等を整備する。 

５ 園地 沖縄県国頭郡国頭村（奥） 

やんばる地域の集落景観や猪垣などの

暮らしの遺構等を探勝する園地として整

備する。 

６ 宿舎 
沖縄県国頭郡国頭村(辺

野喜） 

やんばる地域の公園利用者の宿泊施設

として、野生動植物の生息・生育に留意し

て整備する。 

７ 園地 
沖縄県国頭郡国頭村(安

田） 

伊部岳及び安田周辺地域の自然探勝及

びヤンバルクイナ生態観察のための園地

として整備する。 

８ 園地 
沖縄県国頭郡国頭村（幸

地原） 

照葉樹林及び海浜の自然探勝のため、及

び炭焼き等の文化を体験できる園地を整

備する。 

９ 園地 
沖縄県国頭郡国頭村（辺

土名） 

照葉樹林に囲まれ野生動植物を観察す

ることにより、やんばるの森の豊かさを感

じられる拠点として園地を整備する。 

10 園地 
沖縄県国頭郡国頭村（安

波） 

照葉樹林の景観や野生動植物の観察に

よりやんばるの森の豊かさを感じられる

拠点として園地を整備する。 
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番号 種類 位置 整備方針 

11 宿舎 
沖縄県国頭郡国頭村（安

波） 

照葉樹林に囲まれ野生動植物に出会う

ことができ、やんばるの森の豊かさを感じ

ながら過ごす拠点として、公園利用者のた

めの宿泊施設を整備する。
 

12 野営場 
沖縄県国頭郡国頭村（安

波） 

照葉樹林に囲まれ野生動植物に出会う

ことができ、やんばるの森の豊かさを感じ

ながら過ごす拠点として、公園利用者のた

めの野営場を整備する。 

13 園地 
沖縄県国頭郡国頭村（比

地） 

比地川の河川周辺の動植物や野鳥観察

などの自然探勝ができる園地として整備

する。 

14 野営場 
沖縄県国頭郡国頭村（比

地） 

比地川と周辺の照葉樹林に囲まれて、や

んばるの自然を感じながら過ごせる野営

場として整備する。 

15 園地 
沖縄県国頭郡大宜味村

（田嘉里） 

田嘉里川の河川周辺の動植物や野鳥観

察などの自然探勝ができる園地として整

備する。 

16 野営場 
沖縄県国頭郡大宜味村

（田嘉里） 

田嘉里川と周辺の照葉樹林に囲まれて、

やんばるの自然を感じながら過ごせる野

営場として整備する。 

17 園地 
沖縄県国頭郡大宜味村

（六田原） 

塩屋湾を眺望するための視点場として、

展望台、駐車場等を整備する。 

18 園地 
沖縄県国頭郡大宜味村

（塩屋湾） 

塩屋湾周辺の自然探勝のための園地と

して整備する。 

19 園地 
沖縄県国頭郡大宜味村

（津波） 

ター滝周辺の自然探勝のための園地と

して整備する。 

20 園地 沖縄県国頭郡東村（新川） 
東海岸の展望利用及び新川周辺地域の

自然探勝のための園地として整備する。 

21 園地 沖縄県国頭郡東村（福地） 

散策や周遊船の利用等により、照葉樹林

や動植物が観察できる自然探勝のための

園地として整備する。 

22 園地 
沖縄県国頭郡東村（慶佐

次） 

カヌーや木道の利用により、慶佐次のマ

ングローブ林や干潟の生物観察を行うた

めの園地として、園路、トイレ、駐車場、

案内所等を整備する。 
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イ 道路 

（ア） 車道 

車道を次のとおりとする。 

 

（表 16：道路（車道）表） 

番

号 
路線名 区間 

主要

経過

地 

整備方針 

１ 奥宜名真

線 

起点－沖縄県国頭郡国頭

村（奥・国立公園境界） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（宜名真・国立公園境界） 

辺 戸

岬 

沖縄島最北端の辺戸岬、辺戸岳周辺を

巡りながら東海岸へ結ぶルートとして、

沿線の風景維持及び固有又は希少な動

植物の生息・生育に留意して整備・維持

管理を図る。 

２ 辺戸岳線 起点－沖縄県国頭郡国頭

村（宜名真園地入り口） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（宜名真園地） 

辺 戸

岳 

宜名真園地へ至るルートとして、森林

景観及び希少な動植物の生息・生育に留

意して整備・維持管理を図る。 

３ 東海岸線 起点－沖縄県国頭郡国頭

村（奥・国立公園境界） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（楚洲・国立公園境界） 

赤崎 自然海岸の多い太平洋側の東海岸を

通るルートとして、海岸部の風景維持及

び希少な動植物の生息・生育に留意して

整備・維持管理を図る。 

４ 山原横断

線 

起点－沖縄県国頭郡国頭

村（与那・国立公園境界） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（奥与那林道合流点） 

脊 梁

山地 

脊梁山地を通りながら東西を結ぶル

ートとして、森林景観及び希少な動植物

の生息・生育に留意して整備・維持管理

を図る。 
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（イ） 歩道 

歩道を次のとおりとする。 

 

（表 17：道路（歩道）表） 

番

号 
路線名 区間 

主要経

過地 
整備方針 

１ 伊部岳線 起点－沖縄県国頭郡国頭

村（伊部岳登山口・歩道

合流点） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（伊部岳） 

伊部岳 亜熱帯照葉樹林の自然や生活の遺構

を探勝する歩道として、森林景観、固

有又は希少な動植物の生息・生育に留

意して整備・維持管理を図る。【登山道】 

２ 安田線 起点－沖縄県国頭郡国頭

村（安田幸地原） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（伊部岳登山口・歩道

合流点） 

安田集

落 

ウミガメの産卵する海浜や亜熱帯照

葉樹林の自然、ヤンバルクイナを観察

する歩道として、森林景観、固有又は

希少な動植物の生息・生育に留意して

整備・維持管理を図る。【探勝歩道】 

３ 与那覇岳

線 

起点－沖縄県国頭郡国頭

村（与那覇岳登山口） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（与那覇岳） 

与那覇

岳 

やんばる地域の核心部である与那覇

岳登山のための歩道として、森林景観、

固有又は希少な動植物の生息・生育及

び植生保護等に留意して整備・維持管

理を図る。【登山道】 

４ 安波線 起点－沖縄県国頭郡国頭

村（やんばる学びの森） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（安波集落） 

 

やんば

る学び

の森 

亜熱帯照葉樹林の自然や渓流周辺の

動植物を観察する歩道として、森林景

観、固有又は希少な動植物の生息・生

育に留意して整備・維持管理を図る。

【探勝歩道】 

５ 比地大滝

線 

起点－沖縄県国頭郡国頭

村（比地大滝入口） 

終点－沖縄県国頭郡国頭

村（比地大滝） 

比地大

滝 

比地川の河川周辺の植物や野鳥など

を観察しながら比地大滝へ至る自然探

勝歩道として、周囲の森林景観に留意

して整備・維持管理を図る。【探勝歩道】 

６ ネクマチ

ヂ岳塩屋

富士線 

起点－沖縄県国頭郡大宜

味村（ネクマチヂ岳登山

口） 

終点－沖縄県国頭郡大宜

味村（六田原） 

ネクマ

チヂ岳、

塩屋富

士 

石灰岩の山地であるネクマチヂ岳・

塩屋富士の登山のための歩道として、

固有又は希少な動植物の生息・生育及

び植生保護等に留意して整備・維持管

理を図る。【登山道】 

７ 玉辻山線 起点－沖縄県国頭郡東村

（福地ダム） 

終点－沖縄県国頭郡大宜

味村（大国林道） 

玉辻山 玉辻山登山のための歩道として、固

有又は希少な動植物の生息・生育及び

植生保護等に留意して整備・維持管理

を図る。【登山道】 
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4-3 西表石垣国立公園公園計画書（抜粋） 
 

平成 28年４月 15日 

環境省 

 

１ 基本方針 

西表石垣国立公園は、琉球諸島の最南端に位置する八重山列島のうち、西表島及び石

垣島の一部並びにその間に広がる石西礁湖内外の島々とその周辺海域からなり、原生的

な亜熱帯性照葉樹林、河川・河口域に広がるマングローブ林、日本最大のサンゴ礁海域

といったわが国を代表する亜熱帯特有の自然景観と自然環境を背景に育まれてきた琉球

特有の街並みや祭祀などの文化景観が特色の公園である。 

 本公園のテーマを「原生的な亜熱帯林とサンゴ礁の海」とし、亜熱帯照葉樹林の生態

系やマングローブ生態系、サンゴ礁生態系などの山・川・海のつながりが体感できる国

立公園として、これら風致景観の保護を図るとともに適正な利用を推進するため、以下

の方針により公園計画を定める。 

 

（１）規制計画 

ア 保護規制計画 

（ア）特別保護地区 

スダジイやオキナワウラジロガシ等からなる亜熱帯性常緑広葉樹林が原生的な状態

でまとまりをもって存する西表島最高峰の古見
こ み

岳
だけ

及び御座
ご ざ

岳
だけ

を中心とする西表島中央

部並びに沖縄県最高峰である石垣島の於
お

茂
も

登
と

岳
だけ

北東部は、本公園の核をなす景観を有

しており、多くの固有又は希少な動植物の生息地・生育地となっていることから、厳

正な保護を図るため特別保護地区とする。 

 

（イ）第１種特別地域 

特別保護地区と連続するスダジイやオキナワウラジロガシ等からなる良好な亜

熱帯性常緑広葉樹林が保全されている西表島のテドウ山、波
は

照間
て る ま

森
もり

、崎山
さきやま

半島
はんとう

及

び南風
は い

岸
きし

岳
だけ

を中心とする西表島南部並びに石垣島の於茂登岳北西部及び桴海於
ふ か い お

茂
も

登
と

岳
だけ

東部の山地帯、オヒルギやサキシマスオウノキなどが川沿いに広がる西表島

の仲間
な か ま

川
がわ

、前良川
ま い ら が わ

、後
しい

良川
ら が わ

の河川域、西表島の浦内川
うらうちがわ

及び仲良川
な か ら が わ

の河口域や船浦湾
ふなうらわん

並びに石垣島の吹通
ふきどう

川
がわ

及び嘉
か

良川
ら が わ

の河口域やラムサール条約登録湿地である名蔵
な ぐ ら

アンパル等のマングローブが形成された湿地帯や干潟、石垣島北部平久保半島北

の海上に位置し平久保崎からの眺望対象として重要な大地離
だいちぱなり

、八重山列島を代表

する観光名所の一つ石垣島川平
か び ら

湾
わん

の湾内に存する小島群、琉球石灰岩の海食崖が

１km続き特殊な海岸植物が生育する波
は

照
てる

間島
ま じ ま

の高那崎
た か な ざ き

は、特別保護地区に準ずる

亜熱帯特有の風致を呈しており、山から海にかけての連続性のある生態系は希少
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な動植物の生息地・生育地でもあることから、これらの優れた風致を維持するた

め、第１種特別地域とする。 

 

（ウ）第２種特別地域 

遊覧船やカヤック、シャワークライミング等の公園利用が盛んな西表島の浦内

川、仲良川、ヒナイ川、ゲーダ川、西田川等の河川域、海水浴や自然散策などに

多くの公園利用者が訪れる西表島の星
ほし

砂
すな

の浜
はま

、トゥドゥマリ浜、イダの浜、竹富

島のコンドイ浜、カイジ浜などの海浜、スノーケリング利用が盛んな石垣島の米原
よねはら

海岸
かいがん

、白
しら

保
ほ

海岸
かいがん

、黒島の仲本
なかもと

海岸
かいがん

、波照間島の北浜
にしはま

などの海浜、ウミガメの産卵

する砂浜として重要な石垣島北部平久保半島の東海岸などの海浜、シーカヤック

の休憩地や史跡散策などとして利用されている西表島の外
そと

離島
ぱなりじま

・内離島
うちぱなりじま

、西表島

の周囲に位置し西表島からの海上景観の重要な構成要素である鳩
はと

離島
ぱなりじま

、赤
あか

離島
ぱなりじま

、

アトゥク岩等の無人島、周囲を断崖で囲まれた海鳥の集団繁殖地として重要な仲
なか

御神島
のうがんじま

、スダジイを中心とする亜熱帯性照葉樹林が広がる石垣島の於茂登岳西部、

野底
の そ こ

岳
だけ

東部、前嵩
まえだけ

南部などの山地帯、海底の地形が隆起して形成された学術的に

も重要な大マンゲー・小マンゲーは、良好な風致を呈しており、公園利用も盛ん

であることから、良好な風致の維持と適正な利用を推進するため、第２種特別地

域とする。 

 

（エ）第３種特別地域 

特別保護地区、第１種特別地域及び第２種特別地域以外の地域で、通常の農林漁

業活動については風致の維持上の支障が少ない地域を第３種特別地域とする。 

 

（オ）海域公園地区   

日本最大のサンゴ礁海域である石西礁湖並びに西表島、石垣島及び波照間島の

周辺海域のうち、サンゴ群集が高被度に発達し多様なサンゴ礁生態系からなる優

れた海域景観を呈し、ダイビング利用等も盛んな海域を海域公園地区に指定する。

また、汽水域のマングローブ湿地や干潟のうち、固有の多様な底生生物が多く生

息し、イリオモテヤマネコなどの野生生物の餌資源の供給としても重要であり、

生き物観察なども行われている重要な海域を海域公園地区とし、海域景観並びに

海域と陸域の一体的な海岸景観及び海域生態系の保全を図る。 

 

 （カ）普通地域 

   石西礁湖並びに西表島、石垣島及び波照間島の周辺海域のうち海域公園地区と

連続する海域風景の保全を図るべき沖合２kmの海域を普通地域とする。また、特

別地域と連続する自然風景・伝統的な街並みを呈する集落地域及びその隣接地域
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等の陸域についても風景の保全を図るため、普通地域とする。 

 

（２）施設計画 

ア 利用施設計画 

（ア） 単独施設 

陸域の利用実態を考慮し、公園利用に必要な施設や既に公園利用に用いられ

ている施設について、事業実施の可能性や整備による風致景観への支障のない

ことを確認の上、園地や野営場等の各施設を計画する。 

 海域においては、ダイビングやスノーケリングなどのレジャー利用がなされ、

船のアンカリングによるサンゴの破損などが各海域公園地区で生じるおそれが

あるため係留施設を計画する。さらにオニヒトデによる食害や白化等によりサンゴ

礁の衰退が懸念される海域又は既に衰退している海域は、サンゴ礁の自然再生施設

を計画として位置づける。 

 

（イ） 道路（車道及び歩道） 

 西表島の白浜と南風見を結ぶ県道及び石垣島の名蔵アンパルの干潟と海岸線

を探勝する県道並びに平久保半島の牧野景観と海上景観を探勝する市道を車道

計画に位置づける。また、西表島のユツンの滝に至る歩道やナーラの滝までの

歩道、サンガラの滝に至る歩道及び石垣島の野底岳や於茂登岳に登る登山道に

ついても歩道計画に位置づける。 

 

（ウ）運輸施設 

西表島の浦内川や仲間川を自然探勝するための遊覧船並びに石西礁湖、石垣

島及び西表島の地先海面及びその周辺のサンゴ礁景観を保全するための係留施

設を運輸施設として計画する。 
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２ 規制計画 

（１）保護規制計画 

（ア）特別保護地区 

   特別地域のうち、次の区域を特別保護地区とする。 

 

（表３：特別保護地区内訳表） 

名 称 地区の概要 面 積(ha) 

於
お

茂
も

登
と

岳 県下最高峰の於茂登岳（526m）の東側及び北東側に位置し、

スダジイ、イスノキが優占する亜熱帯地域の極相林が発達し

ているほか、山地上部には風衝地に成立するリュウキュウチ

ク林が見られ、一帯は、特定植物群落「於茂登岳・桴海於茂

登岳一帯の植生」に指定されている。 

 また、八重山諸島固有種のアサヒナキマダラセセリ、イシ

ガキニイニイやヤエヤマヤシ群落など、学術的にも貴重な動

植物の生息・生育地となっており、当公園の核心部として、

厳正に保護を図るべき場所である。 

    

 

 

 557 

西表島中央

部 

当該地は浦内川源流域及び仲間川源流部並びに西表島最

高峰の古見岳（469m）及び御座岳を中心とする一帯である。 

わが国を代表する亜熱帯性常緑広葉樹林が原生的な状態

でまとまりをもって残存しており、当公園の代表的な景観と

なっている。森林帯の大部分はスダジイ林によって占めら

れ、低地谷筋にはオキナワウラジロガシ林が生育し、上流谷

筋にはアカメイヌビワ、ホソバタブ林が生育し、浦内川の源

流部は渓流帯に希少性のあるヒメホラシノブが特異に分布

している。 

また、西表島を含む八重山諸島の固有種（イリオモテヤマ

ネコ・アサヒナキマダラセセリ等）や北限種（カンムリワシ・

セマルハコガメ等）となっている野生動植物の生息、生育地

ともなっていることから、公園の核心部として、特に厳正な

保護を図る。 

 

 

 

 

 

4,624 

合 計  5,181 
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（イ）第１種特別地域 

   次の区域を第１種特別地域とする。 

 

（表５：第１種特別地域内訳表） 

名 称 地区の概要 面 積(ha) 

大地離
だいちぱなり

 平久保崎の北、約 400mに位置する無人島である。周囲

は断崖に囲まれ、ベニアジサシ、エリグロアジサシ等海

鳥の繁殖地となっている。本地区は平久保崎から展望す

る場合の眺望対象として重要であることから、優れた風

致の保護を図るべき場所である。 

 

 

3 

嘉
か

良川
ら が わ

 平久保半島北部に位置する嘉良川一帯であり、河口部に

はマングローブ林が発達している。その下・中流部には

他に類を見ない規模のサガリバナの大群落が形成されて

おり、そこに生息する多様な底生生物と相俟った特徴的

な風致を形成していることから、特別保護地区に準ずる

優れた風致を厳正に保護するとともに適正な利用を図る

ため、第１種特別地域とする。 

 

 

 

16 

吹通
ふきどう

川
がわ

一帯 亜熱帯地域特有の植生であるマングローブ林の島内に

おける代表的な分布域であり、特定植物群落「吹通川の

マングローブ林」に選定されている。また、流域には環

境省レッドデータブック（2006）において準絶滅危惧種

に選定されているミナミオニヌマエビ、コツノヌマエビ、

ヤエヤマヤマガニが生息している。 

本地区は石垣島を代表するマングローブ林景観を有

し、野生動植物の生息・生育地として重要であることか

ら、優れた風致の保護を図るべき場所である。 

 

 

 

40 

川平
か び ら

小島
く し ま

 川平湾の湾口に位置し、小島をはじめ、真謝離、サイ

離などサンゴ礁の岩島から構成される地区である。 

本地区は潮汐や気象条件により刻々と色彩が変化する

内湾水面と相俟って、当該地区の眺望対象として景観上

高い価値を有していることから、優れた風致の保護を図

るべき場所である。 

 

 

36 
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名 称 地区の概要 面 積(ha) 

於茂登岳 於茂登岳から北西方向に連なる山系の北側斜面及び桴

海於茂登岳の南側からなる地区で、特別保護地区に隣接

する地区である。一帯はスダジイ、イスノキ林が優占す

る亜熱帯地域の極相林が発達し、山地上部には風衝地に

成立するリュウキュウチク林が見られる。また、荒川の

上流部には、県内唯一のカンヒザクラ自生地（国指定天

然記念物）が存在し、一帯は名勝に指定されており、優

れた風致の保護を図るべき場所である。 

 

 

 

 

521 

名蔵
な ぐ ら

アンパル 石垣島西海岸の名蔵湾に面した名蔵川河口に位置し、

特定植物群落「名蔵川河口域のマングローブ林」に選定

されている。また、マングローブ林、干潟、海浜、海岸

林からなる多様な自然環境が渡り鳥の中継地、森林性鳥

類の生息地として国際的にも重要であることから、平成

17年 11月にラムサール条約登録湿地となっている。本地

区は我が国を代表する優れたマングローブ林景観を有

し、野生動植物の生息・生息地として重要であることか

ら、優れた風致の保護を図るべき場所である。 

 

 

 

128   

浦
うら

内川
うちがわ

河口 浦内川河口のマングローブ林の後背地で、リュウキュ

ウマツが優占しており、世界でも３地域にしか存在しな

いヤエヤマヤシ群落の一つである干立御嶽のヤエヤマヤ

シ自生地や、絶滅危惧種であるミミモチシダの群落があ

り、良好な風致を呈している。以上のことから、特別保

護地区に準ずる優れた風致を厳正に保護するとともに適

正な利用を図るため、第１種特別地域とする。 

 

 

 

172   

高那
た か な

古見
こ み

 西表島最高峰の古見岳を中心とする山塊の南麓から東

側、北西方向に連なる山系までを区域とする。山間部に

はヤブツバキクラスの照葉樹林帯が良好な状態で残存

し、イリオモテヤマネコやカンムリワシを含む多くの希

少種の生息環境として利用されている。 

また、大見謝川、ユツン川、相良川、後良川や前良川

といった主要な河川をはじめとする大小の河川には、ツ

バサハゼやキバラヨシノボリ、ヒゲソリオコゼなどの希

少な魚類が多数生息している。 

さらに各河川の河口部にはヤエヤマヒルギを中心とし

た大規模なマングローブ林が形成されており、とくに相

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-61

平成29年2月提出版



名 称 地区の概要 面 積(ha) 

良川、後良川及び前良川の河口部には、西表島の東部地

域でのみ見られるハマザクロも生育している。 

以上のことから、特別保護地区に準ずる優れた風致を

厳正に保護するため、第１種特別地域とする。 

 

 

 

 

 

3,506 

船
ふな

浦
うら

 ニッパヤシ群落は国内では西表島の船浦と内離島のみ

にみられ、特に船浦のニッパヤシ群落は自生地の北限と

して植物地理学上極めて重要で、貴重であることから特

定植物群落、国指定天然記念物、植物群落保護林に指定

されている。また、環境省レッドリストでは、野生での

絶滅の危険性が極めて高いとして絶滅危惧Ⅱ類から絶滅

危惧ⅠA類に見直されており、ニッパヤシ群落の衰退が危

惧される状況である。このため、ニッパヤシ群落を主と

する優れた風致を厳正に保護するため、第１種特別地域

とする。 

 

 

 

4 

西表島中央部 西表島最高峰の古見岳に次ぐ高さであるテドウ山とそ

の流域を含む区域であり、山間部には照葉樹林帯が良好

な状態で残存しており、山地上部には風衝地に成立する

リュウキュウチク林が見られる。当該区域においてイリ

オモテヤマネコやカンムリワシなど希少野生生物の生息

情報が多数得られており、これらの種の重要な生息地と

なっている。以上のことから、特別保護地区に準ずる優

れた風致を厳正に保護するため、第１種特別地域とする。 
 

1,311 

波
は

照間
て る ま

森
もり

 波照間森を中心とする仲良川上流部の稜線とクイラ川

上流部の稜線を含む区域である。植生は、原生的な亜熱

帯照葉樹林とリュウキュウマツの混在する二次林から構

成されている。また、仲良川上流部にはキバラヨシノボ

リや西表島固有種のワタナベオジロサナエなど希少な野

生動植物が生息・生育している。これらのことから、固

有で希少な野生生物の生息環境にもなっている優れた風

致を厳正に保護するとともに適正な利用を図るため、第

１種特別地域とする。 

 

 

 

 

 

2,672 
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名 称 地区の概要 面 積(ha) 

仲
なか

良川
ら が わ

河口 当該区域は島で３番目に長い河川であり本公園を代表

する景勝地の一つである仲良川の河口であり、ヤエヤマ

ヒルギやメヒルギ、オヒルギなどのマングローブ林が形

成されている。当該区域においてイリオモテヤマネコや

カンムリワシなど希少野生生物の生息情報が多数得られ

ており、これらの種の重要な生息地となっている。以上

のことから、特別保護地区に準ずる優れた風致を厳正に

保護するため、第１種特別地域とする。 

 

 

32 

崎山
さきやま

半島
はんとう

 当該区域ではイリオモテヤマネコ及びカンムリワシの

生息情報が多数得られており、これらの希少野生生物の

重要な生息地であることが近年の調査結果から明らかに

なっている。 

フクギの巨木等が数多く見られることが当該区域の特

徴的な風致を形成している。さらに、大小ある河川沿い

には源流域の亜熱帯照葉樹林から河口のマングローブ

林・干潟に至るまで連続性を有する生態系が良好に維持

されており、人為活動をほとんど受けていない自然風景

が残存している。一方で近年利用拠点として注目を集め

つつある箇所もある。以上のことから、特別保護地区に

準ずる優れた風致を厳正に保護するとともに適正な利用

を図るため、第１種特別地域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,959 

クイラ川 クイラ川上流から河口のマングローブ林・干潟まで連

続性を有する生態系が維持されており、人工物のない自

然の地形が良好に残存している。また、ピーミチ川河口

は水落滝となっており船で滝まで直接アプローチできる

ため、かつては石炭運搬船や軍艦の真水採取場所として

使われていた形跡が残る歴史的価値のある場所である。

さらに本区域ではイリオモテヤマネコやカンムリワシ、

キシノウエトカゲなどの希少野生生物の生息情報が多数

あり、これらの種にとって重要な生息地となっている。 

また、ウブ浜・サザレ浜はアオウミガメの産卵場所に

なっており、200mを超える稜線から海まで一気に下って

いく急崖地景観が東西に広がっており、他にはない海岸

景観を作り出しており、近年ではカヤックツアーやダイ

ビングの折の休憩スポットとしての利用も盛んである。
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名 称 地区の概要 面 積(ha) 

以上のことから、特別保護地区に準ずる優れた風致を厳

正に保護するとともに適正な利用を図るため、第１種特

別地域とする。 

 

 

 

1,171 

仲間
な か ま

川
がわ

 仲間川は西表島で２番目に長い河川であり、ヤエヤマ

ヒルギ、メヒルギ、オヒルギ等からなる日本最大規模の

マングローブ林が広がっており、流域一帯のマングロー

ブ林は「仲間川天然保護区域」として国の天然記念物に

指定されている。島内屈指の観光スポットであり、動力

船やカヤックによる利用の多い場所となっている。 

また、当該地はイリオモテヤマネコやカンムリワシ、

ヤエヤマセマルハコガメに加えて、渡り鳥であるクロツ

ラヘラサギやセイタカシギ、サシバなど多くの希少野生

生物の生息情報が多数得られている区域である。特にイ

リオモテヤマネコについては、ここ 10年間における目撃

情報（痕跡情報を含む）が増加傾向にあり、その中には

親仔の目撃も含まれ、当該種にとって重要な生息地とな

っている。このことから特別保護地区に準ずる優れた風

致を厳正に保護するとともに適正な利用を図るため、第

１種特別地域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,821 

高那崎
たかなざき

 波照間島南東岸に位置し、琉球石灰岩が常に強い潮風

にあたって浸食されてできた海食崖が１km 程続いてい

る。岩礁に荒波が押し寄せ、波しぶきが舞い上がる雄大

で優れた海岸景観を形成していることから、優れた風致

の保護を図るべき場所であることから第１種特別地域と

する。 

 

 

18 

合 計 15,410 
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（ウ）第２種特別地域   

次の区域を第２種特別地域とする。 

 

（表６：第２種特別地域総括表） 

都道府県名 区    域 面 積（ha） 

沖縄県 石垣市 

字新川、字石垣、字伊原間、字大浜、字川平、字崎枝、

字白保、字桃里、字登野城、字名蔵、字野底、字平久

保、字桴海及び字宮良の各一部 

 

1,315 

八重山郡竹富町内 

国有林沖縄森林管理署 101林班、104林班、107林班、

135林班及び仲御神島の全部並びに102林班、103林班、

105林班、106林班、108林班、109林班、128林班か

ら 134林班まで、136林班、137林班、142林班、143

林班、145林班から 147林班まで、150林班から 155

林班まで、161林班、172林班、173林班、184林班か

ら 188林班まで、193林班、202林班及び 204林班から

209林班までの各一部 

 

八重山郡竹富町 

 字西表、字上原、字黒島、字小浜、字古見、字崎山、

字高那、字竹富、字南風見、字波照間及び字鳩間の各

一部 

 

 

5,046 

合           計  6,361 
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 （エ）第３種特別地域 

   次の区域を第３種特別地域とする。 

 

 （表８：第３種特別地域総括表） 

都道府県名 区   域 面 積（ha） 

沖縄県 石垣市 

 字伊原間、字大浜、字川平、字崎枝、字白

保、字桃里、字登野城、字名蔵、字野底、字

平得、字平久保、字桴海、字真栄里及び字宮

良の各一部 4,385 

八重山郡竹富町内 

国有林沖縄森林管理署 139林班及び140林

班の全部並びに 102 林班、103 林班、132 林

班から 134林班まで、136林班から 138林班

まで、141林班、142林班、188林班、197林

班、198 林班、208 林班及び 209 林班の各一

部 

 

八重山郡竹富町 

字西表、字上原、字古見及び字高那の各一

部 

 

 

 

2,658 

合    計 7,043 
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イ 海域公園地区 

  海域公園地区を次のとおりとする。 

 

（表 10：海域公園地区表） 

番号 名 称 区    域 面 積(ha) 

１ 竹富島タキドゥングチ・

石西礁湖
せきせいしょうこ

北礁・ヨナラ水

道 

沖縄県八重山郡竹富町 

 字小浜及び字竹富地先並びに字古見

地先海面の一部 3,281.9 

２ 竹富島シモビシ 沖縄県八重山郡竹富町 

 字竹富地先 221.0 

３ 黒島ウラビシ・キャング

チ・仲本
なかもと

海岸 

沖縄県八重山郡竹富町 

 字黒島地先 2403.2 

４ 新城島
あらぐすくじま

マイビシ 沖縄県八重山郡竹富町 

 字新城地先 179.7 

５ 平久保 沖縄県石垣市 

 字平久保地先 176.9 

６ 川平
か び ら

石崎
いしざき

 沖縄県石垣市 

 字川平地先 274.8 

７ 米原
よねはら

 沖縄県石垣市 

 字川平及び字桴海の各地先 129.7 

８ 白保 沖縄県石垣市 

 字白保地先 311.6 

９ 平野 沖縄県石垣市 

 字平久保地先 938.0 

１０ 明石
あかいし

 沖縄県石垣市 

 字伊原間地先 861.6 

１１ 玉
たま

取崎
とりざき

 沖縄県石垣市 

 字伊原間地先 903.0 

１２ 米原
よねはら

プカピー 沖縄県石垣市 

 字川平及び字桴海の各地先 147.4 

１３ 御神崎
うがんざき

 沖縄県石垣市 

 字崎枝地先 291.9 

１４ 鳩間島バラス・宇那
う な

利崎
り ざ き

 沖縄県八重山郡竹富町 

 字上原地先海面の一部 1,419.1 

１５ 西表島後良川河口 沖縄県八重山郡竹富町 

 字古見地先 369.0 
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番号 名 称 区    域 面 積(ha) 

１６ 竹富島南沖礁 沖縄県八重山郡竹富町 

 字竹富地先 424.2 

１７ 西表島鹿
かの

川
かわ

中瀬
なかのせ

 沖縄県八重山郡竹富町 

 字崎山地先 380.6 

１８ 西表島仲間崎  沖縄県八重山郡竹富町 

 字南風見仲地先 193.6 

１９ 波照間島ヌービ崎沖 

 

沖縄県八重山郡竹富町 

 字波照間地先 1,721.7 

２０ 波照間島浜崎沖 沖縄県八重山郡竹富町 

 字波照間地先 712.9 

２１ 西表島大見謝 沖縄県八重山郡竹富町 

字上原地先 103.0 

２２ 西表島ユツン 沖縄県八重山郡竹富町 

字上原及び字高那地先 87.2 

２３ 外離島 沖縄県八重山郡竹富町 

字西表地先 391.0 
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ウ 関連事項 

 （ア）採取等規制植物 

  採取又は損傷を規制する植物を次のとおりとする。 

 

（表 11：採取等規制植物表） 

科  名 種   名 

マツバラン マツバラン 

ヒカゲノカズラ ボウカズラ、ヒメヨウラクヒバ 

イワヒバ コケカタヒバ、イヌカタヒバ、イワヒバ 

ハナヤスリ コブラン 

カニクサ カンザシワラビ 

コケシノブ 

 

 

サキシマホラゴケ、ソテツホラゴケ、オオアオホラゴケ、マツバコケ

シダ、ヒメホラゴケモドキ、ヒメホラゴケ、ウチワゴケ、マメゴケシ

ダ、ゼニゴケシダ、オオカンシノブホラゴケ 

イノモトソウ 

 

 

ミミモチシダ（コガネシダ）、トラノオホングウシダ、ヤエヤマホン

グウシダ、ウスバオオイシカグマ、オオアマクサシダ、ヒメホラシノ

ブ 

キジノオシダ リュキュウキジノオ 

ヘゴ クサマルハチ、ヒカゲヘゴ（モリヘゴ）、オニヘゴ（クロヘゴ）、ヘゴ 

オシダ 

 

 

 

オオヘツカシダ、ナタギリシダ、コミダケシダ、キレバキノボリシダ、

オオコクモウクジャク、タイワンノコギリシダ（シマノコギリシダ、

オオミミガタシダ）、ヤエヤマトラノオ、タイワンハシゴシダ（タイ

ワンハリガネシダ） 

チョウセンシダ マキノシダ 

ウラボシ 

 

 

リュウキュウミツデウラボシ、ヒメウラボシ、コウラボシ、イワヤナ

ギシダ、ミツデヘラシダ、タイワンアオネカズラ、シマムカデシダ（カ

ナブスシダ） 

シシラン ヒメシシラン 

デンジソウ ナンゴクデンジソウ 

ヤブレガサウラ

ボシ 

ヤブレガサウラボシ 

 

イラクサ ランダイミズ 

ヤドリギ ニンドウバヤドリギ 

ツチトリモチ リュウキュウツチトリモチ、キイレツチトリモチ 

ウマノスズクサ 

 

エクボカンアオイ（エクボサイシン）、ヤエヤマカンアオイ、モノド

ラカンアオイ 
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科  名 種   名 

ヤッコソウ ヤッコソウ 

モウセンゴケ コモウセンゴケ 

ベンケイソウ ハママンネングサ 

ユキノシタ ヤエヤマヒメウツギ 

バラ テンノウメ（イソザンショウ） 

マメ ヒルギカズラ、モダマ、イソフジ 

スミレ ヤエヤマスミレ 

シュウカイドウ コウトウシュウカイドウ、マルヤマシュウカイドウ 

ミソハギ ミズガンピ 

ノボタン ヤエヤマノボタン 

イワウメ シマイワカガミ（シマイワウチワ） 

イチヤクソウ ギンリョウソウ 

ツツジ 

 

サキシマツツジ、セイシカ（アマミセイシカを含む。）、タイワンヤマ

ツツジ 

サクラソウ リュウキュウコザクラ、シマギンレイソウ 

イソマツ タイワンハマサジ（トウハマサジ）、イソマツ 

リンドウ シマセンブリ、ヒメシロアサザ、シマアケボノソウ 

キョウチクトウ ゴムカズラ 

アカネ イリオモテソウ、リュウキュウイナモリ 

ヒルガオ アサガオカラクサ 

ムラサキ モンパノキ 

クマツヅラ イリオモテムラサキ、オオニンジンボク、ヤエヤマハマゴウ 

シソ ヒメキランソラ 

キツネノマゴ セイタカスズムシソウ 

イワタバコ ヤエヤマイワタバコ、マツムラソウ 

タヌキモ ミミカキグサ、ミカワタヌキモ 

ハマジンチョウ ハマジンチョウ（モクベンケイ） 

キク テリハノギク、モクビャクコウ、コケタンポポ 

ユリ 

 

ナンゴククサスギカズラ、コショウジョウバカマ（ヒメショウジョウ

バカマ）、テッポウユリ、タイワンホトトギス 

ヒガンバナ キンバイザサ 

ヒナノシャクジ

ョウ 

シロシャクジョウ、ルリシャクジョウ 

 

イネ ヒナヨシ、イリオモテガヤ 
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科  名 種   名 

ショウガ イリオモテクマタケラン 

ラン キバナシュスラン、コウシュンシュスラン、タネガシマムヨウラン、

ナリヤラン、マメヅタラン（マメラン）、クスクスラン、シコウラン、

タマザキエビネ、レンギョウエビネ（スズフリエビネ）、ツルラン（カ

ラン）、オナガエビネ、トクサラン、バイケイラン、ナギラン、ヒメ

ヤツシロラン、ユウレイラン、ジョウロウラン、タシロラン、オオオ

サラン（ホザキオサラン）、リュウキュウセッコク、フシナシオサラ

ン、タカツルラン（ツルツチアケビ）、カシノキラン、ハルザキヤツ

シロラン、コンジキヤガラ、トサカメオトラン、ツユクサシュスラン、

カゴメラン、シマシュスラン、キンギンソウ、ナンバンキンギンソウ、

オキナワムヨウラン、サキシマスケロクラン、ユウコクラン、クロム

ヨウラン（ムラサキムヨウラン）、チケイラン、ヒメフタバラン、ナ

ンバンカモメラン、ムラサキチュウガエリ（イリオモテヒメラン）、

ホザキヒメラン、ニラバラン、ヨウラクラン、クスクスヨウラクラン、

オオギミラン、ヒメカクラン、カクラン（カクチョウラン）、クニガ

ミトンボソウ、タイトントンボソウ（イリオモテトンボソウ）、コウ

トウシラン、イリオモテラン（ニュウメンラン）、イリオモテムヨウ

ラン、ハガクレナガミラン、アコウネッタイラン、カゲロウラン、イ

シガキキヌラン、キヌラン（ホソバラン）、ヤンバルキヌラン 

 

 

 （イ）捕獲等規制動物 

  捕獲し若しくは殺傷又は当該動物の卵の採取若しくは損傷を規制する動物を次のとお

りとする。 

 

（表 12：捕獲等規制動物表） 

科  名 種   名 

ウミガメ アカウミガメ、アオウミガメ、タイマイ 
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（ウ）乗入れ規制区域 

   車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることを規制する区域を次の

とおりする。 

 

（表 13：乗入れ規制区域表） 

名  称 地種区分 区域の概要 面積（ha） 

浦内川流域 第１種特別

地域及び第

２種特別地

域 

当該河川は、西表島中央部に源を発し、同島北

西部に開口する河川であり、河口から延長 13,100

ｍが２級河川に指定されている。下流部から中流

部にかけての河岸にはオヒルギ、ヤエヤマヒル

ギ、メヒルギを主体とするマングローブ林が発達

し、上流部には亜熱帯性照葉樹林が河川を覆うよ

うに繁茂している。マングローブ植物の複雑な形

をした呼吸根は多くの魚類、甲殻類に生活空間を

提供しているほか、河川周辺樹林は、小動物やこ

れらを捕食するカンムリワシなどの鳥類、イリオ

モテヤマネコ、セマルハコガメなどの貴重な野生

動物の主要な生息地ともなっており、レジャー用

の動力船を規制し、良好な風致の維持を図る必要

性が高い地域である。 53 

仲間川流域 第１種特別

地域 

当該河川は、西表島中央に位置する御座岳に源

を発し、東流して同島南東部に開口する河川であ

り、本流についてのみ河口の仲間橋より上流

7,450ｍが２級河川に指定されている。河口部か

ら中流部にかけての河岸にはオヒルギ、ヤエヤマ

ヒルギを主体とする我が国最大規模のマングロ

ーブ林が発達し、上流部には亜熱帯性照葉樹林が

河川を覆うように繁茂している。マングローブ植

物の複雑な形をした呼吸根は多くの魚類、甲殻類

に生活空間を提供しているほか、河川周辺樹林

は、小動物やこれらを捕食するカンムリワシなど

の鳥類、イリオモテヤマネコ、セマルハコガメな

どの貴重な野生動物の主要な生息地ともなって

おり、レジャー用の動力船を規制し、良好な風致

の維持を図る必要性が高い地域である。 80 
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 （オ）普通地域 

 普通地域の区域は、次のとおりである。 

 

（表 15：普通地域表） 

都道府県名 区 域 面積(ha) 

沖縄県 石垣市  

 字伊原間、字大浜、字川平、字崎枝、

字真栄里、及び八島町二丁目の各一部 120 

八重山郡竹富町内 

国有林沖縄森林管理署 137 林班、138

林班、141林班、161林班、172林班、187

林班、193林班、197林班、198林班及び

208林班の各一部 

 

八重山郡竹富町 

 字新城の全部、並びに字西表、字上原、

字黒島、字小浜、字古見、字高那、字竹

富、字南風見、字南風見仲、字波照間及

び字鳩間の各一部 

 

 

 

 

 

6,538 

陸  域  合  計 6,658 

陸域公園区域の地先海面の一部 65,574 

合       計 72,232 
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エ 面積内訳 

 地域地区別土地所有別及び市町村別面積は次のとおりとなる。 

 

 （表 16：地域地区別土地所有別面積総括表）  

地域区分 特別地域 

地種区分 特別保護地区 第一種特別地域 

土地所有別 国 公 私 不 国 公 私 不 

 
 

沖
縄
県 

土地所有

別面積 

4,624 557 0 0 13,644 652 242 872 

地種区分

別面積 

（比率） 

 

15,410 

(37.9) 

地域地区

別面積 

（比率） 

 

5,181 

(12.7) 

 

 

地域別 

面積 

（比率） 

 

 

 

 

 

特別地域 

第二種特別地域 第三種特別地域 

国 公 私 不 国 公 私 不 

4,146 1,453 589 173 2,456 4,150 337 100 

 

6,361 

(15.6) 

 

7,043 

(17.3) 

 

 

 

28,814 

(70.9) 

 

 

 

33,995 

(83.6) 
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普通地域 

（陸域） 

合計 

（陸域） 

国 公 私 不 国 公 私 不 

513 

 

1,289 4,384 472 25,383 8,101 5,552 1,617 

6,658 

(16.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,653 

(100.0) 

 

   （単位：面積 ha、比率％） 

普通地域 

（海域） 

海域公園

地区 

合計 

（海域） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,574 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

23か所 

15,923  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,497  
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３ 事業計画 

（１）施設計画 

ア 保護施設計画 

 

（表 18:保護施設表） 

番号 種類 位置 整備方針 

１ 自然再生

施設 

沖縄県石垣市及び八

重山郡竹富町地先海

面並びにその周辺

（石西礁湖） 

石西礁湖において、サンゴ礁生態系を保全再生

するため、石西礁湖自然再生全体構想に基づき、

陸域対策と連携しつつ、サンゴ群集修復事業や必

要なモニタリング調査等の自然再生を行う。 

２ 自然再生

施設 

沖縄県石垣市地先海

面及びその周辺（石

垣島） 

 石垣島周辺海域において、サンゴ礁生態系を保

全再生するため、石西礁湖自然再生全体構想に基

づき、陸域対策と連携しつつ、サンゴ群集修復事

業や必要なモニタリング調査等の自然再生を行

う。 

３ 自然再生

施設 

沖縄県八重山郡竹富

町地先海面及びその

周辺（西表島） 

西表島周辺海域において、サンゴ礁生態系を保

全再生するため、石西礁湖自然再生全体構想に基

づき、陸域対策と連携しつつ、サンゴ群集修復事

業や必要なモニタリング調査等の自然再生を行

う。 

４ 動物繁殖

施設 

沖縄県八重山郡竹富

町（古見） 

博物展示施設として整備されている西表野生

生物保護センターを、イリオモテヤマネコやカン

ムリワシなど公園内に生息する希少野生生物の

野生復帰施設としても位置づけ、機能の強化を図

る。 
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イ 利用施設計画 

（ア）単独施設 

  単独施設を次のとおりとする。 

 

（表 19:単独施設表） 

番号 種類 位置 整備方針 

１ 博物展示

施設 

沖縄県八重山郡竹富

町（浦
うら

内川
うちがわ

入口） 

西表島西部の利用拠点として博物展示施設を整

備する。 

２ 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（ヒナイ滝） 

ヒナイ川周辺における快適かつ安全な利用を図

るため，必要な園地を整備する。 

３ 博物展示

施設 

沖縄県八重山郡竹富

町（古見
こ み

） 

現在整備されている西表野生生物保護センター

を西表島東部の博物展示施設として位置付ける。 

４ 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（西舟付
にしふなつき

） 

仲間川のマングローブ林探勝のための展望園地

として整備する。 

５ 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（大富
おおとみ

入口） 

亜熱帯林観察のための園地として整備する。 

６ 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（小浜島） 

小浜島での自然探勝のための園地として整備す

る。 

７ 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（竹富島） 

竹富島での自然探勝のための園地として整備す

る。 

８ 博物展示

施設 

沖縄県八重山郡竹富

町（竹富島） 

竹富島周辺の自然環境及び文化の紹介を主体と

したビジタ－センターを整備する。 

９ 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（黒島） 

仲本海岸等における黒島での自然探勝のための

園地として整備する。 

10 博物展示

施設 

沖縄県八重山郡竹富

町（黒島） 

黒島周辺の自然環境及び文化の紹介を主体とし

たビジタ－センターを整備する。 

11 博物展示

施設 

沖縄県石垣市（石垣

島） 

石西礁湖、西表島及び石垣島周辺のサンゴ礁につ

いての学習及び国立公園の総合案内のための博

物展示施設として整備する。 

12 園地 沖縄県石垣市（明石
あかいし

） 平久保半島東部からの展望園地として整備する。 

13 園地 沖縄県石垣市（玉
たま

取崎
とりざき

） 

平久保半島及び白保へ続く石垣島東側海岸を望

む展望園地として整備する。 

14 園地 沖縄県石垣市（底地
す く じ

） 底地浜での自然探勝のための園地として整備す

る。 

15 園地 沖縄県石垣市（川平
か び ら

） 川平湾の展望利用及び周辺の自然探勝のための

園地として整備する。 
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番号 種類 位置 整備方針 

16 野営場 沖縄県石垣市（米原
よねはら

） 米原海岸の自然環境を活かした探勝利用等のた

めの野営場として整備する。 

17 園地 沖縄県石垣市（米原） 米原海岸及びヤエヤマヤシ群落周辺の自然探勝

のための園地として整備する。 

18 園地 沖 縄 県 石 垣 市

（御神崎
うがんざき

） 

御神崎からの展望園地として整備する。 

19 園地 沖縄県石垣市（名蔵
な ぐ ら

アンパル） 

名蔵アンパルの干潟、マングローブ林等の自然探

勝のための園地として整備する。 

20 園地 沖縄県石垣市（白保） 白保海岸での自然探勝のための園地として整備

する。 

21 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（鳩間） 

鳩間バラス周辺の自然探勝のための園地として

整備する。 

22 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（ニシ浜） 

ニシ浜からペー浜にかけた自然海岸周辺の自然

探勝のための園地として整備する。 

23 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（高那崎
たかなざき

） 

高那崎周辺の自然探勝のための園地として整備

する。 

24 園地 沖 縄 県 石 垣 市

（平久保
ひ ら く ぼ

） 

平久保川のサガリバナ群落周辺の自然探勝のた

めの園地として整備する。 

25 園地 沖縄県石垣市（久宇
く う

良
ら

） 

嘉良川のサガリバナ群落周辺の自然探勝のため

の園地として整備する。 

26 園地 沖縄県石垣市（吹通
ふきどう

川
がわ

） 

吹通川のマングローブ林周辺の自然探勝のため

の園地として整備する。 

27 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（住吉
すみよし

） 

宇那利崎からの海域景観の展望園地として整備

する。 

28 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（宇多
う た

良
ら

） 

ウタラ炭鉱跡周辺の自然探勝のための園地とし

て整備する。 

29 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（浦内） 

浦内川周辺の自然探勝のための園地として整備

する。 

30 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（大見謝
おおみじゃ

） 

大見謝川河口域周辺の自然探勝のための園地と

して整備する。 

31 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（ユツン） 

ユツン川河口域周辺の自然探勝のための園地と

して整備する。 

32 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（内離島
うちぱなりじま

） 

内離島炭鉱跡周辺の自然探勝のための園地とし

て整備する。 

4-78

平成29年2月提出版



番号 種類 位置 整備方針 

33 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（船
ふな

浮
うき

） 

イダの浜周辺の自然探勝のための園地として整

備する。 

34 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（古見
こ み

） 

前良川河口のサキシマスオウノキ群落周辺の自

然探勝のための園地として整備する。 

35 野営場 沖縄県八重山郡竹富

町（鹿
かの

川
かわ

） 

鹿川の自然環境を活かした探勝利用等のための

野営場として整備する。 

36 野営場 沖縄県八重山郡竹富

町（南風
は え

見田
み だ

） 

南風見田の自然環境を活かした探勝利用等のた

めの野営場として整備する。 

37 園地 沖縄県八重山郡竹富

町（南風見田） 

南風見田の浜周辺の自然探勝のための園地とし

て整備する。 
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 （イ）道路 

  a 車道 

    車道を次のとおりとする。 

 

 （表 20：道路（車道）表） 

番号 路線名 区     間 主要経過地 整備方針 

1 野底
の そ こ

岳
だけ

線 起点－沖縄県石垣市（野

底・国立公園境界） 

終点－沖縄県石垣市（伊野

田・国立公園境界） 

野底岳 野底より野底岳山麓を経て

伊野田へと至る車道として

整備する 

2 屋
や

良部
ら ぶ

半島

線 

起点－沖縄県石垣市（崎

枝・国立公園境界） 

終点－沖縄県石垣市（崎

枝・国立公園境界） 

御神崎 屋良部半島周辺の海岸を探

勝する車道として整備す

る。 

3 平久保
ひ ら く ぼ

伊原間
い ば る ま

線 

起点－沖縄県石垣市（平久

保・国立公園境界） 

終点－沖縄県石垣市（明

石・国立公園境界） 

起点－沖縄県石垣市（明

石・国立公園境界） 

終点－沖縄県石垣市（伊原

間・国立公園境界） 

平久保半島 平久保半島の牧野景観と海

上景観を探勝する車道とし

て整備する。 

4 名蔵アンパ

ル線 

起点－沖縄県石垣市（名

蔵・国立公園境界） 

終点－沖縄県石垣市（名

蔵・国立公園境界） 

名蔵アンパ

ル 

名蔵アンパルの干潟と海岸

線を探勝する車道として整

備する。 

5 白浜
しらはま

南風
は え

見
み

線 

起点－沖縄県八重山郡竹

富町（白浜） 

終点－沖縄県八重山郡竹

富町（南風見） 

上原 西表島西部の白浜と西表島

東部の南風見を結ぶ幹線道

路であり、西表島を周遊す

る車道として野生動物の交

通事故対策を盛り込んだ整

備とする。 

6 浦内
うらうち

稲葉
い な ば

線 起点－沖縄県八重山郡竹

富町（浦内川河口） 

終点－沖縄県八重山郡竹

富町（浦内川中流） 

浦内 浦内川河口から稲葉集落跡

までを探勝する車道として

整備する。 
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ｂ 歩道 

    歩道を次のとおりとする。 

 

 （表 21：道路（歩道）表） 

番号 線 路 名 区     間 主要経過地 整  備  方  針 

1 浦
うら

内川
うちがわ

船
ふな

浦
うら

線 

起点－沖縄県八重山郡竹富

町（西表島浦内川カンピラ

滝・歩道分岐点） 

終点－沖縄県八重山郡竹富

町（西表島船浦） 

テドウ山 

ヒナイ滝 

カンピラ滝からテドウ山，

ヒナイ滝，船浦湾へと至る

自然探勝歩道として整備

する。 

2 西表島横断

線 

起点－沖縄県八重山郡竹富

町（西表島浦内川中流） 

終点－沖縄県八重山郡竹富

町（西表島大富・車道合流

点） 

カンピレー

滝 

カンピレー滝までの自然

探勝路と西表島横断のた

めの登山道として整備す

る 

3 野底
の そ こ

岳
だけ

線 起点－沖縄県石垣市（野

底・国立公園境界） 

終点－沖縄県石垣市（野底

岳） 

 野底岳に至る登山道とし

て整備する。 

4 於
お

茂
も

登
と

岳線 起点－沖縄県石垣市（平

得・国立公園境界） 

終点－沖縄県石垣市（於茂

登岳） 

 於茂登岳に至る登山道と

して整備する。 

5 西田川
にしだがわ

線 起点－沖縄県八重山郡竹富

町（西田川下流） 

終点－沖縄県八重山郡竹富

町（西田川上流） 

サンガラの

滝 

サンガラの滝までの登山

道として整備する。 

6 ユツン滝線 起点－沖縄県八重山郡竹富

町（ユツン橋） 

終点－沖縄県八重山郡竹富

町（ユツンの三段滝） 

ユツンの三

段滝 

ユツンの三段滝のための

登山道として整備する。 

7 仲
なか

良川
ら が わ

線 起点－沖縄県八重山郡竹富

町（仲良川中流） 

終点－沖縄県八重山郡竹富

町（仲良川上流） 

ナーラの滝 ナーラの滝までの登山道

として整備する。 
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 ウ 運輸施設 

   運輸施設を次のとおりとする。 

 

（表 22：運輸施設表） 

番号 路線名 種 類 区間 整 備 方 針 

1 浦
うら

内川
うちがわ

線 船舶運送

施設 

起点－沖縄県八重山郡竹富町

（浦内川） 

終点－沖縄県八重山郡竹富町

（浦内川） 

浦内川での自然探勝のた

めの船舶運送施設として

整備する。 

2 浦内川河口 係留施設 沖縄県八重山郡竹富町(浦内

川河口) 

浦内川河口での係留施設

として整備する。 

3 軍艦岩
ぐんかんいわ

 係留施設 沖縄県八重山郡竹富町(軍艦

岩) 

浦内川軍艦岩での係留施

設として整備する。 

4 仲間
な か ま

川
がわ

線 船舶運送

施設 

起点－沖縄県八重山郡竹富町

(仲間川) 

終点－沖縄県八重山郡竹富町

(仲間川) 

仲間川での自然探勝のた

めの船舶運送施設として

整備する。 

5 仲間川中流 係留施設 沖縄県八重山郡竹富町(仲間

川中流) 

西舟付園地(展望施設)を

仲間川から利用するため

の係留施設として整備す

る。 

6 大富
おおとみ

 係留施設 沖縄県八重山郡竹富町(大富) 仲間川河口での係留施設

として整備する。 

7 川平
か び ら

石崎
いしざき

 

 

係留施設 

 

沖縄県石垣市地先海面（川平

石崎） 

 

川平石崎周辺での海域景

観の自然探勝のため船舶

の係留施設として整備す

る。 

8 米原
よねはら

プカピ

ー 

係留施設 沖縄県石垣市地先海面（米原

プカピー） 

米原プカピーでの海域景

観の自然探勝のため船舶

の係留施設として整備す

る。 

9 御神崎
うがんざき

 係留施設 沖縄県石垣市地先海面（御神

崎） 

御神崎での海域景観の自

然探勝のため船舶の係留

施設として整備する。 

10 白
しら

保
ほ

 係留施設 沖縄県石垣市地先海面（白保） 白保での海域景観の自然

探勝のための船舶の係留
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番号 路線名 種 類 区間 整 備 方 針 

施設として整備する。 

11 鳩間島バラ

ス 

係留施設 沖縄県八重山郡竹富町地先海

面（鳩間島バラス） 

鳩間島バラス周辺から宇

那利崎にかけてのサンゴ

礁等の海域景観の自然探

勝のための船舶の係留施

設として整備する。 

12 外
そと

離島
ぱなりじま

 係留施設 沖縄県八重山郡竹富町地先海

面（外離島） 

外離島での海域景観の自

然探勝のための船舶の係

留施設として整備する。 

13 仲
なか

良川
ら が わ

中流 係留施設 沖縄県八重山郡竹富町（仲良

川中流） 

 

仲良川周辺の自然探勝の

ための船舶の係留施設と

して整備する。 

14 西表島鹿
かの

川
かわ

中瀬
なかのせ

 

係留施設 沖縄県八重山郡竹富町地先海

面（西表島鹿川中瀬） 

 

鹿川湾周辺の自然探勝の

ための船舶の係留施設と

して整備する。 

15 石西礁湖
せきせいしょうこ

北礁
ほくしょう

 

係留施設 沖縄県八重山郡竹富町地先海

面（石西礁湖北礁） 

竹富島北側から小浜島ま

で続くリーフ一体の海域

景観の自然探勝のための

船舶の係留施設として整

備する。 

16 竹富島シモ

ビシ 

係留施設 沖縄県八重山郡竹富町字竹富

地先海面（竹富島シモビシ） 

竹富島シモビシでの海域

景観の自然探勝のための

船舶の係留施設として整

備する。 

17 竹富島南沖

礁 

係留施設 沖縄県八重山郡竹富町地先海

面（竹富島南沖礁） 

 

竹富島南沖礁での海域景

観の自然探勝のための船

舶の係留施設として整備

する。 

18 新城島
あらぐすくじま

マ

イビシ 

係留施設 沖縄県八重山郡竹富町地先海

面（新城島マイビシ） 

新城島マイビシでの海域

景観の自然探勝のための

船舶の係留施設として整

備する。 

19 黒島
くろしま

仲本
なかもと

海岸
かいがん

 

係留施設 沖縄県八重山郡竹富町（黒島

仲本海岸） 

黒島での海域景観の自然

探勝のための係留施設と

して整備する。 
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4-4 地域管理経営計画（奄美大島森林計画区）抜粋 

 

 

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

 

（１）国有林野の管理経営の基本方針 

       本計画の対象は、奄美大島森林計画区を管轄区域とする国有林野 8,130ha(不要

存置林野 209ha を含む。）であり、奄美群島（奄美大島、喜界島、加計呂麻島、請

島、与呂島、徳之島、沖永良部島、与論島）で構成する離島地域であるが、奄美大

島、徳之島以外の島には、国有林は存在しない。 

（中略） 

 

    ア  奄美大島地区（２０１～２３０林班） 

標高 0～700ｍで本島の中央から南部に位置し、一年を通して温暖多雨な亜熱帯

海洋性気候であるため、土壌は腐植に乏しい赤黄色土である。表土が浅く台風が

多いことなどから、スギ、ヒノキの生育に適さず人工林率は 20％と低位である。

林相はスダジイ、イスノキ、イジュ等の天然広葉樹が主体であり、一部ではリュ

ウキュウマツを主体とする混交林で構成されている。大部分が下流域住民の水源

林として水源かん養機能の発揮が期待されていることから「水土保全林」に区分

して管理経営を行うこととする。 

また、神屋国有林の一部及び湯湾岳頂上付近の上大久保国有林の大部分は天然

記念物に指定されており、更に、金作原国有林の一部は保健保安林に指定されて

いる。 

このため、これらの地区は、自然環境の保全に係る機能及び保健文化機能の発

揮が期待されることから「森林と人との共生林」に区分して管理経営を行うこと

とする。 

 

   イ 徳之島地区（２３１～２６１林班） 

標高 100～650ｍで徳之島町、天城町、伊仙町にまたがって位置し、全般的に褶

曲の多い地域であり、表土が浅く腐植に乏しい。林相はリュウキュウマツ、オキ

ナワウラジロガシ、スダジイを主体とする天然林である。 

剥岳から井之川岳周辺は奄美群島国定公園特別保護地区に指定されており、自

然環境の保全に係る機能及び保健文化機能の発揮が期待されることから「森林と

人との共生林」に区分して管理経営を行うこととする。 

また、赤畑、伊仙、検福国有林は地元集落の水源地となっており、水源かん養

機能の発揮が期待されていることから「水土保全林」に区分して管理経営を行う

こととする。 

   

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項 

機能類型に応じた管理経営については、「管理経営の指針」（別冊）によるほか、

次の点に留意して、個々の林分の地況、林況等の立地条件に応じて適切に行うこと

とする。 
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     なお、各機能の発揮を図るために導入する林相の維持・改良等に必要な施業によ

り生じる木材については、有効利用を図る。また、齢級構成の平準化・バイオマス

利用等の地域ニーズに応じた主伐を計画的に行うことにより木材の供給を図る。 

 

水土保全林に関する事項  

      水土保全林については、国土保全タイプと水源かん養タイプの 2 つに区分して取

り扱うこととする。 

 

   ア 国土保全タイプ 

国土保全タイプは、土砂の流出・崩壊、落石等の山地災害による人命・施設

の被害の防備その他の安全で快適な生活環境等の保全・形成に資する機能を重

点的に発揮すべき森林であり、次の事項に留意して、保全対象と当該森林の位

置的関係、地質や地形等の地況、森林現況等を踏まえた適切な管理経営を行う

こととする。 

(ｱ)  土砂の流出・崩壊、落石等山地災害による人命・施設の被害の防備を目

的とする林分については、根系が深くかつ広く発達し、常に落葉層を保持

し、適度の陽光が入ることによって下層植生の発達が良好な森林であって、

必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止する治山施設等が整備されている森

林を整備の目標とする。 

(ｲ)  風害、飛砂等の気象害による環境の悪化の防備を目的とする林分につい

ては、樹高が高く下枝が密に着生しているなど遮蔽能力が高く、諸被害に

対する抵抗性の高い樹種によって構成される森林を目標とする。 

 

      イ 水源かん養タイプ 

水源かん養タイプは、国民生活に欠かせない良質で豊かな水の供給に係る機

能を重点的に発揮すべき森林であり、渇水緩和や水質保全等の水源かん養機能

を高めるため、浸透・保水能力の高い森林土壌の維持及び根系や下層植生の発

達が良好で諸被害に強い森林を整備の目標として管理経営を行うこととする。 

 

    水土保全林の面積                                           （単位：ha） 

   ② 森林と人との共生林に関する事項   

森林と人との共生林は、自然維持タイプと森林空間利用タイプの 2 つに区分し

て取り扱うこととする。 

 

    ア 自然維持タイプ 

自然維持タイプは、原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の

区 分 国土保全タイプ 水源かん養タイプ 計

本　計　画 2,962 3,925 6,887

前　計　画 2,963 3,927 6,890
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保護、遺伝資源の保存等自然環境の保全に係る機能を重点的に発揮させるべき

森林であり、原則として自然の推移に委ねるとともに、生物多様性の保全等に

配慮した管理経営を行うこととする。 

なお、自然維持タイプの森林のうち、原生的な森林生態系からなる森林や貴

重な野生動植物の生息・生育に資するために必要な森林、遺伝資源の保存に必

要な森林等を保護林として選定することとする。 

 

   イ 森林空間利用タイプ 

森林空間利用タイプは、スポーツ又はレクリエーション、教育文化、休養等

の活動の場や優れた景観の提供及び都市又はその周辺の風致の維持に係る機能

を重点的に発揮させるべき森林であり、それぞれの保健・文化的利用の形態に

応じた管理経営を行うこととする。 

 

       森林と人との共生林の面積 

（中略） 

 

 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

 

（１）巡視に関する事項 

  ① 山火事防止等の森林保全巡視 

         山火事防止の宣伝、啓発活動を行うとともに、森林保全巡視を強化し、山火

事の未然防止に万全を期することとする。 

また、廃棄物の不法投棄については、地元市町村等関係機関、森林保全巡視

員及びボランティア団体との連携の強化を図り防止に努めることとする。 

    （中略） 

 

③  希少野生動植物種保護管理 

本島地区には、国内希少野生動植物種のオーストンオオアカゲラ、オオトラ

ツグミ、アマミヤマシギ、アマミノクロウサギなどが生息していることから、

生息環境の維持・保全を図るための巡視を行うこととする。 

（中略） 

 

（３）特に保護を図るべき森林に関する事項 

   貴重な自然環境を有する天然林等が多数存在しており、これらの森林については、

生物多様性の保全を図る上で重要であり、保護林として設定し適切に保護・保全を

うち、保護林 うち、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの森

本計画 951 265 － － 951

前計画 951 265 － － 951

（単位：ha）

自然維持タイプ 森林空間利用タイプ
計区 分
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図っていくとともに、巡視活動やモニタリング調査を通じた適切な保全・管理を推

進することとする。 

 

①  保護林 

種       類 箇 所 数 面 積(ha) 

林 木 遺 伝 資 源 保 存 林 3 265 

総              数 3 265 

 

（中略） 

 

（４）その他必要な事項 

   本計画区の国有林野の大半が水源かん養保安林に指定されているなど、水源かん

養の上で重要な森林が多く存在することから、保安林等の適切な管理に努めること

とする。 

   また、自然災害等により劣化した森林の再生・復元に努めるとともに、野生鳥獣

との共存に向けた森林の整備や、ボランティア団体等と協働・連携し、荒廃した植

生の回復措置を行うなど、森林生態系の保全等のための取組を推進することとする。 

      さらに、台風など自然の脅威にさらされている地域であることから、事業実行に

当たっては水源のかん養、山地災害の防止、景観の保持等に十分に配慮することと

する。 

 

 

３ 林産物の供給に関する事項 

 

（中略） 

 

（２）その他必要な事項 

   林産物の供給に当たっては、効果的かつ効率的な取組を推進することとし、立木

販売により間伐材の利用促進に努めることとする。 

 また、木造の庁舎等の整備、森林土木工事等の公共工事において間伐材等を積極

的に利用する等の木材の利用促進の取組を推進することとする。 

 

 

４ 国有林野の活用に関する事項 

（１）国有林野の活用の推進方針 

国有林野の活用に当たっては、地域の社会的・経済的状況、住民の意向等を考慮

して、また、地域における産業の振興、住民の福祉の向上等に資するよう、国有林

野の管理経営との調整を図りつつ、積極的に推進することとする。 

      本計画区内の国有林に隣接して、農用地の開発とそれに伴う農道の開設等が進め

られており、こうした地域の振興に資するための国有林の活用には、自然環境の保

護や自然景観の維持に配慮しつつ、積極的に対応していくこととする。 

（中略） 
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５ 国民の参加による森林の整備に関する事項 

 

（１）国民参加の森林に関する事項 

ボランティア団体等との協定に基づく「ふれあいの森」等により、国民の自主的

な参加による森林整備活動等を推進することとする。 

（中略） 

 

（３）その他必要な事項 

協定の締結により持続的に体験活動が出来る「遊々の森」等を活用して、豊かな

自然環境を有する国有林野を多様な体験活動の場として積極的に提供し、森林環境

教育の推進に努めることとする。 

また、教職員やボランティアのリーダー等に対する普及啓発や技術指導、森林環

境教育のプログラムや教材の提供等を積極的に推進することとする。 

さらに、森林管理署等は、国民参加による森林の整備・保全等に関する情報の提

供、国民からの相談への対応、国民参加の支援を行う拠点としての機能を発揮する

よう努めることとする。 

（中略） 
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4-5 地域管理経営計画（沖縄北部森林計画区）抜粋 
 

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

 

(１) 国有林野の管理経営の基本方針 

本計画の対象は、沖縄北部森林計画区を管轄区域とする国有林野 11,964ha（不要

存置林野 6haを含む。）であり、このうち、4,398ha は、沖縄県の基本財産の造成

並びに県下林業の範を示すことを目的として、「沖縄の復帰に伴う農林水産省関係

法令の適用の特別措置等に関する政令」(昭和 47年政令第 158号)第 64条第 1項の

規定（以下「沖特令」という。）に基づき、沖縄県に貸付しているものである。こ

の沖特令による貸付地は、沖縄県が県営林経営計画に基づき県営林として管理経営

を行っている。 

また、沖特令による貸付地を除く 7,566ha のほとんどは、米合衆国の沖縄北部訓

練場として沖縄防衛局に使用承認している地域である。 

本計画区は、本島北部のほぼ中央部を北東から南西に連なる西銘岳(420m)、伊部

岳(354m)、照首山(395m)、伊湯岳(446m)等の脊梁山地の太平洋側に面する長大な大

団地を形成する。 

（中略） 

 

本地域には、ノグチゲラ（国指定特別天然記念物、国内希少野生動植物種）、ヤ

ンバルクイナ（国指定天然記念物、国内希少野生動植物種）、ヤンバルテナガコガ

ネ（国指定天然記念物、国内希少野生動植物種）等貴重な野生動植物が生息・生育

し、伊部岳周辺は鳥獣保護区特別保護地区に指定されているなど、これらの保護増

殖のためにも自然環境の保全・形成を図ることが期待されている。 

このため、本計画ではこのような地域に存在する国有林野の有する水源かん養機

能や保健文化機能等の公益的機能の維持増進に重点を置き、開かれた「国民の森林」

の実現に向けた取組や森林環境教育を推進するとともに、持続可能な森林経営、地

球温暖化防止対策及び生物多様性の保全にも配慮しつつ、管理経営を行うこととす

る。 

（中略） 

 

   イ 機能類型区分設定外地区（3～46林班） 

ほとんどを沖縄防衛局に米軍の沖縄北部訓練所として使用承認しているため、機

能類型区分を行っていない。このような中で、平成８年１２月の日米特別行動委員

会の最終報告によると、その一部が返還されることとなっていることから、既返還

地（497ha）を含めて、「沖縄北部国有林の取り扱いに関する検討委員会」の報告書

を踏まえて、それぞれの目的に沿った管理経営を行うこととする。 

 

  ウ 「沖特令」による貸付地（47～73林班） 

沖特令第 64条第１項の規定により、沖縄県に貸付され沖縄県が県営林経営計画に

基づき、県営林として管理経営している。 

（中略） 

 

 (２) 機能類型に応じた管理経営に関する事項 

  公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため、 
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 （中略） 

・水源涵養タイプ 

 （中略） 

の機能類型区分を行い、各機能の発揮を目的とした管理経営を行う。 

 

（中略） 

 

⑤ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項 

水源涵養タイプは、国民生活に欠かせない良質で豊かな水の供給に係る機能を重点

的に発揮すべき森林であり、渇水緩和や水質保全等の水源かん養機能を高めるため、

浸透・保水能力の高い森林土壌の維持及び根系や下層植生の発達が良好で諸被害に強

い森林の整備を目標として管理経営を行うこととする。 

なお、これら条件の維持できる範囲で森林資源の有効利用に配慮するものとする。 

 

  水源涵養タイプの面積 

 

                         （単位：ha） 

 

区 分 

 

水源涵養タイプ 

 

面 積 

 

 

4,581 

 

（中略） 

 

 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

 （１）巡視に関する事項 

   ① 山火事防止等の森林保全巡視 

山火事等の森林被害を未然に防止するため、地元市町村、関係機関等と連携を密

にして標識類の整備、山火事防止の宣伝、啓発活動等を行うとともに森林保全巡視

を強化し、山火事の未然防止に万全を期することとする。 

また、廃棄物の不法投棄については、地元市町村等関係機関、廃棄物対策協議会、

森林保全巡視員及びボランティア団体等との連携の強化を図り防止に努めることと

する。 

（中略） 

 

 （４）その他必要な事項 

       国内希少野生動植物種のノグチゲラ、ヤンバルテナガコガネ、ヤンバルクイナ等

が生息していることから、その生息環境の維持・保全を図るための巡視を積極的に

行うこととする。 渓畔周辺については、野生生物の生息・生育場所や移動経路の提

供、種子などの供給源等として、生物多様性の保全上重要な役割を担っているため、

本来成立すべき植生による上流から下流までの連続性を確保することにより、より

きめ細やかな森林生態系ネットワークの形成に努めることとする。 

（中略） 
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３ 国有林野の活用に関する事項 

 

（中略） 

  

（３）その他必要な事項 

本計画区における国有林野の活用に当たっては、希少野生動植物の保護等、豊かな

自然環境の保全、水源のかん養等森林の持つ公益的機能との調和を図り、併せて、本

地域の土地利用に関する計画等との必要な調整を図ることとする。 

 

 

５ 国民の参加による森林の整備に関する事項 

 

（１）国民参加の森林に関する事項 

国民の自主的な参加による森林の整備を行うに当たっては、ボランティア団体等の

協力を得ながら適切に行うこととする。 

（中略） 

 

（３）その他必要な事項 

多様性に富み、豊かな自然環境を有する国有林野を、多様な体験活動の場として積

極的に提供することが要請されていることから、協定の締結により継続的に体験活動

ができる「遊々の森」制度等を活用して森林環境教育の推進に努めることとする。 

森林管理署等は、国民参加による森林の整備・保全等に関する情報の提供、国民か

らの相談への対応、国民参加の支援を行う拠点としての機能を発揮するよう努めるこ

ととする。 
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4-6 地域管理経営計画（宮古八重山森林計画区）抜粋 

 

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

 

（１）国有林野の管理経営の基本方針 

本計画の対象は、宮古八重山森林計画区を管轄区域とする国有林野 25,034ha(不要

存置林野 560haを含む。)であり、主に八重山群島最大の島である西表島（竹富町）に

位置し、西表島全体面積の 88％を占めている。このほか、八重山群島の与那国島（与

那国町）、波照間島（竹富町）等の島々にも散在する。 

計画の中心となる西表島の中央部は古見岳(470m)、テドウ山(442m)、御座岳(421m)、

波照間森(447m)、南風岸岳(425m)等、標高 400ｍ級の山々が緩やかな尾根を連ねる山

岳地帯で、多くは海に向かって広い海岸段丘を形成しているが、島の南西部には山が

海に迫る高さ 200ｍ以上の絶壁も見られる。 

河川は、山岳地帯を水源に浦内川、仲間川、クイラ川等があり、蛇行しながら流れ、

上流域は谷が深く切れ込み起伏の多い複雑な地形になっているが、河口付近は河幅も

広く平坦で流量も豊富である。 

  また、本地域には、イリオモテヤマネコやカンムリワシ（共に国指定特別天然記念

物、国内希少野生動植物）等の貴重な野生動物が生息し、また、星立天然保護区域、

仲間川天然保護区域、ウブンドルのヤエヤマヤシ群落、船浦のニッパヤシ群落（共に

国指定天然記念物）等の植物群落があり、これらのほとんどは国有林となっているこ

とにより、島の中心部を含む地域は西表島森林生態系保護地域(20,471ha)が設定され

ているほか、西表石垣国立公園特別地域にも指定されているなど、希少野生動植物の

保護をはじめとして自然環境の保全・形成を図ることが期待されている。 

さらに、日本最大規模のマングローブ林を有する浦内川及び仲間川並びにヒナイ川

流域は、西表島森林生態系保護地域の重要な一部をなすとともに、西表自然休養林に

も指定されており、利用者数も増加していることから、適切なゾーニングの下に自然

環境を維持しつつ保健文化機能の発揮を図ることが重要となっている。 

（中略） 

 

 ア  西表島東部地区（１１６～１２６、１７０～２０３林班） 

仲間川流域は、西表自然休養林(仲間川地区)に指定され、内陸部及び南岸部は西

表島森林生態系保護地域が設定されているほか、西表石垣国立公園にも指定されて

おり森林生態系の保存・保全や森林レクリエーション利用を考慮し自然環境の保全

・形成等の機能発揮を図ることが期待されることから「自然維持タイプ」に区分し

て管理経営を行うこととする。 

また、海岸線から集落及び農用地周辺は、山地災害の防止機能や水源かん養機能

の発揮が期待されていることから「山地災害防止タイプ」と「水源涵養タイプ」に

区分して管理経営を行うこととする。 

 

  イ 西表島西部地区（１０１～１１５、１２７～１６９、２０４～２０９林班） 

浦内川及びヒナイ川流域は、西表自然休養林（浦内川及びヒナイ川地区）に指定
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され、浦内川河口部分及び内陸部は西表島森林生態系保護地域が設定されているほ

か、浦内川及びクイラ川流域は西表石垣国立公園に指定されており、森林生態系の

保存・保全や森林レクリエーション利用等自然環境の保全・形成を図ることが期待

されていることから「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。 

また、海岸線から集落及び農用地周辺、本地区中央の分収造林地並びに分収造林

地周辺については、山地災害防止機能や水源かん養機能の高度発揮が期待されてい

ることから「山地災害防止タイプ」と「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行

うこととする。 

（中略） 

 

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項 

  公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため、 

・山地災害防止タイプ（土砂流出・崩壊防備エリア、気象害防備エリア） 

・自然維持タイプ 

・森林空間利用タイプ 

・快適環境形成タイプ 

・水源涵養タイプ 

の機能類型区分を行い、各機能の発揮を目的とした管理経営を行う。 

 （中略） 

 

 ① 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項 

山地災害防止タイプは、土砂の流出・崩壊、落石等の山地災害による人命・施設の

被害の防備その他災害に強い国土基盤の形成に係る機能を重点的に発揮すべき森林で

あり、次の事項に留意して、保全対象と当該森林の位置的関係、地質や地形等の地況、

森林現況等を踏まえた適切な管理経営を行うこととする。 

  ア 土砂流出・崩壊防備エリア 

山地災害防止タイプのうち、土砂流出・崩壊防備エリアでは、根系が深くかつ広

く発達し、常に落葉層を保持し、適度の陽光が入ることによって下層植生の発達が

良好な森林であって、必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止する治山施設等が整備

されている森林を整備の目標とする。 

 

  イ 気象害防備エリア 

山地災害防止タイプのうち、気象害防備エリアでは、樹高が高く下枝が密に着生

しているなど遮蔽能力が高く、諸被害に対する抵抗性の高い樹種によって構成され

る森林を目標とする。 
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  山地災害防止タイプの面積 

                                  （単位：ha） 

 

 

区 分 

 

 

 

山地災害防止タイプ 

 

 

うち、土砂流出・崩壊

防備エリア 

 

うち、気象害防備 

エリア 

 

面 積 

 

 

1906 

 

 

1,755 

 

 

151 

 

 

 ② 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項 

自然維持タイプは、原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、

遺伝資源の保存等自然環境の保全に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、原則

として自然の推移に委ねるとともに、生物多様性の保全等に配慮した管理経営を行う

こととする。 

 

  自然維持タイプの面積 

                                               （単位：ha） 

 

 

区 分 

 

 

自然維持タイプ 

 

うち、保護林 

 

面 積 

 

 

20,682 

 

 

20,476 

 

 

 

 ③ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項 

森林空間利用タイプは、スポーツ又はレクリエーション、教育文化、休養等の活動

の場及び優れた景観の提供に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの

保健・文化的利用の形態に応じた管理経営を行うこととする。 

 

  森林空間利用タイプの面積 

                                                  （単位：ha） 

 

 

区 分 

 

 

森林空間利用タイプ 

 

うち、レクリエーションの森 

 

面 積 

 

 

1 

 

 

－ 
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 ④ 快適環境形成タイプ 

快適環境形成タイプは、騒音の低減や大気の浄化、木陰の提供等による気象緩和等

人間の居住環境を良好な状態に保全する機能を重点的に発揮すべき森林であり、それ

ぞれの機能に応じた管理経営を行うこととする。 

 

  快適環境形成タイプの面積 

                         （単位：ha） 

 

区 分 

 

快適環境形成タイプ 

 

面 積 

 

 

－ 

 

 

 ⑤ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項 

水源涵養タイプは、国民生活に欠かせない良質で豊かな水の供給に係る機能を重点

的に発揮すべき森林であり、渇水緩和や水質保全等の水源かん養機能を高めるため、

浸透・保水能力の高い森林土壌の維持及び根系や下層植生の発達が良好で諸被害に強

い森林の整備を目標として管理経営を行うこととする。なお、これら条件の維持でき

る範囲で森林資源の有効利用に配慮するものとする。 

 

  水源涵養タイプの面積 

                         （単位：ha） 

 

区 分 

 

水源涵養タイプ 

 

面 積 

 

 

1,885 

 

 

 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

 

（１）巡視に関する事項 

 ① 山火事防止等の森林保全巡視 

本計画区には国立公園等が指定されており、また、レクリエーションを目的とした

森林への入込利用者が多く、このため、地元市町村等関係機関との連携を密にして標

識類の整備、山火事防止の宣伝、啓発活動、森林火災訓練等に努めるとともに、森林

保全巡視を強化し、山火事の未然防止に万全を期することとする。 

また、廃棄物の不法投棄については、地元市町村等関係機関、森林保全巡視員及び

ボランティア団体との連携の強化を図り防止に努めることとする。 

（中略） 
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（３）特に保護を図るべき森林に関する事項 

貴重な自然環境を有する天然林等が多数存在しており、これらの森林については、

生物多様性の保全を図るうえで重要であり、保護林として設定し適切に保護・保全を

図っていくとともに、巡視活動やモニタリング調査を通じた適切な保全・管理を推進

することとする。 

 

①  保護林 

 

種       類 

 

箇 所 数 

 

面  積(ha) 

 

森林生態系保護地域  

 

1 

 

20,471 

 

森林生物遺伝資源保存林 

 

－ 

 

－ 

 

林木遺伝資源保存林  

 

－ 

 

－ 

 

植 物 群 落 保 護 林  

 

1 

 

4 

 

総  数 

 

 

2 

 

 

20,475 

 

（中略） 

 

 

３ 林産物の供給に関する事項 

（中略） 

 

（２）その他必要な事項 

林産物の供給に当たっては、効果的かつ効率的な取組を推進することとし、間伐材

の利用促進に当たっては、列状間伐や路網と高性能林業機械を組み合わせた高効率・

低コストな作業システムの定着を図りつつ、素材販売により実施するとともに、これ

まで利用が低位であった木質バイオマス資源として利用可能な低質材等の安定供給に

も努めることとする。 

また、木造の庁舎等の整備、森林土木工事等の公共工事において間伐材等を積極的に

利用する等の木材の利用促進の取組を推進することとする。 

 

 

４ 国有林野の活用に関する事項 

 

（１）国有林野の活用の推進方針 

国有林野の活用に当たっては、地域の社会的・経済的状況、住民の意向等を考慮し

て、また、地域における産業の振興、住民の福祉の向上等に資するよう、国有林野の
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管理経営との調整を図りつつ、積極的に推進することとする。 

本計画区の中心となる西表島は、島内面積の 88％が国有林であり、地域振興のため

には国有林の活用が不可欠なことから、農林業の構造改善のための活用及び農道並び

に公道の整備等、地域産業の振興に資する国有林野の活用を図ることとする。 

 

  レクリエーションの森 

 

種  類 

 

箇所数 

 

面 積(ha) 

 

自然休養林 

 

3 

 

2,052 

 

自然観察教育林 

 

－ 

 

－ 

 

風景林 

 

－ 

 

－ 

 

森林スポーツ林 

 

－ 

 

－ 

 

野外スポーツ地域 

 

－ 

 

－ 

 

風致探勝林 

 

－ 

 

－ 

 

総  数 

 

 

3 

 

 

2,052 

 

 

（２）国有林野の活用の具体的手法 

国有林野の活用に当たり、道路等の公用・公共用地等については貸付又は売払い等

によることとする。また、水源林造成等については分収林制度を積極的に活用するこ

ととする。 

 

（３）その他必要な事項 

本計画区における活用に当たっては、希少野生動植物の保護、豊かな自然環境の保

全等、森林の持つ公益的機能との調和を図り、併せて、土地利用に関する計画等との

必要な調整を行ったうえで、活用の推進を図ることとする. 

「レクリエーションの森」については、魅力あるフィールドとして整備し、その活

用を推進していくこととする。 
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５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として

整備及び保全を行うことが認められる民有林野の整備及び保全に関する事項 

 

（１）公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な事項 

国有林に隣接・介在する民有林の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利であ

ること等から森林所有者等による施業が行われず、当該民有林における土砂の流出等

の発生が国有林の発揮する国土保全等の公益的機能に悪影響を及ぼしたり、外来樹種

の繁茂等が国有林野で実施する駆除の効果の確保に支障を生じさせる場合がある。 

 このような場合、国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切

なものとして、森林施業の集約化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路

網を活用した施業、地域の森林における生物多様性の保全を図る上で必要となる外来

樹種の駆除等を民有林と一体的に行い、民有林の有する公益的機能の維持増進にも寄

与するよう、公益的機能維持増進協定制度の活用に努めることとする。 

（中略） 

 

 

６ 国民の参加による森林の整備に関する事項 

 

（１）国民参加の森林に関する事項 

ボランティア団体等との協定に基づく「ふれあいの森」等により、国民の自主的な

参加による森林整備活動等を推進することとする。 

（中略） 

 

（３）その他必要な事項 

協定の締結により継続的に体験活動ができる「遊々の森」等を活用して、豊かな自

然環境を有する国有林野を多様な体験活動の場として積極的に提供し、森林環境教育

の推進に努めることとする。 

また、教職員やボランティアのリーダー等に対する普及啓発や技術指導、森林環境

教育のプログラムや教材の提供等を積極的に推進することとする。 

さらに、森林管理署等は、国民参加による森林の整備・保全等に関する情報の提供、

国民からの相談への対応、国民参加の支援を行う拠点としての機能を発揮するよう努

めることとする。 

（中略） 
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4-7 奄美群島森林生態系保護地域保全管理計画（抜粋） 
 

はじめに 

 

国有林野には、原生的な生態系や、貴重な野生生物が生息・生育する森林が多く残されて

いる。国有林野事業では、このような貴重な森林を「保護林」に設定し、設定目的に応じ自

然の推移に委ねた管理等を行うとともに、必要に応じて植生の回復や保護柵の設置を行うな

ど、貴重な自然環境の適切な保全・管理に努めている。 

亜熱帯海洋性気候と言われる奄美群島は、年平均降水量が約２，０００ｍｍ～３，０００

ｍｍと非常に多く、島嶼のため保水性に乏しい中、群島総面積の６６％を占める森林が水源

涵養機能や山地災害防止機能を大いに発揮してきた。国有林は奄美大島の総面積の６％、徳

之島の総面積の約１５％を占め、スダジイ（イタジイ）、イジュ、イスノキ、オキナワウラジ

ロガシを含む亜熱帯常緑広葉樹林（照葉樹林）である。植物群落全体の種の組合せが原生林

に極めて近く、学術的にも非常に価値の高い森林を擁していることから平成２５年３月、奄

美群島森林生態系保護地域設定委員会の審議を経て、金作原、神屋、八津野、徳之島北部、

徳之島中部地区を森林生態系保護地域に設定し適切に維持・保存することとした。 

 また、奄美群島が属する琉球」諸島については、平成１５年の「世界自然遺産候補地に関

する検討会」において、大陸との関係において独特な地史を有し極めて多様で固有性の高い

亜熱帯林生態系や珊瑚礁生態系を有している点、また優れた陸上・海中景観や絶滅危惧種の

生息地となっている点が評価され、世界遺産条約に定める登録基準と完全性の条件を満たす

可能性が高い地域の一つとされた。平成２５年１月には世界遺産条約関係省庁連絡会議にお

いて、「奄美・琉球」を自然遺産として我が国の世界遺産暫定一覧表に記載することが決定さ

れた。平成２５年５月には世界自然遺産暫定一覧表への記載を目指し、「奄美・琉球世界自然

遺産候補地科学委員会」が設置され、平成２５年１２月に開催された第３回委員会において、

奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の４ 地域が世界自然遺産推薦候補区域として選定

された。よって、奄美大島、徳之島においては、今後、世界自然遺産登録に向けた課題への

対処を進めることが求められている。 

また、この地域は人為活動等により自然環境が、劣化する恐れが懸念されており、科学的

根拠に基づき関係者の合意の下に保全と利用の調整を進める必要がある。 

このような状況を踏まえ、一連の取組を計画的に行うための総合的な指針として、保全管

理委員会での議論を受けて「保全管理計画」を策定し、奄美群島の特質を踏まえた国有林野

の保全管理のあり方を明らかにすることとした。 
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２．保全管理に関する基本的事項 

奄美群島森林生態系保護地域は、国有林野の保全管理に当たり、奄美群島の島嶼における

特異な森林生態系を後世に残すことを目的に設定された。これら指定地域は、保全・修復に

必要な行為のほかは、原則として人手を加えずに自然の推移に委ねる「保存地区」と、保存

地区の緩衝帯としての役割を果たす「保全利用地区」に区分されている。設定面積は、保存

地区が２，２５３ha、保全利用地区が２，５６７haとなっている。 

 

１ 保存地区 

（１）森林管理 

 保存地区は、森林生態系の厳正な維持を図ることとし、原則として人手を加えずに自然の

推移に委ねることとする。 

 ただし、森林生態系を維持するために必要な次の行為については行うことができることと

する。 

 

ア モニタリング、生物遺伝資源の利用に係る行為等、学術研究その他公益上の事由により

必要と認められる行為 

イ 非常災害のための応急措置として行う次の行為 

（ア）山火事の消火等 

（イ）大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置等 

ウ 標識類の設置等 

エ 科学的知見に基づく固有の生物多様性と森林生態系を保全・修復するために必要と認め

られる行為（例：保存地区内に介在する人工林に対する天然林への誘導行為等） 

オ その他法令等の規定に基づき行う行為 

また、森林生態系の厳正な維持を図るため、関係者等の協力を得ながら監視体制の整備を

図っていくこととする。 

 

（２）森林利用 

保存地区の利用については、生態調査や生物遺伝資源の利用に関する行為等の学術研究を

含め公益上の理由により必要と認められる行為は行うことができることとする。 

 

２ 保全利用地区 

（１）森林管理 

 保全利用地区は、保存地区の森林生態系に外部からの環境変化の影響が直接及ばないよう、

緩衝の役割を果たすこととする。 

 保全利用地区の森林については、木材生産を目的とする森林施業は行わないこととする。

ただし、天然林の保存を図るために一体的に保全・管理することが相応なスギ林分について

は、育成複層林施業等を行うことができるものとし、将来的には天然生林への移行を図るよ

う取り扱うこととする。 

 ただし、次の行為については行うことができることとする。 

 

ア 保存地区と同様の管理行為 

イ 森林内で行う環境教育等に必要と認められる行為 
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ウ 国土保全のため必要な治山工事及びその付帯工事 

エ 枯損木及び被害木の伐倒、搬出 

 

（２）森林利用 

 保全利用地区の利用については、原則として保存地区に準ずる扱いとするが、自然条件等

に応じて森林の教育的な利用等を行う場合は、保全利用地区の設定趣旨に反しない範囲で行

うことができる。また、そのために必要な施設は設置することができることとする。 

 

３ その他国有林野 

森林生態系保護地域に隣接する特定動物生息地保護林及びその他の国有林野においては、

奄美群島森林生態系保護地域の保全管理等に十分配慮した管理経営を行うこととし、在来の

野生生物種をはじめとする自然環境の保全に極力努めるものとする。 

 

４ 渓流沿いの森林 

集水域の比較的狭い島嶼でありながら、頻繁に降る雨が川岸に周期的に冠水する渓流帯を

もたらしており、コバノアマミフユイチゴ、アマミスミレ、アマミカタバミなどの固有で希

少な矮小植物群が、そのような渓流帯に特異に分布・分化している。常に高湿度が保たれて

いる環境なので、樹木にはコケ類、地衣類、ラン、つる植物が高密度に着生している。この

ため、渓流沿いにおいては、保存地区、保全利用地区、その他国有林野のいずれにしても特

に注意して管理を行うこととする。 

 

５ 保全管理の考え方と重点事項 

 奄美群島の森林生態系を保護するには、そこで生活する人々や観光客等による利用者、関

係機関等の協力が不可欠である。前記１～４の管理・利用の考え方を基本として、人為によ

る影響を最小限とし、外来種駆除や定期的なモニタリングを継続し順応的管理を行う。長期

的には、固有種等の希少野生生物も含め生物多様性を育む豊かな森林生態系から成る島を目

指すこととし、そのために、各島の特質に応じた必要な施策について、関係機関等との連携

を図り推進するものとする。 

なお、以下にモニタリング調査等で特に重視する項目を例示する。 

（１）森林・植生等に関する調査（毎木調査、植生調査、定点写真撮影等） 

（２）野生生物の生息に関する調査（アマミノクロウサギ等の希少種、固有種等） 

（３）外来種に関する調査（侵入状況調査、希少種への影響評価、対策の優先順位付け） 

（４）利用実態に関する調査（利用者数、利用方法、利用場所等） 

（５）気象等に関する調査（気温、湿度等） 

 

 

３．保全管理に関する具体的事項 

 

１ 管理・利用に関する各島共通の方針と重点事項 

奄美大島、徳之島には国内希少野生動植物種や国の特別天然記念物に指定されているアマ

ミノクロウサギや国の天然記念物に指定されているアマミトゲネズミ、トクノシマトゲネズ

ミをはじめとする貴重な野生生物種が数多く生息・生育している。 
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希少なラン等の植物の盗掘や昆虫の密猟、野生化したヤギ、イヌ、ネコ（ノヤギ、ノイヌ、

ノネコ）および外来種の森林への侵入、アマミノクロウサギ、カエル類等の地上徘徊性動物

の交通事故などにより、一部の野生生物の生息・成育状況の悪化が懸念されている。また。

観光利用者の増加や集中化に伴い、金作原など一部地域では、オーバーユースによる森林生

態系の劣化が懸念されている。 

奄美大島、徳之島の貴重な森林生態系を将来に渡り保全していくために、関係機関と連携

し、人為による影響を最小限にし、外来種の影響や利用についての定期的なモニタリングを

継続しつつ、その結果について評価・検証し、必要に応じて対策を実施する（いわゆる「順

応的管理」の実施）。また、外来動物の駆除や飼養動物の適切な飼育や、希少なラン植物や昆

虫などの盗掘・密猟等への対策が重要となっていることから関係行政機関、土地所有者、住

民等と連携し、監視活動の強化や希少種のモニタリング、希少種条例等に基づいた適切な対

策に取り組むこととする。 

湯湾岳や天城岳、井之川岳の山頂付近には、雲霧林状の植生が形成されており、希少植物

の重要な生育環境となっている。これらの環境は気候変動の影響を受けやすいことも考えら

れることから、植生や気象条件の経年変化をモニタリングし、必要に応じて適応策を検討す

る。 

また、観光利用においては、観光客が多く訪れる見込みのある地域については、過剰な利

用により貴重な自然環境が損なわれないよう、現況等の把握に努め、関係機関等と連携し必

要な対策を実施することとする。 

具体的な対策の計画・実行については、保全管理計画の方針に基づき、関係機関と調整を

図りながら実施することとする。 

 

２ 管理・利用に関する各島での留意事項 

（１）奄美大島 

奄美大島は、金作原、神屋、八津野の３団地に小規模に分散しており、周囲を民有林に取

り囲まれた団地となっている。市街地からのアクセスは比較的容易であり、３団地とも中心

部を林道が通過している。このことから、今後は過剰な観光利用による自然環境への負荷、

希少種（ラン等の植物、昆虫類）の盗掘・密猟が心配される。このことから、関係機関等と

連携した各種モニタリング、監視活動の強化に努め、地元住民等への普及啓発活動等の対策

を実施することとする。また、スギ人工林、リュウキュウマツの林分については、植生遷移

の状況把握に努め、必要に応じ適切な対策を実施することとする。 

 

（２）徳之島 

徳之島は、徳之島北部、徳之島中部の２団地に分散しており、周囲を民有林が取り囲んで

おり、一部にはさとうきび畑等が近接している。２団地とも林道があるが、団地が広いため、

一部の場所によってはアクセスが容易では無い場所や人目につきにくい場所などがある。森

林内にはアマミノクロウサギなど多数の固有種、希少種が生息・生育しているが、希少種の

盗掘・密猟、不法投棄など森林生態系に影響を及ぼすおそれがあることから関係機関等と連

携した各種モニタリング、監視活動の強化に努め、地元住民等への普及啓発活動等の対策を

実施することとする。 
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４．保全管理に関する個別課題 

 

１ 管理に関する事項 

（１）希少種・固有種等の保護 

奄美大島、徳之島においては、希少なラン等の植物の盗掘や昆虫の密猟、野生化したヤギ、

イヌ、ネコ（ノヤギ、ノイヌ、ノネコ）および外来種の森林への侵入、アマミノクロウサギ、

カエル類等の地上徘徊性動物の交通事故などの対策が重要となっている。このことから今後

も希少種・固有種等が継続的に生息・生育・繁殖できる森林環境の保全管理に取り組むこと

とし、生息状況等を把握するための巡視やモニタリング調査等によって現状の把握を行うと

ともに、必要に応じて保護・保全のための対策を実施することとする。特に盗掘・密猟対策

としては、条例による法的規制の枠組みができたことにより抑止力の向上が図られており、

今後は法令遵守の喚起、違法行為の発見、通報、取締の体制強化に向けて関係機関等と連携

し対策に取り組むこととする。 

 

（２）外来種対策 

奄美大島、徳之島で確認されている外来植物（木本、竹）は、シナアブラギリ、センネン

ボク、フトモモ、クスノキ、ホウライチクが確認されている。また、草本では多数の外来種

の侵入が確認されているが、特定外来生物や要注意外来生物に指定されている種としては、

アメリカハマグルマ、オオキンケイギク、ボタンウキクサ、ホテイアオイが挙げられる。な

お、外来動物ではフイリマングース、ニホンイノシシ、ノヤギ、ノイヌ、ノネコ、ニホンス

ッポン、ウシガエル、ハイイロゴケグモなどが確認されている。 

森林生態系保護地域への外来植物の侵入は、ほとんどがギャップや林道沿い等の人為改変

箇所に限られており、林内への定着は極めて少ない状況にある。外来種対策に当たっては外

来種による、在来種への影響を軽減することが必要であり、関係機関と連携し、自然環境へ

の新たな侵入の監視を行うとともに、既に侵入している外来種については、自然環境や生態

系サービスへの影響等を踏まえ、優先順位付けを行った上で駆除等の対策に取り組むことと

する。 

 駆除等の対策を実施する場合には、実現可能で明確な目標を設定し、効果の検証も並行し

て行うとともに、対象外来種の駆除が外の外来種の増加を引き起こす可能性についても留意

する。 

 また、人の活動による森林生態系保護地域等への外来種の意図的・非意図的持ち込みを防

止するため、関係機関と連携し普及・啓発に取り組むこととする。 

 

（３）スギ人工林の取り扱い 

奄美群島森林生態系保護地域内には、約１３０haのスギ人工林が介在している。これらの

スギ人工林を自然植生に復元するため、森林の配置状況や樹種構成、希少野生生物種の分布

状況、復元に要する見込み時間等を総合的に勘案し、例えば下記のようなゾーニングを行い、

希少野生生物種の生息環境維持を含めた森林管理に取り組むこととする。 

  ア 森林施業により復元を図るエリア 

  イ 自然の推移に委ねるエリア 

具体的な復元方法としては、原則として、人工的な播種や植栽によらない自然の復元ポテ
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ンシャルを活かした方法で行うものとする。ただし、復元が困難な場合には、適宜、復元を

促進するための対策を検討するものとする。 

また、復元方法について検証するため、それぞれのエリアにモデル地域を設定し、施業後

の植生遷移の状況、絶滅危惧種の生息・生育状況等について調査を行うものとする。なお、

復元方法の検証にあたっては、有識者の助言を得るものとする。 

 

（４）病害虫対策 

リュウキュウマツの松くい虫被害については、蔓延防止、防災等の観点から必要に応じ駆

除、伐倒等の対策に取り組む。被害跡地については自然遷移に委ねることを基本とするが、

被害により、希少種への影響が懸念される箇所、外来種の侵入が顕著な箇所等については、

モニタリング調査等を行い、必要に応じ対策を講じるものとする。また、カシノナガキキク

イムシ等の他の病害虫の被害についても、モニタリング調査等を行い、必要に応じ対策を講

じるものとする。 

 

（５）水資源の確保 

奄美群島は、台風の通過が頻発し降雨量も多いが保水性に乏しく、森林生態系保護地域の

有する水源涵養機能や山地災害防止機能が重視される。特に水資源の確保は島嶼特有の最重

要課題であり、河川周辺の森林を含めた取り組みが必要となる。 

 

２ 利用に関する事項 

奄美群島森林生態系保護地域は、レクリエーション活動、環境教育活動、商業的活動、調

査研究活動、地域振興・伝統継承等、広く利用されているところであるが、関係機関等と連

携し、利用による固有の生態系へのインパクトの軽減を図るための措置を導入し、利用と保

護の調整を図るものとする。特に、環境教育活動、調査研究活動、地域振興・伝統継承等の

目的で利用する場合は、希少野生生物種及び森林生態系に悪影響を及ぼさないように留意す

るものとする。 

 

（１）一般の利用 

一般の観光客等による登山利用等に供する歩道は、自然環境への影響や安全確保等の観点

から、決められた歩道のみを利用することとし、公道その他貸付等の手続きがとられた管理

主体が明らかなものに限る。 

 

（２）調査研究目的での利用 

調査研究目的で入林する研究者等については、国有林野入林申請書等必要書類を提出し許

可を得た上で入林し、目的箇所までは原則歩道を利用して、許可条件に基づき調査を行う。 

 

（３）森林環境教育目的での利用 

森林環境教育目的による入林では、国有林野入林申請書等必要書類を提出し許可を得た上

で入林し歩道を利用する。ただし、保全利用地区においてやむを得ない場合は、許可条件に

基づき歩道外のルートを使用する。（保存地区における歩道外への立ち入りは認めない） 
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（４）地域振興・伝統継承目的での利用 

狩猟等の地域振興・伝統継承目的での入林は原則として保全利用地区内とし、ルートにつ

いては限定しないが、許可条件に基づき入林する。 

なお、狩猟等の目的により入林する場合は、入林届けを提出し、受理証を車両等に掲示す

るものとする。その他の地域振興・伝統継承の目的により入林する場合は、国有林野入林申

請書等必要書類を提出し許可を得た上で入林するものとする。 

 

（５）非常時における入林 

遭難者の捜索など非常時における入林についての使用ルートは限定しない。 

 

（６）その他 

森林生態系保護地域全域において、たき火は禁止とする。ただし、コンロ等地面に直火と

ならない火器の使用は、地表植生や落葉の堆積などがなく山火事の恐れがない場所に限り認

めることとする。 

 
 
５．推進体制 
 

１ 保全管理委員会 

奄美群島森林生態系保護地域の保全管理計画の運用、見直しについては、奄美群島森林生

態系保護地域保全管理委員会設置要領に基づき設置される「奄美群島森林生態系保護地域保

全管理委員会」において検討を行う。 

 

２ モニタリング調査・巡視等 

森林生態系の保全のため、必要なモニタリング調査等を計画的に実施するものとする。モ

ニタリング調査等の計画及び結果は有識者による委員会等において検討し、適切な保全管理

が図られるよう努めることとする。また、モニタリング調査等は関係機関や研究機関、ボラ

ンティア等と連携を図るなど効果的に行ない、調査から得られた情報は共有化し、継続的に

活用できるように適切に保管する。 

また、アマミノクロウサギ等の希少野生生物種を対象とした生息状況等の巡視、生息環境

の維持・整備、希少種の盗掘防止等のための巡視においても関係機関等との連携を図りつつ

実施する。 

 

３ 情報提供・普及啓発 

 各種情報を収集管理し、調査結果の概要、取り組みの成果等の情報を公開するとともに、

広く国民に普及啓発するため、看板・標識の設置、PR紙の発行、ホームページへの掲載、森

林環境教育等における情報提供を、関係機関等との連携を図りつつ行うものとする。 

 なお、希少種の位置に関する情報は、盗掘防止等の観点から原則非公表にするなど、適切

な情報管理に努める。 

 

４ 関係機関及びボランティア活動等との連携 

森林生態系保護地域の保全管理においては、関係行政や研究機関、地元団体等との連携が
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不可欠である。これらの関係者との連携を深めるほか、ボランティアによる希少野生生物種

を対象とした巡視活動など、活動の場の提供等を行う。 

また、奄美群島エコツーリズム推進協議会において検討が進められているエコツアーガイ

ド認定制度の構築・普及に協力する。 

 

５ 世界自然遺産との関係 

現在、奄美大島・徳之島は世界自然遺産候補地としての保全管理方策の検討が行われてお

り、本計画や、生物多様性条約（愛知目標）、モントリオールプロセスなどの国際的な枠組み

との整合を図りつつ、関係機関と連携して対策を進めるものとする。 

 
 

６．その他 
 

１ 森林生態系の連続性の確保について 

奄美群島では、国有林が小面積で分散していることから、森林生態系の連続性を確保する

ことが課題となっている。そのため、保存地区に隣接する民有林との森林保全管理上の連携

を進めるとともに、特定動物生息地保護林においては、周辺の民有林における管理水準が、

森林生態系保護地域と同等程度と判断されれば、森林生態系保護地域の設定に係る所要の手

続きを経た上で、特定動物生息地保護林を森林生態系保護地域へ組み入れることとする。 
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4-8 西表島森林生態系保護地域保全管理計画（抜粋） 
 

はじめに 

 

国有林野には、原生的な生態系や、貴重な野生動植物が生息・生育する森林が多く残され

ている。国有林野事業では、このような貴重な森林を「保護林」に設定し、目的に応じ自然

の推移に委ねた管理等を行っている。また、必要に応じて植生の回復や保護柵の設置を行う

など、貴重な自然環境の適切な保全・管理に努めている。 

 西表島の国有林野は島の約９割を占め、マングローブ林のほか、スダジイ（イタジイ）、オ

キナワウラジロガシ、タブノキ等で構成され、大陸遺存種である温帯系のものと熱帯系のも

のとが入り交じった植生を形成している。また、植物群落全体の種の組合せが原生林に極め

て近いと言われ、学術的にも非常に価値の高い森林を擁していることから、平成３年３月、

設定委員会の審議を経て、浦内川流域（分収造林地、農用地等を除く）、仲間川流域のほか、

古見岳周辺から浦内にかけての北面の断崖地帯、南風見海岸を含む地域を森林生態系保護地

域に設定した。その後、設定から約２０年が経過し、長期にわたり人手が加えられていない

天然性林がその区域外にも広がった。また、西表島では昔から生活の一部として国有林野内

でイノシシ猟や山菜等の採取が行われているほか、近年、西表島森林生態系保護地域の区域

内を流れる浦内川や仲間川沿い、その区域外を流れる中小河川沿いでもエコツアーが行われ

るようになった。このような状況の変化を踏まえ、平成２１年１月に西表島森林生態系保護

地域設定委員会を設置し、原生的な天然林の保存のほか、狭小な島嶼の保護林の一体的管理

の確保に配慮するよう検討を重ね、平成２４年と平成２７年に既設の森林生態系保護地域の

区域を拡張した。そして、分収造林地および農用地等を除く、西表島の国有林野のほぼ全域

に分布する原生的な天然林や自然性の高い森林、希少種の生息・生育地等について、地域住

民によるイノシシ猟や山菜等の採取、森林環境教育、森林レクリエーション利用と調和を図

りつつ、森林生態系保護地域として適切に維持・保存することとした。 

 また、西表島が属する琉球諸島については、平成１５年の「世界自然遺産候補地に関する

検討会」において、大陸との関係において独特な地史を有し極めて多様で固有性の高い亜熱

帯生態系や珊瑚礁生態系を有している点、また優れた陸上・海中景観や絶滅危惧種の生息地

となっている点が評価されるなど、世界自然遺産に定める登録基準と完全性の条件を満たす

可能性が高い地域の一つとされた。そして、平成２５年１２月には、奄美・琉球世界自然遺

産候補地科学委員会において、西表島を含む４島（地域）を推薦候補地とすることが決定さ

れ、今後登録に向けた課題への対処を進めることが求められている。また、この地域は人為

活動等による生態系への影響が懸念されており、科学的根拠に基づき関係者の合意の下に保

全と利用の調整を進める必要がある。 

このような状況を踏まえ、一連の取組を計画的に行うための総合的な指針として、西表島

森林生態系保護地域保全管理委員会での議論を受けて「西表島森林生態系保護地域保全管理

計画」を策定し、西表島の特質を踏まえた国有林野の保全管理のあり方を明らかにすること

とした。 
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２．保全管理に関する基本的事項 

西表島森林生態系保護地域は、国有林野の保全管理に当たり、西表島の島嶼における特異

な森林生態系を後世に残すことを目的に設定された。これら指定地域は、保全・修復に必要

な行為のほかは、原則として人手を加えずに自然の推移に委ねる「保存地区」と、保存地区

の緩衝帯としての役割を果たす「保全利用地区」に区分されている。森林生態系保護地域の

設定面積は２２,３６７ｈａ、そのうち保存地区が９，９９９ｈａ、保全利用地区が１２，３

６８ｈａとなっている。 

 

１ 保全管理の考え方と重点事項 

西表島の森林生態系を後世に残すには、そこで生活する人々や観光客等による利用者、関

係機関等の理解と協力が不可欠である。下記２～４に定める管理・利用の考え方を基本とし

て、人為による影響を最小限とし、外来種の影響や利用についての定期的なモニタリングを

継続しつつその結果について評価・検証し、必要に応じて対策を実施する（いわゆる「順応

的管理」の実施）。また、貴重な森林生態系に対する理解を深めるための環境教育を推進する。 

そして長期的には、固有種等の希少野生動植物も含め豊かな生物多様性を育む森林生態系

が将来にわたって持続する島を目指すこととする。そのために、現地の実態に応じた必要な

施策について、関係機関等との連携を図り実施するものとする。 

 

２ 保存地区 

（１）森林管理 

保存地区は、森林生態系の厳正な維持を図ることとし、原則として人手を加えずに自然の

推移に委ねることとする。 

 ただし、森林生態系を維持するために必要な次の行為については行うことができることと

する。 

 

ア モニタリングをはじめとする調査・研究 

イ 非常災害のための応急措置として行う次の行為 

（ア）山火事の消火等 

（イ）大規模な林地崩壊、地すべり等の災害の復旧措置 

ウ 標識類の設置等 

エ 科学的知見に基づく固有の生物多様性と森林生態系を保全・修復するために必要と認め

られる行為 

オ その他法令等の規定に基づき行う行為 

 

（２）森林利用 

保存地区の利用については、次の行為に限るものとする。 

 

ア 学術研究のために行う生物遺伝資源の利用に関する行為等、公益上の理由により必要と

認められる行為 

イ 既設の歩道等の利用及び維持修繕 

ウ ア及びイの行為に伴う標識類の設置等 
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３ 保全利用地区 

（１）森林管理 

 保全利用地区は、保存地区の森林に外部の環境変化の影響が直接及ばないよう、緩衝の役

割を果たすこととする。 

保全利用地区の森林については、木材生産を目的とする森林施業は行わないこととする。

また、人工林については、将来的には天然林への移行を図るよう取り扱うこととする。 

 ただし、次の行為については行うことができることとする。 

ア 保存地区と同様の管理行為 

イ 枯損木及び被害木の伐倒、搬出 

 
（２）森林利用 

保全利用地区の利用については、次の行為に限るものとする。 

ア 保存地区と同様の利用行為 

イ 保全利用地区の設定趣旨等に反しない範囲で行う次の行為 

（ア）森林環境教育及び森林レクリエーション 

（イ）（ア）の行為のために必要な道路、建物等の設置 

（ウ）地域住民によるイノシシ猟及び山菜等の採取 

 

４ その他国有林野 

森林生態系保護地域に隣接するその他の国有林野においては、西表島森林生態系保護地域

の保全管理等に十分配慮した管理経営を行うこととし、在来の野生生物種をはじめとする自

然環境の保全に極力努めるものとする。また、契約に基づく分収造林地（１３２林班～１３

４林班及び１３９林班～１４２林班）については、契約者等との協議を十分行いながら森林

生態系保護地域の保全管理に十分配慮した管理経営となるよう調整を行うものとする。 

 

 

３．保全管理に関する具体的事項 

 

１ 管理に関する事項 

（１）希少種・固有種に関する事項 

西表島には国内希少野生動植物種や国の特別天然記念物等に指定されているイリオモテヤ

マネコをはじめとする貴重な野生動植物種が数多く生息・生育している。 

希少な植物の盗掘・盗採や動物の交通事故等により一部の野生動植物の生息・生育状況の

悪化が懸念されている。 

 そこで、希少種・固有種については、以下の措置を講ずるものとする。 

 

ア 植物種について 

希少種・固有種の生育状況等について、巡視やモニタリング調査等によって把握するとと

もに、必要に応じて保護・保全のための対策を実施することとする。 

 また、希少種・固有種の盗掘・盗採防止のため、関係機関と連携し監視活動等の対策に取

り組むこととする。 
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イ 動物種について 

イリオモテヤマネコ等の希少野生動物種の生息状況等について、巡視や調査等によって把

握するとともに、関係機関と連携し、必要に応じて生息環境の改善・回復を図るため森林整

備等の対策を実施することとする。 

ウ 旧南風見林木遺伝資源保存林区域の取扱いについて 

南風見林木遺伝資源保存林はリュウキュウマツの遺伝資源の保存を目的として平成４年度

に設定された保護林であるが、平成２４年度より廃止され西表島森林生態系保護地域に取り

込まれた。 

 当区域では、保護林設定時の目的に従い、リュウキュウマツとその生育環境を保全するた

め、これまでアダンや広葉樹等の除伐を実施しており、リュウキュウマツの林分が比較的良

好な状態で維持されてきている。 

 今後も当区域においては、リュウキュウマツの遺伝資源の保存のため、必要な森林施業を

実施するものとする。 

 

（２）外来種に関する事項 

ア 西表島森林生態系保護地域における外来種対策の考え方 

西表島の森林生態系の保護の観点から、在来種の生息・生育環境を脅かす新たな外来種の

侵入や既に侵入している外来種と在来種との置き換わり、外来種と在来種との交雑等、生態

系に与える影響を軽減することが必要である。そこで、関係機関と連携し、島外からの新た

な移入を防ぐとともに、自然環境への侵入の監視を継続する。侵入初期の外来種については

迅速に駆除等の対策を実施する。また、すでに定着している外来種については、自然環境や

生態系サービスへの影響を評価することで対策の優先順位付けを行う。 

駆除等の対策を実施する場合には、実現可能で明確な目標を設定し、効果の検証も並行し

て実施するとともに、対象外来種の駆除が他の外来種の増加を引き起こす可能性についても

留意する。 

また、人の活動による森林生態系保護地域への外来植物種の意図的、非意図的持ち込み防止

するため、関係機関と連携し普及・啓発に取り組むこととする。 

 

イ 西表島で確認されている外来植物 

ソウシジュ、アメリカハマグルマ、センダングサ類、ギンネム、シュロガヤツリ、トクサ

バモクマオウ、ツルヒヨドリなど。 

 西表島で確認されている外来植物のうち、ほとんどの種が、路傍や造成跡、耕作放棄地等

の人為の加わった環境での生育に限られ、自然環境への侵入は一部の種に限られる。トクサ

バモクマオウ、ギンネム、アメリカハマグルマについては、一部地域で森林生態系保護地域

内への侵入が確認されている。 

 

ウ 西表島で確認されている外来動物 

森林域には、イノブタ、ノネコが生息する。また、河川には、カダヤシ、グッピー、ティ

ラピア、コイが確認されている。水田域や集落周辺にはスクリミンゴガイ、アフリカマイマ

イ等が確認されている。また、石垣島で定着しているオオヒキガエルとシロアゴガエルは、

物資に紛れて移入されるリスクが高く、島外からの移入防止の観点が重要であるため、これ
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まで巡視を広域的に実施してきた。しかし、平成２７年にはシロアゴカエルの移入が確認さ

れたことにより、繁殖・定着の阻止を目的とした、迅速な初期対応を実施している。なお、

シロアゴガエルはヤエヤマアオガエルと同所的に産卵を行うために競合が懸念される。 

 
２ 利用に関する事項 

西表島森林生態系保護地域は、レクリエーション活動、環境教育活動、商業的活動、調査

研究活動等、広く利用されているところであるが、観光利用者の増加や集中化に伴い、ヒナ

イ川周辺部等の一部地域ではオーバーユースによる森林生態系の劣化が懸念されている。そ

こで、利用による森林生態系へのインパクトの軽減を図るための措置を導入するとともに、

森林生態系の維持・回復を図ることができるよう、関係機関と連携して、利用と保護の調整

を図るものとする。 

 
（１）一般の利用に供する歩道等 

ア 保存地区 

（ア）登山道等について 

一般の登山者及び地域住民等による利用については、貸付等の手続が行われ、管理主体が

明らかである道等に限り利用できるものとする。また、安全上の観点から、一般の登山者等

が利用する際は、西表島森林生態系保護地域の保全について一定の見識を有する者（例えば

自然ガイド等）が同行することが望ましい。 

 また、原則としてテント設営は認めない。但し、非常時においてはこの限りでない。なお、

利用者の安全確保および捜索上の観点から、比較的安全で捜索もしやすい箇所について緊急

避難場所として、情報提供に努めるものとする。 

 

（イ）その他のエリアについて 

原則として利用できないものとする。 

 

イ 保全利用地区 

（ア）登山道等について 

一般の登山者及び地域住民等による利用については、貸付等の手続が行われ、管理主体が

明らかである道等の他、次の要件を満たしており、従来から地元住民等による利用のある既

存のルートについては利用できるものとする。 

 

・次のいずれにも該当しないこと 

①希少種に影響を与える恐れのある箇所 

 ②崩壊等の危険性のある箇所 

 

また、安全上の観点から、一般の登山者等が利用する際は、西表島森林生態系の保全につ

いて一定の見識を有する者（例えば自然ガイド等）が同行することが望ましい。 

 テント設営については、原則として定められた箇所で行うものとする。但し、非常時にお

いてはこの限りでない。 

 

（イ）その他のエリアについて 
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一般の登山者等が立ち入る際は原則として西表島森林生態系保護地域の保全について一定

の見識を有する者（例えば自然ガイド等）が同行するものとする。 

 地域住民は、伝統文化の継承や地域振興の観点から必要となるイノシシの狩猟および山菜

等の採取を行うことができるものとする。ただし、国内希少野生動植物種や天然記念物等に

指定されている希少種の採取は認めない。 

 
（２）調査・研究目的による利用 

調査研究目的で入林する研究者等については、保護林調査申請書等必要書類を提出し、許

可を得た上で入林するものとする。目的箇所までは原則歩道を利用するものとする。調査に

当たっては許可条件に基づき森林生態系に悪影響を及ぼさないよう留意する。 

 

（３）利用ルールの周知 

利用者が森林生態系保護地域の保存地区・保全利用地区の位置や利用ルールについて把握

できるように、関係機関と連携して効果的な周知を行うものとする。横断道等において現地

表示板の設置等を行い周知を図っていくこととする。 

 

（４）その他 

森林生態系保護地域全域において、たき火は禁止とする。ただし、テント設営箇所や緊急

時避難箇所等の下層植生がない場所に限り、直火とならない火器類（バーナー、ランタン、

ヒーターなど）の利用については、火災の危険性に留意の上できるものとする。 

 

 

４．推進体制等 
 
１ 保全管理委員会 

西表島森林生態系保護地域の保全管理計画の運用、見直しについては、西表島森林生態系

保護地域保全管理委員会設置要領に基づき設置される「西表島森林生態系保護地域保全管理

委員会」において検討を行う。 

 
２ モニタリング調査等 

森林生態系の保全のため、必要なモニタリング調査等を計画的に実施するものとする。モ

ニタリング調査等の計画及び結果は有識者による委員会等において検討し、適切な保全管理

が図られるよう努めることとする。また、モニタリング調査等の結果については、広く情報

提供に努めるものとする。モニタリング調査等の実施にあたっては、関係機関やボランティ

ア等と連携し、効果的に行うものとする。 

 なお、以下にモニタリング調査等で特に重視する項目を例示する。 

 

(1) 森林・植生に関する調査（林分・植生状況調査 等） 

(2) 野生動物の生息に関する調査（イリオモテヤマネコ等の希少種、固有種 等） 

(3) 外来種に関する調査（生息・生育状況把握、希少種への影響評価、対策の優先順位付け 

等） 

(4) 利用実態に関する調査（利用者数、利用方法、利用場所、植生への影響評価 等） 
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 また、イリオモテヤマネコ等の希少野生動植物種を対象とした生息・生育状況の把握およ

び希少種の盗掘・盗採防止等を目的とした巡視について、関係機関等との連携を図りつつ実

施することとする。 

 
３ 情報提供・普及啓発 

西表島の森林生態系に関する各種情報を収集管理し、必要に応じて公開するとともに、広

く国民に普及啓発するため、看板・標識の設置、PR 紙の発行、ホームページへの掲載等を、

関係機関等との連携を図りつつ行うものとする。情報提供にあたっては、窓口を分かりやす

くする工夫をし、利用者が様々な新しい情報にアクセスしやすいようにするものとする。 

 

４ 関係機関等との連携 

NPO 等との連携を深めるほか、ボランティアによる希少野生動植物種を対象とした巡視活

動など、活動の場の提供等を行う。 

 

５ 世界自然遺産との関係 

現在、西表島は世界自然遺産候補地としての保全管理方策の検討が行われている。検討に

あたっては、本計画との整合を図りつつ、関係機関と連携して対策を進めるものとする。な

お、世界自然遺産の管理方針や現地の状況等を踏まえた上で、本計画は必要に応じて見直し

を行うものとする。 
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4-9 日本の国有林における保護林と緑の回廊の概要 

 

１ 日本の国有林野の概要 

我が国は、国土面積 3,779万 haのうち、森林面積は 2,508万 haであり、国土面積の約３分の

２が森林で覆われた世界有数の森林国である。国有林野は、758 万 ha の面積を有しており、こ

れは国土面積（3,779 万 ha）の約２割、森林面積（2,508万 ha）の約３割に相当する。我が国の

国有林野は、奥地脊梁山地や水源地域に広く分布しており、国土の保全、水源の涵養等の公益的

機能の発揮に重要な役割を果たしている。また、国有林野は、人工林、原生的な天然林等の多様

な生態系を有し、希少種を含む様々な野生生物の生育・生息の場となっている。さらに、国有林

野の生態系は、里山林、渓畔林、海岸林等として、農地、河川、海洋等の森林以外の生態系とも

結び付いており、我が国全体の生態系ネットワークの根幹として、生物多様性の保全を図る上で

重要な位置を占めている。 

 

２ 国有林野における「保護林」と「緑の回廊」 

①保護林 

国有林野事業では、国有林野に所在する原生的な森林生態系や希少な野生生物の生育・生息す

る、生物多様性の核となる貴重な森林を「保護林」に設定している。 

2015年４月現在における保護林の設定面積（箇所数）は、96.8万 ha（855箇所）となり、国

有林野全体の面積の 13％を占めている。「知床」、「白神山地」、「小笠原諸島」及び「屋久島」と

いった我が国の世界自然遺産区域内の陸域のほぼ全域（95％）を占める国有林野について、その

ほとんどを保護林である「森林生態系保護地域」に設定しており、世界自然遺産の価値を将来に

わたって維持していくための保護担保措置として認められている。 

 

②緑の回廊 

野生生物の生育・生息地を結ぶ移動経路を確保することにより、個体群の交流を促進し、種や

遺伝子の多様性を保全することを目的として、保護林を中心にネットワークを形成する「緑の回

廊」を設定している。緑の回廊では、猛禽類の採餌環境や生息環境の改善を図るためにうっ閉し

た林分の伐開、人工林の中に芽生えた広葉樹の積極的な保残など、野生生物の生育・生息環境に

配慮した施業を行っている。 

2015 年４月現在における緑の回廊の設定箇所数は 24 か所、設定面積は 58.3 万 ha となり、

国有林野全体の面積の８％を占めている。 

 

 

③保護林と緑の回廊の保護・管理 

保護林と緑の回廊の保護・管理方針や設定、変更等に関する事項については、森林・林業や自
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然環境に関する専門家を委員とする保護林管理委員会の意見を踏まえつつ決定することとしてい

る。また、保護林と緑の回廊に対しては、森林生態系や野生生物等の状況変化を調査・把握し、

保護・管理方針や区域の見直し等に資するためのモニタリング調査を実施している。 

 

３ 保護林制度の歴史と改正国有林野における「保護林」と「緑の回廊」 

①制度設立から現在に至る歴史 

保護林制度は 1915 年の農商務省山林局長通牒「保護林設定ニ関スル件」をもって発足した。

保安林等の法令により制限がかけられている森林に加えて、学術の参考、風致の維持、高山植物

保存等に資する森林を、国有林の経営主体である政府自らが保護していくこととしたもので、当

時としては画期的な制度であった。保護林制度設立の 1915年から 20～30年の間に設定された保

護林の多くは、後に創設された自然公園や天然記念物にも設定されており、国有林における保護

林制度は我が国における保護地域の先駆けといえる。その後、自然保護の気運の高まりとともに

保護林の面積は拡大し、1973年の国有林の公益的機能の維持増進に向けた政策転換もあり、1975

年には 14 万 ha となった。1989 年には、保護林に「地帯区分」による保護・管理の考え方を取

り入れるなどの制度改正を行い、保護地域におけるゾーニングの考え方を広めた。このとき新設

された保護林区分の一つである「森林生態系保護地域」は、世界自然遺産やユネスコエコパーク

の価値を将来に渡り守るための仕組みとしても認められ、結果として世界自然遺産である知床、

白神山地、小笠原諸島、屋久島の陸域部分のほぼ全域が、保護林となっている。 

2015年 4月現在で、保護林は 96.8万 ha（855 箇所）設定されている。 

このように保護林制度は、時代に合わせて制度の見直しを行いながら、利用すべき森林と保護

すべき森林を明確化し、林業と自然保護が共存した森林経営のモデルを示すなどの様々な成果を

上げてきた。 

 

②保護林制度の改正 

現代に至るまで原生的な天然林や貴重な野生生物の保護等に重要な役割を担ってきた保護林

制度であるが、近年の森林の生物多様性に対する国民の認識の高まりや、学術的な知見が蓄積さ

れてきたことを踏まえ、保護林の設定状況や保護・管理状況における課題等の点検・整理を行う

ために「保護林制度等に関する有識者会議」を 2014 年６月から 2015 年２月にかけて開催した。

同会議で取りまとめられた報告を基に、2015年９月に保護林制度の改正を行った。 

この改正で、保護林制度に、新たな保護林区分の導入や、「復元」等の生物多様性保全手法の

導入、簡素で効率的な管理体制の構築等を行うこととした。 

保護林区分については、森林生態系や個体群の持続性に着目した分かりやすく効果的な区分と

するため、これまでの７種類から、我が国の気候帯又は森林帯を代表する原生的な天然林を対象

とした「森林生態系保護地域」、地域固有の生物群集を有する森林を対象とした「生物群集保護林」

及び希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を対象とした「希少個体群保護林」の３種類に整

理した。 
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保護林の取り扱いについては、生物多様性保全に関する科学的知見の進歩を踏まえ、新たな手

法を導入した。「生物群集保護林」においては、自立的復元力を失った森林を対象に、長期にわた

る森林施業等を専門家の科学的知見に基づく意見を踏まえ実施することを通じて、潜在的自然植

生を基本とした生物群集へ誘導する「復元」を行うことができるようにした。また、「希少個体群

保護林」においては、対象個体群の存続に必要な個体群の集合体（メタ個体群）を保護すること

を目的に、核となる森林の周辺に飛び地として存在する、遺伝的な関連のある個体群の生育・生

息地等も保護林に含めて一体的に保護・管理できるようにしたほか、一時的な裸地の出現等、遷

移過程における攪乱が個体群の持続に不可欠な場合には、森林施業による人為的な環境創出を行

うことができるようにした。 

保護林の管理体制については、既存の各種委員会を整理し、森林管理局ごとの保護林管理委員

会（必要に応じて部会等を置く。）により一元化することとして効率化を図った。また、保護林の

モニタリングについてもより効果的・効率的なものとするため、各保護林の状況に応じて、実施

する間隔を設定できるようにした。 

「特定地理等保護林」や「郷土の森」といった改正前の制度により設定されていた 7 種類の保

護林については、今後数年間かけて有識者の意見を踏まえつつ再編を行うこととしている。 

林野庁では、新たな制度の下、引き続き国有林における生物多様性保全に取り組むとともに、

今後、保護林に対して行うモニタリング調査のあり方の見直し、国際的なデータベースへの保護

林の登録等に取り組むことで、国民の皆様のご理解と国際的な評価を得られるよう、保護林の適

切な保護・管理を推進していく。 
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4-10 国有林野における緑の回廊の設定について 

 

 

（平成 12 年 3 月 22 日）  

12 林野経第 10 号  

林野庁長官より各森林管理局長各森林管理局長（各分局長扱い）あて  

［最終改正］平成 27 年 11 月９日 27 林国経第 53 号  

 

  国有林野の管理経営にする基本計画（平成 10 年 12 月 25 日策定）において、国

有林野の管理経営方針を公益的機能の維持増進を旨とするものへ転換することに伴

い、国有林野における広範かつ効果的な森林生態系の保護・保全の一方策として緑

の回廊を設定することとしている。  

  今般、別紙のとおり緑の回廊設定要領を定めたので、これに基づき緑の回廊の設

定を進められたい。  
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（別紙）  

緑の回廊設定要領  

 

第１ 趣旨  

  国民共通の財産である国有林野は、奥地脊梁山地に広く分布しており、景観に優

れ貴重な野生生物が生息・生育するなど、豊富な森林生態系を維持している森林が

多い。こうした特性を有する国有林野では、自然環境の維持、動植物の保護、遺伝

資源の保存等を目的として原生的な森林生態系からなる森林生態系保護地域等の保

護林を設定し、優れた自然環境を有する国有林野の保護・保全に努めてきた。  

  一方、近年、「  森林に関する原則声明  」等を踏まえ持続可能な森林経営の一層

の推進、「生物多様性国家戦略」等を踏まえた生物多様性の保全等の新たな取組が

求められている。  

 このような情勢に対応し、国有林野において、野生生物の移動経路を確保し生息・

生育地の拡大と相互交流を促すための緑の回廊を設定し、より広範で効果的な森林

生態系の保護に努めることとし、緑の回廊の設定の基準、取扱方針、設定手続等を

定めるものとする。  

 

第２   設定方針  

  １  設定の基準  

     緑の回廊は、  全国の国有林野を対象にして、当該地域に賦存する森林が発揮

すべき役割や周辺の土地利用状況等を十分勘案しつつ、森林生態系の保護の観点

から重要性、緊急性を検討の上、次の各号を踏まえて設定するものとする。  

   (1)  既に野生生物の保護、遺伝資源の保存等を目的として保護林を設定してい

る点に鑑み、  緑の回廊は、原則として、既存の保護林をそれぞれ連結すると

ともに、森林生態系として保護・保全することが相当と判断される規模、  形

状を有するものとなるよう設定すること  

   (2)  緑の回廊は、野生動植物の分布、保護林の配置状況等を勘案して位置及び

区域を概定の上、野生動物の移動等に適した地理的条件等を勘案してルート

を検討し、原則として尾根、沢等の明確な地勢線により区画し、林小班単位

で設定すること  

   (3)  緑の回廊の幅と長さは、野生動物の生息分布、行動特性、植物の交配・種

子散布特性等を勘案して決定するものとする。  

   (4)  緑の回廊の設定に当たり、次の各号に該当する場合には、必要に応じ、保

護林の拡充又は新設を検討するものとする。  

      ア   緑の回廊としてエッジ効果（断片化した生息地の最外部が全く異質な外

側の環境に直接さらされることにより生息地内部に及ぶ影響）を回避する
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幅を確保できない場合  

      イ   緑の回廊で連結される保護林間の距離が長距離にわたる場合又は連結す

べき保護林が存在しない場合であって特に保護林の設定を行わないと緑の

回廊の機能の確保が図られない恐れがある場合  

  ２   取扱方針  

   (1)  緑の回廊として設定した林分については、野生生物の移動や休息・採餌等

の緑の回廊としての機能の発揮を図るため、次の各号により維持・整備する

ものとする。  

ア   現況が緑の回廊としての機能の発揮にふさわしい林分内容となっている

場合については、適切にその維持を図ること  

イ   ア以外で森林整備の必要がある場合においては、植生の状態に応じて、

下層植生の発達や裸地化の抑制を図ることとし、緑の回廊の全体として、

針葉樹や広葉樹に極端に偏らない樹種構成、林齢、樹冠層等の多様化を図

るための森林施業を実施すること  

   (2)  管理に当たっては、貴重な野生生物の保護のための巡視を行うとともに、

普及啓発を実施するほか、森林環境教育の場としての活用等を図るものとす

る。  

   (3)  施設の整備については、観察施設、治山施設等必要な施設は整備するもの

とするが、その整備に当たっては、野生生物の生息・生育環境に悪影響を及

ぼすことのないよう配慮するものとする。  

   (4)  緑の回廊においては、野生生物の移動実態や森林施業との因果関係等を把

握するため、モニタリング（継続的観測・記録）に努めるものとする。  

        また、その結果を緑の回廊の設定及び取扱いに適切に反映させるとともに、

都道府県の関係部局、大学、研究機関への情報提供に努めるものとする。  

 

第３   設定手続等  

  １ 設定手続  

   (1)  森林管理局長は、緑の回廊を設定しようとする場合には、あらかじめ予定

箇所についての資料の収集及び緑の回廊の対象とする野生生物等について必

要な調査を実施し、これに基づき次の事項を内容とする緑の回廊設定方針

（案）（以下「設定方針（案）」という。）を作成するものとする。  

ア   緑の回廊の位置及び区域  

イ   緑の回廊の維持・整備に関する事項  

ウ   緑の回廊の管理に関する事項  

エ   緑の回廊のモニタリングに関する事項  

オ   その他留意事項  

   (2)  森林管理局長は、緑の回廊を設定しようとする場合には、「保護林制
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度の改正について」（平成 27 年９月 28 日付け 27 林野経第 49 号林野庁長

官通知）に定める保護林管理委員会又は保護林管理委員会の下に置かれた部

会等（以下「委員会等」という。）に、設定方針（案）について意見を求め

るものとする。なお、２以上の森林管理局の管轄区域にわたり緑の回廊を設

定しようとする場合には、関係する森林管理局（以下「関係局」という。）

間で十分意思の疎通を図り、当該地域の区域及び取扱いの統一を図るため、

関係局の委員会等の意思疎通の場を設ける等適切に対処するものとする。  

   (3)  森林管理局長は、緑の回廊を設定する場合には、必要に応じ関係行政機関

の意見を聴くものとする。  

   (4)  森林管理局長は、設定方針（案）について委員会等の意見を聴き、必要に

応じて関係局間の調整を図った上で、設定方針を取りまとめ、その内容を地

域管理経営計画及び国有林野施業実施計画に反映させることにより、緑の回

廊の設定を行うものとする。  

  ２   区域の変更等  

   (1)  森林管理局長は、既に設定した緑の回廊について、次の各号に該当する場

合、当該地域の区域の変更又は解除を行うことができるものとする。  

      ア   モニタリングの結果等を踏まえ、区域の変更等が必要となった場合  

      イ   公益上その他やむを得ない事由により緑の回廊として存置することが困

難と判断される場合  

   (2)  緑の回廊の区域の変更又は解除を行うに当たっては、原則として、１の (2)

から (4)までの手続によるものとする。  

 

第４   留意事項  

   以上に定めるほか、緑の回廊の設定目的にかなった適切な取扱いの実現のため、

研修等により担当者の資質の向上を図るものとする。  

 また、緑の回廊の設定、取扱に当たり、そのルート上に民有林が介在する場合にお

いても緑の回廊の設定目的が達成されるよう、都道府県、市町村、森林所有者の理

解と協力を得るよう努めるものとする。  

4-121

平成29年2月提出版



4-11 国指定湯湾岳鳥獣保護区更新計画書（抜粋） 

 

平成 17年 11月 1日 環境省 

１ 指針 

（１）国指定鳥獣保護区の名称 

       国指定湯湾岳鳥獣保護区 

 

（２）国指定鳥獣保護区の区域 

推薦書の図 5-1-3を参照 

 

（３）国指定鳥獣保護区の存続期間 

      平成１７年１１月１日から平成３７年１０月３１日（２０年間） 

 

（４）国指定鳥獣保護区の保護に関する指針 

   ①国指定鳥獣保護区の指定区分 

        希少鳥獣生息地の保護区 

 

   ②国指定鳥獣保護区の指定目的 

     奄美大島は、鹿児島県佐多岬の南方３００kmの海上に位置し、南西諸島の中で沖縄島に

次いで２番目となる７１９km2の面積を有する島であり、湯湾岳鳥獣保護区は、同島の最高

峰である湯湾岳を中心とした中央山地の標高２３０ｍから６９４ｍまでの地域に位置して

いる。中央山地にはスダジイ、オキナワウラジロガシ、タブノキ、イスノキ等の常緑広葉

樹が優占している。また、同島は、大陸から約１００万年から１５０万年前と古い時期に

隔離されたことが知られている。 

  このような自然環境、地史等を反映して、鳥類では「改訂・日本の絶滅のおそれのある

野生生物―レッドデータブック―鳥類」（環境省編）に記載された絶滅危惧ⅠＡ類のオオ

トラツグミ、絶滅危惧ⅠＢ類のアマミヤマシギ及びオーストンオオアカゲラ並びに絶滅危

惧Ⅱ類のアマミコゲラ、サンショウクイ、アカヒゲ及びルリカケスの生息が確認されてい
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る。また、哺乳類では、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッドデータブッ

ク―哺乳類」（環境省編）に記載された絶滅危惧ⅠＡ類のヤンバルホオヒゲコウモリ並び

に絶滅危惧ⅠＢ類のアマミノクロウサギ、ケナガネズミ及びリュウキュウテングコウモリ

の生息が確認されている。 

 当該区域はこれらの希少種をはじめとした多様な鳥獣類の生息地及び採餌の場として

利用されていることから、希少鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律第２８条第１項に規定する鳥獣保護区に指定し、希少鳥獣の保護を図るもの

である。 

 

   管理方針 

  ・鳥獣のモニタリング調査を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。 

・鳥獣の生息へ影響を与える交通事故の発生を防止するため、現場の巡視、関係地方公共

団体、関係機関、地域住民等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。 

 

２  更新の理由 

アマミノクロウサギ、アマミヤマシギ、オオトラツグミ、オーストンオオアカゲラ、ル

リカケス、アカヒゲ（いずれも絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に

基づく国内希少野生動植物種）をはじめとする鳥獣の保護を引き続き図る必要があるため。 

 

３ 国指定鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

  総面積 ３２０ha   

 

内訳 

ア 形態別内訳       

   林野      ３１８ha    

   農耕地        ２ha   奄美フォレストポリス 

   水面              － ha    

   その他            － ha   
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4-12 国指定湯湾岳鳥獣保護区湯湾岳特別保護地区 

指定計画書（抜粋） 

 

平成 17年 11月 1日 環境省 

１ 指針 

（１）特別保護地区の名称 

     湯湾岳特別保護地区 

 

（２）特別保護地区の区域 

推薦書の図 5-1-3を参照。 

 

（３）特別保護地区の存続期間 

     平成１７年１１月１日から平成３７年１０月３１日（２０年間） 

 

（４）特別保護地区の保護に関する指針 

    ①特別保護地区の指定区分 

          希少鳥獣生息地の保護区 

 

    ②特別保護地区の指定目的 

奄美大島は、鹿児島県佐多岬の南方３００km の海上に位置し、南西諸島の中で沖縄

島に次いで２番目となる７１９km2の面積を有する島であり、湯湾岳鳥獣保護区は、同

島の最高峰である湯湾岳を中心とした中央山地の標高２３０ｍから６９４ｍまでの地

域に位置している。中央山地にはスダジイ、オキナワウラジロガシ、タブノキ、イス

ノキ等の常緑広葉樹が優占している。また、同島は、大陸から約１００万年から１５

０万年前と古い時期に隔離されたことが知られている。 

  このような自然環境、地史等を反映して、鳥類では「改訂・日本の絶滅のおそれのあ

る野生生物―レッドデータブック―鳥類」（環境省編）に記載された絶滅危惧ⅠＡ類の

オオトラツグミ、絶滅危惧ⅠＢ類のアマミヤマシギ及びオーストンオオアカゲラ並びに
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絶滅危惧Ⅱ類のアマミコゲラ、サンショウクイ、アカヒゲ及びルリカケスの生息が確認

されている。また、哺乳類では、「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッド

データブック―哺乳類」（環境省編）に記載された絶滅危惧ⅠＡ類のヤンバルホオヒゲ

コウモリ並びに絶滅危惧ⅠＢ類のアマミノクロウサギ、ケナガネズミ及びリュウキュウ

テングコウモリの生息が確認されている。 

湯湾岳鳥獣保護区の中でも、湯湾岳を中心とした中央山地の標高４３０ｍから６９４

ｍまでにある森林は、平成１０年に新種として記載されたヤンバルホオヒゲコウモリ及

びリュウキュウテングコウモリの奄美大島における最も重要な繁殖及び採餌の場として

利用されている。このため、湯湾岳鳥獣保護区の中で特に重要な区域として、鳥獣の保

護及び狩猟の適正化に関する法律第２９条第１項に規定する特別保護地区に指定し、当

該区域に生息する希少鳥獣の生息地の保護を図るものである。 

 

管理方針 

・区域内の渓流及び森林が希少鳥獣の休息、採餌及び繁殖の場として維持されるよう

現状のままの保全に努める。 

・区域内の道路の整備及び森林内の歩道の改修に当たっては、鳥獣の生息環境の保全

に十分な配慮がなされるよう、関係地方公共団体及び関係機関との調整を図る。 

 

２ 特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

  総面積 １０３ ha   

 

  内訳 

ア 形態別内訳        

     林 野           １０３ha      

     農耕地            － ha     

      水 面         － ha      

      その他               － ha      
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4-13 国指定やんばる（安田）鳥獣保護区指定計画書（抜粋） 

 

平成 21 年 11 月 1 日 環境省 

１．鳥獣保護区の概要 

（１）国指定鳥獣保護区の名称 

やんばる（安田）鳥獣保護区 

 

（２）国指定鳥獣保護区の区域 

  推薦書の図 5-1-8を参照。 

 

（３）国指定鳥獣保護区の存続期間 

  平成２１年１１月１日から平成４１年１０月３１日まで（２０年間） 

 

（４）国指定鳥獣保護区の指定区分 

  希少鳥獣生息地の保護区 

 

（５）国指定鳥獣保護区の指定目的 

 当該区域は、沖縄島北部の沖縄県国頭郡国頭村字安田区に位置し、同区集落から北西約

２．５キロメートルに位置する伊部岳（標高３５３メートル）を中心とした国有林、村有

林及び集落を含む東海岸に至る区域から構成される。 

 当該区域内の多くは亜熱帯広葉樹林で、その大部分をスダジイ林が占めており、伊部岳

中腹には、推定樹齢３００年のオキナワウラジロガシも生育している。 

 このような自然環境を反映して、鳥類では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律（平成四年法律第七十五号）に基づく国内希少野生動植物種であり、環境省

が作成したレッドリストにおける絶滅危惧ⅠＡ類のノグチゲラやヤンバルクイナ、絶滅危

惧ⅠＢ類のホントウアカヒゲなどの希少鳥類が生息している。哺乳類では、絶滅危惧ⅠＢ

類のオキナワコキクガシラコウモリ及びケナガネズミ等が生息している。 

 また、ヤンバルクイナについては、集落内からその周辺においても生息が確認されてい

る。 

 このように、当該区域は、ヤンバルクイナを始めとする希少鳥獣の生息地として重要で

あることから、当該区域を鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に

規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する希少鳥獣の保護を図るものである。 
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２．国指定鳥獣保護区の保護に関する指針 

（１）保護管理方針 

イ 鳥獣のモニタリング調査、現地巡視等を通じて、区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。 

ロ 鳥獣の生息環境を脅かすような人の不用意な行為、ごみの散乱等による鳥類の生息への影

響を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、ＮＰＯ、地域住民等と連携した普及

啓発活動等に取り組む。 

ハ ジャワマングース等在来種の生存を脅かす外来種の防除に取り組む。 

 

（２）保全事業の目標 

 やんばる（安田）鳥獣保護区では、ジャワマングースやノイヌ、ノネコ等の外来種の侵

入等に伴うヤンバルクイナ等の希少鳥獣の生息環境の悪化や交通事故の増加が懸念され

ている。 

 本事業では、ヤンバルクイナ等希少鳥獣の生息環境を適切に管理し、安定的に生息でき

る環境を維持・改善していくことを目標とする。 

 

（３）保全事業の対象区域 

 やんばる（安田）鳥獣保護区の全域 

 

（４）保全事業の内容 

 ヤンバルクイナ等希少鳥獣の生息地の保護及び整備を図るために、環境省は鳥獣の生息

地の保護に支障を及ぼすおそれのある動物の侵入を防ぐための施設の設置等、希少鳥獣の

生息に適した環境を維持・回復するために必要な作業を行い、併せて作業上必要な施設の

整備を行う。また、希少鳥獣の生息状況等をモニタリングして、目標への到達状況を定期

的に評価する。 

 国頭村は、ヤンバルクイナと地域住民との共生を目的としてまとめた「ヤンバルクイナ

の郷」整備構想を核として、ヤンバルクイナ保護シェルターの維持管理及び地域住民への

普及啓発等を実施する。 

 

（５）環境変化の概要 

 沖縄島北部地域においては、近年、外来種による捕食や生息空間の競合等により、在来

種が大きな影響を受けている。 

 当該鳥獣保護区域内においても、沖縄県指定伊部岳鳥獣保護区指定当時（１９６０年代）

には確認されていなかったジャワマングースが確認されるようになっており、生息環境が

悪化しつつある。 
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（６）鳥獣の生息状況の変化 

 当該鳥獣保護区内のヤンバルクイナの生息状況は大きな変動はみられないが、ヤンバル

クイナの分布域は、ジャワマングースの分布域北上に伴い、徐々に北側に狭められており、

発見当初の１９８０年代には大宜味村の塩屋湾から東村の平良付近にまで生息していた

が、近年は、分布域の南限が国頭村と大宜味村の村境から東村の高江付近にまで北上して

いると考えられ、当該鳥獣保護区に迫りつつある。 

 さらに、近年、当該鳥獣保護区においてもジャワマングースの生息が確認されており、

ヤンバルクイナの生息環境が悪化しつつある。 

 また、近年、当該鳥獣保護区を含む沖縄島北部地域において野生生物の交通事故が多発

しており、大きな問題となっている。 

 

３．国指定鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

 

総面積 １，２７９ ha 

 

内訳 

ア 形態別内訳 

林野   ９３２ha 

農耕地    ６３ha 

水面       －ha 

その他   ２８４ha 
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4-14 国指定やんばる（安田）鳥獣保護区 

やんばる（安田）特別保護地区指定計画書（抜粋） 

 

平成 21 年 11 月 1 日 環境省 

 

１ 特別保護地区の概要 

（１）特別保護地区の名称 

やんばる（安田）特別保護地区 

 

（２）特別保護地区の区域 

推薦書の図 5-1-8を参照。 

 

（３）特別保護地区の存続期間 

  平成２１年１１月１日から平成４１年１０月３１日まで（２０年間） 

 

（４）特別保護地区の指定区分 

希少鳥獣生息地の保護区 

 

（５）特別保護地区の指定目的 

 当該区域は、沖縄県国頭郡国頭村の安田集落から北西約二・五キロメートルに位置し、区

域内の南東側には伊部岳（標高３５３メートル）を含み、西側は普久川に接し、北側は我地

佐手林道付近、東側は国頭村有林、南側は伊部岳山道口付近に囲まれた区域である。ほぼ全

域がスダジイ林であり、伊部岳中腹には、推定樹齢３００年のオキナワウラジロガシも生育

している。 

 このような自然環境を反映して、鳥類では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律（平成四年法律第七十五号）に基づく国内希少野生動植物種であり、環境省が作

成したレッドリストに掲載された絶滅危惧ⅠＡ類のノグチゲラ及びヤンバルクイナ、絶滅危

惧ⅠＢ類のホントウアカヒゲ等の希少鳥類が生息している。哺乳類では、絶滅危惧ⅠＢ類で

あるオキナワコキクガシラコウモリ、ケナガネズミ等が生息している。 

 当該区域は、やんばる（安田）鳥獣保護区の中でも、ノグチゲラ、ヤンバルクイナの良好

な生息環境を有しており、特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥

獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項に規定する特別保護地区に指定し、

当該区域に生息する希少鳥獣の保護を図るものである。 

 

２ 特別保護地区の保護に関する指針 

（１）保護管理方針 
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イ 鳥獣のモニタリング調査、現地巡視等を通じて、区域内の鳥獣の生息状況の把握に努め

る。 

ロ 鳥獣の生息環境を脅かすような人の不用意な行為、ごみの散乱等による鳥類の生息への

影響を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、ＮＰＯ、地域住民等と連携した

普及啓発活動等に取り組む。 

ハ ジャワマングース等在来種の生存を脅かす外来種の防除に取り組む。 

 

（２）保全事業の目標 

 やんばる（安田）鳥獣保護区では、ジャワマングースやノイヌ、ノネコ等の外来種の侵入

等に伴うヤンバルクイナ等の希少鳥獣の生息環境の悪化や交通事故の増加が懸念されている。 

 本事業では、ヤンバルクイナ等希少鳥獣の生息環境を適切に管理し、安定的に生息できる

環境を維持・改善していくことを目標とする。 

 

（３）保全事業の対象区域 

 やんばる（安田）特別保護地区の全域 

 

（４）保全事業の内容 

 ヤンバルクイナ等希少鳥獣の生息地の保護及び整備を図るために、環境省は鳥獣の生息

地の保護に支障を及ぼすおそれのある動物の侵入を防ぐための施設の設置等、希少鳥獣の

生息に適した環境を維持・回復するために必要な作業を行い、併せて作業上必要な施設の

整備を行う。また、希少鳥獣の生息状況等をモニタリングして、目標への到達状況を定期

的に評価する。 

 国頭村は、ヤンバルクイナと地域住民との共生を目的としてまとめた「ヤンバルクイナ

の郷」整備構想を核として、ヤンバルクイナ保護シェルターの維持管理及び地域住民への

普及啓発等を実施する。 

 

（５）環境変化の概要 

沖縄島北部地域においては、近年、外来種による捕食や生息空間の競合等により、在来

種が大きな影響を受けている。 

当該鳥獣保護区域内においても、沖縄県指定伊部岳鳥獣保護区指定当時（１９６０年代）

には確認されていなかったジャワマングースが確認されるようになっており、生息環境が

悪化しつつある。 

 

（６）鳥獣の生息状況の変化 

 当該鳥獣保護区内のヤンバルクイナの生息状況に大きな変動は見られないが、ヤンバル

クイナの分布域は、ジャワマングースの分布域北上に伴い、徐々に北側に狭められており、
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発見当初の１９８０年代には大宜味村の塩屋湾から東村の平良付近にまで生息していたが、

近年は分布域の南限が国頭村と大宜味村の村境から東村の福上湖付近にまで北上している

と考えられ、当該鳥獣保護区に迫りつつある。 

 さらに、近年、当該鳥獣保護区でもジャワマングースの生息が確認されており、ヤンバ

ルクイナの生息環境が悪化しつつある。 

 また、近年、当該鳥獣保護区を含む沖縄島北部地域において野生生物の交通事故が多発

しており、大きな問題となっている。 

 

３ 特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

 

総面積 ２２０ha 

 

内訳 

ア 形態別内訳 

林野   ２２０ ha 

農耕地    － ha 

水面    － ha 

その他    － ha 
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4-15 国指定やんばる（安波）鳥獣保護区指定計画書（抜粋） 

 

平成 21 年 11 月 1 日 環境省 

 

１ 国指定鳥獣保護区の概要 

（１）国指定鳥獣保護区の名称 

  やんばる（安波）鳥獣保護区 

 

（２）国指定鳥獣保護区の区域 

  推薦書の図 5-1-8を参照。 

 

（３）国指定鳥獣保護区の存続期間 

平成２１年１１月１日から平成４１年１０月３１日まで（２０年間） 

 

（４）国指定鳥獣保護区の指定区分 

希少鳥獣生息地の保護区 

 

（５）国指定鳥獣保護区の指定目的 

 当該区域は、沖縄島北部の沖縄県国頭郡国頭村安波区に位置し、安波ダムの湛水域中央

部から北方の区域であって、西側に安波川、東側に普久川が流れ、スダジイを中心とする

亜熱帯常緑広葉樹林が広がる区域である。 

 このような自然環境を反映して、鳥類では絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律（平成四年法律第七十五号）に基づく国内希少野生動植物種であり、環境省が

作成したレッドリストに掲載された絶滅危惧ⅠＡ類のノグチゲラ及びヤンバルクイナ、絶

滅危惧ⅠＢ類のホントウアカヒゲ等の希少鳥類が生息している。 

 また、哺乳類では、絶滅危惧ⅠＢ類であるオキナワコキクガシラコウモリや、リュウキ

ュウイノシシ等が生息している。 

 このように、当該区域は、希少鳥獣の生息地として重要であることから、当該区域を鳥

獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第二十八条第一項

に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する希少鳥獣の保護を図るものである。 

 

２ 国指定鳥獣保護区の保護に関する指針 

（１）保護管理方針 

１）鳥獣のモニタリング調査、現地巡視等を通じて、区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。 

２）鳥獣の生息環境を脅かすような人の不用意な行為、ごみの散乱等による鳥類の生息への影
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響を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、ＮＰＯ、地域住民等と連携した普及啓

発活動等に取り組む。 

３）ジャワマングース等、在来種の生存を脅かす外来種の防除に取り組む。 

 

３ 国指定鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

 

総面積 ４６５ha 

 

内訳 

ア 形態別内訳 

林野  ４０７ ha 

農耕地   １８ ha 

水面   ３７ ha 

その他    ３ ha 
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4-16 国指定西表鳥獣保護区指定計画書（抜粋） 

平成 23 年 11 月 1 日 環境省 

１ 鳥獣保護区の概要 

（１）鳥獣保護区の名称 

西表鳥獣保護区 

（２）鳥獣保護区の区域 

推薦書の図 5-1-12を参照。 

（３）鳥獣保護区の存続期間 

平成 23 年 11 月１日から平成 43 年 10 月 31 日まで（20 年間） 

（４）鳥獣保護区の指定区分 

希少鳥獣生息地の保護区 

（５）鳥獣保護区の指定目的 

 当該区域は、八重山諸島西部にある西表島に位置し、沖縄県内で屈指の標高を有する古

見岳（標高 469.5m）、テドウ山（標高 441.2m）及び御座岳（標高 420.4m）を含んだ島内

中心部から南側海岸部にかけての区域、崎山半島の一部並びに島北西部の一部から構成さ

れている。 

 当該区域のうち、島内中心部から南側海岸部にかけての区域及び崎山半島の一部の区域

の植生は主にスダジイやオキナワウラジロガシ等の亜熱帯常緑広葉樹林で構成された原生

かつ広大な亜熱帯林に覆われており、島北西部の一部の区域は浦内川河口部に位置し、広

大なマングローブ林を構成している。 

 このような自然環境を反映して、当該区域には絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動植物種であり環境省が作

成したレッドリストに掲載されている絶滅危惧ＩＡ類のイリオモテヤマネコ及びカンムリ

ワシや絶滅危惧ⅠＢ類のキンバトなどの希少な鳥獣が島内の幅広い地域にわたって生息し

ている。 

 このように、当該区域はイリオモテヤマネコを始めとする希少鳥獣の生息地として重要

であることから、当該区域を鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14年法律第

88号）第 28条第１項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する希少鳥獣の保護

を図るものである。 
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２ 鳥獣保護区の保護に関する指針 

（１）保護管理方針 

１）希少鳥獣生息地の保護区として、イリオモテヤマネコなどの保護を図るため適切な管理に

努める。 

２）鳥獣のモニタリング調査を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。 

３）鳥獣の生息環境を脅かすような行為、ごみの不法投棄等による鳥類の生息への影響を防止

するため、現場の巡視、関係地方公共団体、ＮＰＯ、地域住民等と連携した普及啓発活動等

に取り組む。 

３ 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

総面積 10,218 ha 

内訳 

ア 形態別内訳 

林野 10,218 ha 

農耕地 － ha 

水面 － ha 

その他 － ha 

4-135

平成29年2月提出版



4-17 国指定西表鳥獣保護区西表特別保護地区指定計画書（抜粋） 

平成 23 年 11 月 1 日 環境省 

１ 特別保護地区の概要 

（１）特別保護地区の名称 

西表特別保護地区 

（２）特別保護地区の区域 

推薦書の図 5-1-7を参照。 

（３）特別保護地区の存続期間 

平成 23 年 11 月１日から平成 43 年 10 月 31 日まで（20 年間） 

（４）特別保護地区の指定区分 

希少鳥獣生息地の保護区 

（５）特別保護地区の指定目的 

 当該区域は、八重山諸島西部にある西表島に位置し、沖縄県内で屈指の標高を有する古見

岳（標高 469.5m）、テドウ山（標高 441.2m）、御座岳（標高 420.4m）を含んだ島内中心部

から南側海岸部にかけての区域及び崎山半島の一部並びに島北西部の一部から構成されてい

る。 

 当該区域のうち、島内中心部から南側海岸部にかけての区域及び崎山半島の一部の区域の

植生は主にスダジイやオキナワウラジロガシなどの亜熱帯常緑広葉樹林で構成された原生か

つ広大な亜熱帯林に覆われており、島北西部の一部の区域は浦内川河口部に位置し、広大な

マングローブ林を構成している。 

 このような自然環境を反映して、当該区域には絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律（平成４年法律第 75号）に基づく国内希少野生動植物種であり環境省が作成し

たレッドリストに掲載されている絶滅危惧ＩＡ類のイリオモテヤマネコ及びカンムリワシが

確認されており、また絶滅危惧ⅠＢ類のキンバト等の希少な鳥獣が島内の幅広い地域にわた

って生息している。当該区域は、これまでの調査でイリオモテヤマネコが特に多く確認され

ており、また餌となる生物も多数確認されていることから餌場としても良好な生息環境を有

していると考えられる。 

 このように、当該区域は西表鳥獣保護区の中でも特にイリオモテヤマネコを始めとする希

少鳥獣の生息地として保護の必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び
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狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）第 29 条第１項に規定する特別保護地

区に指定し、当該区域に生息する希少鳥獣の保護を図るものである。 

 

２ 特別保護地区の保護に関する指針 

（１）保護管理方針 

１）希少鳥獣生息地の特別保護地区として、イリオモテヤマネコなどの保護を図るため適切な

管理に努める。 

２）鳥獣のモニタリング調査を通じて、当該区域内の鳥獣の生息状況の把握に努める。 

３）鳥獣の生息環境を脅かすような行為、ごみの不法投棄等による鳥類の生息への影響を防止

するため、現場の巡視、関係地方公共団体、ＮＰＯ、地域住民等と連携した普及啓発活動

等に取り組む。 

 

３ 特別保護地区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 

 

総面積 9,999 ha 

 

内訳 

ア 形態別内訳 

林野  9,999 ha 

農耕地   －  ha 

水面   －  ha 

その他   －  ha 
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4-18 アマミノクロウサギ保護増殖事業計画 

 

平成１６年１１月１９日 

文部科学省 

農林水産省 

環境省 

第１ 事業の目標 

 アマミノクロウサギは、奄美大島及び徳之島にのみ生息する１属１種の我が国固有の種

である。本種は、主に原生的な森林内の斜面に巣穴を作り、これに隣接した草本類等の餌

が多い沢や二次林等を採食場所として利用している。 

 1990年代前半の生息個体数は、奄美大島においては 2,600頭から 6,200頭、徳之島にお

いては 120 頭から 290 頭と推測されていたが、開発行為による森林の減少並びに外来種の

侵入等による影響によって生息に適した場所が失われたこと等により、各島内における分

布域が更に狭まり、2003年の生息個体数は、奄美大島においては 2,000頭から 4,800頭、

徳之島においては 200 頭前後と推定されている。また、生息地の分断が進み、地理的に隔

離された一部の個体群は低密度になっており、これらの生息地では、地域的な絶滅の危険

性が非常に高いと考えられる。 

 本事業は、本種の生息状況等の把握等を行い、その結果等に基づき、本種の生息に必要

な環境の維持及び改善並びに生息を圧迫する要因の軽減及び除去を図るとともに、飼育下

における繁殖個体の再導入を含めた野外個体群の回復等を図ること等により、本種が自然

状態で安定的に存続できる状態とすることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

 鹿児島県奄美大島及び徳之島における本種の分布域（かつて分布域であった地域を含

む。）並びに第３の３により飼育下における繁殖を行う区域 

 

第３ 事業の内容 

１ 生息状況等の把握及び生態等に関する知見の集積 

 本事業を適切かつ効果的に実施し、憂慮すべき変化が見られた場合に緊急的な対策を検

討するため、以下のとおり本種の生息状況等の動向を把握するとともに、生態等に関する

知見を集積する。 

 

（１）生息状況の調査及びモニタリング 

 糞塊調査による生息密度の推定及び分布状況のモニタリングを実施する。また、目撃情

報を含む生息情報の収集及び整備に努める。 
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（２）生物学的特性の把握 

 既存の知見の収集及び整理、自動撮影調査、ラジオテレメトリー調査等により、個体の

行動圏、利用する環境、繁殖状況、採餌特性等を把握する。 

 

（３）生息環境のモニタリング 

 捕食等により、本種の生息を圧迫する可能性が高いマングース、ノイヌ及びノネコ並び

にウイルス病の感染等により本種の生息を圧迫する可能性のあるクマネズミ、カイウサギ

等について、本種の生息地への侵入及び捕食等の状況のモニタリングを行う。 

 また、森林伐採、道路建設等の生息地の人為による改変等について情報を収集し、モニ

タリングを行う。 

 

（４）生息に適する環境要因及び生息を圧迫するおそれのある環境要因等の把握 

 上記（１）、（２）及び（３）の結果等を分析し、本種の生息に適する環境要因及び生息

を圧迫するおそれのある環境要因を把握する。また、これらの環境要因と生息状況との関

係を地理的に把握する。 

 

２ 生息地における生息環境の維持及び改善 

 本種の自然状態での安定的な存続のためには、原生的な森林、沢及び二次林が適度にそ

ろった環境が必要である。一方、本種の減少要因については、様々な人間活動及びマング

ース等の外来種等による捕食等の影響が指摘されているが、それぞれが相互にどのように

作用しているかは十分には解明されていない。このため、１で得られた知見等に基づき、

以下を実施する。 

 

（１）外来種等の分布状況等の把握及び対策 

 外来種等の分布状況及び本種への影響を把握するとともに、これらの排除等の措置を検

討し、適切な対策を講じる。また、飼い犬（猟犬を含む。）、飼い猫等の飼養動物の適切な

管理等の対策を講じる。 

 

（２）生息地の維持及び改善 

 本種の生態等に関する専門的知識を有する者の知見を得つつ、本種の生息及び繁殖に適

した環境の維持及び改善、分断され孤立した生息地の連続性の確保等による生息地の拡大

を図る等、本種の生息環境の悪化及び個体数の減少等への効果的な対策を検討する。 

 

３ 飼育下における繁殖等 

 本種の個体数は減少傾向にあり、他の個体群から地理的に隔離された一部の個体群では、
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地域的な絶滅の危険性が非常に高い状態にある等、生息地における保護対策の強化だけで

は、野外個体群の回復が困難になることが考えられる。このため、本種の生態等に関する

専門的知識を有する者の知見を得つつ、再導入による野外個体群の回復を目的とした飼育

下における繁殖のための技術を確立する。これに当たっては、傷病により保護し、又は野

外において捕獲する個体を、適切な施設に搬入することにより行うものとする。 

 なお、必要な個体の捕獲は、野外個体群に与える影響を最小限にとどめるよう配慮する。

再導入のための個体を飼育下における繁殖により確保する場合には、近親交配による遺伝

的な弊害を防止するため、遺伝的多様性に配慮する。 

 再導入に当たっては、飼育下における繁殖による行動特性の変化、再導入した個体に由

来する病原体への感染等が野外個体群の存続に不可逆的な影響を与えること等に十分留意

するとともに、再導入の必要性、方法、影響、事後のモニタリング方法等について、本種

の生態等に関する専門的な知識を有する者の知見を得つつ、事前に十分な検討を行うとと

もに、関係者の合意形成を図り、最適なものとなるように努める。 

 

４ 事業を効果的に推進するための方策 

（１）普及啓発の推進 

 本事業を実効あるものとするためには、国、関係地方公共団体、各種事業活動を行う事

業者、関係地域の住民を始めとする国民等の理解及び協力が不可欠である。このため、本

種の保護の必要性及び本事業の実施状況等に関する普及啓発等を進め、本種の保護に対す

る配慮及び協力を働き掛けるとともに、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよう努

める。 

 

（２）生息地における監視等 

 本種の生息地への不用意な立入り、生息地の人為による改変、外来種等の放逐等本種の

生息に悪影響を及ぼすおそれのある行為を防止するために、生息地及びその周辺における

監視及び情報収集等を行い、適切な対策を講じる。 

 

（３）事業活動等における配慮 

 本種の生息地及びその周辺における事業活動の実施に際しては、第３の１及び２で得ら

れた知見等を活用しつつ、本種の生息に必要な環境条件を確保するための配慮が払われる

よう努める。 

 

（４）効果的な事業の推進のための連携の確保 

 本事業の実施に当たっては、国、関係地方公共団体、本種の生態等に関する専門的知識

を有する者、本種の生息地及びその周辺地域の住民及び土地所有者等の様々な主体の連携

を図り、効果的に事業が推進されるよう努める。 
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4-19 イリオモテヤマネコ保護増殖事業計画 

 

平成７年７月１７日 

環境庁 

農林水産省 

 

第１ 事業の目標 

 イリオモテヤマネコは、沖縄県西表島にのみ生息するネコ科の動物で、島内の低標高部

を中心に１００頭前後が生息すると推定されている。本種が新種として確認されたのは昭

和４２年と比較的最近であり、その後、実施されてきた調査によれば、これまでのところ、

個体数の急激な減少はみられていない。 

 しかしながら、生息上重要な低地部での生息域の縮小や分断の進行、度重なる交通事故

の発生、伝染性の疾病の侵入・流行のおそれなど、生息地が限られ、個体群の規模も小さ

い本種にとって、個体群の健全かつ安定した存続に支障を及ぼすおそれのある要因が存在

している。 

 本事業は、本種の生息状況の把握と監視に努めつつ、島内の生息地において本種の生息

に必要な環境条件の維持・改善及び生息を圧迫する要因の軽減・除去等を図ることにより、

本種が自然状態で安定的に存続できる状態になることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

 主として沖縄県西表島 

 

第３ 事業の内容 

１ 生息状況の把握・モニタリング 

 本種の生息状況を常時監視しつつ、保護増殖事業を適切かつ効果的に実施するため、以

下の調査を行う。 

 

（１）島内での分布状況の把握 

 現地への到達が容易ではない内陸部や南岸、崎山半島等の地域は他の地域に較べ分布に

関する情報が極めて少ないことから、自動撮影、痕跡調査等により、特にこれらの地域に

おける本種の分布状況を詳細に把握するとともに、島内の分布の動向を継続的に把握する。 

 

（２）生息状況のモニタリング 

 島内での分布を考慮して調査区を設定し、自動撮影、ラジオトラッキング等により、個

体識別及び行動追跡を継続的に行いつつ、個体数、行動圏、繁殖、移動分散等の本種の生
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息状況に関する情報の蓄積及びモニタリングを行う。その結果、個体数等に憂慮すべき変

化が見られた場合には、緊急調査の実施を含め必要な対策を講ずる。 

 

（３）個体の健全性の把握 

 保護・死亡個体や調査のために捕獲される個体について、病理・寄生虫検査を実施し、

伝染性の疾病の侵入・流行を監視するなど、個体の健全性に関する分析を行う。検査の結

果、本種の生存を脅かすような伝染性疾病の病原体や発病が確認された場合は、緊急調査

の実施を含め必要な対策を講ずる。 

 なお、死亡個体については、生物学的資料の蓄積のため、可能な場合には、回収し適切

に保存するものとする。また、病理・寄生虫検査のほかに、本種の遺伝的な多様性に関す

る情報の収集及び分析を進める。 

 

２ 生息地における生息環境の維持・改善 

 本種の自然状態での安定した存続のためには、本種を食物連鎖の頂点とする多様な餌動

物を含む生態系全体を良好な状態に保つことが必要である。 

 このため、本種の生息にとって良好な環境条件を備えた地域については、その状態を維

持し、また、各種の土地利用、営農形態の変化等に伴い、生息環境が悪化し、個体群の維

持上影響が生じている地域については、その悪化の程度に応じて、採餌、休息、繁殖等の

活動や個体の移動分散及び交流を可能とするための生息環境の改善・回復を図る。 

 具体的には、次のように生息環境の状況に応じて適切な対策を講ずる。 

 

（1）島内の海岸・河口域から入り組んだ沢や谷地形を有する低標高部にわたる生息環境の

連続性が確保された地域であって、マングロ－ブ、サガリバナ等の低地林や水田を含む低

湿地、亜熱帯性のシイ・カシ林等の後背林等の多様な植生が混在し、シロハラクイナ、キ

シノウエトカゲ、カエル類等の餌動物が豊富であるなど本種の生息にとって良好な環境条

件を備え、良好な生息状況のみられる地域については、その生息環境を維持し、必要に応

じて改善する。 

 

（2）本種にとって生息環境の悪化がみられる地域であって、生息適地の拡大、個体の移動

分散等の観点から島内個体群の維持上必要な地域については、自然的社会的条件を踏まえ

つつ、ススキ、チガヤ等に覆われた耕作跡地や採草放牧跡地等本種の生息に適さない植生

の改善や低湿地の整備等を行うことにより、生息環境の改善・回復を図る。また、生息域

に介在する農用地等の開けた空間において、農用地間や河川沿いの樹林等を維持、育成す

ることなどにより、個体の移動分散・交流のための経路を確保する。 

 これらの生息環境の維持・改善のための事業は、本種の生態特性及び事業の実施が本種

を含む生物群集に及ぼす影響を考慮し、効果的な実施方法の検討・見直しを行い、長期的
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な視点に立って進めるものとする。その際、地域の協力体制の確立に努める。 

 また、本種の生息地及びその周辺での土地利用や事業活動の実施に当たっては、重要な

餌場や移動経路など本種の生息に必要な環境条件を確保するための配慮が払われるよう努

める。 

 

３ 半野生下での飼育繁殖 

 通常は単独性で森林内に広い行動圏を持つという生態特性から、野生状態での本種の詳

細な繁殖生態の解明は非常に困難であり、不明な点が多い。一方、生息域の縮小・分断の

進行及び伝染性の疾病の侵入・流行等により、将来、本種の健全で安定した繁殖が阻害さ

れる危険性がある。 

 このため、繁殖生態の解明及び飼育繁殖技術の確立に資するよう島内の生息域内の自然

環境を利用した形の野外飼育施設を設け、半野生下での飼育繁殖の研究を行う。 

 この際、必要な個体の確保は、野外の個体の捕獲あるいは救護された傷病個体の活用等

により行うこととし、野外の個体を捕獲する場合には、繁殖に関与している定住個体の捕

獲は避けるなど、野外個体群の維持に及ぼす影響を最小限にとどめるよう配慮するものと

する。 

 また、伝染性の疾病の侵入、流行等による野外個体群の急激な減少に備えるための飼育

下での個体の集団の維持・充実の必要性について、検討を進める。 

 

４ その他 

（１）事故防止対策 

 交通事故の防止のため、道路上での目撃情報を収集し、交通事故の多発が予想される区

間については、関係機関の協力を得て、施設の改善、注意標識の設置等の対策を講ずる。 

 

（２）傷病個体の救護及びリハビリテーション 

 傷病個体の救護及びリハビリテーションについては、適切な実施体制を整備しつつ、そ

の充実に努め、野外での生活が可能な状態に回復した場合には、原則として野外へ帰すも

のとする。ただし、上記３の半野生下での飼育繁殖のための個体の確保が必要な場合には、

健康を回復した傷病個体の活用を図ることを検討する。 

 

（３）家禽類の食害防止対策 

 本種によるニワトリ、アイガモ等の食害を防止し、人為的な餌に依存することによる本

種の生態の撹乱を防止するという観点から、侵入防止柵の設置等による効果的な食害防止

策を検討し、適切な対策を講ずる。 

 

（４）生息地における監視 
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 本種の生息及び繁殖に悪影響を及ぼす行為を防止するために、生息地における監視を行

う。 

 

（５）移入種等による影響の防止 

 生態的競合等による影響を及ぼすことや疾病感染の原因となることが懸念されるノイヌ、

ノネコ、その他の移入種について、その侵入状況や影響を監視しつつ、飼育動物の適切な

管理の徹底や野外からの除去等の影響防止策を検討し、適切な対策を講ずる。 

 また、疾病感染の原因となる可能性の高いイエネコについては、伝染性疾病の病原体の

保有状況を定期的に検査し、本種の生存を脅かすような伝染性疾病の病原体や発病が確認

された場合には、適切な対策を講ずる。 

 

（６）普及啓発の推進 

 本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、各種事業活動を行う事業者、関係

行政機関、関係地域の住民を始めとする国民の理解と協力が不可欠である。このため、本

種の生息状況及び保護の必要性、保護増殖事業の実施状況等に関する普及啓発を推進し、

本種の保護に関する配慮と協力を呼び掛けることとする。また、関係地域の公共施設にお

いて本種の理解を深めるための活動を行うことなどにより、地域の自主的な保護活動の展

開が図られるよう努める。 

 

（７）効果的な事業の推進のための連携の確保 

 本事業の実施に当たっては、事業にかかわる国、沖縄県及び竹富町の各レベルの行政機

関、本種の生態等に関する研究者並びに本種の生息地及びその周辺地域の住民等の関係者

間の連携を図り、効果的に事業が推進されるよう努める。 
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4-20 アマミヤマシギ保護増殖事業計画 

 

平成 11年８月 31日 

環境庁 

農林水産省 

第１ 事業の目標 

 アマミヤマシギは、南西諸島の一部に分布するシギ科の鳥類である。本種は、スダジイ

等の優占する森林に生息するが、生息に適した環境の悪化等により、現在個体数、生息地

とも限られている。 

 本事業は、本種の生息状況の把握とモニタリング等を行い、その結果等を踏まえ、本種

の生息に必要な環境の維持・改善及び生息を圧迫する要因の軽減・除去等を図ることによ

り、本種が自然状態で安定的に存続できる状態になることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

 主として鹿児島県奄美諸島及び沖縄県における本種の分布域 

 

第３ 事業の内容 

１ 生息状況の把握・モニタリング等 

 本種の保護増殖事業を適切かつ効果的に実施するため、以下の調査を行う。 

 

（１）生息状況の把握・モニタリング 

 本種の分布域において、繁殖期及び非繁殖期に自動車を用いたルートセンサス等を行う

ことにより、本種の分布や繁殖状況等生息状況の動向を継続的に把握する。 

 また、生息情報の収集・整備に努める。 

 

（２）生物学的特性の把握 

 標識の装着等による個体識別やラジオトラッキング等の手法を活用し、個体の移動、分

散等の実態や繁殖期・非繁殖期の行動及び行動圏等を把握する。 

 また、本種の糞分析による繁殖状態の把握や、本種の食性、捕食者の実態等を含む本種

を取り巻く生態系の構造の解明等に関する調査研究を進める。 

 

（３）生息好適環境及び生息圧迫要因等の把握 

 上記（１）及び（２）の結果等を基に、本種の生息に適した環境を把握するとともに、

個体群の維持に影響を及ぼすおそれのある要因及びその除去に必要な対策等に関する調査

研究を進める。 
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２ 生息地における生息環境の維持・改善 

 本種の自然状態での安定した存続のためには、繁殖地として重要と考えられる森林等本

種を取り巻く生態系全体を良好な状態に保つことが必要である。 

 このため、上記１の結果等を踏まえ、本種の生息環境の悪化や個体数の減少等への効果

的な対策を検討し、本種の生息・繁殖に適した環境の維持・改善を図る。 

 また、本種の生息地における土地利用や事業活動の実施に際して、本種の生息に必要な

環境条件を確保するための配慮が払われるよう努める。 

 

３ 飼育下での繁殖 

 本種の繁殖は、生息地における野外個体群の維持・拡大を基本とするが、野外個体群の

急激な減少に備え、飼育下での繁殖の可能性を検討する。 

 

４ 生息地における監視等 

 密猟や本種の生息地への不用意な接近等個体群の維持に影響を及ぼすおそれのある行為

を防止するために、生息地における監視等を行う。 

 

５ 普及啓発の推進 

 本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、各種事業活動を行う事業者、関係

行政機関及び関係地域の住民を始めとする国民の理解と協力が不可欠である。このため、

本種の生息状況、保護の必要性及び保護増殖事業の実施状況等に関する普及啓発を推進し、

本種の保護に関する配慮と協力を呼び掛ける。また、関係地域において本種についての理

解を深めるための活動を行うこと等により、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよ

う努める。 

 また、交通事故による被害を未然に防止するため、関係機関の協力を得て、注意標識を

設置する等の事故防止対策を検討する。 

 

６ 効果的な事業の推進のための連携の確保 

 本事業の実施に当たっては、事業に係る国、鹿児島県、沖縄県及び関係市町村の各行政

機関、本種の生態等に関する研究者、地域の住民等の関係者間の連携を図り、効果的に事

業が実施されるよう努める。 
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4-21 オオトラツグミ保護増殖事業計画 

 

平成 11年８月 31日 

環境庁 

農林水産省 

 

第１ 事業の目標 

 オオトラツグミは、奄美大島及び加計呂麻島のみに分布し、日本産のツグミの仲間では

最大である。本種は、樹冠が閉鎖し風当たりの少ない高齢または壮齢の照葉樹林に主に生

息するが、生息に適した環境の悪化等により、現在個体数、生息地とも極めて限られてい

る。 

 本事業は、本種の生息状況の把握とモニタリング等を行い、その結果等を踏まえ、本種

の生息に必要な環境の維持・改善及び生息を圧迫する要因の軽減・除去等を図ることによ

り、本種が自然状態で安定的に存続できる状態になることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

 主として鹿児島県奄美諸島における本種の分布域 

 

第３ 事業の内容 

１ 生息状況の把握・モニタリング等 

 本種の保護増殖事業を適切かつ効果的に実施するため、以下の調査を行う。 

 

（１）生息状況の把握・モニタリング 

 繁殖期における本種個体のさえずりを確認するルートセンサスや定点観察等により、本

種の生息状況の動向を継続的に把握する。 

 また、生息情報の収集・整備に努める。 

 

（２）生物学的特性の把握 

 個体の行動及び行動圏等を把握するため、標識の装着等による個体識別の実施を検討す

る。 

 また、保護収容された傷病個体について、野生復帰が困難な場合には、当該個体を活用

して飼育下で行動観察を行い、生理及び生態に関する情報の収集に努める。 

 

（３）生息好適環境及び生息圧迫要因等の把握 

 上記（１）及び（２）の結果等を基に、本種の生息に適した環境を把握するとともに、
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個体群の維持に影響を及ぼすおそれのある要因及びその影響に関する調査研究を進める。 

 

２ 生息地における生息環境の維持・改善 

 本種の自然状態での安定した存続のためには、樹冠が閉鎖し風当たりが少ない照葉樹林

の保存等、本種を取り巻く生態系全体を良好な状態に保つことが必要である。 

 このため、上記１の結果等を踏まえ、本種の生息環境の悪化や個体数の減少等への効果

的な対策を検討し、本種の生息・繁殖に適した環境の維持・改善を図る。 

 また、本種の生息地における土地利用や事業活動の実施に際して、本種の生息に必要な

環境条件を確保するための配慮が払われるよう努める。 

 

３ 飼育下での繁殖 

 本種の繁殖は、生息地における野外個体群の維持・拡大を基本とするが、野外個体群の

急激な減少に備え、飼育下での繁殖の可能性を検討する。 

 

４ 生息地における監視等 

 密猟や本種の生息地への不用意な接近等個体群の維持に影響を及ぼすおそれのある行為

を防止するために、生息地における監視等を行う。 

 

５ 普及啓発の推進 

 本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、各種事業活動を行う事業者、関係

行政機関及び関係地域の住民を始めとする国民の理解と協力が不可欠である。このため、

本種の生息状況、保護の必要性及び保護増殖事業の実施状況等に関する普及啓発を推進し、

本種の保護に関する配慮と協力を呼び掛ける。また、関係地域において本種についての理

解を深めるための活動を行うこと等により、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよ

う努める。 

 

６ 効果的な事業の推進のための連携の確保 

 本事業の実施に当たっては、事業に係る国、鹿児島県及び関係市町村の各行政機関、本

種の生態等に関する研究者、地域の住民等の関係者間の連携を図り、効果的に事業が実施

されるよう努める。 
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4-22 ヤンバルクイナ保護増殖事業計画 

 

平成１６年１１月１９日 

文部科学省 

農林水産省 

国土交通省 

環境省 

 

第１ 事業の目標 

 ヤンバルクイナは、1981 年に新種として記載されたクイナ科の鳥で、沖縄島北部にのみ

生息する。本種の生息を圧迫する要因として、ノネコによる本種の捕食、生息地へのマン

グースの侵入が原因とみられる本種の分布範囲の急速な縮小、開発による生息に適する環

境の減少、走行する車両との接触等による本種の死傷の発生及び個体の観察、撮影等に伴

う本種への不用意な接近による悪影響が挙げられる。 

 本事業は、本種の生息状況等の把握を行い、本種の生息に必要な環境の維持及び改善並

びに生息を圧迫する要因の軽減及び除去等を図るとともに、野外の個体数の急激な減少に

備えて人工繁殖技術を確立し、適切な方法による人工繁殖個体の再導入を検討すること等

により、本種が自然状態で安定的に存続できる状態とすることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

 沖縄県沖縄島及び第３の３により飼育下における繁殖を行う区域 

 

第３ 事業の内容 

１ 生息状況等の把握 

 本事業を適切かつ効果的に実施するため、以下の調査を行うとともに、本種及び本種を

取り巻く状況に関する情報の収集及び実態の把握に努める。 

 

（１）生息状況の調査及びモニタリング 

 本種の分布域、生息密度等の生息状況を把握するための調査及び定期的なモニタリング

を行う。 

 また、地域住民等からの本種及び本種を捕食する外来種等の生死別の目撃情報等を収集

し、本種の生息状況及び走行する車両との接触等による本種の死傷の実態並びに外来種の

侵入状況等を把握する。 

 

（２）生態等の把握 
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 本種については、基本的な生態等について十分把握されていない点が多い。したがって、

本種の食性、採餌行動、個体の移動及び個体群の分散等の実態並びに繁殖期及び非繁殖期

の行動、行動圏等を調査し、本事業を実施するに当たって必要となる基本的な情報を把握

する。 

 また、過去及び現在の分布域における個体から得られる試料によるＤＮＡの分析によっ

て本種の遺伝的多様性の現状及びその変化を把握する。 

 

（３）生息に適する環境等の把握 

 （１）及び（２）の調査結果に基づき、本種の生息に適する環境を、個体群の維持の観

点に配慮して把握するとともに、本種と本種を取り巻く生態系との関係を調査する。 

 

２ 生息地における生息環境の維持及び改善 

 本種の自然状態での安定した存続のためには、ねぐらとして利用する樹木、餌となる動

物等、本種を取り巻く生態系全体を良好な状態に保つことが必要である。 

 このため、１で得られた知見等に基づき、本種の生息環境の悪化、個体数の減少等への

効果的な対策を検討し、本種の生息及び繁殖に適した環境の維持及び改善を図るために以

下の取組を行う。 

 なお、本種の生息地における土地利用及び開発の実施に際しては、本種の生息に必要な

環境条件を確保するための配慮がなされるよう努める。 

 

（１）外来種等による影響の防止 

 餌資源の競合及び捕食により本種の生息に対して大きな脅威となっているノネコ、マン

グース等の外来種並びに影響が懸念されるハシブトガラスについて、その侵入状況及び影

響を監視するとともに、生息地及びそれに隣接する地域において、これらの外来種等の排

除を行う。 

 また、飼養動物の適切な管理を図ること等により、ノネコ等の本種の生息地への侵入防

止に努める。 

 

（２）生息地における監視等 

 本種への不用意な接近等、本種の生息及び繁殖に悪影響を及ぼすおそれのある行為を防

止するために、本種の生息地における監視及び制札の整備等を行う。 

 

（３）事故防止対策 

 走行する車両との接触による本種の死傷、側溝へのひなの落下による死亡事故等を防止

するため、道路及びその周辺での目撃情報等を収集し、これらの事故の多発が予想される

区間においては、関係機関が協力し、小動物保護型側溝の設置等の道路構造の改善、適切
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な除草による見通しの確保及び注意喚起のための標識の設置等の対策を講ずる。 

 なお、繁殖期及び育雛期については、これらの事故が多発するため、特に配慮する。 

 

３ 飼育下における繁殖及びその個体の再導入 

 外来種の影響が原因と推測される本種の分布域の縮小が確認されており、個体数が急激

に減少しているおそれが高いことを考慮し、飼育繁殖技術の確立と飼育下における生態的

知見の把握及び一定の個体数の維持を図るため、繁殖に必要な施設及び体制の整備を行い、

個体の飼育繁殖を実施する。 

 また、必要に応じて飼育下における繁殖によって得られた個体を、本種の生息地内等へ

再導入することを検討する。なお、個体の飼育繁殖及び再導入に当たっては、飼育下にお

ける繁殖による行動特性の変化及び飼育個体同士又は再導入した個体から野外個体群への

病原体の感染等、飼育個体群及び野外個体群の存続を圧迫するおそれがある要因にも十分

留意し、適切な飼育及び再導入の方法を確立する。 

 

４ 普及啓発等の推進 

 本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、各種事業活動を行う事業者、国及

び関係地方公共団体並びに関係地域の住民及び観光客を始めとする国民の理解及び協力が

不可欠である。このため、本種の生息状況、保護の必要性、外来種等の排除及び侵入防止

並びに本事業の実施状況等に関する普及啓発を推進するとともに、学校等において本種の

理解を深めるための教育を行い、本種の保護に対する配慮及び協力を呼び掛ける。 

 また、事業区域において、本種についての理解を深めるための取組を、本種の生態等に

関する専門的な知識を有する者、地元の保護活動団体等の協力を得て行うこと等により、

地域の自主的な保護活動の展開が図られるよう努める。 

 

５ 効果的な事業の推進のための連携の確保 

 本事業の実施に当たっては、国、関係地方公共団体、本種の生態等に関する専門知識を

有する者、本種の保護活動に参画する保護活動団体及び地域の住民等の関係者間の連携を

図り、効果的に事業が推進されるよう努める。 
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4-23 ノグチゲラ保護増殖事業計画 

 

平成 10年７ 月 2 8日 

環境庁 

農林水産省 

 

第１ 事業の目標 

 ノグチゲラは、沖縄本島北部にのみ分布する一属一種の中型のキツツキである。本種は、

スダジイ等の優占する森林に生息するが、生息に適した環境の悪化等により、現在個体数、

生息地とも限られている。 

 本事業は、本種の生息状況等の把握とモニタリングを行い、その結果等を踏まえ、本種

の生息に必要な環境の維持・改善及び生息を圧迫する要因の軽減・除去等を図ることによ

り、本種が自然状態で安定的に存続できる状態になることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

 主として沖縄県北部の本種の分布域 

 

第３ 事業の内容 

１ 生息状況等の把握・モニタリング 

 本種の保護増殖事業を適切かつ効果的に実施するため、以下の調査を行うとともに、情

報の収集・整備に努める。 

 

（１）生息状況の把握・モニタリング 

 営巣木の分布調査及び繁殖状況調査等により、本種の生息状況の動向を継続的に把握す

る。 

 

（２）生物学的特性の把握 

 標識の装着等による個体識別やラジオトラッキング等の手法を活用し、個体の移動、分

散等の実態や繁殖期、非繁殖期の行動及び行動圏等を把握する。 

 また、本種の食性等を含む本種を取り巻く生態系の構造の解明等に関する調査研究を進

める。 

 

（３）生息好適環境及び生息圧迫要因等の把握 

 上記（１） 及び（２） の結果を基に、本種の生息に適した環境を把握するとともに、

個体群の維持に影響を及ぼすおそれのある要因及びその影響に関する調査研究を進める。 
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２ 生息地における生息環境の維持・改善 

 本種の自然状態での安定した存続のためには、営巣木として利用されるスダジイ等の大

径木や餌となる動植物を含めた本種を取り巻く生態系全体を良好な状態に保つことが必要

である。 

 このため、上記１ の結果等を踏まえ、本種の生息環境の悪化や個体数の減少等への効果

的な対策を検討し、本種の生息・繁殖に適した環境の維持・改善を図る。 

 また、本種の生息地における土地利用や事業活動の実施に際して、本種の生息に必要な

環境条件を確保するための配慮が払われるよう努める。 

 

３ 飼育下での繁殖 

 本種の繁殖は、生息地における野外個体群の維持・拡大を基本とするが、生息地におけ

る野外個体群の急激な減少に備え、飼育下での繁殖の可能性を検討し、繁殖技術の確立に

努める。 

 

４ 生息地における監視 

 本種の生息地への不用意な接近等個体群の維持に影響を及ぼすおそれのある行為を防止

するために、生息地における監視等を行う。 

 

５ 普及啓発の推進 

 本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、各種事業活動を行う事業者、関係

行政機関及び関係地域の住民を始めとする国民の理解と協力が不可欠である。このため、

本種の生息状況、保護の必要性及び保護増殖事業の実施状況等に関する普及啓発を推進し、

本種の保護に関する配慮と協力を呼び掛ける。また、関係地域において本種についての理

解を深めるための活動を行うこと等により、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよ

う努める。 

 

６ 効果的な事業の推進のための連携の確保 

 本事業の実施に当たっては、事業に係る国、沖縄県及び関係村の各行政機関、本種の生

態等に関する研究者、地域の住民等の関係者間の連携を図り、効果的に事業が実施される

よう努める。 
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4-24 ヤンバルテナガコガネ保護増殖事業計画 

 

平成９年４月３日 

文部省 

農林水産省 

環境庁 

 

第１ 事業の目標 

 ヤンバルテナガコガネは、1 9 8 4 年に新種として記載された日本最大の甲虫である。本

種は、沖縄本島北部に分布し、産卵及び幼虫の生息場所である樹洞があるスダジイ等の大

木が存在する森林等に生息するが、生息に適した環境の悪化等により生息地が減少してい

る。さらに、生息地では、現在でも密猟の跡が確認され、マニア等による捕獲や繁殖環境

の破壊が懸念される。最近では、個体の確認記録は極めて少なくなっている。 

 本事業は、本種の生息状況等の把握とモニタリングを行い、その結果等を踏まえ、本種

の生息に必要な環境の維持・改善及び密猟防止策の強化等を図るとともに、人工繁殖技術

を確立し、及び人工繁殖を行うこと等により、本種が自然状態で安定的に存続できる状態

になることを目標とする。 

 

第２ 事業の区域 

 主として沖縄県北部の本種の分布域 

 

第３ 事業の内容 

１ 生息状況等の把握・モニタリング 

 本種の保護増殖事業を適切かつ効果的に実施するため、個体数の増減の現状及び繁殖状

況等の生息状況並びに生息環境等に関する調査を継続的に行うとともに、これらに関する

情報の蓄積を行う。その結果、生息状況や生息環境に憂慮すべき変化が見られた場合には、

必要に応じ、原因解明のための調査の実施等本種の保存に資する対策を講じる。 

 また、本種の生物学的特性の解明、本種を取り巻く生態系の構造の解明、個体群の維持

に影響を及ぼすおそれのある要因及びその影響の現状把握に関する調査研究を進める。 

 

２ 生息地における生息環境の維持・改善 

 本種の自然状態での安定した存続のためには、産卵及び幼虫の生息の場である樹洞があ

るようなスダジイやオキナワウラジロガシ等の大木を含めた本種を取り巻く生態系全体を

良好な状態に保つことが必要である。 

 特に、本種の生息に好適な樹洞が少なくなってきていることから、上記１の結果等を踏
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まえ、樹洞内の腐植質の充填、人工的な樹洞の作成、設置を行う等、本種の生態学的特性

を十分に考慮してその効果的な実施方法を検討し、本種の生息・繁殖に適した環境の維持・

改善を図る。 

 また、本種の生息地における土地利用や事業活動の実施に際して、本種の生息に必要な

環境条件を確保するための配慮が払われるよう努める。 

 

３ 人工繁殖及び個体の再導入 

 本種の繁殖は、生息地における野外個体群の維持・拡大を基本とするが、本種の生息確

認数が極めて少ないこと等から、人工繁殖も積極的に試みる必要がある。このため、人工

繁殖技術の確立に努め、人工繁殖を行う。 

 また、必要に応じ、適切な方法での本種の分布域内における個体の再導入による個体数

の増加を図る。個体の再導入に当たっては、遺伝的かく乱等により野外個体群の存続を脅

かすおそれがあることに十分留意する。 

 

４ 生息地における密猟の防止 

 本種の生息に対する大きな脅威となっている密猟を防止するため、生息地における監視

等を行う。 

 

５ 普及啓発の推進 

 本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、各種事業活動を行う事業者、関係

行政機関及び関係地域の住民を始めとする国民の理解と協力が不可欠である。このため、

本種の生息状況、保護の必要性及び保護増殖事業の実施状況等に関する普及啓発を推進し、

本種の保護に関する配慮と協力を呼び掛ける。また、関係地域において本種についての理

解を深めるための活動を行うこと等により、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよ

う努める。 

 

６ 効果的な事業の推進のための連携の確保 

 本事業の実施に当たっては、事業に係る国、沖縄県及び関係村の各行政機関、本種の生

態等に関する研究者、地域の住民等の関係者間の連携を図り、効果的に事業が推進される

よう努める。 
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4-25 アマミノクロウサギ保護増殖事業 10ヶ年実施計画 

（2014年-2024年） 
 

平成 26 年 12 月 

環境省那覇自然環境事務所 

 

１．背景 

（１）分類及び生態 

アマミノクロウサギPentalagus furnessiは奄美大島及び徳之島にのみに分布する１属１

種の固有種である。ウサギ科のグループから中新世中期（約1,000万年前）に分岐したと推

定され（F.Yamadaら2002, Matthee2004）、原始的な形態を残しつつ特異な生活型を進化さ

せてきた。また、奄美大島及び徳之島は第四紀更新世の初期（約200万年前～170万年前）

には大陸からの隔離が成立しており、近隣の大陸地域に現存する近縁種がいない遺存固有

の状態である。 

本種は、主に原生的な森林内の斜面に巣穴を作り、これに隣接した草本類等の餌が多い

沢や二次林等を採食場所として利用している。繁殖は１産１仔で、９月から２月頃と、３

月から６月頃に行われている可能性が高い（環境省調査2006～2013）。生息個体数は、奄美

大島においては2,000頭から4,800頭、徳之島においては200頭前後と推定されており

（Sugimura and Yamada 2004）、特に徳之島の個体群は危機的な状況にあると考えられる。 

 

（２）法的位置づけ等 

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

・平成 16 年に国内希少野生動植物種に指定 

・平成 16 年に保護増殖事業計画を策定 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

・昭和 40 年に生息地の一部が国指定湯湾岳鳥獣保護区に指定 

○文化財保護法 

・昭和 31 年に国の特別天然記念物に指定 

・昭和 43 年に生息地の一部が神屋・湯湾岳天然記念物に指定 

○その他 

・IUCN レッドリスト(2013)において絶滅危惧ⅠB 類（EN）に掲載 

・環境省第４次レッドリスト(2012)において絶滅危惧ⅠB 類（EN）に掲載 

 

（３）保護増殖事業のこれまでの成果（別紙は省略） 

【１．生息状況の把握及び生態等に関する知見の集積】 

○奄美大島及び徳之島において、平成 17 年度から沢沿いの糞塊調査を実施してきた。
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奄美大島では平成 12 年度に開始したマングース防除事業の成果等により、生息状況

が近年回復傾向にあるとみられる一方、徳之島では数年に渡り糞の確認がない沢が

あるなど減少傾向が示唆された（別紙図１ 省略）。 

○自動撮影カメラによるモニタリング調査等により得られた生息情報をとりまとめ、

分布域を整理した（別紙図２ 省略）。 

○研究者等による各種研究により、行動圏や利用環境、遺伝的特性等が把握された。 

○マングース、ノネコ、ノイヌ及びクマネズミの本種生息地への侵入状況が確認され

た。マングース、ノネコ及びノイヌについては、糞や胃内容物の分析、自動撮影調

査の結果、本種の捕食を確認（別紙図３ 省略）。飼いウサギについては、本種の生

息地への侵入は確認されていない。 

○林道等で発見された本種の死体を回収し、解剖検査により死因を判定した結果、死

因が特定できたもののうち、交通事故による死因が一番多く、ノイヌ・ノネコによ

る捕食が次いで多かった（別紙図４ 省略）。 

 

【２．生息地における生息環境の維持及び改善】 

○本種の生息・繁殖に適した環境の維持・改善を図るため、本種の生息状況及び専門

家の意見等を踏まえ、重要地域の抽出と保護地域（国立公園）の検討を行い、指定

に向けた作業を実施した。 

○本種を捕食することが確認されているマングース、ノイヌ、ノネコの分布状況を把

握するとともに、それらの排除を実施した。 

○飼い犬・飼い猫の適切飼養を推進するため、関係機関と連携し、マイクロチップ装

着支援事業（平成 20 年度～）や各種普及啓発を実施した。 

 

【３．飼育下における繁殖等】 

○ 傷病個体の保護を通じ、飼育に必要な情報を蓄積した。 

 

【４．事業を効果的に推進するための方策（普及啓発・関係機関との連携）】 

○平成 21 年度から交通事故防止キャンペーンを実施するとともに、交通事故の発生が

多い地点等に、事故防止看板を設置。以降交通事故による死体発見数は減少傾向に

ある（別紙図 5 省略）。 

○本種の生息状況、保護の必要性、保護増殖事業の実施状況等に関して、パンフレッ

ト配布等により普及啓発を推進してきた。 

○地域の関係者や国・地方公共団体等との連携により、日常的に本種の生息地を含む

地域の監視及び情報収集を実施してきた。 

 

（４）保護上の問題点 
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 平成 25 年 8 月 9 日から 10 日に大学、研究機関、行政機関、NPO 等からの関係者の参加

のもと開催した奄美希少種保護増殖事業ワークショップにおいて、平成 17 年度から実施し

てきた保護増殖事業についてレビューを行い、今後の保護上の問題点を抽出した。その結

果を下記の通り整理した。 

 

【１．生息状況の把握及び生態等に関する知見の集積】 

○個体数目標が設定されていない。 

○個体数推定の手法の確立、実施が必要。 

○行動生態及び繁殖生態のさらなる解明が必要。 

○遺伝的多様性、系統関係など遺伝学的調査研究が必要。 

 

【２．生息地における生息環境の維持及び改善】 

○好適生息環境の把握による重要エリアの抽出及び、重要エリアの保護担保がされて

いない。 

○開発等の人為的行為及びマングース、ノネコ等による悪影響の把握、排除または緩

和措置が必要。 

○奄美大島内、徳之島内で生息環境が分断された地域がある。 

○徳之島における減少要因が解明されていない。 

 

【３．飼育下での繁殖等】 

○傷病個体の救護体制が構築されていない。 

○野生復帰が困難な個体の取り扱いの整理が必要。 

 

【４．事業を効果的に推進するための方策（普及啓発・関係機関との連携）】 

○関係機関の各種調査との連携が必要。 

○地元自治体等との連携の強化及び役割分担が必要。 

○事前の情報共有により、開発行為におけるアマミノクロウサギへの配慮が必要。 

○エコツアー等におけるアマミノクロウサギ観察のルールが必要。 

○ノイヌ・ノネコによる被害や交通事故の防止のための普及啓発が必要。 

 

（５）実施計画を作成した理由 

保護増殖事業の開始から 10 年以上が経過し、これまでの事業実施によって、生息状況や

生物学的特性の把握、マングース等生息を圧迫するおそれのある環境要因の把握、交通事故

防止対策、普及啓発の推進等様々な面で成果が得られてきた。特に、種の保存を図る上で基

礎的な情報である生息状況や生物学的特性等について、研究者等との協力・連携により知見

の蓄積が進んだことの意義は大きい。また、奄美大島ではマングース防除事業の成果により、
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本種の生息個体数と分布域が回復傾向にある。 

しかしながら、（４）保護上の問題点で整理した通り、安定した個体群を維持するには、

依然、解決すべき問題点が存在する。 

生物多様性国家戦略 2012－2020 において設定されている目標の一つに、｢C-2：絶滅危

惧種のランクが下がる種を増加させる。｣がある。また、我が国は｢奄美・琉球｣の世界自然

遺産登録に向けて、平成 25 年１月末に世界遺産暫定一覧表への記載を決定し、２月にユネ

スコ世界遺産センターに記載のための必要書類を提出した。奄美大島及び徳之島は奄美・琉

球世界自然遺産推薦候補地であり、本種はその顕著な普遍的価値の証明に不可欠な存在であ

る。それゆえ、今後、国家戦略の目標達成と世界自然遺産への登録とその保護担保措置のた

め、より一層効果的に成果が上がるよう保護増殖事業を進めていく必要がある。 

以上のことから、10 ヶ年（2014 年－2024 年）の｢保護増殖事業実施計画（以下、｢実施

計画｣という。）｣を作成することとした。 

 

２．実施計画目標 

外来種、交通事故、開発等の本種の減少要因が除去または緩和され、奄美大島及び徳之

島において本種の分布域及び生息数が増加し、平成 36 年 3 月末までに環境省レッドリスト

において絶滅危惧Ⅱ類（VU）以下のカテゴリーに掲載されていること、若しくは掲載され

ていないことを目標とする。 

 

３．実施期間 

平成 26 年 12 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

 

４．実施計画目標を達成するために必要な活動内容と成果及び指標 

 

（１）生息状況の把握及び生態等に関する知見の集積 

目標１： 現在のモニタリングの継続とともに、新たな調査手法を確立することで、より効

果的に生息状況、生態、遺伝学的知見等に関する情報が収集・蓄積され、生息個体

数等の評価に用いられる。また、生息個体数の減少要因とその程度が明らかになる。 

 

＜活動１＞ 

活動 1-1：現況のモニタリング調査の継続とより効果的な調査手法の確立と導入により生息

状況及び生態を把握する。 

活動 1-1-1：沢沿いの糞塊調査、自動撮影カメラ等によるモニタリングを継続し、生息状況

及び生態に関する情報を蓄積する。 

H26～H35：モニタリング調査の継続実施による生息情報の蓄積 

活動 1-1-2：過去のモニタリング結果を再評価し、調査内容、調査時期、ルート等の調査方
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法の見直しを行い、より精度の高い効果的なモニタリング調査を実施する。 

H26～H27：モニタリング結果の評価及び調査手法の見直し 

H28〜：新たな調査手法での調査実施 

活動 1-1-3：行動圏、生息場所利用等の詳細を明らかにするための GPS トラッキング、IC

レコーダー等の新たな調査技術の導入について検討を行い、実現可能な調査手法に

ついて導入し、新たな生態データを収集する。 

H26〜H27：調査技術の検討 

H28〜：新たな調査手法の導入・実施 

活動 1-1-4：生息個体数目標を設定し、より精度が高く、効率的な個体数推定手法を検討・

開発し、生息個体数の評価を行う。 

H26〜H27：生息個体数目標設定と個体数推定手法の検討・開発 

H28〜：生息個体数推定による評価 

活動 1-1-5：死亡個体及び救護個体からの組織サンプリングにより遺伝的多様性及び系統関

係を把握し、個体群の健全性の評価、系統関係に基づく保全の単位の設定及び死因

の特定等が行われる。 

H26：組織のサンプリング、保存及び遺伝学的分析の体制の確立 

H27〜H30：遺伝的多様性及び系統関係の把握 

活動 1-2：特に個体数の減少が懸念されている徳之島において生息に悪影響を与える主な要

因とその程度について調査を実施し解明する。 

H26～H28：調査の実施・解明 

 

＜成果１＞ 

成果 1-1-a：生息状況、生態、遺伝学及び生息数減少要因に関する報告書及び学術論文 

成果 1-1-b：より精度の高い生息状況把握のために改善、新たに導入された調査手法とその

調査手法による結果報告書 

成果 1-2：徳之島における生息圧迫要因とその程度に関する報告書 

成果指標 1：成果 1 に関する報告書及び学術論文の数 

 

＜効果１＞ 

効果１：生息状況、生態、遺伝学等に関して集積された知見が保全対策に活用される。 

効果指標１：成果１に基づくデータ・結果が活用された保全施策の種類と事例数 

 

 

（２）生息地における生息環境の維持及び改善 

目標２－１：好適生息環境である重要地域が適正な保護管理により維持される。また、特

に徳之島においては山岳部周辺の緩衝地域が狭小であるため、それらの拡大等の
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措置の推進により、本種の分布域及び生息個体数が増加する。また、必要に応じ

て道路及び耕作地等で分断化された生息地をコリドーにより連結することが検

討される。 

 

＜活動２－１＞ 

活動 2-1-1：好適生息地を国立公園として指定し、鳥獣保護区及び国立公園を適正に保護管

理することで生息環境を維持する。 

活動 2-1-1-1：好適生息地を可能な限り国立公園特別保護地区、第１種特別保護地域として

指定し、またその他生息地についても国立公園区域として指定することにより適切

に保全管理する。 

H26～：国立公園指定作業 

活動 2-1-1-2：自然公園法等の適正な執行により生息環境に影響を及ぼし得る開発計画及び

行為を規制する。 

H26～：鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び自然公園法（国立公園指

定後）の適正な執行 

活動 2-1-2：特に徳之島においては、関係機関との調整と連携により山岳部周辺の耕作放棄

地等における森林再生、餌場の創出の推進等により緩衝地域の拡大を図る。 

活動 2-1-2-1：生息地としての利用可能度を勘案し、山岳部周辺で耕作放棄地等緩衝地域と

して適当なエリアを抽出し、関係機関との調整と連携により、生息地としての森林

再生及び餌場の創出手法について検討する。 

H27～H28：緩衝地帯候補地の抽出と森林再生及び餌場創出の検討。 

活動 2-1-2-2：関係機関との調整と連携により、緩衝地域として抽出されたエリアにおいて、

生息地としての森林再生及び餌場の創出を行う。 

H29～：森林再生及び餌場の創出 

活動 2-1-3：分断化された生息地を連結するコリドーの設置について、遺伝学的、生態学的

見地から必要性を整理し、必要と判断された場合は設置場所、面積、構造等を、関

係機関、自治体及び地権者等関係者との調整のもと検討する＊。 

H27～H29：コリドー設置の必要性を検討するための遺伝学的、生態学的知見の集

積 

H29～H30：コリドー設置の必要性について検討⋇ 

＊：設置が必要と判断された場合は、設置計画を作成し、本実施計画の中に位置

づけることとする。 

 

＜成果２－１＞ 

成果 2-1-1-1：国立公園指定書・計画書により、生息地が国立公園に指定。 

成果指標 2-1：生息地における国立公園の割合 
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成果 2-1-1-2：生息に悪影響を及ぼす開発計画、開発行為について、指定計画書に基づき規

制。 

成果指標 2-1-2：本種の生息に影響を及ぼす開発計画、開発行為について指定計画書に基

づいた適切な事前調整、許認可及び法執行の件数 

成果 2-1-2：緩衝地域拡大を図るエリアの抽出及びその手法開発、緩衝地域の拡大 

成果指標 2-1-2：緩衝地域面積 

成果 2-1-3：コリドー設置に係る遺伝学的、生態学的データ、設置の必要性。必要な場合の

設置場所、面積、構造等の検討結果と計画作成のための検討会開催、コリドー設置

計画書の作成 

成果指標 2-1-3：コリドー設置にかかるデータ、検討会による必要性の判断、コリドー設

置計画書（必要と判断された場合） 

 

＜効果２－１＞ 

効果 2-1-1：国立公園指定地域内の生息地面積と生息個体数が維持・増加する。 

効果指標 2-1-1：国立公園内の生息地面積、生息密度及び生息個体数 

効果 2-1-2：緩衝地域の拡大による本種の生息地面積及び生息個体数の増大。緩衝地域拡大

の検討と作業を通じた、関係機関、自治体及び関係者の本種の生息個体数維持と増

加に係る緩衝地域拡大の重要性の認識が向上し、緩衝地域拡大が施策に盛り込まれ

る。 

効果指標 2-1-2：緩衝地域の面積、緩衝地域内における本種の生息面積及び個体数 

効果 2-1-3：コリドー設置の検討を通じた、関係機関、自治体及び関係者の本種の生息個体

数維持と増加に係るコリドーの重要性の認識向上。またコリドー設置が必要と判断

された場合、コリドー設置が関係機関、自治体の施策に盛り込まれる。 

効果指標 2-1-3：コリドーの重要性の認識度、コリドー設置の施策への反映（コリドー設

置が必要と判断された場合） 

 

目標２－２：外来生物等の減少要因の排除により、本種の生息個体数が増加し、分布域が

拡大する。 

 

＜活動２－２＞ 

活動 2-2：個体数の増加及び分布域の拡大のためマングース、ノネコ等の外来生物の排除ま

たは緩和措置を行う。 

活動 2-2-1：第 2 期奄美大島マングース防除実施計画に基づき平成 34 年度までにマングー

スを完全排除する。 

H26〜H34：マングースの完全排除 

活動 2-2-2：ノネコの捕獲と処理を含む方針について自治体、獣医師会及び関係団体と調整
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の上作成し、その方針に基づき捕獲作業を実施しノネコの個体数を減少させる。 

H26： ノネコの捕獲・処理の方針検討・決定 

H27〜：方針に基づき捕獲作業を実施 

 

＜成果２－２＞ 

成果 2-2-1：マングースの完全排除 

 成果指標 2-3-1：マングースの生息個体数、相対密度及び分布域 

成果 2-2-2：ノネコの捕獲に係る方針決定、方針に基づく捕獲作業の実施。ノネコ生息個体

数の減少 

成果指標 2-3-2：ノネコ捕獲等方針、ノネコ捕獲個体数、捕獲努力量 

 

＜効果２－２＞ 

効果 2-2-1：マングースの完全排除により、アマミノクロウサギの生息密度、生息個体数が

増加する。 

効果指標 2-2-1：マングースの密度が低下もしくは完全排除した区域におけるアマミノク

ロウサギの生息密度、生息個体数 

効果 2-2-2：ノネコが排除された地域におけるアマミノクロウサギの生息密度、生息個体数

が増加する。 

効果指標 2-2-2：ノネコ個体数減少地域におけるアマミノクロウサギの生息密度、生息個

体数 

 

（３）飼育下における繁殖等 

目標３：傷病個体の救護体制が構築される。また、野生復帰が困難な個体の飼育体制及び

飼育個体を用いた生態・生理・病理学的情報収集、生体展示による普及啓発及び飼

育下繁殖の方針について検討が行われる。 

 

＜活動３＞ 

活動 3-1：関係機関、自治体、獣医師会及び関係団体とともに傷病個体の救護と野生復帰に

ついて方針を検討・決定し、傷病個体の救護・野生復帰の体制を構築する。 

H26～H27：救護・野生復帰の方針検討・決定、救護体制の構築 

H28～：方針に基づき救護・野生復帰を実施 

活動 3-2：飼育個体を用いた生態・生理・病理学的情報収集、生体展示による普及啓発及び

飼育下繁殖について、その必要性を含め、関係機関、自治体及び関係者と調整の上、

方針を検討する。 

H26～H27：飼育個体による生態・生理・病理学的情報収集及び生体展示による普

及啓発の方針の検討 
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H28：飼育個体の活用に係る方針書に基づき、飼育目的、飼育体制、施設設置等

の具体的計画の検討。 

※H29 年度以降の実施計画については飼育個体の活用に係る方針書、飼育計画書

に基づき、改めて検討する。 

 

＜成果３＞ 

成果 3-1：救護の体制、野生復帰の判断基準等が記された方針が決定され、方針に基づき救

護が実施される。 

 成果指標 3-1：救護・野生復帰に係る方針書、救護体制、救護及び野生復帰実績、病理学

的データ数、救護、野生復帰及び病理学的データに係る報告書・論文数 

成果 3-2：飼育個体を用いた生態・生理・病理学的情報収集、生体展示による普及啓発、飼

育下繁殖に係る方針の決定。 

 成果指標 3-2：飼育個体の活用に係る方針書 

 

＜効果３＞ 

効果 3-1：傷病個体の迅速且つ適切な救護により救護個体の生存率及び野生復帰率が増加す

る。また、病理学的データが蓄積し、活用される。 

効果指標 3-1：救護個体の生存率及び野生復帰率 

効果 3-2：飼育個体の活用に係る方針書に基づき、関係機関との連携により、飼育体制の構

築、飼育施設設置等を含む飼育計画書の作成等が行われる。 

効果指標 3-2：飼育個体の活用方針に基づく、飼育計画書の作成。 

 

（４）事業を効果的に推進するための方策 

目標４−１：本種の保全のための普及啓発を推進し、ネコ・イヌによる被害、交通事故など

の圧迫要因軽減を含む保全への地域住民等の理解が向上する。 

 

＜活動４－１＞ 

活動 4-1-1：ネコ・イヌによる被害や交通事故防止のためのキャンペーンの実施、ウェブサ

イトの設置、パンフレット作成・配布、マスコミ向け報道発表を通した普及啓発に

より地域住民、観光客の本種の保全への理解を深める。 

H26～：毎年の交通事故防止キャンペーンの実施、ウェブサイトの設置とアップデ

ート、パンフレットの作成・配布 

活動 4-1-2：本種の保全への理解度を測るために地域住民、観光客向けに、５年おきにアン

ケート調査を実施する。 

H27、H30、H35：アンケート調査の実施 
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＜成果４－１＞ 

成果 4-1：交通事故防止キャンペーンの実施、ウェブサイトの設置とアップデート、パンフ

レットの作成・配布、アンケート調査の実施 

 成果指標 4-1：キャンペーン実施回数、ウェブサイト解説とアップデート数、パンフレッ

ト発行部数、アンケート調査実施回数、アンケート回収数 

 

＜効果４－１＞ 

効果 4-1：交通事故発生件数の減少、ノネコ・ノイヌによる被害の減少、地域住民及び観光

客の本種の圧迫要因及び保全に関する認知度・理解度の増加 

効果指標 4-1：交通事故数、ノネコ・ノイヌによる被害数、圧迫要因と保全に関する認知

度及び理解度、新聞、テレビ等報道回数、アンケート調査による認知度、保全への

理解度の結果 

 

目標４－２：本種の保全対策が効果的に推進されるように関係機関・団体、自治体及び関

係者の間の連携が強化される。 

 

＜活動４－２＞ 

活動 4-2：本種の保護増殖検討会等関連会議、必要に応じ随時実施する調整会議等を通して、

関係機関・団体、自治体及び関係者による各種調査結果、保護対策に係る情報共有、

集約化を行い、保全対策における連携、開発計画等における本種保全への配慮を強

化する。 

H26～：検討会とその他必要に応じ調整会議等の開催、関係者が保有する生息分

布等のデータの集約、GIS 化及び公表、調査報告書等の共有 

 

＜成果４－２＞ 

成果 4-2：調査結果、保護対策、開発計画等の情報共有及び連携のための検討会・調整会議

等の開催、生息分布等データの集約と GIS 化、調査結果報告書の共有 

成果指標 4-2：検討会、調整会議の開催回数、集約された GIS、その他データ数、調査結

果報告書共有数 

 

＜効果４－２＞ 

効果 4-2：開発計画等における配慮事例の増加、関係機関・団体の連携による保護対策の事

例数の増加、関係機関・団体等による GIS 等データ及び調査結果の利用の増加 

効果指標 4-2：開発計画等における配慮事例数、関係機関・団体の連携による保護対策の

事例数、共有化された生息情報、GIS に係るデータ数 
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目標４－３：保護増殖検討会にて、毎年実施計画の進捗について報告するとともに、５ヶ

年おきに進捗状況を評価し実施計画の見直しを行う。 

 

＜活動４－３＞ 

活動 4-3-1：毎年、保護増殖検討会にて、本種の保護増殖事業実施計画の実施結果について

報告し、検討委員から改善点塔について助言をもらい、より効果的かつ効率的な事

業実施のための改善を行う。 

活動 4-3-2：平成 30 年に実施計画の進捗状況を成果及び効果について指標をもとに総合的

に評価し、必要な点について実施計画の見直しを行う。また最終年度の平成 35 年

に 10 カ年の本事業実施計画の目標達成度を同様に評価し、新たな 10 カ年計画を策

定する。 

 

＜成果４－３> 

成果 4-3-1：毎年、保護増殖検討会において実施結果が報告され、検討委員からの助言に応

じ、事業実施において適切な改善が行われる。 

成果指標 4-3--1：毎年の検討会の開催、検討委員からの助言による事業の改善点 

成果 4-3-2：事業実施計画進捗の評価が成果及び効果指標に基づき総合的に実施され、実施

計画の見直し、新たな実施計画の策定が行われる。 

 成果指標 4-3-2：成果及び効果指標による進捗状況評価結果、実施計画見直し、新たな実

施計画策定 

 

＜効果４－３＞ 

効果 4-3-1：より効果的かつ効率的な事業実施 

 効果指標 4-3-1：改善された活動における成果及び効果指標の向上 

効果 4-3-2：事業実施計画の目標達成状況が各成果及び効果指標により総合的に評価され、

効果性及び効率性の観点から実施計画の必要な見直しと新たな実施計画策定が行

われる。 

効果指標 4-3-2：成果及び効果指標、実施計画目標達成度の向上 
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５．活動実施スケジュール（矢印の太さは重要度を表現） 

 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

1-1-1:糞塊調査及び自動撮影カ

メラによるモニタリング 

          

1-1-2:過去の結果の再評価及び

手法の見直し 

          

1-1-3:新たな生態情報収集           

1-1-4:個体数推定・生息状況評

価 

          

1-1-5:死亡個体活用調査 

 

          

1-2:減少要因特定調査（徳之

島） 

          

2-1-1-1:国立公園指定作業           

2-1-1-2:法規制           

2-1-2:緩衝地域の抽出と手法検

討及び緩衝地域拡大 

          

2-1-3：コリドー設置に係る検

討 

          

2-2-1:マングースの排除           

2-2-2:ノネコ対策 

 

          

3-1:傷病個体の救護体制構築、 

 

          

3-2:飼育個体からの情報収集、

生体展示、飼育下繁殖に係る方

針検討 

          

4-1-1:普及啓発 

 

 

 

          

4-1-2:アンケート調査           

4-2:関係機関等の各種調査結

果等の情報集約、連携強化 

          

4-3-1:保護増殖検討会の開催           

4-3-2:実施計画の評価・見直し           

導入手法検討 

評   価 

体制確立  

方針決定  

方 針 に 基 づ く 捕 獲 作 業  

方針決定  

方 針 に 基 づ く 救 護  

抽出と検討  緩衝地域拡大  

ウエブ 
作成  アップデート 

パンフレット作成 パンフレット作成 

その他 普及啓発 

体制確立 
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4-26 アマミヤマシギ保護増殖事業 10ヶ年実施計画 

（2014年-2024年） 
 

平成 26 年 12 月 

環境省那覇自然環境事務所 

 

１．背景 

（１）分類及び生態 

アマミヤマシギは、南西諸島の一部に分布するシギ科の鳥類である。本種は、スダジイ

等の優占する森林に生息するが、生息に適した環境の悪化等により、現在個体数、生息地

とも限られている。奄美大島、加計呂麻島及び徳之島にまとまった個体数が生息・繁殖し

ている。喜界島、請島、与論島及び沖縄島でも観察されているが、繁殖は確認されていな

い。生息個体数は3,500～15,000と推定されている（BirdLife International 2012）。 

 

（２）法的位置づけ等の解説 

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

・平成５年に国内希少野生動植物種に指定 

・平成11年に保護増殖事業計画を策定 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

・昭和40年当初に生息地の一部が国指定湯湾岳鳥獣保護区に指定 

○文化財保護法 

・昭和43年に生息地の一部が神屋・湯湾岳天然記念物に指定 

○その他 

・IUCNレッドリスト(2012)において絶滅危惧Ⅱ類（VU）に掲載 

・環境省第４次レッドリスト(2012)において絶滅危惧Ⅱ類（VU）に掲載 

 

（３）保護増殖事業のこれまでの成果（別紙は省略） 

【１．生息状況の把握・モニタリング等】 

○奄美大島、加計呂麻島及び徳之島において、繁殖期・育雛期に自動車による夜間ル

ートセンサスを実施（平成 12 年度～）。（別紙図１、図２ 省略）。 

○奄美大島において、標識の装着による個体識別やラジオトラッキング、自動撮影カ

メラによる調査等を実施し、本種の行動や行動圏等を把握した（平成 13 年度～）。 

○本種の生息に適した環境要因について、林相等との関係を整理。繁殖期の利用環境

として、耕作地から森林まであらゆる環境を利用していることを確認した。 

○加計呂麻島及び徳之島の生息状況を把握するため、自動撮影カメラによるモニタリ

ング調査を実施。（加計呂麻島：Ｈ25 年度～、徳之島：Ｈ24 年度～）。 
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【２．生息地における生息環境の維持・改善】 

○本種の生息・繁殖に適した環境の維持・改善を図るため、本種の生息状況及び専門

家の意見等を踏まえ、保護地域（国立公園）の指定に向けた検討を実施した。 

 

【３．飼育下での繁殖】 

○傷病個体の保護を通じて飼育情報を蓄積した。 

 

【４．生息地における監視等】 

○地域の関係者や国、地方公共団体等により、日常的に本種の生息地を含む地域の監

視及び情報収集を実施した。 

 

【５．普及啓発の推進】 

○本種の生息状況、保護の必要性及び保護増殖事業の実施状況等に関する普及啓発を

推進した。 

 

【６．効果的な事業推進のための連携の確保】 

○各種調査や研究、普及啓発など様々な場面において、多様な主体が連携し効果的に

事業を実施してきた。 

 

（４）保護上の問題点 

平成 25 年 8 月 9 日から 10 日に大学、研究機関、行政機関、NPO 等からの関係者の参加

のもと開催した奄美希少種保護増殖事業ワークショップにおいて、平成 17 年度から実施し

てきた保護増殖事業についてレビューを行い、今後の保護上の問題点を抽出した。その結

果を下記の通り整理した。 

 

【１．生息状況の把握・モニタリング等】 

○過去のモニタリング結果の再評価及び今後の調査方法の見直しが必要。 

○本種の近年の減少要因が解明されていない。 

○個体数目標が設定されていない。 

 

【２．生息地における生息環境の維持・改善】 

○好適環境である重要エリアを保護担保がなされていない。 

○人為的行為及び外来種による悪影響の把握、排除または緩和措置が取られていない。 

 

【３．飼育下での繁殖】 
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○病理学的テータ等の収集のための傷病個体の収容施設の必要性や、飼育展示施設に

おける域外保全、行動観察等の必要性の検討がされていない。 

 

【４．生息地における監視等】 

○関係機関や地域住民等との連携を強化し、継続的に監視・情報共有を行うことが必

要。 

 

【５．普及啓発の推進】 

○認知度が低く、地域住民への普及啓発が不足している。 

○地域の自主的な取組が活発となるような気運の醸成が必要。 

 

【６．効果的な事業推進のための連携の確保】 

○関係機関の役割分担がされていない。 

○関係機関の各種調査結果の情報共有や、地域との連携が必要。 

○自治体、業者との間で開発計画の情報共有が必要。 

  

（５）実施計画を作成した理由 

保護増殖事業の開始から 10年以上が経過し、これまでの事業実施によって、生息状況や

生物学的特性の把握、マングース等生息を圧迫するおそれのある環境要因の把握、交通事故

防止対策、普及啓発の推進等様々な面で成果が得られてきた。特に、種の保存を図る上で基

礎的な情報である生息状況や生物学的特性等について、研究者等との協力・連携により知見

の蓄積が進んだことの意義は大きい。また、奄美大島ではマングース防除事業の成果により、

本種の生息個体数と分布域が回復傾向にある。 

しかしながら、（４）保護上の問題点で整理した通り、安定した個体群を維持するには、

依然、解決すべき問題点が存在する。 

生物多様性国家戦略 2012－2020において設定されている目標の一つに、｢C-2：絶滅危惧

種のランクが下がる種を増加させる。｣がある。また、我が国は｢奄美・琉球｣の世界自然遺

産登録に向けて、平成 25年１月末に世界遺産暫定一覧表への記載を決定し、２月にユネス

コ世界遺産センターに記載のための必要書類を提出した。奄美大島及び徳之島は奄美・琉球

世界自然遺産推薦候補地であり、本種はその顕著な普遍的価値の証明に不可欠な存在である。

それゆえ、今後、国家戦略の目標達成と世界自然遺産への登録とその保護担保措置のため、

より一層効果的に成果が上がるよう保護増殖事業を進めていく必要がある。 

以上のことから、10ヶ年（2014年―2024年）の｢保護増殖事業実施計画（以下、｢実施計

画｣という。）｣を作成することとした。 

 

２．実施計画目標 
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外来種、交通事故、開発等の本種の減少要因が除去または緩和され、奄美大島及び徳之

島において本種の分布域及び生息数が増加し、平成 36年 3月末までに環境省レッドリスト

において絶滅のおそれのある種（絶滅危惧種）として掲載されなくなることを目標とする。 

 

３．実施期間 

平成 26 年 12 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

 

４．実施計画目標を達成するために必要な活動内容と成果及び指標 

 

（１）生息状況の把握・モニタリング等 

目標１： 現在のモニタリングの継続とともに、新たな調査手法を確立すること

で、より効果的に生息状況、生態、遺伝学的知見等に関する情報が収集・蓄積

され、生息個体数等の評価に用いられる。 

 

＜活動１＞ 

活動 1：現況のモニタリング調査の継続とより効果的な調査手法の確立と導入に

より生息状況及び生態を把握する。 

 活動 1-1：分布及び確認個体数の経年変化、営巣状況のモニタリングを継続し、

生息状況及び生態に関する情報を蓄積する。 

H26～H35：モニタリング調査の継続実施による生息情報の蓄積 

※H29 年度から活動 1-2 で見直しを行った調査手法で実施。 

 活動 1-2：過去のモニタリング調査結果を再評価し、活動 1-4 で検討する個体

数推定手法とも連動し、モニタリング調査手法について改善点を検討

し、調査体制等を踏まえたより効果的なモニタリング調査を実施する。 

H26～28：モニタリング結果の評価及び調査手法の見直し 

 活動 1-3：捕獲個体等からの組織サンプリングにより遺伝的多様性及び系統関

係を把握し、個体群の健全性の評価、系統関係に基づく保全の単位の設

定及び死因の特定等が行われる。 

H26～H35：組織のサンプリング、保存及び遺伝学的分析の体制の確立 

 活動 1-4：生息個体数目標を設定し、より精度が高く、効率的な個体数推定手

法を検討・開発し、生息個体数の評価を行う。 

H26〜H28：生息個体数目標設定と個体数推定手法の検討・開発 

H29〜：生息個体数推定による評価 

  

＜成果１＞ 

成果 1-a：生息状況、生態及び遺伝学に関する報告書及び学術論文 

4-172

平成29年2月提出版



 

 

成果 1-b：より精度の高い生息状況把握のために改善、新たに導入された調査手

法とその調査手法による結果報告書 

 

＜効果１＞ 

効果１：生息状況、生態、遺伝学等に関して集積された知見が保全対策に活用

される。 

 効果指標１：成果１に基づくデータ・結果が活用された保全施策の種類と事

例数 

 

 

（２）生息地における生息環境の維持・改善 

目標２：好適生息環境である重要地域が適正な保護管理により維持される。ま

た、外来生物等の減少要因の排除、緩和措置等の推進により、生息個体数が増

加し、分布域が拡大する。 

 

＜活動２＞ 

活動 2-1：好適生息地を国立公園として指定し、鳥獣保護区及び国立公園を適正

に保護管理することで生息環境を維持する。 

 活動 2-1-1：好適生息地を可能な限り国立公園特別保護地区、第１種特別保護

地域として指定し、またその他生息地についても国立公園区域として指

定することにより適切に保全管理する。 

H26～：国立公園指定作業 

 活動 2-1-2：自然公園法等の適正な執行により生息環境に影響を及ぼし得る開

発計画及び行為を規制する。 

H26～：鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び自然公園法（国

立公園指定後）の適正な執行 

活動 2-2：個体数の増加及び分布域の拡大のためマングース、ノネコ等の外来生

物の排除または緩和措置を行う。 

 活動 2-2-1：第 2 期奄美大島マングース防除実施計画に基づき平成 34 年度ま

でにマングースを完全排除する。 

H26〜34：マングースの完全排除 

 活動 2-2-2：ノネコの捕獲と処理を含む方針について自治体、獣医師会及び関

係団体と調整の上作成し、その方針に基づき捕獲作業を実施しノネコの

個体数を減少させる。 

H26：ノネコの捕獲・処理の方針検討・決定 

H27〜：方針に基づき捕獲作業を実施 
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＜成果２＞ 

成果 2-1-1：国立公園指定書・計画書により、生息地が国立公園に指定。 

 成果指標 2-1：生息地における国立公園の割合 

成果 2-1-2：生息に悪影響を及ぼす開発計画、開発行為について、指定計画書に

基づき規制。 

 成果指標 2-1-2：本種の生息に影響を及ぼす開発計画、開発行為について指定

計画書に基づいた適切な事前調整、許認可及び法執行の件数 

成果 2-2-1：マングースの完全排除 

 成果指標 2-3-1：マングースの生息個体数、相対密度及び分布域 

成果 2-2-2：ノネコの捕獲に係る方針決定、方針に基づく捕獲作業の実施。 

 成果指標 2-2-2：ノネコ捕獲等方針、ノネコ捕獲個体数、捕獲努力量 

 

＜効果２＞ 

効果 2-1：国立公園指定地域内の生息地面積と生息個体数が維持・増加する。 

 効果指標 2-1：国立公園内の生息地面積、生息密度及び生息個体数 

効果 2-2-1：マングースの完全排除により、アマミヤマシギの生息密度、生息個

体数が増加する。 

 効果指標 2-2-1：マングースの密度が低下もしくは完全排除した区域における

アマミヤマシギの生息密度、生息個体数 

効果 2-2-2：ノネコの個体数が減少し、その個体数減少地域におけるアマミヤマ

シギの生息個体数もしくは生息密度が増加する。 

 効果指標 2-3-2：ノネコが排除された地域におけるアマミヤマシギの生息密

度、生息個体数 

 

 

（３）飼育下での繁殖 

目標３：傷病個体の救護体制が構築される。また、野生復帰が困難な個体の飼

育体制及び飼育個体を用いた生態・生理・病理学的情報収集及び普及啓

発の方針について検討が行われる。 

 

＜活動３＞ 

活動 3：関係機関、自治体、獣医師会及び関係団体とともに傷病個体の救護と野

生復帰について方針を検討・決定し、傷病個体の救護・野生復帰の体制

を構築する。その際、野生復帰が困難な個体の取扱についても検討する。 

H26～27：救護・野生復帰の方針検討・決定 
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H28〜：方針・体制に基づき救護・野生復帰を実施 

 

＜成果３＞ 

成果 3：救護の体制、野生復帰の判断基準等が記された方針が決定され、救護体

制が構築され、その方針・体制に基づき救護が実施される。 

 成果指標 3：救護・野生復帰に係る方針書、救護体制図、救護及び野生復帰実

績、病理学的データ数、救護、野生復帰及び病理学的データに係る報告

書・論文数 

 

＜効果３＞ 

効果 3：傷病個体の迅速且つ適切な救護により救護個体の生存率及び野生復帰率

が増加する。また、病理学的データが蓄積し、活用される。 

 効果指標 3：救護個体の生存率及び野生復帰率 

 

 

（４）生息地における監視等 

目標４：地域の多様な主体により生息地の見回りが継続的に実施され、情報が

共有される。 

 

＜活動４＞ 

活動 4：地域の多様な主体による見回りの継続的な実施（H26～H35） 

＜成果４＞ 

成果 4：目撃情報の蓄積、関係者間の共有 

成果指標 4：パトロールの回数、実施主体の数 

＜効果４＞ 

効果 4：営巣地への不用意な接近等、個体群の維持に悪影響を及ぼしうる行為の

防止 

効果指標 4：指導による配慮事例数 

 

 

（５）普及啓発の推進 

目標５：本種の保全のための普及啓発を推進し、保全への地域住民等の理解が

向上する。 

 

＜活動５＞ 

活動 5-1：ウェブサイトの設置、パンフレット作成・配布、マスコミ向け報道発
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表を通した普及啓発及びボランティア参加型調査の実施により地域住

民、観光客の本種の保全への理解を深める。 

H26～：ウェブサイトの設置（H26）とアップデート（H27～）、パンフ

レットの作成・配布（H27～H29 及び H32～H34）、ボランテ

ィア参加型調査の検討と実施（H27～H28 検討、H29 以降に試

行的調査実施） 

活動 5-2：本種の保全への理解度を測るために地域住民、観光客向けに、５年お

きにアンケート調査を実施する。 

H27、H30、H35：アンケート調査の実施 

 

＜成果５＞ 

成果 5：ウェブサイトの設置、パンフレットの作成・配布、ボランティア参加型

調査の実施、アンケート調査の実施 

 成果指標 5：ウェブサイト解説とアップデート数、パンフレット発行部数、ボ

ランティア参加型調査実施回数、ボランティア参加者数、アンケート調

査実施回数、アンケート回収数 

 

＜効果５＞ 

効果 5：地域住民及び観光客の本種の保全に関する認知度・理解度の増加 

効果指標 5：アンケート調査による認知度、保全への理解度の結果 

 

 

（６）効果的な事業の推進のための連携の確保 

目標６−１：本種の保全対策が効果的に推進されるように関係機関・団体、自治

体及び関係者の間の連携が強化される。 

 

＜活動６－１＞ 

活動 6-1：本種の保護増殖検討会等関連会議、必要に応じ随時実施する調整会議

等を通して、関係機関・団体、自治体及び関係者による各種調査結果、

保護対策に係る情報共有、集約化を行い、保全対策における連携、開発

計画等における本種保全への配慮を強化する。 

H26～：検討会（毎年）とその他必要に応じ調整会議等の開催、関係者

が保有する生息分布等のデータの集約、GIS 化及び公表、調査報

告書等の共有 

 

＜成果６－１＞ 
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成果 6-1：調査結果、保護対策、開発計画等の情報共有及び連携のための検討会・

調整会議等の開催、生息分布等データの集約と GIS 化、調査結果報告書

の共有 

 指標 6-1：検討会、調整会議の開催回数、集約された GIS、その他データ数、

調査結果報告書共有数 

 

＜効果６－１＞ 

効果 6-1：開発計画等における配慮事例の増加、関係機関・団体の連携による保

護対策の事例数の増加、関係機関・団体等による GIS 等データ及び調査

結果の利用の増加、 

 指標 6-1：開発計画等における配慮事例数、関係機関・団体の連携による保護

対策の事例数、共有化された生息情報、GIS に係るデータ数 

 

 

目標６－２：保護増殖検討会にて、毎年実施計画の進捗について報告するとと

もに、５ヶ年おきに進捗状況を評価し実施計画の見直しを行う。 

 

＜活動６－２＞ 

活動 6-2-1：毎年、保護増殖検討会にて、本種の保護増殖事業実施計画の実施結

果について報告し、検討委員から改善点等について助言をもらい、より

効果的かつ効率的な事業実施のための改善を行う。 

活動 6-2-2：平成 30 年に実施計画の進捗状況を成果及び効果について指標をも

とに総合的に評価し、必要な点について実施計画の見直しを行う。また

最終年度の平成35年に10カ年の本事業実施計画の目標達成度を同様に

評価し、新たな 10 カ年計画を策定する。 

 

＜成果６－２＞ 

成果 6-2-1：保護増殖検討会の開催、実施結果報告、検討委員からの助言に応じ

た事業の適切な改善事例。 

 成果指標 6-2-1：毎年の検討会の開催、検討委員からの助言による事業の改善

点 

成果 6-2-2：成果及び効果指標に基づく事業実施計画進捗の評価と実施計画の見

直し、新たな実施計画の策定。 

 成果指標 6-2-2：進捗状況評価結果、実施計画見直し、新たな実施計画策定 

 

＜効果６－２＞ 
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効果 6-2-1：より効果的かつ効率的な事業実施 

効果指標 6-2-1：改善された活動における成果及び効果指標の向上 

効果 6-2-2：事業実施計画の目標達成状況が各成果及び効果指標により総合的に

評価され、効果性及び効率性の観点から実施計画の必要な見直しと新た

な実施計画策定が行われる。 

効果指標 6-2-2：成果及び効果指標、実施計画目標達成度の向上 
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防除計画に基づく排除 

５．実施活動スケジュール （矢印の太さは重要度を表現） 

 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

1-1:分布、確認個体数の経年変

化把握 

          

1-2:過去の調査結果の再評価

及び手法の見直し 

          

1-3:遺伝学的調査 

 

          

1-4:個体数推定、生息状況評価 

 

          

2-1-1:国立公園指定作業           

2-1-2:法規制           

2-2-1:マングースの排除           

2-2-2:ノネコ対策 

 

          

3:傷病個体救護等体制の構築、

実施 

 

          

4:生息地見回り           

5-1:ウェブサイト、パンフレッ

ト等による普及啓発、ボランテ

ィア参加型調査 

 

          

5-2：アンケート調査           

6-1: 関係機関等の各種調査結

果等の情報集約、連携強化 

          

6-2-1:保護増殖検討会の開催           

6-2-2:実施計画の評価・見直し           

 

６. 引用文献 

BirdLife International 2012. Scolopax mira. The IUCN Red List of 

Threatened Species. Version 2014.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 

24 October 2014.  

サ ン プ リ ン グ 

体 制 の 確 立 

方針決定  

方 針 に 基 づ く 捕 獲 作 業  

目標設定・手法開発  

評   価 

体制構築  

救護・野生復帰等実施  

ウエブ 
作成  アップデート 

パンフレット 
作成 

パンフレット 
作成 

ボランティア 
調査検討   試行的実施 
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4-27 オオトラツグミ保護増殖事業 10ヶ年実施計画 

（2014年-2024年） 
 

平成 26 年 12 月 

環境省那覇自然環境事務所 

 

１．背景 

（１）分類及び生態 

オオトラツグミは、奄美大島のみで繁殖する固有亜種である。全長約30cm、翼長159～

171mm(n=27)。上面はくすんだ黄褐色ないしオリーブ色で、羽軸周辺が白く先端の黒い羽毛

の斑模様に全身覆われている。下面は淡色で三日月型の斑が密にあり、尾羽は黒っぽく12 

枚である（亜種トラツグミは14 枚）。湿潤な林床の照葉樹壮齢林に主に生息し、繁殖期に

は夜明け前の短時間に独特の声で一斉にさえずる。1999 年からこの時期に実施されている

さえずり数のカウント調査によると、繁殖期のさえずり個体数は500個体前後である（特定

非営利活動法人奄美野鳥の会2013年）。分布域は近年拡大しており、それにともない個体数

も増加傾向が見られる。平成24年度時点の生息個体数は800～2,000個体程度と推定されて

いる（環境省那覇自然環境事務所2014年）。 

 

（２）法的位置づけ等 

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

・平成５年に国内希少野生動植物種に指定 

・平成 11 年に保護増殖事業計画を策定 

○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

・昭和 40 年に生息地の一部が国指定湯湾岳鳥獣保護区に指定 

○文化財保護法 

・昭和 46 年に国の天然記念物に指定 

・昭和 43 年に生息地の一部が神屋・湯湾岳天然記念物に指定 

○その他 

・環境省第４次レッドリスト(2012)において絶滅危惧 II 類（VU）に掲載 

 

（３）保護増殖事業のこれまでの成果（別紙は省略） 

【１．生息状況の把握・モニタリング等】 

○繁殖期のさえずり一斉調査により、生息状況の動向を把握してきた。近年、さえず

り個体数の増加を確認（別紙図１ 省略）、分布域（別紙図２、図３ 省略）の拡大

も示唆されている。 

○営巣場所の探索や繁殖行動等の観察により繁殖に関する情報を収集した。 
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○標識の装着等による個体識別を実施し、個体の行動及び行動圏等を把握した。 

○さえずり一斉調査の結果及び地形・植生図等のデータにより、個体数の多寡に影響

を与え得る環境要因（林齢、標高、広葉樹林面積等）の把握及び個体数の推定（別

紙図４ 省略）を実施した。 

 

【２．生息地における生息環境の維持・改善】 

○本種の生息・繁殖に適した環境の維持・改善を図るため、本種の生息状況及び専門

家の意見等を踏まえ、保護地域（国立公園）の指定に向けた検討を実施した。 

 

【４．生息地における監視等】 

○地域の関係者や国・地方公共団体等により、日常的に本種の生息地を含む地域の監

視及び情報収集を実施してきた。 

 

【５．普及啓発の推進】 

○本種の生息状況、保護の必要性及び保護増殖事業の実施状況等に関して、パンフレ

ット配布等により普及啓発を推進してきた。 

 

【６．効果的な事業の推進のための連携の確保】 

○各種調査や研究、普及啓発など様々な場面において、多様な主体が連携し効果的に

事業を実施してきた。 

 

（４）保護上の問題点 

 平成 25 年 8 月 9 日から 10 日に大学、研究機関、行政機関、NPO 等からの関係者の参加

のもと開催した奄美希少種保護増殖事業ワークショップにおいて、平成 17 年度から実施し

てきた保護増殖事業についてレビューを行い、今後の保護上の問題点を抽出した。その結

果を下記の通り整理した。 

 

【１．生息状況の把握・モニタリング等】 

○分布域の把握、生息数の把握等の目的に応じた調査が実施されておらず、調査方法

の標準化がされていない。 

○過去のさえずり調査結果の再評価が必要。 

○効率化の観点もふまえて、個体数推定の精度向上が必要。 

○個体群としての健全性を把握するために繁殖状況の把握が必要。 

○遺伝的多様性、系統関係など遺伝学的調査が必要 
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【２．生息地における生息環境の維持・改善】 

○好適生息環境である重要エリアの保護担保がされていない。 

○人為的行為及び外来種による悪影響の把握、排除または緩和措置が取られていない。 

○繁殖地、繁殖時期を考慮した開発行為の制限が必要。 

 

【３．飼育下での繁殖等】 

○病理学的テータ等の収集のための傷病個体の収容施設の必要性や、飼育展示施設に

おける域外保全、行動観察等の必要性の検討がされていない。 

 

【４．普及啓発の推進】 

○認知度が低く、地域住民への普及啓発不足。 

 

 【５．効果的な事業の推進のための連携の確保】 

○関係機関の各種調査結果の情報共有や、地域との連携が必要。 

○自治体、業者との連携による開発計画の情報共有が必要。 

○関係機関の役割分担がされていない。 

 

（５）実施計画を作成した理由 

保護増殖事業の開始から 10年以上が経過し、これまでの事業実施によって、生息状況や

生物学的特性の把握、森林伐採等生息を圧迫するおそれのある環境要因の把握等様々な面で

成果が得られてきた。特に、種の保存を図る上で基礎的な情報である生息状況や生物学的特

性等について、研究者等との協力・連携により知見の蓄積が進んだことの意義は大きい。ま

た、奄美大島ではマングース防除事業の成果により、本種の生息個体数と分布域が回復傾向

にある。 

しかしながら、（４）保護上の問題点で整理した通り、安定した個体群を維持するには、

依然、解決すべき問題点が存在する。 

生物多様性国家戦略 2012－2020において設定されている目標の一つに、｢C-2：絶滅危惧

種のランクが下がる種を増加させる。｣がある。また、我が国は｢奄美・琉球｣の世界自然遺

産登録に向けて、平成 25年１月末に世界遺産暫定一覧表への記載を決定し、２月にユネス

コ世界遺産センターに記載のための必要書類を提出した。奄美大島及び徳之島は奄美・琉球

世界自然遺産推薦候補地であり、本種はその顕著な普遍的価値の証明に不可欠な存在である。

それゆえ、今後、国家戦略の目標達成と世界自然遺産への登録とその保護担保措置のため、

より一層効果的に成果が上がるよう保護増殖事業を進めていく必要がある。 

以上のことから、10ヶ年（2014年－2024年）の｢保護増殖事業実施計画（以下、｢実施計

画｣という。）｣を作成することとした。 
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２．実施計画目標 

外来種、交通事故、開発等の本種の減少要因が除去または緩和され、本種の

分布域及び生息数が増加し、平成 36年 3月末までに環境省レッドリストにおい

て絶滅のおそれのある種（絶滅危惧種）として掲載されなくなることを目標と

する。 

 

３．実施期間 

平成 26 年 12 月 1 日～平成 36 年 3 月 31 日 

 

４．実施計画目標を達成するために必要な活動内容と成果及び指標 

 

（１）生息状況の把握・モニタリング等 

目標１： 現在のモニタリングの継続とともに、新たな調査手法を確立することで、より効

果的に生息状況、生態、遺伝学的知見等に関する情報が収集・蓄積され、生息個体数等の

評価に用いられる。 

 

＜活動１＞ 

活動 1：現況のモニタリング調査の継続とより効果的な調査手法の確立と導入により生息状

況及び生態を把握する。 

 活動 1-1：分布及びさえずり個体数の経年変化、繁殖活動のモニタリングを継続し、生息

状況及び生態に関する情報を蓄積する。 

H26～H35：モニタリング調査の継続実施による生息情報の蓄積 

 活動 1-2：過去のモニタリング調査結果を再評価し、活動 1-4 で検討する個体数推定手法

とも連動し、モニタリング調査手法について改善点を検討し、調査体制等を踏まえ

たより効果的なモニタリング調査を実施する。 

H26～28：モニタリング結果の評価及び調査手法の見直し 

 活動 1-3：捕獲個体等からの組織サンプリングにより遺伝的多様性及び系統関係を把握

し、病理学的情報収集がなされ、個体群の健全性の評価、系統関係に基づく保全の

単位の設定及び死因の特定等が行われる。 

H26～H28：組織のサンプリング、保存及び遺伝学的分析、病理学的解析の体制

の確立 

H29～：個体群の健全性の評価及び死因の特定 

 活動 1-4：生息個体数目標を設定し、より精度が高く、効率的な個体数推定手法を検討・

開発し、生息個体数の評価を行う。 

H26〜H28：生息個体数目標設定と個体数推定手法の検討・開発 

H29〜：生息個体数推定による評価 
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＜成果１＞ 

成果 1-a：生息状況、生態及び遺伝学に関する報告書（毎年）及び学術論文 

成果 1-b：より精度の高い生息状況把握のために改善、新たに導入された調査手法とその調

査手法による結果報告書 

 成果指標 1：成果 1 に関する報告書及び学術論文の数 

 

＜効果１＞ 

効果１：生息状況、生態、遺伝学等に関して集積された知見が保全対策に活用される。 

 効果指標１：成果１に基づくデータ・結果が活用された保全施策の種類と事例数 

 

 

（２）生息地における生息環境の維持・改善 

目標２：好適生息環境である重要地域が適正な保護管理により維持される。また、生息環

境に影響を及ぼし得る行為の把握及び制限等により、生息個体数が増加し、分布域が拡大

する。 

 

＜活動２＞ 

活動 2：好適生息地を国立公園として指定し、鳥獣保護区及び国立公園を適正に保護管理す

ることで生息環境を維持する。 

 活動 2-1：好適生息地を可能な限り国立公園特別保護地区、第１種特別保護地域として指

定し、またその他生息地についても国立公園区域として指定することにより適切に

保全管理する。 

H26～：国立公園指定作業 

 活動 2-2：自然公園法等の適正な執行により生息環境に影響を及ぼし得る開発計画及び行

為を規制する。 

H26～：鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及び自然公園法（国立公園指

定後）の適正な執行 

 

＜成果２＞ 

成果 2-1：国立公園指定書・計画書により、生息地が国立公園に指定。 

 成果指標 2-1：生息地における国立公園の割合 

成果 2-2：生息に悪影響を及ぼす開発計画、開発行為について、指定計画書に基づき規制。 

 成果指標 2-2：本種の生息に影響を及ぼす開発計画、開発行為について指定計画書に基づ

いた適切な事前調整、許認可及び法執行の件数 
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＜効果２＞ 

効果 2：国立公園指定地域内の生息地面積と生息個体数が維持・増加する。 

 効果指標 2：国立公園内の生息地面積、生息密度及び生息個体数 

 

 

（３）飼育下での繁殖 

目標３．傷病個体の救護体制が構築される。また、野生復帰が困難な個体の飼育体制及び

飼育個体を用いた生態・生理・病理学的情報収集及び普及啓発の方針について検討が行わ

れる。 

 

＜活動３＞ 

活動 3：関係機関、自治体、獣医師会及び関係団体とともに傷病個体の救護と野生復帰につ

いて方針を検討・決定し、傷病個体の救護・野生復帰の体制を構築する。その際、

野生復帰が困難な個体の取扱について、生態・生理・病理学的情報収集及び普及啓

発を含む観点から検討する。 

H26～27：救護・野生復帰の方針検討・決定 

H28〜：方針・体制に基づき救護・野生復帰を実施 

 

＜成果３＞ 

成果 3：救護の体制、野生復帰の判断基準等が記された方針が決定され、救護体制が構築さ

れ、その方針・体制に基づき救護が実施される。 

 成果指標 3：救護・野生復帰に係る方針書、救護体制図、救護及び野生復帰実績、病理学

的データ数、救護、野生復帰及び病理学的データに係る報告書・論文数 

 

 

＜効果３＞ 

効果 3：傷病個体の迅速且つ適切な救護により生存個体数及び野生復帰個体数が増加する。

また、病理学的データが蓄積し、活用される。 

 効果指標 3：救護個体の生存数及び野生復帰個体数 

 

 

（４）生息地における監視等 

目標４：地域の多様な主体により生息地の見回りが継続的に実施され、情報が共有される。 

 

＜活動４＞ 

活動 4：地域の多様な主体による見回りの継続的な実施（H26～H35） 
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＜成果４＞ 

成果 4：目撃情報の蓄積、関係者間の共有 

成果指標 4：パトロールの回数、実施主体の数 

 

＜効果４＞ 

効果 4：営巣地への不用意な接近等、個体群の維持に悪影響を及ぼしうる行為の防止 

効果指標 4：指導による配慮事例数 

 

 

（５）普及啓発の推進 

目標５：本種の保全のための普及啓発を推進し、保全への地域住民等の理解が向上する。 

 

＜活動５＞ 

活動 5-1：ウェブサイトの設置、パンフレット作成・配布、マスコミ向け報道発表を通した

普及啓発及びボランティア参加型調査の実施により地域住民、観光客の本種の保全

への理解を深める。 

H26～：ウェブサイトの設置（H26）とアップデート（H27～）、パンフレットの作

成・配布（H27～H29 及び H32～H34 に各１回）ボランティア参加型調

査の検討と実施（H27～H28 検討、H29 以降に試行的調査実施） 

活動 5-2：本種の保全への理解度を測るために地域住民、観光客向けに、５年おきにアンケ

ート調査を実施する。 

H27、H30、H35：アンケート調査の実施 

 

＜成果５＞ 

成果 5：ウェブサイトの設置、パンフレットの作成・配布、ボランティア参加型調査の実施、

アンケート調査の実施 

 成果指標 5：ウェブサイト解説とアップデート数、パンフレット発行部数、ボランティア

参加型調査実施回数、ボランティア参加者数、アンケート調査実施回数、アンケー

ト回収数 

 

＜効果５＞ 

効果 5：地域住民及び観光客の本種の保全に関する認知度・理解度の増加 

 効果指標 5：保全に関する認知度及び理解度、新聞、テレビ等報道回数、アンケート調査

による認知度、保全への理解度の結果 
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（６）効果的な事業の推進のための連携の確保 

目標６−１：本種の保全対策が効果的に推進されるように関係機関・団体、自治体及び関係

者の間の連携が強化される。 

 

＜活動６－１＞ 

活動 6-1：本種の保護増殖検討会等関連会議、必要に応じ随時実施する調整会議等を通して、

関係機関・団体、自治体及び関係者による各種調査結果、保護対策に係る情報共有、

集約化を行い、保全対策における連携、開発計画等における本種保全への配慮を強

化する。 

H26～：検討会（毎年）とその他必要に応じ調整会議等の開催、関係者が保有する

生息分布等のデータの集約、GIS 化及び公表、調査報告書等の共有 

 

＜成果６－１＞ 

成果 6-1：調査結果、保護対策、開発計画等の情報共有及び連携のための検討会・調整会議

等の開催、生息分布等データの集約と GIS 化、調査結果報告書の共有 

 成果指標 6-1：検討会、調整会議の開催回数、集約された GIS、その他データ数、調査結

果報告書共有数 

 

＜効果６－１＞ 

効果 6-1：開発計画等における配慮事例の増加、関係機関・団体の連携による保護対策の事

例数の増加、関係機関・団体等による GIS 等データ及び調査結果の利用の増加 

 効果指標 6-1：開発計画等における配慮事例数、関係機関・団体の連携による保護対策の

事例数、共有化された生息情報、GIS に係るデータ数 

 

 

目標６－２：保護増殖検討会にて、毎年実施計画の進捗について報告するとともに、５ヶ

年おきに進捗状況を評価し実施計画の見直しを行う。 

 

＜活動６－２＞ 

活動 6-2-1：毎年、保護増殖検討会にて、本種の保護増殖事業実施計画の実施結果について

報告し、検討委員から改善点等について助言をもらい、より効果的かつ効率的な事

業実施のための改善を行う。 

活動 6-2-2：平成 30 年に実施計画の進捗状況を成果及び効果について指標をもとに総合的

に評価し、必要な点について実施計画の見直しを行う。また最終年度の平成 35 年

に 10 カ年の本事業実施計画の目標達成度を同様に評価し、新たな 10 カ年計画を策
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定する。 

 

＜成果６－２＞ 

成果 6-2-1：保護増殖検討会の開催、実施結果報告、検討委員からの助言に応じた事業の適

切な改善事例。 

 成果指標 6-2-1：毎年の検討会の開催、検討委員からの助言による事業の改善点 

成果 6-2-2：成果及び効果指標に基づく事業実施計画進捗の評価と実施計画の見直し、新た

な実施計画の策定。 

 成果指標 6-2-2：進捗状況評価結果、実施計画見直し、新たな実施計画策定 

 

＜効果６－２＞ 

効果 6-2-1：より効果的かつ効率的な事業実施 

 効果指標 6-2-1：改善された活動における成果及び効果指標の向上 

効果 6-2-2：事業実施計画の目標達成状況が各成果及び効果指標により総合的に評価され、

効果性及び効率性の観点から実施計画の必要な見直しと新たな実施計画策定が行

われる。 

 効果指標 6-2-2：成果及び効果指標、実施計画目標達成度の向上 
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５．活動実施スケジュール（矢印の太さは重要度を表現） 

 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

1-1:分布、さえずり個体数の経

年変化把握、繁殖活動モニタリ

ング 

          

1-2:過去の調査結果の再評価

及び手法の見直し 

          

1-3:遺伝学的、病理学的調査 

 

          

1-4:個体数推定、生息状況評価           

2-1:国立公園指定作業           

2-2:法規制           

3:傷病個体救護等体制の構築、

実施 

          

4:生息地見回り           

5-1:ウェブサイト、パンフレッ

ト等による普及啓発、ボランテ

ィア参加型調査 

          

5-2:アンケート調査           

6-1: 関係機関等の各種調査結

果等の情報集約、連携強化 

          

6-2-1:保護増殖検討会の開催           

6-2-2:実施計画の評価・見直し           

 

 

６. 引用文献 

特定非営利活動法人奄美野鳥の会 第 20 回 2013 年オオトラツグミ一斉調査 調査報告書（2013 年）, p.3 

環境省那覇自然環境事務所 平成 25 年度奄美希少野生生物保護増殖検討会資料（2014 年）, 資料 5-1, p.5 

 

目標設定・手法開発  
評   価 

健全性評価・死因特定 

サンプリング、体制の確立 

ウエブ 
作成  アップデート 

パンフレット 
作成 

パンフレット 
作成 

ボランティア 
調査検討   試行的実施 

体制構築  

救護・野生復帰等実施  
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4-28 ヤンバルクイナ保護増殖事業10ヶ年実施計画 

（2015年度-2024年度） 
 

平成 27年 12月 

環境省那覇自然環境事務所 

 

１．対象種 

ヤンバルクイナ（Gallirallus okinawae） 

 

２．分類及び生態 

ヤンバルクイナGallirallus okinawae（Hypotaenidia okinawaeとする学説もある）は沖

縄島北部地域（通称やんばる地域）のみに生息する固有種で、昭和56年（1981年）に新種

として記載された(Yamashina & Mano, 1981)。本種は日本で唯一の無飛力の鳥類であり、

数万年前に南方から沖縄島に飛来した祖先種が、しだいに地上生活に適応し、現在のヤン

バルクイナへと進化したものと考えられている。その背景として、沖縄島には強力な捕食

者となる肉食獣が在来分布せず、亜熱帯の常緑広葉樹林は生物が多様で地上に餌となる小

動物が豊富であり、飛翔力が無くとも繁栄可能な条件があったためと考えられている（尾

崎，2005）。 

無飛力のクイナ類は世界で32種が知られ、その多くは島嶼に分布し、島の固有種・固有

亜種となっていることが多い。そのうちの13種は17世紀以降、既に絶滅（EX）している。

現存する19種も、1種は野生絶滅（EW）で、13種が絶滅危惧種とされている。その原因は

狩猟、環境破壊、外来種の持ち込みなど人為的な影響である（尾崎，2005）。 

本種は、常緑広葉樹林の林床や周辺の草地に生息する。繁殖期は３～６月で、地上に営

巣する。一腹産卵数は４～５卵。雑食性であるが昆虫類、甲殻類、両生類などの小動物を

主食とする。生息個体数は昭和60年（1985年）に約1,800羽と推定されていたが、その後生

息適地の縮小やフイリマングース（特定外来生物）、イヌ、ネコ等による捕食の影響を受け

て平成12年（2000年）頃には1,000羽以下まで減少したと推定されている。その後、マング

ースの防除が進んだことで、本種の個体数と分布域は回復傾向にあり、平成25年（2013年）

の生息個体数は約1,500羽と推定されている。 

 

３．法的位置づけ等 

○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

・平成５年に国内希少野生動植物種に指定 

・平成 16年に保護増殖事業計画を策定 

○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 

・平成 21年に生息地の一部が国指定やんばる（安田）鳥獣保護区に指定 
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・平成 21年に生息地の一部が国指定やんばる（安波）鳥獣保護区に指定 

・昭和 42年に生息地の一部が県指定西銘岳鳥獣保護区に指定 

・昭和 42年に生息地の一部が県指定与那覇岳鳥獣保護区に指定 

・昭和 42年に生息地の一部が県指定佐手鳥獣保護区に指定 

○文化財保護法 

・昭和 47年に生息地の一部が与那覇岳天然保護区域に指定 

・昭和 57年に国の天然記念物に指定 

○その他 

・IUCNレッドリスト(2013)において絶滅危惧ⅠB類（EN）に掲載 

・環境省第４次レッドリスト(2012)において絶滅危惧ⅠA類（CR）に掲載 

 

４．策定理由 

保護増殖事業の開始から 10年が経過し、これまでの事業によって、生息状況や生物学的

特性の把握、マングース等生息を圧迫するおそれのある環境要因の把握、交通事故防止対

策、普及啓発の推進等の様々な面で成果が得られてきた。特に、種の保存を図る上で基礎

的な情報である生息状況や生物学的特性等について、研究者等との協力・連携により知見

の蓄積が進んだことの意義は大きい。また、沖縄島北部地域ではマングース防除事業の成

果により、本種の生息個体数と分布域が回復傾向にある（※詳細は別紙１参照 省略）。し

かしながら、安定した個体群を維持するには、依然、解決すべき問題点が存在する。 

また、生物多様性国家戦略 2012－2020において設定されている目標の一つに、｢C-2：絶

滅危惧種のランクが下がる種を増加させる。｣がある。さらに、沖縄島北部地域は奄美・琉

球世界自然遺産推薦候補地であり、本種はその顕著な普遍的価値の証明に不可欠な存在であ

る。今後、国家戦略の目標達成と世界自然遺産への登録とその保護担保の充実のためにも、

より一層効果的に成果が上がるよう保護増殖事業を進めていく必要がある。 

以上のことから、10 ヶ年（2015 年度-2024 年度）の｢ヤンバルクイナ保護増殖事業 10 ヶ

年実施計画（以下、｢実施計画｣という。）｣を作成することとした。 

 

５．実施計画目標 

平成 37年 3月末までに、外来種、交通事故、開発等の本種の減少要因が除去または緩和

され、沖縄島北部地域において本種の分布域及び生息数が増加し、1985 年時点の分布域と

生息数に回復し、環境省レッドリストの絶滅危惧ⅠB類以下に掲載されることを目標とする。

また、生息環境の悪化、感染症の蔓延等により、将来、再び野生個体群の激減が生じた際

に対応できるように、飼育技術、飼育下繁殖技術、野生復帰及び補充・再導入のための技

術を確立する。 

※本実施計画中間時点の平成 31年度末までに、やんばる地域南部（大宜味村、東村）の塩

屋－福地ダム（S-Fライン）北側において本種を定着させる。 
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６．実施期間 

平成 27年 12月 1日～平成 37年３月 31日 

 

７．下位目標と活動実施内容 

本実施計画目標を効果的に達成するために、下位目標と活動実施内容を下記の通り設定

する。 

 

（１）生息状況の調査及びモニタリング 

 

目標１： 生息状況把握のためのモニタリング調査を継続実施するとともに、個体数推定精

度向上のための改善を行う。保全に必要な生態解明のための新たな調査手法を確立するこ

とで、より効果的に生態学的及び遺伝学的知見と情報を収集・蓄積し、生息個体数等の評

価に用いる。また、生息個体数の減少要因とその程度を明らかにする。 

 

＜活動１＞ 

活動 1-1：個体群のモニタリングのためのプレイバック調査を継続するとともに、調査結果

を再評価し、調査手法及び個体数推定方法の必要な改善を行う。 

活動 1-1-1：プレイバック調査による生息状況モニタリングを継続的に実施する。 

H27～H29：モニタリング調査の継続実施による生息情報の蓄積。 

H30～H37：活動 1-1-2の再検証結果を反映させてモニタリング調査を継続実施。 

活動 1-1-2：プレイバック調査及び個体数推定の精度の向上のため、プレイバックの反

応率、反応距離等を再検証し、個体数推定のための調査手法及び解析に反映さ

せる。 

H27～H29： 調査手法の再検証とモニタリング調査への反映 

 

活動 1-2：野生下及び飼育下において新たな調査手法の開発・導入、既存の調査手法の改善

により、個体群構造、社会性、分散・移動などの未解明の生態や遺伝的多様性、

感染症等を明らかにする。 

 活動 1-2-1：研究者及び研究機関と連携し、既存の調査手法や同様の生活様式を持つ種で

用いられてきた捕獲、ラジオトラッキング、個体識別等の調査手法をレビュー

し、安全で確実な調査手法を開発・導入し、繁殖行動、個体群構造、社会性、

分散・移動等の生態を解明する。 

H27～H28： 調査手法のレビュー、新たな調査手法の開発。 

H29～ ：新たな調査手法の導入による生態解明。 

  活動 1-2-2： 
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H29～H31：個体識別に基づく調査により、齢構成、齢毎の死亡率等のデータを収集し、

個体群構造や個体群動態の解明に活用する。 

   活動 1-2-3： 

H27～H29直接観察、死亡個体の胃内容物分析により餌の種類、量、その季節変化につい

て明らかにする。 

  活動 1-2-4： 

H27～H29：鳴き声についての研究等について、大学等研究機関に協力する。 

活動 1-2-5： 

H27～H28：研究機関と連携し、野生下の遺伝的多様性及び分集団化について詳細を明ら

かにする。 

活動 1-2-6： 

H27～H31：野生個体に現存する感染症の調査、及び潜在的な感染症に関する情報収集に

より、本種の個体群維持に壊滅的な影響を与える恐れのあるものを選定し、捕

獲、保護及び死亡個体によりモニタリングする。 

 

活動 1-3：好適生息環境として必要な要素を明らかにする。 

活動 1-3-1： 

H27～H29：プレイバック調査等の結果から代表的な高密度地域と低密度地域の生物的及

び物理的環境要素を比較解析する。 

 活動 1-3-2： 

H27～H29高密度地域で生息個体数、繁殖、行動、なわばり等の生態情報を収集し、高密

度を維持できる要因について明らかにする。 

 

＜成果１＞ 

成果 1-1：より精度が向上した生息個体数推定方法を用いた推定生息個体数、生息密度及び

分布に関する情報が蓄積される。 

 

成果 1-2：新たな調査手法が開発・導入される。また、既存の調査手法が改善される。それ

により個体群構造、社会性、分散・移動、遺伝的多様性、感染症など未解明の生

態等が明らかになる。 

 

成果 1-3：生息密度の異なる生息地における生物的及び物理的要因の比較解析結果及び高密

度地域における生態情報から、生息密度の維持・改善に必要な要因が明らかにさ

れる。 

成果指標１：成果 1 に関する報告書及び学術論文の数。成果 1−1 推定生息個体数、生息

密度及び分布に関しては毎年の報告書。 
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＜効果１＞ 

効果１：生息個体数、分布等を含む生息状況、その他生態、遺伝学的情報等に関して集積

された知見が保全施策に活用される。 

効果指標１：成果１に基づく報告が活用された保全施策の種類と事例数。 

 

（２）生息地における生息環境の維持及び改善 

 

目標２：生息適地を維持し、本種を捕食する外来種等を防除し、また、交通事故による本

種の死亡数を顕著に減少させることで、生息個体数を回復させる。 

 

＜活動２＞ 

活動 2-1：生息地の連続性に配慮しつつ好適生息地を国立公園及び国指定鳥獣保護区（特別

保護地区）として確保するとともに、本種の生息に影響を与える開発計画等につ

いて必要に応じ本種への影響軽減のための調整を関係機関と行う。 

 活動 2−1−1：本種の生息密度及び分布並びに分布の連続性を考慮し、好適生息地を国立公

園及び国指定鳥獣保護区（特別保護地区）に指定する。 

H27～H28：国立公園指定 

H29～H33：国指定鳥獣保護区指定 

 活動 2−1−2： 

H27～H36本種の生息に影響を与える開発計画等がある際は、必要に応じ影響が軽減され

るよう関係機関と事前調整を行う。 

 

活動 2-2： 

H27～H34：第２期マングース防除実施計画にもとづく継続的な防除事業を実施し、捕食者

としてのマングースを沖縄島北部地域から平成 34年度末までに完全排除する（※

詳細は「第２期沖縄島北部地域マングース防除事業実施計画」参照）。 

 

活動 2-3：自治体及び関係団体との連携により、飼いネコ、飼いイヌの適正飼養、ノラネコ、

ノネコ及びイヌ（以下、「ネコ・イヌ」とする。）の捕獲を効果的に行い、これら

の個体数を減少させ、本種の捕食者としてのイヌ及びネコ対策を適切に実施する。 

活動 2-3-1： 

H27～H36：本種生息地においてノネコの目撃情報、センサーカメラ調査の結果等をもとに

効果的にノネコの捕獲を行う。また、自治体を中心にノラネコ・イヌの捕獲及び

低減に努める。 

活動 2-3-2： 
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H27～H31：国頭村、大宜味村及び東村を中心に、飼いネコへのマイクロチップ装着、繁殖

制限などの普及啓発を行い、各村の条令に基づく飼いネコの適正飼養を徹底する。 

活動 2-3-3： 

H27～H31：沖縄県、国頭村、大宜味村及び東村、並びに 3村の各集落との連携により、飼

いネコの適正飼養のための地域ぐるみの活動を強化する。 

活動 2-3-4： 

H27～H36：自治体を中心にネコ・イヌ対策に関する連絡会議等を設置・開催する。 

 

活動 2-4：捕食により本種に影響を与えるハシブトガラスの個体数を管理するため、自治体

と連携した発生源対策を行う。 

活動 2-4-1： 

H27～H29：捕食等、ハシブトガラスがヤンバルクイナに与える影響について把握する。 

活動 2-4-2： 

H27～H31：有害鳥獣対策を行う自治体との情報共有を行い、発生源対策や捕獲等により

適正数に減少させる。 

 

活動 2-5：人とヤンバルクイナそれぞれの立場から本種の交通事故発生原因を調査分析し、

その結果を各種対策、普及啓発、関係機関との連携に反映させ、効果的な取り組

みを行う。 

 活動 2-5-1：各機関が実施している本種の交通事故発生に関する調査（道路沿いの本種の

出現状況、出現時の状況等）のデータを収集・整理し、結果を各種対策に反映さ

せる。特に、交通事故が増加している区間周辺の本種の生息状況と環境を調査把

握する。 

H27～H28：交通事故に関する調査実施・整理 

H27～H36：調査結果の対策への反映・実施 

活動 2-5-2： 

H27～H28：住民（道路使用者）との意見交換の場を設け、本種の交通事故発生状況とその

防止対策について情報共有を図るとともに、地域からの意見、アイデアを収集す

る。 

活動 2-5-3： 

H27～H36：関係機関・団体、地域の連携により、本種の交通事故が多発する繁殖期に交通

事故防止対策及び普及啓発活動を強化する。 

 

＜成果２＞ 

成果 2-1：国立公園及び国指定鳥獣保護区（特別保護地区）の設置により生息地が確保され

る。また、本種の生息に影響を与える開発等について必要に応じて影響軽減が行
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われる。 

 成果指標 2−1-1：生息地における国立公園及び国指定鳥獣保護区（特別保護地区）の指定

状況（面積、範囲等）。 

 成果指標 2-1-2：生息地内での開発行為の影響軽減のために調整が行われた件数。 

 

成果 2-2：マングース生息数が減少し生息域が縮小する。平成 34 年度末までに沖縄島北部

地域からマングースが根絶される。  

 成果指標 2-2：マングースの捕獲頭数、密度指標及び分布域。根絶確認状況。 

 

成果 2-3：ネコ・イヌの生息数が減少し生息域が縮小する。飼いネコの適正飼養が徹底され

る。 

 成果指標 2-3-1：ネコ・イヌの目撃数、捕獲頭数及び分布域。 

 成果指標 2-3-2：飼いネコの登録数、マイクロチップ装着数、避妊去勢個体数。 

 

成果 2-4：ハシブトガラスの生息数が適正な数に抑制される。 

 成果指標 2-4：ハシブトガラスの有害鳥獣捕獲羽数及び分布域。 

 

成果 2-5：交通事故による死亡個体数及び傷病個体数が減少する。 

 成果指標 2-5：交通事故による死亡個体数及び傷病個体数。 

 

＜効果２＞ 

効果 2：ヤンバルクイナの生息個体数が増加し、分布域が拡大する。 

 効果指標 2：ヤンバルクイナ生息状況調査によるヤンバルクイナ推定生息個体数、推定密

度及び推定分布域。 

 

（３）飼育下における繁殖及びその個体の野生復帰 

 

目標３：野生個体が再び危機的状況に陥った際に補充又は再導入できる技術を確立する。

そのために遺伝的多様性に配慮した飼育及び繁殖技術を開発し、野生復帰又は再導入技術

を確立する。また、飼育個体を用いて生態に関する知見を収集する。 

 

＜活動３＞ 

活動 3-1：遺伝的多様性、リスク分散を考慮したより健全な飼育下個体群の飼育管理を行う。 

活動 3-1-1：遺伝的多様性に配慮した目標飼育個体数を明確化する。（H27～H28） 

活動 3-1-2：感染症などによる飼育下個体群の壊滅的な影響を防ぐため、地域の理解を得

た上で、リスク分散について検討し、協力可能な既存飼育施設及び動物園を
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確保する。（H27～H28） 

活動 3-1-3：安定且つ健全に目標飼育個体数を確保するために既存飼育施設及び動物園に

おいて分散飼育する。（H29～H37） 

 

活動 3-2：飼育下繁殖に必要な技術を確立する。 

活動 3-2-1：飼育技術および飼育下繁殖技術を確立する。（H27～H31） 

活動 3-2-2：ペアリングに必要な施設を確保する。（H28～H30） 

活動 3-2-3：飼育及び繁殖技術を分散飼育協力施設と協働して確立する。（H28～H32） 

 

活動 3-3：飼育下個体の野生復帰又は再導入に関する技術を確立するとともに、その実施基

準を検討する。 

活動 3-3-1：飼育下及び野外での放鳥試験により個体の追跡モニタリング技術を確立する。

（H27～H30） 

活動 3-3-2：飼育下繁殖個体の野生復帰又は再導入のための基準を検討する。 （H27～H30） 

 

＜成果３＞ 

成果 3-1：飼育下における遺伝的多様性に配慮した個体群の管理目標が設定される。分散飼

育協力施設及び動物園等が確保され分散飼育が行われる。 

 成果指標 3-1：飼育下における遺伝的多様性維持に必要な目標飼育個体数と実際の飼育個

体数。分散飼育協力施設及び協力動物園数。 

 

成果 3-2：通常個体の飼育及び繁殖技術が確立し、安定した飼育及び繁殖が可能となり、分

散飼育協力施設及び動物園にもその技術が継承される。 

 成果指標 3-2：飼育状況、繁殖状況及び飼育・繁殖マニュアル等の整備状況。分散飼育協

力施設における飼育下繁殖状況。 

 

成果 3-3：補充又は再導入のための基準が検討される。また、補充又は再導入のための技術

が確立される。 

 成果指標 3-3：補充又は再導入のための基準。補充又は再導入技術に関する報告書、学術

論文等。 

 

＜効果３＞ 

効果 3：野生個体群の存続が危機的状況に陥った際に補充又は再導入による補強が可能な体

制が構築される。 

 効果指標 3：野生復帰又は再導入を実施した場合は、それらの個体の生存状況及びそれに

よる野生個体の回復状況。 
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（４）普及啓発等の推進 

 

目標４：本種の圧迫要因軽減のための普及啓発を強化するとともに、本種の保全への理解

を促進し、保全と利活用による地域活性化について検討する 

 

＜活動４＞ 

活動 4-1：本種の圧迫要因軽減のためのより効果的な普及啓発を行う。 

活動 4-1-1： 

H27～H31：関係機関との連携により普及啓発活動を重点的に実施し、共同イベント等を

行う。 

 

活動 4-1-2： 

H27～H36：交通事故防止キャンペーンやクイナまつり、捨てイヌ・捨てネコ防止キャン

ペーンなど、関係機関・団体、地域との連携・協働により、交通事故防止活動、

普及啓発を重点的に実施する。 

活動 4-1-3： 

H27～H36：これまでの既存データ、最新の情報、天候要因による本種の行動予測を含め

た発生予測情報を地域住民、一般ドライバー向けに発信し、注意喚起を行う。 

活動 4-1-4： 

H27～H36：ヤンバルクイナ観察会等のイベントを通じて交通事故防止のための情報発信

を行う。 

 

活動 4-2：普及啓発により本種についての理解を促進し、保全と利活用による地域活性化に

ついて検討する。 

活動 4-2-1： 

H27～H36：普及啓発用映像、パンフレット等を用いた普及啓発に加え、地域行事等での

積極的な普及啓発を行う。 

活動 4-2-2： 

H27～H36：レンタカー協会・共同売店などの民間団体とタイアップした普及啓発を展開

する。 

活動 4-2-3：自治体、地域住民とともに本種の保全を地域活性化に繋げるプログラム、事

業を検討し、実施する。 

H29～H31：地域活性化に繋げるプログラムの検討 

H32～H36：地域活性化プログラムの実施 
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活動 4-3：本種が頻繁に出現する集落周辺や道路沿いでの観察ルールを作成し、来訪者やツ

アーガイドに周知する。 

活動 4-3-1： 

H27～H28：地域住民の生活に支障がなく、地域に利益となるよう、地域住民の意見を反

映させ、本種の行動や生態に配慮した統一的な観察ルールを作成する。 

活動 4−3−2： 

H29～H36：作成した観察ルールをツアーガイド、道の駅、関係機関・団体等に配布し、

周知を図る。 

活動 4-3-3： 

H29～H36：地域が主体になりヤンバルクイナ観察会等のイベントを開催する。 

 

＜成果４＞ 

成果 4-1：本種の圧迫要因減少のための普及啓発活動が実施される。また交通事故発生予測

情報が発信される。交通事故防止のための理解向上のためのヤンバルクイナ観察

会等が開催される。 

 成果指標 4-1：関係機関・団体及び地域住民と連携した圧迫要因軽減のための取組実施回

数。新聞、テレビ等報道回数。交通事故発生予測情報の発信数。観察会の開催回数。 

 

成果 4-2：地域住民、旅行者、レンタカー会社等へ本種保全のための映像、パンフレット等

の普及啓発用材料が発行・配布される。地域行事での普及啓発が実施される。本

種の保全と地域活性化を目的とした事業が実施される。これら関係者の理解度が

向上し、理解者及び協力者が増加する。 

 成果指標 4-2：普及啓発用材料（映像、パンフレット等）の発行・配布数。本種保全のた

めの普及啓発を行った地域行事の回数及び各行事における参加者数。本種保全の

ための地域活性化事業の件数と実施回数。新聞、テレビ等報道回数。民間団体と

のタイアップ数。 

 

成果 4-3：観察ルールが作成され、来訪客やツアーガイドに周知される。 

 成果指標 4-3：観察ルールとその配布先及び数。地域主体の普及啓発活動数及び観察会等

のイベント開催数。 

 

＜効果４＞ 

効果 4-1：交通事故発生件数、ネコ・イヌによる被害数が減少し、地域住民及び旅行者の本

種の圧迫要因及び保全に関する認知度・理解度が増加する。 

 効果指標 4-1：交通事故発生件数、ネコ・イヌによる被害数、その他圧迫要因と保全に関

する地域住民、県民、旅行者等の認知度及び理解度。 
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効果 4-2：本種の理解が向上し、地域活性化につながる。 

 効果指標 4-2：本種についての理解度、地域活性化プログラムや施策の数。 

 

効果 4-3：観察マナーが向上する。 

 効果指標 4-3：ルールを遵守した観察者数。 

 

（５）効果的な事業の推進のための連携の確保 

 

目標５：本種の保全対策が効果的に推進されるように関係機関・団体、教育機関、自治体

及び関係者の間の連携を強化し、本計画が自治体の保全計画等に反映される。 

 

＜活動 5＞ 

活動 5-1：より効果的な保全対策のために関係施設との情報共有を行い、各種保護対策につ

いて関係機関・団体の役割分担・連携を推進する。 

活動 5-1-1： 

H27～H36：普及啓発に携わる既存施設との連携を強化し、情報共有と活動の連携を促進

する。 

活動 5-1-2： 

H27～H36：関係機関・団体、自治体及び関係者との間で役割分担を行い、より効果的な

保全活動を推進する。 

 

活動 5-2：教育関係機関との連携により環境教育を推進する。 

活動 5-2-1： 

H27～H36：地域及び県内小中学校と連携し、課外授業において関連施設を活用し本種と

やんばる地域の自然保護のための環境教育を行う。また、地域小中学校とのヤン

バルクイナ観察会、調査等を実施する。 

活動 5-2-2：県または村教育機関等と連携し、本種とやんばる地域の自然保護のための教

育プログラムを作成し、課外授業や環境教育に活用する。 

H27～H29：教育プログラム作成 

H30～H36：教育プログラム実施 

活動 5-2-3： 

H27～H36：やんばる野生生物保護センター、ヤンバルクイナ生態展示学習施設等を活用

して、県外からの旅行者や修学旅行生向けに、環境教育を行う。 

 

＜成果５＞ 
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成果 5-1：調査結果、保護対策、開発計画等の情報共有及び連携のための連絡会議、検討会、

各種調整会議等が開催される。各種データが視覚化され、調査結果報告書等が共

有される。 

 成果指標 5-1：連絡会議、検討会、調整会議の開催回数。集約・視覚化されたデータ数。

調査結果報告書共有数。 

 

成果 5-2：地域３村及び県内小中学生向けの課外活動、観察会等環境教育及び共同調査など

が実施される。本種とやんばるの自然を題材とした環境教育プログラムが作成され

る。旅行者や修学旅行生向けの環境教育活動が実施される。 

 成果指標 5-2：環境教育及び共同調査等の課外活動の実施回数。旅行者及び修学旅行生の

環境教育活動実施数。 

 

＜効果５＞ 

効果 5-1：開発計画等において本種への配慮事例が増加する。関係機関・団体の連携による

保護対策の事例数が増加する。関係機関・団体等によるデータ及び調査結果の利

用が増加する。 

 効果指標 5-1：開発計画等における配慮事例数、関係機関・団体の連携による保護対策の

事例数、共有されたデータ数。 

 

効果 5-2：地域３村及び県内小中学生の本種保護への理解度が向上する。観察会及び課外活

動への地域及び県内小中学生参加者数が増加する。旅行者や修学旅行生の保護へ

の理解度が向上する。 

 効果指標 5-2：地域３村及び県内小中学生の本種保護への理解度。本種保護のための観察

会及び課外活動への参加者数。 

 

（６）より効果的かつ効率的な事業の実施 

 

目標６：やんばる希少野生生物保護増殖検討会（以下、「保護増殖検討会」という）及びヤ

ンバルクイナ保護増殖事業ワーキンググループ（以下、「ワーキンググループ」という）に

おいて、毎年実施計画の進捗について報告し必要な改善を行う。また、５ヶ年おきに進捗

状況を評価し実施計画の見直しを行う。 

 

＜活動６＞ 

活動 6-1： 

H27～H36：毎年、保護増殖検討会及びワーキンググループにおいて、本実施計画の実施結

果について報告し、検討委員から改善点等について助言を受け、より効果的かつ

4-201

平成29年2月提出版



 

 

効率的な事業実施のための改善を行う。社会情勢や科学技術の進展に合わせて、

より効果的な保全手法を導入する。 

 

活動 6-2：平成 31 年度に実施計画の進捗状況について成果及び効果指標をもとに総合的に

評価し、必要な点について実施計画の見直しを行う。また最終年度の平成 36 年

度に本実施計画の目標達成度を同様に評価する。 

H31：中間評価、H36：最終年度評価 

 

＜成果 6> 

成果 6-1：毎年、保護増殖検討会及びヤンバルクイナワーキンググループにおいて実施結果

が報告され、検討委員からの助言に応じ、適切な改善が行われる。 

 成果指標 6-1：毎年の検討会及びワーキンググループの開催状況及び検討委員からの助言

による事業の改善状況。 

 

成果 6-2：本実施計画の進捗状況の評価が、成果及び効果指標に基づき総合的に実施され、

実施計画の見直しが行われる。 

 成果指標 6-2：成果及び効果指標による進捗状況評価結果、修正された実施計画。 

 

＜効果６＞ 

効果 6-1：より効果的かつ効率的にヤンバルクイナ保護増殖事業が実施される。 

 効果指標 6-1：改善された活動における成果及び効果指標の向上。 

 

効果 6-2：実施計画の必要な見直しが行われ本種の生息状況が改善する。 

 効果指標 6-2：本種の生息数、分布域等の改善状況。 
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4-29 第２期奄美大島におけるジャワマングース防除実施計画 

（平成 25 年度～平成 34 年度）1 
 

平成 25年 4月 1日 

環境省那覇自然環境事務所 

 

１．防除の対象 

 ジャワマングース（Herpestes javanicus） 

※政令改正後にフイリマングース（Herpestes auropunctatus）とする予定。以下「マン

グース」という。 

 

２．防除を行う地域 

 鹿児島県奄美大島 

 

 図１．マングース防除実施地域（省略） 

 

３．防除を行う期間 

 平成 25 年４月１日から平成 35 年３月 31 日まで 

 

４．防除の目標 

 奄美大島に生息するアマミノクロウサギやアマミヤマシギ等の在来種の生息状況の回復

を図るためにマングースの防除を行い、マングースの一層の低密度化及び局所的な排除を

進め、最終的に奄美大島からマングースを完全に排除することを目標とする。 

 

５．防除の体制 

 わなによる捕獲やモニタリング等の作業は、奄美マングースバスターズ（平成 17 年に編

成されたマングースの防除を専門的に行う雇用従事者。以下「マングースバスターズ」と

いう。）を中心とした専門従事者による組織的な体制を確保した上で、計画的に行う。 

 また、マングースの探索を専門的に行う犬（以下「探索犬」という。）を確保し、専門従

事者から選出したハンドラー（探索犬訓練士）とともに育成を図りつつ探索作業を行う。 

 

６．下位目標と実施内容 

 本計画の目標を効果的に達成するために、下位目標と実施内容を設定した。 

                                                   
1 この計画は、特定外来生物による生態系等の被害の防止に関する法律（第 11条第 2項）による農林水産

省・環境省の告示「フイリマングースの防除に関する件」（平成 17年農林水産省・環境省告示第 10号）の

記載に沿って、那覇自然環境事務所により策定されたもの。 
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６－１ マングースの完全に排除するための目標 

【目標１】 

 マングースの分布域全域において一層の低密度化を進めるとともに、分布域の北端か

ら作業区域毎に順次局所的な排除を達成し、平成 34 年度までに奄美大島からのマング

ースの完全排除を目指す。 

 

【目標１を達成するための実施内容】 

（１）防除の方針 

 活動 1：奄美大島からのマングースの完全排除に向け、以下の方針で防除を行う。 

① 地形状況等を踏まえ、奄美大島を 60km2 程度の面積で区分する。 

② マングースの分布域北端に「重点区域」を設定し、当該区域内のマングースの排除に

向け、集中的な捕獲作業等を行う。 

③ ②の作業によってマングースが残存する可能性が低くなった区域は「モニタリング区

域」に移行し、マングースの残存個体の有無を確認するための作業を行う。 

④ 「重点区域」が「モニタリング区域」に移行した段階で、南側に新たな「重点区域」

を設定する。 

⑤ 「重点区域」設定前の区域は「低密度化区域」として、マングースの一層の低密度化

を進めるための捕獲作業等を行う。 

⑥ 以上の作業を進めることにより、分布域北端から順次マングースを排除した区域を拡

大させ、最終的には分布域南端において奄美大島からの完全排除を達成する。 

 

 図２． 作業区域区分（図面は省略） 

エリア名称 面積(km2) 

秋名・屋入 

本茶峠 

戸口・鳩浜 

金作原 

和瀬 

思勝・三太郎 

名音 

湯湾岳 

篠川 

宇検半島 

山間 

古仁屋 

笠利 

35.1 

51.4 

50.2 

41.4 

41.3 

70.5 

76.7 

46.6 

45.1 

51.3 

64.9 

73.1 

62.6 
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（２）防除の方法 

１）捕獲作業等 

① わなによる捕獲 

・わなを配置するラインや箇所は、マングースの分布状況等を踏まえ設定する。 

・わなの種類は、生け捕り式カゴわな及び捕殺式筒わな（延長型筒わなを含む）を中心と

し、アマミトゲネズミやケナガネズミなど在来種の生息状況等に応じて使い分ける。また、

技術開発等によって新たな捕獲方法が確立した際には、それらの導入を図るものとする。 

 

② モニタリング 

・マングースの生息情報を収集するため、ヘアトラップやセンサーカメラ、探索犬等によ

るモニタリングを行う。 

・探索犬は、マングースの糞や生体臭気等の痕跡を探索することに加え、探索中にマング

ースを発見した場合は、現場状況等を踏まえハンドラーによる直接捕獲に結びつけるため

の追い込み等を行う。 

 

２）各作業区域における防除の内容 

 上記（１）の方針に基づき、各作業区域において以下のとおり防除を行う（具体的な防

除の内容等は別紙参照）。 

 

① 低密度化区域 

 「作業区域内のマングースの一層の低密度化を図る」ことを作業目標とし、常設わなに

よる捕獲を中心とした作業を行う。また、ヘアトラップやセンサーカメラを計画的に配置

し、マングースの生息情報の把握に努める。 

 

② 重点区域 

 「作業区域内からマングースを排除する」ことを作業目標とし、常設わなのラインを増

設するとともに点検頻度を高め、低密度化区域に比べ捕獲努力量の増大を図る。また、マ

ングースが残存していると考えられる箇所においては、積極的にピンポイント捕獲（マン

グースの生息情報があった場所の周辺で同種が好みそうな環境を狙ってきめ細かにわなを

設置する捕獲方法）や探索犬による捕獲のための探索を行うことにより、重点的な捕獲作

業を展開する。低密度に残存するマングースの生息情報をより多く収集するため、ヘアト

ラップやセンサーカメラの増設を図る。 

 

③ モニタリング区域 

 「作業区域内からのマングースの排除を確認する」ことを作業目標とし、常設わなによ

って一定の捕獲努力量は確保しつつ、ヘアトラップやセンサーに加え探索犬による面的な
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探索を行うなど、マングースの排除を確認するためのモニタリングに重点を置く。 

 

６－２ 防除を効果的に推進するための目標 

【目標２】 

 技術開発を推進し、捕獲技術等の向上を図る。 

 

【目標２を達成するための実施内容】 

活動 2：大学や研究機関、企業等と連携・協力しつつ、各種わなの改良や効果的な誘引餌

の検討、探索犬とハンドラーによる捕獲方法の確立等の捕獲技術の向上を図るとともに、

ヘアトラップやセンサーカメラ、探索犬等によるモニタリング精度を高めるための改良

や検討等を行う。 

 

【目標３】 

 在来種の回復状況を評価し、必要な措置の検討等を行う。 

 

【目標３を達成するための実施内容】 

活動 3-1：マングースバスターズによる在来種モニタリング、わなによる混獲やセンサー

カメラによる撮影の状況、保護増殖事業の調査結果や研究者による研究成果等を整理し、

在来種の回復状況について定期的に評価を行う。 

活動 3-2：評価は後述の検討会等において行い、その結果を踏まえ、在来種の生息状況の

回復を図るために必要な措置（保護増殖事業等）の検討等を行う。 

 

【目標４】 

 普及啓発を推進し、広く一般の理解・協力を得る。 

 

【目標４を達成するための実施内容】 

活動 4防除の必要性や実施内容、進捗状況、成果等が地域住民をはじめ広く一般に理解さ

れ、防除に対する協力が得られるよう、関係機関と連携・協力しつつ、ホームページや

パンフレット等の広報媒体を通じて積極的に普及啓発を推進する。 

 

【目標５】 

 防除の実施状況等について定期的に評価し、必要な改善を図る。 

 

【目標５を達成するための実施内容】 

活動 5-1：専門家で構成される検討会を設置し、科学的知見に基づき、本計画による防除

の実施状況や各作業区域における排除の達成状況等について定期的に評価等を行うとと
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もに、防除の体制や防除の方法等について必要な改善を図る。 

活動 5-2：マングースの完全排除に向けては、同種の生息状況や現場状況等を踏まえた順

応的な管理が必要不可欠であるため、本計画は、同検討会における検討結果等を踏まえ

必要に応じて見直しを行うこととする。 
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エリア名
面積

（km
2
）
H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

笠利 62.6
秋名・屋入 35.1
本茶峠 51.4
戸口・鳩浜 50.2
金作原 41.4
和瀬 41.3
思勝・三太郎 70.5 ★
名音 76.7
湯湾岳 46.6 ★
篠川 45.4 ★ ★ ★ ★
宇検半島 51.3 ★ ★ ★ ★
山間 64.9 ★ ★ ★ ★
古仁屋 73.1 ★ ★ ★ ★

モニタリング区域（初年度）
モニタリング区域（2年目以降）
重点区域
低密度化区域
低密度化区域（重点化準備）

★ わなライン等の常設化
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4-30 第２期沖縄島北部地域におけるマングース防除実施計画 

（平成 25 年度—平成 34 年度）1 

 

平成 25 年４月１日 

環境省那覇自然環境事務所 

沖縄県環境生活部自然保護課 

１．防除の対象 

 ジャワマングース（Herpestes javanicus） 

※政令改正でフイリマングース（Herpestes auropunctatus）とする予定。以下「マン

グース」という。 

 

２．防除を行う地域 

 沖縄県沖縄島北部地域（図１） 

 マングースの完全排除を目標とする「完全排除地域」を大宜味村塩屋から福地ダムの福

上湖を経て大泊橋に至るライン（塩屋－福地ライン、以下「SF ライン」という）に設置さ

れている第１北上防止柵以北とする。また、SF ラインと大宜味村塩屋から東村平良に至る

ライン（塩屋－平良ライン、以下「ST ライン」という）に設置されている第２北上防止柵

とで挟まれた地域を ST ライン以南からのマングース侵入阻止のための「バッファーゾー

ン」とする。さらに、ST ライン以南に近接する地域で、ST ライン以北へのマングースの

侵入を抑えるために捕獲等を実施する地域を「密度管理地域」とする。密度管理地域以南

の名護市を含む地域については、必要に応じて試験的な捕獲等を実施する「試験実施地域」

とする。 

 以上の完全排除地域、バッファーゾーン、密度管理地域及び試験実施地域を合わせた全

域を「防除実施地域」とする。 

 

図１．マングース防除実施地域（省略） 

 

３．防除を行う期間 

 平成 25 年４月１日から平成 35 年３月 31 日 

 

４．背景 

 マングースはヤンバルクイナ、オキナワトゲネズミ等を捕食することで、これらの沖縄

島北部（やんばる）地域固有の希少野生動物の生存を脅かしている。平成 12 年度から沖縄

                                                   
1 この計画は、特定外来生物による生態系等の被害の防止に関する法律（第 11 条第 2 項）による農林水産

省・環境省の告示「フイリマングースの防除に関する件」（平成 17 年農林水産省・環境省告示第 10 号）の

記載に沿って那覇自然環境事務所により策定されたもの。 
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県が、平成 13 年度から環境省が駆除事業を開始し、平成 17 年度からは「特定外来生物に

よる生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行されたことにより、平成 26 年度まで

の 10 年間の防除実施計画を作成し、これに基づいて防除事業を実施してきた。これまでの

集中的な捕獲を中心とした取り組みにより、マングースの生息数及び生息密度を大幅に削

減し、分布域も縮小傾向にある。また、マングースの減少に伴い、ヤンバルクイナやケナ

ガネズミの分布域及び生息個体数など生息状況の回復などの成果が見られている。このよ

うに第１フェーズの防除事業は大きな成果を上げつつも、平成 26 年度までに沖縄島北部地

域からのマングースの完全排除は達成できていない状況である（別紙１（省略））。 

そこで、これまでの防除の取り組みを評価した上で第２期沖縄島北部地域におけるマング

ース防除実施計画（以下「本計画」という）を作成した。 

 なお、沖縄島北部地域のマングース防除は、我が国の生物多様性国家戦略 2012-2020（平

成 24 年９月閣議決定）及び沖縄県の「生物多様性おきなわ戦略」（平成 25 年３月策定）

において重点的取り組みとして位置づけられ、その成果が進捗を示す指標とされている。

したがって、本計画の目標達成は、これら生物多様性戦略の実現に向けて不可欠である。 

 

５．防除の目標 

 固有の生物相を有し、多くの希少種の生息地であるやんばる地域の生態系を回復し、安

定した状態で保全するために、マングースによる生態系への影響を将来にわたって排除し、

長期的な観点から防除コストを最小化するために、SF ラインに設置されている第１北上防

止柵以北の完全排除地域からの平成 34 年度までの完全排除及び当該地域へのマングース

の再侵入を防止することを目標とする。 

 

６．防除の体制 

 本計画は環境省と沖縄県が役割分担しながら実施する。防除の実施に際しては、年度ご

とに作業内容を踏まえて分担範囲を確定し、相互のマングース防除事業との連携体制を構

築し、情報共有を図りつつ互いに協力しながら実施する。 

 現場におけるわなによる捕獲やモニタリング等の作業は、やんばるマングースバスター

ズ（平成 20 年に編成されたマングースの防除を専門的に行う雇用従事者。以下「マングー

スバスターズ」という。）を中心とした専門従事者による組織的な体制を確保した上で、計

画的に行う。また、マングースの探索を専門的に行う犬（以下「探索犬」という。）を確保

し、ハンドラー（探索犬訓練士）とともに探索作業を行う。 

 

７．下位目標と実施内容 

 本計画の目標を効果的に達成するために、下位目標と作業実施内容を下記の通り設定し

た（全体の実施スケジュールは別紙２参照）。 
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（１） 完全排除のための実施目標 

目標１：完全排除地域からマングースを完全排除する（詳細は別紙３（省略）参照）。 

活動 1-1．完全排除に向けて順次地域根絶を達成していくために、河川、ダム湖等を境界と

して完全排除地域をⅠ～Ⅷの８つの根絶作業区域に分割し、マングースの生息密度が低い

根絶作業区域Ⅰ（北側）の区域から順に根絶を達成していく（図２）。 

 

図２．根絶作業区域（省略） 

 

活動 1-2．わなによる捕獲と各種モニタリングの結果を踏まえて、各根絶作業区域をマング

ースの生息密度に応じて、①低密度化、②残存個体の排除、③根絶確認、④フォローアッ

プ、⑤根絶状態の維持の 5 つの段階に分けて、各段階の実施内容に応じて作業を行う。 

 

目標２：SF ライン以南からの再侵入を防止する。 

活動 2-1．バッファーゾーンから完全排除地域へのマングース侵入の危険性を最小化させる

ために、SF ラインの北側周辺の地域で集中的な捕獲及びモニタリングを実施する。 

 

活動 2-2．SF ラインの北側への侵入を防止するために、バッファーゾーンにおいて、継続

的に大きな捕獲圧を投入する。 

 

活動 2-3．バッファーゾーンへの侵入機会を極力減らすために、ST ライン沿いの南側地域

（密度管理地域）で捕獲作業を行い、ST ラインへの接近個体を減少させる。 

 

活動 2-4．バッファーゾーン並びに SF ライン北側及び ST ライン南側での再侵入防止のた

めの作業は、SF ライン以北の完全排除達成後も継続的に実施する必要がある。なお、外来

ヘビ類対策も併せて検討を行い、平成 34 年度までに作業内容を決定する。 

 

目標３：在来生物の生息数、分布域等を回復させる。 

活動 3-1：希少種回復実態調査、マングースバスターズによるモニタリング、混獲から得ら

れる希少種データ、その他の保護増殖事業の調査等のデータを解析することにより、希少

種の生息密度、分布域の変化から回復状況を毎年評価する。 

 

活動 3-2：マングース捕獲わなによる希少種の混獲について、継続的に混獲データを蓄積し、

最新の希少種の混獲リスクを把握する。混獲リスクの評価及び混獲の対応方針は検討委員

会等で協議し、設置するわなの種類、設置時期、設置地域等の修正を行うことで、希少種

の生息密度及び分布域の回復のために適切な混獲リスク管理を行う。 
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活動 3-3：完全排除達成後も混獲情報以外の各種モニタリング調査を一定期間継続し、在来

生物の回復状況を評価する。 

 

（２）防除を効果的に推進するための目標 

目標４：防除技術及び手法の新たな開発、改善により事業の効果を向上させる。 

活動 4-1：大学、研究機関、企業などと連携、協力しながら、希少種の混獲の危険性が低く

マングースを捕獲し易いわな、誘引餌、毒餌等の新たな防除技術及び手法、検出精度の高

い新たなモニタリング技術、地域根絶の状態を維持するための安価な簡易移動阻止柵等の

技術開発を行う。 

 

活動 4-2：上記 4-1 の技術開発と実証試験を通して効果の認められたものを防除事業に導入

する。 

 

目標５：様々なメディアを通した広報及び普及啓発活動により、防除事業への地域住民を

はじめ一般市民からの理解と協力を得る。 

 

活動 5-1：地域住民に対して、広報、ニュースレター、報告会、やんばる野生生物保護セン

ターの展示等を通じて、定期的に事業の実施内容、進捗状況等について積極的に情報提供

と意見交換を行う。 

 

活動 5-2：毎年適当な時期に捕獲結果や在来生物の回復状況等の事業成果について報道発表

し、環境省及び沖縄県のホームページで公表するとともに、事業の進捗等に応じて定期的

にパンフレット、ポスター等を印刷・配布することで、沖縄県民及び国民に対し広く情報

提供を行い、事業への協力を求める。 

 

活動 5-3：生物多様性国家戦略及び沖縄県生物多様性地域戦略の達成状況進捗評価のために

事業の進捗、事業目標達成状況をわかりやすい形で情報提供する。 

 

目標６：防除事業の実施状況及び成果を定期的に評価し必要な改善を図る。 

活動 6-1：事業成果及び進捗状況を客観的且つ適切に評価し、改善点を抽出するために検討

委員会を設置し、年２回会議を開催する。委員会で得られた評価及び改善点の検討結果を

基に第２期防除実施計画の修正を図り、より効果的に事業を実施する。 

 

活動 6-2：検討委員会での評価及び改善点の検討結果等に基づき、年度ごとに事業実施計画

を作成し、この計画に沿って事業を実施するものとする。 
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活動 6-3：マングースの完全排除に向けては、同種の生息状況や現場状況等を踏まえた順応

的な管理が必要不可欠であるため、本計画は、委員会における検討結果等を踏まえ、本計

画の５年目（平成 29 年度）及びその他必要に応じて見直しを行うこととする。 
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有
の
生
物
相
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し
、
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希
少
種
の
生
息
地
で
あ
る
や
ん
ば
る
地
域
の
生
態
系
を
回
復
し
、
安
定
し
た
状
態
で
保
全
す
る
た
め
に
、
マ
ン
グ
ー
ス
に
よ
る
生
態
系
へ
の
影
響
を
将
来
に
わ
た
っ
て
排
除
し
、
長
期
的
な
観
点
か
ら

防
除
コ
ス
ト
を
最
小
化
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
S
F
ラ
イ
ン
に
設
置
さ
れ
て
い
る
第
１
北
上
防
止
柵
以
北
の
完
全
排
除
地
域
か
ら
の
平
成
3
4
年
度
ま
で
の
完
全
排
除
及
び
当
該
地
域
へ
の
マ
ン
グ
ー
ス
の
再
侵
入
を
防
止
す
る
。

全 域 で 根 絶 達 成

そ
の
他

 

様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
た
広
報
及
び
普
及
啓
発
活
動
に
よ
り
、
防
除
事
業
へ
の

一
般
市
民
か
ら
の
理
解
と
協
力
を
得
る
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4-31 沖縄八重山地域におけるオオヒキガエル防除実施計画1 

 

平成１７年６月３日策定 

平成２３年４月１日改正 

環境省那覇自然環境事務所 

 

１．防除の目標 

 八重山地域においては、西表島のイリオモテヤマネコをはじめとする固有の在来生物が

多く生息・生育し、特有の生物相を有しているとともに、限られた地理的空間と長期間の

外部との隔離により形成された独特な島嶼生態系が成立している。この生態系は、人間活

動や外来生物の影響に対して極めて脆弱であるため、当該生態系の保全にあたっては外来

生物対策に取り組むことが重要である。 

 本計画の防除の対象とするオオヒキガエルについては、平成１３年度以降より西表島で

の監視や鳩間島での防除を始めとした対策に着手し、平成１７年度からはオオヒキガエル

防除実施計画に基づいて八重山地域の各離島における生息または侵入状況を把握し、それ

ぞれに応じた防除対策を図ってきたところである。それらを踏まえ、次に掲げる島嶼毎の

目標をもってオオヒキガエルの防除対策を推進することとする。 

 

（１）石垣島 

 八重山地域の交通・運輸拠点となっているため、普及啓発等により島外への拡散防止に

努めるとともに、防除効果を適切に評価しつつ生息密度低減を図る。 

 

（２）西表島及び与那国島 

 自然度が高く、固有の在来生物が多く生息・生育する自然環境を有しており、オオヒキ

ガエルの非定着状況を維持していく必要があるため、適切な監視体制を確立し侵入初期に

おける予防的な防除を図る。 

 

（３）その他離島（竹富島、小浜島、黒島、新城島、鳩間島及び波照間島） 

 オオヒキガエルが繁殖できる水域が限定でき、効果の高い防除対策を講じられるものと

考えられる。そのため、個体が発見された場合、その情報を一元的に集約し、迅速で適切

な対応がとれる連絡体制を確立する等により、予防的な防除を図る。 

 

                                                   
1 この計画は、特定外来生物による生態系等の被害の防止に関する法律（第 11条第 2項）による環境省の

告示「ブフォ・マリヌス（オオヒキガエル）の防除に関する件」（平成 17年環境省告示第 54号）の記載に

沿って那覇自然環境事務所により策定されたもの。 
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２．防除の区域  沖縄県石垣市並びに八重山郡竹富町及び与那国町 

 

３．防除の期間  平成２３年４月１日から 平成２８年３月３１日まで 

 

４．防除の方法 

（１）生息状況等の把握 

 石垣島において、オオヒキガエル生息状況に関する適切な調査手法を検討し、当該手法

によりモニタリングを実施し、生息密度を把握する。竹富島、小浜島、黒島、新城島（上

地及び下地）、鳩間島及び波照間島においては、好適な繁殖地となり得る集水マス等止水域

の場所や環境条件を把握する。 

 

（２）被害状況の検討 

 オオヒキガエルによる在来の生態系や生物多様性への影響、農林水産業または人の健康

に対する被害について、具体的な状況の明確化に努める。 

 

（３）侵入経路の把握 

 石垣島内及び石垣島から八重山の他の離島へのオオヒキガエルの侵入経路を明らかにし、

各地域または各島への拡散防止を図る。 

 

（４）監視・連絡体制の整備 

ア 西表島及び与那国島においては、これまで防除実施計画に基づき実施してきた西表島

での監視事業等の成果を踏まえ、侵入したオオヒキガエル個体をすみやかに発見し捕

獲できる監視体制を設け、侵入初期での防除を徹底する。 

イ 竹富島、小浜島、黒島、新城島（上地及び下地）、鳩間島及び波照間島においては、

止水域等好適な繁殖地が限定されるため、定期的な巡視を行うとともに、島民がオオ

ヒキガエル個体を発見した際にすみやかに情報を集約し防除するための連絡体制を

整える。 

 

（５）捕獲の実施 

ア 石垣島において、島民がボランティアで参加するオオヒキガエル捕獲イベントを運営

するとともに、ボランティア捕獲以外に積極的に捕獲できる体制について検討する。

また、登録制等の石垣島民が通年捕獲できる枠組みづくりに努める。 

イ 石垣島南部の人工島において、トラック等により資材と共に運び込まれるオオヒキガ

エルの捕獲を実施する。 

ウ 効果的かつ効率的な防除手法の開発に努める。 
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（６）普及啓発の推進 

ア オオヒキガエル捕獲イベント等の防除実施計画に基づき実施される防除対策につい

て、地域住民の理解と協力を得られるよう印刷物の配布や説明会の開催等による普及

啓発を行う。 

イ オオヒキガエルの防除に関する学習プログラムを開発し、地域の学校と協働し、教育

カリキュラムの一環としての普及啓発を図っていく。 

ウ 人為による非意図的な侵入を予防するため、入域者、観光業者及び資材運搬業者等に

対して効果的な啓発手法を確立し、普及啓発を実施する。 

エ 上記捕獲等によって殺処分し保管されたオオヒキガエルの個体又は卵塊については、

環境教育や理科教育、学術研究等の場における教材又は試料としての活用を推進する。 

 

５．その他 

（１）オオヒキガエル防除に係る対策会議の設置 

 本計画に基づくオオヒキガエル防除について、学識経験者、関係行政機関、自然保護団

体、地域住民等から構成される対策会議を設置し、科学的知見及び地域の情報を踏まえつ

つ、対策の検討及び評価等を行い、地域の合意形成に基づく効果的な防除を実施していく。 

 

（２）防除実施計画の再検討 

 オオヒキガエル防除対策を自然的及び社会的条件の変化に適切に対応したものとするた

め、概ね５年毎に本計画を見直すこととする。 
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4-32 生物多様性鹿児島戦略（抜粋） 
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第５章 基本理念 「共生」と「循環」
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第６章 基本目標 新たな「自然と共生する社会」の実現
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生物多様性鹿児島県戦略
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第６章 基本目標 新たな「自然と共生する社会」の実現
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生物多様性鹿児島県戦略
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第７章 基本方針
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生物多様性鹿児島県戦略
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第７章 基本方針
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生物多様性鹿児島県戦略
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生物多様性鹿児島県戦略
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第９章 新たな「自然と共生する社会」を実現するための行動計画
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64

生物多様性鹿児島県戦略
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第９章 新たな「自然と共生する社会」を実現するための行動計画
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生物多様性鹿児島県戦略
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第９章 新たな「自然と共生する社会」を実現するための行動計画
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生物多様性鹿児島県戦略
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第９章 新たな「自然と共生する社会」を実現するための行動計画
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生物多様性鹿児島県戦略
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4-33 奄美群島振興開発特別措置法（抜粋） 

（昭和二十九年六月二十一日法律第百八十九号） 

最終改正：平成二七年七月一五日法律第五六号 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 奄美群島振興開発計画等 

  第一節 基本方針（第四条） 

  第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置（第五条―第七条） 

  第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置（第八条―第十条） 

  第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置（第十一条―第二十一条） 

  第五節 振興開発のためのその他の特別措置（第二十二条―第三十八条） 

第三章 奄美群島振興開発審議会（第三十九条―第四十一条） 

第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

  第一節 総則（第四十二条―第四十六条） 

  第二節 役員及び職員（第四十七条―第五十一条） 

  第三節 業務等（第五十二条―第五十六条） 

  第四節 雑則（第五十七条―第六十一条） 

第五章 雑則（第六十二条・第六十三条） 

第六章 罰則（第六十四条―第七十条） 
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第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、奄美群島（鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。）の

特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共

団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美

群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずるこ

とにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開

発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに

奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。  

 

（基本理念） 

第二条 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源

の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、

食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っ

ていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特

性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。  

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、奄美群島の振興開発のため

に必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

第二章 奄美群島振興開発計画等 

 

第一節 基本方針 

 

第四条 主務大臣は、第二条の基本理念にのっとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄

美群島振興開発基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項  

二 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項  

三 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項  

四 観光の開発に関する基本的な事項  

五 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び

廃棄物の運搬（以下「人の往来等」という。）に要する費用の低廉化その他の奄美群島

以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項  
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六 住宅及び生活環境の整備（廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。）

に関する基本的な事項  

七 保健衛生の向上に関する基本的な事項  

八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項  

九 医療の確保等に関する基本的な事項  

十 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項  

十一 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項  

十二 再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギ

ー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。）の利

用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項  

十三 教育及び文化の振興（子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二

項第十三号において同じ。）に関する基本的な事項  

十四 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項  

十五 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項  

十六 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特

定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動

法人（以下単に「特定非営利活動法人」という。）その他の関係者間における連携及び

協力の確保に関する基本的な事項  

十七 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項  

３ 基本方針は、平成二十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内

容のものでなければならない。  

４ 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議

会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。  

５ 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

６ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

 

第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置 

 

（振興開発計画） 

第五条 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画（以下「振興開発計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。  

２ 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項  

二 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項  

三 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項  

四 観光の開発に関する事項  
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五 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉

化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に

関する事項  

六 住宅及び生活環境の整備に関する事項  

七 保健衛生の向上に関する事項  

八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項  

九 医療の確保等に関する事項  

十 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項  

十一 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項  

十二 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項  

十三 教育及び文化の振興に関する事項  

十四 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項  

十五 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項  

十六 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特

定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項  

十七 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項  

３ 振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積

の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。  

４ 振興開発計画は、平成二十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるよう

な内容のものでなければならない。  

５ 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町

村（次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。）に対し、

当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならな

い。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成

し、及び提出することができる。  

６ 奄美群島内の市町村（以下「奄美群島市町村」という。）は、振興開発計画が定められ

ていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めること

を要請することができる。この場合においては、当該奄美群島市町村に係る振興開発計

画の案を添えなければならない。  

７ 前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定め

るよう努めるものとする。  

８ 奄美群島市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

９ 鹿児島県は、第五項又は第六項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに

当たっては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。  
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１０ 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議

し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようと

するときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。  

１１ 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表する

よう努めるものとする。  

１２ 第五項及び第八項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。

この場合において、第五項中「市町村（次項の規定による要請があつた場合における当

該要請をした市町村を除く。）」とあるのは「市町村」と、第八項及び第九項中「第五項

又は第六項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。  

 

（特別の助成） 

第六条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要す

る経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げ

る割合の範囲内で政令で定める割合とする。  

２ 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令（当該事業が後進地域の開発に関

する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律（昭和三十六年法律第百十二号）

第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業につい

ては、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。）の規定による国の

負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経

費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法

令の定める割合による。  

３ 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要

する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めると

ころにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は

補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。  

４ 第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担

又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の

交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができ

る。  

５ 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

（昭和二十六年法律第九十七号）第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費

用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四

条の規定によって算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかか

わらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和二十八年法律第二百

四十七号）第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学

校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五
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分の四とする。  

 

（地方債についての配慮） 

第七条 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起

こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政

状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。  

 

第五節 振興開発のためのその他の特別措置 

 

（自然環境の保全及び再生） 

第三十二条 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資する

ため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮

をするものとする。  

 

（観光の振興及び地域間交流の促進） 

第三十六条 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国

外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と

関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島における観光の振興並

びに奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとす

る。  
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4-33 奄美群島振興開発特別措置法（抜粋） 

（昭和二十九年六月二十一日法律第百八十九号） 

最終改正：平成二七年七月一五日法律第五六号 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 奄美群島振興開発計画等 

  第一節 基本方針（第四条） 

  第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置（第五条―第七条） 

  第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置（第八条―第十条） 

  第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置（第十一条―第二十一条） 

  第五節 振興開発のためのその他の特別措置（第二十二条―第三十八条） 

第三章 奄美群島振興開発審議会（第三十九条―第四十一条） 

第四章 独立行政法人奄美群島振興開発基金 

  第一節 総則（第四十二条―第四十六条） 

  第二節 役員及び職員（第四十七条―第五十一条） 

  第三節 業務等（第五十二条―第五十六条） 

  第四節 雑則（第五十七条―第六十一条） 

第五章 雑則（第六十二条・第六十三条） 

第六章 罰則（第六十四条―第七十条） 
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第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、奄美群島（鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。）の

特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共

団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美

群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずるこ

とにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開

発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに

奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。  

 

（基本理念） 

第二条 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源

の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、

食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っ

ていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特

性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。  

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、奄美群島の振興開発のため

に必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 

第二章 奄美群島振興開発計画等 

 

第一節 基本方針 

 

第四条 主務大臣は、第二条の基本理念にのっとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄

美群島振興開発基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。  

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項  

二 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項  

三 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項  

四 観光の開発に関する基本的な事項  

五 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び

廃棄物の運搬（以下「人の往来等」という。）に要する費用の低廉化その他の奄美群島

以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項  
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六 住宅及び生活環境の整備（廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。）

に関する基本的な事項  

七 保健衛生の向上に関する基本的な事項  

八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項  

九 医療の確保等に関する基本的な事項  

十 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項  

十一 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項  

十二 再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギ

ー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。）の利

用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項  

十三 教育及び文化の振興（子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二

項第十三号において同じ。）に関する基本的な事項  

十四 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項  

十五 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項  

十六 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特

定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動

法人（以下単に「特定非営利活動法人」という。）その他の関係者間における連携及び

協力の確保に関する基本的な事項  

十七 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項  

３ 基本方針は、平成二十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内

容のものでなければならない。  

４ 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議

会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。  

５ 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

６ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

 

第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置 

 

（振興開発計画） 

第五条 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画（以下「振興開発計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。  

２ 振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項  

二 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項  

三 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項  

四 観光の開発に関する事項  
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五 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉

化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に

関する事項  

六 住宅及び生活環境の整備に関する事項  

七 保健衛生の向上に関する事項  

八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項  

九 医療の確保等に関する事項  

十 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項  

十一 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項  

十二 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項  

十三 教育及び文化の振興に関する事項  

十四 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項  

十五 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項  

十六 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特

定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項  

十七 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項  

３ 振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積

の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。  

４ 振興開発計画は、平成二十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるよう

な内容のものでなければならない。  

５ 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町

村（次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。）に対し、

当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならな

い。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成

し、及び提出することができる。  

６ 奄美群島内の市町村（以下「奄美群島市町村」という。）は、振興開発計画が定められ

ていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めること

を要請することができる。この場合においては、当該奄美群島市町村に係る振興開発計

画の案を添えなければならない。  

７ 前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定め

るよう努めるものとする。  

８ 奄美群島市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

９ 鹿児島県は、第五項又は第六項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに

当たっては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。  
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１０ 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議

し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようと

するときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。  

１１ 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表する

よう努めるものとする。  

１２ 第五項及び第八項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。

この場合において、第五項中「市町村（次項の規定による要請があつた場合における当

該要請をした市町村を除く。）」とあるのは「市町村」と、第八項及び第九項中「第五項

又は第六項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。  

 

（特別の助成） 

第六条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要す

る経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げ

る割合の範囲内で政令で定める割合とする。  

２ 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令（当該事業が後進地域の開発に関

する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律（昭和三十六年法律第百十二号）

第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業につい

ては、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。）の規定による国の

負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経

費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法

令の定める割合による。  

３ 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要

する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めると

ころにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は

補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。  

４ 第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担

又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の

交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができ

る。  

５ 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

（昭和二十六年法律第九十七号）第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費

用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四

条の規定によって算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかか

わらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法（昭和二十八年法律第二百

四十七号）第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学

校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五
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分の四とする。  

 

（地方債についての配慮） 

第七条 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起

こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政

状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。  

 

第五節 振興開発のためのその他の特別措置 

 

（自然環境の保全及び再生） 

第三十二条 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資する

ため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮

をするものとする。  

 

（観光の振興及び地域間交流の促進） 

第三十六条 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国

外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と

関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島における観光の振興並

びに奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとす

る。  
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4-34 奄美群島振興開発計画（抜粋） 

 

第１ 総説 

１ 計画策定の意義 

奄美群島においては、昭和 28 年に日本へ復帰して以来、数次の法改正に基づいて、各

般にわたる事業が実施され、交通基盤、産業基盤、生活環境などの社会資本の整備が着

実に進むなど相応の成果をあげてきている。 

しかし、本土から遠隔の外海離島という地理的条件、台風常襲地帯であるなどの厳し

い自然条件下にあり、本土との間には、所得水準や物価をはじめとする経済面の諸格差

が依然として存在し、人口減少や高齢化の進展など、いまだ解決されない課題が残され

ている。 

一方、「奄美・琉球」は世界自然遺産の国内候補地であり、固有種や希少種など貴重な

動植物の宝庫であるとともに、亜熱帯性・海洋性の豊かな自然、多様で個性的な伝統文

化、安心して子どもを生み育てることができる環境、長寿・癒やしに関連の深い多様な

資源など他の地域にはない魅力と特性に恵まれている。これに加え、奄美群島は、成長

著しい東アジアに隣接しており、これらの地域を含め、国内外から多くの観光客が訪れ

ることが期待される。 

今後、奄美群島においては、その優位性を生かしながら、本土との格差是正や人口減

少等の課題解決と自立的で持続可能な発展に向けて、地域が自らの責任のもと主体的に

施策を実施することが必要である。 

こうした中、地元 12 市町村においては、群島が一体となった施策の展開を行い、群島の

成長を自発的に推進するための「奄美群島成長戦略ビジョン」を策定したところである。 

以上のような経緯と認識を踏まえ、今後の奄美群島の振興開発に必要な施策を実施する

ため、この計画を策定するものである。 

 

２ 計画の性格 

この計画は、奄美群島振興開発特別措置法に基づいて策定するものであり、国、県、

奄美群島の市町村、地元住民、関係機関・団体等が一体となって、地元の発意・創意工

夫を生かしつつ自立的発展を目指す上で必要な、今後の奄美群島の振興開発の基本的方

針と各島における振興方策を示すものである。 

 

３ 計画の期間 

この計画の期間は、平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 か年間とする。 

 

４ 計画の目標 
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この計画においては、本計画に基づく事業を推進することにより、奄美群島の基礎条

件の改善や地理的及び自然的特性に応じた同群島の振興開発を図り、同群島の自立的発

展、地域住民の生活の安定及び福祉向上、定住促進を図ることを目標とする。 

 

 

第２ 奄美群島の振興開発の基本的方針 

奄美群島は、我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の

保全、自然とのふれあいの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び

国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担っている一方で、人口減少や高齢化が進み、

地域の活力低下が懸念されている。 

こうした中、本計画の目標を達成するため、奄美群島の地理的及び自然的特性を生か

し、その魅力を増進することを基本理念として、地域主体の取組を推進するとともに、

定住促進、交流拡大、条件不利性の改善、生活基盤の確保・充実の施策の展開を図る。 

 

１ 地域主体の取組の推進 

奄美群島の自立的発展を図るため、奄美群島振興開発特別措置法で新たに創設された、

地域が自らの責任のもと主体的に施策を実行する仕組みも活用しながら、地域主体の取

組を推進する。 

 

(1) 奄美群島成長戦略ビジョンに係る取組の促進 

「群島民が幸せに生活するため、重点 3 分野（農業、観光／交流、情報）を基軸とし

て、雇用の創出に重点を置いた産業振興を目指す」という基本理念のもと、群島主体の

取組として地元 12 市町村において奄美群島成長戦略ビジョンが策定されたことを受け、

同ビジョン及び同ビジョンを具体化する基本計画・実施計画に基づいて実施される、奄

美群島広域事務組合が行う群島全体の取組や、市町村の主体的な取組を促進する。 

 

(2) 奄美群島振興交付金の活用 

新たに創設された奄美群島振興交付金を活用し、奄美群島の厳しい地理的、自然的、

歴史的条件不利性の克服等のため、ソフト面を中心に、自らの責任で地域の裁量に基づ

く施策を展開する。 

 

(3) 市町村産業振興促進計画認定制度の活用 

奄美群島の産業振興には、地元の状況を熟知し民間事業者との連携も可能な市町村が

主体的に取り組むことが重要であることから、新たに創設された市町村産業振興促進計

画認定制度における通訳案内士法の特例、旅行業法の特例、既存施設の有効活用のため

の手続きの緩和措置などの法律上又は税制上の支援措置の活用を促進する。 
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２ 定住を促進するための方策 

奄美群島においては、農業、観光、情報通信産業を重点 3 分野と位置付け、産業の振

興を図り、定住を促進する。 

奄美群島の基幹産業に位置付けられる農業については、亜熱帯性の温暖な気候等の特

性を生かし基幹作物であるさとうきびと野菜・花き・果樹の園芸作物や肉用牛を組み合

わせた複合経営を基本に、島ごとに特色ある農業を展開し、他地域との差異化を図るた

め、担い手の確保・育成、農地の効率的利用、基盤整備、災害に強い栽培施設の整備、

流通効率化のための施設等整備、新規就農の環境整備などの施策を推進するとともに、

ブランド化や６次産業化などにより奄美群島の農産物の高付加価値化に努める。 

観光は関連する産業の裾野が広い総合産業であり、地域全体に大きな経済効果をもた

らす原動力となるだけでなく、自然や文化等を観光資源として活用できることから、こ

れらの資源を適切に保護するとともに、保護と利用の調和に配慮しながら、奄美群島の

地域資源を生かした観光施策の展開を図る。 

情報通信産業については、情報通信技術の進展によって外海離島であることによる空

間的距離や時間的距離の不利性が縮小してきており、また、奄美群島は、豊かな自然環

境や安いオフィス賃料などの優位性も有していることから、情報通信基盤の整備の促進

を図るとともに､企業活動における ICTの利活用､他産業との連携による地域づくりなど

を推進することにより、情報通信技術を活用する産業の定着を図る。 

また、温暖な静穏海域を生かした養殖業や栽培漁業の振興、浮魚礁の設置等による漁

場の造成など水産業の振興を図るとともに、森林の有する多面的な機能の持続的発揮、

広葉樹等の森林資源や特用林産物等を活用した林業の振興を図る。 

さらに、大島紬や黒糖焼酎等の地域産業や起業支援など地域の特性を生かした産業の

振興､UIO ﾀｰﾝの支援など定住促進に関する施策の展開を図る｡ 

 

３ 交流拡大のための方策 

奄美群島は、亜熱帯性の豊かな自然、世界に類を見ない貴重な野生生物など、魅力あ

る自然特性、島や集落ごとに異なる個性的で多様な伝統・文化等の観光資源とともに、

今後、日本への観光客増加が見込まれる中国をはじめとするアジア各国へ近接している

といった優位性を有している。 

このため、人材の育成・確保やおもてなしの充実など受入体制の整備、大型観光船の

誘致やクルージング観光振興や交通体系の整備、マスコミやインターネット等を活用し

た観光情報の発信、地域産業との連携など、奄美群島の地域資源を生かした観光施策を

展開する。 

さらに、これらの施策に加え、愛着を育む地域文化の継承・創造、郷友会をはじめ沖

縄・海外も含めた群島内外との交流促進を図る。 
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また、世界自然遺産登録を目指し、自然環境及び伝統・文化等の地域資源を適切に保

護するとともに、保護と利用の調和に配慮しながらこれらの地域資源を有効に活用する

ことにより、交流の拡大とともに地域の振興を図る必要がある。 

このため、「人と自然が共生する地域」を目指し、地域住民等のネットワーク形成を図

るとともに、奄美群島の自然環境の魅力に対する住民自身の認識を深め世界自然遺産に

対する地元の理解や意識の高揚を図る。 

希少野生生物の保護や奄美群島の自然等について適切な知識を有するガイドの育成な

ど地域の価値を維持するための施策を推進するとともに、環境への負荷ができる限り低

減される循環型社会の形成や自然環境に配慮した公共事業の実施など、世界自然遺産の

登録に向けた取組を進める。 

 

４ 奄美群島が抱える条件不利性の改善 

本土から隔絶した外海離島である奄美群島にとって、航路・航空路線は住民の往来や

産業活動にとって極めて重要な交通手段であるが、特に航空運賃は沖縄などに比べ割高

となっており、住民の生活利便性の向上や観光の振興等を図る上での課題となっている

ことから、航路も含めた運賃の軽減を図る。 

また、消費地に農林水産物等を出荷する際の輸送コストの軽減を図る。 

さらに、地理的条件等により、本土に比べて総体的に物価が高いことから、ガソリン等

の生活関連物資の物価の軽減措置を図る。 

近年の記録的な集中豪雨による災害が多発していることや、東日本大震災以降、全国

的に防災対策の重要性が指摘されていることから、群島住民の生命・安全確保のための

情報提供体制の整備や、災害時の相互応援体制の充実など、奄美群島の地理的特性等を

踏まえた防災対策を推進するとともに、治山、治水、砂防、海岸保全などの対策の実施

により災害に強い地域づくりを推進する。 

また、空港、港湾、道路等交通基盤の整備及び既存施設の老朽化対策に関する施策の

展開を図る。 

 

５ 群島の生活基盤の確保・充実 

奄美群島は、100 歳以上の長寿者の比率が高い「長寿の島」であるとともに、合計特

殊出生率が高い「子宝の島」といった特性を有する反面、他地域よりも深刻な医療従事

者不足や早世率が高いなどの課題を有している。 

このような地域の実情を踏まえながら、健康づくり、医療提供体制の整備、高齢者・

児童福祉等の推進など、保健医療福祉施策の展開を図る。 

また、教育及び人材育成、生活環境の整備、資源・エネルギーの確保等の施策の展開

を図る。 

 

4-252

平成29年2月提出版



 

 

第３ 振興開発の方策 

奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島の８つ

の有人離島からなる奄美群島は、東北端の喜界島から最南端の与論島まで約 220 ㎞の海

域に点在している。 

これらの島々は、亜熱帯性・海洋性の豊かな自然、固有種や希少種など世界的にも貴

重な野生生物、個性的な伝統・文化、健康・長寿・癒しに関する資源など他の地域には

ない魅力と特性に恵まれており、これらを活用することにより個性ある地域として大き

く発展する可能性を有している。 

今後は、世界自然遺産登録に向け環境保全等、必要な取組を進めるとともに、これら

の奄美群島の魅力や資源等の優位性を最大限に生かしながら、それぞれの島がその特性

に応じた振興開発を図るとともに、群島の一体的な自立的発展を促進する必要がある。 

 

１ 奄美群島成長戦略ビジョン実現のために広域的に取り組む方策 

今後の奄美群島の自立的発展を図る上では、地元 12 市町村において策定された「奄美

群島成長戦略ビジョン」を具現化する取組を推進する必要がある。とりわけ、群島の雇

用の創出にとって重要である｢農業｣｢観光/交流｣｢情報｣の 3 分野と、｢定住｣｢文化｣の２分

野において、各島の魅力・個性を磨き上げ、群島内の競争力を互いに高めるとともに、

各島共通の課題を解決する上では、群島が一体となって広域的に取り組むことが重要で

あることから、奄美群島広域事務組合や一般社団法人奄美群島観光物産協会、奄美群島

ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾏﾝｺﾞｰ生産販売組合､奄美群島 ICT 協議会等の自立に向けた取組を、独立行政法人

奄美群島振興開発基金や市町村、各種団体等と連携し積極的に支援する。 

 

(1) 人材の確保・育成、教育に関する施策の推進 

群島民が新たなチャレンジに積極的に取り組む気運を醸成するために、今後の観光物

産振興の核となる島コーディネーターや物産コーディネーター、通訳案内士、エコツア

ーガイド、歴史文化ガイド、「あまみシマ博覧会」の実施事業者、物産に関する商品企画

プランナー・デザイナー、プロジェクトマネージャー等、今後の奄美群島の産業振興に

おいて中心的な役割を担っていくプロフェッショナルな人材を中長期的に確保・育成、

教育するとともに、若年層を対象とした奄美群島の魅力を学ぶ場や、歴史・文化の検定

制度、ボランティアガイド、観光従事者のホスピタリティ研修、先進地研修や講師招聘

による産業全体の経営感覚向上等、群島全体の人材力の底上げを図る。 

また、「人材育成シリコンバレー」と言える人材集積の場の整備や集積によるイノベー

ションの推進、起業支援、様々な取組を評価・向上させる場の創出、移住者や若年層の

就職支援、職と住を含めた移住者受入体制の整備、インターンシップの充実等、人材育

成のための環境づくりと定住促進による担い手の確保についても推進する。 

 

4-253

平成29年2月提出版



 

 

(2) 奄美群島の魅力の発揮に関する施策の推進 

奄美群島の魅力を最大限発揮し、世界の人々にその魅力を伝え、様々な分野で「奄美

ブランド」を確立するために、奄美群島の魅力である「自然・歴史・文化・人の温かさ・

癒し・長寿・子宝」を群島民が「価値あるもの」として意識する気運の醸成を図るとと

もに、それぞれの島や集落において異なる様々な魅力を産業振興に生かした取組を支

援・評価する総合的なプロモーションを推進する。 

また、「あまみシマ博覧会」などの観光体験プログラムや自然体験ツアー、移住体験ツ

アーをはじめ、方言や食文化、特産品、伝統芸能等の魅力を紹介するコンテンツの充実

とともに、情報伝達ツールとしてのコミュニティ FM ネットワークの構築を図るほか、

一元的情報発信 Web サイト、課題解決型コンテンツ、スマートフォンアプリなどの ICT

を積極的に活用していく｡ 

さらに世界自然遺産登録に向け、将来も見据え、継続的かつ効果的な環境保全の取組、

エコツアーガイド制度の確立やガイドの育成の取組、奄美群島の特徴、魅力や役割を積

極的かつ印象深く国内外に発信する取組等を推進する。 

 

(3) 共生・協働の推進、交流・連携の強化に関する施策の推進 

全ての群島民が主人公として活躍するために、住民や行政・民間が連携した共生・協

働に係る取組を推進する。 

また、（一社）奄美群島観光物産協会による観光物産の広域連携や新たな特産品開発な

どを進めるほか、群島内事業者の産業クラスター化による交流・連携の取組を推進する。 

さらに、世界自然遺産国内候補地として、将来を見据えて、世界遺産である屋久島や

共に世界自然遺産登録を目指す沖縄と結ぶツアーの造成や、観光キャンペーンの展開、

本土郷友会との交流促進、県内外の高等教育機関と連携したフィールドワークや学術研

究交流等、群島外の様々な地域や、金融機関、学術研究機関等も含めた様々な主体との

交流・連携の強化によって群島のスケールメリットが最大限発揮されるよう努める。 

 

(4) 市場の拡大に関する施策の推進 

顧客視点を踏まえた市場の拡大に向けて、大都市における物産展や商談会の開催、テ

ストマーケティング、観光アンケート、観光セールスキャラバン等を通じた市場分析力

の向上とともに、顧客本位の 6 次産業化や特産品開発、サービスの提供、観光コンテン

ツの充実により、戦略的な奄美群島全体のブランドの創造と強化を推進する。 

また、一元的情報発信 Web サイト上での観光・物産データベース構築や各種イベント

における広報、各種情報媒体の活用等により、効果的な情報発信を推進するとともに、

近隣アジアや世界など新たな市場開拓等の営業活動や営業力そのものの強化、顧客ター

ゲットの選択と集中、あるいは顧客の創出といった戦略的なマーケティング施策を推進

する。 
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奄美群島成長戦略ビジョン実現のため市町村が取り組む方策 

「奄美群島成長戦略ビジョン」を具現化する取組の推進については、広域的に取り組む

方策の他、各市町村においても以下の方向性により各種施策に取り組むこととしている。 

なお、各施策については、2 以降の島別振興方策に位置付けている。 

（奄美群島成長戦略ビジョンにおける市町村の取組の方向性） 

(1) 人材の確保・育成、教育に関する施策の推進 

(2) 奄美群島の魅力の発揮に関する施策の推進 

(3) 共生・協働の推進、交流・連携の強化に関する施策の推進 

(4) 市場の拡大に関する施策の推進 

 

２ 奄美大島の振興方策 

(1) 地域の概要 

奄美大島は、本土から航路距離で 383 ㎞に位置し、面積約 712 と群島中最大の島で、

1 市 2 町 2 村に全国有人離島の中で最多の約 6 万 4 千人が居住している。島には、群島

の玄関口である奄美空港や名瀬港があり、県本土や各島等との物流や旅客の拠点となっ

ている。島の北部には、群島の政治、経済の中心である奄美市がある。 

産業では、さとうきびや野菜、果樹を中心とした農業が盛んであり、大島紬、黒糖焼

酎等の特産品を有する。また、瀬物やカツオ等を対象とした一本釣漁業などの漁船漁業

のほか、魚類、クルマエビ等の養殖も行われており、特に、大島海峡は、日本一のクロ

マグロ養殖産地となっている。 

また、奄美パークや黒潮の森マングローブパーク、タラソ奄美の竜宮等の個性的で多

様な施設が整備されており、天然記念物や国内希少野生動植物種として保護されている

アマミノクロウサギやオオトラツグミなど貴重な動植物も多い。 

 

(2) 施策の展開 

ア 定住を促進するための方策 

(ｱ) 産業の振興 

(中略) 

D 地域の特性を生かした産業の振興 

(B) 林業 

a 森林整備の推進 

○  公益的機能別施業森林や木材等生産機能維持増進森林の区分ごとに重視す

べき森林の機能に応じた森林整備を推進し、森林資源の充実や公益的機能の

維持増進を図る。 

○  保全すべき松林における松くい虫被害の防除など被害対策を講じるととも
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に、島外からの被害材持ち込み等に対する監視を継続する。 

b 林業生産基盤の整備 

○  自然環境への影響に十分配慮し、林道の開設や既設林道の改良・舗装を推

進する。 

c 木材生産・加工・流通体制の整備 

○  森林の保全と利用の調和に配慮し、効率的かつ安定的な木材生産体制の整

備や建築内装材、家具用材等への利用を促進する。 

d 特用林産物の振興 

○  しいたけ、たけのこ、ソテツ等の生産体制や集出荷体制を整備するなど

地域特性を生かした特用林産物の産地づくりを推進する。 

e 担い手の確保・育成 

○  林業技術研修制度等を通じ、林業就業者等の確保・育成を推進するととも

に、森林組合については、奄美群島を 1 組合とする広域合併を促進し、経営

基盤の強化を図る。 

f 森林とのふれあいの推進 

○  奄美大島の自然や景観を生かした森林の整備・保全を図るとともに、地域

住民等の憩いの場等としての利用を促進する。 

また、森林ボランティアの育成など体験学習等の支援体制を整備するとと

もに、小・中学校等を対象とした森林環境教育を推進する。 

g 新たな森林資源の利用及び保全に関する調査研究 

○  リュウキュウマツなど奄美群島産材の利用拡大や亜熱帯森林の保全等に関

する調査研究を推進する。 

 

イ 交流拡大のための方策 

(ｱ) 奄美ならではの自然・文化等の地域資源の活用 

A 地域資源を生かした観光施策の展開 

(A) 観光資源の活用 

○  特徴ある自然や文化、地場産業など群島の魅力や資源を有機的に結び、ス

トーリー性をもって関連づけるなど、観光を中心に産業や文化等を総合的に

振興する取組を促進する。 

○  豊かな地域資源を活用した体験プログラムの充実を図る。 

また、「あまみシマ博覧会」の実施やエコツーリズムの推進などを通じ、体

験・滞在型観光プログラムづくりを促進する。 

○  奄美群島の自然や文化を歩きながら楽しめる観光ネットワークづくりの推

進を図る。 

○  タラソテラピー施設の「タラソ奄美の竜宮」など、「長寿・子宝・癒し」の
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資源や魅力を活用したＰＲ活動を促進する。 

○  国内外のスポーツ合宿を誘致するなど、暖かい気候を生かした奄美市のス

ポーツアイランド構想を促進するとともに、ダイビング等のマリンスポーツ

の普及や個性豊かな各種イベントの開催、教育旅行の誘致等に努める。 

(B) 観光施設等の受入体制の整備 

○  奄美パークを群島全体の観光拠点として、黒潮の森マングローブパーク等

の観光施設等の相互連携強化を図り、周遊性のある観光ルートづくりに努め

る。 

○  観光客が目的地に円滑に移動できるよう、観光案内標識等の整備や、イン

ターネット等を活用した観光地間の交通アクセスの情報発信などを推進する。 

また、トイレ、休憩所等の施設整備や路傍植栽の管理を行い、快適性・利

便性の向上に努める。 

○  平成 32 年に鹿児島県で開催予定の国体を見据え、国内外のトップアスリ

ート等のスポーツ合宿にも対応できるような質の高い環境を提供するため、

スポーツ施設の整備・充実を促進する。 

○  観光事業者等の接客研修等による、ホスピタリティあふれるサービス提供

体制づくりや外国人観光客も含めすべての観光客が安心して観光できるよう

な観光案内機能の充実を図る。 

地域資源を観光客に紹介する島コーディネーター、観光ボランティアガイ

ド、インストラクター、ツアーガイド等の人材の育成・確保や組織化を図る

とともに、マリンスポーツや大島紬の泥染め体験など特色ある体験・滞在型

観光プログラムを一元的に提供するイベントの充実などを図る。 

通訳案内士や旅行業者代理業に係る奄美群島を対象とした特例制度の普

及・定着に努め、観光客受入体制の充実を図る。 

○  体験・滞在型観光などの新たなニーズに対応した観光施設や宿泊施設等の

整備・充実を促進する。 

○  観光振興・地域の活性化等に資する奄美ナンバーの導入を推進する。 

(C) 観光交通体系の整備 

○ 群島内外を結んだ周遊型観光を推進するため、空港・港湾等の交通拠点の整

備を促進する。 

○  世界自然遺産登録を視野に入れ、国際チャーター便運航に係る CIQ 要員配

置が円滑にできるような仕組みづくりの検討を進める。 

○  定期航路の船舶の高速化や快適性の向上について検討するとともに、群島

内の島々を観光船等で周遊できるクルージングネットワークの形成を促進す

る。 

○  クルーズ船や定期船による観光交流を推進するため、世界自然遺産国内候

4-257

平成29年2月提出版



 

 

補地として、将来を見据え、国内外からの大型観光船や定期船利用の観光客

等を受け入れる環境を整備し、航路の維持、開発に努める。 

○  空港や港等へのアクセス向上を図るため、国道 58 号等の幹線道路整備や

観光地間を結ぶ県道等の整備を引き続き推進する。 

主要観光ルートとなる縦貫・循環道路等の整備を推進するとともに、休憩

展望等のための駐車場や公衆トイレ等を整備するほか、奄美群島らしい景観

が保全されるよう路傍植栽等の管理に努める。 

観光客の利便性向上を図るため、定期観光バスや観光タクシー等の整備・

充実について各島内の関係事業者等による検討を促す。 

(D) 魅力ある観光情報の発信 

○  奄美パークを奄美群島全体の情報発信の拠点として活用するとともに、(一

社)奄美群島観光物産協会のホームページをはじめ、各種媒体を積極的に活用

し、国内外への魅力ある観光情報の発信に努める。 

○  (一社)奄美群島観光物産協会を中心に、県外の旅行会社等を対象としたセ

ールスや招請の実施、群島内の島々を巡る旅行商品の造成・販売などの取組

を進め、認知度の向上とともに、更なる誘客を図る。 

(E) 地域産業との連携 

○  農林水産業や特産品製造・販売業等の地域産業関係者と連携し、多彩な体

験プログラムの提供等による体験型観光の推進や、奄美群島の自然、文化等

を生かした特産品等の開発・提供やＰＲを支援する。 

(F) アジアを視野に入れた観光施策の推進 

○  誘客促進に努めるとともに、多言語による情報発信や外国語併記の観光案

内標識等の設置を推進する。 

B 愛着を育む地域文化の継承、創造 

○  奄美大島の風土に根ざした豊かな地域文化を振興するため、優れた芸術文

化や固有の伝統文化に直にふれあう機会を創出するとともに、奄美パークや

各種文化施設の積極的活用を図る。 

○  天然記念物の保護・管理や史跡の整備を促進するなど、地域の文化財の保

存・活用及び愛護思想の普及高揚を図る。 

また、学校教育や生涯学習の場で、島唄や八月踊りなどの伝統文化の保存・伝

承及び伝統文化を披露する機会を創出する取組を進めるほか、体験交流等を

推進し、固有の文化等を継承・活用する活動を促進する。 

C 群島内外との交流の促進 

○  今後も目覚ましい経済発展が期待され、地理的・歴史的にも関係が深いア

ジア地域との交流を一層促進し、交流人口の増加を図る。 

○  地理的・歴史的・文化的につながりの深い沖縄県との県際交流を促進する
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ため、交通や情報通信ネットワークの整備等の交流・連携の基盤づくりを促

進するとともに、それぞれの地域の特色ある観光拠点を結んだ観光ネットワ

ークの形成や固有の伝統芸能を通じた文化交流等を展開する。 

特に、奄美・やんばる広域圏交流推進協議会を中心に、地域の主体的な取組に

よる官民あげての交流・連携を促進する。 

(ｲ) 世界自然遺産登録に向けた施策の展開 

A 共生ネットワークの形成 

○  奄美大島の多様で豊かな自然、その自然と深く関わりながら育まれてきた

生活環境、歴史・文化、伝統技術・芸能、特産品等の奄美群島の「宝」を保

全・活用するため、こうした「環境文化」をよく知る住民に対する聞き取り

を行い、記録に努めるとともに、奄美群島自然共生プランに基づき、関係機

関、地域住民、NPO 等のネットワークの形成を促進し、併せてその価値が広

く共有されるような地域内外への情報発信等に取り組む。 

○  奄美群島の自然と文化の関わりとその多様性・由来等についての調査研究

を推進し、知的情報の集積及び情報発信を図る。 

B 世界自然遺産登録に向けた取組の推進 

(A) 国立公園等保護地域の保全管理・整備 

○  関係機関が連携を深め、世界自然遺産の国内候補地として将来も見据え、

適切な保護措置を講じるため、国立公園指定等の取組を進め、保護地域の適

正な保全管理や公園施設等の整備を行うとともに、地元の自然保護意識の醸

成を図る。 

(B) 価値の維持 

○  希少野生動植物の保護対策については、その保護を目的とした条例等に基

づき適切な施策を講じるとともに、多様な自然の生態系を把握し保全するた

めの監視活動の強化、モニタリング調査及び情報発信に努める。 

○  希少野生動植物のロードキル（交通事故）や盗採等への対策の推進ととも

に、国内外からの外来種侵入の防止、マングース・ノヤギ等の駆除、ノイヌ・

ノネコ対策、飼養動物の適切な飼育など、総合的な外来種対策を促進する。 

また、サンゴ礁の保全については、オニヒトデ等の駆除、モニタリング調

査及びサンゴの着生・生育に適した環境整備等に取り組み、サンゴの保護・

再生を図る。 

○  奄美野生生物保護センター等と連携した奄美固有の生態系に係る調査研究

や普及啓発を進めるとともに、希少野生動植物の保護・観察のための拠点機

能の整備について検討する。 

○  過去の人間活動によって損なわれた自然生態系について、より健全なもの

に蘇らせるための取組を行うとともに、自然公園などの保護地域以外におい
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ても、希少野生動植物の生息・生育環境の保全に対する配慮を行う。 

○  希少野生動植物が数多く生息・生育するなど、人間の立入に対して脆弱な

地域では、立入制限や利用調整の導入を図るとともに、奄美大島の自然環境

の保全に配慮しつつ、地域の特色を生かしたエコツーリズムや環境学習の推

進を図る。 

また、観光客が多く訪れる地域については、過剰な利用により貴重な自然

環境が損なわれないよう、現況等の把握に努め、市町村、関係機関、NPO 等

との協働により、自然や景観の保全と利用のあり方に関する普及啓発を行う

とともに、希少野生動植物等について十分な知識を有するガイド等の人材育

成を促進する。 

○  世界自然遺産国内候補地として、将来も見据えた適切な保全・活用のため

に、関係行政機関や地域関係者、専門家等との連携協働によって質の高い自

然環境の保全管理を進めるとともに、利用施設の整備・改善、自然環境保全

と地域の伝統的な自然利用や社会経済活動との両立、環境保全に要する費用

の増加への対応等、考えられる課題の解決に取り組む。 

○  世界自然遺産国内候補地として、将来も見据えた保全・活用を図る観点か

ら、貴重な自然の保全と地域振興を両立するため、市町村等と連携して計画

的な受入体制の整備を促進する。 

○  各種事業の実施に当たっては、当該地域の多様で豊かな自然環境への影響

に配慮して必要な措置を講じる。 

(C) 気運の醸成 

○  世界自然遺産国内候補地として、価値の維持の重要性などについて、地域

の住民の理解を得るとともに、共に世界自然遺産登録を目指す沖縄県や先進

地である屋久島などと連携した取組等により、世界自然遺産登録へ向けた地

域の気運の醸成を図る。 

C 地域環境の保全 

○  良好な地域環境を維持するため、市町村と連携を図りながら、大気環境や

水環境の保全及び騒音や悪臭等の防止に努める。 

○  海岸漂着物対策については、「鹿児島県海岸漂着物対策推進地域計画」に基

づき、関係機関との連携を図りながら、海岸漂着物の円滑な処理等を推進す

る。 

○  ヤンバルトサカヤスデについては、地域の実情に応じた効果的な駆除方法

やまん延防止対策、環境整備について普及啓発を図るとともに、地域特性を

踏まえた駆除対策等についてもさらに検討を進める。 

D 循環型社会の形成 

○  ごみ処理については、ごみの減量化・リサイクルを引き続き促進していく。 
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また、家電リサイクルについては、市町村・関係団体と連携しながら、指

定引取場所の島内設置と収集運搬料金の更なる負担軽減措置の促進を図る。 

自動車リサイクルについても、その円滑な実施の促進を図る。 

小型家電リサイクルについては、回収体制の整備など、その円滑な実施の

促進を図る。 

なお、ごみの不法投棄について、住民の意識啓発を図る。 

○  生活排水等の適正処理を図るため、地域の実情に合った生活排水処理施設

の整備を促進する。 

○  産業廃棄物については、廃棄物の減量化・リサイクルを推進するとともに、

産業廃棄物処理施設の整備を促進する。 

また、家畜排せつ物については、処理施設の整備を進め、適正処理の徹底

に努めるとともに、堆肥としての利活用を促進する。 

さらに、建設廃棄物については、発生量の抑制、再利用の促進、適正処理

の徹底に努める。 

 

E 自然環境配慮型・自然再生型公共事業等の実施 

○  公共事業の実施に当たっては、世界自然遺産の登録を見据え、環境影響評

価法等に基づく環境影響評価を実施することなどにより、貴重な野生生物の

生息・生育環境や良好な景観の保全・形成に配慮した自然環境配慮型の公共

事業の取組を推進するとともに、自然再生推進法の基本理念に基づいた自然

再生型公共事業の検討・採用に努める。 

また、世界自然遺産国内候補地の価値の維持を図る観点から、統一した環

境配慮ガイドラインの策定に取り組み、必要な措置を講じる。 

さらに、赤土等流出防止対策については、公共事業等の各段階での対策、

各種防止技術の調査研究の推進及び開発行為者や施工業者等への啓発、指導

の徹底を図る。 

なお、農用地からの流出防止の必要性等についても、農業者や地域住民等

に対する普及啓発に努める。 
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５ 徳之島の振興方策 

(1) 地域の概要 

徳之島は、航路距離で本土から 492 ㎞、奄美市名瀬から 109 ㎞の奄美大島の南西海上に

位置し、面積は約 248k ㎡ と奄美大島に次ぐ大きな島で、山脈が島を東西に分断しており、

3 町に約 2 万 6 千人が居住している。航空路では、鹿児島空港と 1 日 4 往復 DHC-8-400 型

機で、奄美空港と 1 日 2 往復サーブ機で結ばれており、航路では、亀徳港は奄美大島や沖

永良部島等と毎日上下 1 便ずつの定期船が就航しているほか、平土野港は古仁屋港等と週 5

便の定期船で結ばれている。 

耕地面積は群島中最大で、さとうきびを中心に野菜、畜産との複合経営が営まれており、

さとうきびの生産額は群島全体の約 5 割、畜産も群島の約 4 割を占める。 

また、国営かんがい排水事業が平成 9 年度から実施されており、早期通水による畑かん

営農の推進が期待されている。 

 

(2) 施策の展開 

ア 定住を促進するための方策 

(ｱ) 産業の振興 

D 地域の特性を生かした産業の振興 

(B) 林業 

a 森林整備の推進 

○  公益的機能別施業森林や木材等生産機能維持増進森林の区分ごとに重視す

べき森林の機能に応じた森林整備を推進し、森林資源の充実や公益的機能の

維持増進を図る。 

○保全すべき松林における松くい虫被害の防除など被害対策を講じるとともに、

島外からの被害材持ち込み等に対する監視を継続する。 

b 林業生産基盤の整備 

○  自然環境への影響に十分配慮し、林道の開設や既設林道の改良・舗装を推

進する。 

c 木材生産・加工・流通体制の整備 

○  森林の保全と利用の調和に配慮し、効率的かつ安定的な木材生産体制の整

備や建築内装材、家具用材等への利用を促進する。 

d 特用林産物の振興 

○  しいたけ等の生産体制や集出荷体制を整備するなど、地域特性を生かした

特用林産物の産地づくりを推進する。 

e 担い手の確保・育成 

○  林業技術研修制度等を通じ、林業就業者等の確保・育成を推進するととも

に、森林組合については、奄美群島を 1 組合とする広域合併を促進し、経営
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基盤の強化を図る。 

f 森林とのふれあいの推進 

○  徳之島の自然や景観を生かした森林の整備・保全を図るとともに、地域住

民等の憩いの場等としての利用を促進する。 

また、森林ボランティアの育成など体験学習等の支援体制を整備するとと

もに、小・中学校等を対象とした森林環境教育を推進する。 

g 新たな森林資源の利用及び保全に関する調査研究 

○  リュウキュウマツなど奄美群島産材の利用拡大や亜熱帯森林の保全等に関

する調査研究を推進する。 

 

イ 交流拡大のための方策 

(ｱ) 奄美ならではの自然・文化等の地域資源の活用 

A 地域資源を生かした観光施策の展開 

(A) 観光資源の活用 

○  特徴ある自然や文化、地場産業など群島の魅力や資源を有機的に結び、ス

トーリー性をもって関連づけるなど、観光を中心に産業や文化等を総合的に

振興する取組を促進する。 

○  豊かな地域資源やダイビング等のマリンスポーツを有効に活用した体験プ

ログラムの充実を図る。 

また、「あまみシマ博覧会」の実施やエコツーリズムの推進などを通じ、体

験・滞在型観光プログラムづくりを促進する。 

○  奄美群島の自然や文化を歩きながら楽しめる観光ネットワークづくりの推

進を図る。 

○  「長寿・子宝・癒し」の資源や魅力を活用した PR 活動を促進する。 

○  天城クロスカントリーパーク等でのマラソン、駅伝、トライアスロン大会

等の各種スポーツイベント、闘牛大会など観光イベント等の開催や暖かい気

候を生かしたスポーツ合宿の誘致に努める。 

(B) 観光施設等の受入体制の整備 

○  与名間海浜公園や畦プリンスビーチ海浜公園、瀬田海海浜公園など海洋性

レクリエーション施設や、地域文化情報発信施設「徳之島なくさみ館」など

の活用を図るとともに、体験・滞在型観光に対応した観光施設等の整備を進

めながら、金見崎ソテツトンネルや犬田布岬など、個性ある地域資源を組み

合わせた周遊観光ルートづくりに努める。 

○  観光客が目的地に円滑に移動できるよう、観光案内標識等を整備するとと

もに、トイレ、休憩所等の施設整備や路傍植栽の管理などを行い、快適性の

向上に努める。 
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○  平成 32 年に鹿児島県で開催予定の国体を見据え、国内外のトップアスリ

ート等のスポーツ合宿にも対応できるような質の高い環境を提供するため、

スポーツ施設の整備・充実を促進する。 

○  観光事業者等の接客研修等による、ホスピタリティあふれるサービス提供

体制づくりや外国人観光客も含めすべての観光客が安心して観光できるよう

な観光案内機能の充実を図る。 

地域資源を観光客に紹介する島コーディネーター、観光ボランティアガイ

ド、インストラクター、ツアーガイド等の人材の育成・確保や組織化を図る

とともに、マリンスポーツや大島紬の泥染め体験など特色ある体験・滞在型

観光プログラムを一元的に提供するイベントの充実などを図る。 

通訳案内士や旅行業者代理業に係る奄美群島を対象にした特例制度の普

及・定着に努め、観光客受入体制の充実を図る。 

○  体験・滞在型観光などの新たなニーズに対応した観光施設や宿泊施設等の

整備・充実を促進する。 

○  観光振興・地域の活性化等に資する奄美ナンバーの導入を推進する。 

(C) 観光交通体系の整備 

○  群島内外を結んだ周遊型観光を推進するため、空港・港湾等の交通拠点の

整備を促進する。 

○  群島内空港におけるチャーター便運航へ引き続き支援を行うとともに、チ

ャーター便運航に必要な施設整備を促進する。 

○  定期航路の船舶の高速化や快適性の向上について検討するとともに、群島

内の島々を観光船等で周遊できるクルージングネットワークの形成を促進す

る。 

○  空港や港と島内の観光地を結ぶ循環道路等の整備を引き続き推進する。 

主要観光ルート、休憩展望等のための駐車場や公衆トイレ等を整備する 

ほか、奄美群島らしい景観が保全されるよう路傍植栽等の管理に努める。 

(D) 魅力ある観光情報の発信 

○  (一社)奄美群島観光物産協会ホームページをはじめ、各種媒体を積極的に

活用し、国内外への魅力ある観光情報の発信に努める。 

○  (一社)奄美群島観光物産協会を中心に、県外の旅行会社等を対象としたセ

ールスや招請の実施、群島内の島々を巡る旅行商品の造成・販売などの取組

を進め、認知度の向上とともに、更なる誘客を図る。 

(E) 地域産業との連携 

○  農林水産業や特産品製造・販売業等の地域産業関係者と連携し、多彩な体

験プログラムの提供等による体験型観光の推進や、奄美群島の自然、文化等

を生かした特産品等の開発・提供やＰＲを支援する。 
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(F) アジアを視野に入れた観光施策の推進 

○  誘客促進に努めるとともに、多言語による情報発信や外国語併記の観光案

内標識等の設置を推進する。 

国際チャーター便運航に係る CIQ 要員配置が円滑にできるような仕組み

づくりの検討を進める。 

B 愛着を育む地域文化の継承、創造 

○  徳之島の風土に根ざした豊かな地域文化を振興するため、優れた芸術文化

や固有の伝統文化に直にふれあう機会を創出するとともに、文化施設等の積

極的活用を図る。 

○  天然記念物の保護・管理や史跡の整備を促進するなど、地域の文化財の保

存・活用及び愛護思想の普及高揚を図る。 

また、学校教育や生涯学習の場で、島唄や八月踊りなどの伝統文化の保存・

伝承及び伝統文化を披露する機会を創出する取組を進めるほか、体験交流等

を推進し、固有の文化等を継承・活用する活動を促進する。 

C 群島内外との交流の促進 

○  今後も目覚ましい経済発展が期待され、地理的・歴史的にも関係が深いア

ジア地域との交流を一層促進し、交流人口の増加を図る。 

○  地理的・歴史的・文化的につながりの深い沖縄県との県際交流を促進する

ため、交通や情報通信ネットワークの整備等の交流・連携の基盤づくりを促

進するとともに、それぞれの地域の特色ある観光拠点を結んだ観光ネットワ

ークの形成や固有の伝統芸能を通じた文化交流等を展開する。 

特に、奄美・やんばる広域圏交流推進協議会を中心に、地域の主体的な取

組による官民あげての交流・連携を促進する。 

(ｲ) 世界自然遺産登録に向けた施策の展開 

A 共生ネットワークの形成 

○  徳之島の多様で豊かな自然、その自然と深く関わりながら育まれてきた生

活環境、歴史・文化、伝統技術・芸能、特産品等の奄美群島の「宝」を保全・

活用するため、こうした「環境文化」をよく知る住民に対する聞き取りを行

い、記録に努めるとともに、奄美群島自然共生プランに基づき、関係機関、

地域住民、NPO 等のネットワークの形成を促進し、併せてその価値が広く共

有されるような地域内外への情報発信等に取り組む。 

○  奄美群島の自然と文化の関わりとその多様性・由来等についての調査研究

を推進し、知的情報の集積及び情報発信を図る。 

B 世界自然遺産登録に向けた取組の推進 

(A) 国立公園等保護地域の保全管理・整備 

○  関係機関が連携を深め、世界自然遺産の国内候補地として将来も見据え、
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適切な保護措置を講じるため、国立公園指定等の取組を進め、保護地域の適

正な保全管理や公園施設等の整備を行うとともに、地元の自然保護意識の醸

成を図る。 

(B) 価値の維持 

○  希少野生動植物のロードキル（交通事故）や盗採等への対策の推進ととも

に、国内外からの外来種侵入の防止、マングース・ノヤギ等の駆除、ノイヌ・

ノネコ対策、飼養動物の適切な飼育など、総合的な外来種対策を促進する。 

また、サンゴ礁の保全については、オニヒトデ等の駆除、モニタリング調

査及びサンゴの着生・生育に適した環境整備等に取り組み、サンゴの保護・

再生を図る。 

○  奄美野生生物保護センター等と連携した奄美固有の生態系に係る調査研究

や普及啓発を進めるとともに、希少野生動植物の保護・観察のための拠点機

能の整備について検討する。 

○  過去の人間の活動によって損なわれてきた自然生態系について、より健全

なものに蘇らせるための取組を行うとともに、自然公園などの保護地域以外

においても、希少野生動植物の生息・生育環境の保全に対する配慮を行う。 

○  希少野生動植物が数多く生息・生育するなど、人間の立入に対して脆弱な

地域では、立入制限や利用調整の導入を図るとともに、徳之島の自然環境の

保全に配慮しつつ、地域の特色を生かしたエコツーリズムや環境学習の推進

を図る。 

また、観光客が多く訪れる地域については、過剰な利用により貴重な自然

環境が損なわれないよう、現況等の把握に努め、市町村、関係機関、NPO 等

との協働により、自然や景観の保全と利用のあり方に関する普及啓発を行う

とともに、希少野生動植物等について適切な知識を有するガイド等の人材育

成を促進する。 

○  奄美群島の自然と文化の関わりとその多様性・由来等についての調査研究

を推進し、知的情報の集積及び情報発信を図る。 

○  世界自然遺産国内候補地として、将来も見据えた適切な保全・活用のため

に、関係行政機関や地域関係者、専門家等との連携協働によって質の高い自

然環境の保全管理を進めるとともに、利用施設の整備・改善、自然環境保全

と地域の伝統的な自然利用や社会経済活動との両立、環境保全に要する費用

の増加への対応等、考えられる課題の解決に取り組む。 

○  世界自然遺産国内候補地として、将来も見据えた保全・活用を図る観点か

ら、貴重な自然の保全と地域振興を両立するため、市町村等と連携して計画

的な受入体制の整備を促進する。 

○  各種事業の実施に当たっては、当該地域の多様で豊かな自然環境への影響
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に配慮して必要な措置を講じる。 

(C) 気運の醸成 

○  世界自然遺産国内候補地としての価値の維持の重要性などについて、地域

の住民の理解を得るとともに、共に世界自然遺産登録を目指す沖縄県や先進

地である屋久島などと連携した取組等により、世界自然遺産登録へ向けた地

域の気運の醸成を図る。 

C 地域環境の保全 

○  良好な地域環境を維持するため、市町村と連携を図りながら、大気環境や

水環境の保全及び騒音や悪臭等の防止に努める。 

○  海岸漂着物対策については、「鹿児島県海岸漂着物対策推進地域計画」に基

づき、関係機関との連携を図りながら、海岸漂着物の円滑な処理等を推進す

る。 

○  ヤンバルトサカヤスデについては、地域の実情に応じた効果的な駆除方法

やまん延防止対策、環境整備について普及啓発を図るとともに、地域特性を

踏まえた駆除対策等についてもさらに検討を進める。 

D 循環型社会の形成 

○  ごみ処理については、3 町で構成する広域連合で整備した焼却施設、最終

処分場、リサイクルプラザにおいて、平成 15 年度から広域的な処理を行って

おり、引き続きごみの減量化・リサイクルを促進していく。 

また、家電リサイクルについては、市町村・関係団体と連携しながら、指

定引取場所の島内設置と収集運搬料金の更なる負担軽減措置の促進を図る。 

自動車リサイクルについても、その円滑な実施の促進を図る。 

小型家電リサイクルについては、回収体制の整備など、その円滑な実施の

促進を図る。 

なお、ごみの不法投棄について、住民の意識啓発を図る。 

○  生活排水等の適正処理を図るため、地域の実情に合った生活排水処理施設

の整備を促進する。 

○  産業廃棄物については、廃棄物の減量化・リサイクルを推進するとともに、

産業廃棄物処理施設の一層の整備を促進する。 

また、家畜排せつ物については、処理施設の整備を進め、適正処理の徹底

に努めるとともに、堆肥としての利活用を促進する。 

さらに、建設廃棄物については、発生量の抑制、再利用の促進、適正処理

の徹底に努める。 

E 自然環境配慮型・自然再生型公共事業等の実施 

○  公共事業の実施に当たっては、世界自然遺産の登録を見据え、環境影響評

価法等に基づく環境影響評価を実施することなどにより、貴重な野生生物の
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生息・生育環境や良好な景観の保全・形成に配慮した自然環境配慮型の公共

事業の取組を推進するとともに、自然再生推進法の基本理念に基づいた自然

再生型公共事業の検討・採用に努める。 

また、世界自然遺産国内候補地の価値の維持を図る観点から、統一した環

境配慮ガイドラインの策定に取り組み、必要な措置を講じる。 

さらに、赤土等流出防止対策については、公共事業等の各段階での対策、

各種防止技術の調査研究の推進及び開発行為者や施工業者等への啓発、指導

の徹底を図る。 

なお、農用地からの流出防止の必要性等についても、農業者や地域住民等

に対する普及啓発に努める。 
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4-35 奄美群島自然共生プラン（抜粋） 

 

第３部 基本方針 

 

第１章 基本的考え方 

 

   「プラン」は，従来の価値基準を転換し，地域の活性化を目指すこと，すなわ

ち「共生への転換」，「地域多様性への転換」，「地域主体性への転換」を理念とし

て，「人と自然との共生」を基軸とした地域づくりを進めることを提案するもので

あり，奄美群島の現状を踏まえ，奄美における「人と自然との共生」の新しいあ

り方を模索していくものです。 

 こうした新しい「共生」のあり方を模索するため，「プラン」は，奄美の「宝」

を核として「生物多様性の保全」と「自然とのふれあい」を念頭におき，施策を

展開することを基本方針とします。ここにいう奄美の「宝」とは，奄美の自然の

学術的・社会的な価値を表す地域資源であり，地域の人々が自ら主体となって行

った「宝さがし」によって見い出されたものです。「プラン」の施策は，地域自ら

が見い出した奄美の「宝」に対して，その価値に見合った適切な取扱いの方向を

示すものです。 

 以上のような基本方針が意図しているところは，地域自らが地域の自然の価値

を認識すること，また，地域自らが主体となって取扱いを行うことです。こうし

た認識と取扱いを積み重ねることによって，奄美群島において「人と自然との共

生」と呼ぶにふさわしい人と自然との関係が深く根を降ろすことを目指します。 
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第２章 奄美の「宝」 

 

第１節 総説 

 

１．奄美群島の「宝さがし」 

  

 「プラン」の策定にあたっては，群島の 14市町村において市町村や地域の住民

等の参加を得ながら「宝さがし」を実施してきたところです。「宝さがし」とは地

域の「宝」を住民自らの手で再認識・再発見する活動です。 

 奄美群島の「宝さがし」は，奄美の誇りやアイデンティティーを確認するとい

う普及・啓発的な意義を有しています。すなわち，社会経済の変化にともなって

伝統的な人と自然との関わりが希薄になりつつある中で，地域自らがこうした関

わりを改めて認識するきっかけとなるという意義が認められます。 

 同時に，「プラン」に基づいた施策を検討・展開するための調査として意義を有

しています。「宝さがし」の結果，既に各市町村において様々な「宝」が見い出さ

れており，今後は，これらの「宝」を対象として，様々な施策が立案・実施され

ます。 

 

２．奄美の「宝」 

 

 奄美群島の「宝さがし」によって，自然，歴史・文化，生活環境，名人，産業

など数多くの奄美の「宝」が見出されました。これらは，それぞれに多様な価値

を表現している資源ですが，群島を全体として見れば，とりわけ顕著な価値を有

する代表的・普遍的な「宝」を見出すことができます。  

 学術的価値が顕著な自然としては，サンゴ礁と海岸の生態系や海岸の景観，希

少野生動植物を要素とする森林の生態系や森林の景観を挙げることができます。

また，社会的価値が顕著な自然としては，身近な自然や身近な景観を挙げること

ができます。さらに，これらの自然と関わりの深い文化や産業，例えば，信仰，

伝統行事や島唄，そして食材なども「宝」に含まれています。 
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第３章 奄美の「宝」の取扱い 

 

第１節 総説 

 

   奄美の「宝」を核とした地域づくりは，「宝」を自然と社会とが調和するよう

に適切に取扱っていくことによって進められるものです。 

   こうした取扱いとしては，「宝」の保全と活用とを基本とするべきです。地域

の自然の学術的・社会的な価値を認識して「宝」を良好な状態に保全します。こ

うして「宝」を保全した上で，地域を活性化するための資源として様々な形で活

用します。保全によって地域づくりの資源としての「宝」の価値が損なわれない

ようにし，これを前提とすることによってはじめて「宝」を持続可能な形で活用

することができます。 

   そして，保全と活用とは一体的に進めることが大切です。保全と活用とが個々

別々になされれば，いずれか一面に偏ってしまう恐れがあります。こうした偏り

が生じれば，「人と自然との共生」すなわち自然と社会とが適切なバランスを保ち

ながら持続することは期待できません。保全をないがしろにした活用も，活用の

可能性を鑑みることのない保全も，「人と自然との共生」にはなじまない方策です。 

 加えて，各主体が「宝」の保全と活用に関する課題を正しく認識し，様々な関

係者の利害を調整しながら意思決定し，効果的な施策や行動を行えるよう，これ

に必要な情報，体制，施設などの基盤を整えることも大切です。 

 

 

第２節 「宝」の保全 

 

１．基本的考え方 

 

 「宝」の保全とは，「宝」に対してよい影響を与える要因を促し，悪い影響を与

える要因を抑えることによって，「宝」の価値が損なわれることがないよう良好な

状態を保つことです。 

 保全のための施策・行動の方向としては，重要な対象の保護，影響要因への対

策，管理の促進，保全のための基盤の整備（情報収集，情報提供，体制の整備，

施設の整備）などが考えられます。それぞれの方向や，それに付随する様々な手

段を用いて，「宝」の価値や資源としての性質を踏まえながら施策や行動を具体化

していくことが求められます。 
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２．保全の方向 

 

 「宝」の価値を考慮し，また「宝」の性格や「宝」をとりまく状況などに応じ

て，以下のような手段を適切に選択し，組み合わせることが大切です。 

 

（１）重要な対象の保護 

 「宝」は様々な形で利用されるものであって，奄美群島の地域社会を支え，地

域の人々に大きな効用をもたらしています。このような「宝」の利用は，それが

適正に行われているかぎり基本的に問題とはなりません。しかし，これらの利用

が「宝」の価値を不用意に損なったり，将来にわたって持続していくことが不可

能な形でなされる場合もあります。重要な対象については，これを保護するため

法律や条令等の枠組みに基づく取組が必要です。 

 

（２）影響要因への対策 

 「宝」を直接的に利用すること以外にも，様々な社会経済活動や自然現象など

の影響によって「宝」の価値が損なわれてしまうことがある場合には，その影響

要因を特定し，適切な対策を行うことが必要です。 

 

（３）管理の促進 

 「宝」の性質によっては，運営管理や維持管理などの形で人が積極的な働きか

けを行わなければ，「宝」の価値が損なわれてしまう場合があります。こうした

「宝」を保全するためには，管理を促進することが考えられます。こうした管理

は，基本的には所有者等が，「宝」の性質などに応じて適切な方法で行っていくこ

とが必要です。 

 

（４）保全のための基盤の整備 

 保全を効果的に行っていくためには，保全のための施策や行動を支援するため

の情報，体制，施設などの基盤を整えることが考えられます。 

 具体的施策に対応して，主体の育成・強化，情報の充実・強化，施設の充実・

強化を行うことが考えられます。 

 

（５）「宝」の再生 

 「宝」の保全は，現状を基礎として「宝」が良好な状態を保つことを目指すも

のですが，「宝」が既に失われてしまった場合には，これを復元・回復・創出する

などの取組を行うことが考えられます。 
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（６）「宝」に対する配慮 

 「宝」を利用する以外であっても広く社会経済活動全般にあたって「宝」に配

慮することが求められます。 

 

 

第３節 「宝」の活用 

 

１．基本的考え方 

 

 「宝」の活用とは，これを適切な形で利用し，「宝」の価値を地域の活性化へと

結びつけることです。 

 「宝」の利用には，例えば，観光の資源や食品や工業材料としての利用などの

形が考えられます。いずれも地域社会にとって欠くことのできない活動ですが，

その形態によっては「宝」の価値が損なわれ，将来にわたる持続可能な利用がで

きなくなる恐れがあります。 

 しかし，各主体が利用の形態を工夫し，適切な形での利用を行うことによって，

こうした恐れは軽減できます。例えば，こうした適切な利用の形態としては，観

光資源としての利用については環境保全型自然体験活動（エコツーリズム），食品

や工業材料としての利用についてはブランドの創出などによる高付加価値化を図

ることが考えられます。 

 活用のための施策・行動の方向としては，考え方の提示，それに沿った具体的

な取組，活用のための基盤の整備（情報収集，情報提供，体制の整備，施設の整

備）などが考えられます。これらの方向に沿って，利用の形態に応じて施策や行

動を具体化していくことが求められます。 

 

２．活用の方向 

 

 利用の態様に応じて，以下のような手段を適切に選択したり組み合わせたりし

ていくことが大切です。 

 

（１）考え方の提示 

 地域全体において様々な主体が利用の形態を工夫し，適切な形での利用を進め

るためには，そのための指針となる考え方が示されていることが必要です。 

 こうした考え方は，その「宝」の保全が担保されることを前提として，二つの

事柄が調和するように示されるべきです。すなわち，一方で「宝」の利用によっ

て得られる経済的な利益が地域社会に還元されること，他方で「宝」の利用によ
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って地域社会における人と自然との関わりや生活・文化・アイデンティティーな

どが損なわれないことです。 

 行政など責任のある主体が，利用の形態に応じて，こうした考え方を率先して

提示していくことが大切です。 

 

（２）具体的な取組 

 こうした考え方を尊重しながら，行政，事業者，地域のＮＰＯ，地域住民など

様々な主体が創意工夫して効果的な活用の方法を検討し，具体的な取組として積

極的に実施していくことが大切です。 

 

（３）活用のための基盤の形成 

 こうした活用を効果的に行っていくためには，活用のための施策や行動を支援

するための情報，体制，施設などの基盤を整えることが考えられます。具体的施

策に対応して，主体の育成・強化，情報の充実・強化，施設の充実・強化を行う

ことが考えられます。 
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第４部 具体的な施策 

 

第３章 希少な野生動植物と森林の保全 

 

第１節 基本的考え方 

 

   奄美群島には多様な生態系が成り立っており，多様な動植物が生息・生育して

いますが，とりわけアマミノクロウサギ等の希少な野生動植物は学術的に見て極

めて高い価値を有しています。また，奄美群島に残された自然植生に近い亜熱帯

性の常緑広葉樹林は，それ自体として貴重であるばかりでなく，希少な野生動植

物の主要な生息・生育場所としても重要です。さらに，こうした亜熱帯性の常緑

広葉樹林がまとまって存在することによって，地域に固有のすぐれた景観が形成

されています。 

   これらの点から，希少な野生動植物と奄美の森林は奄美の「宝」として特に重

要な資源であり，これを保全するための諸施策を一体として推進します。 

 

 

第２節 施策の展開 

 

１．重要な対象の保護 

 

 希少な野生動植物の生息・生育場所や自然植生に近い亜熱帯性の常緑広葉樹林

など，生物多様性や景観を保全する上で重要な「宝」については，地域や対象を

特定して制度的な保護を行います。 

 こうした保護のために様々な制度的枠組みが用意されており，これらを適切に

組合せるとともに，重要な対象の保護が充分に担保されるよう充実・強化してい

きます。 

 

（１）自然公園や鳥獣保護区の設定 

 自然公園や鳥獣保護区などの保護地域は，希少な野生動植物の生息・生育場所

や森林など重要な地域を保全するために重要です。 

 現在，自然公園法に基づいて奄美群島国定公園（特別保護地区 496.0ha，海中公

園地区 446.0ha，特別地域 7,332.0ha，普通地域 24,611.0ha）が指定されています。

こうした区分に応じて，工作物を設けること，土地の形状を変えること，木竹を

伐採すること，動植物を捕獲・採取することなどの行為が制限されています。 
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 また，鳥獣保護法37に基づいて国設湯湾岳鳥獣保護区（320ha）が設定されてお

り，このうち一部は特別保護地区（103ha）に指定されています。さらに，県設鳥

獣保護区としては 23 カ所，5,208ha が設定されています。鳥獣保護区内では鳥獣

を捕獲することが制限されています。 

 しかし，生物多様性や景観を保全する観点からすれば，これら保護地域の設定

場所や面積は必ずしも現状に適合していない場合があります。平成 15年（2003）

の国の「世界自然遺産候補地に関する検討会」においても，希少な野生動植物の

生息・生育場所など重要地域の一部については保護措置が充分でないことが指摘

されています。 

 このため，今後は，自然公園法や鳥獣保護法による既存の保護地域について，

より一層，対象地域の特性などに応じた充分な保護措置を担保することとし，特

に，希少な野生動植物の生息・生育場所については保護地域の拡充を進めるとと

もに，国立公園など国が責任を有する保護地域の設定を検討します。 

 

（２）種の保存法38，鹿児島県の希少野生動植物保護条例39などによる施策 

 種の保存法や希少野生動植物保護条例等は，希少野生動植物の種の絶滅を回避

するために重要です。 

 現在，種の保存法においては，奄美群島に生息・生育する８種の動植物（アカ

ヒゲ，アマミヤマシギ，オオトラツグミ，オーストンオオアカゲラ，ルリカケス，

アマミデンダ，コゴメキノエラン，ヤドリコケモモ）が国内希少動植物種として

指定されており，これらの種については捕獲や譲渡等が制限されています。また，

この８種のうち２種（アマミヤマシギ，オオトラツグミ）については，現在，保

護増殖事業が実施されています。こうした取組などの充実強化を図ります。 

 また，県では，平成 11年（1999）から希少野生生物調査事業を実施し，その結

果を，平成 15年（2003）３月に「鹿児島県レッドデータブック」としてとりまと

めており，この中には奄美群島の希少な野生動植物が掲載されています。また，

同じく３月には，鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例を制定したところ

であり，これに基づき保護対象とする種等を指定し，捕獲や譲渡の制限を行って

いきます。 

 さらに，大和村では，野生動植物を保護する条例40が制定されており，希少動物

98 種を対象として保護区の設定などの措置が行われています。 今後とも，これ

らに基づいた取組を充実・強化していきます。 

 

                                                   
37 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 
38 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 
39 鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例 
40 大和村における野生生物の保護に関する条例 
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（３）文化財保護法，鹿児島県文化財保護条例などによる施策 

 文化財保護法や文化財保護条例等は，学術的な価値の高い動植物やその生息・

生育場所を天然記念物として指定しており，希少な野生動植物を保全する役割を

果たしています。 

 現在，文化財保護法に基づいて，国の特別天然記念物としてアマミノクロウサ

ギが，天然記念物としてアマミトゲネズミ，ケナガネズミ，アカヒゲ，オオトラ

ツグミ，オーストンオオアカゲラ，カラスバト，ルリカケス及びオカヤドカリな

どの動物種と神屋・湯湾岳の自然林が指定されています。また，平成 15年(2003)

に，イシカワガエル，イボイモリ及びオビトカゲモドキも県の天然記念物に指定

されたところです。これらについては，地方公共団体などが管理にあたっており，

現状の変更や保存に影響を及ぼす行為が制限されています。 

 今後とも，文化財保護法の適切な運用に努めます。 

 

２．影響要因への対策 

 

 奄美群島の一部では，移入種等の生息・生育が確認されており，希少な野生動

植物を含む在来の生態系に対して重大な影響を及ぼしています。 

  奄美大島のマングースをはじめとして，ノイヌ，ノネコ，イタチなどの移入種

等の捕食によって，在来の希少動物種が減少することが懸念されています。また，

クマネズミなどとの競合によって，在来種（アマミトゲネズミ，ケナガネズミ）

が減少することが懸念されており，昆虫類などについては移入種との交雑により

遺伝的攪乱が生じる危険性が指摘されています。さらに，奄美群島に生息する約

1,300～1,500種の維管束植物のうち， 70～130種程度（各島によって異なる）が

移入植物であり，在来の植物相に対する影響が懸念されています。 

 奄美群島は，固有で希少な動植物が生息・生育しているばかりでなく，島しょ

として移入種の影響を受けやすい地域であり，今後は，国等と連携しながら，侵

入の予防，定着後の防除及びモニタリングなど総合的な移入種対策を検討します。 

 希少な野生動植物の生息・生育場所へと侵入することを予防するため，イヌ，

ネコ，ヤギなどについては飼養管理の徹底を図るとともに，移入種の不用意な放

獣や放流などへの対策を検討します。また，沖永良部島のイノシシなど既に定着

が確認されている種については，現状の把握に努め，防除の対象となる種の拡大

を検討するとともに，根絶あるいは封じ込めなど適切な形で管理を推進します。 

 特に，奄美大島に定着しているマングースについては，希少な野生動植物への

影響が甚大であることが明白であるため，既に，国がマングース駆除対策事業を

実施しています。今後は，より効果的な捕獲方法の検討も含め，撲滅に向けた駆

除を継続します。 
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３．管理の促進  

 

 保護地域内において各種事業を実施するなど，希少な野生動植物や森林を保全

するために，これらの運営管理，維持管理が適切に行われるように努めます。 

 奄美群島の森林は，その重視すべき機能に応じて「水土保全林」，「森林と人と

の共生林」，「資源の循環利用林」に区分されています。特に「森林と人との共生

林」については，自然の推移にゆだねる施業または育成単層林施業・育成複層林

施業を行うなど，保全を旨とした管理を促進します。また，奄美大島や徳之島の

国有林については，現在設定されている保護林の区分に応じて適切な管理を図る

必要があります。 

 

４．保全のための基盤の整備 

 

（１）科学的な調査・研究 

 科学的な見地から調査を行い，インベントリー（種の目録）を作成するととも

に，特定の種について分布，個体数，密度など基礎的な情報の継続的な把握を進

めます。 

 

（２）参加の確保 

希少な野生動植物の保全にあたっては，必要に応じて地域の合意形成や参加が

期待されます。特に，マングースの駆除等の移入種問題への取組にあたっては，

幅広い主体の参加を得るよう努めます。 

   

（３）奄美野生生物保護センターの拠点的機能 

 さらに，平成 12 年(2000)に国の奄美野生生物保護センターが開設されており，

今後とも奄美固有の生態系に係る調査研究及び普及啓発の拠点としてその機能の

充実強化を促進します。 
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 第８章 自然に対する配慮の徹底 
 

第１節 基本的考え方 

 

 世界に誇れる奄美群島の自然など奄美の「宝」を将来に継承していくためには，

まず，それぞれの地域に生活している住民の意識の有り様が重要です。すなわち，

奄美群島の貴重な自然を背景にした，人と自然が共生する個性的な地域づくりの

ためには，住民自らが主体性をもった「主人公」となる必要があります。その基

本として，日常生活や通常の事業活動等において，省資源化，ごみの減量化，生

活排水の排出などに留意をし，自然に対する配慮に率先して取組むことが大切で

す。 

   また，奄美群島で実施される社会経済活動全般について， これらの施策・事

業の実施や社会経済活動等の実施にあたって奄美の「宝」の価値を損ねることが

ないよう，「宝」に対する影響を及ぼしうる態様等に応じて適切な配慮を行うべき

です。 

 

第２節 施策の展開 

 

１．住民等による配慮 

 

（１）住民等による配慮のあり方 

 本県においては「地球にやさしい県民運動」が展開されています。「鹿児島県地

球にやさしい県民運動推進会議」を推進母体にして，環境に配慮した生活様式づ

くり，環境と調和した地域づくり，循環を基調とした社会システムづくりの３点

について取組が行われています。 

 特に，奄美群島の各地域は島しょとして独立していることから，可能な限り各

島内において循環が成立していることが望まれます。地域の住民は，主体性をも

って，省資源化，ごみの減量化，水環境の保全，自然環境等の保全，地域におけ

る環境保全活動への参加，廃棄物の適正処理などについては積極的に取組むこと

が期待されます。 

 

（２）住民等による配慮を支える施策 

  これら住民等による配慮を支えるため，廃棄物の排出抑制とリサイクルの推進

に努めるとともに，廃棄物の適正処理を確保するための施設整備，不法投棄防止

対策を推進します。 

 家電リサイクルについては，指定引取場所の設置など収集運搬体制の整備促進
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を図り，自動車リサイクルについてはその適正な実施に努めます。 

 また，公共下水道，農業集落排水施設，漁業集落排水施設，合併処理浄化槽等

の整備や風力，太陽光など新エネルギーの導入を促進します。 

 

２．事業等の実施にあたっての配慮 

 

（１）環境影響評価 

 事業等の実施にあたっては，「宝」に対してあらかじめ環境影響評価を行うこと

が環境の保全上極めて重要であることから，今後も，環境影響評価法及び県環境

影響評価条例等の適正な運用を図ります。 

 

（２）自然環境配慮型の公共事業の推進 

 「宝」に対する影響が予想されるものの，社会経済上の必要などから公共事業

を実施する場合には，できるかぎり影響を低減するよう努めることが大切です。

「意向調査」においても，在住者の 73%が，「公共事業は自然環境に配慮しながら

行うべき」としています。こうした観点から自然環境配慮型の公共事業を推進し

ます。 

 これまでも，道路，河川，港湾，農業農村整備などの公共事業の実施にあたっ

ては，自然環境に対して配慮をしてきたところです。また，農業農村整備も自然

環境保全に配慮しつつ推進しています。森林の整備にあたっては，森林の有する

多面的機能の発揮に向けて森林の施業を行っています。また，林道についても景

観や生態系の保全等に配慮した整備が進められています。一般国道 58号などの道

路整備にあたっては生態系に配慮した道（エコロード）として，生態系の分断を

避けるためのトンネルや橋梁等の多用，動物専用の横断構造物の設置等の整備を

行っています。 

 役勝川などの河川整備にあたっては「多自然型川づくり」を推進しており，多

様な水辺の保全，魚道の設置，河岸の緩傾斜化，自然石護岸など，各種事業にお

いて自然環境に配慮した整備を行っているとともに，大和村の生活貯水池である

大和ダムの建設においては「大和ダム自然環境検討会」を設置し自然環境に配慮

したダムづくりを進めています。また渓流環境に配慮した砂防事業を実施してい

ます。海岸の整備についても，護岸の緩傾斜化や親水性に配慮した整備を行って

います。港湾の環境整備においても，地元に生育する樹種の植裁による緑地整備

を行っています。 

 今後も各種事業の実施にあたっては，奄美群島の貴重な野生動植物の生息・生

育環境に配慮した道づくりや多自然型川づくり，魚道の設置，法面への在来種に

よる種子吹付など，奄美群島の自然の特性を踏まえて自然環境に配慮するための
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技術や工法の導入をより一層推進します。 

なお，住宅整備については，省エネ，省資源等による地球環境の保全等を目指

し，奄美の風土などに合った公共及び民間による環境共生住宅の整備の促進を検

討します。 

 

（３）環境保全型農業の推進 

 「宝」への影響が予想される生産活動を行うにあたっても，なるべくこれを低

減する方法で進めることが望まれます。 

 農業生産にあたっては，「環境にやさしい農業」すなわち農業の有する自然循環

機能を生かしながら，環境への負荷の低減に配慮した持続的な農業を推進します。

希少な野生動植物など奄美群島の貴重な自然は一度損なわれれば回復が極めて難

しいことから，農業生産にあたっても特段の配慮がなされるよう努めます。 

   環境保全型農業の推進については，生産性と環境保全が調和した「環境にやさ

しい産地づくり」を目指し，堆肥生産施設の整備や堆肥原料の確保による良質堆

肥の生産・流通・利用の促進，心土肥培・心土破砕等の不良土壌改善対策を通じ

た健全な土づくり，土壌診断に基づく適正な施肥，病害虫発生予察等に基づく適

正な防除，農業用廃プラスチック類の適正な処理など環境負荷の軽減に向けた取

組をさらに推進します。 

    環境にやさしい畜産経営については，家畜排せつ物の管理・処理に必要な技

術・巡回指導を強化するとともに，「鹿児島県における家畜排せつ物の利用を図る

ための計画」に基づき，地域の実態に即した家畜排せつ物処理施設の整備を促進

します。 

 

（４）赤土等の流出防止対策 

 奄美地域の沿岸海域では，各種開発にともなう河川や海域への赤土等の流出が

見られ，環境への影響が懸念されていることから，土砂流出防止対策要綱（市町

村），大島支庁赤土等流出防止対策方針（県），徳之島開拓建設業土砂流出防止対

策実施基準（国）などに基づき，赤土等流出防止対策が実施されてきました。各

種事業の実施にあたっては，沈砂池の設置などの対策とともに，調査研究や普及

啓発を推進します。 
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第９章 世界自然遺産登録に向けた取組 

 

第１節 基本的考え方 

 

   世界遺産条約は「顕著な普遍的価値」を有する自然遺産や文化遺産を保護・保

存するための国際的な取り決めです。また一方で，世界遺産への登録は観光や地

域のアイデンティティーへの貢献など地域活性化の方策としても注目されていま

す。 

   奄美群島には，亜熱帯性常緑広葉樹の森林，固有で希少な野生動植物，多様性

に富んだサンゴ礁などの自然が残されています。こうした奄美の「宝」は，世界

的にも高く評価されるものであって，平成 15年（2003）の国の「世界自然遺産候

補地に関する検討会」においても，奄美群島を含む琉球諸島が，世界遺産条約に

定める登録基準等を満たす可能性の高い地域の一つとして選定されています。 

 また，世界自然遺産への登録は，奄美の「宝」の保全と活用のあり方について

枠組みを定めるものであることから，保全と活用の主体である地域において合意

形成がなされることが大切です。「意向調査」においても，在住者と出身者の多く

が，地域の合意形成のもとに世界自然遺産への登録を進めることを支持していま

す。 

 これらを踏まえて，奄美群島地域の世界自然遺産への登録に向けた取組を積極

的に推進します。 

 

第２節 施策の展開 

 

１．保護措置の担保 

 

（１）保護担保措置の必要性 

   世界自然遺産は，国が推薦した物件の中から世界遺産委員会が審査することに

よって登録されますが，このためには地形・地質，生態系，自然景観，生物多様

性など自然の資質について一定の基準を満たしていることが必要です。また，こ

うした一定の基準の他に，これらの資質が損なわれないよう法律に基づいた保護

措置がとられていることなども要求されます。すなわち，どれほど価値のある自

然であっても，その価値を将来にわたって継承していくための措置が不充分であ

れば世界自然遺産になることはできません。 

 奄美群島は，自然の資質についての基準は充分に満たしているものと思われま

す。上記の検討会においても，奄美群島を含む琉球諸島について，島弧海溝系の

地形，亜熱帯性広葉樹林からサンゴ礁まで相互に関連する生態系，多様な景観美
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などの要素が基準を満たしうることが認められました。とりわけ固有種を含む希

少野生動植物については，世界自然遺産としての資質の中心であることが指摘さ

れたところです。 

 しかし他方で，法律に基づいた保護措置については，特に，希少な野生動植物

の生息・生育場所について保護地域の設定が充分でないことが指摘されていると

ころです。 

   こうしたことから，奄美群島が世界自然遺産への登録を目指すには，生物多様

性などの観点から重要な地域とりわけ希少な野生動植物の生息・生育場所につい

て，保護担保措置を充分に講じておくことが求められます。 

 

（２）保護担保措置の検討 

 登録に際しては，第一に，重要な地域に一定以上の領域と効果を有する保護地

域を制度上設定すること，第二に，こうした地域について管理計画を策定するこ

とが保護担保措置として求められます。 

 保護地域の設定については，保全すべき地域を明確にした上で，既存の保護地

域の見直しや拡充を進めるとともに国立公園等の国が責任を有する保護地域の設

定を推進します。 

また，管理計画については，遺産となる地域について一体的な管理を実現する

ために，国，県及び地元の市町村が相互に協力・連携しながら策定を進めます。

管理計画の内容については，管理の方針，保護地域の設定，連絡会議等の管理体

制，自然再生等の管理事業等について具体的な検討を進めます。 

 

２．登録に向けた基盤の形成 

 

（１）様々な主体の連携 

   世界自然遺産への登録に向けた取組は，国や県だけでなく市町村，ＮＰＯ，地

域住民など地域の多様な主体が協力して進めることが重要です。また，上記の検

討会では沖縄諸島を含めた地域として選定されていることから，沖縄県との連携

も必要となります。 

 こうした幅広い主体の協力・連携を確保するために，世界自然遺産登録のため

の連絡会議などを設置し実務的な検討を進めます。また，地域のＮＰＯや地域住

民の参加によるワークショップや奄美の自然に関する公開連続講座などを開催し

て，地域における合意形成を促進します。  

 

（２）調査・研究の推進 

   世界自然遺産への登録を進めるためには，当該地域の自然についての科学的な
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知見が不可欠です。このため，奄美群島の自然についての調査・研究を促進する

とともに，専門家等から構成される学術研究会などを設置します。 

 

（３）交流の促進，情報の発信 

   登録に向けた取組や登録後の施策展開などについて，国内の他地域との意見交

換や国際的な交流を行うため，内外から広く参加者を募ってシンポジウムなどを

開催します。また，登録後の自然環境の保全や活用について地域の主体的な取組

が求められることから，こうした交流の場等において地域の意思の積極的な発信

を促進します。 

 

（４）主体としての住民に期待されるもの 

世界自然遺産への登録を目指した取組を行うにともなって，群島外との交流が

活発となり，群島外から注目される機会も増えることが予想されます。こうした

群島の外からの視点に立てば，保護地域以外の場所についても世界自然遺産にふ

さわしい景観や風景が保たれていることが重要です。また，群島外から注視を受

けることによって，住民の意識が醸成され，群島内で登録に向けた機運が高まる

ことが考えられます 

 

こうした認識を踏まえて，住民の主体的な取組による，世界自然遺産にふさわしい景観や

風景づくりなどが期待されます。 
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4-36 鹿児島県観光振興基本方針（抜粋） 

 

第１ 基本的な考え方 

 

１ 「観光立県」の意義 

 現在、我が国は、グローバル化の急速な進展や本格的な人口減少、超高齢化社会の到来

など、社会のあらゆる面で大きな変革期を迎えており、本県においても、全国に先行して

過疎化や高齢化等が進行し、地域活力の低下が懸念されています。 

 

一方、本県は、豊かな生物多様性や美しい自然景観、個性有る歴史・文化、多様な食材

など、「本物」の素材に恵まれています。 

また、アジアの時代を迎えた今日、南に開かれている本県は、大きな地理的優位性を有

しており、今後、アジアの玄関口として大きな飛躍を遂げる可能性を持っています。 

 

特に、観光は、農林水産業、商工業など関連する産業の裾野が広い総合産業であり、観

光の振興による交流人口の拡大が、雇用機会の創出や増大などにつながり、地域社会全体

に大きな経済効果をもたらす原動力となり得るものと期待されます。 

 

さらに、様々な観光振興の取り組みを通じて、自らの地域の自然環境や景観、歴史・文

化などを見つめ直し、地域の魅力を再認識しながら、「住んでよし、訪れてよし」の地域

づくりを進めることにより、地蔵可能で発展的な地域社会づくりにつながることが期待さ

れます。 

 

このように観光振興を図ることにより、豊かで活力ある地域社会づくりを実現し、地域

経済の持続的な発展を目指す、これが「観光立県」の意義であり、県、市町村、県民、観

光関係事業者及び観光関係団体が一体となって、県下各地域において、他に誇れる地域社

会づくりを着実に進めていくことが「ちからみなぎる・かごしま」の実現に大きく寄与す

るものと考えられます。 

 

こうした「観光立県」の意義を踏まえ、その実現に関する施策の推進に当たっては、企

業活動と同様に、観光需要の的確な把握と、需要に応じた観光商品の開発や市場に対する

効果的な誘客活動など、戦略的な取り組みを進めていくことが必要であると考えられます。 
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２ 策定の背景・趣旨 

 

 本県においては、平成 20 年 3 月に、中長期的な観点から本県のあるべき姿や進むべき

方向性を示した「かごしま将来ビジョン」を策定し、おおむね 10 年後を見据えた本県観

光の姿として、「世界を魅了する観光地“KAGOSHIMA”の形成」を掲げているところで

す。 

 また、平成 21 年 3 月には、県民一人一人が「観光立県」に対する理解を深め、担い手

としての認識を育み、県、市町村、県民、観光関係事業者及び観光関係団体の共生・協働

による「観光立県」の実現に向けて、それぞれの役割や施策の基本となる事項を定めた「観

光立県かごしま県民条例」（以下「条例」という。）を制定しました。 

 鹿児島県観光振興基本方針（以下「基本方針」という。）は、「かごしま将来ビジョン」

における鍾愛の本県観光の姿を踏まえながら、「観光立県かごしま」の実現に関する主要

な施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものであり、平成 21 年度にパブリ

ックコメントの実施、条例に基づく「鹿児島観光立県推進会議」での協議及び県議会での

議決を経て、平成22年度から平成26年度までを推進期間とする基本方針を策定し、現在、

各種施策を推進しているところです。 

 県では、現行の基本方針に引き続き、次期基本方針を策定し、この基本方針に基づき、

市町村、県民、観光関係事業者及び観光関係団体と一体となって、「観光立県かごしま」

の実現を目指した施策を進めていきます。 

 

３ 基本方針の性格 

 

 基本方針は、「かごしま将来ビジョン」における概ね 10年後を見据えた観光かごしまの

姿を踏まえながら、条例に定める基本理念等に基づき、「観光立県かごしま」の実現に向

けた施策の方向を示すものです。 

 また、基本方針は、県、市町村、県民、観光関係事業者及び観光関係団体が、相互に特

性や役割を把握し、尊重し合いながら、一体となって「観光立県かごしま」の実現に向け

た施策を総合的かつ計画的に取り組むためのよりどころ（指針）となるものです。 

 

（中略） 

 

第４ 「観光立県かごしま」の実現に向けた取組指針 

 

 観光を担うのは地域であり、観光に限らず、多様な次号や活動を行う様々な主体が、有

るべき地域の姿や目的意識を共有し、業種の枠を越えた連携を図りながら、地域作りを進

めていくことが重要となります。 
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 こうしたことから、「観光立県かごしま」を実現するための基本的な視点として、次の 5

つの取り組み方針を掲げます。 

 観光を担う全ての担い手が、こうした地域を基軸とした視点を共有し、それぞれの役割

を果たすことが求められます。 

 １ 地域をデザインする 

 地域の自然や景観、歴史・文化、食、伝統芸能など、地域固有の資源を見極

め、観光の観点から、その魅力を掘り下げる。 

 地域の特性を生かした物語性、テーマ性のある旅など、地域の魅力を高める

多様な観光メニューの構築を目指す。 

 

 ２ 地域を発信する 

 地域イメージと、その表現のあり方について、地域が共通認識を持ち、方向

性のある情報発信を行う。 

 何を誰にどのような手段で伝えるかを明確にして、地域の魅力を戦略的に発

信する。 

 

 ３ 地域をつなぐ 

 地域内における連携として、地域内の組織間、産業間の連携や、その地域に

住む人と人の結び付きを強め、新たな地域の魅力の想像につなげる。 

 地域間の連携として、地域間をつなぐ交通アクセスの整備・充実、広域観光

の取り組みなどを推進し、各地域が相互に補完し合いながら、県域全体の魅

力を高め、相乗的に各地域の底上げにつなげる。 

 

 ４ 地域でもてなす 

 訪れる誰もが、安心して観光を満喫し、再び訪れたいと感じてもらえる観光

地を目指して、観光客を暖かく迎えるおもてなしの心を育み、地域全体に広

げる。 

 「人こそ重要な地域資源である」という認識に立ち、地域に根ざした特色有

る郷土教育の推進を図るなど、地域の魅力を語れる人材の発掘・育成を進め

る。 

 間顧客が求める情報やサービスの提供、案内機能の充実など、かの脚のニー

ズに対応した受入環境を地域全体で整える。 

 

 ５ 地域の環境を守る 

 自然資源を生かした観光利用や観光地づくりを行うに際しては、全国的にも

豊かとされる本県の生物多様性の保全を図り、持続可能な利用に努める。 
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 自然環境だけでなく、住み慣れた生活環境などを含め、身近に奥深い歴史・

文化などに触れることができる「住んでよし」の居住環境を守るとともに、

訪れて心地よさを感じられる「訪れてよし」の観光地として、観光客と魅力

を共有できる環境作りにつなげる。 

 世界自然遺産として名高い屋久島をモデルとして、積極的に環境保全に取り

組み、環境と調和した地域づくりの展開を図る。 

 島ごとに自然環境や景観の違いが見られ、群島内の多様な生物の生息・生育

を支える奄美群島の世界自然遺産登録を目指し、その取組を積極的に進める

など自然環境と共生する観光かごしまのイメージを確立する。 

 

第５ 「観光立県かごしま」の実現に関する施策 

 

（中略） 

 

２ 施策の方向 

 

 大島地域 

奄美市・大和村・宇検村・瀬戸内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊

町・知名町・与論町 

 

◎ 地域の特性 

 金作原原生林、大島海峡、湯湾岳、犬田布岬、ムシロ瀬、フーチャ、百合ヶ

浜、手広海岸等の亜熱帯性・海洋性の豊かな自然環境、アマミノクロウサギ

等の貴重な動植物 

 本場奄美大島紬や黒糖焼酎等の特産品、トロピカルフルーツや鶏飯等の食 

 諸鈍シバヤ、秋名アラセツ行事、与論十五夜踊り、島唄、八月踊り、闘牛、

トライアスロン等の様々な伝統行事・イベント 

 国指定史跡である宇宿貝塚や住吉貝塚等の歴史的資源 

 奄美パーク・田中一村記念美術館、タラソ奄美の竜宮、黒潮の森マングロー

ブパーク、百之台公園、昇龍洞、奄美自然観察の森等の特色有る観光関連施

設 

など、魅力ある観光資源を有しています。 

 

  また、こうした魅力ある観光資源を背景として、癒しにあふれる地域の特性を

有しています。 
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◎ 施策の方向 

 地域の特性を踏まえ、海洋レクリエーションや島唄をはじめとする特色ある豊かな自然

と個性的な文化を生かした体験・滞在型観光等を推進し、沖縄県等との連携による世界自

然遺産登録に向けた取組の中で、自然歩道等の整備など、人と自然環境が共生する癒しあ

ふれる観光地づくりを推進します。 

 また、奄美群島内外を結んだ周遊型観光など広域的な観光ルートの形成をはじめ、LCC

（格安航空会社）就航やクルーズ船に対応した受入体制の整備を進めるとともに、独特の

食材やタラソテラピー（海洋療法）など健康・長寿・癒しに関する資源の魅力の発信やス

ポーツキャンプの誘致等に取り組みます。 

 

 

３ 施策の展開 

 

 第４（章）の「観光立県かごしま」の実現に向けた取組指針」を踏まえながら、県にお

いては、１（節）の「施策の大系」に基づいて、次のとおり施策を展開します。 

 

 １ 魅力ある癒しの観光地づくり 

競争力の高い魅力ある観光地の形成のため、地域ごとの特性を生かし、個性的で潤

いのある街並み景観や沿道修景などハード面の整備を進めるとともに、地域の新たな

観光資源の発掘に努め、自然や環境、人との触れ合い、健康や食をテーマとするツー

リズム、農林水産業の着地型観光の促進など、ソフト面の取組と併せて癒しの観光地

づくりを進めます。 

 また、観光地における環境の保全を図り、豊かな自然環境と共生する持続可能な観

光地づくりに努めます。 

 

① 地域の観光資源の保全、活用及び創出 

 美しい豊かな自然環境や奥深い歴史を物語る文化財などの多彩で魅力ある地域の

観光資源の保全に取り組むとともに、地域の創意工夫を生かしながら、産・学・官の

連携により、多様な観光ニーズに的確に対応した鹿児島ならではの新しい旅行商品の

創出と充実を図ります。 

 

＜施策の展開例＞ 

 個性を生かした各種イベントの促進 

 歴史的遺産や文化などの観光資源としての更なる活用の促進 

 地域の観光資源の魅力をつなぐ周遊型観光ルートの形成の促進 

 地域密着の多様なまちづくり・地域おこしの促進 
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 文化・芸術施設等の活用の促進  など 

 

② 地域の特性を生かした良質なサービスの提供の確保 

 農林水産業や製造業など幅広い業種と密接に連携しながら、豊かな自然の恵みと先

人達の地に育まれた魅了あふれる地元食材を積極的に活用したメニュー開発や特産

品づくりなど良質なサービスの提供を促進します。 

 

＜施策の展開例＞ 

 生産者と観光関係事業者等が連携した地場農林水産物の活用の促進 

 安心・安全な「かごしまの食」の魅力づくり 

 ツアーガイドなど観光メニューの高付加価値化の促進  など 

 

③ 観光関係施設等の整備 

 観光客が訪問しやすく、ゆとりと潤いのある環境を整備するため、地域の特性を生

かした良好な街並み景観の形成や沿道の修景等を推進するとともに、国内外を結ぶ交

通ネットワークの形成促進を図ります。 

 

＜施策の展開例＞ 

 市街地環境、公園緑地、水辺環境等の整備など地域の特性を生かした良好な

街並み景観等の形成の促進 

 地域公共交通ネットワークの充実や高規格幹線道路等の整備など国内外を

結ぶ交通ネットワークの利便性向上 

 本土最南端の地として全国的にも有名な佐多岬とその周辺地域について大

隅地域の観光拠点としての整備の促進 

 観光関係施設の整備の促進  など 

 

④ 新たな観光旅行の分野の開拓等 

 しきおりおりのしぜんかんきょう、歴史・文化など地域の特色ある観光資源を生か

した着地型観光など、新たな分野の観光旅行を開拓・推進し、地域の人、生活・文化

などの触れ合いを通じた多様な観光交流を促進します。 

 

＜施策の展開例＞ 

 グリーン・ツーリズム、ブルー・ツーリズム、エコツーリズム、まち歩きな

どの着地型観光や、産業観光をはじめとする新たな分野の観光旅行の推進 

 健康や癒し、美容などをテーマとしたロングステイ（長期滞在型観光）等の

新しいツーリズムの促進  など 
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⑤ 観光地における環境の保全 

 奄美群島における世界自然遺産登録に向けた取組などをはじめ、生物多様性に富ん

だ美しい豊かな自然の観光資源としての活用と保全の両立を図り、持続可能な観光地

づくりを推進します。 

 

＜施策の展開例＞ 

 自然環境との共生や多様な触れ合いの推進として、 

 エコツーリズムの推進 

 自然環境の保全と適正な利用に向けた自然歩道等の整備・管理 

 環境に対する意識やマナーの普及啓発  など 

 観光地における自然環境や野生生物の保護など環境保全活動の推進 

 保護区域や緩衝区域のゾーニングなど観光地としての計画的な観光管理 

 自然公園等の管理・保全  など 
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4-37 奄美群島持続的観光マスタープラン 

 

１．はじめに 

１．１ 背景                                   

「奄美群島持続的観光マスタープラン（以下マスタープランという）」は，奄美群島の「持続的

な観光利用」を進めるための観光の取組の方針です。地域資源を持続的に利用し，計画的で，地域

にとって持続的な観光を進めることで，その表裏一体の関係である自然環境の保全を図るとともに，

環境文化１の保全と継承，地域の経済と社会の振興を目指すものです。 

 

（１）なぜ持続的観光を進めるのか 

 持続的な観光は，社会・経済・環境面での持続可能性を追求する観光形態であり，マスツーリ

ズムから転換した新たな観光として近年期待されています２。マスツーリズムとは，それまで富裕

層に限られていた観光旅行が幅広く大衆にまで拡大した現象を指し３，現在では「大量の観光現象」

を指すものとして使われています４。一度に大量の人間が送り込まれるマスツーリズムは，これま

で観光地とその周辺に多大な影響を及ぼしてきました。自然環境や地域社会の伝統の破壊，不適

切な観光施設，観光客のマナー不足や無知によるトラブルなどです。このような問題の反省とし

て，1980年代にマスツーリズムに代わる「もう１つの観光（Alternative tourism）」や「適切な

観光（Appropriate tourism）」といった考え方が生まれました。 

 奄美群島の新しい地域づくりでは，地域資源の「持続的利用」と「自然との共生」の理念を基

に，持続可能な豊かな地域の実現を目指しています。 

その地域づくりの１つとして「持続的観光」を目指すことは，地域にとって「わかりやすく取り

組みやすい目標」を示すことでもあります。地域が主体的に取り組む「観光」には，観光事業者

だけでなく地域住民を始めとした幅広い人たちが関わっており，地域社会や経済の振興に直接寄

与するからです。 

つまり，マスタープランによって奄美群島の持続的観光の実現を目指すことは，地域の関係者

にとって身近な「観光」という１つの手法を利用しながら，地域の自然・文化・経済・社会の持

続性を確保していくこととなります。 

マスタープランでは，遺産登録によって大きく変化する観光を自然環境の保全と環境文化の継

承，地域社会や経済の振興を追求するためのツールとして積極的に利用していきます。マスター

プランは，地域の様々な主体が観光という場を利用して取り組むことが，自然環境の保全と豊か

な奄美群島づくりにつながるという，「新しい地域づくり」の考え方の一つです。 

  
１ 環境文化：自然と共に生き，自然を損なうことなく糧を得ながら人々が形づくってきた独自の生活文化や，長年にわたって作り

上げてきた人と自然との関わりのこと。 

２ 敷田麻実 「自律的観光から持続可能な地球を目指して ―エコツーリズムという試み―」，大学院メディア・コミュニケーシ

ョン研究 研究叢書 70，2008年 

３ 「JTB総合研究所 HP」http://www.tourism.jp/tourism-database/glossary/mass-tourism/（2016/3/15アクセス） 

４ 宮本佳範「持続可能な観光の要件に関する考察 ―その概念形成における二つの流れを踏まえて―」，東邦学誌 第 38巻第 2号，

2009年 12月 

4-292

平成29年2月提出版



 

 

（２）奄美群島の持続的観光とは 

マスツーリズムによる弊害への反省から，エコツーリズムやグリーンツーリズムなどの新しい

観光形態が誕生しました。エコツーリズムは「与える負荷を最小限にしながら自然環境を体験・

学習し，観光の目的地である地元に対して何等かの利益や貢献のある観光」（敷田・森重 2003），

「自然環境や歴史文化を対象とし，それらを体験し，学ぶとともに，対象となる地域の自然環境

や歴史文化の保全に責任を持つ観光のあり方」（エコツーリズム推進会議（平成 15年～16年）環

境省）などと定義されています。観光振興と地域振興を同時に進めながら，自然環境の保全も目

指すものです。 

しかし，エコツーリズムやグリーンツーリズムのような観光形態を振興することと，持続的な

観光を実現することは，必ずしもイコールではありません。問題視されてきたマスツーリズムの

弊害の原因は，観光の大衆化・大量化そのものではなく，観光対象等に対する悪影響を軽減する

仕組みが整わないままに観光事業が行われていたことにあると考えられます。従来のマスツーリ

ズムでは，外部の開発主体が利潤追求を目的として短期的に集客を目指すあまり，地域社会の意

思とは関わりなしに地域資源の商品化を進めてきた傾向にあります。マスツーリズムの特徴であ

る多人数利用・団体利用は，地域に大きな経済効果をもたらすものでもあります。 

エコツーリズムなども，「少人数」「体験型」「着地型」などの形式的な特徴を持つだけでは，従

来のマスツーリズムと同様に観光対象に多くの負荷をかける場合があります。また，マスツーリ

ズムでもプランニング次第で持続可能なものとなり，その長所を生かすことが地域経済に大きな

効果をもたらします。これらを踏まえつつ，地域づくりの視点から観光振興のあり方を考え，地

域が自律的に観光を管理していく必要があります。 

以上より，奄美群島の観光を持続可能なものとするには，多人数利用（マスツーリズム）を展

開する地域と少人数利用を前提とする地域を明確にした上で，それぞれの地域の特性を生かした

観光を適切に管理しながら進めることが重要です。 
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１．２ 位置づけ                                

奄美群島では，国立公園指定と世界自然遺産登録を契機として，多様で豊かな自然と環境文化を

守り継承しながら，地域社会の持続的発展を目指すことが求められています。そのためには，遺産

登録後の地域の社会的・経済的変化に対応し，遺産の価値である自然環境の保全を原則とした地域

振興を進める新しい「地域づくり」が必要です。 

本マスタープランは，奄美独自の地域づくり方策のひとつの柱である「計画的な観光管理」を進

めるための国・県・市町村・民間団体等の関係者共通の指針として位置づけます。持続的な観光利

用の推進を通じて，奄美固有の自然・環境文化の保全・継承,地域の持続的な発展を目指すものとし

ます。 

 

 

 

  

図１．マスタープランの考え方 

奄美固有の自然・環境文化の保全・継承 

地域の持続的な発展 

持続的な観光利用の推進 

持続的観光マスタープランに基づく取組の推進【計画的な観光管理】 

 自然の特性に応じた 
施設の適正配置・整備 

奄美世界自然遺産 
トレイル（仮称）の展開 

自然保護を原則とした
利用の適正化推進 

取
組 

取
組 

新しい地域づくりの推進【地域資源の持続的利用・自然との共生】 
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２．奄美群島の現状と課題 

２．１ 自然と暮らし                                

奄美群島では，固有で豊かな自然環境が維持され，シマ（集落）での暮らしや信仰は自然環境と

密接な関わりを持ってきました。現在の生活様式にもそれを体感することができ，環境文化が色濃

く存在していることが地域の魅力となっています。 

（１）鹿児島県の生物多様性                                  

北端の獅子島から南端の与論島まで南北 600kmにわたり，標高 2,000mに迫る山岳部を有する鹿

児島では，冷温帯から暖温帯，亜熱帯にかけての植生が見られます。これは北海道から南西諸島

にかけての広がりに相当すると言われています。 

鹿児島県は，日本列島で見られる多くの種の分布の北限・南限の地であり，大陸や日本本土か

ら隔離されてからの歴史が長い島嶼が多いことなどから，県内に，我が国で見られる野生生物の

種の概ね半数が確認されるなど，種の多様性に富んでいます。 

また，鹿児島県は，トカラ列島を横切る渡瀬線１を境界とした２つの生物地理区に属していま

す。生物地理区とは，生物の分布パターンによって地球上を区分したものです。渡瀬線の北側に

は温帯系の生物群が，南側には亜熱帯系の生物群が分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図２．世界の生物地理区（赤線が渡瀬線：悪石島と小宝島の間） 

１ 渡瀬線 屋久島・種子島と奄美諸島の間にあるトカラ海峡を東西に横切る生物地理上の境界線。渡瀬線により２つの生物地理区

に分けられる。生物地理区とは，生物分布パターンにより地球上を区分したもの。動物学者の渡瀬庄三郎が確認したこ

とから命名された。日本の動植物の分布を区分する重要な境界線。 
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（２）奄美群島の成り立ち                                    

奄美群島を含む南西諸島は，ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界に位置し，

1,500万年前以降からの沖縄トラフ（沖縄舟状海盆）の形成，地殻変動による隆起・沈降，170万

年前以降からの気候変動による海水準の変動，サンゴ礁の発達に伴う琉球石灰岩の堆積などで形

成されました。この間に島々は大陸との分離，結合を繰り返してきました。 

現在の奄美群島は，奄美大島，加計呂麻島，与路島，請島，喜界島，徳之島，沖永良部島，与

論島までの８つの有人島を有しています。 

 

（３）自然環境                                        

①地形 島毎に異なる多様な景観と生物 

奄美群島のうち，奄美大島（加計呂麻島，請島，与路島を含む）と徳之島は，急峻な山稜が

連なる比較的標高の高い島々です。これらの島には平地が少なく，陸域の大部分は森林で覆わ

れています。優占する樹種はスダジイやイスノキ，イジュ，オキナワウラジロガシ，アマミア

ラカシなどの常緑広葉樹です。山がちであるために谷も多く，これらの島には水量の豊富な沢

や小河川が多くみられます。また，沿岸を流れる黒潮暖流やモンスーンは雨をもたらします。

奄美群島が含まれる北緯 27，28度付近には，たとえばパキスタン，サウジアラビア，エジプト，

モロッコ，メキシコなどといった国々が位置しています。この緯度で奄美群島ほど降水量が多

く豊かな森林が発達している地域はあまりありません。奄美の森林は，世界の亜熱帯域の中で

も限られた地域にしか成立しない湿潤な亜熱帯照葉樹林であり，世界的にも希少なものといえ

ます。これらの森林は固有種・希少種を含む多くの野生動植物の生息・生育場所であるととも

に，河川を通じてマングローブや干潟，藻場，サンゴ礁に有機物や栄養塩類を供給する，奄美

群島の生態系の基盤となっています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

        亜熱帯照葉樹林              天城岳内の滝       シマオオタニワタリの群生 

（奄美大島中央林道）       （徳之島）         （奄美大島湯湾川） 

図３．奄美群島の照葉樹林 

 

一方，喜界島，沖永良部島，与論島は低くて平らな島で，サンゴ礁起源の琉球石灰岩からな

っています。喜界島は 1,000年で 1.5mという速い速度で現在も隆起し続けています。喜界島の

最も高い場所の百之台（標高 203.5m）と沖永良部島の最高峰大山（240.1m）の周辺には，奄美

大島と徳之島同様の常緑広葉樹林が広がっていますが，これらの島々の沿岸部にはサンゴ群集
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やマングローブなど亜熱帯特有の海域・海中景観が見られます。また，沖永良部島や与論島の

地下には鍾乳洞がたくさんあります。このように，奄美群島は島毎に異なる多様な景観を有し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         百之台            昇竜洞            寺崎海岸 

       （喜界島）         （沖永良部島）          （与論島） 

図４．喜界島，沖永良部島，与論島の景観 

 

②固有種 

奄美群島は，ユーラシア大陸との分離・結合を繰り返しながら形成されました。海洋に隔て

られた小島嶼群として成立する過程において，当時この地域に生息していた陸生生物が島嶼内

に隔離されました。これらの生物群の中には，大陸の個体群が絶滅し，この島嶼内だけに生き

残ったり，大陸から隔離された後にさらに複数の種に分化したりするものがいました。このよ

うにして誕生した生物が，現在琉球列島にしかいない「固有種」です。 

奄美群島全体でこれまでに確認されている生物は，維管束植物 1,334種（うち固有種 68種），

哺乳類 14種（うち固有種 10種），鳥類 257種（うち固有種２種），陸生は虫類 18種（うち固有

種 13種），両生類 13種（うち固有種９種），昆虫類 3,824種（うち固有種 1038種），淡水甲殻

類 23種（うち固有種４種），陸産・淡水産・汽水産貝類 226種（固有種の情報なし）とされて

おり，固有種の数が多く，なおかつその割合が高いことがわかります。 

例えば，植物ではアマミセイシカ，ウケユリ，アマミエビネ等が，動物ではアマミノクロウ

サギ，ケナガネズミ，アマミトゲネズミ，オオトラツグミ，ルリカケス，クロイワトカゲモド

キ，リュウキュウアユ等が奄美群島の固有種としてあげられます。 

 

③多様性 

奄美群島の北，トカラ列島の悪石島と小宝島の間には，さまざまな生物種の分布境界が集中

する「渡瀬線」という生物地理区の境界があり，多くの種がこの線付近を南限，北限としてい

ます。そのため，132 種の植物が奄美群島を北限としています。動物では，代表的なものでは

ハブやヒメハブなどが奄美群島を北限としており，本土では見られない動植物が生育・生息し

ています。一方で，本土にも見られるような北方系の生物も分布し，奄美群島を南限としてい

る植物は 20種あります。 

以上のように，北方系と南方系の生物の混在，豊富な降水量と湿潤な環境，大陸との分離・

独立の地史など，様々な要素が重なり合って，奄美群島の生物相は多様なものとなっています。 
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日本全体で確認されている生物種は約 37,000種で，そのうち奄美群島での確認種数は 5,716

種となっています。国土面積の 0.3％にすぎない奄美群島に，国内全体の生物種の約 16％が確

認されています。 

また，群島は，ウミガメの産卵地のほか，海鳥（アジサシ類，アナドリ類）の集団繁殖地や，

アサギマダラなどのチョウ類の越冬地，イルカやクジラなどの海棲哺乳類の繁殖地など，広域

移動性動物の重要な中継地・越冬地・繁殖地ともなっています。海域では，造礁サンゴの種数

は約 220 種にのぼり，魚類，貝類，甲殻類など多様な生物の生息場所として特有の生態系を形

成しています。まとまった規模と一定の生物多様性を有するサンゴ礁として世界的にみても北

限に位置している重要なものです。 

以上のような生物の来訪や，海域の豊かな生物相も，奄美群島の生物多様性を高める要因と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

図５．奄美群島の特徴的な生物 

 

（４）歴史                                          

①生活文化 

奄美群島には，25,000年前には人類が生活していたと考えられています。石器が出土した奄

美大島笠利町の土浜遺跡や徳之島伊仙町のガラ竿遺跡は，25,000年前よりも古い旧石器時代の

遺跡と推定されています。世界の島々に人が住み始めるのは１万年前より後になっているとさ

れているので，それ以前に人が存在していたというのは，世界的に見ても珍しいことです。 

一般的に，島は食料資源が少ないので，最初に住み始めるのは農耕民だとされてきました。

しかし，奄美群島では，８～12世紀のグスク時代まで狩猟採集の暮らしが続けられてきたと考

えられています。世界の島の中で例外的に狩猟採集民がいたのは，①日本本土のように面積が

広い，②大陸に近い，③（食料となる）大型海獣が入手できる，④大陸などから動植物を持ち

込んだ，といった条件のいずれかまたは複数に当てはまる場所です。奄美群島のように大陸か

ら離れた面積の小さな島に狩猟採集民が定着できたのは，非常に稀有な例と言われています。 

人が島に入ると森林破壊や動物の絶滅などの自然破壊が起きますが，奄美群島ではこれが最

小限だった可能性が高いと言われています。先史時代以来の長い間，島の人々は資源の枯渇や

環境の劣悪化を招くことなく，長期間自然と共生し続け，安定的に資源を利用してきました。

奄美群島の採集狩猟民及びその後の農耕民は，自然環境と調和し，今日でいうところの持続可

能な生活を続けてきたとも言えます。 

今日の奄美群島の豊かな自然環境は，人と自然が折り合いを付けて生きていく知恵や生活技

術が豊富に埋め込まれた生活文化によるところが大きいと言えます。 

 

アマミセイシカ       アマミノクロウサギ        アオウミガメ 
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  図６．奄美群島の暮らしと文化 

 

②交流・交易 

北九州の弥生時代遺跡から出土する貝製の腕輪は，南海産の大型貝類（ゴボウラ・イモガイ）

を材料として製作されたものでした。このことから，奄美群島は，南海特有の大型貝類の供給

地として，弥生時代から遠隔地交易の対象とされていたと言われています。 

平安時代になると，ヤコウガイが宮廷貴族たちの日記に登場したり，国産螺鈿
ら で ん

１の原料とし

て使われたりするようになります。ヤコウガイは，日本では琉球弧の島嶼海域でしか採れない

ため，そこから供給されていた可能性が高いと考えられています。また，ヤコウガイは日宋貿

易の重要な輸出品でもありました。これらのことから，奄美群島と本土には，弥生・古墳時代

から貝交易を通した交流があったことが伺えます。 

徳之島伊仙町のカムィヤキ古窯跡群では，11世紀から 13世紀を中心に作製された表面が灰

色の素焼きの陶器が出土しています。この遺跡群は，約 120ヘクタールにも及ぶ広大な山林の

中に，11の窯跡群（100基以上）が分布しているのが特徴です。カムィヤキが南九州から先島

諸島にまで運ばれていたことや，カムィヤキとともに九州の物産が琉球列島にもたらされたこ

とから，この時期の奄美群島は九州と沖縄を結ぶ交易の拠点として重要な機能を果たしていた

ことがわかります。 

さらに，喜界島の城久遺跡群（最盛期 11世紀から 12世紀）では，中国産や朝鮮半島産の陶

磁器などの遺物が大量に出土し，大規模建物ほか多数の遺構が発見されました。これらの遺物

は基本的に島外から持ち込まれたものです。そのため，城久遺跡は，九州の人々を中心として，

高麗，宋等の人々が滞在していた越境的な交易拠点ではないかと推測されています。喜界島周

辺が中国南部から南西諸島，九州，さらには朝鮮半島までにつながる環東シナ海の広域交易の

結節点であった可能性が示唆されています。 

 

（５）複雑な行政統治と独特の文化                               

奄美群島は，15 世紀には琉球王国，17 世紀(1609 年)には薩摩藩，明治期以降は日本国，戦後

は米国軍政府下，そして昭和 28 年には日本復帰と，世界でも稀な歴史的変遷をたどってきまし

た。このようないくつもの国の影響を受けた歴史的背景から，奄美群島は，様々な文化の特徴が

併存・融合する強い個性を持つ独特の文化を育んできました。 

五穀豊穣を祈る伝統行事        サンゴの石垣       伝統行事の闘牛（徳之島） 

ショチョガマ（奄美大島）       （喜界島阿伝）      

１ 螺鈿 貝殻の内側の真珠層を漆地や木地の彫刻された表面にはめこむ技法，及びこの手法を用いて製作された工芸品のこと。 
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 また，生活文化の面から奄美群島をみると，海の彼方の理想郷からやってきて豊穣をもたらす

海神や，集落の背後を守るように位置する神山，神山の麓の水源と農地，神様が通る神道，周囲

の森と集落との境界部へのケンムンの出没など，共通する空間認識が認められます。これらは自

然を畏れ敬い，自然と共に生きてきた奄美群島独特の信仰・自然観です。このなかで，島唄，八

月踊り，豊年祭などの伝統文化・芸能や，大島紬に代表される地域固有の生業が今も継承されて

います。 

さらに，各集落（シマ）には，周辺の自然を持続的に利用するための約束事や，生活の中に循

環の仕組みを活かすための知恵と技が今日まで残されています。自然を畏れ敬い，自然と共に暮

らしてきた島の人々の暮らしそのものが，奄美群島の自然を守り引き継いできたといえます。  

しかし，人と自然との関わりの変化が急速に進んでいるため，奄美群島固有の暮らしと文化は，

地域の中での伝承力が低下し，将来世代への継承が懸念されていますが，現在においてもなお，

奄美群島に独特な風土を形成する基盤として重要な役割を果たしており，今後の遺産地域を始め

とした自然環境の保全管理のためにも重要なものと考えられます。 
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２．２ 観光利用の概況                              

（１）奄美群島への入込                                        

①奄美群島の入込者数の推移 

奄美群島全体での入込者数は，平成 26 年は延べ 708,763 人で，近年増加しています。その

増加傾向は奄美大島で顕著に見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７．入込者数の推移 

出典：平成 26年度奄美群島の概況：大島支庁 

 

②地区別外国人延べ宿泊者数 

外国人の宿泊者数は平成 24年から平成 25年にかけては全国的な増加傾向とあわせて増加し

ましたが，平成 26年は減少しています。 

表１．地区別外国人延べ宿泊者数 

出典：奄美群島観光の動向（平成 23～平成 26） 鹿児島県 

 

（２）交通・訪問先                                              

①交通量 

平成 22道路交通センサスの調査結果を

見ると，奄美大島は名瀬地区を中心とする

エリアと，名瀬地区と奄美空港を結ぶ島の

北東部での交通量が多くなっています。一

方，島の南西部での交通量が少なくなって

います。 

徳之島は，島の南東部の集荷道路となっ

ている 伊仙亀津徳之島空港線の交通量が

多くなっているのに対して，島北部の交通

量は少なくなっています。 

   

 

図８．平成 22道路交通センサス 

出典：鹿児島県 

 

24時間交通量（台） 

県全体 奄美地区 構成比 県全体 奄美地区 構成比

252,330 1,093 0.4 186,600 1,116 0.6 138,120 785 0.6 85,280 1,287 1.5

H24 H23

県 全 体 奄美地区 構成比 県全体 奄美地区 構成比

H26 H25

県全体 奄美地区 構成比 県全体 奄美地区 構成比

252,330 1,093 0.4 186,600 1,116 0.6 138,120 785 0.6 85,280 1,287 1.5

H24 H23

県 全 体 奄美地区 構成比 県全体 奄美地区 構成比

H26 H25

県全体 奄美地区 構成比 県全体 奄美地区 構成比

252,330 1,093 0.4 186,600 1,116 0.6 138,120 785 0.6 85,280 1,287 1.5

H24 H23

県 全 体 奄美地区 構成比 県全体 奄美地区 構成比

H26 H25

県全体 奄美地区 構成比 県全体 奄美地区 構成比

252,330 1,093 0.4 186,600 1,116 0.6 138,120 785 0.6 85,280 1,287 1.5

H24 H23

県 全 体 奄美地区 構成比 県全体 奄美地区 構成比

H26 H25
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②訪問先 

奄美大島総合戦略推進本部の平成 27年度調査によると，奄美大島内での訪問場所は，「奄美

市名瀬地区」が 65.4％で最も多く，次いで「奄美大島北部地区」(58.3%)，「奄美市住用地区」

(33.7%)などとなっています。 

６月                      ８月 

   図９.平成 27年度奄美大島交流人口動態調査（６月，８月実施分）集計報告（速報値） 

 

（３）施設収容力                                         

奄美群島全体での宿泊施設の収容力は約 230万人で，年間宿泊者数を比較すると，宿泊施設の

稼働率は約 20％となっており，宿泊施設及び宿泊客は奄美大島に集中しています。 

表２．奄美群島の宿泊施設の収容力と年間宿泊者数 

単位：軒，人            単位：千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            出典：奄美群島の概況              出典：離島統計年報 2012 

  

H20 H21 H22 H23 H24 H25

軒数 122 124 121 120 113 118

収容力 3439 3438 3547 3482 3024 3091

軒数 17 17 16 16 15 14

収容力 325 315 295 295 285 272

軒数 27 23 24 24 32 35

収容力 1051 978 950 965 1067 1081

軒数 17 17 16 18 20 22

収容力 595 595 554 588 465 481

軒数 30 25 25 24 23 31

収容力 1986 1597 1597 1577 1342 1379

軒数 213 206 202 202 203 220

収容力 7396 6923 6943 6907 6183 6304

与論島

奄美群島

奄美大島

喜界島

徳之島

沖永良部島

島　名 市町村名 年間宿泊者数

奄美大島 奄美市 225.3

大和村 1.2

宇検村 5.3

瀬戸内町 22.2

龍郷町 5.8

瀬戸内町 6.9

島計 266.7

喜界島 喜界町 30.1

徳之島 徳之島町 52.2

天城町 16.7

伊仙町 ―

島計 67.1

沖永良部島 和泊町 22.3

知名町 27.9

島計 50.2

与論島 与論町 65.2

総計 479.3

5.7 

17.7 

25.7 

33.7 

62.7 

64.6 

 0.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0

無回答

奄美大島西部地区

奄美市住用地区

奄美大島南部地区

奄美大島北部地区

奄美市名瀬地区

[%]

7.3 

17.8 

25.9 

33.7 

58.3 

65.4 

 0.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0

無回答

奄美大島西部地区

奄美大島南部地区

奄美市住用地区

奄美大島北部地区

奄美市名瀬地区

[%]
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（４）利用形態・ニーズ                                         

①平均滞在日数・観光目的 

平成 26 年度調査「奄美群島交流需

要喚起対策特別事業効果検証調査」よ

り，県外・群島外住民で航空利用者は，

旅行日数２日間が 29％，３日間が 30％，

４日以上が 31％となっています。 

 

 

 

一方，航路利用者は，２日～４日が

51％，５日～10日が 42％となっており，

航空路よりも滞在日数が長い傾向があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

②訪問動機 

また，奄美大島への訪問動機として

は，「自然の美しさを見る」や「海を楽

しむ」，「疲れを癒やす」が，「森林を楽

しむ」や「伝統文化に触れる」よりも

高い傾向にあります。 

 

 

 

 

 

③旅行形態 

奄美大島総合戦略推進本部の平成 27

年度調査によると，奄美大島では，「個人

旅行」が 61.2％（６月），73.6％（８月）

で最も多く，次いで「フリープ

ラン型のパッケージ旅行」が

図 12．奄美大島への訪問動機 

出典：平成 26年度国立環境研究所調査：久保氏より提供 

６月 ８月 

図 10．平成 26年度 奄美群島交流需要喚起対策特別事業効果検証調査 

出典：奄美群島航空・航路運賃軽減協議会 

図 11．平成 26年度 奄美群島交流需要喚起対策特別事業効果検証調査 

出典：奄美群島航空・航路運賃軽減協議会 

図 13．平成 27年度奄美大島交流人口動態調査（６月，８月実施分） 

集計報告（速報値） 

出典：奄美群島航空・航路運賃軽減協議会 

団体旅行

0.2%
観光付きのパッ

ケージ旅行

1.2%

フリープラン型

のパッケージ旅

行
21.5%

個人旅行

73.6%

無回答

3.5%団体旅行

9.0%

観光付きの

パッケージ旅行

3.7%

フリープラン型

のパッケージ旅

行
18.5%

個人旅行
61.2%

無回答

7.6%
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18.5％（６月），21.5％（８月）となって

います。「団体旅行」は 9.0％（６月），0.2％

（８月）となっています。 

 

（５）資源立地と利用者数                                                        

奄美大島において利用者数が把握されている観光資源と施設のうち，平成 26 年の利用者数で

50,000人を超えるのは奄美パークと大浜海浜公園で，30,000人を超えるのがあやまる岬，黒潮の

森マングローブパーク，20,000人を超えるのはホノホシ・ヤドリ浜でした。北部の奄美自然観察

の森，西部の奄美フォレストポリスの利用者は 10,000人以下となっています。また，金作原とス

タルマタ線の平成 27 年の入込総数は 2,321 台（１日平均 6.4台，前年比増減率 16.3％），1,631

台（１日平均 4.5台，前年比増減率 20.6％）となっています（車両カウンター計測結果，鹿児島

県調査）。 

図 14．奄美大島における資源と施設の立地 

出典：奄美大島の市町村からの報告値（平成 26年度） 
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徳之島は利用者数が把握できるのは，ほーらい館のみで，50,000人以上となっています。同施

設は直売所やスポーツジムなどが併設され，観光施設と地元利用施設の両面の機能を有していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15．徳之島における資源と施設の立地 

出典：徳之島の市町村からの報告値（平成 26年度） 
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（６）活動内容                                        

①旅行中の活動内容 

奄美大島の旅行中に行った活動内容については，「観光地めぐり」や「海水浴・マリンレジャ

ー」，「奄美料理を堪能」，「会議・研修」「仕事」などが高くなっています。その一方で，「シマ

唄」「大島紬体験」「イベント」「八月踊り」等の奄美独自文化の体験割合は少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16．平成 27年度奄美大島交流人口動態調査（６月，８月実施分）集計報告（速報値） 

出典：奄美群島航空・航路運賃軽減協議会 

 

②自然利用体験 

【総括】 

アンケート調査結果からトレッキングとマン

グローブ林でのカヌーが主要な活動内容となっ

ています。また，自然利用体験はガイド同行の

もとに行われている割合が高くなっています。 

 

 

 

 

図 17．奄美大島における自然利用体験 

出典：平成 19年度鹿児島県調査「奄美自然資源等利用方策検討調査」 

【森林体験】 

平成 20年度環境省「奄美の森林地域における利用方策等検討調査」によると，奄美大島の森

林部では金作原原生林，住用マングローブ林が 60％を超えています。 
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 図 18．奄美大島森林地域における訪問先 

    出典：平成 20年環境省「奄美の森林地域における利用方策等検討調査」 

 

鹿児島県の車両カウンター調査によると，平成 26年と平成 27年のスタルマタ線と金作原線

の日当たり平均入込台数を比較すると，スタルマタ線では 3.9[台]から 4.5[台]，金作原線では

5.3[台]から 6.4[台]と両者において増加が見られました。またその増加率はスタルマタ線で

16.3[％]，金作原線で 20.6[％]となっています。台数・増加率ともに金作原線が高いことが分

かります。 

 

表３．スタルマタ線及び金作原線の１日当り平均入台数（平成 26年・平成 27年） 

  平成 26年 平成 27年 増減率

[%]   平均入込台数 総入込台数 計測日数 平均入込台数 総入込台数 計測日数 

スタルマタ線 3.9 1,018 261 4.5 1,638 361 16.3  

金作原線 5.3 1,555 295 6.4 2,321 365 20.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）国内の世界自然遺産地域における観光客数の推移                                        

国内の世界自然遺産地域では，観光客の増加の推移が地域ごとによって異なっています。 

・屋久島：平成５年の遺産登録後，入島者数は増加し，近年は 32万人ほどで推移しています。 

62.6%

6.8%

8.5%

11.1%

12.3%

5.5%

60.0%

5.5%
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油井岳
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無回答

今回奄美大島で訪れた森林（N=235）

図 19．市道スタルマタ線と金作原周辺の通過車両入込数   

出典：鹿児島県調査 
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・白神山地：各町で 10年程度観光入込数が増加したものの，近年は遺産登録前の水準に戻りつつ

あります。 

・知床：遺産登録前の２，３年に観光客が増加したものの，登録後は逆に減少傾向が見られます。 

・小笠原諸島：遺産登録された平成 23年に大幅に来島者数が増加しています。 

 

 

屋久島入島者数 出典：種子屋久観光連絡協議会調べ 
 

白神山地観光客入込数 出典：青森県・秋田県観光統計 

 

知床観光客入込数 出典：北海道観光入込客数調査報告書 
 

小笠原島内入込数 出典：小笠原村観光協会統計資料 

 

図 20．世界自然遺産登録地域における観光客入込等の推移 

 出典：平成 26年度奄美世界自然遺産登録推進事業（鹿児島県） 

 

（８）地域関係者による持続的な利用の取組の発足・推進                            

遺産登録を見据えて，国・県・市町村・民間等の様々な主体によって持続的な利用の取組が進

められています。 

①自然体験活動 

エコツーリズムの基本的な方針づくりや，奄美群島エコツーリズム推進協議会やエコツアー

ガイド連絡協議会などの組織づくり，エコツアーガイドの育成や認定制度づくり，モニターツ

アーなどが行われています。 その他，グリーンツーリズムやブルーツーリズムも進められて

います。 

 

②集落歩きや生活文化体験 

あまみシマ博覧会や，市町村，NPO 法人等によって，集落内の散策コースの開発やマップの

作成，伝統的な行事や料理などの体験など，集落を楽しむ体験メニューの企画・実施が進めら

れています。 
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③受け入れ体制づくり 

民泊協議会の発足による民泊同士の連携の推進，民泊を始めるための勉強会や，先進地域の

研修など，市町村の境を超えた観光協会の発足，観光やシマ（集落）について考える会や資源

探し，行政や民間の多様な主体を含む地域全体のプラットフォーム機能の構築など，観光地域

としての受け入れ体制づくりが進められています。 

 

➃利用施設の整備事業 

利便性や快適性向上のための展望所や休憩所，遊歩道，案内板などの新設や改修等が行われ

ています。 

     

     

２．３ 奄美群島の持続的な観光を進める上での課題                 

１．はじめにの持続的な観光に関する考え方と，２．奄美群島の現状（２．１ 自然と暮らし，

２．２ 観光利用の概況）を踏まえ，奄美群島の持続的な観光を進める上での課題を考えます。 

 

（１）遺産登録による変化の想定と地域資源の持続的な利用                    

国立公園の指定と世界自然遺産の登録後には，奄美大島と徳之島の観光利用者が増加すること

が予想されます。遺産登録後，奄美大島の観光客が屋久島と同様の傾向で増加すると仮定すると，

一日当たりの観光客数は約 1,800 人と推計されます。季節や気候，時間などの条件によっても異

なりますが，一般的に多人数利用・団体利用は少人数利用よりも自然に与えるダメージが大きく

なります。もしもこのような人数が一度に森林を訪れると，植物の損傷や動物の生息環境の悪化，

利用環境の質や観光客の満足度の低下など，様々な課題が生じることが懸念されます。 

観光客による自然環境への負荷を最小限としながら観光を持続的に振興するためには，地域毎

の自然の容量に見合った規模の利用を進めることが重要です。そのために，多人数利用（マスツ

ーリズム）の展開地域と少人数利用を前提とする地域を明確にする必要があります。保護上重要

な地域は少人数利用を前提とし，既に開発されている市街地や道路沿線などで多人数利用を展開

するなど，少人数利用と多人数利用を適切に分散する準備が必要です。 

 

（２）利用者ニーズへの対応                                  

遺産登録による利用者の増加に伴い，そのニーズも多様化することが想定されます。奄美群島

への利用者のアンケート調査結果では，初めての来訪者は「観光地めぐり」「奄美料理を堪能」，

「海水浴・マリンレジャー」，など名所・旧跡巡りや地元の食を楽しむことを目的に観光していま

す。一方，森林のエコツアー体験者の次回訪問の目的は「トレッキング」や「動物観察」など，

より深い体験であることがわかります。利用者満足度を高め，再訪者を獲得し，観光客の増加を

一過性のものにしないためには，初回訪問者の大衆的なニーズから，リピート訪問の動機となる

「またやりたい」「もっと深く知りたい」「今回できなかったが次こそはやりたい」といった多様

なニーズへの対応が必要です。 
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（３）奄美群島独自の観光スタイルの実現                             

 奄美大島と徳之島の森林は世界遺産の価値を象徴するものであり，そこでの利用は今後の奄美

群島の観光を特徴づけていくことになります。奄美の森には，大風景地や屋久杉のようなシンボ

ル的存在がほとんどなく，固有で貴重な動植物を発見・観察するには知識が必要であり，地形は

複雑かつ急峻な所が多く，猛毒のハブが存在する，といった特徴があります。以上の特徴から，

森林には多人数利用に適する要素が少なく，かつ，ガイド同行のエコツアーのような少人数の体

験利用が適していると考えられます。 

また，島々には独特の生活・文化があります。先史時代から続く自然と調和する知恵や生活・

文化は，訪れる人に大きな感動をもたらします。また，自然と折り合いをつけて暮らしてきた地

域の人々の存在は，共生モデルとしての大きなメッセージを持つと考えられます。 

人とのふれあいや生活・文化体験と，森林での少人数による質の高い自然体験は，奄美群島の

観光をけん引する大きな要素となると考えられます。これらを，世界自然遺産登録を契機とした

奄美群島の観光の中心に据え，同時にマスツーリズムや海での観光を振興していくことが，奄美

群島独自の観光スタイルづくりにつながっていくと考えられます。 

    

（４）地域による自律的な観光管理                               

 奄美群島の観光を持続的なものとするためには，観光利用による自然環境や社会環境への影響

を注意深く管理することが必要です。例えば，少人数の森林体験でも，個々の負荷は小さくても

集積すれば大きな影響を及ぼしたり，成功するほど観光客が増加し規模が拡大したりするなどの

課題があります。このような課題を念頭に置き，地域の多様な関係者が連携して自主的に観光の

方向性を話し合い，自然環境などの地域資源を持続的に利用する工夫を行うことが重要です。 

さらに，地域が自主的に観光を管理することは，観光による利益を地域にとどめることや，地

域や観光を取り巻く環境変化への順応的な対応につながり，地域の意図しない自然環境へのダメ

ージなどを回避できることにもつながります。 

また，現在，様々な主体が世界自然遺産登録を見据えた受け入れ体制作りやツアー作りなどの

事業や会議を行っています。それらの主体が「持続的観光」を目標として連携し，現在個別に行

われているこれらの取組を有機的につなげることで，相乗効果を発揮することにつながります。 

 

（５）島内のバランスある利用と発展                                

奄美大島と徳之島の交通センサスでは，奄美大島南西部，徳之島北部の交通量が少ない傾向に

ありました。島のバランスある発展を目指すには，国・県・市町村・民間団体が島全体の利用の

流れを考え，適切な施設の配置やそれらを拠点とする利用体験を推進し，島を一周する利用動線

を創出することが重要です。 

 

（６）群島全体での展開                                        

 奄美群島の島々は，交流の歴史や，共通する生物・生活様式・人々の自然観など，様々な部分

でつながっています。一方で，その島にしかいない生物や，島毎に変化する島唄の音階・行事や

祭事の方法など，それぞれの自然環境や文化には個性があります。このつながりと個性の両方を

生かしつつ，奄美群島として一体で取り組むことは，奄美群島のイメージを強く発信することに
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つながります。このことは，群島の連携強化，奄美大島から他４島への観光客の誘導，群島全体

の持続的発展につながることが期待されます。 

 

（７）アジアを視野に入れた展開                                   

 奄美群島は，中世の時代には中国南部から南西諸島，九州，さらには朝鮮半島までにつながる

環東シナ海の広域交易の結節点であった可能性が示唆されています。 

このようなアジアを基盤としたダイナミックな歴史とともに，国際的なブランド力を持つナシ

ョナルパーク（国立公園）や世界自然遺産，日本古来の自然と調和した暮らしなどは，増加する

外国人旅行者にとっても興味深いものであると考えられます。以上のことからアジアを視野に入

れた体制づくりや基盤整備，情報発信などの取組が必要です。 
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３．基本的考え方 

 ２．奄美群島固有の自然と生活文化や地域の現状と課題を踏まえ，遺産登録による変化を見越した計

画的な観光管理のためのマスタープランの目標と基本方針を設定します。 

 

３．１ 目標                                   

マスタープランでは下記の３つの目標を掲げて,取組を推進します。 

 

目標１ 地域の特性に応じた利用の計画的誘導 

目標２ 地域全体への遺産登録効果の波及 

目標３ 質の高い観光の実現と利用者満足度の向上 

 

 

３．２ 基本方針                                 

本目標の基本方針を次のように定めます。 

 

（１）ゾーンに応じた適切な利用の推進（対象：奄美大島，徳之島）                

遺産登録後，奄美大島の観光客が屋久島と同様の傾向で増加すると仮定すると，一日当たりの

観光客数は約 1,800 人と推計されます。もしもこのような人数が一度に森林を利用すると，植物

の損傷や動物の生息環境の悪化，利用環境の質や観光客の満足度の低下など，様々な課題が生じ

ることが懸念されます。 

このため，世界自然遺産地域に登録される奄美大島と徳之島の核心地域の森林は少人数利用を

基本とし，利用のルールの設定等を行います。さらに，施設を設置する際は小規模な遊歩道など

とします。 

一方，遺産登録により団体旅行などの多人数利用が増大することも想定されます。多人数が森

林区域に一度に訪れることを防ぐには，多人数の観光客に対しても奄美の魅力を享受できる施設

やフィールドを提供し，満足してもらうことが重要です。希少な動植物が生息・生育する照葉樹

林の外側には，二次林や農地などが広がっています。このような二次林の区域を活用して，森林

散策や野生動物の観察など，奄美の森林の魅力を満喫できる体験フィールドを用意することが可

能です。 

また，多人数が一度に利用できる総合的な利用拠点は，多人数観光客にとって利用しやすく資

源に影響が少ない，すでに宿泊施設や観光利用施設が立地している市街地や幹線道路沿いの生活

の場に立地することが適切です。 

このように，自然環境の容量と特性に応じて多人数利用が可能なエリアと少人数利用を前提と

したエリアにゾーニングし，そのエリア内の産業や生活環境に応じたルール設定や施設整備，利

用体験の提供などにより，自然環境の負荷軽減と多くの利用者の満足度の向上を図ります。その

ために，次の図に示す３つの地域区分に沿った利用を進めます。 
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図 21．自然の特性に応じた地域区分イメージ 

 

（２）地域特性を踏まえた取組の実施（対象：群島全体）                 

奄美群島の島々は，それぞれ森林，海域，都市，農耕地などの土地利用や空港，港湾などの諸

施設の立地，さらには自然資源や文化資源，自然公園区域の指定によって，地域毎にも特性がみ

られます。これらの特性を適正に把握して必要な取組を実施していきます。 

 

図 22．奄美大島の地域特性 
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図 23．徳之島の地域特性 

 

（３）多様な観光ニーズと利用形態に応じた動線の整備（対象：奄美大島，徳之島）  

    それぞれの観光客のニーズを満たしながら島内のバランスある利用を推進するためには，多人

数利用や少人数利用などの利用の規模や，体験型利用や周遊型利用などの利用の形態等に対応す

るコースを設定し，動線を創出することが重要です。そのために，上記の地域特性に応じて適切

な規模と機能の施設を配置しつつ，それらを拠点とする体験型利用を進めます。 

多人数を受け入れる総合的な利用拠点（重要拠点）を，生活文化ゾーン内の空港や港などの島

の玄関口や市街地，幹線道路沿いなどへ配置することを検討します。整備に当たっては，観光客

を効果的に集客し，より多くの観光客の満足度を高めるため，国・県・市町村・民間団体が協力

して機能の異なる施設を一部区域に集めることを検討します。また，重要拠点に準じる拠点（サ

ブ拠点）を生活文化ゾーンや自然ふれあいゾーンに配置することを検討します。例えば，多人数

が利用できる森林体験の場を自然ふれあいゾーンに整備することなどが想定されます。そして，

これらの拠点をつなぐコースを準備することで，島内を回遊する多人数の動線を創り出します。 

    さらに，島内に散らばる資源とふれあう小拠点の島内への分散配置を検討するとともに，それ

らを起点や中継地点とする体験型利用を進めることで，少人数利用の動線の創出を図ります。例

えば，滝や森の展望所，トレイルや生活文化の体験拠点などの小規模な施設を分散配置し，エコ

ツアー，生活文化体験やトレッキングなどを進めます。 

以上のように，重要拠点・サブ拠点・小拠点とそれら拠点との体験利用のネットワークを形成

することで，観光客を計画的に誘導します。 
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図 24．マスタープランに基づく機能配置の概念図 

 

（４）自然・人・暮らし・文化などの魅力とふれあう場の創出（対象：群島全体）       

少人数利用による質の高い体験型利用を中心としつつ，多人数利用によるマスツーリズムの満

足度を高める工夫を行うことで，奄美群島ならではの持続的な観光スタイルの確立を目指します。   

遺産価値を象徴する核心部の森では，質の高い少人数の自然体験としてガイドが同行する森林

のエコツアーなどを進めます。 

核心部の外側の生活文化ゾーンでは，多人数の観光客が映像や施設等で森林や動植物，環境文

化を体験できる場を創出します。生活文化ゾーンの中でも環境文化が根付く集落では，シマ（集

落）歩きや体験プログラムなどで，人とのふれあいや生活文化の体験を進めます。 

さらに，それぞれの魅力やふれあいの場をつなぐトレイルコースづくりを進めます。   

 

 

 

 

 原生林ツアー（金作原） シマのおばあちゃんとの交流  大島紬づくり 

図 25．奄美の魅力にふれあう場 

 

 

世界遺産の展示解説や体験，物販
など，異なる機能の施設が集積す
る世界遺産の総合利用拠点。サー
ビスの集積によって多人数を受
け入れ，核心地域の保護と利用者
の満足度の向上を図る。 

 

 

 

各島の特徴や資源に関する情報
提供や体験等の場。重要拠点や小
拠点をつなぐ形で配置し，回遊性
の動線の創出を図る。 

 

 

 

滝や森の展望台など，島内に散ら
ばる資源と触れ合うことのでき
る場。エコツーリズムや生活文化
体験などの少人数利用に対応し，
利用の分散を図る。 

 

 

歩行を前提とした動線。拠点施設
やサブ拠点施設を起点とする動
線。 

 

 

奄美群島を歩いてつなぐ奄美世
界自然遺産トレイルの路線。 

重要拠点 

サブ拠点 

小拠点 
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（５）群島全体への遺産登録効果の波及のための奄美世界自然遺産トレイル（仮称）の整備       

（対象：群島全体） 

奄美群島の島々には，共通する自然や文化を基盤として，地史や歴史の違いによる異なる固有

の動植物，習俗等が存在しています。遺産登録をきっかけに，来島者や地域住民が奄美群島の自

然・歴史・文化のつながりとそれぞれの固有性を実感できるよう，群島全体をつなぐ奄美世界自

然遺産トレイル（仮称）の整備を進めます。トレイルによって奄美群島の自然・人・暮らし・文

化と歩いてふれあう機会を設けることで，地域全体に遺産登録効果を波及させるとともに，群島

全体の連携の強化を図ります。    

 

（６）適正利用のルールづくり（対象：奄美大島，徳之島）                     

自然資源を消費し，文化資源を変容させることなく持続的な観光振興を図るためには，自然環

境の保全を原則とした質の高いサービスを提供することが必要です。そのために，核心地域を中

心とした自然保護ゾーンにおいて，利用方法のルールの設定を進めます。ルールは，地域関係者

による協議と合意形成を経て設定します。 

   

（７）情報・知見の蓄積と島外に向けた効果的な情報発信の推進（対象：群島全体） 

持続的な観光を進めるために，地域関係者が協力して観光利用の状況調査・モニタリング，他

事例の学習などを行い，順応的な対応を行っていきます。また，観光客のニーズに対応しつつ，

地域が目指す持続的な観光を進めていくためにも，奄美群島の観光利用についての情報を観光客

にとってわかりやすい形で発信します。 
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4-38 奄美大島、徳之島における公共事業環境配慮指針 

 

1．基本的な考え方 

1）指針策定の背景と目的 

奄美群島は，多くの固有種や希少種を含む多様な動植物の生息・生育環境を有する地域であ

る。また，奄美群島に暮らす人々は，この自然を活用しながら，特有の文化を形成してきた。 

一方，これまで，道路や林道等の交通インフラの整備，防災対策，農業基盤整備等の公共事

業が実施されてきた。奄美群島における公共事業は，道路においては国県道の改良率・舗装率

を全国と同レベルの水準に近づけ，河川，ダム，海岸保全施設についても一定の防災機能や国

土を保全する機能を発揮し，また，農業基盤整備についても一定の水準まで整備が進むなど，

群島民の生活水準の向上に貢献してきており，今後も利便性や安全性の向上など島民の生活を

支える上で必要な事業である。そのため公共事業では，地域の自然環境との調和を図るため，

様々な環境配慮の取組が行われてきている。 

奄美大島・徳之島は，「奄美・琉球」世界自然遺産登録候補地の一地域として暫定リストへの

記載が決定しており，世界自然遺産登録の実現のためには，公共事業の実施に当たって，これ

まで以上に奄美の自然環境や歴史・文化的資源へ配慮することが求められている。 

これまでの公共事業においては，環境配慮について，各事業で個別に検討されてきたが，世

界自然遺産登録を見据え，事業地単位ではなく，奄美大島・徳之島としての自然環境，景観，

歴史，文化等を永続的に保持するためには，地域全体が一体となって取り組む共通の指針が必

要である。 

本指針は公共事業による自然環境や景観，歴史・文化的資源等への影響を低減することを目

的とし，公共事業実施の際の環境配慮の共通の理念，方針，手順等を定めるものである。 

 

2）基本理念 

公共事業の計画決定に先立ち，事業地の変更等の環境影響の回避や低減等も十分検討した上

で事業計画を決定する。また，公共事業の実施に当たっては，奄美の自然環境，景観，歴史・

文化的資源，人と自然とのふれあいの場等に与える影響の低減を目指す。 

新規事業における影響の低減はもちろんのこと，維持管理段階においても継続的にその影響

の低減を目指す。また，既設構造物の改良や，自然再生型の公共事業の実施による自然環境の

質の向上にも努めることとする。 
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3）基本方針 

奄美大島(加計呂麻地域含む)・徳之島における公共事業は，以下に示す方針に基づいて，自

然環境，景観，文化等に配慮した整備を基本とする。 

 

①自然環境への影響及び希少野生生物の保護を考慮した上で，事業実施について検討し，自然

環境への負荷の回避を十分検討する。 

②公共事業に伴う自然環境への影響を回避できない場合は，最小化，修復，回復等の適切な措

置を講じ，自然環境への負荷を低減する。 

③新規事業の実施時のみではなく，維持管理段階においても同様に自然環境への負荷を低減す

る。 

④本指針の策定以前の公共事業による既設構造物については，必要に応じて，環境配慮型の構

造への改良の必要性・実現性を検証した上で，できるだけ配慮する。 

⑤自然再生型公共事業については，自然再生基本方針に掲げられた順応的管理や科学的知見を

踏まえ実施の判断をする。 

⑥奄美固有の自然生態系を確保するため，移入種の侵入防止及び分布拡大防止のための対策及

び野生生物の種の保存などに配慮する。 

⑦地域の特性に応じて，奄美らしい自然や歴史・文化的知恵を守り活かす，環境文化型の公共

事業を目指す。 

⑧エコツアーのフィールドなど，人と自然のふれあいの場が確保できるように配慮する。 

⑨自然環境のみではなく，歴史・文化的資源の保存についても配慮する。 

⑩公共事業に携わる者全てが，本指針の主旨の把握に努める。 

⑪その他，本指針に特に定めがないものについては，法令，条例その他の指針等に基づいて，

環境配慮を実施する。 

 

環境配慮指針：環境配慮の理念，方針，手順等の共通事項を規定 
 

１．新規事業及び改良事業

における環境配慮 

○新規に構造物の建設

等を実施する場合の

環境配慮の仕組み 

○環境に配慮した構造

の採用など，計画・設

計の段階から，施工中

の配慮までの環境配

慮を想定 

３．既設構造物等の 

自然再生型の改良 

○既に設置された構造

物等を，自然環境に配

慮した形に改善する

仕組みの検討 

○構造物の撤去も含め

た自然再生型の公共

事業について検討 

 

２．維持管理における 

環境配慮 

○既に建設された構造

物等（主に道路等）の

維持管理に係る環境

配慮の仕組み 

○道路等の機能維持の

ための草刈・伐採をは

じめとした，構造物の

維持管理のための作

業の際の配慮を想定 
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4）指針の適用範囲 

本指針の適用対象となる地域及び事業を以下のとおり定める。 

(1)指針適用の対象地域と地域に応じた環境配慮 

立地条件によって環境配慮の重要性が異なるため，以下のエリアに区分し，それぞれに合っ

た環境配慮を実施する。適用範囲は遺産区域外も含めた奄美大島（加計呂麻地域含む）及び徳

之島とする。 

a.遺産区域内 

遺産区域の内部においては，有識者委員会等を設置するとともに，環境調査を実施し，詳

細に環境配慮を検討することとする。 

b.緩衝地域（国立公園第 2種特別地域，第３種特別地域，海域公園地区及び普通地域（海域

のみ）に接する海岸地帯） 

当該地域における環境配慮対象の有無を把握し，基準に定める事業の規模に応じてアドバ

イザーからの助言及び環境調査の結果から，各地域の状況に応じた環境配慮を検討すること

とする。重要な種の生息情報がある場合など，特に保全上重要な要素の存在が判明した場合

は有識者の助言を得る。 

c.その他の地域 

基本的に，当該地域における環境配慮対象の有無を把握し，地域の状況に応じた環境配慮

を検討する。ただし，奄美の自然・文化を保全する上で特に重要な要素の存在が判明した場

合には，アドバイザーから助言を得ることとする。 

 

(2)指針適用の対象事業 

土地の形状変更，建造物・工作物等の新設・更新，植物の除去・植栽・播種，動物の放出，

水文環境の改変等を伴う国，県，市町村等が発注する全ての公共事業を対象とする。また，草

刈等の自然環境に影響を与える維持管理作業が発生する場合についても，指針の適用対象とす

る。 

災害復旧事業については，可能な限り当指針を踏まえて行うものとする。 

ただし，緊急に機能の復旧を図るため，やむを得ない場合は例外とする。 

民間の事業者についても，指針の適用を推奨する。 

 

 (3)指針適用の対象外事業 

本指針の施行前に事業計画に着手している公共事業については，原則として本指針の適用外

とする。 

 

5）配慮すべき要素 

奄美群島は亜熱帯気候に属しており，本州以北では問題とならないような事項が影響を及ぼ

す可能性がある。また，奄美群島特有の景観や地域，集落単位で守られてきたものがあり，こ

のような地域特有の要素に関して，特に配慮が必要である。 

公共事業の実施に当たり，自然環境や景観等について配慮すべき要素の例は次のとおりとす
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る。 

 

①生物多様性 野生動物，野生植物，希少な動植物の生息・生育環境 

②基盤環境 地形，地質，水質，土壌，地盤，底質，水循環，地下水，波浪，潮流，

赤土流出 

③地域の伝統的な暮ら

し・文化・歴史 

文化財，史跡，集落景観，地域で古くから大切にされている場所（聖

地），風習，風景，その他歴史的遺産 

④景観・自然とのふれあ

い 

エコツアーのフィールド，自然景観，文化景観，街並み景観，その他

ふれあいの場 

⑤環境への負荷の低減 廃棄物処理，リサイクル，自然エネルギー利用，地球温暖化対策 

⑥生活環境 大気，悪臭，騒音，振動 

 

6）環境配慮の進め方 

①事業者は，本指針に定めるところにより，公共事業における環境配慮を進める。 

②公共事業の実施に当たって，事業者は環境配慮について検討し，「事業計画」，「設計」，「施工」，

「維持管理」の各段階において実施する。 

③審査機関を設置する。事業者は各段階における環境配慮に関する点検を行い，その結果を審

査機関に提出する。審査機関はその内容を検証し，必要に応じて事業者へ見直しを申し入れ

る。 

④審査機関は，検証した結果を環境配慮の事例としてデータベースに情報を集積する。 

 

7）環境配慮指針の運用を支援する仕組みの構築 

(1)チェックシート 

事業によって生じる環境影響要因と当該地域の環境配慮要素を照合し，環境配慮が必要な

項目を抽出することができるチェックシートを作成する。運用の過程で問題等が生じた場合

は，適宜，チェックシートを更新することとする。 

 

(2)データベース 

奄美大島・徳之島における環境配慮要素（希少種，価値の高い植生，歴史・文化的資源，

エコツアーのフィールド等）の分布等の情報を集積したデータベースを構築し，公共事業の

実施地における環境配慮要素の状況を計画段階から参照可能な状態とする。ただし，希少種

保護の観点から，外部に情報が漏洩しないように管理することとし，管理者が必要と認めた

場合のみ，使用可能な状態とする。 

 

(3)施工事例集 

これまでに実施した環境配慮の工法と効果（もしくはモニタリング経過）等を示した事例

集を作成し，環境配慮の方法を検討する際の材料とする。また，各公共事業においては，環

境配慮を実施し，効果検証を行った後に，事例集のシートに概要を取りまとめ，情報を集積

することとする。 
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(4)人材バンク 

地域の自然環境等に詳しく，現場での相談・確認を依頼することができる人をアドバイザ

ーとして登録する。アドバイザーは，環境保護と公共事業の実施の両立に留意して助言する

ものとする。 

 

(5)作業の手引書 

施工・維持管理作業の従事者が作業する中で配慮すべき事項を手引書として取りまとめ，

作業における環境配慮を徹底する。 

 

(6)研修制度 

施工・維持管理作業の従事者が，確実に環境配慮を遂行することができるように，環境配

慮の基本的知識等について学ぶことができる研修等を実施する。また，建設業等の関係団体

が主催する研修会等も活用する。 

 

2．環境配慮指針 

1）事業計画・設計段階における事項 

(1)計画段階における検討事項 

公共事業の計画策定に当たっては，事業地の変更等の環境影響の回避や低減等も十分検討し，

回避できない場合は，最小化，修復，回復等の適切な措置を講じ，自然環境への負荷を低減す

る。 

 

(2)事業計画の策定 

事業計画の策定に当たっては，本指針に定める基本方針に基づき，自然環境や景観等に配慮

する。 

 

(3)環境配慮事項の検討 

各事業において配慮すべき「環境配慮事項」を以下の手順により検討する。 

 

a.立地条件の確認 

事業実施地が以下の 3 つの区分のうち，いずれの地域に属するか確認し，各区分に合った

環境配慮を実施する。 

①遺産区域内 

②緩衝地域（国立公園第 2 種特別地域，第３種特別地域，海域公園地区及び普通地域（海

域のみ）に接する海岸地帯） 

なお，緩衝地域においては，基準に定める事業規模に応じて，A大規模事業，B小規模

事業に区分する。 

③その他の地域 
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b.事業実施地における環境配慮要素の抽出 

事業実施地の立地条件に応じて，以下のような情報や助言を基に環境配慮要素を抽出する。 

①遺産区域内 

全ての公共事業で配慮すべき基本項目の他，データベースの情報，アドバイザーの助言，

環境調査の結果から環境配慮要素を抽出する。また，有識者等からなる委員会を設置し，

助言を得る。 

②緩衝地域（国立公園第 2 種特別地域，第３種特別地域，海域公園地区及び普通地域（海

域のみ）に接する海岸地帯） 

全ての公共事業で配慮すべき基本項目の他，データベースの情報，基準に定める事業の

規模に応じてアドバイザーの助言及び環境調査の結果を参考にして環境配慮要素を抽出す

る。大規模事業の場合には，重要な種の生息情報がある場合など，特に保全上重要な要素

の存在が判明した場合は有識者の助言を得る。 

③その他の地域 

すべての事業で配慮すべき基本項目の他，データベースの情報を参考にして環境配慮要

素を抽出する。ただし，奄美の自然・文化を保全する上で特に重要な要素の存在が判明し

た場合には，アドバイザーの助言を受けることとする。 

 

c.環境影響要因の抽出 

事業の実施内容から，自然環境等に影響を及ぼす可能性がある「環境影響要因」を抽出す

る。 

 

d.環境配慮項目の抽出 

チェックシートを用いて「環境配慮要素」と「環境影響要因」を照合し，配慮が必要な項

目を抽出する。 

 

e.環境配慮事項の検討 

配慮が必要な項目について，施工事例集を参考にし，また，必要に応じてアドバイザーか

ら助言を得ながら環境配慮事項を検討する（遺産区域内及び緩衝地域内の大規模事業の場合

は有識者委員会等の助言を得る）。 

 

f.事業計画への反映 

環境配慮事項を事業計画に反映し，設計，施工，維持管理の各段階において配慮する事項

を明らかにする。 

 

(4)事業計画・設計における配慮 

事業によって生じる環境影響要因を把握し，自然環境等への影響を視野に入れ，総合的に施

設等の位置・規模・内容を検討する。自然環境等を保全することを基本とするが，影響が避け
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られない場合には，本指針に定める「基本方針」に基づいて負荷を低減することとする。 

 

(5)構造物に関する配慮 

構造物については，自然環境や景観等に配慮した構造，材料及び意匠とする。 

特に，構造物による生息地の分断や日照条件等の微気象の変化は野生動植物の生息・生育に

与える影響を軽減するため，十分な配慮が必要である。また，エコツアーのフィールドや文化

的要素も加味し，景観への影響を極力低減することが望まれる。他の地域では大きな問題とな

らないような構造物であっても，地域特有の景観を改変してしまう可能性があり，配慮が必要

である。 

 

(6)移入種対策 

使用する材料及び資材の選定に当たっては，奄美群島固有の自然生態系に悪影響を及ぼさな

いよう留意する。固有種が多く，島嶼に位置する奄美群島の生態系は移入種の侵入により大き

く影響を受ける可能性があることから，移入種の侵入を未然に防止する必要がある。 

海外からの移入種のみではなく，国内であっても，島外産の動植物の侵入の防止に努め，慎

重に監視する必要がある。特に，法面緑化等の緑化事業を実施する際に，島内の在来種と同種

もしくは近縁種を島外から導入した場合，交雑により遺伝子が攪乱され，在来の生態系に重大

な影響を与える可能性があるため，できるだけ導入しないようにする等，十分に配慮する必要

がある。 

奄美群島は亜熱帯性気候に属していることから，九州以北では問題とならないような種が大

きな影響を及ぼす可能性があり，注意が必要である。 

 

(7)災害復旧事業への適用 

災害復旧事業は，通常，原形復旧が原則とされるが，復旧に当たっては，環境に配慮した構

造物に改良した工法で復旧できないか検討を行う。 

 

(8)既設構造物への適用 

本指針の策定以前の公共事業による構造物については，世界自然遺産区域に関係する場所を

中心として，当該構造物が貴重な自然環境に継続的に悪影響を及ぼしている場合等に改修等の

実施について検討する。 

 

(9)建設リサイクルの推進 

建設副産物等は，建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律及び廃棄物の処理及び清掃に

関する法律等の関係法令等に基づき，適正に処理するものとする。 

環境への影響を極力少なくするため，建造物等の長寿命化，建設副産物等の発生抑制を図る

とともに，利用可能なものは，現場内流用，工事間流用，再資源化施設での処理等によりリサ

イクル（再使用又は再生利用）に努める。 
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(10)工事間流用の調整 

建設リサイクルを推進するため，工事間流用等について情報交換し，利用調整を図る。 

建設副産物の現場内流用，工事間流用，再資源化施設での処理等に当たっては，島内の利用

調整会議により情報交換を行い，利用調整を行う。 

 

2）施工段階における事項 

(1)施工計画の策定 

施工実施者は，施工計画の策定に当たり，本指針に定める基本方針に基づき，自然環境や景

観等に配慮し，発注者の指導のもと作成する。 

特に希少動物の生息地においては，繁殖行動を妨げないような施工時期の設定や，ロードキ

ルの防止，夜間照明による影響の低減など，生息する動物種の生態に応じて，配慮の内容を十

分に検討する。 

また，災害等緊急な場合を除き，草刈や伐採，仮設構造物（仮設道路など）の設置等が実施

される際には，希少植物に対して十分な配慮を検討する。 

 

(2)施工実施者の責務 

施工実施者は受注した公共工事の内容を十分理解し，施工計画書に従って施工による周辺の

自然環境や景観等への影響を最小限にとどめる努力をするものとする。現場条件に差異が生じ

た場合は実施計画・設計段階における配慮事項を踏まえ，適正に配慮する。この際，判断に困

る場合は，発注者を通してアドバイザーに助言を依頼する。 

 

(3)環境配慮を実施する施工実施者に対する技術的支援 

自然保護部局においては，施工実施者が環境配慮に対する知識や技術を向上させるため，環

境配慮について学ぶことができる研修等を実施し，作業員の環境配慮に対する知識や技術の向

上を支援する。 

また，施工現場での作業の際の留意事項を取りまとめた「作業の手引き書」を作成し，現場

作業における環境配慮の実施を支援する。 

 

(4)建設機械等の使用，保安施設等の設置 

施工実施者が使用する建設機械は，低騒音・低振動型及び排出ガス対策型のものを用いるな

ど，環境に配慮して行うものとする。さらに，周辺景観との調和を図るため，安全に影響のな

い範囲で保安施設等の色彩にも配慮する。 

 

(5)環境配慮員の配置 

施工実施者は，下表のとおり環境配慮員を配置し，その措置内容について発注者及び審査機

関に報告する。 

また，発注者においては，自然環境等に配慮した施工が行われるよう施工実施者を指導する。 
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立地条件 環境配慮員 チェック 

①遺産区域 配置 環境配慮員がチェック 

②緩衝地域（国立公園第 2種特別地域，第３種特

別地域，海域公園地区及び普通地域（海域のみ）

に接する海岸地帯） 

A大規模事業 

 配置 

B小規模事業 

 なし 

環境配慮員がチェック 

 

施工実施者がチェック 

③その他の地域 なし 施工実施者がチェック 

 

(6)資材等の確認 

環境配慮員及び施工実施者（請負者）は，島外からの材料搬入又は，資材の移動に際して，

移入種（海外からの移入種のみではなく，国内移入種を含む）の侵入及び移動拡散を防ぐため

に，使用材料，資材の点検を徹底する。 

移入種の侵入を防ぐために，使用材料の産地及び保管状況を調査し，また，その搬入時に，

移入種対策が取られているか点検する。 

材料，工事資材等の島内及び島間の移動に際しては，移入種に対する十分な予防措置を行う

ものとする。特に，島内の在来種と同種であっても，島外産のものは遺伝子レベルでは異なる

ものであり，遺伝子の攪乱が生じる恐れがあることから，注意が必要である。 

 

3）維持管理段階における事項 

(1)維持管理計画の策定 

維持管理計画の策定に当たっては，本指針に定める基本方針に基づき，自然環境や景観等に

配慮する。 

「２．1）(3)環境配慮事項の検討」と同様に環境配慮事項を検討し，維持管理計画に反映す

る。ただし，環境調査，委員会については，必要ないものとする。維持管理作業の実施者はこ

れに従って環境配慮を徹底する。 

維持管理計画が策定できない場合であっても，作業実施に先立った環境配慮事項を検討し，

作業の実施者はこれに従って環境配慮を徹底する。 

 

(2)維持管理における環境配慮の進め方 

作業実施者に対する技術的支援，環境配慮員の配置等について，「2)施工段階における事項」

と同様の手順により環境配慮を実施する。 

 

(3)モニタリング調査の実施 

作業実施地の自然環境の状況により，必要に応じてモニタリング調査を実施する。モニタリ

ングの結果により自然環境への影響が見られた場合は，維持管理作業の方法の見直しを含め，

適正な処置を講じる。その際に，適宜，アドバイザーに助言を依頼する。 

 

(4)自然環境の回復 

必要性が失われ，用途を廃止した施設（構造物）は，2 次効用，3 次効用の有無を確認の上，

4-325

平成29年2月提出版



 

 

慎重に検討し，できるだけ速やかに工作物の除去を行うなど，自然の回復に努める。 

緑化を行う場合は，島の在来植物を誘導する工法（無種子）による等，極力緑化資材として

生態系に悪影響を及ぼさない種を使用する。 

 

(5)工事間流用の調整 

建設リサイクルを推進するため，工事間流用等について情報交換し，利用調整を図る。 

建設副産物の現場内流用，工事間流用，再資源化施設での処理等に当たっては，島内の利用

調整会議により情報交換を行い，利用調整を行う。 

 

 

4）事業の審査に関する事項 

(1)審査機関の設置 

本指針に基づき事業者が行う自然環境等への配慮のための自己点検の内容を検証するため

に，審 

査機関を設置する。 

 

(2)審査機関による検証 

施工の段階において，事業者は本指針に基づき自己点検を行い，その内容を審査機関が検

証する。 

 

5）自然再生型公共事業 

自然環境は各種自然現象（台風，豪雨，気候変動等）や人の営みによる影響により常に変化

している。この変化が奄美大島・徳之島の自然環境や生物多様性保全上好ましくない変化であ

ると判断される場合には，変化しつつある自然環境を積極的に改善し，再生を図る公共事業の

実施が望まれる。 
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4-39 生物多様性おきなわ戦略（抜粋） 

 

策定主体 沖縄県 

策定年月 平成２５年 3月 

 

目次（抜粋箇所を太字で示す） 

第１章 生物多様性おきなわ戦略策定の背景 

第１節 沖縄 21 世紀ビジョン  

第２節 生物多様性の保全に関する社会的流れ  

第３節 生物多様性地域戦略の策定 

第２章 生物多様性について 

第１節 生物多様性とは  

第２節 生態系サービスについて  

第３節 沖縄における生態系サービス 

第３章 現状と課題 

第１節 世界の生物多様性の現状  

第２節 日本の生物多様性の現状  

第３節 沖縄県の生物多様性について 

第４章 地域戦略 

第１節 基本姿勢 

第２節 グランドデザイン 

第３節 目標 

第４節 基本的視点 

第５節 基本施策 

第５章 行動計画 

第１節 施策ごとの取組 

第２節 重点施策及び取組 

第６章 推進体制 

第１節 主体ごとの役割 

第２節 進行管理 
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（中略） 

第４章 地域戦略 

（中略） 

第１節 基本姿勢 

１ 地域戦略策定の主旨 

沖縄県における生物多様性に関する課題を踏まえ、生物多様性を保全・維持、回復して次世

代に繋げ、自然との「つながり」と自然からの「恵み」を持続的に享受できる自然環境共生型

社会を実現していくための基本的な計画として「生物多様性おきなわ戦略」を策定します。 

 

２ 地域戦略の位置付け 

（１）生物多様性基本法 

生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する法令などは多岐に渡っています。生物多様性

基本法のもとで、これらの法制度が相互に連携し、効果的に運用されることが重要であり、国

家戦略はその基本的な方針を示す役割を担っています。 

「生物多様性おきなわ戦略」は、「生物多様性基本法」第 13 条に基づく生物多様性の保全と

持続可能な利用に関する沖縄県の基本的な計画として位置づけられ、、生物多様性国家戦略を

基本として策定しています。 

 

（２）沖縄 21 世紀ビジョンと沖縄 21 世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画） 

「沖縄 21 世紀ビジョン」は、県民の参画と協働のもとに、将来（概ね 2030 年）のあるべき

沖縄の姿を描き、その実現に向けた取組の方向性と県民や行政の役割などを明らかにする基本

構想です。 

「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」は、「沖縄 21 世紀ビジョン」で示された将来像の実現に

向けた取組の方向などを踏まえ、沖縄の福利を最大化すべく、「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」

における「基本方針」や「基本施策」などを明らかにしたものです。 

「生物多様性おきなわ戦略」は、この「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」に沿って策定され、

生物多様性の保全及び持続可能な利用を図る観点から「沖縄 21 世紀ビジョン」及び「沖縄 21 

世紀ビジョン基本計画」を推進する計画としての役割を持つものです。 

 

（３）第２次沖縄県環境基本計画 

「第２次沖縄県環境基本計画」は、沖縄県環境基本条例第８条の規定に基づく計画であり、

県の環境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画です。 

「生物多様性おきなわ戦略」は、「第２次沖縄県環境基本計画」の目標の一つである「人と自
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然が共生する潤いのある地域づくり」を達成するために必要な計画に位置付けられます。 

 

（４）国際的な取組に関する役割への適切な対応 

国連では、2011 年から 2020 年までの 10 年間を「国連生物多様性の 10 年」と定め、愛知

目標達成に向け、国際社会のあらゆる主体が連携して生物多様性の問題に取り組むとしていま

す。このような社会的な流れにおいて、地方自治体が地域の自然社会的条件に応じた生物多様

性に関する施策を進めていくことは、わが国の生物多様性を保全し、持続可能な利用を進めて

いく上で極めて重要な役割を担っています。 

よって、本県の生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るための基本的な計画となる「生

物多様性おきなわ戦略」を策定することは地方自治体としての役割の一つを果たすことになり

ます。 
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図 生物多様おきなわ戦略と他法令との関係 

上記図において、「根拠」は法令などを根拠として策定されていることを、「方向性」は上位計画が下

位計画へ方向性を示していることを、「整合」は上下関係にある計画間で内容の整合を図ることを、「連

携」は並立関係にある計画間で連携を図りながら施策などを進める事を、「推進」は下位計画から上位

計画を推し進め、発展させることを示しています。 

 

３ 地域戦略の対象地域 

本地域戦略の対象地域は、沖縄県全域とします。 

 

４ 戦略の見直し 

「生物多様性おきなわ戦略」は策定後５年を目処に見直すこととします。ただし、自然環境

や社会状況などが急激な変化を遂げた場合など、必要に応じて見直します。 

また、短いスパンで目標を設定することが適切なものについては個別に目標年次を設定しま

す。 
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第２節 グランドデザイン 

（中略） 

２ 目指すべき地域の将来像 

（中略） 

（１）北部圏域 

『森と海の繋がりを大切にし、人々の生活と自然の営みが調和している地域』 

・やんばるの森林では機能に応じたゾーニングや森林経営計画が検討され、持続可能な循環

型「林業・林産業」と環境調和型「自然体験活動」を組み合わせた「やんばる型森林業」

が構築されています。 

・エコツアーは環境負荷やオーバーユースを回避、軽減するための環境収容力に配慮してお

り、ガイドは人気の職種となっています。 

・生物多様性に配慮した河川改修が進み、沖縄本来の生態系が回復した河川にはリュウキュ

ウアユなどが定着しています。 

・一定規模のサンゴ群集の再生が図られるとともに、重要なサンゴ礁海域や干潟が保全区域

となり、国や県の保全措置と地域の自主管理が連携することで、バランスのとれた保全と

利用が図られています。森と海は一体であるとの考え方が地域で共有され、様々な対策に

より赤土等汚染などの陸域からの影響が減少しています。また、農地として復元される可

能性のない耕作放棄地などが、森林や湿地の再生に活用され、サンゴ礁の保全にも貢献し

ています。 

・環境に配慮した農業が地域の生活と自然環境の維持に貢献しています。 

・沖縄島北部地域のマングースやノネコ・ノイヌが完全排除され、ヤンバルクイナなどの希

少種が分布域を回復しています。また、希少種を保護する法律・条例が効果的に機能し、

希少な昆虫類や植物などの採集と取引が防止されています。 

・関係者の協力により、ヤンバルクイナ、ケナガネズミなどの希少野生動物のロードキルの

件数が減少している他、すべての県民が北部の自然の大切さを理解し、廃棄物のリサイク

ル等が周知され不法投棄が見られなくなっています。また、犬や猫の飼い主にマナーが徹

底され捨て犬・捨て猫は見られなくなっています。 

・世界自然遺産や世界ジオパークに登録された自然豊かな地域として国内外から多くの観光

客が訪れ、地域の人々に物心両面で豊かさをもたらしています。また、観光産業が自然資

源の保全に責任を持って取り組んでいくと同時に、積極的に環境共生型の観光地であるこ

とを強調し、発信しています。 

・ジュゴンとその生息環境が保全され、ジュゴンの泳ぐ姿が見られるようになっています。

また、ウミガメが産卵する砂浜が保全されています。 
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・伝統の祭祀とともに祭祀に関わる自然環境や、御嶽の周辺の自然体系が大切に維持保全さ

れています。 

・返還された米軍の北部訓練場の跡地は、県民の財産として大切に維持保全されています。 

（中略） 

（５）八重山圏域 

『豊かなサンゴ礁と原生の森に住む生き物たちが、人々のやさしさで育まれ、多くの人々に大切

にされている島々』 

・保全すべき地域と利用する地域のゾーニングが行われ、エコツーリズムなどの体験・滞在

型観光が行われています。 

・西表島の仲間川、浦内川などのような大きな川では、環境収容力に配慮したエコツアーが

行われています。また、河川や渓流を訪れる観光客は、自然環境に対する理解と愛着を持

ち、生態系に配慮しつつレクリエーションを楽しんでいます。 

・重要なサンゴ礁海域や干潟が保全区域となり、国や県の保全措置と地域の自主管理が連携

することで、バランスのとれた保全と利用が図られています。また、オニヒトデ大量発生

のメカニズム解明が進み、予察が可能となり、特別に重要なサンゴ礁と位置づけられた区

域では、継続・集中した防除対策によりサンゴ群集が守られています。 

・陸と海は一体であるとの考え方が地域で共有され、様々な対策により赤土等汚染などの陸

域からの影響が減少しています。 

・環境に配慮した農業が島の生活と自然環境の維持に貢献しています。 

・希少種を保護する条例が効果的に機能し、希少な昆虫類や植物などの採集と取引が防止さ

れています。 

・関係者の協力により、イリオモテヤマネコ、カンムリワシの希少野生動物のロードキルの

件数が減少しています。また、島の自然を誘客の一番の源泉としている観光産業において

は、自然資源の保全に責任を持って取り組んでいくと同時に、積極的に環境共生型の観光

地であることを強調し、発信しています。 

・世界自然遺産に登録された自然豊かな地域として国内外から多くの観光客が訪れ、地域の

人々に物心両面での豊かさをもたらしており、地域内の歴史・文化資源、亜熱帯果樹など

の農林水産物、住民のホスピタリティなど、様々な資源を活用した独自の観光スタイルが

創出されています。 

 ・伝統の祭祀とともに祭祀に関わる自然環境や、御嶽と周辺の自然生態系が大切に維持保全

されています。 

・魚釣島では野生化ヤギ対策が進められ、植生が回復し、センカクモグラ、アホウドリ、ア

オツラカツオドリ、アジサシ類などが繁殖しています。  
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（中略） 

第５章 行動計画 

（中略） 

第２節 重点施策及び取組 

１ 県全域の重点施策 

 

  
 

重点施策 1-1  
 

世界自然遺産への登録推進  
   

 
取組  

 

世界的にも貴重な沖縄の自然を保全し、うまんちゅの宝として
次世代に引き継いでいくため、多様な自然環境を有し、固有かつ
絶滅のおそれがある種が生息・生育する場として重要な地域の世
界自然遺産への登録を目指します。  

そのため、西表石垣国立公園の拡大ややんばる地域の国立公園
化に向けた条件整備を進めます。  

また、希少種保護等の取組を進めるとともに、世界自然遺産の
候補地としてふさわしい地域資源の活用を進めます。  

担当課  
 

自然保護課  
 関連する施策ごと 

の事業・取組  
 

1-（2）-ア 保護担保措置の拡充  

1-（2）-イ 外来種対策の推進  

1-（2）-ウ 地域住民と協力した取組の推進  
 

 

  
 

重点施策 1-2  
 

サンゴ礁生態系の保全・再生  
   

 
取組  

 

沖縄の海を特徴づけるサンゴ礁生態系は、サンゴの白化現象や
オニヒトデの大量発生、陸域からの赤土の影響などにより大きな
影響を受け、生物多様性の危機が顕在化しています。  

 そのため、陸域と海域が一体となった「総合沿岸管理計画」を
策定し、関係者が連携してサンゴ礁の保全再生に取り組むととも
に、オニヒトデの大量発生メカニズムを明らかにし、抜本的な対
策を講じます。  

 また、「赤土等流出防止対策基本計画（仮称）」に基づいて、計
画的な調査、流出防止対策などを進めるとともに、面的な広がり
のあるサンゴ群集の再生を実証します。  

さらに、漁業者やダイビング事業者などの様々な主体が実施し
ているサンゴ礁保全活動を支援します。 

担当課  

 

自然保護課、環境政策課、水産課、環境保全課、営農支援課、 

村づくり計画課、農地水利課  
 関連する施策ごと 

の事業・取組  
 

2-（2）-ア 「赤土等流出防止対策基本計画(仮称)」の策定  

2-（2）-イ 地域住民による流出防止  

2-（2）-ウ 流出対策の強化・支援、既存対策施設の適切な維持
管理  

2-（2）-エ 流出防止技術の調査・研究  

2-（5）-ア サンゴ礁の保全・再生  

2-（5）-ウ 再生に向けた技術の調査研究  

5-（1）-ア 企業、生産者、団体などによる活動の促進・支援  
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重点施策 1-3  
 

環境共生型観光地の形成  
   

 
取組  

 

沖縄の豊かな自然環境を活かした観光産業が今後も持続的に 

発展していくためには、環境への負荷を低減し、自然資源の保 

全に責任を持って取り組む自然と共生する観光産業を推進する 

必要があります。  

そのため、自然環境の保全に配慮した環境共生型観光地づく 

りやエコツーリズムを推進するととともに、沖縄の自然に育ま 

れた文化資源を活用した観光を推進します。  
 

担当課  
 

観光振興課、自然保護課  
 関連する施策ごと 

の事業・取組  
 

3-（2）-ア 環境共生型観光地づくりの推進  

  
 

 

  
 

重点施策 1-4  
 

「沖縄県生物多様性プラザ（仮称）」の設置  
   

  
 

取組  

 

生物多様性の認知度を高め、保全に向けた取組を進めるため 

には、県民や来訪者に沖縄の生物多様性に関する理解を深め、 

生物多様性の保全活動を育て、このような取組を行う様々な主 

体を繋げるネットワーク型の拠点が必要です。  

そのため、以下の機能を有する「沖縄県生物多様性プラザ（仮 

称）」を設置します。  

①情報の収集・発進  

＜主な取組＞  

 ・HP、機関誌、多様なメディアを活用した情報発信  

 ・情報を収集整理、データベース化し、提供  

 ・市町村、博物館、学校での移動企画展などの開催  

など 

②活動及び人材育成を支援する機能  

＜主な取組＞  

 ・地域で行われている活動の発展支援  

 ・講習会や先進地視察による専門人材育成  

 ・学校、児童館などへの出前授業による学習機会の拡大  

 ・旅行プログラムでの自然教室の拡大  

・上記活動の相談対応             など  

  

③ネットワークを構築する機能  

＜主な取組＞  

 ・企業 CSR（社会的責任：Corporate Social  

Responsibility）とのマッチングによる企業がスポンサー 

となった活動の育成  

 ・ビジネスとして成立する可能性のある学習会や体験型活 

動の育成  
 

担当課  

 

自然保護課  

 関連する施策ごと 

の事業・取組  
 

4-（1）-エ 「沖縄県生物多様性プラザ（仮称）」の設置  
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２ 圏域別の重点施策 

（１）沖縄島北部圏域 

沖縄島北部圏域における生物多様性の現状と課題を踏まえ、以下の３つを重点施策として、

優先的に進めます。 

 

  
 

重点施策 2-（1）-1  
 

ゾーニングによる自然との共生  
   

 
取組  

 

生物多様性が豊かなやんばる地域では、古くから林業が営 

まれている地域もあり、自然環境の保全と持続可能な利用を 

バランスよく推進していく必要があります。  

そのため、自然環境を保全すべき区域と利用する区域にゾ 

ーニングするなど、保全と利用が両立する森林保全のあり方 

を関係者と連携し検討するとともに、持続可能な循環型林 

業・林産業と環境調和型自然体験活動が組み合わさった「や 

んばる型林業」の展開を目指します。  
 

担当課  
 

自然保護課、観光振興課、森林緑地課  
 関連する施策ごとの 

事業・取組  
 

1-（2）-ア 保護担保措置の拡充  

1-（2）-イ 外来種対策の推進  

1-（2）-ウ 地域住民と協力した取組の推進  

3-（1）-ウ 森林・林業・緑化における生物多様性の保全  

3-（2）-ア 環境共生型観光地づくりの推進  
 

 

  
 

重点施策 2-（1）-2  
 

希少種の保護  
   

 
取組  

 

希少種については、これらの種が生態系を構成する要素の 

欠かせない一員であり、世界や日本の中でも北部圏域にのみ 

生息・生育している種がいることを意識し、保護を図ってい 

く必要があります。  

そのため、「沖縄県希少野生動植物保護条例（仮称）」を制 

定し、地域と連携した希少生物の保護を図るとともに、天然 

記念物の保護を推進します。  

また、小動物に配慮した横断ボックス設置などによるロー 

ドキル対策を行うとともに、希少種の脅威となる外来種の防 

除対策を行います。  
 

担当課  

 

自然保護課、道路街路課、道路管理課  

 関連する施策ごとの 

事業・取組  
 

1-（2）-ア 保護担保措置の拡充  

1-（3）-イ 希少種の保護  

1-（3）-ウ 外来種対策の推進  

1-（3）-エ 天然記念物の保護及び普及啓発  
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重点施策 2-（1）-3  
 

多自然川づくりの推進（生物多様性に配慮した河川改修）  
   

 
取組  

 

沖縄島北部圏域の河川は、これまでダム建設や防災対策と 

しての河川改修が行われ、生物の生息・生育地の縮小、消失 

及び移動経路が分断されていることから、緩和・再生される 

必要があります。  

そのため、河川全体の自然環境、地域の暮らしや歴史・文 

化との調和に配慮するとともに、生物の生息・生育、繁殖環 

境及び多様な河川環境を保全・再生・創出する「多自然川づ 

くり」による河川管理を行います。  
 

担当課  
 

河川課  
 関連する施策ごとの 

事業・取組  
 

2-（1）-ウ 河川環境の保全・再生  

2-（3）-ア 野生生物の生息環境に配慮した工法の採用  
 

（中略） 
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（５）八重山圏域 

八重山圏域における生物多様性の現状と課題を踏まえ、以下の 2 つを重点施策として、優先

的に進めます。 

 

  
 

重点施策 2-（5）-1  
 

希少種の保護  
   

 

取組  

 

希少種については、これらの種が生態系を構成する要素の欠 

かせない一員であり、世界や日本の中でも八重山圏域にのみ生 

息・生育している種がいることを意識し、保護を図っていく必 

要があります。  

そのため、「沖縄県希少野生動植物保護条例（仮称）」を制定 

し、地域と連携した希少種の保護を図るとともに、天然記念物 

の保護を推進します。  

また、希少種の脅威となる外来種の防除対策や小動物に配慮 

した横断ボックスの設置などによるロードキル対策を行いま 

す。  
 

担当課  

 

自然保護課、道路街路課、道路管理課  

 関連する施策ごとの 

事業・取組  
 

1-（2）-ア 保護担保措置の拡充  

1-（3）-イ 希少種の保護  

1-（3）-ウ 外来種対策の推進  

1-（3）-エ 天然記念物の保護及び普及啓発  
 

 

  
 

重点施策 2-（5）-2  
 

自然と共生する農業の推進  
   

 
取組  

 

八重山圏域は農用地（水田・畑）やその周辺の森林・陸上と 

そこに生息・生育するその他の動植物からなる農地生態系があ 

り、生物多様性を維持する上からも周辺林を含めて多様な環境 

要素を保全する必要があります。  

そのため、特殊病害虫等の根絶と侵入防止に取り組むととも 

に、環境に配慮した病害虫対策の推進、赤土等流出対策に努め 

るほか、土づくりと環境保全型農業の推進及び家畜排せつ物等 

のバイオマスの利活用による資源循環システムの推進に取り組 

みます。  

特に、八重山海域は、沖縄県全域のなかでも最もサンゴ被度 

が高い海域であることから、農地生態系が流域を通して沿岸・ 

海洋生態系と繋がりがあることを認識し、農地からの赤土流出 

防止対策を推進します。  
 

担当課  

 

営農支援課、森林緑地課  

 関連する施策ごとの 

事業・取組  
 

3-（1）-ア 環境と調和する農業の推進  

3-（1）-ウ 森林・林業・緑化における生物多様性の保全  
 

（後略） 
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4-40 沖縄振興特別措置法（抜粋） 

（平成十四年三月三十一日法律第十四号） 

 

改正  

（中略） 

 

目次（抜粋箇所を太字で示す） 

 第一章 総則（第一条―第三条） 

 第二章 沖縄振興計画等（第三条の二―第五条） 

 第三章 産業の振興のための特別措置 

  第一節 観光の振興 

   第一款 観光地形成促進計画等（第六条―第十一条） 

   第二款 外国人観光旅客の来訪の促進（第十二条―第二十条） 

   第三款 環境保全型自然体験活動（第二十一条―第二十五条） 

   第四款 観光振興のための免税等（第二十六条・第二十七条） 

  第二節 情報通信産業振興計画等（第二十八条―第三十四条） 

  第三節 産業高度化・事業革新促進計画等（第三十五条―第四十条） 

  第四節 国際物流拠点産業集積計画等（第四十一条―第五十四条） 

  第五節 経済金融活性化特別地区（第五十五条―第五十九条） 

  第六節 農林水産業の振興（第六十条―第六十二条） 

  第七節 電気の安定的かつ適正な供給の確保（第六十三条―第六十五条） 

  第八節 中小企業の振興（第六十六条―第七十二条） 

  第九節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例（第七十三条・第七十四条） 

 第四章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置（第七十五条

―第八十三条の二） 

 第五章 文化の振興等（第八十四条―第八十八条） 

 第六章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置（第八十九条―第九十四条） 

 第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置（第九十五条

―第百四条） 

 第八章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置（第百五条―第百十条） 

 第九章 沖縄振興審議会（第百十一条・第百十二条） 

 第十章 雑則（第百十三条―第百十六条） 

     第十一章 罰則（第百十七条―第百二十一条）  
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第一章 総則 

（目的） 

第一条  この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興基本方針を策定し、及びこ

れに基づき策定された沖縄振興計画に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、

沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資

するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することを目的とする。 

 

（施策における配慮） 

第二条  国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の

地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖

縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮すると

ともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければならない。 

 

（定義） 

第三条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

一  沖縄 沖縄県の区域をいう。 

二  地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 

三  離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものをいう。 

四  国際会議等 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す

る法律 （平成六年法律第七十九号）第二条 に規定する国際会議等をいう。 

五  環境保全型自然体験活動 その参加者が、地域の自然環境について知識を有する者から案

内又は助言を受け、当該地域の自然環境の保全に配慮しつつ当該地域の自然と触れ合い、こ

れに対する理解を深めるための活動をいう。 

六  情報通信産業 （中略） 

七  特定情報通信事業 （中略） 

八  情報通信技術利用事業 （中略） 

九  製造業等 （中略） 

十  産業高度化・事業革新促進事業 （中略） 

十一  国際物流拠点産業 （中略） 

十二  特定国際物流拠点事業 （中略） 

十三  外国貨物 （中略） 

十四  中小企業者 （中略） 

十五  駐留軍用地跡地 （中略） 
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第二章 沖縄振興計画等 

（沖縄振興基本方針） 

第三条の二  内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振興基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めるものとする。 

２  基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一  沖縄の振興の意義及び方向に関する事項 

二  観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する基本的

な事項 

三  雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する基本的な事項 

四  教育及び文化の振興に関する基本的な事項 

五  福祉の増進及び医療の確保に関する基本的な事項 

六  科学技術の振興に関する基本的な事項 

七  情報通信の高度化に関する基本的な事項 

八  国際協力及び国際交流の推進に関する基本的な事項 

九  駐留軍用地跡地の利用に関する基本的な事項 

十  離島の振興に関する基本的な事項 

十一  環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する基本的な事項 

十二  社会資本の整備及び土地（公有水面を含む。次条第二項第十一号において同じ。）の利

用に関する基本的な事項 

十三  前各号に掲げるもののほか、沖縄の振興に関する基本的な事項 

３  基本方針は、平成二十四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のも

のでなければならない。 

４  内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄振興審議会の意見を

聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。 

５  内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６  前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（沖縄振興計画） 

第四条  沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。 

２  沖縄振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一  観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する事項 

二  雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する事項 

三  教育及び文化の振興に関する事項 

四  福祉の増進及び医療の確保に関する事項 

五  科学技術の振興に関する事項 
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六  情報通信の高度化に関する事項 

七  国際協力及び国際交流の推進に関する事項 

八  駐留軍用地跡地の利用に関する事項 

九  離島の振興に関する事項 

十  環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する事項 

十一  社会資本の整備及び土地の利用に関する事項 

３  前項各号に掲げる事項のほか、沖縄振興計画には、沖縄の地理的条件並びに人口及び産業の

集積その他の社会的条件を総合的に勘案して区分された圏域別の振興に関する事項を定めるよ

う努めるものとする。 

４  沖縄振興計画は、平成二十四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容

のものでなければならない。 

５  沖縄県知事は、沖縄振興計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総

理大臣に提出しなければならない。 

６  内閣総理大臣は、前項の規定により沖縄振興計画の提出があった場合においては、その内容

を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当

該沖縄振興計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。 

７  内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画が基本方針に適合していない

と認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。 

８  内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画について前項の規定による措

置をとる必要がないと認めるときは、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。 

９  第五項から前項までの規定は、沖縄振興計画の変更について準用する。 

 

（国の援助） 

第五条  国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めな

ければならない。 

 

第三章 産業の振興のための特別措置 

第一節 観光の振興 

（中略） 

第三款 環境保全型自然体験活動 

（環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定） 

第二十一条  沖縄において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者は、環

境保全型自然体験活動の実施に関する協定（以下「保全利用協定」という。）を締結し、当該保

全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。 

２  前項の認定に係る申請については、保全利用協定に参加するもののうちから代表者（以下「協
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定代表者」という。）を定め、これを行わなければならない。 

３  環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者で、その者以外に当該環境保

全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者がないと認められる区域において当該

環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行うもの（以下「単独事業者」という。）

は、単独で保全利用協定を定め、第一項の規定による認定を受けることができる。 

４  保全利用協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一  保全利用協定の対象となる土地の区域（以下「協定区域」という。） 

二  環境保全型自然体験活動の内容に関する事項 

三  自然環境の保全その他環境保全型自然体験活動の実施に際し配慮すべき事項 

四  保全利用協定の有効期間 

五  保全利用協定に違反した場合の措置 

六  その他必要な事項 

５  沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規

定による認定をするものとする。 

一  沖縄振興計画に照らして適切なものであること。 

二  協定区域内において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者の相

当数が保全利用協定に参加していること。 

三  協定区域における自然環境の保全上支障がないことその他環境保全型自然体験活動の適

正な推進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。 

四  保全利用協定の内容が不当に差別的でないこと。 

五  保全利用協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するも

のでないこと。 

６  沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請があったときは、主務省令で定めるところにより、

その旨を公告し、当該保全利用協定を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければなら

ない。 

７  沖縄県知事は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を協定区域の属する

市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の自然環境の保全その他の環境保全型自然

体験活動の適正な推進の見地からの意見を聴かなければならない。 

８  第六項の規定による公告があったときは、当該保全利用協定に関し自然環境の保全その他の

環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の

日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、当該保全利用協定について、沖縄県知

事に意見書を提出することができる。 

９  沖縄県知事は、第一項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適

切な方法により、環境保全型自然体験活動に参加しようとする者、沖縄を来訪する観光旅客そ

の他の者に当該認定に係る保全利用協定の内容について周知するものとする。 
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（保全利用協定の変更） 

第二十二条  協定代表者及び単独事業者は、前条第一項の認定を受けた保全利用協定（次条にお

いて「認定協定」という。）において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定

を受けなければならない。 

２  前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。 

 

（勧告） 

第二十三条  沖縄県知事は、環境保全型自然体験活動が認定協定（前条第一項の変更の認定があ

ったときは、その変更後のもの。以下同じ。）に従って実施されていないと認めるとき、又は当

該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保するため必

要があると認めるときは、当該認定協定に係る協定代表者又は単独事業者に対して、環境保全

型自然体験活動の実施の方法の改善、当該認定協定の変更その他の必要な措置をとるべきこと

を勧告することができる。 

 

（認定の取消し） 

第二十四条  前条の規定による勧告を受けた協定代表者又は単独事業者が当該勧告に従い必要

な措置をとらなかったときは、沖縄県知事は、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定

による認定を取り消すことができる。 

２  沖縄県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を、協定代表者又は単独

事業者に通知するとともに、公表しなければならない。 

 

（環境保全型自然体験活動の推進） 

第二十五条  国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び健全な利用の推進に資す

るため、沖縄における環境保全型自然体験活動の推進に必要な資金の確保、人材の育成、情報

の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２  環境大臣は、沖縄における国立公園の保護及び整備等を通じて沖縄における環境保全型自然

体験活動が推進されるように努めるものとする。 

 

（後略） 
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4-41 沖縄 21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）（抜粋） 

 

策定主体 沖縄県 

策定年月 平成２４年 3月 

目次（抜粋箇所を太字で示す） 

第１章 総説 

1．計画策定の意義 

2．計画の性格 

3．計画の期間 

4．計画の目標 

第２章 基本方向 

1．基本的課題 

2．基本的指針 

3．施策展開の基軸的な考え 

4．将来像の実現と固有課題の克服に向けた施策展開の枠組み 

5．計画の展望値～人口及び社会経済の見通し～ 

第３章 基本施策 

1．沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して 

2．心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指して 

3．希望と活力にあふれる豊かな島を目指して 

4．世界に開かれた交流と共生の島を目指して 

5．多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して 

第４章 克服すべき沖縄の固有課題 

1．基地問題の解決と駐留軍用地跡地利用 

2．離島の条件不利性克服と国益貢献 

3．海洋島しょ圏沖縄を結ぶ交通ネットワークの構築 

4．地方自治拡大への対応 

第５章 圏域別展開 

1．基本的な考え 

2．圏域間連携の強化による広域的地域圏の形成 

3．圏域別展開の基本方向 

第６章 計画の効果的な実現 

1．沖縄振興特別措置法と本計画の関係 

2．計画の実施方法等 
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第１章 総説 

（中略） 

２．計画の性格 

本計画は、これまでの沖縄振興分野を包含する総合的な基本計画であって、沖縄２１世紀ビ

ジョンで示された県民が描く将来像の実現に向けた取組の方向などを踏まえ、沖縄の福利を最

大化すべく、計画における「基本方向」や「基本施策」などを明らかにしたものです。同時に、

沖縄振興特別措置法に位置付けられた沖縄振興計画としての性格を持ち合わせています。した

がって、沖縄県の施策の基本となるものであり、国、市町村等においても尊重されるべきもの

です。また、県民をはじめ企業、団体、ＮＰＯなどの各主体の自発的な活動の指針となるもの

です。 

なお、沖縄２１世紀ビジョンにおいては、第１に、自然を愛し伝統文化を大切にする心を「沖

縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島」へ、第２に、人と人との絆を大事にする心

を「心豊かで、安全・安心に暮らせる島」へ、第３に、強くしなやかな経済や豊かさを求める

心を「希望と活力にあふれる豊かな島」へ、第４に、世界との交流を通じて平和を希求する心

を「世界に開かれた交流と共生の島」へ、第５に、希望と夢のあふれる人材を育む心を「多様

な能力を発揮し、未来を拓く島」へと５つの目指すべき将来像が示されています。 

また、「大規模な基地返還とそれに伴う県土の再編」、「離島の新たな展開」、「海洋島しょ圏沖

縄を結ぶ交通ネットワークの構築」、「地方自治の拡大」といった、国の責務として解決が求め

られる克服すべき沖縄の固有課題を明らかにしています。 

 

３．計画の期間 

本計画の期間は、沖縄２１世紀ビジョンが想定する概ね 20年後に至る前期 10年に相当し、

沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興計画の期間である平成 24年度から平成 33  

年度までの 10年間とします。 

 

４．計画の目標 

本計画においては、沖縄の特性を発揮し、日本と世界を結び、アジア・太平洋地域の平和と

発展に貢献する先駆的地域を形成し、経済情勢を踏まえた自立的発展の基礎条件を整備し、我

が国の発展に寄与する新生沖縄を創造するとともに、自然や文化などよき沖縄の価値を高めて

いく再生沖縄に取り組み、沖縄２１世紀ビジョンで掲げた５つの将来像の実現及び４つの固有

課題の解決を図り、「時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美ら島』

おきなわ」を実現することを目標とします。 

（中略）  
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第５章 圏域別展開 

（中略） 

３．圏域別展開の基本方向 

（１）北部圏域 

（中略） 

【展開の基本方向】 

沖縄振興事業等で蓄積された基盤、施設等を有効活用するとともに、新たな北部振興に関す

る事業等を推進し、雇用機会の創出、魅力ある生活環境の整備、情報通信関連産業の振興等を

図ります。 

貴重な動植物の宝庫であるやんばるの森、ジュゴン等が生息する海域、美しい海浜等の自然

環境及び固有の文化の保全と経済開発、社会発展との調和を図り、地域の特性に応じた振興に

取り組みます。また、国際的な学術研究・リゾート拠点としての基盤及び環境整備を図るとと

もに、地域特性を生かした農林水産業の振興を図ります。 

さらに、拠点都市である名護市の多様な都市機能の充実を図りつつ、地域間の円滑な連携を

促進し、その拠点性を高めていきます。 

過疎地域においては、沖縄県過疎地域自立促進方針に基づき策定された沖縄県過疎地域自立

促進計画及び市町村計画に基づき、若者が定着する魅力に満ち、活力に富んだ個性豊かな地域

社会の実現を目指して諸施策を推進します。 

また、辺地地域においては、その地理的特性等から交通条件、その他生活環境に著しい不利

性を有することから、引き続き、公共的施設の総合的かつ計画的な整備を促進するなど、生活

環境整備等の推進に取り組む市町村を支援します。 

人口減少・高齢化が進む離島では、特色ある地域資源を活用した地場産業の振興等に取り組

むとともに、医療、福祉、教育をはじめ生活環境基盤の整備を推進し、定住条件の整備を図り

ます。 

 

ア 環境共生型社会の構築 

二次林や原生的な自然林を含めた多様な自然環境を有し、固有かつ絶滅のおそれがある種

が多数生息するやんばる地域においては、人と自然が共生した社会の形成に向け、国立公園

指定や世界自然遺産への登録など、自然環境の保全に向けた活動の充実を促進します。 

また、生物多様性の保全のため、陸域におけるマングース等外来種の防除や海域における

オニヒトデの駆除等の対策を強化します。 

さらに、干潟・藻場等の海域及び森林、河川、海岸等の陸域については、保全すべき地域、

利用する地域のゾーニングを行い、自然環境の保全・再生・適正利用に取り組むほか、赤土
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等流出問題については、農地を重点に各種発生源対策の強化等を含めた総合的な対策を推進

します。 

離島を含め、太陽光発電や風力発電、豊富な地域資源を活用したバイオマスエネルギーな

ど再生可能エネルギーの導入・普及を推進し、先駆的なエネルギーの活用を図ります。 

 

イ 圏域の特色を生かした産業の振興 

(ア) 観光リゾート産業の振興 

緑豊かな山々や美しい海岸線、そこで生息する貴重な動植物など、多様で個性豊かな自然

環境、今帰仁城跡、芭蕉布など歴史的・文化的に優れた地域資源を生かした魅力ある観光地

づくりを推進します。 

このため、環境保全活動と経済活動が共存するルールづくりなどに取り組むとともに、大

宜味村における芭蕉布製作やグリーン・ツーリズム、東村、国頭村及び名護市のエコツーリ

ズム、伊江島等の民泊など体験・参加型観光の取組による地域特性・地域産業と密接に連携

した観光スタイルの充実を促進します。 

また、奥ヤンバル鯉のぼり祭り、東村つつじ祭り、伊江島ゆり祭り、本部町、名護市及び

今帰仁村の桜祭りなどの地域イベントの充実を促進し、北部観光の多彩な魅力を高めます。

さらに、宜野座村から金武町、中部圏域のうるま市に至る環金武湾地域における金武湾の特

性や自然、文化を生かした健康保養をテーマとした滞在型観光や海洋レジャーなどの取組を

促進します。 

地域における観光人材を確保するため、観光コーディネーター、観光プロデューサー、観

光ガイドを育成し、地域の魅力開発と受入体制の充実を推進するほか、地域における文化を

担う人材を確保するため、伝統文化の後継者・技術者等の育成を図ります。 

（中略） 

あわせて、沖縄を代表する観光リゾート地としての沿道景観整備やまちなみ景観創出など、

地域にふさわしい個性豊かな風景づくりを進め、観光イメージや地域の魅力向上を図るほか、

共同売店や都市農村交流拠点施設などを活用して地域の人々とのふれあいや地域の魅力を

発掘・発信する取組を促進します。 

観光関連施設については、国内外からの観光客の増大や観光の高付加価値化などに対応す

るため観光地形成促進地域制度を活用した施設等の整備を促進するほか、省エネ設備など新

たな環境技術等の導入促進に努めます。 

(イ) 農林水産業の振興 

きく、ゴーヤー、さやいんげん、マンゴー等の品目については、生産施設の整備、生産出

荷組織の育成、販売体制の整備等を計画的に実施し、新たな産地認定と既存産地の育成に重

点的に取り組みます。特に、アテモヤなど新規品目の拠点産地を形成し、生産体制の強化、

ブランド化を図ります。 
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さとうきび、パインアップルについては、優良種苗の導入、増殖、普及等により品質向上

を図るとともに、農業生産法人、作業受託組織等を育成・強化し、生産拡大に向けた取組を

推進します。 

また、かんがい施設等や区画整理等の生産基盤の整備・保全、防風林等の農地保全対策を

推進します。赤土等流出問題については、総合的な対策を推進し、農地保全及び環境負荷低

減を図ります。 

畜産業については、環境に配慮しつつ、系統造成豚を活用した独自ブランドの育成・拡大、

飼養管理技術の向上や優良種豚の導入を推進します。肉用牛については、子牛の拠点産地化

をはじめ安定かつ良質な素牛生産を推進します。酪農については、自給粗飼料の供給に努め

るとともに、牛乳の消費拡大を図ります。養鶏については、飼養環境の改善を図りつつ生産

振興に取り組みます。 

さらに、薬用作物、シークヮーサー、黒糖、沖縄産紅茶等の特産品の高付加価値化、ブラ

ンド化を図るため、食品加工、流通、販売、観光等が連携した体制の整備及び強化を推進す

るとともに、農産加工施設などの整備を図ります。 

周辺離島の含みつ糖生産地域においては、農家の所得安定及び製糖事業者の経営安定化に

向けた支援とあわせ、国内外への販売展開や新商品開発、多用途利用等による需要拡大等に

取り組みます。 

林業については、木材生産の産地形成及び特用林産物の生産の促進、県産材の利用開発を

図ります。また、森林の持つ多様な機能を持続的に発揮させるために必要な森林整備を推進

するとともに、森林ツーリズム等による多面的活用を図ります。 

水産物流通の拠点である名護漁港を中心に、水産物の生産・加工・流通機能を強化すると

ともに、老朽化した漁港・漁場等生産基盤施設の維持更新を計画的に推進します。また、食

品加工業者等と連携して高付加価値化を図るとともに、近海魚介類の資源管理による生産拡

大を図ります。 

農山漁村地域における都市との交流及び滞在拠点を形成し、観光リゾート産業等との更な

る連携強化を図ります。 

(ウ) 地域リーディング産業の振興 

（中略） 

また、環境関連産業の創出を目指し、離島地域を含め太陽光発電や風力発電、バイオマス

等の再生可能エネルギー導入に関する実証試験・実用化に取り組むとともに、離島等におけ

る廃棄物の再資源化や有効活用など調査研究を踏まえて実施するほか、環境関連ビジネスモ

デルの創出を促進します。 

（中略） 

 (エ) 商工業の振興 

（中略） 
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地元の農林水産物をはじめ有形・無形の地域資源を活用した商品開発や販売促進などやん

ばるブランドの創出に向けた農商工連携による取組を促進するとともに、既存の農林水産物

加工施設等の利活用を促進します。また、地域に応じた販売体制の構築、地域リーダー等人

材の育成を図ります。 

（中略） 

 

ウ 生活圏の充実 

(ア) 交通及び物流基盤の整備 

（中略） 

(イ) 生活環境基盤等の整備 

（中略） 

(ウ) 保健医療・福祉関連機能の充実 

（中略） 

(エ) 教育機会の確保等 

（中略） 

 

エ 駐留軍用地跡地利用の推進 

ＳＡＣＯ最終報告に示された返還予定施設である北部訓練場や、安波訓練場の跡地につい

ては、自然環境の適切な保全や森林地域の保全・整備に取り組み、やんばるの森の資源を生

かした活用を図ります。また、ギンバル訓練場の跡地については、跡地利用計画に基づき、

地域医療施設及びリハビリ関係施設等の整備を図ります。 

 

オ 国際交流等の推進 

（中略） 

また、外国人観光客に対応するため、多言語を用いた案内板表記などの環境整備を図ると

ともに、通訳案内士の育成など諸外国との人的交流を推進するための基盤の整備に取り組み

ます。 

（中略） 

（５）八重山圏域 

（中略） 

【展開の基本方向】 

多様性に富んだ豊かな自然環境を保全するとともに、各種伝統行事や伝統芸能、伝統工芸の

継承を図り、各々の島独自の魅力を高めながら、エコツーリズムやグリーン・ツーリズムなど
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の体験・滞在型観光を推進し、本圏域特有の観光リゾート産業の振興に取り組みます。 

また、自然及び地理的条件を生かした農林水産業の振興を推進するとともに、我が国の南西

端に位置する特性を生かした国内外との人的・物的交流の促進を図り、地域の活性化に努めま

す。 

さらに、本圏域の拠点都市である石垣市において医療、福祉、教育等の施設の充実を図ると

ともに、周辺離島との交通利便性の向上に取り組みます。 

周辺離島など過疎化や高齢化の進行が著しい地域においては、伝統・文化など魅力ある地域

の資源を生かした地場産業の振興等に取り組むとともに、行政、医療、教育をはじめ生活環境

基盤の整備を推進するほか、割高な生活コストの低減や様々な格差の是正など定住条件の整備

を図ります。 

また、自然災害対策として、生活環境の安定確保を維持するための公共施設等の機能強化を

図ります。 

 

ア 拠点都市機能の充実 

（中略） 

石垣港では、防災機能の強化やエネルギーバースの整備を含めて交流拠点としての港湾機

能の拡充を図るとともに、国際的な観光リゾート地としての基盤強化を図るため、海外から

の大型旅客船に対応した岸壁等の整備を促進します。新石垣空港については、国際線の受入

機能を強化するほか、国内外への路線拡充に向けた取組を図ります。また、住民の負担軽減

に向けて、船賃及び航空運賃の低減化を図ります。 

観光リゾート地としての魅力向上、交流人口の拡大を図るため、空港、港湾などの広域交

通拠点と中心市街地、集落、観光地等を連結する石垣空港線などの幹線道路等及びそれらを

補完する市町村道の整備を促進します。 

（中略） 

 

イ 圏域の特色を生かした産業の振興 

(ア) 観光リゾート産業等の振興と産業イノベーションの推進 

自然環境、景観、伝統文化など固有の地域資源を生かした地域の活性化に向けて、せきせ

いしょうこ交流人口の拡大に取り組みます。このため、石西礁湖をはじめ世界有数といわれ

る 

サンゴ礁域や西表島の広大な原生林・マングローブ林など多様性に富んだ自然環境、地域

内の歴史・文化資源、熱帯果樹などの農林水産物、住民のホスピタリティなど、様々な資源

を活用した独自の観光スタイルの創出を促進します。 

（中略） 

また、環境共生型観光地の形成を図るため、自然資源の利用ルールの策定や周知の徹底、
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環境に配慮した良質な観光メニューの開発・拡充・普及、環境負荷の低減を図る施設整備等

により、持続的な観光地づくりを推進します。 

さらに、新規航空会社の誘致や定期航空路線開設に向けたセールス活動の展開による航空

路の充実、クルーズ船の誘致など近隣諸国等からの観光誘客活動を地域との連携により推進

するとともに、観光地形成促進地域制度の活用による国内外からの観光客の増大に対応した

施設整備の促進、国に対する出入国手続（ＣＩＱ）の円滑化の働きかけ、通訳案内サービス

の向上等の受入体制の強化に取り組み、観光客の満足度向上に努めます。 

（中略） 

 (イ) 農林水産業の振興 

かんがい施設や区画整理等の生産基盤の整備を推進するとともに、既設施設の再編・更新

を図り、農業用水の有効活用等を促進します。また、台風等気象災害から農作物被害を防ぐ

ための防風林整備や赤土等流出問題の総合的な対策を推進し、農地保全及び環境負荷の低減

を図ります。 

パインアップル、オクラ、熱帯性花き等の品目については、生産施設の整備、流通・販売

体制の整備等を計画的に実施し、拠点産地の育成に重点的に取り組みます。 

さとうきび、肉用牛等については、生産体制の強化及び資源循環型農業を推進します。特

に、さとうきびについては、優良種苗の増殖普及、土づくり、土壌病害虫の防除等により生

産性及び品質向上に努めるとともに、農地の利用集積による経営規模の拡大、農業生産法

人・農作業受託組織等の育成・強化等を図ります。 

周辺離島の含みつ糖生産については、農家の所得安定及び製糖事業者の経営安定化に向け

た支援とあわせ、黒糖ブランドの確立、販路開拓や多用途利用等による需要拡大を図ります。 

畜産業については、環境問題に配慮しつつ、子牛の拠点産地化、「石垣牛」等の肥育牛のブ

ランド化を推進するとともに、食肉センターの整備等を図ります。 

水源かん養、潮・風害防備等、森林の持つ多様な機能を維持発揮させる森林整備とあわせ

て、森林ツーリズム等による森林の多面的活用を図ります。 

水産業については、マチ類などの近海魚介類の資源管理に努めるとともに、モズクやハタ

類などのつくり育てる漁業の推進とブランド化による生産拡大を図ります。 

また、流通加工施設等の整備により流通機能の強化を図るとともに老朽化した漁港・漁場

等生産基盤施設の維持更新を推進します。さらに、良好な漁場環境の保全、漁業秩序の維持・

確保に取り組みます。 

 

ウ 生活圏の充実 

(ア) 生活環境基盤等の整備 

（中略） 

(イ) 保健医療・福祉関連機能の充実 
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（中略） 

(ウ) 公平な教育機会の確保等 

（中略） 

 

エ 環境共生型社会の構築 

島しょ地域である本圏域では、環境負荷に対して脆弱な構造を有していることから、廃棄

物の排出抑制や減量化、リサイクル等を推進するとともに、地域実情を踏まえた廃棄物の効

率的な処理を促進します。 

また、公共下水道、集落排水施設の整備や合併処理浄化槽の普及等を図るとともに、雨水、

再生水等の水資源の有効利用を推進します。 

さらに、環境保全型農業、太陽光発電、風力発電、バイオマス等の再生可能エネルギーの

導入を推進するとともに、マイクログリッド実証事業など諸施策を先駆的に取り組み、資源

循環型社会の形成を図ります。 

サンゴ礁生態系を保全するため、オニヒトデの集中的な駆除等を実施するほか、赤土等流

出など陸域からの環境負荷対策に取り組みます。 

 

オ 国際交流等の推進 

国際的な相互理解の促進を図るため、台湾等との民俗芸能、伝統工芸、修学旅行などの文

化交流等を促進します。さらに、多言語を用いた案内板表示や特産品等表示、情報通信技術

を利活用した観光・公共交通情報等の多言語配信などを促進しつつ、圏域内の周遊をサポー

トする体制整備を図ります。 

 

（後略） 
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4-42 沖縄県観光振興基本計画 

（第 5次） 

概要版 
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4-43 伊武岳地区保全利用協定（概要） 

 

協定区域 伊武岳登山道 オキナワウラジロガシルート 

活動内容 トレッキング 

認定日 平成 26年 10月 31日（協定有効期間 H26.9.1～H28.8.31） 

締結事業者 やんばるエコツーリズム研究所 代表者：中根 忍 ※代表事業者 

締結事業者数 計 1事業者 

主な内容 ＜自然環境への配慮＞ 

・適正なツアー人数規模の設定（1 日 2 回、1 回 6 名まで（ガイドを除

く）） 

・ペットやその他動物を持ち込まない、持ち出さない 

・登山道では傷みやすい樹木の根などは踏みつけないように留意する 

・事業運営にあたっては地域ルール（安田区規則等）を順守する 

・協定区域内における年２回程度のモニタリングの実施 

＜地域への配慮＞ 

・事業運営に当たっては地域ルール（安田区規則等）を順守する 

・協定締結事業者は環境協力金を寄付するものとする（任意） 

・写真撮影等、住民の生活環境へ配慮しプライバシーの保護に努める 
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4-44 仲間川地区保全利用協定（概要） 

 

協定区域  

 

仲間川及び周辺の森林（自然休養林（仲間川地区）と森林生態系保全地域 

を含む）  
 

活動内容  

 

遊覧船、カヤック  

 認定日  

 

県知事認定１号（平成 16年 6 月）  

※現協定認定日  

 平成 25年１月 23日 （協定有効期間 H23.1.23～H27.1.23）  
 

締結事業者  

 

・株式会社東部交通 代表取締役：玉盛 雅通 ※代表事業者  

・マリンレジャー金盛 代表者：金盛 良克  

・南風見ぱぴよん 代表者：山元俊雄  

・ちゅらねしあ 代表者：八幡 暁  

・シーカヤックツアー海月 代表者：金田 克己  
 

締結事業者数  

 

計５事業者  

 主な内容  

  

  

  

  

  

  
 

＜自然環境への配慮＞  

・マングローブ林保護のための遊覧船の運航速度規制  

・徐行区間の設置  

・ひき波の立ちにくい遊覧船の導入  

・２ストロークエンジン船の使用自粛  

・潮位による遊覧船の運航制限  

・カヌーツアー１パーティーあたりの隻数の上限設定  

・カヌー利用者数の制限  

・野生生物の採集の禁止  

・事業者合同によるゴミ拾い    

＜地域への配慮＞  

・イノシシ猟の期間中は仲間川沿いの山に入らない  

・ガサミ漁の道具にふれないようにする  

・地域住民との話し合いの場の設置を定期的に設け、フィールドの観察記 

録の報告と意見交換を行う  
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付属資料５ 
 

追加情報 

 

5-1：公式地形図 （別添） 

5-2：写真リスト 
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5-2 写真その他の映像資料リスト 

No. フォーマット キャプション 撮影年 撮影者 
著作権所持者 
（撮影者等と異なる
場合）  

連絡先 
非独占的
権利の譲
渡 

1 jpg 常緑広葉樹林(奄美大島) 2011  環境省 環境省 ○ 

2 jpg 井之川岳(徳之島) 2008  
自然環境 

研究センター 

自然環境 

研究センター 
○ 

3 jpg 常緑広葉樹林（沖縄島北部） 2016  環境省 環境省 ○ 

4 jpg 古見岳(西表島) 2010  同上 同上 ○ 

5 jpg 船浦湾からの眺望(西表島) 2010  同上 同上 ○ 

6 jpg 雲霧林(沖縄島北部) 2003  同上 同上 ○ 

7 jpg 渓流帯 (奄美大島) 2012  同上 同上 ○ 

8 jpg マングローブ林(西表島仲間川) 2009  同上 同上 ○ 

9 jpg アマミクサアジサイ 2012  同上 同上 ○ 

10 jpg アマミテンナンショウ 2012  同上 同上 ○ 

11 jpg アマミスミレ 2010  同上 同上 ○ 

12 jpg トクノシマカンアオイ 2013  同上 同上 ○ 

13 jpg クニガミトンボソウ 2010  同上 同上 ○ 

14 jpg コケタンポポ 2013  同上 同上 ○ 

15 jpg オキナワセッコク 2007  同上 同上 ○ 

16 jpg アマミノクロウサギ 2012  同上 同上 ○ 

17 jpg イリオモテヤマネコ 2006  同上 同上 ○ 

18 jpg アマミトゲネズミ 2014  同上 同上 ○ 

19 jpg トクノシマトゲネズミ 2015  同上 同上 ○ 

20 jpg オキナワトゲネズミ 2009  同上 同上 ○ 

21 jpg ケナガネズミ 2008  同上 同上 ○ 

22 jpg ルリカケス 2015  同上 同上 ○ 

23 jpg ヤンバルクイナ 2007  同上 同上 ○ 

24 jpg ノグチゲラ 2012  同上 同上 ○ 

25 jpg アマミヤマシギ 2014  同上 同上 ○ 

26 jpg オオトラツグミ 2007  同上 同上 ○ 

27 jpg オーストンオオアカゲラ 2013  同上 同上 ○ 

28 jpg リュウキュウヤマガメ 2008  同上 同上 ○ 

29 jpg セマルハコガメ 2011  同上 同上 ○ 

30 jpg オビトカゲモドキ 2014  同上 同上 ○ 

31 jpg クロイワトカゲモドキ 2009  同上 同上 ○ 

32 jpg キシノウエトカゲ 2008  同上 同上 ○ 

33 jpg イボイモリ 2015  同上 同上 ○ 

34 jpg アマミハナサキガエル 2014  同上 同上 ○ 

35 jpg ハナサキガエル 2009  同上 同上 ○ 

36 jpg オオハナサキガエル 2006  同上 同上 ○ 

37 jpg コガタハナサキガエル 2007  同上 同上 ○ 

38 jpg アマミイシカワガエル 2012  同上 同上 ○ 

39 jpg オキナワイシカワガエル 2009  同上 同上 ○ 

40 jpg ナミエガエル 2008  同上 同上 ○ 

41 jpg オットンガエル 2008  同上 同上 ○ 

42 jpg ホルストガエル 2008  同上 同上 ○ 

43 jpg ヤンバルテナガコガネ 2005  同上 同上 ○ 

44 jpg ヤエヤマハナダカトンボ 2016  同上 同上 ○ 

45 jpg アサヒナキマダラセセリ 2009  同上 同上 ○ 

 

5-3

平成29年2月提出版



 

 

平成29年2月提出版


	推薦書付属資料
	目次
	付属資料1
	1-1 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島　世界自然遺産推薦地　包括的管理計画
	目次
	１．はじめに
	２.計画の基本的事項
	３.推薦地の概要
	４.管理の目標
	５.管理の基本方針
	６.管理の実施体制
	７.地域別の行動計画の策定
	８.おわりに
	別表
	別表1 奄美大島行動計画
	別表2 徳之島行動計画
	別表3 沖縄島北部行動計画
	別表4 西表島行動計画

	参考資料
	参考資料１：管理計画に関連する法令、条例、計画等の一覧及び概要
	参考資料２：「地域連絡会議」構成行政機関一覧
	参考資料３：「奄美大島部会」、「徳之島部会」、「沖縄島北部部会」、「西表島部会」構
成機関・団体一覧



	付属資料2
	2-1 植生図
	凡例
	2-1-1 (1). 奄美大島植生図（北部）
	2-1-1 (2). 奄美大島植生図（南部）
	2-1-2. 徳之島植生図
	2-1-3. 沖縄島北部植生図
	2-1-4. 西表島

	2-2 種リスト
	2-2-1. 維管束植物
	2-2-2.哺乳類
	2-2-3.鳥類
	2-2-4.爬虫類
	2-2-5.両生類
	2-2-6.陸水性魚類
	2-2-7.陸水性甲殻十脚類
	レッドリストカテゴリー


	付属資料3
	3-1 自然公園法（抜粋）
	3-2 国有林野の管理経営に関する法律（抜粋）
	3-3 国有林野管理経営規程（抜粋）
	3-4 保護林設定管理要領
	3-5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（抜粋）
	3-6 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（抜粋）
	3-7 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（抜粋）
	3-8 文化財保護法（抜粋）
	3-9 鹿児島県希少野生動植物の保護に関する条例
	3-10 奄美大島・徳之島の市町村の希少野生動植物の保護に関する条例について
	3－11 奄美大島・徳之島、やんばる及び西表島の市町村における
飼い猫の管理に関する条例について

	付属資料4
	4-1 奄美群島国立公園（仮称）公園計画書（環境省原案）
	4-2 やんばる国立公園公園計画書（抜粋）
	4-3 西表石垣国立公園公園計画書（抜粋）
	4-4 地域管理経営計画（奄美大島森林計画区）抜粋
	4-5 地域管理経営計画（沖縄北部森林計画区）抜粋
	4-6 地域管理経営計画（宮古八重山森林計画区）抜粋
	4-7 奄美群島森林生態系保護地域保全管理計画（抜粋）
	4-8 西表島森林生態系保護地域保全管理計画（抜粋）
	4-9 日本の国有林における保護林と緑の回廊の概要
	4-10 国有林野における緑の回廊の設定について
	4-11 国指定湯湾岳鳥獣保護区更新計画書（抜粋）
	4-12 国指定湯湾岳鳥獣保護区湯湾岳特別保護地区
指定計画書（抜粋）
	4-13 国指定やんばる（安田）鳥獣保護区指定計画書（抜粋）
	4-14 国指定やんばる（安田）鳥獣保護区
やんばる（安田）特別保護地区指定計画書（抜粋）
	4-15 国指定やんばる（安波）鳥獣保護区指定計画書（抜粋）
	4-16 国指定西表鳥獣保護区 指定計画書（抜粋）
	4-17 国指定西表鳥獣保護区西表特別保護地区 指定計画書（抜粋）
	4-18 アマミノクロウサギ保護増殖事業計画
	4-19 イリオモテヤマネコ保護増殖事業計画
	4-20 アマミヤマシギ保護増殖事業計画
	4-21 オオトラツグミ保護増殖事業計画
	4-22 ヤンバルクイナ保護増殖事業計画
	4-23 ノグチゲラ保護増殖事業計画
	4-24 ヤンバルテナガコガネ保護増殖事業計画
	4-25 アマミノクロウサギ保護増殖事業10ヶ年実施計画
	4-26 アマミヤマシギ保護増殖事業10ヶ年実施計画
	4-27 オオトラツグミ保護増殖事業10ヶ年実施計画
	4-28 ヤンバルクイナ保護増殖事業10ヶ年実施計画
	4-29 第２期奄美大島におけるジャワマングース防除実施計画
	4-30 第２期沖縄島北部地域におけるマングース防除実施計画
	4-31 沖縄八重山地域におけるオオヒキガエル防除実施計画
	4-32 生物多様性鹿児島戦略（抜粋）
	4-33 奄美群島振興開発特別措置法（抜粋）
	4-34 奄美群島振興開発計画（抜粋）
	4-35 奄美群島自然共生プラン（抜粋）
	4-36 鹿児島県観光振興基本方針（抜粋）
	4-37 奄美群島持続的観光マスタープラン
	4-38 奄美大島、徳之島における公共事業環境配慮指針
	4-39 生物多様性おきなわ戦略（抜粋）
	4-40 沖縄振興特別措置法（抜粋）
	4-41 沖縄21 世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）（抜粋）
	4-42 沖縄県観光振興基本計画（第5次）概要版
	4-43 伊武岳地区保全利用協定（概要）
	4-44 仲間川地区保全利用協定（概要）

	付属資料5
	5-2 写真その他の映像資料リスト





